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令 和 ２ 年 ６ 月 ８ 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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開 会◎

これより令和２年６月定例○丸山裕次郎議長

県議会を開会します。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、日髙陽○丸山裕次郎議長

一議員、前屋敷恵美議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○丸山裕次郎議長

議題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

山下博三委員長。

〔登壇〕 おはようございま○山下博三議員

す。御報告いたします。

去る５月29日の議会運営委員会において、本

日招集されました令和２年６月定例県議会の会

期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計13件、その内訳は、補正予算３件、条例３

件、予算・条例以外５件、報告承認２件であり

ます。このほか８件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査いたしました結果、会期につき

ましては、本日から６月24日までの17日間とす

ることに決定いたしました。なお、会議日程

は、お手元に配付されております日程表のとお

りであります。

今期定例会は、６月11日から５日間の日程で

一般質問を行います。一般質問終了の後、人事

案件の採決を行った上で、その他の議案・請願

について、所管常任委員会への付託を行いま

す。６月18日及び19日の２日間で各常任委員会

を開催していただき、６月24日の最終日に、付

託された議案・請願の審査結果報告及び採決を

行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会の開催については、日程表に記載の

とおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終○丸山裕次郎議長

わりました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたし○丸山裕次郎議長

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から６月24日まで

の17日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第11号まで及び◎

報告第１号、第２号上程

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から、議案第１号から第11号まで及び

報告第１号、第２号の各号議案の送付を受けま

したので、これらを一括上程いたします｡〔巻末

参照〕

令和２年６月８日(月)
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令和２年６月８日(月)

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和２年６月定例県議会の開会に当た

り、まず、県議会の皆様におかれましては、新

型コロナウイルス感染症対策につきまして、格

別の御配慮をいただき厚く御礼を申し上げま

す。

宮崎県内において、これまでに確認された感

染者は17名であり、全ての方が既に退院されて

います。県内では４月12日以降、57日間連続で

新たな感染が確認されておらず、この期間は、

感染が確認された都道府県の中では全国最長と

なります。

このように感染拡大を抑えることができてお

りますのも、ひとえに感染拡大防止に向けた県

民や事業者の御理解と御協力をはじめ、医療の

最前線で日夜献身的に業務に当たっていただい

ている医療従事者や感染症対策従事者の御尽力

のたまものと、心より感謝を申し上げます。

国は５月14日、新型インフルエンザ等対策特

別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、

本県を含む39県を対象地域から除外し、５月25

日には、全都道府県での宣言解除を決定しまし

た。

本県では、４月を「感染拡大防止強化月間」

と位置づけるなど、県民の皆様とともに徹底的

に感染拡大防止に取り組んでまいりましたが、

県内での感染拡大が抑えられている状況で、緊

急事態宣言の解除という大きな節目を迎えるこ

とができました。重ねて感謝を申し上げます。

しかしながら、全国的な緊急事態宣言の解除

も、決して安全宣言ではないということに注意

する必要があります。治療法の確立やワクチン

の開発等には時間がかかり、私たちは「新型コ

ロナウイルとともに生きていく社会」を築いて

いかなくてはなりません。

国の「基本的対処方針」では、緊急事態宣言

が解除された地域においても、「新しい生活様

式」が社会経済全体に定着するまで、一定の移

行期間を設けることとし、おおむね３週間ごと

に地域の感染状況や感染拡大リスク等について

評価を行いながら、外出の自粛、イベント等の

開催制限、施設の使用制限の要請等を段階的に

緩和するものとされております。

そして、再度、感染の拡大が認められた場合

には、再び緊急事態宣言の対象とすることも含

め、速やかに強い感染拡大防止対策等を講じる

こととされております。

実際、北九州市で複数の感染集団（クラス

ター）が確認されるなど、いまだ都市部を中心

に感染がくすぶっており、いつどこで流行が発

生してもおかしくない状況であることに、私た

ちは十分注意しなければなりません。本県とし

ては、感染拡大の第２波、第３波に備え、引き

続き医療提供体制を強化しながら、「持続的な

警戒態勢」の下、「新しい生活様式」の定着に

取り組んでまいります。

県内における医療提供体制につきましては、

関係の皆様の御理解と御協力をいただき、現時

点で入院病床204床、軽症者等の宿泊療養施設

を200室確保するとともに、ＰＣＲ検査の検査可

能件数につきましても、１日182件まで増強して

まいりました。今後とも、これらの充実・強化

に努め、県民の皆様の安心・安全の確保に万全

を期してまいります。

県におきましては、これまで、感染拡大を防

止し、県民生活や地域経済を支えていくため、
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令和２年６月８日(月)

時々刻々変化する状況に応じて、様々な対策を

講じてまいりました。

３月の専決処分による補正予算では、県民の

暮らしのセーフティーネットに関する対応とし

て３億円余を、４月の補正予算では、感染拡大

防止策と医療体制の整備や、小規模事業者の事

業継続のための給付金や休業要請に係る協力金

など、緊急経済対策として93億円余を措置して

おります。また、５月15日には、感染拡大防止

に取り組む飲食店等を対象としたプレミアム付

食事券の発行や、県立学校におけるオンライン

教育等の支援を行うため、県議会の御理解の

下、８億円余を専決処分しており、これまで、

総額で105億円規模の対策を講じてまいりまし

た。

また、国において本県の実情を踏まえた対策

が講じられるよう、県議会の御協力を賜り、地

方６団体として地方財源の充実や経済対策への

支援等について国へ要望を行い、その結果、先

般、閣議決定されました国の第２次補正予算案

では、地方創生臨時交付金の大幅な増額が打ち

出されたところであります。

緊急事態宣言は解除されたものの、新型コロ

ナウイルス感染症とそれに伴う社会的影響は、

県民生活のみならず、宿泊・飲食業やサービス

業、運輸業、小売業、製造業、農林水産業など

幅広い業種に及び、本県の地域社会・地域経済

にかつてない危機をもたらしております。ま

た、国内外において感染の収束を見通すことが

できず、リーマンショックを上回ると言われる

経済の停滞により、県民の皆様の間には、暮ら

しや経済に対する様々な不安が広がっておりま

す。

こうした状況の中、感染リスクはゼロにはな

らないとの前提に立ち、感染症対策とバランス

を取りつつ、段階的に社会経済の活動レベルを

引き上げていくことが重要となります。

このため、本県の将来を見据えながら、「新

しい生活様式」を確立するとともに、地域経済

の再始動に向けた第一歩を踏み出すため、経済

団体や関係機関、市町村等との意見交換を踏ま

え、５月28日、県として「新型コロナウイルス

感染症経済対応方針」を策定いたしました。

この方針では、現下の状況を踏まえた当面の

施策展開と、収束に向けた施策の方向性を、

１、感染拡大防止策による経済活動の基盤づく

り、２、地域経済の再始動と更なる活性化に向

けた取組、３、持続可能な経済・社会づくりを

加速する取組、４、収束に向けて希望の光を取

り戻す取組の４つの柱で示しております。

また、経済活動の再始動に当たりましては、

まずは県内における経済循環を中心とし、その

後、隣県や九州内での経済交流、さらには国内

外との経済交流へと段階的に展開していくとと

もに、仮に感染拡大等の事態が生じた場合に

は、一時的な経済活動の収縮にも柔軟に対応す

ることとしております。

本方針に沿って、引き続き市町村や関係団体

と緊密に連携しながら、新たな時代における本

県経済のさらなる発展に向けて、オール宮崎で

取り組んでまいります。

次に、１点御報告をさせていただきます。高

速道路の整備についてであります。

昨年度末、九州中央自動車道蘇陽―五ヶ瀬東

間の新規事業化が決定いたしました。

長年の懸案であった県境区間の整備について

展望を開くことができ、九州中央自動車道の全

線開通に向け、大きく前進したものと考えてお

ります。これまで御支援いただきました県議会

の皆様をはじめ、御尽力いただきました国土交
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通省や関係者の皆様に心からお礼を申し上げま

す。

今後とも、県内高速道路の早期完成に向けて

全力で取り組んでまいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

このうち、新型コロナウイルス感染症対策に

つきましては、状況の変化を踏まえて総合的な

対策を講じるため、３つの基本的な考え方に立

ち編成したところであります。

１点目として、今回の補正予算案は、３月、

４月、５月の補正予算に続く一連の対策の第四

の矢として編成したものであります。今回、新

たに41億円余を計上することとし、県の新型コ

ロナウイルス感染症対策の総合的なパッケージ

として、総額147億円の事業を実施することとな

ります。

２点目は、先ほど触れました県・経済対応方

針に基づき、感染拡大防止の徹底と地域経済の

再始動を推進するための予算案であるというこ

とであります。

３点目は、影響が深刻化している県内の中小

企業・小規模事業者や観光業、交通事業、農林

水産業など、地域を支える産業や事業者を幅広

く支援するとともに、市町村と緊密に連携しな

がら、県民の暮らしを支えるためのきめ細かな

支援策を盛り込んでいるということでありま

す。

予算編成に当たりましては、地方創生臨時交

付金や国庫補助事業など、国の補正予算（第１

号）のメニューを最大限活用しつつ、本県の厳

しい実情を十分踏まえ、効果的かつ実効性のあ

る事業を構築したところであります。

このほか、国庫補助事業の決定等に伴う事業

や、４月補正予算の財源として取り崩した財政

調整積立金などの積み戻しに要する経費を計上

しております。

補正額は、一般会計が107億4,466万7,000円、

公営企業会計が4,822万円であります。この結

果、一般会計の歳入歳出予算規模は6,337億139

万9,000円となります。今回の補正予算による一

般会計の歳入財源は、分担金及び負担金4,640

万7,000円、国庫支出金100億8,047万5,000円、

寄附金100万円、繰入金３億2,357万円、諸収

入1,161万5,000円、県債２億8,160万円でありま

す。

以下、一般会計補正予算案に計上いたしまし

た主な事業の概要について御説明いたします。

新型コロナウイルス感染症対策につきまして

は、これまでの対策の基本的な考え方を発展的

に継承し、１、感染拡大防止策と医療体制の整

備、２、雇用維持・人材育成と事業継続のため

の支援、３、地域経済の再始動・活性化に向け

た支援、４、持続的な経済・社会づくりに向け

た取組の４つの柱に基づき、必要な事業を構築

しております。これらに沿って御説明申し上げ

ます。

１点目が、「感染拡大防止策と医療体制の整

備」であります。

県内において感染拡大防止を徹底し、医療・

検査体制の充実を図ることが、県民の社会経済

活動の基盤になります。

県民の命と健康を守るための対策として、こ

れまで、ＰＣＲ検査体制の強化、入院病床や軽

症者等の宿泊療養施設の確保など、医療・検査

体制の充実に取り組んでいるところであります

が、これらに加え、県立学校等における衛生環

境の改善や、県産材を活用した施設整備の支援

を通じ、さらなる感染リスクの低減や「新しい

令和２年６月８日(月)

- 7 -



生活様式」の定着を進めてまいります。

２点目は、「雇用維持・人材育成と事業継続

のための支援」であります。

現下の状況を踏まえると、地域の雇用の維持

と人材の育成・確保は喫緊の課題であります。

また、県民の足としての役割を担う公共交通網

の維持や、地域を支える中小企業・小規模事業

者の事業継続に向けた取組を支援する必要があ

ります。

このため、離職を余儀なくされた方など、建

設関連産業やＩＴ関連業への就職を支援すると

ともに、農林水産業の現場における雇用の維持

を図るなど、幅広い分野における雇用の維持と

人材育成・確保にしっかり取り組んでまいりま

す。

また、外出自粛の長期化に伴い、大幅に利用

者が減少するなど影響が生じております地域間

のバス路線の維持に向けた支援や、売上げが減

少した中小企業・小規模事業者の販路回復、商

品開発、ＩＣＴ活用等に向けたサポート体制を

強化するなど、事業者の皆様に寄り添った取組

を進めてまいります。

３点目は、「地域経済の再始動・活性化に向

けた支援」であります。

第１に、地産地消による「応援消費」を通じ

た全県的な需要喚起を力強く推し進める必要が

あります。

このため、県内全域における幅広い消費喚起

を目的として、各市町村と連携してプレミアム

率30％の商品券を50億円規模で発行するととも

に、商店街のにぎわいを取り戻すためのイベン

ト開催や、鉄道・バス・フェリーなど地域の公

共交通の利用促進により、地域経済の活性化に

取り組んでまいります。あわせて、県産農畜水

産物の消費拡大、県産材の利用拡大や、収束を

見据えた大都市圏や海外における県産品の販路

拡大等の準備を進めてまいります。

第２に、県外及び国外からの大規模な観光誘

客が見込まれない中で、「観光みやざき」の再

始動を図るための取組を進めていく必要があり

ます。

宮崎観光の父とも呼ばれる岩切章太郎氏は、

自伝「大地に絵をかく」の中で、「すべて観光

は人まねではいけない。その土地土地の特徴を

生かしながら、新しい美しさを作り上げていか

ねばならない」と述べておられます。県外や国

外への移動がままならない今こそ、県民の皆様

には、県内の観光地を訪れ、各地域の多彩な魅

力や価値、美しさを再発見していただくととも

に、ぜひ、県内のホテルや旅館に泊まっていた

だくことにより、観光業や宿泊業の皆さんを支

え、新たな「観光みやざき」づくりに御協力い

ただきたいと考えております。

このため、今回の補正予算により、県民や隣

県の方々を対象とした旅行商品の開発支援や、

県民の皆様の県内におけるスポーツ合宿を促進

するとともに、「ひなたのチカラ」をキャッチ

フレーズとした本県の魅力を発信するプロモー

ションの集中的な展開など、「観光みやざき」

の再始動を図るための支援に取り組んでまいり

ます。

４点目は、「持続的な経済・社会づくりに向

けた取組」であります。

今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により明らかになった社会の変化や、本県の強

みを生かした持続可能な経済・社会づくりに向

け、「コロナとともに生きていく社会」におけ

る県民の暮らしや事業活動、地域の各産業の基

盤強化、子供たちの教育環境の充実を図ってい

くことが重要であります。

令和２年６月８日(月)
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このため、輸出先の基準等に対応した食品加

工施設の整備を進め、農林水産業の競争力を高

めるとともに、生産拠点を国内回帰させる企業

の県内進出等を支援し、県内企業等の生産基盤

の強化を図ります。

また、森林空間を活用して仕事と休暇を楽し

む「ワーケーション」の取組や、配食業者と産

地が連携した商品化といったビジネスモデルの

構築により、新たな働き方・暮らし方につなが

る取組を進めてまいります。

さらに、県立中学校等でのオンライン学習教

育システムの構築や、教員の事務負担を軽減す

るスクール・サポート・スタッフの増員を行う

とともに、農業高校と農業大学校の設備・機器

の整備などにより、子供たちの学びを支えてま

いります。

主な事業の説明は以上でありますが、感染拡

大の防止と社会経済活動の維持との両立を図る

ため、今後とも感染の状況を十分見極めなが

ら、本県の実情に応じ、迅速かつ的確に必要な

対策を講じてまいります。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第４号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、総務省令が

一部改正され、地域再生法に基づく県税の課税

免除または不均一課税の適用期間が延長された

ことに伴い、関係規定の改正を行うものであり

ます。

議案第５号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、「覚せい剤取締法」の
ヽ ヽ

名称が改正されたこと等に伴い、関係規定の改

正を行うものであります。

議案第６号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」は、宮崎県美術展

が宮日総合美術展と統合したことに伴い、関係

する手数料を廃止するものであります。

議案第７号及び議案第８号は、防災・安全社

会資本整備交付金事業国道219号岩下工区（仮

称）岩下トンネル工事及び国道218号干支大橋耐

震補強工事その１の請負契約の変更について、

それぞれ議会の議決に付すべき契約に関する条

例の規定により、議会の議決に付するものであ

ります。

議案第９号は、公安委員会委員藤田紀子氏が

令和２年８月７日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として山下恵子氏を任命い

たしたく、警察法第39条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。

議案第10号及び議案第11号は、収用委員会委

員２名が令和２年７月18日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員を任命いたした

く、議会の同意を求めるものであります。

このうち、議案第10号は、増田良文氏の後任

委員として、同じく増田良文氏を、議案第11号

は、近藤日出夫氏の後任委員として新井貴博氏

をそれぞれ任命いたしたく、土地収用法第52条

第３項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。

次に、報告第１号は、先ほど御説明いたしま

した、新型コロナウイルス感染症対策に関する

令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）

の専決報告であり、報告第２号は、地方税法の

一部改正により、電気供給業に係る法人事業税

の課税方式の見直し等が行われ、所要の改正を

行うための宮崎県税条例の一部を改正する条例

の専決報告であり、いずれも早急に対応するた

め、専決処分を行ったものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

令和２年６月８日(月)
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今、私たちが直面している「コロナとともに

生きていく社会」は、誰も経験したことのない

世界であります。それゆえに、政治や行政が責

任を持って、地域社会の方向性を指し示してい

くことが強く求められております。

現時点におきまして、治療法の確立やワクチ

ンの開発等の見通しが立っていない中、県内外

で第２波、第３波の感染拡大が起こり得るとい

う想定の下、「県民の命と健康を守る」「医療

崩壊を起こさせない」という強い思いを胸に、

本県における感染拡大防止の徹底と社会経済活

動の維持との両立に向け、私自身が先頭に立っ

て、対策を講じていく決意であります。

他方で、コロナを経験した後には、これまで

にないスピードで、新たな経済・社会の変化が

生じる可能性があります。

感染収束後の社会（ポストコロナ）のありよ

うを構想してみますと、脱グローバリゼーショ

ンの胎動や、社会に必要なゆとりが肯定される

時代の到来、大都市集中型から分散型の社会構

造への転換、デジタル化やリモート化のさらな

る加速などに加え、人々の意識や価値観・生き

方までもが大きく変容することも想定されま

す。

県といたしましても、10年前に発生した口蹄

疫からの再生・復興の経験を生かしながら、コ

ロナ収束後の地域社会の在り方や、コロナの経

験を踏まえた持続可能な経済・社会づくりにつ

いて、民間有識者等との意見交換を通じて議論

を深めてまいりたいと考えております。

これは、取りも直さず、宮崎の未来を築く

「新しいゆたかさ」への挑戦であります。そし

て、今を生きる私たちは、新しい経済・社会を

切り開いていく歴史的使命を担っているものと

考えております。

私は、安心と希望あふれる宮崎の未来のため

に、この宮崎の地から、地域の新しい経済・社

会像を描き、内外へ力強く発信していくこと

で、知事として私に課された使命を果たしてま

いる所存であります。

県議会をはじめ、県民の皆様におかれまして

は、一層の御理解と御協力をお願い申し上げま

す。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日９日から10日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、11日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時26分散会

令和２年６月８日(月)
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令 和 ２ 年 ６ 月 1 1 日 （ 木 曜 日 ）
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（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

監 査 事 務 局 長 横 山 幸 子

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

- 13 -



一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の一

般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂口博美議員

ざいます。今議会の一番手として、ここ宮崎県

議会の県政壇上に立ち、今回退任されることと

なりました鎌原副知事に対し、感謝の意を表し

つつ、宮崎への思いを伺うことから始めます。

さて、私が知る範囲での古き感染症の一つに

麻疹があります。紀元前3000年頃に中近東のシ

ュメールで流行し、日本に到達したのが、西

暦998年、ヨーロッパから日本に到達するのに実

に4,000年を要したことになります。

比べまして、今回の新型コロナウイルスは、

発生後僅か半年ほどで、ほぼ世界全域の187か国

にまで広がり、今がいかにグローバル化、ス

ピード化の時代であるかをまざまざと思い知ら

されております。この状況は、全てに経済を優

先させることを求めてきた結果、たどり着いた

世界でありました。

この道こそ、私どもが目指すべき、進むべき

唯一の道だと信じ追い求めてきた、より広く、

より速くの世界は終点とはならず、また、その

先の新しい生活様式なるものを求めて進めとい

うことになったのであります。

果たして私たちは、一体何を目指そうとして

いるのかなどと思いつつ、まず鎌原副知事に伺

います。

平成29年４月の就任以来、その高い見識と先

見性を発揮されるなど、本県が抱える様々な課

題の解決や公共事業費の獲得などに尽力をいた

だきました。

また、課題解決のため、県内をくまなく見て

回られるとともに、周囲とも膝を突き合わせら

れるなどの姿勢は、そのお人柄とも相まって、

あなたへの信頼を一層強いものとしました。

そして、その功績については、ここで列挙す

るにはいとまがありませんが、例えば高速道路

の県南区間及び西臼杵における初の開通、広瀬

バイパスの開通、細島港の16号岸壁の新規採択

や油津港のファーストポート化などの物流基

盤、さらには県有スポーツ施設の分散整備や総

合運動公園の津波避難施設などなど限りはあり

ません。

そしてさらには、建設業の健全育成と経営の

安定のため、多方面に及ぶ改革・改善に取り組

まれますとともに、国土強靱化対策につきまし

ても、３年間で約700億円もの予算を別枠で措置

することもできました。

そして、退任を控えられた今日も、コロナ対

策に鋭意御苦労いただいております。

これらの全てに心から敬意と謝意とを表しな

がら、この間を振り返られての、これまで、そ

してこれからの宮崎に対する思いをお聞かせい

ただきたいのであります。

知事に伺います。

本年１月９日に出されたＷＨＯの声明を受

け、翌10日、厚生労働省は、「昨年12月頃より

中国において発生している病原体不明の肺炎に

は、新種のコロナウイルスが関係している可能

性がある」との発表を行いました。

その後１月16日、武漢より帰国した日本人男

性の感染が判明し、３月４日には本県において

令和２年６月11日(木)
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令和２年６月11日(木)

も感染者が確認されるなど、当初はさほど身近

な危険だとは受け止めていなかったこの感染症

も、瞬く間に大きな恐怖事案へと変わりまし

た。

そして、国内第１例目の発生以来、約５か月

経過後の６月９日現在で、感染者は１万7,251

名、うち死亡者が919名となっております。

質問に先んじて、亡くなられた方々の御冥福

と、現在も闘病されている方々の一日も早い回

復を心よりお祈り申し上げます。

また、感染リスクの中、県民の命を守るた

め、日々御尽力いただいている医療従事者の皆

様に対しまして、深く感謝を申し上げます。

さて、これまでの感染拡大対策を見てきて、

今回強く感じたのは、幾人かの知事の奮闘ぶり

であります。

例えば、大阪府知事の場合、府独自の基準を

明確に示し、その達成状況を大阪のシンボルで

ある通天閣に赤や青のライトアップで示すな

ど、様々な取組を府民に分かりやすく説明し、

上手に伝えるなどの活躍の在り方は、率直に

言って悔しいほど目立っておりました。

また、東京都知事の相も変わらずの話術や、

ＰＣＲ検査のドライブスルーをいち早く打ち出

した鳥取県知事のいつもどおりの爽やかな発信

力など、それぞれの知事の活躍ぶりが、連日、

そして常連的に全国へ報道されていました。

一方、本県であります。

決して知事批判ではありませんが、自らは

「宮崎モデル」と言われてはいますものの、し

かし、知る人ぞ少なく、評価の声は上がらず、

そしてまた、電波に乗ることもさほど多くはあ

りませんでした。

その原因は、宮崎モデルの内容にあるという

ことを全面否定はできませんものの、大きくは

知事の説明の在り方が、政治家口調ではなくて

行政マン的な話し方であったこと、加えて、話

が長く要点がつかみにくかったことなどにある

のではなかろうかと思います。

せっかく懸命な努力を重ねられているのであ

りましょうから、そのような面ももう少し加味

され、めり張りを利かせた県民本位で内容の濃

い政策を、爽やかな説明で発信くださることを

切に願うところであります。

ところで、いよいよこれから、疲弊極まった

本県経済の復興対策に軸足を移すこととなりま

す。県内のあらゆる産業、特に商工観光関連産

業が受けているダメージには目を覆うばかりで

あります。一刻も早く復興を図らなければ、底

の浅い本県経済は破綻の危機にあると思いま

す。

そして、この状況は、あの口蹄疫からの経済

復興を図らんとするときに似た状況にあると思

います。口蹄疫終息宣言から１か月後の９月議

会において、中小企業応援のためのファンド220

億円を造成し、11月議会では、1,000億円もの巨

額の運用型ファンドを作りました。

ただ、このとき河野知事は、次期知事選に出

馬するとして既に副知事を辞され、選挙に向け

て活動されていた最中でありましたので、どう

お感じになられたか分かりませんが、1,000億円

という金額は、私どもには相当なインパクトを

与えました。さすが東国原知事と思った県民は

多かったことであろうと思います。

しかし、この基金は、当時財政課長であった

現教育長の日隈さんを先頭に、たくさんの皆さ

んが内閣府や総務省などとの掛け合いを経て、

ようやく造成できたファンド事業でありまし

た。

にもかかわらず、この事業が東国原知事によ
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るものだと県民に聞こえたのは、彼の政治家と

しての弁舌の巧みさからだったのであろうと

思っております。

河野知事にも、ぜひ今こそ、全力を挙げて県

内経済を復活させ、県民の元気を一気に取り戻

せるような思い切った対策で、経済の復興をな

してほしいのであります。

その気概及び意気込みを、声高らかにお聞か

せいただきたく、壇上からの質問といたしまし

て、以下、自席より伺います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

復興に向けた意気込みについてであります。

今、新型コロナウイルス感染症とそれに伴う

社会的影響が、本県の地域経済・社会に未曽有

の深刻な危機をもたらしております。

こうした中で、県民の皆様の暮らしや経済を

下支えし、先行きに対する不安を取り除くた

め、県政のリーダーとして、明確なビジョンや

戦略をお示しし、それをしっかりと市町村や県

民の皆様にお伝えすること、そしてその目標を

共有し、断固実行していくことが、私の使命で

あると考えております。

このため、新しい生活様式の確立と地域経済

の再始動に向けまして、「新型コロナウイルス

感染症経済対応方針」を策定するとともに、今

議会に提案しております補正予算を含め、時々

刻々と変化する状況に応じた総合的な対策とし

て、総額147億円規模の事業を構築してきたとこ

ろであります。

リーマンショックを上回ると言われる経済の

停滞、口蹄疫のときとは異なり、全国、そして

全世界が同時に深刻な影響を受けている状況か

らの復活は、並大抵のことではないと考えてお

ります。

私は、疲弊した社会経済活動の本格的な再開

と回復を図り、さらにはコロナ収束後の新たな

時代を見据えながら、宮崎の強みを生かした本

県経済のさらなる発展に向けて、これまで以上

に強い気概と覚悟を持って、オール宮崎でしっ

かりと取り組んでまいる所存であります。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（鎌原宜文君）

します。宮崎に対する思いについてでありま

す。

坂口議員から過分なお言葉があり、大変恐縮

をしているところであります。私の在職中に、

高速道路網をはじめとする各種インフラや、防

災・減災対策などの整備が前進できましたの

は、知事や県議会をはじめ、市町村、関係団

体、そして先人たちの長年の御努力が結実した

ものであり、私も微力ながらその一端を担わせ

ていただきましたことは、大変光栄であると存

じております。

また、仕事を離れましても、県議会の皆様を

はじめ、多くの方々と親しくお付き合いをさせ

ていただくとともに、本県の美しい自然や豊か

な食、何より人の温かさに触れる中で、宮崎は

文字どおり私の第二のふるさととなっており、

振り返れば、あっという間のとても充実した３

年３か月でありました。

宮崎は、交通基盤など必要なインフラ整備を

進めていけば、もっともっと発展できる高いポ

テンシャルを有しており、また、南海トラフ巨

大地震などの災害に備えた防災・減災対策の取

組も、着実に進めていく必要があると考えてお

ります。

私は、間もなく宮崎を離れることになります

が、立場が変わりましても、引き続き宮崎の応
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援団として、これまでの御恩をお返しする気持

ちで、宮崎県の発展のために最大限の努力、御

協力をさせていただきたいと考えております。

以上であります。（拍手）〔降壇〕

ぜひ知事には、堂々と自信を○坂口博美議員

持って、リーダーとしてどんどん前に進んでい

ただきたいと思います。また、鎌原副知事に

は、これからもっともっと頼ることばっかりに

なると思いますので、ぜひ、東京におられて

も、宮崎のことを第二といわず、第一と同格の

ふるさとと思って、頑張ってまた宮崎を引っ

張っていただければと思っております。よろし

くお願いします。

ところで、今回のコロナ禍ですけれども、こ

れはリーマンショックや東日本大震災をはるか

に超えて、戦後最大級だとも言われております

が、この本県の経済や社会への影響については

どのように認識されているのか、今後の対応に

関する考え方と併せて知事に伺います。

新型コロナウイルス感○知事（河野俊嗣君）

染症の県内経済への影響につきまして、今年４

月の経済指標を前年同月比で見てみますと、百

貨店・スーパー販売額はマイナス16.8％、主要

ホテル・旅館の宿泊客数はマイナス80.4％、宮

崎空港の国内線乗降客数はマイナス88.9％と、

いずれも大変深刻な影響を受けているところで

あります。

一方で、現在、本県の感染状況は落ち着きを

見せておりますことから、感染拡大防止に細心

の注意を払いながら、地域経済を再開していく

段階を迎えていると考えております。まずは、

感染の影響が比較的少ない県内での経済循環を

促しますとともに、影響が長期化すると見込ま

れる国外との経済交流につきましては、収束後

を見据えた取組を今のうちから始めておく、そ

のような考えでございます。

引き続き、医療・検査体制の充実強化を図る

とともに、県民、また事業者の皆様に「新しい

生活様式」への対応を促しながら、関係団体や

市町村と連携して、この危機を乗り越えるた

め、しっかりと取り組んでまいります。

これから確立されようとする○坂口博美議員

「新しい生活様式」ということでありますけれ

ども、これを一言で表すとどういう具合に変わ

るのかということを、お答えいただきたいと思

います。知事に伺います。

この「新しい生活様○知事（河野俊嗣君）

式」、国がそのような表現をしておりますが、

感染リスクがゼロにならないということを前提

に、日常生活の中に感染対策を取り入れて送る

と、そのようなことでありまして、基本的に

は、このウイルスが飛沫や接触により感染をし

ますので、人と人との間、身体的距離をしっか

り取っていく、そのような形での生活を送って

いくこととなります。

周囲の人との距離を空けるこ○坂口博美議員

と、これが新しい生活様式の、まずベースだと

いうことでありました。

しかし、ほんのちょっと前まで、例えば東日

本大震災、大津波、あるいは様々な場所での豪

雨などの災害のときは、人同士の絆をしっかり

結べということでありました。手を握り合って

助け合いなさい、そのことが声高に言われまし

た。

それからまた、我々の最も大切だと言われる

人格なんですけれども 僕は至らないところ―

ばっかりなんですが 人格をまず芽生えさせ―

る、醸成させる、そして陶冶していく。この人

との関わりが大変大切だというふうに、これま

で僕はそう承知してきております。理解してき
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ております。人と人とが激論をし合い、肌を触

れ合い、抱き合って、泣き合い、喜び合う、同

じ釜の飯を食うなど、これまで、人との距離を

縮めろというのが基本でありました。

これがまた180度変わるわけでありますが、私

には、やはりこれまでのやり方が正しかったん

じゃないかなというような気が、今でもいたし

ます。

それはさておきまして、今後どのように推移

するやも知れないコロナ対策を実施する前提と

しては、何といっても財源であります。これは

避けられない問題でありますが、所要の財源確

保に係る知事の考え方を伺います。

今後、この新型コロナ○知事（河野俊嗣君）

ウイルス感染症の影響が長期に及ぶことが見込

まれるわけでありまして、感染拡大の防止、経

済活動の回復は、全ての自治体において取り組

むべきものでありますので、その対策につきま

しては、国において必要な財源をしっかりと確

保していただく必要があると考えております。

そのため、全国知事会でも 度々ウェブ会―

議で今開催をされておりますが 強くその要―

望をしておりますし、県議会の皆様の御協力の

下に、市町村の皆様と連携をして、財源確保に

ついて国へ要望を行ってきたところでありま

す。

今後とも引き続き、感染拡大の防止の徹底、

経済の再始動・活性化を図っていく必要がある

と考えておりますので、まずは、現在、国会で

審議をされております地方創生臨時交付金の増

額を含む国の２次補正予算を最大限活用します

とともに、今後必要となる財源等につきまして

は、その都度、その確保につきまして、国へ強

く要望してまいります。

これは、周囲の県民の方々を○坂口博美議員

見てなんですけど、察しますに知事は、まずそ

の学歴や経歴、こういったことから大変頭脳明

晰にして優秀な人である、出身地ですから、総

務省への影響力も特段大きいものがある、必ず

本県のために役立ってくださるはずだといった

期待から、県民が前回の選挙まで、全ての選挙

ですけど１票を投じた。その結果、九州ではた

だ一人でした、県外からの知事というのがおら

れる県というのは。

九州ではただ一人、宮崎だけであります。で

すから、何としても、その実力を発揮され、県

民の負託に応えてほしいと、心から期待をいた

しております。

そこでまず、今回の経済復興対策の財源確保

の観点からお尋ねいたします。

国は、既に第２次補正予算が明日にも成立す

る見通しですが、その中に地方創生臨時交付金

の２兆円増額を盛り込みました。

そういった中において、県は、地域における

新型コロナウイルス対策の実施主体として大き

な役割を担っており、今回の対策では既に多額

の財政負担を強いられております。

そしてまた、今後必要となるであろう経済復

興対策を考えますと、かなりの額の財政負担が

待っているものと思えます。

したがいまして、知事には第１次補正の際の

本県への配分額、合わせて100億円を大きく上回

るような交付金の確保を期待してやまないので

あります。

そして、その目標でありますが、単順に人口

比で計算すれば約200億円となります。本県の財

政力等を勘案すれば、今申し上げた数字は、

「少なくとも」という前置きをつけた金額だ

と、念のため申し上げておきます。

連続３期にわたって選ばれた知事に対する評

- 18 -



令和２年６月11日(木)

価には、総務省でもまた高いものがあると聞き

及びます。知事に、その決意をぜひお聞かせい

ただきたいのであります。

地方創生臨時交付金に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、国の１次補正で１兆円が措置を

され、地方単独事業分として、本県に約55億

円、県内市町村に約45億円の計約100億円が示さ

れたところであります。また、第２次補正予算

案には２兆円が計上されておりまして、１次補

正と合わせて総額３兆円規模となったところで

あります。

新型コロナウイルス感染症による影響の長期

化が見込まれる中で、今後も本県の実情に応じ

た対策を迅速かつ的確に講じていく上で、この

交付金が、中核となる重要な財源だと考えてお

ります。

このため、交付金の配分に当たりまして、こ

れまでも、本県へ重点的に交付されるよう要望

してまいったところでありますが、第２次補正

予算もにらみながら、先日、私が直接、関係省

の担当局長へ電話をかけて それぞれ面識の―

ある方でありますが 強く訴えたところであ―

ります。

今後とも、財政基盤の脆弱な本県への手厚い

予算配分、また自由度の高い制度を構築してい

ただくよう、積極的に要望してまいります。

財源確保を地方がもっともっ○坂口博美議員

と適時適切にできるように、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

もちろん、国からの支援については、地方創

生臨時交付金のような一般財源的なものが一番

いいわけでありますけれども、それでもなおか

つ財源に困窮する際などには、後年度交付税措

置のついたような地方債の活用といった手段も

あるのではないかなと思っております。

過去にも総務省では、その類いの財源対策債

などの発行例もあったと記憶しております。総

務省への知事の働きかけを求めたいと存じま

す。再度お願いいたします。

この感染症の影響の長○知事（河野俊嗣君）

期化、その中で地方の役割・責任が増大してい

る。そして、新たな感染症対策や経済対策な

ど、今後さらなる財政需要が見込まれるところ

であります。

御指摘のありました、元利償還金に対する交

付税措置を伴う特例的な財源対策債の創設をは

じめ、地方にとって自由度の高い財源を確保す

ることは、非常に重要であると考えておりま

す。

先日の全国知事会のウェブ会議におきまして

も、こうした地方債制度、補助金・交付金、持

てる施策を総動員すべきではないかと、そのよ

うな表現で訴えたところでありまして、引き続

き、総務省をはじめ国へ積極的に働きかけてま

いります。

ぜひぜひ、よろしくお願いし○坂口博美議員

ます。

次に移ります。

国内においての現在の感染拡大ですけれど

も、これは今のところはある程度落ち着いてい

るように思います。予防ワクチンとか有効な治

療法が確立されるまでは、感染リスクとは常に

隣り合わせであります。

そのような中で知事は、感染拡大の防止と経

済復興との両立を図るという二律背反とも言う

べき道を選ばれました。

それへの挑戦は、例えば、薄き氷の上を重き

荷物を背負って、暗闇の中を地図すら持たずし

て、道なきところを進み行くような、リスクば

かりの行為であろうと思いますが、基本的にど
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のような考え方の下で進んでいかれるのかお聞

かせください。

感染拡大の防止と経済○知事（河野俊嗣君）

の復興との両立を図ることは、議員御指摘のと

おり、大変困難な取組であると認識をしており

ます。これからの「コロナとともに生きていく

社会」においては、この困難な課題に正面から

取り組んでいく必要があると考えております。

議員は今、「復興」という言葉を使われまし

たが、自然災害に例えますと、今、一定の自然

災害が、かなり広範に発生をしている。その後

に、またさらなる豪雨なり大きな台風というも

のが見込まれる。それにしっかり備えていかな

くてはならない、我々はそのような状況に直面

しているところでございます。

この課題に取り組むため、先月末、「新型コ

ロナウイルス感染症経済対応方針」を策定しま

して、経済活動は常に感染リスクと隣り合わせ

であることを前提に、その再始動に当たって

は、まずは県内での経済循環を中心とし、その

後、段階的に隣県、九州、そして全国へと展開

をしていく、今後、感染拡大が生じた場合など

には、一時的な経済活動の収縮にも柔軟に対応

するという方針を定めたところであります。

今後とも、「感染防止なければ経済活動な

し」という思いで、県民の命と健康を守ること

を最優先としまして、感染拡大防止の徹底と地

域経済の再始動のかじ取りを行ってまいりま

す。

感染防止と経済ということで○坂口博美議員

すから、車で言えばアクセルとブレーキという

ことになるんでしょうか。

それをずっとうまくコントロールできればと

いうか、うまく使うことを許してくれればいい

んですけれども、そのバランスが壊れるという

ことも、十分覚悟しとかなきゃならんと思うん

ですが、そういったときの対応の考え方につい

てお伺いいたします。

アクセルとブレーキの○知事（河野俊嗣君）

バランス、これも大変難しい課題であろうかと

思います。

全国的な収束が図られる中で、例えば、最近

における北九州のような、さらなる感染の拡大

というものが随時生じるということで、よく状

況を見極めた上で、そのバランスを図っていく

こと、さらなる感染拡大が生じた場合には、例

えば県下全域で、県民に対して外出自粛の徹底

や、さらには事業者に対する必要な休業を要請

することなど、社会経済活動を最大限抑制して

でも、「県民の命と健康を守る」「医療崩壊を

起こさせない」、そういう取組を徹底すること

が必要であろうと考えております。

それを具体的にどんな場合に○坂口博美議員

やられるのかというのを、せんだってから専門

家会議とかいろんなことをやっておられました

よね。

そして、私が責任持って、一定の基準という

か、そういった宮崎方式を決めながらやってい

くんだと。その考え方を教えていただきたいん

です。

県内においても、対策○知事（河野俊嗣君）

協議会などにおきまして、感染がより拡大した

場合には、本県独自の緊急事態宣言を発すると

いうようなことも含めて、段階的に感染状況を

見極めながら、県民のさらなる行動要請等を

行っていくということで、めどをつけたところ

であります。

感染収束段階と比べまして、感染が拡大をし

ている状況というのは、必ずしも数値の目標だ

けを設定するのではなく、感染経路が不明な事

- 20 -



令和２年６月11日(木)

例がどれだけあるかとか、クラスターが発生す

るのか否かというようなところを細かく見極め

て、大事なことは迅速に対応していくことであ

ろうかと考えております。

この第１波の経験というものをしっかりと検

証しながら、次へ備えていきたいと考えており

ます。

それで、事前のいろんな執行○坂口博美議員

部との意見交換のときに、まず具体的な方法と

しては、県内７ブロックに分けていると。そう

いった中で、感染拡大が厳しいところには、外

出自粛などをまず要請するんだと。それでも拡

大が止まらないときは、今言われたように、社

会経済活動を制限していくんだということでし

たが、その制限をする発令というんでしょう

か、休業なりを頼むよということを、そのブ

ロックごとでもいいんですけど、どういったタ

イミングで出されるのか。

具体的に言うと、もうこれ以上待っていた

ら、確実に止め切れないというタイミングを、

ぎりぎりまで待たれるのか。一発でうまくいか

んかも分からんと、だから今のうちに、まず一

の矢を打っておこう、駄目だったら、二の矢、

三の矢で止めていこうという、ゆとりを持った

時点で発令されるのか。そこは具体的にはどん

な具合に考えておられるのでしょうか。

第１波への備え、対応○知事（河野俊嗣君）

を内部で検討する場合にも、我々は手持ちの

カードがあとどれぐらいあるかというような議

論をしておったところであります。外出自粛、

さらには今の休業要請ということもあります

し、緊急事態宣言のような、いろんなメッセー

ジの出し方、または県民の行動変容の促し方が

あろうかと考えております。

県内７ブロックに分けて、割ときめ細かくそ

の状況に対応していこうというのは、本県独自

の取組でありますが、どのような発生の対応が

起こった場合に、それがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、どの

段階になっていくかというのは、必ずしも数字

で明確に示せるところではございませんが、先

ほど言いましたような感染の発生への対応、本

県のみならず隣県も含めた状況というのも総合

的に勘案をしながら、早め早めにそのカードを

切っていく、ここが大事であろうかと考えてお

ります。

知事が、本県独自の宣言を出○坂口博美議員

して経済活動なんかに対しての要請を行うとい

うことですね。

だから、それをどのタイミングで……。最後

の最後の切り札ですよね、県として判断できて

実施できる。それはどの時点でやられるのかと

いうことをお尋ねしているんですよ。

だから、もうこれ以上待ったら駄目だと。も

う経済には、やっぱり遠慮してもらおうと。ア

クセルペダルだったけど、もうアクセルはここ

で外してもらうというそのタイミングというの

は、アクセル外したけどこれでもまだ駄目だっ

たら、もっとブレーキを踏み込もうというタイ

ミングを残して、その時点でまず出されるの

か。もうこれ以上、本当に間に合わないという

ぎりぎりまで待たれるのか、その判断をお聞か

せいただきたいんです。

今、早め早めというよ○知事（河野俊嗣君）

うな表現をしたところでありますが、感染状

況、そして、その感染の内容を、単に件数だけ

ではなしに、感染経路が不明のようなものが

次々発生をしている状況なのかどうなのか、そ

して、医療提供体制の逼迫の度合いというのも

総合的に勘案をしながら、早め早めに、ぎりぎ

りになってから出してからではもう遅い、さら
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には拡大をということが見込まれますので、そ

の見極めというものは大変重要になってくると

いうふうに考えております。

何かニュアンス的には大体分○坂口博美議員

かったんですけど、例えば僕は、薄い氷の上

を、暗闇を歩くようなものだよと言いました

ね。そのときに、仮に、川の激流でもいい、知

事の子供さんを右手、左手、長女、次女と握り

ながら、「お父さんがしっかり守るからついて

こい」と言って歩いておられたと。氷が割れて

沈んじゃったと。両手にものを握っていたら泳

げないんですよ。３人とももっていかれるんで

すよ。どちらかを離そうというときに経済を離

す。それもちょっと早めに離すということなん

ですよね。

いや、そうですよ。バランスが崩れたら、そ

のままにしていたら大変。でも、やっぱり感染

症を優先しなきゃ、病気で死んじゃうという…

…。これは優先すべきだと思うんですけど、も

う２度目になれば、宮崎の経済も、疲弊し切っ

ていますよ。こちらを早く離したら、経済で死

ぬ人も出てくると僕は思う。だけど、早く離さ

ないと３人とも死んじゃうと。

だから、判断は正しいけど、じゃ、それをど

うやるのかと。「皆さんお願いします。私は素

手で来ました」と。今度は、そうはいかんです

よ。「しっかりこれだけの手だてをするから、

お願いだから活動をやめてくれ」と言わない

と。

今度は、その活動を止めた責任者というの

は、取引先の倒産連鎖を招いたり、従業員を路

頭に迷わせたり、もう、この前の１回目の休業

要請でそうなっちゃったんですよ、脆弱な資本

のところは。だから、強いお願い、そしてお願

いを聞き入れるというものも絶対必要なんで

す。

と同時に、この前見えてきた制度上の欠陥、

それを補塡するものが何もなかった。出したい

ところにも出せなかった。だから、こういう制

度をしっかり作らないと駄目だと思うんです。

これは、やる気になれば作れると僕は思うんで

すよ。

例えば、土地収用法というのがあるじゃない

ですか。憲法で個人の財産は保護されていると

言うけど、それ以上に公共の利益が大きいとき

は土地は、収用法にかけて、ちゃんとお金は払

わなきゃならないですよということ。そのお金

がないと、今度は、「俺はそれはできないよ」

と言ったら、もうアウトですよ。

だから、そこのところに対してどのような見

解を持って今後 「私が県民の命を守る」と―

今、大上段に構えられたんですから 本当に―

守れるのかどうか。僕は、今のまんまじゃ難し

いと思うんです。だから、守るために国とこう

やるんだということまで聞かせていただかない

と、僕は今の答弁では納得できないです。

今回、新型インフルエ○知事（河野俊嗣君）

ンザ等特別措置法に基づく様々な対応というも

のが、この新型コロナウイルスにおいても取ら

れてきたところであります。

その中で、今御指摘がありましたような、休

業要請に伴う補償がないというようなこと、さ

らには、休業要請に応じない事業者に対する強

制力というものが弱いのではないかと。これま

で全国知事会等でもそういう議論、その見直し

というものを強く訴えてきたところでありま

す。

このたび、全国知事会議におきましても、こ

の第１波のこれまでの対応につきまして、検証

チームを立ち上げて次の第２波以降に生かして
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いこうという取組が進められているところであ

ります。

今回、早め早めの対応を図っていくというこ

とを申し上げたところでありますが、国におけ

る緊急事態宣言の全国への拡大に関しまして

も、本県の感染状況を見ますと、必ずしも緊急

事態宣言の対象となるような感染拡大の状況で

はありませんでしたが、国全体の危機感を持っ

て、早めの全国への拡大がなされたと考えてお

ります。

それが果たしてよかったのかどうかも含め

て、しっかり知事会としても、そして国として

も、その検証を図りながら次へと備えてまいり

ます。

もうちょっとお伺いしたかっ○坂口博美議員

たんですけど、今、時計を見たら随分足りなく

なっているので、次に移ります。

2019年のＯＥＣＤ発表によりますと、我が国

の人口1,000人当たりのお医者さんの数は、加

盟36か国中で32位でしかありませんでした。ま

た、感染症病床についてですが、平成10年には

国全体で9,060床あったものを、平成30年に

は1,869床へと８割も減らしております。

感染症対策を担う保健所の数についても、都

道府県及び政令指定都市分合計で、平成７

年、747ありました。令和元年には385です。半

分になりました。

このように、国は行政改革、あるいは社会保

障制度改革という名の下に、予算削減を前提と

した数字を適正な数だと。地方公務員の数もそ

うだと思いますよ。今度の県の人事のやりく

り、本当に残酷というぐらい、福祉保健部は残

業だって145.5％ですからね、対前年同月で。

このように国は 僕に言わせれば本当に乱―

―暴な数字だと思うんです、適正と言わずに

こんなことをやってきている。ですから、これ

らを見ていて僕が感じるのは、本当に無能無策

なグループだなと、こういった意思決定をして

いくところが。そして、あまりにも無責任だな

と、ただただ驚いているばかりです。

また加えて、去年の10月、こともあろうに国

の経済財政諮問会議は、官民合わせてこれか

ら13万床のベッドをまだ減らす必要があるとい

うような提案、これはまさしく愚ですよ。愚な

る提案、これをやっているんですよね。

日本の国の政府というのが、一体どういう方

向を目指しているのか、これを知事はどう感じ

ておられるのか。こういった一連の今までのこ

とに対して、今度は物を言う番ですよ。これに

どう対応していかれるのか、お伺いをいたしま

す。

今回の新型コロナウイ○知事（河野俊嗣君）

ルス感染症対応のいろんな経過の中で、「医療

提供体制の充実」「国民の命と健康を守る」、

その重要性について、改めて強く認識がなされ

たところであります。

国は、2025年をにらみまして、高齢化の進展

に対応できる持続可能な医療体制を構築する観

点から、地域医療構想を推進しているところで

あります。

そうした中、御指摘がありましたように、昨

年、将来方針の再検証が必要であるとする公立

・公的病院名を公表し、対象病院や自治体から

は困惑や反発の声が上がったほか、御指摘の経

済諮問会議で民間議員が全国約13万床の削減を

提案するなど、住民に不安を与えかねないもの

であったと認識をしております。

今回の感染症リスクへの対応も含め、地域全

体の医療の将来像につきましては、関係者間で

丁寧に議論を行うことが重要であろうと考えて
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おります。

国立病院を含む公立・公的病院は、医療資源

の乏しい本県を含め、地域で重要な役割を果た

しているところでありまして、機械的な再編と

いうものはあってはならないと考えておりま

す。

県では、国に対しまして、一方的な病床削減

等を推し進めることなく、今回の新型コロナウ

イルス感染症のような事象が発生した場合に

も、県民が安心して暮らすことができるよう保

健・医療提供体制が維持されるよう、それが大

変重要なことだと考えておりますので、全国知

事会とも連携をしながら、引き続き強く働きか

けてまいります。

今回、プレミアム付商品券発○坂口博美議員

行事業を提案されました。総額50億円規模の商

品券が発行される事業であります。これだと、

県内各地域に浸透できるものだなとは思ってい

ます。

しかしながら、この規模で果たしていつまで

もつのかが大変疑問です。

商工観光事業者は、これまでの落ち込み分

を、今年の残り後半で取り戻す必要がありま

す。このままだと給与所得者の生活の大変さが

懸念される中、普通の年なら大商戦が打たれる

はずの年末、この時期には、さらに消費が縮小

していっているんではないかと心配しているわ

けですが、そういったことを考えると、やは

り、もう次のこういった事業というものを、年

度後半に向けて早くやらなきゃいけないんじゃ

ないかなと思っております。

このことについて、先日ですけれども、本県

の商工会議所の米良会頭とお話ししたら、やっ

ぱり全く同じ考えを持っておられました。

県は必要に応じて早急にこの対応をすべきと

思いますが、知事の経済復興に向けての強い思

いをお聞かせください。

疲弊した本県経済をい○知事（河野俊嗣君）

かに回復させていくか、大変重要な課題であり

まして、感染症対策とバランスを取りながら、

段階的にレベルを上げていく、非常に重要な局

面であります。

その中でも、まずは県内経済をしっかりと回

していくことが重要でありまして、御指摘のあ

りましたようなプレミアム付商品券につきまし

て、県民の皆さんの応援消費を促すとともに、

県内での経済循環を活性化させる後押しとし

て、施策として構築したところであります。今

議会に提案をしたところでありまして、全市町

村と連携して取り組むことで、県内全域での幅

広い消費喚起を図ってまいりたいと考えており

ます。

ブレーキとアクセルという表現をされました

が、アクセルのかけ方も、一気に踏み込むとい

うよりは段階的に踏み込んでいく、そのような

ことも重要であろうかと思います。その状況も

よく見極めながら、次の手、第二の矢、第三の

矢、そういったものを考えていく必要もあろう

かと考えております。

よろしくお願いします。○坂口博美議員

今の状況というのは、一口で言えば、社会か

ら需要・消費というものが消えてしまった、そ

して、そのスパイラルで企業や県民の財布から

お金が消えてしまった、そのような状態じゃな

いかなと思っております。

ですから、経済を復興させるためには、この

消えたお金というのを補塡して元の通貨量に

持ってこなきゃ駄目だと思います。これを再び

社会で循環させていくと。

それじゃ、誰がそのお金を補塡できるのか。
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申し上げましたように、民間はもう空でありま

す。

そのためには、県内の企業や産業等の業況が

どういう具合かなというのを、ここで知る必要

があるわけなんですけれども、ディフュージョ

ン・インデックス（ＤＩ）についてはどうなっ

ているのか、商工観光労働部長に伺います。

本年３月○商工観光労働部長（松浦直康君）

に、県内企業に実施いたしましたアンケート調

査では、４月から６月までの期間における全般

的な業況について、「好転・増加」と回答する

企業の割合から、「悪化・減少」と回答する企

業の割合を差し引いた、いわゆるＤＩの数値

は、全体でマイナス44となっております。

これを業種別で見ますと、最もマイナスが大

きいのは卸小売業でマイナス59、次いでサービ

ス業でマイナス49、次に製造業でマイナス40、

最もマイナスが小さいのは建設業でマイナス32

となっております。

今、聞かれましたように、民○坂口博美議員

間経営においては、建設業のほかは、その大方

が極めて厳しい、先行きもそのとおりとなって

おりました。

そして、このことは、給与所得者には既に所

得減や仕事の喪失へとつながってきていると思

われます。

つまり、今の急激な消費の低迷は、消費者に

物が満ちあふれて、満足していて購入しないの

ではない、買う物がもう何もないという状態

じゃない、買いたいけれども財布の都合で買え

ないといった状況じゃないかなと。我慢我慢の

状況じゃないかなと思っております。

ですから、申し上げましたように、社会から

消えたお金を間を置かず補塡するには、あとは

もう税金を投入していくしかないわけです。そ

して、その手段となりますと、財源の確保とい

うのが一つ要ります。国民の理解、投資効果な

どから考えますときに、公共事業による社会イ

ンフラの整備であろうかと思います。

これこそが、今すぐに処方すべき経済復興の

特効薬だと信じますが、知事の御見解をお伺い

いたします。

一連の経済への影響の○知事（河野俊嗣君）

御質問がございました。

リーマンショックを上回る今回の新型コロナ

ウイルス感染症の状況ということであります

が、ある方が病気に例えて、「リーマンショッ

クは、あくまで循環器系の病気であった。で

も、今回の新型コロナウイルスは、人や物の移

動が全世界的に止まった、全身で多臓器不全が

起きているような状況だ」というようなことも

おっしゃったところでありまして、それをいか

に循環させていくか、今御指摘のとおり、公的

な投資ということもやりながら、しっかりと経

済の循環を取り戻していくことが大変重要であ

りまして、経済への波及効果が大きい公共事業

に積極的に取り組むことも大変重要であろうか

と考えております。

まずは、今ある予算の早期執行に努め、景気

の下支えとしての機能を果たしていくととも

に、間髪入れずに効果の高い経済対策を実現さ

せるため、３次補正による公共事業のさらなる

推進、さらには来年度以降の財源の確保、こう

いったところも強く働きかけてまいります。

ぜひ、よろしくお願いしま○坂口博美議員

す。

そしてまた、公共事業の中の一つ、国土強靱

化事業についてでありますけど、今回のコロ

ナ、世界中の人たちが共通して痛感したのは、

「もし、このウイルスに効果のあるワクチンが
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あったらな」という思いでありました。「もし

そうであったら、あの人は死なずに済んだの

に」「もしそうであったら、私たちの国家は平

和な中での繁栄を持続できていたのに」「私も

職をなくさず済んだのに」などなどでした。

科学や医学では全く歯が立たない、ソーシャ

ルディスタンスという手法でしか対応できない

という現実にあります。極めて悔しく残念な思

いであります。

もしもこの堤防が崩れていなかったら、もし

もあの山がずれなかったら、これだけの命が奪

われ、これほどの財産が破壊されるような惨事

は起こらなかったはずだ。

その日が来るのは、明日かもしれません。50

年先、100年先かもしれません。あるいは1,000

年過ぎても来ていないかもしれません。

しかし、万が一のときに、「よくぞワクチン

を開発していてくれた」と、そのときの人から

感謝をされる事業となり得るのが国土強靱化事

業だと思います。

そのような背景からも、国土強靱化事業は、

利便性、快適さ、景観などの視点からなされて

きた、これまでのいわゆる公共事業の概念とは

違う次元で、国家が責任を持つべきリスクマネ

ジメント事業でなければならないと思います。

いつ発生するやも知れぬ巨大なリスクから、

国民を、産業を、国家を守る。そのために行う

ワクチン接種事業であります。

しかし、この大切な事業について、来年度以

降の計画が全く示されておりません。大変心配

しております。

この事業について私は、その財源の在り方に

ついても、新たな次元での国民の理解に基づい

て、新たな時代の新たな公共事業として計画的

に取り組んでいくべきだと思いますが、知事の

考えをお聞かせください。

防災・減災、国土強靱○知事（河野俊嗣君）

化の財源につきましては、令和２年度まで３か

年措置をされてきたところでありますが、３年

度以降が明確ではない。今御指摘がありました

ような将来の投資ということ、災害が起こって

から措置をするのではなしに、その前に事前防

災ということも今、強く言われているわけであ

りまして、人の命に直結する未来への投資とし

て、これまでの既成概念にとらわれない、より

新たな発想の下での財源の確保が極めて重要で

あると考えております。

県議会におかれては、国土強靱化推進の国へ

の意見書を複数回にわたり提出されるなど、大

変力強い後押しをいただいていることに、感謝

を申し上げるところであります。

先日、全国知事会においても、コロナウイル

スがテーマではありましたが、それに集中する

あまり、重要な施策を見逃すことがあってはな

らないということで、あえて、国土強靱化の財

源確保についても、私も発言をしたところであ

りまして、まだ直接東京へ往来して要望すると

いうことができておりませんが、すぐにでも上

京して、３か年緊急対策の実施後も、中長期的

な見通しの下に、別枠の予算・財源をしっかり

確保していただくよう、今後とも強く要望して

まいります。

ぜひ、よろしくお願いしま○坂口博美議員

す。見落としちゃいけないと思うんですね、全

体を見ないと。

そこで、商工観光労働部長ですけど、先ほど

の業況分析について、それから経済指標などで

は、県内の雇用状況はどうなっているのか教え

てください。

本年４月○商工観光労働部長（松浦直康君）
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の県内の有効求人倍率は、多くの産業で求人数

が減少しており、前年同月比で0.3ポイント減

の、1.20倍となっております。

新規求人の状況は、全体では、前年同月比25

％減でありますが、業種によって状況が異なっ

ており、宿泊・飲食業が54％減、卸・小売業

が40％減と大幅に減少している一方で、医療福

祉は15％減、建設業は16％減となっておりま

す。

また、本年３月に県と民間調査会社が実施し

た調査では、「雇用数が不足している」と回答

した企業の割合と、「過剰である」とした企業

の割合の差は、製造業が37ポイントであるのに

対し、建設業では68ポイントとなっており、人

手不足と感じる企業の割合が、他産業と比べて

最も高くなっております。

これもさっきのと一緒で、今○坂口博美議員

度は雇用面でも全体の業種ではマイナスとなっ

ているけど、建設業もそうなんですけど、他の

業種と比べて落ち込みはかなり小さいというこ

と。

そして、今の答弁では、建設業では人手が随

分足りない、他を圧倒しているということであ

りました。

河野知事の３期目に向けての公約の一丁目一

番地は、人口減少対策でありました。その具体

策として、若者の定着、よそに行かせないとい

うことを約束されました。

今の業況判断などを見るときに、その公約の

実現には、ある意味追い風とも取れると思うん

ですけれども、建設業への雇用の場の確保につ

いての所見をお伺いします。

建設産業では、深刻な○知事（河野俊嗣君）

人手不足が続いておりまして、担い手の確保が

喫緊の課題であると認識をしております。本県

におきましても、産業開発青年隊による技術者

育成のほか、若者の入職支援など様々な取組を

進めているところであります。

今回の新型コロナウイルス感染症の影響下に

ありましても、公共工事を担う建設産業は、国

土強靱化の予算等によりまして事業量が確保さ

れ、比較的経営も安定しているところでありま

して、今後、感染症の影響で離職を余儀なくさ

れた方々の雇用の受皿となることも期待される

ところであります。

このため、まずは何より、先ほど答弁しまし

たような公共工事予算の確保に全力を注ぎます

とともに、今議会に提案をさせていただいてお

ります新規事業も活用しながら、この業界の人

材確保をより強力に後押ししてまいりたいと考

えております。

こうやって国も県も団体も、○坂口博美議員

みんな一生懸命になって、今、人材確保とかに

頑張っているんですけど、ちょうどそんなとき

に、県立宮崎病院の建設現場で 労働災害と―

僕は思っているんですけど 死亡事故が発生―

しました。この事故についての概要や原因など

について、病院局長に伺います。

県立宮崎病院の建○病院局長（桑山秀彦君）

設現場での死亡事故は、去る４月15日に基礎部

分のコンクリート打設作業において発生しまし

た。

お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りい

たしますとともに、御遺族の皆様に心よりお悔

やみを申し上げます。

大規模な現場におけるコンクリート打設につ

いては、コンクリートポンプ車を一定の場所に

停車させ、そこからコンクリートの打設箇所ま

で、ブームと呼ばれるコンクリート搬送管が装

着されましたアームを伸ばして、コンクリート
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を圧送しながら隙間なく送り込む作業と、送り

込まれたコンクリートの表面を平らにならす作

業が行われます。

それらの作業を行っていた際に、ブームが何

らかの原因により途中で折れて先端側が落下し

て、コンクリート表面をならす作業を行ってい

た作業員を直撃しまして、お亡くなりになられ

たものであります。

ブームの破断の原因につきましては、金属疲

労なのか、過大な荷重が集中したものなのかな

ど、現在、捜査機関において調査が行われてい

ると聞いております。

また、立入禁止とされておりますブームの下

での作業を行っていたため、今回の事故が起き

ており、施工中の安全管理にも原因があったと

考えております。

ブームが何らかで折れたこ○坂口博美議員

と、また、その下で、禁止されているけれども

作業をしていた、これが原因だということであ

りました。

じゃ、このことというのは、建設業労働災害

防止規程の第77条と第78条から見て、法的には

どんなことになるのか、再度お答えください。

建設現場における○病院局長（桑山秀彦君）

労働災害防止に係る法令等としましては、労働

安全衛生法や建設業労働災害防止規程などがご

ざいます。

御質問にありましたような建設業労働災害防

止規程につきましては、厚生労働省の認可を受

けて定められたものでありまして、建設業の関

係団体に対し、あらゆる安全管理の遵守義務が

定められております。

今回の事故発生時の作業に関するものとして

は、御指摘のありました規程の第77条、第78条

に、コンクリートポンプ車を用いる際の留意事

項や、ブームの下での作業の禁止に関するもの

などが定められております。

今回の事故現場では、ブームの下での作業禁

止が徹底されておらず、危険を知らせる体制も

整っていなかったこと、さらに、施工前のブー

ムの安全性の確認が十分ではなかった可能性も

あることから、施工管理上、規程が遵守されて

いなかったことに、事故発生の原因があると考

えております。

また、別のどの建設業者が請け負っていたと

しても、法令が守られておれば、当然、このよ

うな事故は発生しなかったものと考えておりま

す。

第68条、第69条も聞いて…○坂口博美議員

…。そうなると、ほかの人が請け負っていた

ら、こんな事故は起こらなかったなんて思って

いて、お尋ねしようと思っていたんですけど、

今、その部分を含めてお答えいただいたから、

次に移ります。

こういった事故が県発注の工事で発生した、

しかも、本来なら人を助けるべく病院を造って

いるときに、今言ったようなことでその人が死

んじゃったという、これを知事はどのように受

け止めておられるか、お答えください。

今回、県民の命を預か○知事（河野俊嗣君）

る県立病院の建設現場で、このような重大事故

が発生したことは、誠に遺憾であり、大変重く

受け止めているところであります。

改めて、亡くなられた方の御冥福をお祈り申

し上げますとともに、御遺族にお悔やみを申し

上げるものであります。

建設現場の安全管理の徹底につきましては、

現在、県を挙げて若者の県内定着に取り組んで

いる中で、建設産業が魅力ある雇用の受皿とな

るためにも、また、国民スポーツ大会施設など

- 28 -



令和２年６月11日(木)

の大規模施設や社会資本整備を着実に進める上

でも、大変重要な課題であると認識をしており

ます。

今後とも、工事の施工時のみならず、調査設

計の時点から目的物引渡しに至る全ての段階に

おいて、発注者である県と受注者、それぞれが

安全管理を徹底し、安全安心な建設現場環境の

確保・向上に努めてまいります。

また病院局長に戻りますけれ○坂口博美議員

ども、これは建設業に限らず産業全体ですけ

ど、ハインリッヒの法則というのがあります

ね。これに対してのこの状況というのは、どん

な具合の報告を受けているんですか。

事故が発生するま○病院局長（桑山秀彦君）

でに、当建設現場でのヒヤリ・ハットの報告は

ございませんでした。

なお、事故発生以降は、施工者に対しまし

て、危険につながると想定されるものは、その

内容にかかわらず、ささいなことでも報告する

ように指示を行ったところでございます。

また、今回の事故発生を受けまして、去る４

月20日に、県土整備部より各発注機関に対しま

して、安全管理の徹底を促す通知が発出された

ところでございます。

病院局におきましても、施工者に対し、今回

の事故の原因究明と再発防止策を提出させ、現

場におきましても、緊急安全大会を開催させる

などして、施工者及び作業従事者に対しまし

て、改めて安全管理の徹底を指示したところで

ございます。

ヒヤリ・ハット、１対29対300○坂口博美議員

の法則ですよね。これがゼロなんていうのは、

考えられないです、あんな現場で。ということ

からすると、そこらは無視している、軽く見て

いるのかなという……。

やっぱりこういうのにつながるのは 今の―

はブームが落ちただ、下にいただ、直接原因で

すよね 直接原因を起こさせる誘発原因とい―

うのがあると思うんです、ヒヤリ・ハットを無

視した。重大事故につながりますよ、１つの裏

に300ありますよということを安全教育でやれよ

というのが一つある。

それから、業法でもあんまり値切るなよと、

原価割れ契約は法律で禁止しているよと。けれ

ども、見積りとか指し値とかは、なかなか外か

ら見づらい。だから、ここらも一回改めてお願

いもし、そして検証もやるということが、再発

防止は今回そこまでやらなきゃ駄目じゃないか

なという気がします。

もし、この企業じゃなく 体質的にそうい―

う面があってからの事故だったら、亡くなった

方はもちろんお気の毒だけど、その当事者もこ

れはつらいですよ、自責の念 しっかり管理―

させるところだったら起こらなかった可能性も

あるから、ぜひお願いします。

次に移ります。財政問題をもう一つ聞きたい

んですけれども、令和３年度の当初予算など中

長期的な財政運営についてであります。

曲がりなりにも十分とは言えないものの、新

型コロナウイルスに係る国の財政支援につきま

しては、地方公共団体が必要とする財源につい

て、当面している需要に対し、ある程度の措置

はなされた。しかしながら、中長期的な対策と

いう視点からは、いかほどの対策を講ずること

が可能なのか、大変心配な状況にありますし、

加えて、地方税徴収猶予の特例措置が実施され

ることにもなりました。

これについては、もう既に申請が始まってお

りますけれども、ここらが本県の税にどう影響

するのか、また、その動きについてはどうなの
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か、お伺いをいたします。

そしてまた、今回のコロナウイルスで経済活

動が停滞してしまう。そこから来る税金という

のは、今年だけでなくて次年度以降も続くこと

になりますけれども、ただでさえ財政状況が厳

しい本県について、これは大変な問題だと思い

ます。

これらを踏まえた令和３年度の当初予算編成

と今後の財政運営の在り方について、これにつ

いては総務部長かな、知事かな、お答えいただ

けると……。

徴収猶予等の状況○

につきましてお答えいたします。

今回の地方税法の改正により、徴収猶予の特

例をはじめ、自動車税・軽自動車税の環境性能

割や、固定資産税についての軽減措置等が設け

られたところでありまして、現時点で具体的な

影響額を見通すことは厳しい状況であります

が、今後、県税・市町村税ともに、税収の減少

は避けられないと考えております。

また、「徴収猶予の特例」につきましては、

昨年度末から、各県税・総務事務所において対

応に当たっているところでありまして、６月１

日現在で、宿泊業や飲食業、運輸業、サービス

業など、個人、法人合わせて220者から相談が寄

せられております。

このうち、自動車税種別割や法人事業税など

の税目で28者から申請があり、18者、823万円余

の適用を決定し、残り10者につきましても、現

在、審査を進めているところであります。

今後、各税目で課税が順次行われますことか

ら、徴収猶予の申請数及び減収額も増加してい

くものと考えております。

県といたしましては、徴収猶予制度のメリッ

トの周知にさらに力を入れてまいりますととも

に、納税者に寄り添った対応を行ってまいりま

す。

今、コロナの影響の長○知事（河野俊嗣君）

期化に伴う県税収入の減等について答弁したと

ころでありますが、地方全体としても、令和３

年度予算の編成に向けて、地方財源の大きな減

少が見込まれる、懸念されるところでありま

す。

今後、地方の役割・責任の増大に伴い、感染

症対策や経済対策など、さらなる財政需要が生

じますことから、これらの影響額を来年度以降

の地方財政計画にもしっかりと反映させ、地方

財源の確実な確保、さらなる充実を図るよう、

国に強く要望をしてまいります。

あわせて、将来を見据えた計画的な予算計上

や、手厚い地方財政措置のある起債を可能な限

り活用するなどし、コロナ対策に加えて、人口

減少対策、防災・減災対策などの事業にもしっ

かりと取り組んでまいります。

時間が来ました。商工観光労○坂口博美議員

働部長、張り切っておられたけど、時間が来ま

したので、これで私の質問を終わります。(拍手)

次は、野﨑幸士議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○野﨑幸士議員

は。宮崎県議会自由民主党の野﨑幸士です。

６月定例議会に当たり、議長のお許しをいた

だきましたので、質問通告書に従いまして質問

を進めてまいります。

今回は、新型コロナウイルス感染症に関連す

る事項に絞って質問をさせていただきます。

昨年の11月に中国武漢市で発生が確認された

新型コロナですが、当時は、遠くの地の出来事

で、あまり注意もしていなかったのですが、瞬

く間に世界中に感染が拡大し、世界中に深刻な

影響を及ぼしました。
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日本においては、１月16日、神奈川県在住

の30代男性から同ウイルスが初めて検出され、

その後、国内にも急激に感染が拡大していきま

した。

このように、全国に感染が拡大する中、我が

県におきましては、２月３日に第１回新型コロ

ナウイルス感染症対策本部会議が開催され、こ

れまで12回の対策会議が開催され、一連の流れ

に沿った対応や対策が示されてきました。

本県の感染状況は、３月４日に宮崎市内の70

代男性の感染が県内で初めて確認され、以降４

月11日の宮崎市内の50代女性の感染に至るま

で、17例の感染が確認されましたが、それ以

降、本日まで60日間、２か月間、感染者は確認

されていません。また、感染された患者さんに

ついても、５月25日に退院された患者さんを最

後に感染者がゼロとなりました。全県民の御協

力と御理解のたまものだと心から感謝いたしま

す。

知事におかれましては、まずは、感染拡大を

防止し県民の命と健康を守ることを第一に対策

を取られてきたと思いますが、振り返ってその

対策と県民の行動をどう評価されているのかお

伺いし、以下の質問は、質問者席よりお伺いし

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。新型コロナに係る対策と県民の行動への評

価についてであります。

新型コロナウイルス感染症への対策につきま

しては、市町村や医療機関をはじめとする関係

機関等と連携をしながら、水際対策や県民への

外出自粛等の要請、事業者への休業要請を行う

とともに、感染者への積極的疫学調査、検査・

医療提供体制の整備、医療物資の提供などにつ

いて取り組んできたところであります。

私としましては、この未曽有の事態には早期

の対応準備が必要であると考え、２月３日の第

１回新型コロナ対策本部会議の開催、人の移動

が多い４月に対策を徹底するための「感染拡大

防止強化月間」の設定、また、休業要請ではな

い形で感染対策を実践する本県独自の「強い警

戒態勢」への移行などを提案し、取り組んでき

たところでありますが、今、御指摘がありまし

たように、昨日までで60日間、感染が発生しな

い状況にありますのも、県の要請に対する県民

や事業者の皆様の御協力と、医療従事者・感染

症対策従事者の懸命な治療や診療、また業務が

あってこそ、このように感染が抑えられている

というふうに考えており、心から感謝を申し上

げたいと考えております。

今後とも、第２波、第３波に備えて、医療提

供体制をしっかり強化しながら、感染拡大防止

対策にしっかりと取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

１月30日に国の新型コロナウ○野﨑幸士議員

イルス感染症対策本部が設置、１月31日にはＷ

ＨＯの「緊急事態宣言」等々、その後の流れを

見る上では、本当に早い段階で危機感を抱かれ

ていたと思いますし、我が県の対応は適宜に取

り組まれていると思います。しかし、４月16

日、国の「緊急事態宣言」が全都道府県に発令

され、日本中が不安を抱えながらも、しっかり

新型コロナと向き合うのだという雰囲気に包ま

れる中、全国の自治体ではスピード感を持って

特措法に基づく休業要請が進められましたが、

我が県におきましては、緊急事態宣言から８日

後の４月24日に休業要請を行いました。

当時、これに対して私にも、県民の方々、ま

た各団体から様々な厳しい御意見、御指摘をい

ただきました。知事にも当時、様々な強い要望
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等がなされ、「対応が遅れた」として陳謝され

ておりますが、改めて、休業要請に至るまでを

今どう振り返られているのか、知事の所見をお

伺いいたします。

御指摘がありましたよ○知事（河野俊嗣君）

うに、国は、４月16日に新型インフルエンザ等

特措法に基づきます「緊急事態措置」の対象を

全都道府県に拡大したところでございます。

本県の感染状況は、その当時は比較的抑えら

れている状況にあったところでありますが、国

全体として、さらなる新規感染を抑えていく必

要があると。そして、大型連休を前に、人の移

動というものを抑制していく、そのような目的

の下に対象となったところであります。

休業要請について御質問がありましたが、こ

の休業要請は、そもそも蔓延を防止するための

措置ということでありまして、私としまして

は、本県におきましては感染拡大の状況にはな

かったということと、地域経済社会に与える影

響として、一たび休業要請を行った場合、解除

した後の反動リスクなどを考慮しますと、解除

のタイミングの見極めが非常に困難となりかね

なかった、そういうことを考えまして、早期の

経済復興を目指していくという思いもあり、休

業要請には慎重なスタンスを持っていたところ

であります。

しかしながら、感染の拡大、特に九州全体で

見ますと、福岡は大きく感染が拡大をしてい

た。そして、福岡が休業要請をかけて、その隣

県が休業要請をかけた、そのことによりまし

て、大型連休を前に本県が休業要請をかけない

と、人の流れを呼び込みかねない、そのような

状況にあるということを考慮し、このタイミン

グで休業要請を行ったということであります。

私としましては、適時適切なタイミングでの

休業要請だったというふうに考えておるところ

でございますが、しっかりと県民の皆様に、そ

こを理解をしていただくための説明が十分では

なかったというような御指摘も踏まえながら、

先ほども様々な御指摘がございましたが、適時

適切に、そして早め早めのタイミングで、今後

とも感染防止のための様々な呼びかけなり対策

というものを講じてまいりたいと考えていると

ころでございます。

その後につきましては、５月11日、全国に先

駆けて休業要請を解除した。本県の感染状況を

考慮して、大型連休が終わったということを踏

まえてやったところでありますが、反動リスク

というものも考慮をしながら、本県独自の「強

い警戒態勢」という取組の下に、感染防止対策

と地域経済の再始動の両立に努めてきたところ

であります。

様々な状況を考慮すると、そ○野﨑幸士議員

の判断に苦悩され慎重だったことは理解できま

すが、知事が悩まれている時間が長ければ長い

ほど、また判断が遅ければ遅いほど、県民の不

安やいら立ちは募るわけです。

今回の新型コロナは、「戦後最大の国難」と

も言われています。今後どのような難局を迎え

るか分かりません。このような状況下では、県

のトップとして責任を持って、早い判断と強い

リーダーシップをとっていただくことを強く望

みます。

さて、県の対策としましては、一の矢を３月

補正で、二の矢を４月補正で、三の矢を５月補

正と、これまでに総額105億円規模の対策が講じ

られてきました。そして、四の矢として今議会

の６月補正で、市町村と連携して行う「応援消

費プレミアム付商品券発行事業」など41億円余

の予算が計上されています。
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今後、感染拡大防止に十分配慮しながら、ま

た、新しい生活様式を定着させながら、経済の

再始動に向けた取組、また、感染拡大の収束時

における取組へと方針が進められていく中で、

厳しい我が県の財政状況を見ますと、現在のコ

ロナ禍の対応、また将来来るであろう第２波、

第３波への備え等々、財政を維持しながら、

しっかり財源確保を行うことが求められます

が、我が県の財政状況の見通しと財源確保につ

いて、総務部長にお伺いいたします。

県のコロナ対策の○

予算としましては、今回の補正予算案も含め、

先ほど御指摘ありましたように総額147億円規模

となっておりまして、このうち４月補正におき

ましては、財源としまして、67億円の残高があ

りました財政調整積立金を48億円取り崩すなど

したところであります。

今回の補正予算案におきまして、地方創生臨

時交付金などを歳入として受入れ、積み戻すこ

ととしておりますので、財政調整積立金の額

は63億円となり、ほぼ当初予算編成後の水準ま

で戻ることとなりましたので、現時点で、財政

の健全性は維持されているものと考えておりま

す。

今後、第２波、第３波の感染拡大も想定され

る中で、感染拡大防止の徹底と本県経済の再始

動・活性化の両立に向けて必要な対策を講じて

いくため、国の２次補正予算案において増額さ

れました交付金や国庫補助金を財源として最大

限活用するなど、引き続き適切な予算措置を

行ってまいります。

国の２次補正予算は、１次補○野﨑幸士議員

正予算にはなかった事業や不十分だった分野を

補強した内容になっているようですので、答弁

にありましたように最大限活用していただくこ

とと、河野県政で過去最大となった6,127億円余

の当初予算と重点施策の下、様々な事業が進め

られている中、新型コロナの影響を受けて見直

す事業等が生じると思われますので、例年より

は早い段階で予算の執行残等の見通しを立てて

いただくよう、要望いたします。

次に、本県の新型コロナに係る医療提供体制

整備についてですが、ＰＣＲ検査については、

県内各医療圏において採取された検体を、宮崎

県衛生環境研究所と宮崎市保健所にて検査を行

い、当時の１日当たりの検査可能件数96件を倍

増、また病床については231床、軽症者等の宿泊

療養に係る宿泊施設350室を目指し整備が拡充さ

れてきているようですが、喫緊の整備状況を福

祉保健部長にお伺いいたします。

ＰＣＲ検査の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

実施体制につきましては、県衛生環境研究所に

おいて、職員体制を整備し、１日最大72件か

ら120件に拡大いたします。宮崎市保健所におい

ては、検査機器を１台増やし、１日最大48件に

拡大したところです。

また、６月１日からは、都城市において、１

日最大14件の検査ができる体制を整備しており

まして、現在、１日最大計182件の検査が実施で

きます。

次に、病床につきましては、感染症指定医療

機関と協力医療機関を合わせて204床を確保して

おります。

最後に、軽症者等の宿泊療養に係る宿泊施設

につきましては、現在、宮崎市に150室、延岡市

に50室、合わせて200室確保しているところであ

ります。

ＰＣＲ検査体制については、○野﨑幸士議員

宮崎市２か所、都城市に１か所ですが、採取し

た検体の移動や今後の第２波、第３波を懸念す
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ると、県内全医療圏への検査体制が必要だと思

いますが、今後の整備の拡充について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

ＰＣＲ検査に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、今後、宮崎市郡医師会におきま

して、１日最大20件、延岡市において、１日最

大24件の保険診療による検査を実施するため準

備しております。これらを合わせますと、１日

最大226件の検査が実施できます。

第２波、第３波の感染拡大局面を見据えまし

て、各地域の医師会等との連携を進めながら、

今後も検査件数の増加を図り、検査体制の強化

に取り組んでまいります。

まだ整備の見通しが立ってい○野﨑幸士議員

ない医療圏もあるようですので、ぜひ全医療圏

での整備を行っていただくよう、要望いたしま

す。

次に、抗原検査についてですが、御存じのと

おり、新型コロナに感染しているかどうかの診

断検査として、ＰＣＲ検査のほかに抗原検査が

あります。

ＰＣＲ検査は、診断結果が出るまでに約６時

間かかるとされていますが、抗原検査は約30分

で診断できるというメリットがあります。一方

で、ＰＣＲ検査に比べて感度は低く、特異度は

劣るとされております。つまり、本当の患者さ

んを見逃してしまう可能性はあるものの、陽性

と出た場合の結果は信用できるということで

す。

こういったことを鑑みますと、ＰＣＲ検査と

並行して抗原検査も有効だと思いますが、抗原

検査の整備の拡充について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

議員御指摘の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

とおり、抗原検査につきましては５月13日より

保険適用がなされたところでありまして、検査

法として、ＰＣＲ検査とともに有効活用するこ

とは、第２波への備えとしても重要であると考

えております。

抗原検査の検査キットにつきましては、感染

症指定医療機関や帰国者・接触者外来、特定機

能病院に対しまして、優先的に供給されており

ます。

現在、県内の医療機関にも供給されていると

聞いておりますけれども、検査キットが十分行

き渡るよう、国に対して積極的に働きかけると

ともに、検査費用を公費負担するため、保険診

療に係る県と医療機関との委託契約を進め、抗

原検査の拡充を図ってまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、抗原検査の拡充もしっ○野﨑幸士議員

かり取り組んでいただくことを要望いたしま

す。

さて、第２波がいつどのように起こるか大変

懸念されるところですが、一般の風邪の原因と

なる他のコロナウイルスは、冬に流行して夏に

は少ないことが分かっていますが、新型コロナ

も同様に季節性があるかは、今のところ分かっ

ていません。もし、季節性がある場合には、夏

に流行が抑えられても、次の冬に再び流行が来

る可能性があり、インフルエンザの流行の時期

とも重なり、大変懸念されています。

今回のコロナ禍においては、鼻の穴に細い綿

棒を入れて行うインフルエンザ迅速検査を一時

中止する病院もあったようですが、インフルエ

ンザが流行する冬に向けた新型コロナとインフ

ルエンザの検査体制について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

季節性インフ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ルエンザの流行期における新型コロナへの対応
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については、重要な課題だと認識をしておりま

す。

新型コロナの場合、感染してから症状が出る

までの期間が長く、重い症状に至る場合や、比

較的軽い風邪症状が続く場合など、様々な症状

が報告されており、見つけにくいとされており

ます。

現時点では、議員御指摘のとおり、新型コロ

ナが疑われる場合に、インフルエンザの検査を

行う医療従事者に感染を広げるリスクがありま

すので、インフルエンザの検査を行うことな

く、臨床症状により治療薬を処方できる仕組み

が活用されております。

今後は、新型コロナの感染を広げないため、

外来の動線の在り方等を工夫するほか、唾液で

の検査、抗原検査などの感染防止に有効な検

査、防護服の配置といった設備や資機材等の充

実を図ってまいりたいと考えております。

ＷＨＯによると、新型コロナ○野﨑幸士議員

は、季節性インフルエンザと比べて感染力は高

くはないが、重症化率と致死率は高いと指摘し

ています。日本において、2019年にインフルエ

ンザで亡くなった方は3,000人を超え、感染者数

は約1,000万人というデータもあります。

また、新型コロナウイルス感染症と季節性イ

ンフルエンザが同時に感染した事例も報告され

ていますので、コロナ禍におけるしっかりとし

たインフルエンザ検査体制の構築も着実に進め

ていただくよう要望いたします。

さて、コロナ禍が長引く中、感染症による死

亡者とともに、経済的・精神的に追い込まれた

末の自殺の増加が全国的に懸念されているとこ

ろです。

我が県の自殺死亡率は、依然、全国平均を上

回る状況にありまして、全国でも自殺死亡率の

高い県となっています。

自殺に至る原因・動機は様々ですが、我が県

では、離婚率が高いことや１人当たりの所得が

少ないこと、アルコール依存症やギャンブル依

存等が社会的要因になっているという報告もあ

る中で、まさしく今回のコロナ禍において、あ

らゆるダメージを負った方々が多々生じたと思

います。

昨年、我が県においては、「世界自殺予防

デー」の９月10日に、24時間、年中無休で悩み

相談に応じることを目指す相談窓口「いのちの

電話」が開設されておりますが、新型コロナに

よる深刻かつ切実な相談状況と自殺防止に関す

る我が県の対策を、福祉保健部長にお伺いいた

します。

県におきまし○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ては、様々な窓口で心の悩みの相談に対応して

おりまして、例えば電話相談窓口として、精神

保健福祉センターや夜間自殺予防の相談窓口が

ございます。

これらの４月及び５月の相談件数につきまし

ては、昨年との単純比較で、2,201件から71件増

の2,272件となっておりまして、昨年９月から相

談受付を開始した窓口を加えますと、計2,495

件、うち282件が新型コロナに関連するものであ

りました。内容は、感染することへの不安、収

入の減少や就職難などの経済的なものなど、多

岐にわたっております。

県では、相談体制をはじめ、普及啓発や人材

育成などの総合的な自殺対策に取り組んでおり

ますが、５月には精神保健福祉センターの「こ

ころのケア支援員」を増員したところでありま

す。

今後とも、関係機関・団体とより一層連携

し、相談体制の強化などを図ってまいります。
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私が聞いた話では、コロナ禍○野﨑幸士議員

において、休業、外出自粛等で人と人との交わ

る機会が減少したので、自殺数は減少している

とのことでしたが、学校をはじめ、社会が徐々

に動き始めたここしばらくは、様々な影響を受

けて引きずっている方々の自殺リスクが高く

なっていると思いますので、しっかりと取り組

んでいただくことを要望いたします。

また、新型コロナの感染拡大により、勤め先

の休業や雇用の整理、閉店や倒産等での失業、

さらには学校等の休校で子供たちのために仕事

を辞めざるを得なかった、また、光熱費、食費

などの出費が増えた、家賃の支払等々の理由

で、独り親家庭、特に母子家庭の生活が困窮し

ている問題が深刻化しているようですが、コロ

ナ禍において、独り親家庭の状況をどう把握さ

れているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

県と市では、○福祉保健部長（渡辺善敬君）

各福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し

まして、独り親家庭の生活全般についての相談

対応を行っておりますが、今年３月に受け付け

た相談の延べ件数の合計につきましては計1,934

件で、前年の３月の1, 6 6 9件と比較します

と、265件、約15％増加をしております。

増加の内訳としましては、貸付金などの経済

的支援や、就労に関する相談が多くを占めてお

ります。

また、寄せられた相談の内容につきまして

は、「勤務先が休業となり新しい仕事を探した

い」「学校休業で子供の世話をする人を探す必

要がある」といったものなどであります。

このことから、議員御指摘のとおり、独り親

家庭には、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりまして、収入の減少や子育て負担の増加な

ど、様々な困難が生じているものと認識をして

おります。

答弁にありましたように、独○野﨑幸士議員

り親家庭は本当に大変な状況だと思います。審

議されています国の第２次補正予算案におい

て、１次補正予算にはなかった低所得の独り親

世帯への臨時特別給付金の支給や生活困窮者等

への支援の強化等々がようやく盛り込まれてお

りますが、その支給等は８月か９月になる見込

みです。

今の生活が困窮している中で、独り親家庭を

含む生活困窮者への寄り添った支援が急務だと

思いますが、県の考えと取組を福祉保健部長に

お伺いいたします。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

影響による休業や失業などによりまして収入が

減少するなど、生活に困窮する方々に対しまし

ては、早期に生活の安定が図られるよう、支援

が速やかに行き届く必要があると考えておりま

す。

このため県では、コロナ対策として拡充され

た生活福祉資金等の支援制度につきまして、

リーフレットや県庁ホームページ、ＳＮＳ等を

活用して幅広く周知を行うとともに、生活福祉

資金の貸付事務を行う社会福祉協議会と連携

し、迅速な入金や相談体制の整備などの対応を

行っております。

御指摘のとおり、生活困窮者への寄り添った

支援は急務でありますので、今後、さらなる支

援としてしっかりと検討を進めてまいりたいと

考えております。

先日、コロナ禍の中で、母親○野﨑幸士議員

と１歳になる赤ちゃんが本当にぎりぎりの生活

をしている報道を見ました。

一人で考え込むと先が見えなくて不安で不安

- 36 -



令和２年６月11日(木)

で、赤ちゃんと一緒に死のうかと考えたことも

あったと話す母親の姿を見て、何とかならんの

かなと、やるせない気持ちになりました。

全国でも離婚率の高い我が県において、この

ような生活困窮に陥っている独り親家庭は本当

に多いと思います。

また、独り親家庭の生活は、母親が一人で子

供の世話から仕事等々やりくりをしているの

で、行政の支援制度すら知らない独り親もいる

はずです。まずは、支援制度の徹底した周知と

その手続までのサポート、そして、ほかに県独

自の支援策は考えられないのか検討をしていた

だくことを強く要望します。

また別の問題に移りますが、コロナ禍におい

て、長期にわたって続いた外出自粛の中、休業

や在宅勤務、学校休業等で家族が一緒にいる時

間が長くなる中で、終わりが見えず、行動を制

約されるストレスや収入減少の不安が募り、そ

のはけ口として、立場の弱い子供や高齢者への

虐待、配偶者へのＤＶ等が深刻な問題となった

との報道がありました。

学校休業等の期間中における児童の虐待相談

件数や内容について、福祉保健部長にお伺いい

たします。

本県の児童相○福祉保健部長（渡辺善敬君）

談所における、学校休業が開始された今年３月

から４月までの児童虐待相談対応件数の速報値

につきましては285件で、前年同時期の258件と

比べ27件、10.5％増加をしております。

近年の対応件数の高い伸び率を勘案すると、

新型コロナの直接の影響によるものかは現時点

では判断がつきかねますが、休校が続き子供と

長時間過ごすことで、子育てに不安やストレス

を抱える保護者からの相談が寄せられておりま

す。

議員御指摘のとおり、虐待リスクの高まりが

懸念されますので、県としても引き続き、市町

村や学校、警察などの関係機関との連携を図

り、地域における子供の見守りや子育て家庭へ

の相談・支援体制の強化に取り組んでまいりた

いと考えております。

児童虐待の件数が増えている○野﨑幸士議員

ことは、何らかの新型コロナの影響があると思

いますし、県警にＤＶの状況もお聞きしたとこ

ろ、件数は前年並みだということでしたが、先

ほど自殺についての質問で申したように、社会

が動き始めたこれからが、虐待・ＤＶが起こる

リスクは高くなるのではないかと思いますの

で、しっかりと対策に取り組んでいただくこと

を要望いたします。

次に、農畜水産業への影響について質問しま

す。

新型コロナによって、インバウンドの減少や

外出自粛による外食需要の落ち込み、イベント

の中止等によって、花卉、牛肉、果樹等で価格

の低下や出荷量の著しい減少が起き、県として

は、応援消費や生産者経営支援等の対策が進め

られています。

農業経営には、自然災害、また今回のような

感染症等による収量減少や消費の低迷、市場価

格の下落等々、様々なリスクがありますが、こ

のようなリスクに対し自ら備えるという意味で

も、公的保険である農業保険 様々なリスク―

をカバーできる収入保険と自然災害によるリス

クをカバーできる農業共済 への加入促進が―

重要だと思います。

特に、自然災害や価格低迷だけでなく、農業

者の経営努力では避けられない収入の減少を広

く補償することができる収入保険の加入は、農

業者の備えとして大変重要だと思いますが、加
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入状況を農政水産部長にお伺いいたします。

農業経営収○農政水産部長（大久津 浩君）

入保険の加入者数は、平成30年度末の711経営体

から、令和元年度末で644経営体増加し、1,355

経営体となっております。

これを主要品目別に見ますと、加入者が多い

順にその経営体数は、水稲213、キュウリ199、

カンショ140、マンゴー100、イチゴ83となって

おります。

調べたところ、令和元年度の○野﨑幸士議員

認定農業者数が7,751人です。正確な対象にはな

らないかもしれませんが、仮にこの認定農業者

数と答弁にあった加入者数1,355経営体の割合を

見ると、加入率が低いと見てとれます。

今後、さらなる加入の推進が重要と思います

が、その取組をどう進めていかれるのか、農政

水産部長にお伺いいたします。

制度開始初○農政水産部長（大久津 浩君）

年度にとなる平成30年度加入分につきまして

は、265経営体、約４億4,000万円の保険金が支

払われておりまして、セーフティーネットとし

て、一定の効果があったと考えております。

近年多発しております自然災害や、新型コロ

ナウイルス感染症に備えるためには、より強力

に加入推進に取り組む必要があり、近日中に

県、農業共済組合、関係団体などによる「収入

保険推進協議会」を、県段階と各地域に設立す

ることとしております。

この協議会では、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けております花卉や果樹などの品目

も念頭に置きながら、重点推進品目を定めます

とともに、説明会や未加入者への戸別訪問など

を通じまして、制度のメリット等をＰＲしなが

ら、加入推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

今回の新型コロナで特に影響○野﨑幸士議員

の大きかった花卉・野菜・果樹の影響額は、３

月から４月の２か月間で約6.9億円の減少と算出

してあります。

こういった災害が起きた今だからこそ、収入

保険の関心も高まっていると思いますし、今後

どのような災害が起こるやも分かりませんの

で、農業を守る重要な備えの一つとして、しっ

かり加入推進に取り組んでいただくことを要望

いたします。

新型コロナが全世界へ拡大した影響で人の移

動が自粛され、インバウンドが減少する中で、

これからは、物を輸出しての外貨獲得は大変重

要になってきます。

特に、我が県の農業産出額の大半を占める畜

産物の輸出は、本県経済にとって大変重要だと

思います。

御存じのとおり、我が県の農業算出額の約65

％を占めている畜産は、肉用牛は全国で３位、

豚が２位、ブロイラーは１位と、全国でも有数

の畜産県であります。

今後の海外輸出の拡大に備えるために、昨年

の３月30日にミヤチクの新都農工場が完成し、

ＥＵ、アジア諸国をメインに、輸出拡大が進め

られることと期待されています。

そういった中で、昨年、中国への日本産牛肉

の輸出解禁か、という朗報が入ってきました。

日本から中国への牛肉輸出は、ＢＳＥの影響

で2001年に停止し、2010年には、我が県全体に

多大な影響を及ぼした 今年で10年目を迎え―

ますが 口蹄疫の発生等で、長らく輸出再開―

は滞っていましたが、日中両政府が、今年４月

にも予定されていた習近平国家主席の訪日まで

に、日本産牛肉の中国への輸出再開を目指して

いて、そういったことをにらみ、2035年までに
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和牛生産を30万トンに倍増させる増頭計画を打

ち出していました。

そういった中で、新型コロナが拡大し、中国

への日本産牛肉の輸出が再び滞っている状況で

す。

中国への日本産牛肉の輸出は、本県経済に

とって大変重要だと思いますが、輸出再開に向

けた現在の状況と対応について、農政水産部長

にお伺いいたします。

中国への牛○農政水産部長（大久津 浩君）

肉輸出再開につきましては、政府間での調整の

下進められておりまして、輸出が始まるまでに

は、５つの手続を段階的に進める必要があると

伺っております。

具体的には、第１段階といたしまして、昨

年11月に中国との動物衛生検疫協定が署名さ

れ、第２段階では、12月に、中国側による口蹄

疫・ＢＳＥの解禁令が公告され、現在は、第３

段階目の手続中であり、牛肉の生産から流通ま

での安全性が確保されているか、中国側におけ

る評価が実施されております。

今後、検疫体制や輸出条件等の合意が行われ

た上で、最後には、各産地の輸出施設の認定・

登録を経て、輸出が始まることになります。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響等に

よりまして、再開のめどは不透明でございます

が、県といたしましては、引き続き、国からの

情報収集とともに、関係団体やパートナー企業

等との連携を図りながら、迅速な対応ができる

よう準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

常に我が国と中国との動向を○野﨑幸士議員

注視しながら、また的確に見極めながら、来る

輸出再開時への準備を整えていただくよう要望

いたします。

次に、コロナ禍での犯罪について質問しま

す。

他県では、新型コロナの影響で学校が休業と

なった中、空き巣被害や、留守番中の子供が空

き巣と鉢合わせする事件が起きたようですが、

県警にお聞きしたところ、我が県においては空

き巣被害は確認されていないとのことでした。

学校が臨時休業中は、防犯のためにパトカー

等で巡回をしたとのことでしたので、その成果

だと感謝いたします。

またほかにも、新型コロナ拡大に便乗した手

口の詐欺事件が、３月上旬以降、全国で確認さ

れているようですが、本県ではこのような詐欺

事件は発生していないのか、その現状と対策に

ついて、県警本部長にお伺いいたします。

新型コロナウイ○警察本部長（阿部文彦君）

ルス感染症に便乗した詐欺事件の被害は、これ

までのところ、県内では確認されておりませ

ん。

しかしながら、本年３月以降、特別定額給付

金の給付等を装った不審電話やメールなど、詐

欺の疑いのある相談が30件ほど寄せられており

ます。

具体的には、新型コロナウイルスのワクチン

開発に成功したとして製薬会社の社債購入を

あっせんする電話や、市役所職員を名のった男

らが訪問してきて、特別定額給付金の申請名目

で個人情報を聞き出そうとした事案などであり

ます。

警察におきましては、このような不審電話等

にだまされないよう、防犯メール等でタイム

リーな情報発信を行うとともに、パトカーや制

服警察官によるパトロールを強化し、県民に対

して直接、声かけやチラシ配布による注意喚起

を行い、被害の未然防止に努めているところで
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あります。

今のところ詐欺事件は確認さ○野﨑幸士議員

れていないということでしたので、安心しまし

たが、偽のメールなどを一般の利用者に送って

偽サイトに誘導し、ログインパスワードやクレ

ジットカード番号などを入力させるネット詐欺

「フィッシング詐欺」等は非常に懸念されます

し、新型コロナの社会的影響は、まだまだ先の

見えない状況ですので、引き続き啓発等の防犯

に力を入れていただくよう要望いたします。

次に、教育について質問します。

文科省は２月27日、安倍首相から、全国の小

中学校、高校、特別支援学校を３月２日から春

休みまで臨時休業とする要請を受け、その旨を

学校設置者などに通知し、児童生徒たちは長い

自宅での自粛生活を強いられました。

世界を見ましても、国連によると188か国が全

土で休校措置を取られたようで、15億人以上の

子供たちが学校に通えなくなり、多くの国でオ

ンライン授業が広がりましたが、ＯＥＣＤ諸国

と比べて、我が国の教育現場での「ＩＣＴ」の

整備は非常に遅れているようです。

文科省は今回の長期休校を視野に、昨年末に

打ち出した「ＧＩＧＡスクール」 小中学生―

に１人１台のパソコンやデジタル端末を整備す

る 構想を2023年度までに整備すると計画し―

ていましたが、今年度中に前倒しすることとし

ました。

そこで、本県における小中学校、また県立学

校における端末の整備状況と今後の整備計画

を、教育長にお伺いいたします。

御質問にありました○教育長（日隈俊郎君）

が、国におきましては、「ＧＩＧＡスクール構

想」の実現に向けて、令和４年度末までに、小

中学校段階では１人１台、高等学校段階では３

人に１台の端末整備を目標としております。

これを受け、本県の公立学校におきまして

も、本年度中に小中学校段階では、１人１台の

目標に対しまして約85％、高等学校段階では、

３人に１台の目標に対しまして約88％まで整備

を進める予定であります。

今後、全ての公立学校において、令和４年度

末までには目標が達成されるよう、努めてまい

りたいと考えております。

令和４年度までには、全ての○野﨑幸士議員

公立学校に整備されるとのことでしたが、並行

して、自宅にインターネット接続の環境が整っ

ていない生徒に対して格差が生じないような取

組と、教職員へのＩＣＴ活用能力の向上への取

組をしっかり進めていただくよう、要望いたし

ます。

次に、精神的に不安を抱えている子供たち

や、もともと学校を休みがちだった子供たち

が、今回の長期休業によって不登校にならない

のかと心配しているところですが、学校再開後

の不登校の状況と対策を、教育長にお伺いいた

します。

県立学校及び公立小○教育長（日隈俊郎君）

中学校において、学校再開後に不登校などの欠

席者が増加したという情報は、今のところ入っ

ていません。

各学校では、児童生徒に対するアンケートや

教育相談を充実させたり、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーとの協力を

図り、気になる児童生徒への早めの対応に取り

組んでおります。

県教育委員会といたしましては、今後も、児

童生徒の変化を的確に把握し、不登校の兆候を

早期に発見、対応できるよう、市町村教育委員

会とも連携を図り、各学校の指導に努めてまい
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ります。

逆に、今回の学校再開後に○野﨑幸士議員

「学校は楽しい」「学校に行きたい」と改めて

感じた児童生徒は少なくないと思います。しか

し、学校再開からまだ間もないことを鑑みる

と、これから通常の日常へと環境が変われば、

様々な現象が起きるかもしれませんので、しば

らく児童生徒の様子を注視していただくよう要

望いたします。

次に、今回の長期休業による児童生徒の学習

の遅れが懸念されておりますが、今後どのよう

に授業時間を確保し、遅れた授業を進めていか

れるのか、教育長にお伺いいたします。

休業中の学習の遅れ○教育長（日隈俊郎君）

に対応するため、各学校では、遠足や球技大会

等の学校行事を見直したり、夏季休業期間等を

短縮し、授業日に充てたりするなど、可能な限

り授業時数を確保できるよう工夫しているとこ

ろであります。

その際、県教育委員会といたしましては、学

校再開後、これまでの学習の遅れを取り戻すた

めに、児童生徒や教職員の負担が過重とならな

いよう、非常勤講師やスクール・サポート・ス

タッフの役割比重を増やすとともに、授業と家

庭学習の効果的、効率的な組み合わせによる学

びの確保といった取組を進めてまいります。

学校の行事の削減とありまし○野﨑幸士議員

たけど、せめて運動会や文化祭等は、児童生徒

たちの最高の思い出になるよう、例年どおり十

分時間を確保して行っていただきたいなと思い

ます。

また、夏休み期間等を短縮して授業日に充て

るとありましたが、気になるのが、冷房設備の

整備状況でございます。

県内公立学校の普通教室における冷房設備の

整備状況について、教育長にお伺いいたしま

す。

県内の公立学校の普○教育長（日隈俊郎君）

通教室における冷房設備の設置率であります

が、令和２年４月時点で、県立学校が100％、市

町村立では、小学校が75.8％、中学校が100％と

なっております。

お聞きしたところ、特別支援○野﨑幸士議員

学校において普通教室として利用している特別

教室にも設置してあるということで、安心しま

した。

残りの小学校についても、宮崎市は、今年度

中に残り全ての学校に設置完了する予定との報

道もありましたが、順次整備していただくよ

う、市町村への指導・助言をよろしくお願いい

たします。

また、新型コロナによる新しい生活様式の実

践が進められている中、夏季の気温・湿度が高

い中でのマスクの着用は、熱中症のリスクが高

くなるとの報告もなされていますので、特に学

校生活の中でのマスク着用については十分気配

りしていただくよう、お願いいたします。

新型コロナを踏まえ、４月26日、インターハ

イの中止が決定し、次いで５月７日、高校総体

と県高校定時制通信制体育大会の中止、５月20

日、全国高校野球選手権大会も、春のセンバツ

に続いて中止が発表されました。春のセンバツ

においては、８月に交流試合が行われるという

報道もありました。そしてまた、５月14日に、

県中学校総合体育大会と各地区大会の実施方法

の変更も発表されたところであります。

それぞれの大会中止や変更を受け、涙を流し

本当に悔しそうな生徒たちの様子が報道されて

いましたが、私も胸の詰まる思いになりまし

た。知事、教育長におかれましては、その代替
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大会の実施については前向きなお考えのようで

すし、国においても、今回の２次補正予算案に

おいて、各地域での代替大会の開催に総額約８

億円の支援が盛り込まれています。

私は、最終学年の３年生のことを思うと、３

年間の集大成として、ぜひ代替大会を開催する

べきだと強く思いますが、教育長のお考えをお

伺いいたします。

高校総体や甲子園予○教育長（日隈俊郎君）

選等が中止になったことは、生徒の皆さん、そ

して支えていただいた御家族や指導者、とりわ

け、これまで努力を積み重ねてきた３年生に

とっては極めて無念なことだと思いますし、私

自身も残念であります。

県としましては、最後の大会にかける高校生

や中学生の思いや願いを少しでもかなえるため

に、これまでの成果を発表する機会を設けるこ

とは、大変重要であると考えております。

そのため、感染予防や熱中症対策など、選手

の健康安全面の確保を第一に考えるとともに、

授業時数を確保するため、土・日や祝日を中心

とした日程での検討を行っておりまして、開催

期間が少し長くなることが想定されますが、代

替大会を開催する方向で、高体連や高野連及び

中体連と詰めの調整を行っているところであり

ます。

大会中止の決定で目標をなく○野﨑幸士議員

した選手や保護者、指導者にとって、代替大会

を開催する方向で調整という先ほどの答弁は、

大変喜ばしいことだと思います。

十分な練習期間や、受験や就職といった進路

を鑑みますと、早期に具体的な日程を含めた方

針が求められると思いますので、しっかり協議

していただくことを要望いたします。

また、吹奏楽や合唱等の文化系の部活動にお

いても、全国大会が中止になっているようです

が、お聞きしたところ高等学校については、宮

崎県高等学校総合文化祭が予定どおり開催され

るとのことでした。また、中学校においては、

種目別、また協会別の県大会レベルの大会が開

催されるということでしたので、安心したとこ

ろでございます。

このように、新型コロナの影響で全国的に

様々な大会やイベントが中止になる中、８月に

延期して開催することになっていました「第25

回宮崎国際音楽祭」が中止という発表が、５

月27日になされました。本当に残念なことです

が、心配されるのが、本県で10月17日から12月

６日の51日間の日程で開催される予定の国民文

化祭、全国障害者芸術・文化祭です。

先日、その開催については、新型コロナの影

響で延期や分散開催、規模縮小も視野に入れ共

催する文化庁などと協議しているとの報道も

あったところでございますが、長期にわたる日

程での会場の設定、広報、宿泊、交通、出演

者、関連する事業者等々のことを鑑みますと、

早い段階での開催の可否を含めた方針を判断す

べきだと思いますが、国民文化祭、全国障害者

芸術・文化祭の開催判断の見通しとその時期

を、知事にお伺いいたします。

今年10月に開催予定の○知事（河野俊嗣君）

国文祭・芸文祭につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により、通常開催は大変厳

しい状況にあると考えておりまして、現在、開

催の在り方につきまして、文化庁等と協議を進

めているところであります。

御指摘がありましたように、宮崎国際音楽祭

をはじめ、県内外で文化芸術イベントが次々と

延期や中止となる中で、改めてこの文化芸術

が、私たちの心に安らぎと勇気を与えるだけで

- 42 -



令和２年６月11日(木)

なく、困難な状況の中にあっては、希望の光と

なるものであるということを感じているところ

でありまして、そのともしびというものを、決

して消してはならないというふうに考えており

ます。

例えば先日、西臼杵３町を訪れましたとき

は、この国文祭におきまして、全国から団体を

招いて神楽や風流などのフェスティバルを行い

たいと、大変意欲を持って語っておられまし

た。

また、祭りでありますとか、年末の夜神楽が

開催できるだろうかということを心配しておら

れたところでありますが、こうした行事という

ものが、単なる年中行事だけではなく、地域に

とって大切な神事であり心の支えであり、また

地域の活性化に結びつくものでもあるわけであ

ります。

このような中で、本県での国文祭・芸文祭を

どのように開催するのか、その開催時期も含め

て、難しい判断となるところでありますが、10

年前、口蹄疫のときには、高等学校総合文化祭

が８月に開催され、我々が立ち上がるに当たっ

て、これが大きな力になったということもござ

います。

この国文祭に向けて準備を進めてこられまし

た関係者の皆様の思いというものもあります。

それから、本県の文化・芸術の将来ということ

を鑑みますと、私は可能な限り、この大会を開

催してまいりたいと考えているところでありま

す。

判断決定の時期につきましては、市町村や文

化団体等の準備もありますことから、今月中に

は方向性をお示ししたいと考えております。

知事の「ぜひ、何としても開○野﨑幸士議員

催したい」という気持ちが伝わってきました。

今月中には方向性を示すとのことでしたの

で、ぜひ開催という判断に至るよう、強く要望

いたします。

次に、複合災害の備えについて質問します。

複合災害とは、さきに起きた災害からの復旧

途中で別の災害が発生することにより、各災害

単独発生時の被害の単純な和よりも大きな被害

が発生する災害を指します。

今回のコロナ禍においても、完全な収束に至

るまでの間に、台風や豪雨、地震といった自然

災害 我が県におきましては南海トラフ巨大―

地震やそれによる津波 等が大変懸念される―

中で、このような複合災害を想定した備えや準

備は大変重要だと思います。

これからの季節は風水害の発生が心配されま

すが、避難所における新型コロナウイルス感染

拡大防止対策について、危機管理統括監にお伺

いいたします。

避難所にお○危機管理統括監（藪田 亨君）

いて新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図

るためには、避難者の健康チェックや３密防止

等の対策が重要となります。

このため県では、先般、「新型コロナウイル

ス感染症対策に係る避難所運営ガイドライン」

を作成し、市町村へ配付をしたところでござい

ます。

現在、市町村におきましては、このガイドラ

インや国からの通知などを参考に、出水期に備

えた対策が行われております。

具体的には、避難所においては、発熱等の症

状のある方などについて、専用のスペースを設

け、一般の避難者とできる限り接触をしない対

応を行うほか、避難者の密集を防止するため、

現在指定している避難所以外にも新たな避難所

を確保したり、テントや間仕切りで密接を防止
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するなどの取組が進められているところでござ

います。

例えば100人収容できる既存の○野﨑幸士議員

避難所を考えた場合、３密を避けることを考え

れば、恐らく半分の50人程度しか利用できない

ことが想定されますので、今確保している避難

所で十分なのか検討していただき、新たな避難

所の確保の取組や、熊本地震の際には避難方法

として活用された自家用車での車中泊の周知、

また地域をまたいだ広域的な避難所の活用等の

検討を進めていただくよう要望いたします。特

に車中泊については、エコノミークラス症候群

等が懸念されますので、車中泊の正しい知識を

学ぶマニュアル等を作成し周知していただく

と、理解も深まるのではないかと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

また、昨年の11月議会で、避難所におけるア

レルギー対応食品の備蓄について質問をさせて

いただきましたが、避難所におけるマスクや消

毒液等の備蓄について、県の取組を危機管理統

括監にお伺いいたします。

大規模災害○危機管理統括監（藪田 亨君）

などで多くの避難者が発生した場合、避難所で

の感染症予防のため、マスクや消毒液は重要な

物資であるというふうに認識をしております。

避難所におけるマスクなどの衛生用品につき

ましては、運営する市町村におきまして、一定

程度の備蓄が行われておりますけれども、県と

いたしましても、市町村にも意見を聞きなが

ら、確保する量など、必要な調整を進めてまい

りたいと考えております。

備蓄についても、引き続きよ○野﨑幸士議員

ろしくお願いします。

内閣府は４月に、避難所を可能な限りたくさ

ん開設することや、感染者への対応を事前に検

討しておくことを求める通知を、地方自治体に

発出しておりますが、自治体側の対応にも限り

があると思います。

災害時には、被害が軽微であれば、感染リス

クを鑑みると、在宅避難を進めることを前提

に、各家庭や事業所において、これまでよりも

厚く、食料品や日用品などを準備することが重

要だと思いますが、県民に対して、このような

複合災害への理解と備えをどのように啓発され

ていくのか、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

大雨や台風○危機管理統括監（藪田 亨君）

の多い出水期を迎える中、国内では新型コロナ

ウイルス感染者が依然として発生し、感染の長

期化が見込まれますことから、新型コロナウイ

ルス感染症対策を踏まえた災害への備えと行動

が求められております。

例えば、県民の皆様には、水や食料に加え、

マスクや体温計なども準備していただくととも

に、避難所におきましては、マスクの着用や手

洗い・手指消毒の徹底、他の避難者と十分な間

隔を取るなどの行動が必要となります。

県では、このような「新しい生活様式」に基

づいた避難所生活の在り方や備蓄につきまし

て、ホームページやメディア等を活用して啓発

を行うとともに、市町村へも啓発の強化を呼び

かけてまいりたいと考えております。

各自治体でも、感染症と自然○野﨑幸士議員

災害を想定した避難訓練が行われているようで

す。本県においても先日、串間市において、市

の職員が避難所での新型コロナ対策を学び、安

全な避難所運営を行う訓練が行われたようで

す。

このように、全国的に複合災害を見据えた、

また「新しい生活様式」が広がるような取組を
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進めていただくよう要望いたします。

もう少し時間がありますので、質問は全てが

終わったんですが、先日６月５日に、北朝鮮に

拉致された横田めぐみさんの父、横田滋さんが

老衰で死去されました。87歳だったそうです。

心から御冥福をお祈りいたします。

1977年11月15日に、当時13歳の中学１年だっ

た長女めぐみさんが、下校中に北朝鮮に拉致さ

れ、妻の早紀江さんとともに拉致被害者帰還を

求める運動のシンボル的存在でした。めぐみさ

んの帰りを切実に待った43年間だったそうで

す。本当に悔しかっただろうなと、心が痛みま

す。

長い時間、被害者家族は、無事に救出される

ことを待ち続けています。私にもめぐみさんが

拉致されたときと同じくらいの娘がいます。い

つも近くで笑って楽しく生活している家族や恋

人や友人が突然拉致され、いなくなったこと、

また、拉致され、いまだ確認が取れず待ち続け

ている被害者家族のこと、世の中が拉致問題に

関心をなくし、いつの間にか忘れ去られる拉致

被害者家族のどん底の悲しみを、滋さんの死に

おいて改めて感じていただきたい、そして想像

していただきたいと思います。

我々は、被害者家族に成り代わって、この問

題を真剣に考え、負けない、諦めない、忘れな

いを合い言葉に、絶対解決しなければならない

と強く思います。

以上で全ての質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 本日、自民○西村 賢議員

党３番目の日向市選挙区、西村賢でございま

す。

冒頭に、新型コロナウイルスでお亡くなりに

なられた方々の御冥福、そして御遺族の皆様方

に哀悼の意を表したいと思います。一刻も早い

収束を願うばかりでございます。

今回の世界を巻き込んだパンデミックは、政

府をはじめ医療機関、民間企業も初めての経験

であり、今なお対策に苦慮されております。

本県に被害が拡大しなかったことは、多くの

県民の協力によるものであり、敬意を表しま

す。

このたびの新型コロナ拡大により、移動や営

業の自粛、そして多くの産業に影響を与えまし

た。スポーツイベントやコンサート、お祭り、

そして教育の機会も失いました。

一方、国と地方の役割の明確化や、テレワー

クや教育分野などでのＩＣＴの可能性が浮き彫

りとなり、今後、生活や働き方にも大きく影響

してくると思われます。このことを念頭に置い

て、コロナ関連の質問を行います。

本県は10年前に口蹄疫を経験し、そのときに

も防疫体制はもとより、今回同様、様々な集会

やイベントの中止、商業や飲食関係に影響を及

ぼしました。

そのときも河野知事は県の要職にあり、対応

に当たったと存じますが、今回のコロナ対策に

その経験が生かされたのか、口蹄疫の教訓をど

のように生かしてきたのか、さらに今後の経済

復興につなげていくのかを伺います。
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以下、質問者席にて質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県は、10年前の口蹄疫を踏まえまして、家

畜疾病に対する対策の徹底を図ってきたところ

であります。空港、ホテル、ゴルフ場等におき

ます消毒マット設置などの水際対策や、地域に

おける防疫の仕組みづくりなど、県民の皆様の

御協力を得ながら、必要な対策を継続して実施

してきているところであります。

これまで、県民の皆様が口蹄疫の対策、家畜

疾病の対策にたゆまず取り組み、復興を果たし

てきたということは、今同じように展開してお

ります、目に見えないウイルスとの闘いという

意味におきましても、また、大きな経済的被害

を受けた後の復興という観点からも、これから

の「コロナとともに生きていく社会」において

も、必ずやこの経験が生きてくるものと考えて

おります。

今後、このような県民全体で共有している経

験や、高い防疫意識を生かしまして、「新しい

生活様式」による感染防止対策を、言わば日常

生活における標準装備としていくとともに、引

き続き警戒意識を持って感染拡大防止に努めな

がら、地域経済の再始動とさらなる活性化や、

持続可能な経済・社会づくりを加速するための

取組を進めてまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

いまだ収束は見えず、次はい○西村 賢議員

つ第２波が起こるか分かりません。また別の感

染症も起こり得るかもしれません。そのときに

宮崎県が今回と同様の経済活動の自粛を行え

ば、県内の多くの産業が経済的に破綻をするか

もしれません。これは午前中、坂口議員からも

このような追求があったわけですが、国内には

ＧＤＰ１％以下の経済力の弱い県が22県ありま

す。本県もＧＤＰ0.7％。我が県のようにコロナ

感染者をあまり出していない県も、その中には

多くあります。

そもそも経済力の弱い地域は、経済再生にも

時間がかかり、さらなる失業者や人口流出を生

んでしまうかもしれません。

河野知事は、地域経済への救済策や自粛要請

の弾力化など、今後国に対して求めていくこと

も必要なのではないでしょうか。

今回のように国から自粛などの要請を求めら

れれば、県内でクラスター発生などが起こって

いなくても、右に倣えで同様の対応をするの

か。逆に、国の自粛要請の前に、知事が県民に

移動制限や外出自粛要請を行うことがあり得る

のか、今後の対応について知事に伺います。

こういう感染症対策、○知事（河野俊嗣君）

国全体の基本的な方針、これも非常に重要なと

ころでありますが、地域の感染状況に応じて独

自の対応を図っていく、これも大変重要なこと

であろうと考えております。

今回、国の方針のみならず、本県独自の方針

に基づきながら、必要な感染拡大の防止にも取

り組んでまいりました。

具体的には、県内を７つの圏域に分けまし

て、圏域ごとにきめ細かく新規感染者数などを

目安にして、３つの警戒レベルを設定しまし

て、地域の感染状況に応じた外出自粛の要請や

イベントの中止・延期、公共施設の利用制限な

どを行ってきたところであります。

また、４月は人の移動が多いということか

ら、これを特に「感染拡大防止強化月間」とい

う位置づけをしての対策の徹底、県民の皆様へ

の呼びかけも行ってきたところであります。

- 46 -



令和２年６月11日(木)

また、大型連休を前に、県外からの感染を防

止する観点での遊興施設、遊技施設への休業要

請を行ったところでありますが、休業要請解除

後の反動にも警戒し、感染対策を徹底しなが

ら、経済を維持するため、これも本県独自で

「強い警戒態勢」ということをお願いしてきた

ところであります。

今後、第２波にも備えるために、県独自の緊

急事態宣言の仕組みも考えているところであり

まして、今後とも、国の方針というものをしっ

かりと踏まえながらも、本県の実情に即して、

何が必要なのかをしっかりと見極めて、迅速に

対応してまいります。

今回は、都市部の感染拡大と○西村 賢議員

いうのが初めに多く出たものでありますから、

本県民も警戒が素早く行えたと思います。この

警戒を今後も緩めることなくといいますか、気

持ちを緩めることなく付き合っていかねばなら

ない状況にあると思います。

今回のコロナ禍で３密行動を減らす動きが広

がる中、テレワークの推進やＺＯＯＭ会議、電

子申請など、逆境を生かす取組も各地で見られ

ました。

本県の申請手続を調査しましたところ、定型

的な申請書面の提出を求めているものがありま

す。

例えば、申請の多い事案の一つに、土木事務

所担当の道路法関連事案があります。道の横に

住宅を建てて歩道に進入路を造りたい、あるい

は歩道に若干足場がはみ出るので、道路の占用

を申請したいという場合であります。企業は、

その申請のたびに土木事務所に書類を提出しな

ければなりません。

この道路占用の許可申請にどのくらい土木事

務所が対応しているのか聞いたところ、昨年度

は2,885件も対応しているとのことでありまし

た。このほかにも、土地の境界確認の申請な

ど、非常に数が多いだろうと推測できるものが

あります。

現場を担当する土木事務所と企業の営業所が

近いとも限らないわけですから、非常に時間と

コストがかかっているわけです。土木事務所を

往復する時間やコスト、書類をペーパー化し捺

印する手間、そして３密のリスクがあります。

このような申請の場合は、企業も土木事務所

側も、手慣れた方が対応するケースが多く、

メール等で送付し、細かなところは電話でやり

とりするだけでもコストが削減できるし、３密

対策のメリットもあると思います。難しい判断

が必要な場合は打合せが必要との旨を通知すれ

ばいいだけではないでしょうか。

企業側にとっても県の担当者にとっても、業

務軽減と時間短縮につながるものを極力ＩＣＴ

化していくということも、今後必要かと思いま

すが、県土整備部長に、土木事務所の道路占用

許可の手続のＩＣＴ化について、まず伺いま

す。

道路占用許可○県土整備部長（明利浩久君）

手続におけるＩＣＴ導入につきましては、議員

御指摘のとおり、申請者の負担軽減や事務処理

の効率化のため、大変有効であると考えられま

す。

一方で、システム導入に必要となる費用や印

鑑に代わる本人確認の方法など、様々な課題が

ございます。

県土整備部におきましても、多くの行政手続

を行っておりますので、関係部局と十分連携し

ながら、ＩＣＴ導入について研究してまいりた

いと考えております。

今の件は、一例を挙げて具体○西村 賢議員
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的な質問を行ったにすぎませんが、今の答弁で

もありましたとおり、申請書類をやりとりする

場合、その書類が本物であるという証明が必要

であります。

そのために公印が使われます。行政側も企業

側も必要です。個人に至っては、印鑑登録され

た印鑑が必要となっているケースがあります。

先ほどのとおり、電子メールなどで申請する

場合、電子署名が公印の代わりとなるようです

が、この電子署名の普及が進まないと、申請の

ＩＣＴ化による簡略化も進まないということに

なります。

県においては、電子申請に対応する項目件数

がどのような状況であるか、電子申請の普及の

ためにどのように考えているか伺います。

電子申請は、○総合政策部長（渡邊浩司君）

県民や企業の利便性の向上と行政事務の効率化

につながる重要な取組であり、現在、県では、

地方税の申告や県立図書館の貸出予約など48の

手続で、オンラインによる申請が可能となって

いるところであります。

また、今回、新型コロナウイルス感染症対策

への対応が求められる中、電子申請は、申請者

が窓口に直接出向く必要がないことから、「新

しい生活様式」に資する重要な手法の一つにな

るものと認識しております。

このため、県といたしましては、行政手続の

オンライン化について、さらなる拡充を図りま

すとともに、県民等への利用促進や、電子署名

に必要なマイナンバーカードの取得の呼びかけ

など、電子申請の一層の普及に努めてまいりた

いと考えております。

今回のコロナ禍で、マイナン○西村 賢議員

バーカードの普及というものが一つ、クローズ

アップされました。また、マイナンバーカード

を持っていない国民が非常に多く、その利便性

が今回明るみに出たことは、逆に幸いだったか

もしれません。また逆に、それを今度は行政側

も生かしていく取組というのが必要であります

ので、今後ともオンライン申請の充実につなげ

ていただきたいと思っております。

次に、今回のコロナ禍の中で、悪質な「自粛

警察」という問題も起こりましたが、人が集ま

ることや県外者との接触に対して、非常にぴり

ぴりとしたムードになりました。悪質でないに

しろ、私のところにも様々な案件について県民

から連絡があり、御意見を頂いたところであり

ます。

その一つは、医療機関の待合室の３密問題で

す。特に専門医が少ない診療科の待合室は、ま

さに多くの患者でごった返しており、当然、コ

ロナだけではなく、インフルエンザなどの集団

感染の元凶にもなり得る状況であります。

県内でも既に時間予約制を導入している病院

もありますが、待合室での３密による感染リス

クや、長時間待たされるストレスの解消、さら

には医療従事者の感染リスクの低減にもつなが

るのではないかと思います。既にネット予約や

電話予約ができる病院をホームページ等で紹介

してあるサイトもありました。

今は、高齢者でも携帯電話やパソコンを使う

方も増えています。３密対策に効果がある時間

予約制の導入を県が支援できないのか、病院予

約におけるＩＣＴ導入支援などが行えないか、

福祉保健部長に伺います。

医療機関にお○福祉保健部長（渡辺善敬君）

けるネット予約などの予約診療の拡大につきま

しては、密閉、密集、密接の３つの密を避け、

感染拡大防止を図る観点から、有効な手段の一

つであると考えております。
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国の第２次補正予算案におきまして、全ての

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支

援が盛り込まれており、補助対象の取組例とし

て、予約診療の拡大、情報通信機器を用いた診

療体制の確保などが掲げられております。

こうした国の制度の活用を図りながら、医療

機関が実施するＩＣＴ等を活用した感染拡大防

止対策に対する支援について、検討してまいり

たいと考えております。

ぜひ、そのような情報を、導○西村 賢議員

入されていない病院、医師会等々に広めてもら

うとともに、これは非常に利便性も高まります

し、安全性も高まるものですから、これを機に

県がぜひ後押しをしていただきたいと思いま

す。

今回のコロナ禍の中で、福祉事業者へのアン

ケートや電話などでの聞き取りを行いました。

その中で、デイサービス事業者からは、「高

齢者が３密を警戒して、利用者のキャンセルが

増えている。このままでは事業継続が難しい」

との声や、「サービスを利用する高齢者やその

御家族が心配している」という声も聞きまし

た。そもそも利益の少ない介護事業者にとって

は、こういうキャンセルに伴う損失や職員の介

護離れにつながり、介護サービスの減少につな

がりかねません。このことは、ほかの居宅介護

などの事業者からも聞きました。

地域における介護サービスの維持や介護事業

者の確保など、これまでの努力を無駄にしない

ように、新型コロナ対策を介護関連事業にも広

げていかなくてはならないと思いますが、県の

考えを伺います。

デイサービス○福祉保健部長（渡辺善敬君）

利用につきましては、例えば、本年４月と国内

で新型コロナの発生がある前の令和元年12月と

で、県内のデイサービスの介護報酬請求件数を

比較しますと、約2.8％の減となっておりまし

て、若干の減少が見られます。

今後、感染拡大が起きますと、利用を控える

方が増え、デイサービス事業者の収入が減り、

事業の継続に影響が出てくることも予想をされ

ます。

国においては、介護報酬算定の臨時的特例と

しまして、デイサービスの職員が利用者の自宅

を訪問することや、電話による健康状態等の確

認を可能にしたところです。加えて、６月か

ら、経費増を適切に評価する介護報酬算定の新

しい仕組みが導入されました。

県としましては、国からの情報を適時、事業

者に提供し、また、市町村や関係機関との連携

を図りながら、デイサービスを含む居宅サービ

スの維持に向け、対応してまいりたいと考えて

おります。

また、このコロナ禍におきま○西村 賢議員

しては、介護事業者から利用者（高齢者）の健

康を心配する声が多数聞かれました。閉じ籠

もっていたのは高齢者だけではないので、全国

民に該当する話かもしれませんが、外出自粛等

で運動不足の状態にあり、飲酒や過食、ストレ

スによる鬱病の増加、持病の悪化など健康状態

に様々な影響が出ていると言われており、高齢

者の閉じ籠もりに対する介護予防の取組が必要

ではないかと考えますが、県の見解を伺いま

す。

長期間の外出○福祉保健部長（渡辺善敬君）

自粛によりまして、特に高齢者の方において

は、生活が不活発になる状態が続くことによる

心身機能の低下が懸念されます。

このため、市町村においては、運動、食生活

や口腔ケア等の留意点を記載したパンフレット
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の配布や、自宅でできる体操の動画をケーブル

テレビで放送するなど、高齢者の方が居宅にお

いても健康を維持できる取組を工夫しながら実

施しております。

また、感染拡大防止対策を講じた上での体操

教室等の「通いの場」を、順次再開しておりま

す。

県といたしましては、こうした取組を促進

し、今後とも市町村や関係団体と連携・協力し

ながら、介護予防に取り組んでまいりたいと考

えております。

次に移ります。ＪＲの存続に○西村 賢議員

ついてであります。

コロナ対策から移動自粛が緩和されていくこ

とに期待が高まる中、５月27日、ＪＲ九州

が2018年度分の赤字路線の発表を行いました。

本県関係では、日豊本線の佐伯－延岡間、都城

－国分間、吉都線、日南線等がありました。赤

字額は割愛いたしますが、今回の学校休業や移

動自粛など、コロナ対応で多くの電車が減便さ

れ、利用者の大きな減少につながっていること

を考えると、2019年度はもっと厳しい数字であ

ることも予想されます。

この路線別収支の発表は、ＪＲ九州が今後の

赤字区間の鉄道経営の合理化を考えているので

はないかという憶測もあります。

このままでは、さらなる減便など利便性の影

響に加え、鉄道の維持存続の話にもつながりか

ねません。今後の県の経済復興対策の中にも、

「ＪＲイベントの助成」というものはあります

が、鉄道活用のための有効な予算が計上されて

いるとは言えません。

今後、ＪＲ九州に対して、路線の維持や利便

性向上の要望は重要となってくると思います

が、県はどのように今後取り組んでいくのか、

知事に伺います。

新型コロナウイルス感○知事（河野俊嗣君）

染拡大の影響によりまして、鉄道需要が大きく

落ち込んでいるわけでありまして、このタイミ

ングでＪＲ九州が、輸送密度の低い線区のみの

収支を公表しているところであります。県とし

ましては、これを契機に、今後、路線の在り方

にまで議論が及ぶのではないかと危惧している

ところであります。

ＪＲ九州は、地方ローカル線の厳しい状況を

地域と共有して、路線維持の取組を一緒に考え

ていきたいとしているところであります。現

在、日南線、吉都線における利用促進協議会に

ＪＲ九州及び九州運輸局も参加して、観光への

活用、日常の通勤での利用など、今後の路線の

維持に向けた利用促進策を具体的に検討してい

るところであります。

今後とも、沿線自治体等やＪＲ九州と連携

し、一層の危機感を持って利用促進に取り組ん

でいきますとともに、ＪＲ九州に対しまして

は、地域の公共交通機関としての責務を着実に

果たしていただきますよう、これまで以上に強

く求めてまいります。

ＪＲ九州が上場後、何か非常○西村 賢議員

に厳しい対応になってきているなというのは、

私自身感じるわけですが、我々議会でも、県北

の議員は「九州中央３県議員連盟」で大分県、

熊本県とともに、毎年ＪＲ九州本社に行きまし

て、要望と意見交換を行っていますが、私の受

ける印象では、こっちが言っても向こうの受け

答えというのは、年々厳しい答えが増えてきて

いるというふうに感じるところであります。

宮崎県は、特に宮崎駅の再開発にも協力して

いくわけですから、今後は、県民の鉄道利用も

訴えながら、知事を先頭に、もっと強くＪＲと
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の交渉に当たっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

次に、この議会でも、経済立て直しのために

様々な経済対策の予算が計上されております。

今回、観光関連産業が大きな影響を受けたこと

に対しても、まずは県内観光を増やし、消費を

増やしていくという考え方が見てとれます。午

前中にも知事は、県内経済の循環ということを

話されました。

しかし県民、いや国民の多くは、県外や海外

に旅行を計画することを考える余裕もまだな

く、コロナ感染を警戒している方も多いことだ

と思います。

そんな中で、県内移動の促進、物流の促進の

ためにも、一時的に一ツ葉有料道路の無料化を

検討すべきではないかと提案したいと思いま

す。

これは県民に対して、「県は経済復興、観光

復興に対して本気だ」という本気度を示せると

思います。また、将来、無料化した際の実証実

験の効果もあると考えますが、このことについ

て、知事の考えを聞きたいと思います。

本県におきましては、○知事（河野俊嗣君）

南海トラフ地震の発生確率が高まる中で、自然

災害への備えが急務であると考えておりまし

て、県土の強靱化をさらに加速させてまいりた

いと考えております。

このため、一ツ葉有料道路につきましては、

昨年度、熟慮を重ねた結果、耐震対策等の財源

を確保するには有料を延長する必要があるとの

判断に至ったところでありまして、県議会から

も、延長した有料期間の短縮に努めることな

ど、５項目の附帯決議をいただいたところであ

ります。

議員御指摘のとおり、無料化というアイデ

ア、これは物流の効率化や観光振興など、一定

の効果を見込まれるものと思いますが、料金収

入の減少により、現在取り組んでいる耐震対策

や、無料開放時期への影響も懸念されるところ

であります。

私としましては、県民の生命、安全・安心な

暮らしを守るという観点から、有料道路利用者

に御負担をいただきながら、耐震対策等の早期

完成を目指してまいりたいと考えております。

私はよく利用するんですけれ○西村 賢議員

ども、せっかく広瀬バイパスが開通しまして、

今、一ツ葉有料道路から西都インターチェンジ

も含めた利便性が非常にいいものとなってきて

います。

ただ、通行台数は、以前とそう変わっていな

いようにも肌で感じるわけですが、これも一つ

の私のアイデアというか提案であり、またこう

いう思い切った改革を含めた経済振興策を打ち

出してほしいという気持ちですので、ぜひ、そ

の気持ちだけでも受け取っていただきたいと思

います。

次に、学校関係に移りますが、午前中、野﨑

議員が学校関連の質問を幾つか行いましたの

で、割愛して質問をいたします。

今回、国の学校の休業要請に対しまして、県

は、県立学校に２度にわたり休業要請を行いま

した。このことは、市町村立の小中学校にも影

響を及ぼし、日数など違いがあるものの、各市

町村立学校でも休業を行いました。一部の都道

府県では、地域独自の方針を出したところもあ

りました。

このことについて、県民から、「コロナ患者

の発生していない地域で、全ての学校・学級に

も適用する必要があったのか」「インフルエン

ザ対策と同等でもいいのではないか」「代わり

- 51 -



令和２年６月11日(木)

に児童クラブ等が３密になっているじゃない

か」など、様々な意見や疑問を保護者から聞い

たところであります。

学校の所在地の地域性や発生の有無など考慮

されたのか、県教育委員会の決定は、市町村の

教育委員会にも大きな影響を与えたと思います

が、県立学校が一斉臨時休業を行った理由につ

いて、教育長に伺います。

県立学校における臨○教育長（日隈俊郎君）

時休業につきましては、国のガイドラインと県

内の感染状況を踏まえた上で、学校内で感染リ

スクの可能性が高いと判断した場合には、即、

県内一斉の臨時休業を行うのではなく、感染地

域及びその周辺の学校において、学級単位、学

年単位または学校単位での臨時休業について、

状況に応じた検討を行うこととしております。

しかしながら、今回、１度目の県内一斉の臨

時休業については、内閣総理大臣の全国一斉臨

時休業の要請がなされたこと、２度目について

は、国の緊急事態宣言の対象地域が、本県を含

む全国に拡大されたことなど、いずれも、国の

要請等を受け、県として総合的に検討した結

果、国の要請等に応じる必要があると判断し、

県内一斉の臨時休業を行ったものであります。

今後、国からの要請等や県内の感染者数の急

増がない限り、感染症対策と児童生徒たちの学

びを両立していくという方針の下、適切に判断

してまいりたいと考えております。

また、県立学校におけるＩＣ○西村 賢議員

Ｔ活用の現状につきましては割愛をいたします

が、ＩＣＴの活用ができない理由を、これまで

同様、ネット環境や家庭の格差のせいにして

は、今後ずっと取り残されてしまいます。これ

は、今回も予算措置等々されていますが、その

ＩＣＴのオンライン授業等の充実にしっかりと

力を尽くしていただきたいと、要望しておきま

す。

次に、子ども宅食の取組支援について伺いた

いと思います。

今回のコロナ禍におきまして、地域に定着し

つつある子ども食堂の活動にも大きな影響を与

え、３密対策で開設できないケースが多くあり

ました。子供の貧困問題のみならず、地域の居

場所づくりとしても効果のある子ども食堂事業

の再開を待ちわびている方も多かったところで

す。

子ども食堂は、提供された食材をボランティ

アの方々が調理して振る舞い、子供たちが同時

に集まるため３密の課題がある中で、現在、

「子ども宅食」や「フードパントリー」「フー

ドバンク」と呼ばれる事業が全国的に広がりを

見せています。

これらのやり方はいろいろありますが、簡単

に言いますと、寄附などで提供された食材を一

時的に集め、生活が困窮するなど必要な家庭に

配付する事業であります。

今回、コロナの状況下でも、生活が困窮して

いる家庭に食材を提供することができ、また賞

味期限が近く売り物にならなくなった食材を再

活用するフードロスの観点からも効果がありま

す。

今後は、子ども食堂と並び、このような「子

ども宅食」事業も、様々な観点から必要ではな

いかと考えるが、この「子ども宅食」事業に対

しての県の認識と、どのように支援をしていく

のか、福祉保健部長に伺います。

子ども宅食に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、援助が必要な世帯を直接訪問

し、食料などを届ける取組でありまして、その

世帯が抱える問題の早期発見につながる意義が
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あり、現在、県内では、三股町をはじめとする

４町で実施されております。

県では昨年度、改定を行った「第２期宮崎県

子どもの貧困対策推進計画」におきまして、全

国に先駆けて、宅食に関する支援を新たに盛り

込むとともに、民間団体との協働事業により、

子ども宅食の仕組みづくりにも取り組んでおり

ます。

県では今後も、実施団体に対する運営に必要

な情報の提供や、団体の活動の周知、人材育成

の機会の提供など、県内で取組が広がるよう努

めてまいります。

三股町など４か所で先進的に○西村 賢議員

事業をやられているということですので、これ

がまた広がっていくような支援をお願いしたい

と思います。

また、今回のコロナ禍におきまして、特に非

正規雇用者にとっては、勤務時間の減少や、場

合によっては雇い止めなどによる生活困窮も考

えられます。様々な生活支援や雇用支援は、国

をはじめ行政機関が次々と打ち出しております

が、給付まで時間がかかる現状もあります。

その中で、先ほど申し上げたような子ども食

堂、子ども宅食といったボランティアを行う

方々は、できるだけ生活に困窮している家庭や

子供の下に届けたいという気持ちがあるし、支

援を受けたい、支援が欲しいと思っていてもな

かなか手を挙げられずにいる家庭もあります。

支援を行いたい団体がそのことを行政に相談

しても、個人情報の壁があり、なかなかマッチ

ングにつながりません。個人情報を守りつつ手

を差し伸べることができるのは、行政機関（住

民に一番近い市町村）ということになります

が、そのプライバシーの壁は、行政の断り文句

のように感じることも度々あります。

助けを求める人たちは、自ら声を出し、手を

挙げていくことが困難なことも多く、今回のコ

ロナの状況下でも苦労されている方も多くいる

と思います。このことにつきまして、県は市町

村に対しどのように働きかけていくのか、福祉

保健部長に伺います。

コロナ禍にお○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きまして、子ども宅食などの活動を効果的に実

施するためには、支援を求める声を上げられな

い家庭を把握することが課題であると考えてお

ります。

このような地域に埋もれたニーズと必要な支

援とをマッチングするためには、住民に身近

で、各種支援を行う市町村の役割は重要であり

ます。

市町村において、支援団体の取組について家

庭に情報提供するとともに、家庭から支援を希

望する情報が得られた場合には、団体を紹介す

るなどの取組が行われておりますが、これらが

県内に広がるよう、県として促していく必要が

あります。

そのため県では、７月に開催予定の「宮崎県

子どもの貧困対策協議会」などを通じまして、

このような取組を推進するよう市町村に呼びか

けてまいります。

よろしくお願いしたいと思い○西村 賢議員

ます。

次に、東郷病院の存続につきまして伺いま

す。

日向市立東郷病院の存続に対しましては、こ

れまでも医師確保についての要望を幾度となく

行い、また県当局の御協力をいただいてまいり

ました。本当に感謝申し上げます。

これまで医師確保に成功した時期もあり、黒

字化や入院業務の再開など、東郷病院の安定経
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営に希望があった時期もありましたが、医師の

退職が相次ぎ、現在は入院業務もストップし、

厳しい経営状況が続いております。

今後の方針について、病院を有床病院とする

か無床診療所とするか、市内でも様々な議論が

起こり、有識者でつくる「東郷病院の在り方検

討委員会」では、無床診療所としての運営を打

ち出し、また日向市議会議員の行った市民アン

ケートでは、73％の市民から、入院受入れの再

開を望む声が上がりました。

先日は、合併時の東郷町長ら三役と元東郷町

議会の議員の方々が、私に対しても、有床によ

る病院存続の要望を訴えてきたところであり、

日向市議会議長、日向市長への要望にも同行い

たしました。合併時を知る方々は、「東郷病院

の存続が、合併するときの一番の条件だった」

と、強い訴えを行っておりました。

東郷病院の所在地から日向市街地までは、車

で20分程度の距離でありますが、東郷町の一番

端まで行きますと、車でも１時間程度かかりま

す。東郷地区の方々にとっては、かけがえのな

い医療機関でもあります。

せんだって、日向市議会が６月５日に開会さ

れ、その中で市長から、無床診療所としての令

和３年４月に向けて準備するとの方針が示され

ました。

平成29年３月に、日向市の「東郷病院新改革

プラン」が出され、そのときに役割の明確化や

目標への取組などが掲げられたのですが、４年

待たずにこのような状況になっていることは、

残念でなりません。日向市民、特に東郷地域の

住民にとっては、失望が大きいものがありま

す。

市長はじめ関係者の方々には苦渋の決断で

あったと察しますが、医師確保の困難性や日向

入郷医療圏全体の医療体制確保も、無床化した

からといってその課題が消えたわけではありま

せん。この東郷病院の無床診療所への決定に対

し、県はこれまで日向市にどのような助言を行

い、相談などを受けたのか、福祉保健部長に伺

います。

日向市立東郷○福祉保健部長（渡辺善敬君）

病院の在り方につきましては、昨年度、５回に

わたり在り方検討委員会が開催されまして、本

年３月に同委員会から、「無床診療所として運

営を継続することが適切」とする報告書が、日

向市長に提出されております。

県におきましては、日向市に対して、地域医

療構想に関する資料について情報提供をしたほ

か、同委員会において、日向保健所長が地域の

実情に応じた医療機能の維持が図られるよう、

在宅医療の重要性や医療と介護の連携の必要性

などについて、意見を申し上げております。

どうにか有床病院や診療所と○西村 賢議員

して存続できないものか、一般論として伺いま

すが、現在、地域医療構想で地域ごとの病床数

が示され、実質、ベッドの削減数の検討がなさ

れていく中であります。午前中、坂口議員から

も、病床削減については御質問があったところ

でありますが、一度無床診療所になってしまえ

ば、二度と有床の病院や診療所としての再開は

できないのかを伺います。

東郷病院が所○福祉保健部長（渡辺善敬君）

在する日向入郷医療圏におきましては、既存の

病床数が第７次医療計画に定める基準病床数を

上回っておりまして、新たな病床の設置につき

ましては、原則として小児医療、周産期医療、

救急医療など特定の診療所の病床に限られてお

ります。

この東郷病院の件は、中山間○西村 賢議員
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地の病院の在り方にも、また市町村合併の在り

方にも、住民にとっても大きな問題を突きつけ

ました。

過疎地域の人口減少や限界集落の増加が止ま

らない地域が国内に多数ある中で、定住人口を

残していくという考え方にも影響が出てきま

す。

患者本人の負担や家族の介助などを考える

と、僻地の居住地と病院までの移動距離や時間

を、有床病院を残す目安として考えていかねば

ならないと考えますが、どうやって中山間地域

の医療体制を残していくつもりか、県の考えを

お聞かせください。

医療資源の乏○福祉保健部長（渡辺善敬君）

しい中山間地域の医療を確保していくために

は、公立の病院や診療所を中心とした、効率的

で持続可能な体制を確保していくことが重要だ

と考えております。

県では、これまで行ってきた、巡回診療など

の僻地関連事業や医師確保の取組、ドクターヘ

リによる救急医療の確保等に引き続き取り組む

とともに、今年度から新たに、中山間地域の公

立病院等におけるＩＣＴの活用や、勤務環境整

備などを行う市町村等の取組支援、延岡西臼杵

・日向入郷地域の運行を予定するドクターカー

導入などを行うこととしております。

今後も、地域の実情に合った医療提供体制の

確保に向けて、日向市とも十分連携しながら検

討してまいりたいと思っております。

県と医療機関、そしてまた地○西村 賢議員

域との連携というものは非常に大事だと思いま

す。今の答弁にもあったとおりですが、連携を

密にといっても、結果がこのようについてこな

いケースもあります。

東郷病院は昭和49年に建てられ、そもそも老

朽化しており、いまだＣＴ機器の導入がされて

おらず、医療設備も古い状態にあります。

以前、東郷病院を辞めた医師にも話を聞きま

した。その医師は、「病院に来た以上は、何と

かして患者を助けたいと思っていたのに、この

設備では助けられない」と訴えておりました。

その声は再々行政機関にも届けられたと思いま

す。

設備が悪いから医師が続かないのか、医師が

続かないから設備を更新できないのか、卵が先

か鶏が先かのような議論を繰り返し、先延ばし

して現在に至ったことは、日向市や旧東郷町の

責任のみならず、住民にも、そして県にも責任

の一端はあると思います。

今振り返れば、あのタイミングで手を打って

いればよかったということは、多々思い起こし

ます。後悔しても仕方がありませんが、このよ

うなことは県内、これからほかの地域でも、ほ

かの病院でも起こってくるかもしれません。こ

のことについて、知事の見解を伺います。

地域住民が安心して医○知事（河野俊嗣君）

療を受けられる体制をつくっていくということ

は、地域経営という意味でも、また人口減少対

策の観点からも、大変重要な課題であると考え

ております。

こうした医療資源の乏しい中山間地域におき

ましては、公立の病院や診療所を中心とした持

続可能な体制を確保することが必要と考えてお

りますので、今後とも、市町村とも十分連携し

ながら、必要な支援を行ってまいります。

もう少し深いといいますか、○西村 賢議員

思い入れのある言葉を期待したところでありま

す。

やっぱりその地域の方々にとっては、非常に

重い、重い重い問題であります。あと30分走れ
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ばいいじゃないかと言われれば、本当にそうな

んですけど、やはり精神的な支柱としてその病

院が存在し、長い間、地域の方と一緒にその地

域の医療を支えてきたわけですから、ぜひ親身

になって県も相談に乗っていただきたいと思い

ます。また、私がこの質問をするに当たって、

新聞の広告に載ったのを見た方で、「私は知事

にも選挙のときに訴えたんだ」と言われる方も

いらっしゃいました。そういう連絡をたくさん

頂く中で、県当局がもっとしっかりサポートし

ていただきたいと思いますし、また、今後の東

郷病院の経過も見守りながら、先ほど申し上げ

たとおり、無床になったから今後ずっと存続で

きるというわけでもないと思います。しっかり

とこの地域の医療を守るためにお力を貸してい

ただき、また、日向入郷地域はそもそも医師不

足に悩んでいる地域ですから、このことを、県

からも現場に足を運んで見ていただきたいと

思っております。

次の質問に移ります。飼料の昆虫利用につい

て伺います。

現在、昆虫食の研究が全世界的に進んでいま

す。人間が直接昆虫を食べる研究もあります

が、人工的に培養した昆虫を家畜に与えて、そ

れを人間が食べるという間接昆虫食でありま

す。昆虫としてはイエバエやミズアブが、今最

も研究されております。

この研究を簡単に説明しますと、イエバエに

家畜のふんを与え、イエバエは、ふんを餌に増

殖するとともに、ふんを分解します。ふんの分

解によるメタンガスの発生抑制を行いながら、

イエバエの幼虫は、動物性たんぱく質として魚

や鶏の高付加価値な餌になります。また家畜の

ふんを利用してイエバエの餌にといった具合に

循環していく、究極の連鎖であり、大気汚染の

抑制や循環社会構築のＳＤＧｓの一つでもあり

ます。ミズアブでは、食品廃棄物（食品残渣）

を分解して同様に行われるケースも研究されて

います。

このような研究は、全世界で現在、加速度的

に広がっております。この分野において日本で

恐らく最も早く研究に取り組んでいる「ムス

カ」という企業が、都農町にラボを構え、イエ

バエの研究を10年以上も前から行ってきまし

た。私はこの研究のことを聞いておりました

が、やっと時代が追いついてきたように感じま

す。

この分野で、養殖魚への投与など、他県では

既に実証実験に踏み出しているところもありま

すが、畜産県宮崎にとってこの研究の実現は、

循環型農業の実現のみならず、家畜ふん尿によ

る大気汚染対策や高付加価値の畜産物の発展に

つながると思います。

今後、国や他の自治体でもこの研究に着手さ

れていくと思いますが、本県はこの昆虫の飼料

利用の動きに対してどのように考えるのかを、

農政水産部長に伺います。

畜産物や養○農政水産部長（大久津 浩君）

殖魚の生産には、多くの輸入穀物や魚粉等が利

用されておりますが、世界的な人口増加を見据

えた食料安全保障等の観点から、今般、国にお

きまして、昆虫の飼料利用など、たんぱく質の

供給源の多様化に向けた検討が開始されたと

伺っております。

具体的には、関係省庁をはじめ食品企業、ベ

ンチャー企業、研究機関等で構成されました

「フードテック研究会」が本年４月に設置され

まして、これまで民間主体で進められてきまし

た研究を官民一体で情報共有し、実用化を加速

させるというものでございます。
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畜産や水産の盛んな本県といたしましては、

昆虫由来の飼料を使った資源循環型モデルの構

築等を目指しました今回の国の動き等をしっか

り注視いたしますとともに、的確に対応してま

いりたいと考えております。

国の研究機関や大学、また他○西村 賢議員

県では既に実証実験などに進んでいる事例が出

ています。宮崎県は畜産県でありますので、

もっと取組を強化していただきたいと思いま

す。また、これを要望に代えさせていただきた

いと思います。

最後に、動物愛護について伺います。

動物の殺処分に対しましては、動物虐待への

関心が高まり、また飼い主のモラル向上、ＴＮ

Ｒ活動などにより、殺処分数は減っているよう

に感じますが、本県の現状はどうなのか。

また実際、動物愛護団体の方々からは、飼い

犬や飼い猫を山中に捨てたりするケースは後を

絶たないと聞きます。ペットの避妊対策も、飼

い主の責任で行っていく必要もありますが、実

際に遺棄現場を押さえて取り締まるというの

は、非常に困難であると思います。

飼い主のモラル向上も必要であり、遺棄を防

ぐための県民への周知や啓発が重要であります

が、その方法はどのように行っているのか、福

祉保健部長に伺います。

犬猫の殺処分○福祉保健部長（渡辺善敬君）

数につきましては、減少傾向にありまして、令

和元年度は、犬が114頭、猫が344頭、合計458頭

と、10年前と比較しまして、犬では92％、猫で

は85％の減少となっております。

県民への周知としましては、パンフレットの

配布や県政番組の活用、動物愛護センターでの

啓発など、市町村、県獣医師会等と連携した取

組により、遺棄の防止や死ぬまでの飼育をお願

いしているところです。

また、センターでは、小学生を対象とした

「いのちの教育」を行いまして、将来飼育者と

なる子供たちに対しましても、動物との触れ合

い等を通して、命の大切さや正しい飼い方につ

いて学ぶ機会を提供しております。

今後も、これまでの取組を継続するととも

に、他県の取組なども参考にしながら、様々な

機会を捉えて、広く県民に周知をしてまいりた

いと考えております。

今、犬猫の殺処分の減少を聞○西村 賢議員

きました。非常にうれしいことでありますが、

やはりゼロを目指す取組が必要とされます。

県内にも多くのボランティア団体があり、そ

の幾つかの団体から話を聞きました。

団体ごとに活動の場所を決めて、地域の捨て

猫を捕まえ、去勢して元の場所に戻していくと

いうＴＮＲ活動でありますが、場合によって

は、病気の治療やワクチンの接種を行うことで

費用がかさむケースもあり、これらの活動は自

費で行うケースも多いそうです。一遍に処置を

しないと、どんどん子供を産み増えていくため

に、一度に多くの費用がかかるとのことでし

た。

また去勢には、獣医さんに処置費用を払うの

ですが、県内では処置費用が高額であり、隣県

までまとめて連れていくケースも多く、移動に

も時間も費用もかかるとの相談を受けました。

処置費用は自由診療に当たるため、獣医さんに

よって大きく変わるそうですが、別の団体から

も、ほぼ隣県に連れていくと聞いております。

そもそもＴＮＲ活動は、捨て犬、捨て猫を減

らし、地域を住みやすくするために行っていく

ものであります。県自らが行うＴＮＲ活動にも

限界があります。県民のボランティアの力を借

- 57 -



令和２年６月11日(木)

りなければ、効果は広がりません。ボランティ

アの方々が地域住民と協力していくためにも、

ＴＮＲ活動を今後、市町村に広めていく必要が

あると思いますが、県の考えはどうか、福祉保

健部長に伺います。

県では、平○福祉保健部長（渡辺善敬君）

成27年度からモデル事業としまして、一定の地

域で野良猫を保護し、手術後、元の地域に戻す

いわゆるＴＮＲに取り組んでおりましたが、動

物愛護センターの稼働に伴いまして、平成30年

度からは、県内各地で本格的にＴＮＲ事業を展

開しております。

令和元年度は、県内23地区において、255頭の

猫に対し不妊・去勢手術をいたしました。宮崎

市を含めますと、856頭の手術実績になります。

県といたしましても、猫の殺処分減少のため

には、ＴＮＲ活動が有効であると認識しており

ます。

そのため、市町村の動物管理業務担当者会議

等を通じまして、この活動について市町村の相

談窓口を明確化することや、公益財団法人どう

ぶつ基金が行う無料不妊手術事業の積極的活用

について、引き続き周知することで、センター

での取組以外にもこの活動を広げていく必要が

あると考えております。

以上で質問を終わります。あ○西村 賢議員

りがとうございました。（拍手）

次は、山下寿議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 皆さんこん○山下 寿議員

にちは。私は児湯郡選出、自由民主党の山下寿

でございます。早いもので、当選しまして１年

経過いたしましたが、まだなかなか皆さんにつ

いていけなくて、いろいろと御迷惑をかけてい

るような状況でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

今、世界中が新型コロナウイルス感染症で大

変な事態になっています。新型コロナウイルス

の感染者は世界中で約700万人を超え、死者は40

万人以上となっております。日本国内における

感染者は約１万7,000人を上回り、約900名の方

がお亡くなりになられました。お亡くなりにな

られた方々の御冥福をお祈りするとともに、新

型コロナウイルス感染症の治療を受けておられ

る皆様方にお見舞いを申し上げます。また、こ

の新型コロナウイルス感染症における治療や対

策に従事されてきた皆様方の御尽力に、心から

感謝と敬意を申し上げます。

2019年12月、中華人民共和国湖北省武漢市に

おいて原因不明の肺炎患者が発生し、2020年１

月５日にＷＨＯは、中国湖北省武漢市において

原因不明の肺炎が発生したことを発表、同年１

月９日に新種のコロナウイルスが検出されたと

発表しました。

日本においては、１月16日に、武漢市へ渡航

歴のある神奈川県の男性が新型コロナウイルス

に感染したことが初めて確認されました。政府

は、新型コロナウイルスによる肺炎について、

１月28日に、感染症法に基づく「指定感染症」

と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣

議決定し、患者の強制入院や就業制限、入国者

への検査指示などができるようになりました。

また、武漢市に滞在する邦人の帰国のため

チャーター機が準備され、合計828名の方が帰国

されています。他方、横浜港に入港を予定して

いた豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス号」

内において、２月３日、新型コロナウイルス感

染症の集団発生が確認されるとともに、２月13

日、新型コロナウイルス感染症が原因で、国内

初の死亡者が確認されました。

それら様々な状況を受け、２月27日、安倍総
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理は、全国の小中高に臨時休校要請の考えを公

表し、ほとんどの学校が臨時休校となりまし

た。また３月24日には、東京2020オリンピック

・パラリンピックが約１年程度延期されること

が決定されました。

さらに４月７日には、東京、神奈川、千葉、

埼玉、大阪、兵庫、福岡の７都府県に対し緊急

事態宣言が発令されましたが、その後も新型コ

ロナウイルスの感染は拡大し続け、４月11日に

は、国内における１日当たりの感染者数が700人

を超え、４月16日に緊急事態宣言が全国に宣言

されるとともに、13都道府県（さきの７都府県

に加え北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京

都）が特定警戒都道府県に指定されました。４

月18日には、国内の感染者の総数は１万人を超

えました。

５月14日、39の県で緊急事態宣言が解除され

ましたが、５月20日には、大変悲しいことに、

夏の全国高等学校野球選手権大会、いわゆる甲

子園の中止が決定されました。５月25日には、

残りの都道府県の緊急事態宣言が解除となりま

した。結果として６月６日現在、感染者数は１

万7,103人、死亡者数は914人となっています。

約１か月半ぶりに全ての都道府県で緊急事態

が解除されたわけですが、新型コロナウイルス

は消滅したわけではありません。ワクチン等の

開発には時間がかかり、ワクチンが普及し完全

な日常を取り戻すまでには、まだかなりの時間

を要することが想定されます。

国は国民に対し、今後も３密の回避や人と人

との距離の確保、マスクの着用をはじめとした

基本的な感染予防対策の継続を求めています。

私たち自身が、「感染しない」」感染させな

い」ことを念頭に、引き続き感染予防、拡大防

止を徹底していかなければならないと思いま

す。国が公表した「新しい生活様式」を踏まえ

た行動を、確実に実践していかなければならな

いと思います。

そう言いつつも、自粛要請や移動制限で失っ

た経済的損失は計り知れないものがあります。

国、県、市町村では様々な経済対策が行われて

いますが、職種によってその事情は様々であり

ます。

今回の宮崎県の対応は、知事を先頭に関係職

員、医療関係者、そして県民が一丸となり協力

し頑張ったおかげで、宮崎県では新型コロナウ

イルスの感染拡大を最小限にとどめ、感染が確

認された17名の方が回復し退院することができ

ました。そして、宮崎県において１人の死亡者

も出なかったことは、本当によかったと思いま

す。

しかし、先ほど申し上げましたとおり、今ま

での生活に戻るにはまだかなりの時間がかかる

ため、今からが大変だと思います。そこで、知

事にお伺いします。

新型コロナ感染症の感染拡大防止と社会経済

活動の両立に向けてどう取り組んでいくのか、

知事にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、その後は質

問者席から行わせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまし

て、本県では社会経済の様々な分野で極めて深

刻な影響が生じております。

このような中、全国的な緊急事態宣言の解除

を受けまして、感染症対策とのバランスを取り

ながら、段階的に社会経済活動のレベルを上げ

て、経済活動を再開していく段階を迎えました
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ことから、先月末、県として、「新型コロナウ

イルス感染症経済対応方針」を策定しまして、

新しい生活様式の確立と地域経済の再始動に向

けた取組を進めていくこととしたところであり

ます。

具体的には、今後感染が拡大した場合には、

一時的な経済活動の収縮にも柔軟に対応するこ

とを念頭に置きながら、まずは、県内での経済

循環を中心に、段階的に取組を展開していくこ

とを基本としまして、１つには、感染拡大防止

策による経済活動の基盤づくり、２点目とし

て、地域経済の再始動と更なる活性化に向けた

取組、３点目、持続可能な経済・社会づくりを

加速する取組、４点目、収束に向けて希望の光

を取り戻す施策という４つの柱に沿って、施策

を進めることとしております。

今後、この方針に基づき、市町村や関係団体

等と連携して、オール宮崎で必要な対策に取り

組んでまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

私は戦後生まれ72歳でありま○山下 寿議員

すが、私どもが生まれてから、こういう経験は

本当に初めてでございます。宮崎県の一大事で

あろうかと思いますので、どうか大胆な思い

切ったかじ取りを、知事にはよろしくお願いし

ておきたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いします。

先ほどから申し上げますとおり、担当部とし

て大変な御苦労があったと思うところでありま

す。しかし、まだまだ続く新型コロナウイルス

の感染拡大、第１波はある程度封じ込めること

ができたのはよかったわけですが、ワクチンや

治療薬ができるまで、今の状態は継続している

と思います。症状は出ないが感染している人が

どこかにいらっしゃる。そういった意味で手指

消毒やマスクの着用、そして新しい生活様式に

取り組まなければならないわけですが、今回の

新型コロナウイルス感染症に関し、今後、最も

重要な備えについて、福祉保健部長にお伺いし

ます。

新型コロナに○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、感染のリスクはゼロにならない

ことを前提に、感染拡大をいかに抑えていくか

が重要になるものと考えております。

そのためには、県民の皆様が新型コロナを正

しく理解し、日常生活に新しい生活様式を取り

入れて実践していただくことが重要です。

その上で、感染の発生に備えまして、早期に

把握するため、ＰＣＲ等の検査体制の整備を進

めるとともに、医療を適切に提供できるよう、

必要な入院病床や宿泊療養施設の確保、設備や

医療機器、個人防護具などの医療物資の充実に

努めていく必要があると考えております。

今までも、そしてこれからも○山下 寿議員

大変であろうと思います。新型コロナウイルス

感染症の怖さを同時期に世界規模で経験してい

るわけでありまして、こんな経験はあってはい

けないんですが なかなかないと思います―

現に起こっている今、答弁があったよう―

に、万全な備えを早急にお願いいたします。

次に、農政水産部長にお伺いいたします。

政府は今年の３月31日、今後10年間の農政の

指針となる新たな「食料・農業・農村基本計

画」を閣議決定いたしました。

農業を次世代に継承するため、規模の大小や

条件にかかわらず、生産基盤を強化していくと

明記しました。2030年までに自給率（カロリー

ベース）45％を目指すと。閣議決定はありがた

いのですが、なかなか高いハードルだと思いま

す。
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新型コロナウイルス感染症で、目前に迫った

牛肉の中国への輸出はどうなるのでしょうか。

外出自粛要請により、外食産業は休業をせざる

を得なくなった。そのため、国内では牛肉の流

通が急激に減少し、和牛枝肉の価格は下落、肥

育農家は大変な状況になっています。肉用牛肥

育経営安定交付金制度、いわゆる牛マルキンは

発動したものの、決して余裕があるとは言えま

せん。それにより、和牛の子牛価格も約20万円

下がりました。

児湯郡市畜連の４年間の子牛価格の動向を調

べてみたところ、平均で82万円でした。４月の

競りの平均は63万円です。江藤農林水産大臣

は、和牛の生産量を今の倍にすると言われてい

ますが、今の状況で規模拡大や事業維持ができ

るでしょうか、私は疑問に思います。もっと大

胆な支援が行われるべきであると思いますが、

いかがでしょうか。子牛価格下落に対する和牛

繁殖農家への支援策について、農政水産部長に

お伺いします。

繁殖農家へ○農政水産部長（大久津 浩君）

の支援策につきましては、従来から、肉用子牛

生産者補給金制度によりまして、子牛価格が保

証基準価格を下回った場合に補塡される仕組み

が措置されております。

また、新型コロナウイルス感染症対策といた

しまして、子牛の全国平均価格が発動基準を下

回った場合、経営改善に取り組むことを条件に

奨励金を交付する緊急対策事業が、今回創設さ

れております。

さらに、県といたしましては、子牛競り市場

の活性化による安定した取引を目指しまして、

増頭奨励や肥育対策等の各種施策を積極的に活

用しながら、肉用牛生産基盤の充実強化に努め

ているところでございます。

本県の肉用牛経営は、様々な関連事業者が携

わる、裾野の広い大変重要な産業と考えており

ます。引き続き和牛繁殖農家が安心して経営が

できますよう、関係機関一体となりまして、

しっかりと支援していきたいと考えておりま

す。

日本一の和牛県ですので、安○山下 寿議員

心して持続可能な経営ができますよう、きめ細

かな支援・対応を希望いたします。

引き続き、農政水産部長にお伺いします。

私の地元の川南漁港の夕競り市に、自粛期間

中でありましたが、視察に行きました。ところ

が、行きましたところ、１匹15キロぐらいのブ

リが100本ぐらい水揚げされていました。知り合

いの仲買の方にいろいろ話を聞くと、「おまえ

が全部買って人にやったら」と言われました。

冗談はさておき、「ところで値段は幾らするの

か」と尋ねたところ、びっくりするような値段

でした。キロ当たり50円です。１匹750円なので

す。なぜそんなに安いのかと理由を聞くと、よ

そへの送りが利かず市場で売れないとのことで

した。

また数日後、視察に行きましたら、今度は９

キロぐらいのアラが水揚げされていました。通

常だと幾らするのかと聞きますと、１匹、通常

であると10万円を超す魚だそうです。その日は

キロ1,000円、１匹9,000円の値段しかつかな

かったそうです。それでなくても漁獲量が減少

し、漁業関係者も大変な状況のときに、これぐ

らいの値段しかつかない、このような事態を考

えると、何らかの支援が必要だと思われます。

緊急事態宣言後の魚価の下落の状況及びその

対策について、農政水産部長にお伺いします。

新型コロナ○農政水産部長（大久津 浩君）

ウイルス感染症の拡大に伴いまして、外食産業
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における需要の減退によって、養殖魚を含む高

級魚を中心に、魚価が前年同期に比べまして約

３割から５割下落しております。

このため、４月の臨時議会において御承認い

ただきました、影響を受けた漁業者への運転資

金の緊急融資を支援するとともに、消費喚起の

ための水産物お届けキャンペーンにつきまして

は、５月から、県内の漁業者や加工業者約30社

に対しまして、産地直送への送料助成を開始し

たところでございます。

さらに、本議会におきまして、水産物を学校

給食へ提供し、地産地消をさらに促進するため

の事業をお願いしているところでございまし

て、今後とも、国の緊急経済対策等も活用しな

がら、漁業者の皆様が安心して経営が持続でき

るよう、しっかりと支援してまいりたいと考え

ております。

本当に緊急事態宣言時の高級○山下 寿議員

魚、さんざんな価格でした。今答弁いただいた

ように、漁業者が安心して経営が持続できるよ

うに、しっかりと支援をお願いいたします。

次に、環境森林部におかれましては、杉素材

生産29年連続日本一、大変すばらしいことで、

おめでとうございます。

そうは言いつつも、先日、自由民主党政審会

政策調査会で報告があったように、県森連市場

の素材平均価格は、本年４月には１立方メート

ル当たり9,000円となり、平成27年６月以来およ

そ５年ぶりの安値となるなど、価格の下落が続

いています。

先日の木材新聞には、大手住宅会社の４月分

の新規受注が落ち込んでいるとありました。２

月末から展示場来場者が激減し、４月分からは

新型コロナウイルスによる影響が大きくなって

います。総合住宅展示場の来場者が年間で最も

多く見込める大型連休も人手が限られ、新規顧

客獲得の基盤となる集客イベントが実施できな

いなど、厳しい状況が続いています。大手住宅

会社８社は、受注金額速報を前年同月比で公表

していまして、５月18日の午前11時までの数値

では、前年同月比65％と、ここ３年間で最低で

あったということです。

一方、景気はＶ字回復と言われていました

が、いろいろ総合して思うに、長期化の要素が

あります。失業者は多くなり、経営規模の縮小

や倒産はまだまだ続くでしょう。平成24年は、

木材価格が１立方メートル当たり6,900円まで下

落しました。あのときは林業者がかなり厳し

かった。かなりの方々が廃業されたと思いま

す。ようやく山に明かりがともり始めた矢先

に、新型コロナウイルスによるこの状況です。

廃業されると、山に木があっても木を切る人が

いなくなる。今でも人手は足りていないんで

す。

林業・木材産業では、新型コロナウイルス感

染症の影響の長期化が心配されるが、県の取組

について環境森林部長にお伺いいたします。

議員の御指摘○環境森林部長（佐野詔藏君）

にありましたとおり、林業・木材産業におきま

しては、木材需要の多くを占める住宅需要の減

少等により、原木価格は下落しておりまして、

その影響が長期化することで、さらなる経営環

境の悪化が懸念されているところであります。

このため県では、業界と一体となり、緊急連

絡会議を立ち上げますとともに、ワンストップ

窓口を設置し、事業者への支援メニューの周知

や相談対応を行っているところであります。

さらに、今議会におきまして、需要と供給の

バランスを下支えするために、原木の生産調整

及び雇用対策としての保育間伐事業等の実施
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や、木材需要喚起対策としての木造・内装木質

化支援について、関連予算をお願いしていると

ころであります。

今後とも、業界等としっかりと連携し、刻々

と変化する情勢に的確に対応してまいりたいと

考えております。

先日の新聞報道で、木材価格○山下 寿議員

の値下がりに対し、国有林の伐採期限を１年間

延長し、出荷調整をする旨の記事が記載されて

いました。市場関係者などに伺うと、今回の値

下がりは、平成24年のときよりも状況が悪いと

考えていらっしゃるようです。

木材需要の減少が懸念される中、公有林等の

生産調整も必要だと思うが、県の対応を環境森

林部長にお伺いします。

今回のような○環境森林部長（佐野詔藏君）

状況下では、地域の木材需給状況を見極めつ

つ、需要に即した生産を行うことが重要であり

ますので、今議会に予算をお願いしまして、県

内７地区に国、県、市町村、関係団体等から成

る地域調整協議会を設置しまして、自主的な生

産調整による原木価格の下支えなどを行うこと

といたしております。

このような中、県営林及び林業公社におきま

しては、今年度計画しておりました立木伐採の

販売時期の先送りを、既に実施しているところ

であり、また、昨年度までに主伐の売買契約を

締結している箇所につきましても、契約者から

申出があった場合は、無償で搬出期間の延長を

承認することといたしております。

県といたしましては、引き続き、地域の木材

需給状況に応じた適切な対応に努めてまいりた

いと考えております。

いろいろと答弁をしていただ○山下 寿議員

きました。しかし、出荷調整が始まると、大型

の製材工場やバイオマス発電所がたくさんある

宮崎県としては、また問題が起きるのではない

かと危惧をしているところです。そのあたり、

状況の推移を踏まえ、適切な対応をお願いいた

します。

次に、警察本部長にお伺いします。

国内では、新型コロナウイルス感染症による

影響で、時間の経過とともに様々な事件が報道

されるようになりました。

私たちは今、今まで経験したことがない生活

環境の中に置かれており、人々の精神状態も不

安定になり、自分がそれらの事件に巻き込まれ

るのではないかと心配になります。

そこで、新型コロナウイルス感染症に関連し

た、宮崎県での事件の発生状況について、警察

本部長にお伺いします。

新型コロナウイ○警察本部長（阿部文彦君）

ルス感染症に便乗した詐欺などの被害につきま

しては、これまでのところ、県内では確認され

ておりませんが、同感染症に関連した犯罪とし

て把握しているものとしては、２件ございま

す。

１件は、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、マスクや消毒液などが品薄状態の中、本

年２月、消毒スプレーなどの購入をめぐり、量

販店の店員に暴行を加えるなどして、店の営業

を妨害した事案であり、もう１件は、本年３

月、大型商業施設内に備え付けられた消毒液を

盗んだ事件でありますが、いずれの事件も既に

検挙しているところであります。

各種報道によると、「新型コ○山下 寿議員

ロナウイルスの流行に乗じ、インターネット通

販で荒稼ぎする転売行為が問題視されている。

「火事場泥棒」との批判が相次ぎ、政府はマス

クやアルコール消毒液の高額転売を禁じたが、
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その他の出品は後を絶たない」また、大手ネッ

ト通販でもコロナ対策関連に関わる違法表示の

商品が横行しており、「日本経済新聞が、米ア

マゾン・ドット・コムと楽天のサイトで上位検

索結果約250件を調べると、15～20％で根拠を欠

く効能を表示していた。他のサイトも同様だ。

外出自粛で通販需要が増す中、規制当局や運営

会社の監視が働かず、不安心理に付け入る出品

が放置される実態が浮かび上がってきた」など

と報じられました。

新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商

法などの被害状況と対策について、警察本部長

にお伺いします。

新型コロナウイ○警察本部長（阿部文彦君）

ルス感染症に便乗した衛生マスクの高額転売な

どの悪質商法や、インターネットを利用した通

信販売サイトにおける医薬品などの不当表示販

売の被害は、これまでのところ県内では確認さ

れておりません。

しかしながら、本年４月以降、注文した覚え

のないマスクが送られてくる、いわゆる送りつ

け商法に関する相談が、10数件寄せられている

ところであります。

警察におきましては、県民がこのような悪質

商法などの被害に遭わぬよう、防犯メールやラ

ジオ広報等でタイムリーな情報発信による注意

喚起を行い、被害の未然防止に努めているとこ

ろであります。

ただいま答弁いただいたとお○山下 寿議員

り、大きな事件が発生していないことは大変よ

いことだと思います。が、犯罪はいつ起こるか

分かりませんので、十分な準備をよろしくお願

いいたします。

教育長にお伺いします。

先ほど述べましたように、２月27日に安倍総

理は、全国全ての小中高に臨時休校を要請する

考えを公表され、早いところでは翌々日から臨

時休校に入りました。休校が長くなるにつれ、

変な話が飛び出してきました。学校の９月入学

であります。その後、いろいろな報道がなされ

ました。

５月19日には、2021年９月に移行する場合の

一斉実施案と段階的実施案の２案が提示され、

５月21日には、移行に係る経費について、少な

くとも５兆円規模になるとの試算、さらに拡張

の可能性、５月30日、自民党のワーキングチー

ムは、学校の始業や入学時期を変える９月入学

に関する提言をまとめ、大筋了承したが、教育

現場の混乱などに配慮し、今年度・来年度のよ

うな直近の導入は困難とした。

９月入学になれば、海外留学がしやすくなる

メリットはあると言われているが、海外に留学

する学生が年間どの程度いるのか、教育長にお

伺いします。

独立行政法人日本学○教育長（日隈俊郎君）

生支援機構の調査によりますと、日本の大学等

から海外の大学等に１年以上の期間で留学した

日本人学生の数は、平成30年度で2,034人となっ

ております。

私はもっと留学生が多いのか○山下 寿議員

なと思っていましたが、2,000人ほどということ

でございます。

火事場の泥棒じゃないですが、突然降って湧

いたような話でいいんですかね。日本は古来、

３月卒業、４月入学、入社。行政やほとんどの

会社の決算も４月から始まり３月で終わりま

す。人事異動も、役所も会社も４月１日付の辞

令がほとんどです。８月卒業、９月入学になる

と、全てに混乱が生じる。それでなくても新型

コロナウイルスの影響で全世界が混乱していま
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す。

そこで、９月入学に対して、教育長の見解を

お伺いします。

秋季入学につきまし○教育長（日隈俊郎君）

ては、国において、入学時期の国際標準化など

を図る視点から、かねてより検討されてきた事

項であります。

しかしながら、今回は、新型コロナウイルス

感染症の影響で、全国的に学校休業が長期化す

る中、児童生徒の学習機会を保障する意味から

も有効ではないかという議論がきっかけとな

り、一体的かつ短期間で解決を図ろうとする検

討が進められたものと認識しております。

秋季入学は、諸外国の学校と接続がしやすく

なるなど、いろいろメリットがありますが、一

方、就学年齢や就職・採用時期、また会計年度

の問題など、各方面との調整が必要となる多く

の課題も指摘されているところであります。

県教育委員会といたしましては、秋季入学へ

移行するにしましても、慎重な検討と十分な準

備期間が必要であると考えております。

今度はその後、「義務教育５○山下 寿議員

歳からを軸に検討を」と報道されました。そこ

で、世界の小学校の入学年齢を調べてみまし

た。小学校入学年齢は、2013年、国際連合教育

科学文化機関の調べによると、７歳入学の制度

を導入している国は、204か国中20.1％、６歳入

学は68.1％、５歳入学は11.8％でした。現在日

本が採用している６歳入学の制度は、世界の主

流であります。

そこで、小学校への５歳入学が報道されてい

るが、このことについて教育長の考えをお伺い

いたします。

小学校への５歳入学○教育長（日隈俊郎君）

につきましては、今回の９月入学制度の議論の

中で、改めて出てきた問題であると認識してお

ります。

５歳入学とする教育制度と６歳入学の現行の

教育制度が、子供の教育にとってどちらがより

効果があるかということに関しましては、科学

的な研究を進めてみないと判断しかねるところ

であると考えているところです。

いずれにいたしましても、５歳で入学するこ

とにより、現在６歳入学を前提に計画されてい

る教育内容の大幅な見直しが必要になるなど、

様々な課題が考えられるところでございます。

この問題につきましては、教育分野に限ら

ず、社会全体を含めた非常に大きな課題であり

ますので、国全体での十分な議論が必要である

ものと考えております。

新型コロナウイルス感染症の○山下 寿議員

ため、安倍総理が出した全国の小中高の臨時休

校要請に端を発し、休校が長引く中、ある日突

然のようにそれらの話がささやかれ始め、あた

かも今年から実施するかのように独り歩きを始

めました。身内からもブレーキがかかり、一旦

落ち着きましたが、協議は継続するとのことで

す。十分な議論と慎重な判断をよろしくお願い

いたします。

知事にお伺いいたします。

５月25日の日本経済新聞の連載記事「やり方

を変えましょう。」の「新型コロナが私たちに

突きつけているものとは？」の中に、「地方シ

フトのチャンス 長年、世界のメガトレンドの

一つとして「都市化」があったが、新型コロナ

ウイルスはこの流れに疑問を投げかけているの

ではあるまいか。「都市化」は資本の集中投下

による経済発展の恩恵は多いものの、「狭い住

環境、混雑する通勤」、災害発生時の政治経済

の事業継続性のリスクなど多くの負の面もあ
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り、何よりもう一つのメガトレンドの「高齢化

社会」にやさしい自然環境ではない。５Ｇ通信

の開始は、一極集中すべき理由は何なのかを冷

静に考えさせてくれる。直下型大地震のリスク

が取り沙汰される首都圏を脱出するチャンスで

もある。首都移転は、長い間議論されているが

進展が見えない。首都移転ではなく、機能分散

でよいではないか。ドイツでは、国家機関が首

都に集中せずに地方都市に分散していたが、国

家として機能し発展してきた。国家機関も企業

も分散する良い機会と考える必要がある。」と

ありました。

そこで、知事にお伺いします。新型コロナウ

イルスの感染拡大を契機として、人も企業も東

京一極集中から地方に分散する流れができると

思うが、本県におけるＵＩＪターンの取組をど

のように推進するのかお伺いいたします。

都市部には人、物、○知事（河野俊嗣君）

金、情報が集中しまして、それがその地域の魅

力や活力に結びついている状況でありますが、

感染症対策という観点からは、そういった都市

の在り方自体が密になりやすいということで、

感染リスクが顕在化したわけであります。密に

ならないゆとりある地方暮らしに対する関心、

またその評価というものが高まってきていると

感じております。

また、この自粛期間中にリモートワークが普

及することによりまして、地方で暮らしながら

仕事をするという、働き方の変化の可能性もあ

るということでありますし、最近では、仕事と

休暇を一体として行うワーケーションのような

動きも出ているところであります。

私としましては、こうした感染リスクの観点

から、また生活スタイルの変化といった観点か

ら、地方暮らしへの評価の高まり、さらには都

市部から地方への人の流れが出てくるというの

が、本県への移住、ＵＩＪターンの促進や企業

誘致につながる大きなチャンスであるものと考

えております。

今後、このような認識を踏まえまして、感染

の収束状況に応じて、各市町村と連携して、空

き家の利活用やデジタル化・リモート化の促進

など受入体制の充実強化に努めながら、「豊か

な自然の中でアウトドアスポーツを楽しめる」

といったこととか、「通勤時間が短い」、さら

には「経済指標などには表すことのできない新

しい豊かさ」など、本県ならではの魅力のＰＲ

をしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

知事、ぜひこのチャンスを逃○山下 寿議員

さず、他県に負けない大胆な手だてを打ってい

ただきますよう、要望いたします。

次に、県土整備部長にお伺いします。

昨年６月の一般質問でお伺いしたのですが、

県道22号東郷西都線についてです。県道22号東

郷西都線は、日向市東郷町から木城町を経て西

都市を結ぶ道路で、沿線住民の生活を支えると

ともに、緊急輸送道路に指定されるなど、重要

な道路であります。

前回の質問でも答弁いただいておりますよう

に、整備は進んでおりますが、先日７日に木城

町中之又地区まで出かけてまいりました。木城

町役場から中之又地区までは35キロほどの道の

りなのですが、所要時間は何と１時間10分もか

かりました。県内町村で町役場に行くのにこれ

だけの時間がかかるところがあるでしょうか。

途中からは大型自動車の通行規制がかかってい

るところもあります。そのため、木城町中之又

地区から大型車両で木城町の中心に行くには、

日向市を経由しなければなりません。日向市を
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経由すると２時間もかかります。宮崎西イン

ターチェンジから２時間車を走らせますと、高

千穂町まで行くんじゃないですかね。西臼杵地

区に行くと、きれいな橋や道路が整備されてい

ます。大変すばらしいことだと思います。

重要な生活道路の改善が遅れているのは、そ

れを預かっている政治や行政の責任ではないか

と反省するところであります。その不便な中之

又地区は、少ない住民で地域の伝統芸能・神楽

を守り、地域の道路清掃など、全員が協力し

合っていつもきれいな環境が保たれています。

林産物もたくさんあります。そんな地域を守る

にも、道路環境の改良は重要であります。

そこで、県道東郷西都線の整備状況につい

て、県土整備部長にお伺いします。

県道東郷西都○県土整備部長（明利浩久君）

線につきましては、地域住民の生活や産業を支

えるとともに、緊急輸送道路にも指定されてい

る重要な路線であり、延長約39キロメートルの

うち、約21キロメートルが改良済みとなってお

ります。

現在、木城町内において、２つの工区を設定

し、２車線での整備を進めており、松尾工区に

ついては、全体延長約1.8キロメートルのうち、

昨年、約180メートルが完成し、これまでに

約450メートルを供用したところであります。

また、昨年度から事業に着手しました松尾ダ

ム工区につきましては、測量や調査・設計を進

めており、今年度は、一部工事にも着手する予

定であります。

引き続き、必要な予算の確保に努め、早期整

備を図ってまいります。

県土整備部長、この道路は、○山下 寿議員

小丸川に面してずっと来ている区間が大半の道

路なんですが、実は小丸川の石河内というとこ

ろに、九州電力の九州で一番大きい揚水式発電

ができております。そこまでは２車線のすごく

きれいな道路なんです。それを過ぎたところに

企業局の発電所があります。それから先がさん

ざんな道路なんです。その上にダムが３か所ぐ

らい、企業局のがありますが、企業局にとって

も大変重要な道路じゃなかろうかと思うところ

であります。ドル箱の企業局でございますか

ら、どうかもう少しピッチを上げられるよう

に、御協力をお願いしておきたいと思います。

次に、農政水産部長にお伺いいたします。

昨年６月に、これも一般質問でお伺いしまし

た。川南町内の道路、川北南農免道路につなが

る新たな農道整備についてであります。

前回お答えいただきましたように、この道路

計画は、平成４年に着手し、一部区間の計画変

更を行い、平成13年に事業が終了したわけであ

りますが、この道路は当時、地権者との交渉が

できず、やむなく計画の変更をしたわけです

が、今は地権者も同意し、地元住民からも町へ

陳情が上がり、町議会でも取り上げられるな

ど、大変重要な道路であります。

この道路は、大規模なＪＡ尾鈴総合選果場や

宮崎県農協果汁、株式会社児湯食鳥などの物流

が短時間で都農インターチェンジにつながるこ

とで、宮崎の新鮮な農畜産物の物流に貢献する

ものと確信をしています。川北南農免農道につ

ながる新たな農道整備について、前回は「事業

化への検討を進める」と答弁をいただきまし

た。

川北南農免農道につながる農道整備の状況に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

御質問のあ○農政水産部長（大久津 浩君）

りました農道につきましては、県央の物流拠点

となるＪＡ尾鈴総合選果場と東九州自動車道都
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農インターチェンジを結ぶ路線であり、農産物

輸送の効率化など物流の改善が期待されており

ます。

このため昨年度、川南町が事業主体となりま

して、平下地区として、農道整備事業の計画策

定に必要な基礎調査等を行ったところでありま

す。

そして本年度は、国の予算を活用いたしまし

て、県が事業主体となりまして、事業費や経済

効果の算定など、事業化に必要な実施計画書を

策定する準備を、現段階で進めております。

今後とも、川南町と連携いたしまして、国の

予算の動向などをしっかり見据えながら、早期

事業化に向け、しっかり取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。こ○山下 寿議員

の道路は、尾鈴地域が長年待ち望んでいる道路

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時37分散会
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令 和 ２ 年 ６ 月 1 2 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

監 査 事 務 局 長 横 山 幸 子

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時５分開議

会議を再開いたします。○丸山裕次郎議長

ただいまの協議について、結果を報告いたし

ます。

昨日の野﨑議員の国文祭についての質問に対

しまして、知事の答弁がありましたけれども、

昨日の報道、また今日の新聞等によりますと、

答弁とかなり違う面も出てきております。ここ

をしっかりと審議していないと前に進めないと

判断いたしましたので、改めて休憩したいと思

います。よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前10時６分休憩

午前11時10分開議

知事発言◎

本会議を再開いたします。○丸山裕次郎議長

昨日の野﨑議員の一般質問におきまして、国

文祭開催についての質問がありましたけれど

も、その質問の答弁の後、知事が記者会見をし

ております。答弁と記者会見の中でそごがあり

ましたので、知事に申入れをいたしました。

ここで、知事に発言を求めます。

〔登壇〕 このたびは、○知事（河野俊嗣君）

私の答弁及び発言に関し御迷惑をおかけしまし

たこと、誠に申し訳ございません。

昨日、野﨑議員より国民文化祭、障害者芸術

・文化祭の開催時期について御質問いただき、

私から、通常開催は厳しい旨の答弁をし、開催

時期については明確にお答えしなかったところ

であります。

その後、記者会見の場で、通常開催は厳しい

旨の発言の意味を問われ、来年開催の可能性に

ついて、その場で言及したところであります。

開催時期につきましては、現在、文化庁等と

協議中であり、決定次第、県議会の皆様には改

めて報告させていただく予定でございます。

私といたしましては、県政運営に当たりまし

ては、県議会の皆様としっかり意思疎通を図り

ながら進めていくことが、何よりも大切だと考

えております。今後とも、これをしっかりと基

本姿勢としてまいります。

このたびのこと、深く反省し、改めておわび

申し上げます。〔降壇〕

一般質問◎

本日の日程は、昨日に引き○丸山裕次郎議長

続き一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、前

屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。

一般質問の開始が大変大幅に遅れてしまいま

したが、今回私は、新型コロナウイルス対策を

中心に、一般質問を行いたいと思います。

まず最初に、知事の政治姿勢から伺ってまい

ります。

新型コロナウイルス感染の影響は、リーマン

ショックをしのぐと言われています。国による

緊急事態宣言の下、宮崎県においては、県民の

県外往来や外出自粛、休業、医療現場の皆さん

が感染リスクと向き合いながら職務に当たって

いただく中で、感染拡大はある程度抑えられて

きました。

令和２年６月12日(金)
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しかし、暮らしや経営、地域経済に及ぼす影

響は深刻さを増しています。

緊急事態宣言の全面解除がなされましたが、

感染は収まっておらず、第２波への備えは避け

ることはできません。

また、県民の暮らしや経営は、すぐには元に

戻りません。補償と支援の仕組みの構築と充実

が必要になっています。

宮崎県は、感染状況に応じて、独自に緊急事

態宣言を発令する方針を明らかにしましたが、

こうした宣言を回避する上でも、第２波に備え

たＰＣＲ検査体制や感染症対策、医療体制など

の抜本的な強化が求められていると思います。

こうした様々な課題をどう解決し、県民の命

と健康を守るのか。大打撃を受け、死活問題に

陥っている飲食店など、中小業者の経営をどう

支え、地域経済を守っていくのか。自粛と一体

の補償を、この立場が必要であると考えます。

知事のお考えを伺いたいと思います。

そして、コロナ後の社会の在り方、生存権を

踏まえて、どのような県政を目指すのか、知事

の御見解をお聞かせください。

この後は質問者席から続けてまいります。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

私は、新型コロナウイルス感染症への対応に

当たり、県民の命と健康を守ることを第一とし

ながら、必要な経済対策にも順次取り組んでま

いりました。

現在、地域経済の再開を図る段階を迎えてお

りますので、引き続き、感染拡大防止の徹底と

医療や検査体制の充実等を進めながら、地域経

済の再始動とさらなる活性化に向けた取組や、

持続可能な経済・社会づくりを加速するための

取組をしっかりと展開してまいります。

また、いわゆるポストコロナの社会では、大

都市集中型から分散型への見直し、高効率性か

らの転換などを背景に、移住や二地域居住、産

業の地方回帰などの動きが生まれるものと考え

ております。

今後は、これらの動きをしっかりと捉えた取

組を展開することで、新たな時代における本県

の発展に向けて、着実に歩みを進めてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降壇〕

それでは、この間のコロナ○前屋敷恵美議員

対策の中で浮かび上がってきた問題や課題をど

う解決していくのか、伺ってまいりたいと思い

ます。

まず、ＰＣＲ検査体制、医療体制の強化につ

いて伺います。

５月21日、河野知事をはじめ、広島、岩手、

愛知など18道県の知事が、これまでの受動的な

検査から、感染者の早期発見、調査、入院等に

よる積極的感染拡大防止戦略への転換を緊急提

言されました。

知事が、県が、こうした立場で感染拡大の状

況が落ち着いている今こそ、第２波に備えた検

査センターの設置、ＰＣＲ検査体制の強化を急

ぐことが重要だというふうに思います。

４月の補正予算で、検査センターの設置が位

置づけられましたが、具体的な取組状況をお聞

かせください。福祉保健部長。

４月の補正予○福祉保健部長（渡辺善敬君）

算におきましては、感染拡大防止体制の整備を

図るために、衛生環境研究所の検査機器購入

や、地域で検査を行うためＰＣＲ検査機器を整

備する者への補助事業を予算化させていただき

ました。

具体的には、宮崎市保健所で検査機器を１台
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増設するとともに、衛生環境研究所では、検査

機器購入の手続を進めているところでありま

す。

また、宮崎市、延岡市、都城市の医師会等と

検査機器の整備に向けた協議を行っているとこ

ろであり、順次、設置予定の検査機器の整備費

用を支援することにより、県内の検査件数のさ

らなる拡大に努めてまいります。

このコロナ禍の中で、ある○前屋敷恵美議員

発熱した患者さんからの訴えが、私どものとこ

ろに寄せられました。

その方は、「保健所で帰国者・接触者相談セ

ンターに相談すると、かかりつけ医で受診する

ように言われ、地域の医療機関を訪ね、診察を

求めたが、受け入れられないと何軒にも断ら

れ、まさに病院のたらい回し状態だった」と言

われ、「自分はコロナに感染しているのではな

いかと、ずっと不安に襲われながら幾日も過ご

さなければならなかった。検査をすぐにしてほ

しかった」と、切実な訴えを寄せられました。

感染リスクを恐れて、地域病院が機能しない

状況にあったというふうに思います。

これまで、院内感染を防ぐ十分な体制もない

まま、協力医療機関に頼った検体採取などが行

われてきました。病院入り口に仮設外来を設置

して、ウイルスの危険と向き合い、院内感染を

防ぐ努力をしながら診療活動を続ける病院もあ

ります。

検査センターの設置は、院内感染を防ぎ、迅

速な検査を進めるためにも欠かせない体制で

す。感染者を早期に発見し、症状に応じた対応

をしていくことは、安心して経済・社会活動の

再開に取り組める保障です。そのためには、検

査の在り方を根本から見直して、検査を大規模

に行える体制を整えることが必要です。

世界の公衆衛生の当局者、医師や専門家など

は、「日本の検査体制の充実の遅れが感染自体

を覆い隠しており、再び感染が拡大した場合、

国民が脆弱な立場に置かれかねない」との懸念

を示しています。宮崎の検査数も、全国から見

ても極めて少ない状況です。

国に対して、検査センター設置の予算措置を

強く要求し、検査センターの充実、民間機関に

よる検査も含めた検査体制の充実を求めたいと

思いますが、今後の計画、方向性についてお聞

かせください。福祉保健部長、お願いします。

外来・検査セ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ンターにつきましては、ＰＣＲ検査の検体採取

などを集中的に行う機関でありますが、設置す

るには、検体の採取を行う医療従事者を確保す

る必要があります。

このようなことから、地域の医師会や地元市

町村と連携しまして、体制づくりに向けて協議

をしているところであります。

そういう中で、なかなか検○前屋敷恵美議員

査の数が増えなかったり、検査をしてほしい

と、心配しながら待っておられた患者さんが数

多くいるわけですから、そういうことを解消す

るためにも、検査そのものの数を増やしてい

く、そういう体制が必要であると私は思ってい

ます。

次に、保健所や衛生環境研究所等の体制強化

について伺います。

コロナ対策では、各保健所に帰国者・接触者

相談センターが置かれ、業務のほとんどを保健

師が対応するなど、職員の人手不足は深刻な状

況とお聞きしています。

しかし、全国的に保健所が、この30年で約半

分に減り、職員定数も7,000人削減され、地方の

衛生研究所の予算や人員も削減されてきまし
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た。医師の数も約半分になっています。

宮崎での保健所や衛生研究所の体制、業務状

況、対応はどうだったのか。コロナ危機の中で

体制は強化されたのか、伺いたいと思います。

保健所につき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、地域住民の健康と衛生を支える機関

としまして、新型コロナに関しましても、最前

線において業務に当たっております。

具体的には、帰国者・接触者相談センターと

しまして、県民からの数多くの相談に応じた

り、感染が疑われる方を医療機関につなげ、医

師がＰＣＲ検査が必要と判断した場合には、行

政検査の判断を行うとともに、検体を衛生環境

研究所まで搬送する業務など、幅広く行ってお

ります。

また、患者が発生した際は、早急に行動履歴

や濃厚接触者の調査を実施するとともに、入院

患者の経過状況の確認や、濃厚接触者の健康観

察などを実施しております。

さらに、入院病床の確保に向け、各医療機関

等との調整を行うなど、医療提供体制の整備を

進めてきたところであります。

そういう大変多忙な業務が○前屋敷恵美議員

保健所には課せられたわけです。それを克服す

るといいますか、そういった課題を解消するた

めに、体制そのものの強化をして、今回の対策

に当たったのかどうかをお聞きしているんです

けれども、いかがですか。十分それで賄えたん

でしょうか。職員の皆さんの疲労こんぱいぶり

があったというふうに思うんですけど。

新型コロナに○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、先ほどお答えしましたとおり、

保健所の業務が増加しておりますが、これらの

業務に対しまして、全庁的に対応してきたとこ

ろであります。

具体的には、帰国者・接触者相談センター業

務について外部委託を行うほか、保健所から衛

生環境研究所までの検体搬送を、各地域の農林

振興局等の他の出先機関で実施しているところ

であります。

また、患者発生時に本庁と保健所間の情報連

絡員として、本庁各課から職員を派遣するとと

もに、保健所業務の支援を行うため、新たに会

計年度任用職員を任用するなど、保健所の業務

負担軽減、体制強化に努めているところであり

ます。

なお、今後の保健所の在り方、体制につきま

しては、その役割等を踏まえて、適宜見直しを

検討してまいりたいと考えております。

今度の新型コロナウイルス○前屋敷恵美議員

をはじめ、今や、感染症への取組は人類的な課

題にもなっています。それだけに、対策の強化

が求められているのではないかと思っていま

す。

今、御答弁がありましたように、今回の対応

については、全庁的な取組で進めていったとい

うことでしたけれども、他部局からの協力で今

度のように急場をしのいでも、この気候変動の

中、緊急災害と重なれば、とても対応していく

ことはできないと思います。

今後想定される感染症等に、いざというとき

に迅速に、的確に対応できる保健所や衛生研究

所にするためにも、予算を増やし、人員補強を

することは、どうしても必要だと思います。

体制強化への見直しをぜひとも求めたいと思

いますが、いま一度、今後の見通し、方向をお

聞かせいただきたいと思います。

今回のコロナ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

対応のような突発的な事案につきましては、庁

内各部局と十分な連携を図り、その協力も得な
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がら、行政として求められる機能を果たしてま

いりたいと考えております。

今後の保健所の在り方、体制につきまして

は、その時々に求められる役割などを踏まえま

して、適宜、必要な見直しを検討してまいりた

いと考えております。

今度のコロナウイルスは、○前屋敷恵美議員

まさに突発的なことかもしれませんけれども、

今後はこれが常態化するということが懸念され

るわけですから、しっかりと体制を整えること

が重要だと思いますので、よろしくお願いいた

します。

次に、地域医療崩壊防止のための支援につい

て伺います。

感染拡大が一定落ち着いている今の時期に、

第２波に備えた医療体制の重要性は、先日の県

医師会の河野会長による知事や議長への要望に

も示されております。

また、会長は、医師会移転後のその跡に、感

染症専門病院の提案もなされたわけですけれど

も、医療機関での院内感染を防ぐための非常に

大事な提案だと私は思いました。

そこで、まず、検体採取に協力する医療機

関、コロナ患者を受け入れた医療機関、感染者

の病床確保に対する空床補償など、財政支援に

ついて県はどのように考えているのか、伺いた

いと思います。

現在、医療機○福祉保健部長（渡辺善敬君）

関で行うＰＣＲ検査のための検体採取の費用に

つきましては、保険診療によって賄われており

ます。

今後、集中的に検体採取を行うために設置す

る外来検査センターにおきましては、国の補助

メニューを活用することにより、運営に係る人

件費や消耗品等の費用を委託料に含むことが可

能になります。

また、感染者の病床確保に対する空床補償に

つきましては、４月補正により、協力医療機関

に対する支援を行うこととしております。

国の第２次補正予算案では、より手厚い内容

の支援策等が予算化されておりますので、これ

らの制度の活用について検討しているところで

す。

そこで今、深刻な事態にあ○前屋敷恵美議員

るのが、医療機関の経営悪化のことです。

この間、発熱患者対応で、発熱外来を独自に

設置して検体採取なども行い、リスクと向き合

いながら対応している医療機関をはじめ、直接

コロナ患者に対応していない病院・診療所で

も、歯科診療所や耳鼻科などでも、コロナ危機

での受診抑制による減収で、経営悪化が深刻化

しています。この夏の賞与をカットしたり、出

せないなどの事態にあるとも聞いています。

こうした経営難による医療機関の閉鎖という

事態が起きてくることも危惧されます。こうし

た危機的事態を解消して、医療崩壊を防ぎ地域

医療を守るためには、財政支援がどうしても必

要だと思います。

国に対して財政支援を求めるのはもちろんの

こと、県独自でも、例えば医療機関、医師や看

護師などに対する危険手当などの支給を行うな

ど、あらゆる手だてで臨むことを強く求めるも

のです。福祉保健部長の見解を求めます。

医療機関への○福祉保健部長（渡辺善敬君）

支援についてでございますけれども、医療機関

の経営悪化に係る資金繰りの支援につきまして

は、国において、無利子・無担保等の優遇融資

制度の拡充、診療報酬等の概算前払いが実施さ

れておりまして、県では、医療機関等に対し、

こうした対策の周知を図っております。
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また、感染拡大防止の観点から、特例的に電

話やオンラインでの診療が可能となっておりま

すので、引き続き周知をしてまいりたいと考え

ております。

さらに、国の第２次補正予算案では、全ての

医療機関・薬局等を対象に、様々な支援策が盛

り込まれておりますので、こうした国の制度の

活用を視野に、検討してまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 ぜひ迅速な対応をお願いし

たいと思います。

次に、医療機関へのマスクや感染防護具、消

毒薬などの供給状況と今後の見通しをお聞かせ

ください。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） マスク、ガウ

ンなどの感染防護具につきましては、国から県

に定期的に供給されておりまして、感染症指定

医療機関や協力医療機関には、システムで在庫

状況を確認しながら優先的に配布するととも

に、一般の医療機関に対しましては、マスク

約35万枚、ガウン約１万2,000枚を、医師会等を
※

通じ配布するという形でやってきております。

また、手指消毒用エタノールにつきまして

は、国のあっせんにより、医療機関が販売業者

から優先的に購入できる仕組みが構築されてお

りまして、県内もこの仕組みを活用しておりま

す。

県内でも、異業種参入による感染防護具や消

毒薬代替品を製造する企業も増えてきておりま

すので、県としましては、引き続き安定した供

給が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、充足に向けて努力を

していっていただきたいと思います。

では次に、地域医療構想の見直しについて伺

います。

今回の新型コロナウイルス感染症の対応を見

ても、改めて、地域の体制、医療の体制整備と

機能強化が求められることになったというふう

に思います。

しかし、この間、国の地域医療構想による病

床削減が打ち出される下で、県内では７か所の

公立・公的病院が名指しで公表され、再編統合

計画が求められようとしています。

病院が所在する地域では、地域医療の崩壊に

つながると、危惧の声も上がっておりますけれ

ども、多くの公立・公的病院に感染症病床が置

かれ、これまでも重要な役割を担ってきまし

た。

そもそも、この地域医療構想は、感染症対応

の病床を確保するという観点を欠いていると思

います。

このコロナ危機の下で、改めて、地域医療構

想・病床削減は見直しが必要であるというふう

に思いますが、部長の見解を求めます。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 各地域の調整

会議におきまして、2025年に向けた持続可能な

医療提供体制を構築していくための協議が進め

られております。

県では、医療機関の再編統合や病床削減あり

きではなく、地域の実情を踏まえた丁寧な議論

の促進を図っております。

今後は、新型コロナ対策で明らかになったリ

スクへの対応を含めまして、県民が安心して適

切な医療が受けられる体制の確保に向け、必要

な支援などを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 そもそも国が打ち出したこ

の構想は、医療費全体を縮小するというところ

が大きな眼目であると私は思っているところで

※ 86ページに訂正発言あり

令和２年６月12日(金)
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す。

ぜひ、地域医療も含めて必要な医療がしっか

りと受けられるこの体制を握って離さず、県と

しての責任を果たしていただきたいと思いま

す。

では次に、地域経済を守るための中小業者へ

の支援について伺います。

「自粛と一体の補償を」という大きな国民の

声が、一律10万円給付、雇用調整助成金の上限

引上げ、家賃支援などを実現しましたが、問題

は、持続化給付金も含めて、その支給が決定的

に遅く、失業や廃業が増えているということで

す。

政府の「新しい生活様式」の呼びかけは、

「新しい自粛」にほかなりません。大きなダ

メージを受けている中小企業、個人事業主、フ

リーランスで働く人たちに、「新しい自粛要

請」による経営難が広がってまいります。です

から、一定、長期にわたる支援が必要であると

いうふうにも思います。

県は、独自の事業として、一部の事業者を対

象に休業要請を行い、１事業者10万円の休業要

請協力金の支給を行っています。

また、売上げが前年同月比75％以上減った事

業者に、１事業者20万円の小規模事業者事業継

続給付金の支給を行っておりますが、県民から

は、かなりの批判の声が上がっております。そ

の支給状況について、それぞれお聞かせくださ

い。

小規模事○商工観光労働部長（松浦直康君）

業者事業継続給付金につきましては、５月末日

現在で、申請書受付件数が4,946件、このう

ち4,489件、総額で８億9,780万円を既に支払い

をしております。

また、休業要請協力金につきましては、同じ

く５月末日現在で、申出書受付件数が1,945件、

このうち1,614件、総額で１億6,140万円が既に

支払い済みとなっております。

私、先ほど批判が出ている○前屋敷恵美議員

というふうに言いましたけれども、休業要請に

至らない事業者も、開店休業の状態で、休業要

請を受けた事業所と何ら変わりはないからで

す。

宮崎市のニシタチの飲食街では、今150～200

店舗の廃業が出ると予想もされているところで

あります。

県の75％以上の減収を対象にした事業継続給

付金についても、私のところにも訴えが寄せら

れています。「自分は減収68％で、75％には届

かないが、経営の厳しさは同じだ」と言われて

います。そのとおりだと思います。50％減収で

も30％減収でも、経営は今、本当に苦しい状態

に置かれています。何とか事業を継続したいと

願っておられる事業主を今、支えるときではな

いでしょうか。新たな支援制度をつくって手当

てするべきではないでしょうか。

ここで実例を紹介しますが、鳥取県では、売

上げが前年度比３割以上減った事業者に一律10

万円の応援金を支給する、新たな支援策を打ち

出しています。宮崎でもできないことはないの

ではないでしょうか。

地域の経済を早く元気に戻すためのプレミア

ム付商品券も一つの手段であるとは思います

が、直接事業者を支え、激励し、廃業に至る事

業者を出さないためにも、新たな支援策を今こ

そ打ち出すべきだというふうに思います。商工

観光労働部長の御見解をお聞かせください。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナウイルスの感染拡大の影響を受けた事業者に

対しましては、国の持続化給付金が設けられま
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したけれども、その一方で、売上げの大幅な減

少により、小規模事業者の中には、休廃業が懸

念されるような厳しい状況もありましたことか

ら、県では、緊急に資金を手当てするため、小

規模事業者事業継続給付金を創設したところで

ございます。

その後、緊急事態宣言の解除により、県内の

経済活動が徐々に再開される中、まずは、冷え

込んだ消費をいかに回復させていくかが重要で

あると考えておりますので、今後は、感染拡大

防止に努めつつではありますが、今議会で提案

しております、プレミアム付商品券の発行や旅

行商品の造成支援などの対策を講じることで、

県内の事業者を幅広く支援していくこととして

おります。

緊急事態宣言解除に伴っ○前屋敷恵美議員

て、少しずつ経済活動や社会活動も進み始めて

まいりました。

しかし、なかなか元には戻りません。同じ業

種・業界の中で、支援を受けたところや支援が

ないところ、そういう差をつけることが、私は

非常に問題だと思うところでございます。

今、政府は、今度の感染症対策、地方創生臨

時交付金について、第２次補正予算で２兆円を

増額いたしました。全国知事会も、飛躍的増額

を申し入れておられたものです。どの程度地方

単独事業へ配分されるかはまだ分かりません

が、地域経済を支えているのは、今、コロナで

打撃を受けている中小の事業者です。ぜひ臨時

交付金活用も視野に入れて、不況に立たされて

いる中小事業者への支援を改めて求めたいと思

います。

知事の御見解もお聞かせください。

今答弁申し上げました○知事（河野俊嗣君）

小規模事業者事業継続給付金でありますが、国

の持続化給付金200万ないし100万が手元に届く

前に、本当に厳しい思いをされている方に、ま

ずは県として手を差し伸べるという思いでの制

度設計でありました。

また、休業要請に伴う協力金につきまして

は、休業要請の対象になる・ならないという制

度的な問題もあるということであります。

こうした制度設計に当たりましては、どうし

てもどこかで線引きをする必要があるというこ

とで、対象になる・ならない、その中での公平

・不公平の思いというものがある。私も現場の

皆さんから、様々な厳しい御意見を頂戴してい

るところでございます。

こうした持続化給付金につきましては、当面

の資金支援ということで事業を行ってきたわけ

でありますが、今、感染症対策とのバランスを

取りながら、経済を段階的にレベルを上げてい

くという状況の中で、部長も答弁しましたよう

に、プレミアム付きの食事券、さらには商品券

等によりまして、実体経済を回していくことに

より、経済全体を支えていく、そういう取組が

進められているところであります。

今後とも、地域経済の実体をよく見ながら、

必要な対策というものをスピード感を持って、

引き続き様々な対策を講じてまいりたいと考え

ております。

今、県が進めておられる支○前屋敷恵美議員

援制度について、それが問題だと言っているわ

けではないんです。それは必要なことなんです

けれども、もう少し全体を見渡して、今の段階

で救えないところをさらに救っていく、その方

策が今後必要だというふうに提案をするところ

です。

国の持続化給付金の50％というのも、私は大

変ハードルが高いものだと思うところでもござ
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います。ぜひ、国で支えられないところ、また

今、県の施策で支えられないところを今後どう

していくかというのが、県の新たな課題だと私

は思うところですので、ぜひ宮崎の地域経済の

活性化を一日も早く進めていくためにも、元に

戻すためにも、県には特別の支援策を求めたい

と思います。

では次に、労働者の雇用と暮らしを守ること

について伺います。

この間、外出自粛、仕事量の激減、休業な

ど、地域経済が疲弊する中で、派遣切りや雇止

め、予告なしの解雇などが行われるなど、労働

者の雇用や暮らしは深刻な事態になっていま

す。県が把握しておられる状況をお聞かせくだ

さい。

宮崎労働○商工観光労働部長（松浦直康君）

局によりますと、本年４月の県内の有効求人倍

率は、前月比で0.08ポイント低下し、1.20倍と

なっております。

また、新型コロナウイルス感染症に関連する

解雇や雇い止め、または、その予定があるとさ

れた労働者の数は、５月29日現在で70人となっ

ております。

現在、県内企業におきましては、労働者への

休業手当等に要した経費を助成する雇用調整助

成金や、融資制度をはじめとする様々な支援策

を活用しながら、懸命に雇用の維持に努めてい

ただいておりますが、影響の長期化により、雇

用情勢のさらなる悪化が懸念されますことか

ら、今後の動向を注視していく必要があると考

えております。

今、県がつかんでおられる○前屋敷恵美議員

この状況は、もっともっと広がっているという

ふうに思うところです。

県が独自に調査ができないというところもあ

りますけれども、もっと身近なところで、この

雇用の問題は深刻な状況にもなっています。

事業者の経営が厳しい状況の中で、従業員を

雇えない、雇い続けられないといった現実も、

確かにあると思います。

しかし、このコロナ危機を乗り越えて、経営

をもとの軌道に乗せ、地域経済を立て直すため

にも、今、部長のおっしゃった国の制度の持続

化給付金、雇用調整助成金の積極的な活用を進

めることが今、大事だというふうに思います。

しかし、申請手続が容易でないことが活用を

遅らせている面もあると思いますが、それぞ

れ、申請と給付の現状を聞かせていただきたい

と思います。

宮崎労働○商工観光労働部長（松浦直康君）

局では、説明会の開催などにより、雇用調整助

成金の活用を推進しておりまして、５月29日現

在で、支給決定は242件、産業別に見ますと、飲

食店が76件と最も多く、次いで宿泊業の22件と

なっております。

県では、５月上旬に、経済団体や金融機関に

対しまして、当助成金周知への協力依頼を行い

ましたほか、県ホームページや広報紙等により

周知を行っております。

また、６月３日に行いました県内経済団体、

労働団体及び行政による雇用の安定等に向けた

緊急共同宣言におきましても、当助成金の周知

や利用促進について、関係機関が一体となって

取り組むことを確認したところでございます。

国は、この制度の活用をさらに促進するとい

う意味から、様々な見直しに取り組んできてお

りますので、県といたしましても、引き続き、

労働局をはじめ関係団体等と連携しながら、そ

の周知に努めてまいりたいと考えております。

申請してから給付に至るま○前屋敷恵美議員
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での時間がかかり過ぎる持続化給付金、これが

今、大問題です。

持続化給付金については、国の委託事業で

様々な問題が浮上していますが、申請サポート

会場を設け、直接支援なども行っております。

今、部長がおっしゃいましたように、県とし

ても、この制度の周知徹底を行っているという

ことでありましたけれども、県も相談の窓口と

して、親身な援助を惜しまないこと、ぜひこの

制度の活用を存分に進めていただくよう、改め

て強く申入れをしたいと思います。

こうした国の事業の積極的活用と同時に、先

ほども提案をいたしましたが、県の新たな事業

継続給付金の創設を、改めて強く求めたいと思

います。何としても事業を継続し、雇用を継続

できるように、あらゆる手だてを講じることが

必要なときだと思うからです。

先ほど、鳥取県の支援策について、１件御紹

介いたしましたが、同県はほかにも、県内中小

企業がハローワークを通じて、感染防止や新た

な生活様式のためにパート・アルバイトを含む

従業員を雇った場合、最長６か月の人件費を支

給します。補助率は２分の１で、日額上限3,600

万円の助成です。終日月20日勤務で６か月雇用

した場合は、43万2,000円になると聞いていま

す。

また、農林水産業の事業者が休業中の旅館・

ホテルなどの従業員を臨時雇用する場合、人件

費の２分の１を補助するなど、こうした県の取

組で、事業継続と雇用継続をしっかりと支えて

いる。そういう取組もなされておりますので、

ぜひ、本県も本気で支援策を強化していただき

たい、改めて求めておきたいと思います。

次に、農業や漁業を守ることについてです

が、新型コロナの影響で、畜産農家も生産農家

も漁業者も、大打撃を受けています。

宮崎の和牛農家も、枝肉価格の低迷などで打

撃を受けていますが、そんなときに頼りにする

のが、和牛・国産牛の農家を支援する肉用牛肥

育経営安定交付金制度、いわゆる牛マルキンと

言われる制度です。

国は、コロナ対策として、農家が納める生産

者負担金は免除するとしながらも、本来９割で

ある交付額が、実際は67.5％しか出ないという

ことを、国会答弁の中で明らかにしています。

これでは何のための支援か分からないというふ

うに思います。

国が責任を持って交付金の９割は支払うよ

う、県からも申入れをすることが必要だと思い

ますが、ほかにも農家への支援策について伺い

たいと思います。

御質問にあ○農政水産部長（大久津 浩君）

りましたように、肉用牛肥育経営の支援策につ

きましては、従来から、通称「牛マルキン」と

言われます肉用牛肥育経営安定交付金制度が措

置されております。

具体的には、生産者負担金と国からの補助金

を原資といたしまして、販売価格が生産費を下

回った場合、その差額の９割が補塡されるとい

う仕組みとなっております。

今般、国は、新型コロナウイルス感染症対策

といたしまして、牛マルキン制度におきまして

も、生産者負担金の納付猶予、交付単価の算定

方法の改善、さらには、肥育農家の経営体質強

化に向けました奨励金の交付事業等が新たに創

設されたところでございます。

県といたしましては、引き続き産地の実情、

また、こういった支援のさらなる強化につきま

して、国に引き続き訴えながら、肉用牛肥育経

営の安定に努めていきたいと思っております。
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この国のマルキン制度、本○前屋敷恵美議員

当に畜産農家が頼りにするところです。

しかし、それが十分役割を果たさないという

のが、今度の大きな問題にもなっているわけで

すから、県としても、しっかりと農家を支援で

きるような制度であることを国に求めていただ

きたいと思うところです。

また、漁業者も魚の出荷ができず、価格の下

落に直面しております。漁業共済への支援等も

行いながら、下落分の補塡が必要になっている

と思いますが、改めて県の取組を伺います。

新型コロナ○農政水産部長（大久津 浩君）

ウイルス感染症の影響によります漁業者への減

収対策といたしましては、国の漁業収入安定対

策である「積立ぷらす」と、持続化給付金がご

ざいます。

この「積立ぷらす」につきましては、漁業者

と国が１対３の割合で積み立てた原資によりま

して減収分を補塡するものでありますが、１次

補正予算により102億円が積み増しされたほか、

自己積立金の仮払い、さらには、契約時の自己

積立金の積立て猶予といった運用面での特別措

置が講じられているところでございます。

県といたしましては、関係機関と連携しなが

ら、これらの支援が必要とする漁業者にもれな

く行き渡り、安心して経営を持続していただけ

ますよう、リーフレットの作成・配布ですと

か、さらには電子申請等の手続におきましても

協力・支援、こういったものを行っているとこ

ろでございます。

今、国の第２次補正予算案○前屋敷恵美議員

に、経営継続補助金が盛り込まれております。

新型コロナの影響で困窮する中小を含む農林漁

業者に給付し、経営を支える補助金制度です。

農政水産部として、この新設される制度の活

用の周知にどのように取り組まれるのか、伺い

たいと思います。

国の第２次○農政水産部長（大久津 浩君）

補正予算案で計上されております経営継続補助

金につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響を克服するために、農業者や漁業者等が

取り組む、販路開拓や事業継続に向けた生産・

販売方式の転換などを支援する補助金と伺って

おりますが、現時点では、具体的な事業内容や

申請方法などは示されておりません。

このため、農政水産部といたしましては、そ

の詳細が判明し次第、これまでと同様に、県の

ホームページやチラシによる広報を行いますと

ともに、県、市町村、農協、漁協等で組織され

ております各地域の新型コロナ感染症対策連絡

会議などとも連携を図りながら、農業者、漁業

者の皆様への迅速かつ確実な周知に努めてまい

りたいと考えております。

このコロナ禍の下で大変な○前屋敷恵美議員

事態に追い込まれている宮崎にとっては、第１

次産業はしっかり経済を支える分野ですから、

ぜひ、経営に支障が出ないような形で支援をし

ていただきたい、そのための努力をお願いした

いと思います。

次に、コロナ禍の下で安心して学べる学校に

するにはどうすればいいのか、こういった点で

伺いたいと思います。

現在、全ての学校が再開されています。当初

は、分散登校での学習が行われておりました

が、現状はどうなっているでしょうか。子供た

ちの状況も含めてお聞かせください。教育長、

お願いします。

小中学校が再開する○教育長（日隈俊郎君）

までの経過についてでありますが、多くの市町

村の学校が、５月11日から22日までの２週間の
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間に分散登校を行い、感染予防対策を徹底した

上で、段階的に学校教育活動を再開したところ

であります。

また、分散登校の方法につきましては、学校

によって異なっておりまして、例えば、地区ご

とに午前と午後に分けて授業を行ったり、学年

ごとに登校日を指定したりするなど、様々な方

法により実施しております。

次に、分散登校時の児童生徒の様子でありま

すけれども、マスクの着用や手洗い等の感染予

防を児童生徒自身が意識しながらも、友達との

触れ合いを楽しんだり、久しぶりの学校登校

で、授業に集中して取り組んでいる姿が見られ

たなど伺っているところであります。

長期の休校による子供の学○前屋敷恵美議員

習の遅れ、また格差の拡大、不安とストレスを

どう解消できるのか、コロナ感染から子供と教

職員の健康と命をいかにして守るか、重要な教

育現場での課題だというふうに思います。

学習の遅れと格差に対しては、子供一人一人

に丁寧に教えることが欠かせません。そして、

心身のケアをしっかり行うことは、学びを進め

る上での大前提だというふうに思います。

今、学習の遅れを取り戻すために、土曜授

業、夏休みや学校行事の削減、７時間授業など

の計画があるようですが、こうした詰め込み授

業のやり方では、子供たちに新たなストレスを

もたらし、子供の成長をゆがめ、学力格差をさ

らに広げることになりかねないというふうに思

います。

学習内容は、その学年での核となる学習事項

を見定めて深く教え、そのほかは次年度以降に

効率的に学ぶようにするなど、学習指導要領を

弾力的に運用して、子供たちの実態に応じた柔

軟な教育が必要と思いますが、教育長のお考え

を伺います。

学習指導要領につい○教育長（日隈俊郎君）

ては、学校における教育水準を全国的に担保す

ることを目的に定められたものでありまして、

本年度のような状況におきましても、可能な限

り、年度内に終えることができるよう努める必

要があります。一方で、学習を進めるに当たり

ましては、児童生徒の負担過重とならない工夫

も必要であります。

学習指導要領におきましては、小学校の音楽

などのように、２つの学年で１つの目標が示さ

れている教科もありますので、児童生徒の学習

状況や実態を丁寧に把握しながら、カリキュラ

ムを柔軟に編成できるよう、市町村教育委員会

を通して支援してまいりたいと考えておりま

す。

やはり、あくまでも子供た○前屋敷恵美議員

ちの実態に即して 子供たちの状況を無視す―

るようなやり方での詰め込み教育が今後予想さ

れるわけですけれども そういう事態になら―

ないような対策をぜひ講じていただきたいと思

います。

次に、学校での感染対策を万全なものにしな

くてはなりません。それは、政府による一斉休

校が行われたゆえんでもあったのではないかと

思います。

しかし、感染防止の３つの基本の１つである

「身体的距離の確保」ができない問題がありま

す。今の40人学級では、２メートルの間隔はお

ろか、１メートル空けることも困難な状況にあ

ります。身体的距離の確保を新しい生活様式の

重要な一つとして社会全体で取り組んでいると

きに、教室を例外にすることは重大な問題だと

いうふうに思います。学級を分けて20人程度の

授業を続けるには、現在の教員数はあまりにも
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足りませんし、教室も足りません。

第２次補正予算案で教員増を盛り込んでいま

すが、その規模は3,100人とあまりにも少なく、

しかも高校は除外されています。

子供たちの安心・安全な学校をつくるため

に、教員の増員を国に強く要望して進めていく

ことが、学校が少人数学級へ移行する上での

しっかりした土台になるというふうに思いま

す。教育長の見解を求めたいと思います。

少人数学級の拡充、○教育長（日隈俊郎君）

また少人数指導の推進についてでありますが、

子供たちへのきめ細かな指導が行えるという点

に加えまして、今回のコロナウイルスなどの感

染症予防という観点からもメリットがあると認

識しております。

現在、本県における少人数学級につきまして

は、小学校１・２年生の30人学級と、中学校１

年生の35人学級を導入しておりますが、本年度

は、小学校中学年 ３年生、４年生になりま―

すけれども において、35人学級のモデル校―

の検証を行っているところであります。

今後とも、少人数学級の拡充等に向け、国に

対しまして、あらゆる機会を通じて、教職員定

数の改善等を強く要望してまいりたいと考えて

おります。

今度のコロナ禍の危機の下○前屋敷恵美議員

で、子供たちの教育現場をより安全なものにし

ていくためにも、少人数学級は欠かせないとい

うことが明らかになったと思います。

それは、教育の質を高めること、一人一人に

行き届いた教育を進めていくことにほかならな

いわけですから、ぜひ国にも要求し、県自体も

そういう方向で教育を進めていただきたい、こ

のように改めて求めておきたいと思います。

次に、学校給食の中止に伴う給食関係事業者

への影響が出ていますが、その状況と支援策を

伺いたいと思います。

今回の新型コロナウ○教育長（日隈俊郎君）

イルスの感染拡大によりまして、臨時休業が行

われておりますけれども、これに伴い、学校給

食も中止することとなりました。

そのため、パンや牛乳等を納入する事業者の

皆様には、発注した食材のキャンセルや廃棄な

ど、大きな影響があったところでございます。

県教育委員会といたしましては、このような

状況を鑑み、県立学校にパンや牛乳を納入する

事業者に対しまして加工賃相当額を、そして、

その他の事業者に対しましては廃棄食材に係る

経費について支援を行うため、「学校臨時休業

に伴う学校給食支援事業」を本議会に提案させ

ていただいたところであります。

次の給食に向けて、業者の○前屋敷恵美議員

方々が安心して営業に踏み出せるように、しっ

かり手当をしていただきたいと思います。

では次に、学生への経済的支援と学びの支援

について伺います。

コロナ危機は、学生の学びや生活にも打撃を

与えており、私ども共産党で行ったアンケート

からは、感染への不安や外出自粛生活による精

神的負担の訴え、また、大学側からのアルバイ

ト禁止要請、アルバイト先の休業や時短営業で

の収入減による生活苦、学びにおいても、オン

ライン授業や各種研修、就職活動の困難性な

ど、様々な問題が派生していることが分かりま

した。

とりわけ経済的には、家計急変も伴って親元

からの仕送りが厳しい学生が数多く見られ、ア

ルバイトの収入なしには生活できない、学業そ

のものが続けられない、そういう学生の状況で

もありました。
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全国では、「５人に１人の学生が退学を検

討」という調査結果も出ていますが、宮崎の学

生も例外ではないと思います。

国に対して、授業料を半額にすることや、給

付制奨学金の拡充など、国の格段の支援を求

め、学生を支えることが必要だと思います。

もちろん、県の独自支援も含めて、宮崎の地

での勉学を選択した学生が、本人の意に反する

退学を余儀なくされることのないよう、学業の

継続、学業に専念できるよう支援を求めたいと

思います。総合政策部長、お願いします。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症の影響によりまして、学業の継続

に支障が出ている大学生等の支援は、全国的な

課題となっております。

県内におきましても、大学に対し、アルバイ

トができないなどの相談や支援の要望が、多数

寄せられていると伺っております。

このような中、国におきましては、収入が減

少した学生への学生支援緊急給付金の支給や、

授業料等の緊急的な減免措置など、様々な支援

策を講じており、各大学を通じまして、その活

用の周知がなされているところであります。

県といたしましても、県内の学生が最後まで

学業を全うできますよう、今後とも、大学等と

緊密な情報の共有を図りますとともに、必要に

応じて国に要望を行うなど、学生の不安解消に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ国にも要請し、県も協○前屋敷恵美議員

力して、学生のこの学びを、生活をしっかり支

えていただきたいと思います。

では、最後になりますが、未成年後見人支援

事業について伺います。

未成年後見人は、親権者の死亡等のため親権

を行う者がいない場合、親代わりとして、子供

の権利擁護のために重要な役割を担います。

家庭裁判所が、申立てにより未成年後見人を

選任しますが、一般的に、弁護士や社会福祉士

が専門職後見人として選任される場合が多い状

況にあります。

未成年後見人の報酬は、未成年者の財産の中

から支払われますが、資力の乏しい未成年の場

合、未成年後見人の報酬が見込めず、無償で後

見業務を行わざるを得ないことになり、専門職

後見人の成り手が見つかりにくくなっていま

す。結果的に、未成年者の権利利益が阻害され

るという深刻な問題が生じています。

厚労省の未成年後見人支援事業は、公費で後

見人報酬を支払う制度で、子供の日常生活の支

援や福祉の向上に資することを目的としたもの

で、各県がその要綱をつくり、予算化して、同

事業が進められております。

宮崎県は、いまだ未整備でありますので、一

日も早く要綱をつくり、事業に着手する必要が

あると思います。県の取組状況と支援事業導入

の見通しをお聞かせください。

未成年後見人○福祉保健部長（渡辺善敬君）

支援事業とは、親権を行う者がいない子供など

の未成年後見人の選任を、児童相談所長等が家

庭裁判所に請求した際、その後見人の活動に必

要となる報酬等の全部または一部を、国と県で

補助する制度でありますが、現在のところ、本

県では実施しておりません。

本県の児童相談所長が、昨年度に選任を請求

した実績はありませんが、子供の権利擁護を図

る上で、未成年後見人制度は重要な役割を担っ

ていると認識しておりますので、国の補助制度

の活用について、検討していきたいと存じま

す。

また、先ほどの一般医療機関へのマスクの配
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布について、答弁の訂正をさせていただきたい

と思います。

配布枚数につきまして、マスク約35万枚と答

弁いたしましたが、正しくは59万枚です。申し

訳ございません。

時間が参りましたので終わ○前屋敷恵美議員

りますが、今度のコロナの問題を通じて、

様々、県民の暮らしにも経営にも大きな問題が

出てまいりましたので、そういった問題解決の

ために、ぜひ県も全力を挙げて進めていただき

たい。このことを申し上げて、一般質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き、会議を○丸山裕次郎議長

開きます。

次は、図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 無所属の○図師博規議員

会、図師博規です。傍聴の方には、大変長らく

お待たせいたしました。また、髙橋議員の質問

と思って来られた方もいらっしゃるかと思いま

すが、ごゆっくり傍聴いただければと思いま

す。

それでは、先般、通告しておりました項目に

ついて、順次質問をしてまいります。

また、国文祭・芸文祭に関する質問も通告し

ておりましたので、これも予定どおり質問させ

ていただきます。

今回の質問は、新型コロナウイルス感染症対

策に関して、県民から寄せられた不安や不満、

そして絶望や切望に関する声を基に作成いたし

ました。

まず、３月４日、本県において感染症の１例

目が確認され、そのあとすぐに、人工透析治療

をされている医療機関の医師から電話があり、

「高熱の通院患者がいるので、県病院へ搬送依

頼をしたら、断られた。県の受入れ体制はどう

なっているんだ」と問われました。

「私が保健所へ連絡を取り、受入れ調整をし

てもらうようにお願いをしてみます」と伝えた

ところ、「もういい、遅い」と、電話は切れま

した。

同じく３月、小・中・高校が一斉休校となる

と、「仕事を休むことができないし、児童館も

閉鎖となり子供の行き場所がない」と、保護者

から相談がありました。

また、医療機関からは、「学校が臨時休校に

なり、休みを取る看護師が増えたために、手術

を延期せざるを得なくなっている」と報告があ

り、今度は４月に入ると、「宮崎県は、福井県

のように県民にマスク支給はできないのか」

と、複数の問合せがありました。

また、畜産関係者からは、「消費も価格も低

迷し続けている、何とかしてくれ」、商工関係

者からは、「ふるさと納税制度を、時限立法で

もいいから規制前に戻して、地場産品の定義を

緩和してくれ」というような提案もありまし

た。

また同時に、「国からの支援金は遅い。県の

支援金の75％以上収入減の条件は厳し過ぎる」

と、逼迫した状況を訴えられました。

最近では、特別定額給付金、いわゆる10万円

の支給に関して、生活保護受給者から、「10万

円をもらっても、保護費は削られないんでしょ

うか」、また別の方は、「10万円の申請をした
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いが、年金を担保に金融機関から借入れをして

いるから、給付金は銀行が差し押さえてしまう

ことになるんでしょうか」などなど、切実な問

合せが現在も続いています。

もちろん、個人的に対応できる内容には最善

を尽くしていますが、今まさに、県政の対応力

が求められています。

北海道大学教授であり、新型コロナウイルス

の厚生労働省クラスター対策班、西浦先生の言

葉を借りますと、「緊急事態宣言が解除となっ

た現在であっても、コロナウイルスとの闘いを

野球の試合に例えるとするならば、まだ１回裏

の守りが終わったに過ぎない」と申されている

ように、コロナ対策や新しい生活様式の実践は

始まったばかりと言えます。

今後、抑えのエースとなり得る治療薬やワク

チンが開発され、住民に行き渡るようになる前

に、確実に攻めてくる第２波、第３波に耐える

強い気持ちを持ち続けなければなりません。

知事及び執行部におかれましては、県民生活

の礎となる積極的な政策展開と、地域の暮らし

に日が差すような答弁を求めるものでありま

す。

そこでまず、今回の６月補正分を含む国から

の地方創生臨時交付金及び緊急包括支援交付

金、いわゆるコロナ対策の総額及び県負担分、

持ち出し分の額とその内訳を、総務部長にお伺

いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○

たします。

今回の補正予算案を含む一連のコロナ対策の

予算措置につきまして、県の経済対応方針に基

づき、４つの柱で整理いたしますと、１、感染

拡大防止策と医療体制の整備として39.9億円、

２、雇用維持・人材育成と事業継続のための支

援として62億円、３、地域経済の再始動・活性

化に向けた支援として23.6億円、４、持続可能

な経済・社会づくりに向けた取組として21.2億

円の総額約147億円となります。

その財源といたしましては、地方創生臨時交

付金の地方単独事業分である55.7億円を含む国

庫支出金が113.1億円、諸収入などが31.7億円、

一般財源が1.8億円となっております。

このうち、一般財源につきましては、ＰＣＲ

検査の保険適用に伴う公費負担分に2,900万円

余、みやざき農水産就業緊急対策事業に2,200万

円余などを措置しております。以上でありま

す。〔降壇〕

今の答弁でありますが、県の○図師博規議員

一般財源からの持ち出しが１億8,000万円余とい

うことであります。ちなみに、これを県民106

万5,000人余りの人口で割る、つまり、県民１人

当たりの支援額に換算いたしますと、１人当た

り168円ほどになります。

それはそれとして、現在、国では今年度の第

２次補正予算で、地方創生臨時交付金をさらに

２兆円増額することや、対策が長期化すること

に備える予備費を10兆円積み増しすることなど

を含む約32兆円の追加支出が間もなく成立する

見通しです。

この追加予算の財源は、全額国債の発行で、

今年度の国債新規発行額は、過去最大の90

兆2,000億円に達します。

国債発行は、国民負担増になるものとはい

え、この国難を乗り切るためには、世界最大級

の対策が必要で、まさにそれを講じていただい

ております。

また、効果的かつ直接に全国民に届く政策と
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して、当初計画されていた減収世帯への30万円

給付を撤回して、特別定額給付１人10万円に予

算を組み替えたことは、周知のとおりです。

地方自治体でも、宮城県や福島県などは知事

主導で、コロナ対策費捻出のため、今年度予算

の組み替えや支出の見直しの検討を進めていま

す。

県内の市町村においても、年内の市町村主催

の行事やイベントを中止し、職員の出張などに

係る旅費を削減したり、海水浴場を閉鎖したり

するなどして、コロナ対策費の組み替えをして

います。

本県においては、財源や基金残高が乏しく、

県債発行に関しては、公共施設整備や災害応急

事業等に限られていることから、安易な発行は

できません。

ゆえに、既に他自治体が取り組んでいる積極

的な予算の組み替えを行っていくべきと考えま

す。

そこでまず、今年度の県主催イベント、大

会、行事及び県外出張を含む旅費の予算総額が

どれほどになっているのか、総務部長に伺いま

す。

主な大会に要する○

経費といたしましては、国民文化祭の開催事業

に８億6,000万円余、全国障害者芸術・文化祭の

開催事業に7,000万円余、全日本ホルスタイン共

進会九州・沖縄ブロック大会に1,000万円余な

ど、総額９億5,000万円余を計上しており、この

うち６億8,000万円余を一般財源で措置しており

ます。

また、一般会計における旅費につきまして

は、知事部局で10億4,000万円余、教育委員会で

７億8,000万円余、警察本部で２億5,000万円余

など、総額21億4,000万円余を計上しておりま

す。

旅費に関しては、移動制限の○図師博規議員

関係で、４月以降ほとんど執行されていないこ

とが考えられますし、今月18日以降、県境を越

えた移動が緩和されたとしても、かなりの自粛

が想定されます。

また、答弁にもありましたが、国民文化祭、

全国障害者芸術・文化祭に関しましては、前日

の野﨑議員の質問に対する答弁では、開催に関

しては、可能な限り当初の内容で実施する方向

で検討中とのことでしたが、御承知のとおり、

今朝の宮日新聞１面には、「年内開催断念」と

いう表現がありました。

この件に関しては、後ほど確認いたします

が、その前に、このコロナ禍で国文祭・芸文祭

を開催した場合に、オープニングイベントや開

会式・閉会式などの屋内イベント運営や、県外

からの出演者や来場者の受入れは、開催基準に

照らし合わせると、どのような内容になるの

か、総合政策部長に伺います。

イベントを開○総合政策部長（渡邊浩司君）

催する際の基準につきましては、５月26日に本

県が定めた対応方針におきまして、現在の

フェーズが継続した場合、８月１日以降、参加

者の全国的な移動を伴うものには、格段の注意

を払うことに加えまして、屋内のイベントにつ

いては、入場者数を施設の収容率の50％以内に

すること、屋外イベントでは、参加者間に２

メートル以上の間隔を設けること等の目安を定

めております。

また、全国の文化施設団体が作成したガイド

ラインによりますと、劇場等では、座席、ロ

ビー、舞台上などで社会的距離を保つこと、感

染リスクの高い高齢者等に対しましては、より

慎重な対応を取ることなど、事業実施に際し、
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様々な感染防止対策を講じることが求められて

おります。

屋内イベントは、定員の半分○図師博規議員

までしか入場・観覧することができず、ステー

ジ上でもソーシャルディスタンスを取りながら

演じなくてはいけないというような、開催の規

定があるようです。

このような中で開催して、参加者も来場者も

ボランティアで協力される方々も、心から喜

び、心からのおもてなしをすることができるで

しょうか。

ちなみに、私はこの国文祭・芸文祭に劇団員

として出演する予定です。「木城夢みる劇団」

に所属し、高鍋町、美郷町、日向市そして木城

町を舞台に伝承されている百済伝説を上演する

ため、既に稽古が始まっています。

ですから、国文祭・芸文祭を開催してほしい

という思いは人一倍あり、できることならコロ

ナ終息後に、多くの方々の前でふるさとの文化

を発信したいと願っております。

県内には、もう活動をされている、同様な思

いの方がたくさんいらっしゃいます。そして、

障がい者の方々もそうです。

それら既に動かれている 特に市町村実行―

委員会も動いています 市町村に関する、団―

体に関する予算組みはどうなっているのか。ま

た、その補助の考え方について、総合政策部長

にお伺いします。

令和２年度の○総合政策部長（渡邊浩司君）

国文祭・芸文祭に係る予算につきましては、国

文祭約８億円、芸文祭約7,000万円となっており

ます。

国文祭の予算のうち、市町村実行委員会の主

催する分野別フェスティバル事業に対する負担

金予算は、約３億8,000万円であり、県は、各事

業実施に必要な経費の３分の２を対象に、これ

まで22の市町村に対し交付決定をしておりま

す。

現在、大会の開催の在り方について、文化庁

等と協議を進めているところでありますが、県

といたしましては、市町村に対し、必要な支援

を引き続き行ってまいりたいと考えておりま

す。

そこで知事に、今までの質問○図師博規議員

の流れを踏まえ、また、今朝の知事のお言葉も

踏まえましてですが、より具体的に この国―

文祭・芸文祭に向けて、もう列車は走り出して

いるわけです。その走り出しているものを一旦

止めて、延期を決定するというふうな発言とし

て理解していいのか。

また、延期されるならば、それは年度内の延

期なのか、年度をまたいでの延期になるのか、

そのあたりの今の知事のお考えをお聞かせくだ

さい。

国文祭・芸文祭につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、予定しておりました今年10月から12

月の通常開催は非常に難しいと考えておりま

す。

このため、主宰である文化庁等とは、来年開

催の可能性も含めて、様々な協議調整を行って

いるところであります。

開催時期につきましては、決定し次第、今月

中にはお示ししたいと考えております。

では、再度聞きます。○図師博規議員

10月から12月の開催は、もう延期決定という

ことでよろしいでしょうか、再度お願いしま

す。

現時点では非常に難し○知事（河野俊嗣君）

いと考えております。

そして、今、文化庁等とその日程について調
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整を行っているところであります。

判断が遅くなればなるほど、○図師博規議員

市町村実行委員会や各団体への影響が大きくな

ります。

大会の関係費は６億円超ありますが、それら

や旅費は来年度予算で組直し、延期できるもの

は速やかな延期の判断をし、経費削減できるも

のは大胆に削減し、県単独のコロナ対策費を捻

出すべきであります。

では、果たして予算の組み替えなしに、県が

実施するコロナ対策が質・量とも十分と言える

のか、このことについて質問を続けていきま

す。

今回のコロナで被害を受けた農畜水産物の消

費及び販売の回復・拡大を図るため、農畜水産

物応援消費推進事業や販路拡大対策が展開され

ていますが、この事業は４月の補正から取り組

まれ、今回の６月補正でさらに骨太事業となっ

ているようです。この事業の内容と狙いについ

て、農政水産部長にお伺いします。

本事業は、○農政水産部長（大久津 浩君）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う本県農

畜水産業への影響を緩和するため、御質問にも

ありましたように、４月補正予算で御承認いた

だいたものでございます。

現在、学校給食への和牛肉の提供と、本県農

畜水産物を県内外に販売するキャンペーン等へ

の支援に取り組んでいるところでございます。

さらに、今回の６月補正によりまして、学校

給食への提供品目の追加や、各市町村等が企画

する応援消費の取組に対する支援、さらには、

宮崎にゆかりのある都市圏での飲食店や販売店

が行う消費拡大フェア等への支援を拡大するこ

ととしておりまして、補正後の予算規模で、総

額約７億3,000万円をお願いしているところでご

ざいます。

今の数字、大変驚く厚みのあ○図師博規議員

る政策のように映ります。

農畜水産物応援消費推進事業の中には、答弁

にもありましたが、学校給食への食材提供があ

り、県産牛や地鶏、水産物といった、いわゆる

高価格帯の県産品の滞留解消と、食育推進を図

る上での有効な事業となっているようです。

では、この学校給食への支援の内容、予算額

及び積算基礎を、農政水産部長にお伺いしま

す。

学校給食へ○農政水産部長（大久津 浩君）

の支援につきましては、まず、全国に先駆けま

して５月から提供を開始した和牛肉につきまし

ては、来年３月までに県内全ての小中学校等370

校の児童生徒約10万人を対象にいたしまして、

約30トンを提供する計画としております。

さらに、本議会におきまして、地鶏肉約15ト

ン、養殖ブリやウナギなどの水産物約40トンに

加えまして、地域特産物の提供を追加するた

め、約２億8,000万円増額し、先ほど申し上げま

した７億3,000万円のうち、学校給食支援に対す

る予算として、総額約５億8,000万円、延べ100

万食を計上しているところでございます。

なお、マンゴーの提供につきましては、別

途、農業団体が国の直接採択事業を活用して今

月から取り組んでおりまして、約２万個の提供

を見込んでいると伺っております。

県内の小中学生全員に対し○図師博規議員

て、合計100万食の農畜水産物とマンゴー２万個

分の食材の提供がされるということは、児童生

徒はもちろんでありますが、生産者の皆さんも

喜ばれることと思います。

ただ、これは本県のオリジナルではなくて、

全国、言わば国の補助を利用した同じようなス
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キームになっているわけであります。

では、この学校給食支援のうち、県単独予算

額はどれほどを占めているのか、積算根拠も併

せて、農政水産部長、お願いします。

学校給食へ○農政水産部長（大久津 浩君）

の支援のうち、国の事業で対象とされない品目

を、市町村が地域特産物として提供する取組に

対しまして、県単独事業として支援することと

しております。今回、1,300万円、延べ10万食の

予算額を計上させていただいております。

提供する品目といたしましては、市町村ごと

に独自に選定していただく予定でございます

が、例えば、佐土原ナスやズッキーニなど、宮

崎ならではの農畜水産物を想定しているところ

でございます。

県といたしましては、食材の提供とともに、

それぞれの品目の生産状況や特徴を掲載したパ

ネルやリーフレット等を配布するなど、一連の

学校給食支援の取組によりまして、児童生徒が

地元の特産物に触れ、おいしさを知る貴重な機

会を提供することで、さらなる食を通じた本県

農畜水産業への理解醸成を推進してまいりたい

と考えております。

県内の小中学生の総数がほ○図師博規議員

ぼ10万人であります。その10万食分ということ

で、1,300万円を計上されているようです。つま

り、生徒に１回だけ、県の単独予算で今回の事

業が展開されるようですが、食育を推進してい

く県として、これで十分なのか。

それでは、現在の学校給食における県内の農

畜水産物の使用率、供給率の推移はどうなって

いるのか、教育長にお伺いします。

文部科学省が実施し○教育長（日隈俊郎君）

ております「学校給食栄養報告」によります

と、本県の学校給食で使用される総食品数と県

産食品数及び地産地消の割合は、それぞれの年

度の平均で申し上げますと、平成28年度の総食

品数は501食品、そのうち県産食品数は150食品

であり、地産地消の割合は29.9％、平成29年度

の総食品数は510食品、そのうち県産食品数

は164食品で、地産地消の割合は32.2％、平成30

年度の総食品数は447食品、そのうち県産食品数

は151食品で、地産地消の割合は33.7％となって

おります。

本県の農畜水産物の生産額○図師博規議員

ベース、食料自給率は281％で、日本一なんです

ね。ですが、学校給食の７割が県外・国外産の

もので作られています。

宮崎の子供たちには、質・量とも日本、いや

世界でもトップクラスの県内農畜水産物を食べ

ていただきたいし、コロナ禍の中で食育推進を

掲げるのであれば、学校給食の支援が一過性で

終わってはいけない、さらに事業の拡大と継続

性が必要だと考えます。

次の質問に移ります。コロナウイルスに関す

る検査体制について伺っていきます。

県の衛生環境研究所が中心となり、ＰＣＲ検

査を実施されており、宮崎保健所と都城健康

サービスセンターにおいても体制が整ったよう

です。

そこで、ＰＣＲ検査数の推移と実施状況につ

いて、福祉保健部長に伺います。

ＰＣＲ検査に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、県内１件目の検査が２月14日に

あり、２月が29件あり全て陰性、３月が274件

中、陽性件数が３件、４月が819件中、陽性件数

が14件、５月が264件全て陰性、６月５日現在、

合計1,421件を検査しまして、17件が陽性となっ

ております。

１日当たりの最高は、４月14日の57件となっ
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ておりまして、５月24日の検査件数が３月15日

以降、初めてゼロとなりました。

現在は、１日当たり平均で６件程度の検査件

数となっております。

検査は今も続いているんです○図師博規議員

ね。これは医師の指示による検査ですので、や

はり疑いがあるということでの検査が今も続い

ているという答弁でありました。

今後、検査体制の拡充をするに当たって、

ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学

山中教授が国に提言されたような、大学研究機

関による検査体制の整備も必要と考えますし、

日向市医師会は、ドライブスルーによる検体採

取所の設置も進められています。でも、日向市

以外でも、検体の採取所の設置は必要だと考え

られます。

これらに関する県の取組と、医師会を含む関

係機関とどのような協議がされているのでしょ

うか、福祉保健部長に伺います。

ＰＣＲ検体の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

採取体制につきましては、今後の感染拡大局面

も見据えて、医師により検査が必要と判断され

た方の検体採取が、迅速・スムーズに実施でき

るようにする必要があると考えております。

検体採取場所を整備するためには、その施設

において検体を採取する医療従事者の確保が必

要です。

そのため、県としましては、県医師会・郡市

医師会・市町村等関係機関と連携しながら、ど

のような方法が可能か検討を進めております。

今後とも、ＰＣＲ検査を必要とする患者に適

切に検査を実施する体制を進めてまいりたいと

考えております。

具体的にその採取所の設置と○図師博規議員

いうものが、まだまだ見えてきておりません。

では次に、新型コロナウイルスは、症状が陽

性化しなくても、保菌もしくは抗体ができてい

る場合があり、これが原因となって２次・３次

の感染、そしてクラスターを引き起こす可能性

があります。

ＰＣＲ検査よりも簡易的ではありますが、新

型コロナウイルスに現在感染しているか否かを

判定する抗原検査、そして、過去に感染したこ

とについての判定ができるのが抗体検査であり

ますが、この抗原・抗体検査について、今後ど

のように実施されていくお考えか、福祉保健部

長にお伺いします。

抗原検査につ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きましては、５月13日に承認されたところであ

ります。検査結果が迅速に出るなど大きなメ

リットがある一方で、検出には一定のウイルス

量が必要であるという課題があり、ＰＣＲ検査

と組み合わせて活用することとし、抗原検査

キットは、国において、患者発生数の多い都道

府県の帰国者・接触者外来等から優先的に供給

を開始されており、本県でも医療機関に供給さ

れ始めております。

また、抗体検査につきましては、過去に感染

したかどうかを判定するために実施するもので

あり、感染の広がりを確認するために有用で

す。

一般社団法人日本感染症学会等によります

と、その有用性に関しては検討中ということで

ありますが、国が現在、３都府県の１万人に感

染歴調査のための検査を実施しております。

抗体検査の実施については、今後の研究の進

捗を確認しつつ、適切に対応したいと考えてお

ります。

確かに、国の動向を見ながら○図師博規議員

ということも大切なのでありますが、やはり県
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民が安心して、「自分は感染していないんだ。

この地域にはそういう抗原も抗体もないんだ」

ということが分かるような、県が主導する検査

体制の整備を求めるものであります。

次に、高齢者や基礎疾患のある方など、新型

コロナに感染すると重症化する可能性が高い

方々の感染リスク軽減とクラスター発生予防の

ため、医療機関に行くことなく、パソコンやス

マートフォンなどで診察ができるオンライン診

療を、厚生労働省は特例的に初診の患者から診

療できるように、診療報酬を改定いたしまし

た。

県もこの改定に伴い、オンライン診療の事業

展開に関して、現場とどのような連携を取って

いるのでしょうか。県内のオンライン診療の状

況について、福祉保健部長にお伺いします。

電話やオンラ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

インによる診療につきましては、新型コロナの

感染拡大を防止する観点から、本年２月に、慢

性疾患等を有する定期受診患者等について、既

に処方されていた治療薬を処方する場合に限っ

て認められておりましたが、その後、段階的に

取扱いが緩和され、４月には、初診や歯科診療

についても対象とされております。

先月の時点では、県内で歯科を含む135の医療

機関が、電話やオンラインによる診療に対応し

ております。

このオンライン診療に関して○図師博規議員

なんですけれども、今、135か所の医療機関で体

制が取られているということです。このオンラ

イン診療体制の拡大とともに、今どれほどのオ

ンライン診療が利活用されているかを伺いたい

ところなんですが、私の身近には、パソコンや

スマホで病院を受診されている方や、電話だけ

で初診診療ができることを知っている方すら、

まずいません。

コロナ禍でオンライン診療が効果を発揮して

いるのかをはかる上で、医療機関からの診療報

酬請求における入院外、つまり、通院部分の請

求がどのように推移しているのかを見ることに

よって、判断・確認ができると思います。その

内容について、福祉保健部長に伺います。

国民健康保険○福祉保健部長（渡辺善敬君）

と後期高齢者医療における、病院及び診療所の

入院外診療分延べ受診日数については、前年と

の比較では被保険者数の増減がありますことか

ら、直近で比較いたしますと、令和２年３月診

療分が約72万日、４月診療分が約69万日となっ

ており、約３万日減少しております。

また、診療報酬額については、令和２年３月

診療分が約69億円、４月診療分が約66億円と

なっておりまして、約３億円減少しておりま

す。

今のは、専門的な回答で少し○図師博規議員

分かりづらいのですが、つまり、今年３月、４

月の国保と後期高齢者医療の診療分だけを比較

しても、約３万日分減っている。３万日分減っ

ているということは、３万回、外来の患者さん

が来るのが減っているということですね。

さらに、その１か月分だけで、診療報酬請求

額が３億円以上減っているということ、つま

り、オンライン診療で受診することの安全性が

維持されているということを、ほぼ知らない、

知らないがゆえに、いわゆる受診控え・外来控

えの状況になっているということが推察されま

す。

それに、今のは国保と後期高齢者だけですか

ら、社保や共済や組合保険も入れますと、恐ら

くこの数字は２倍、３倍になっていることが考

えられますし、４月と５月を比較すると、さら

- 93 -



令和２年６月12日(金)

にその大きな差が出ている、数が減っていると

いうところが見えてくるものと思われます。

先ほど、135か所の医療機関でオンライン診療

ができる体制があるとのことでしたが、医療機

関、つまり受け手の体制整備は拡大しています

が、問題は利用者、つまり送り手の機関・体制

が整っていません。

高齢者の方々がどれほど、パソコンやスマ

ホ、タブレットを使って受診ができるでしょう

か。もちろん使える方々もいらっしゃいます

が、コロナ対策の一環として取り組むのであれ

ば、例えば、老人クラブの定例会が開催される

ときに合わせて、保健所職員が出向いて、アプ

リのダウンロードや操作方法を説明するとか、

高齢者施設にはオンライン診療専用のパソコン

を設置することなどが必要だと考えられます

が、今後のオンライン診療の利用者拡大の取組

について、福祉保健部長のお考えをお聞かせく

ださい。

電話やオンラ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

インによる診療の取扱いにつきましては、これ

までも医療機関等へ周知を図ってまいりました

が、今後は、医療機関の利用者に対しまして

も、県庁ホームページ等により、幅広く周知を

図ってまいりたいと考えております。

また、国の第２次補正予算案において、医療

機関等における感染拡大防止等の支援が盛り込

まれ、補助対象の取組例として、情報通信機器

を用いた診療体制の確保も掲げられておりま

す。

こうした国の制度の活用を視野に、オンライ

ン診療の導入に対する支援も検討してまいりた

いと考えております。

オンライン診療の利用者の○図師博規議員

サービスの拡大には、まず県庁ホームページに

より周知を図っていくということなんですが、

それも一つのツールではありますけれども、高

齢者や、ＩＴにまだ理解が浅い方々が、県庁

ホームページをクリックして、そこにあるオン

ライン診療の情報を自分から得てということ

は、なかなか想像ができませんし、やはりもっ

と県が積極的に、具体的に活動すべきだと思い

ます。それを、国のスキームを待って対応しま

すというのでは、やはり私はまだまだ不十分だ

と思います。

次の質問に移ります。コロナ追跡システムの

導入について伺います。

大阪府では、府が管理するサーバーに府民の

メールアドレスを登録してもらい、飲食店など

の店舗やイベント主催者に対してＱＲコードを

発行して、来店・来場者は、まずそのＱＲコー

ドを読み込んだ上で入場してもらいます。

万が一、店舗やイベント会場などを利用され

た方が感染者と判明した場合に、大阪府から注

意喚起のメールを送信したり、クラスターが発

生した場合、対象者にクラスター発生通知メー

ルを送信するシステムが導入されております。

これは、経済・社会活動を再開しながら、コ

ロナウイルス感染のおそれが出た場合、迅速に

感染拡大を抑制することに大変効果的で、第２

波、第３波の備えにもなります。

本県も同様なシステム導入が必要と考えます

が、これは福祉保健部長でよろしいでしょう

か、お願いします。

御指摘の大阪○福祉保健部長（渡辺善敬君）

府のコロナ追跡システムにつきましては、娯楽

施設、飲食店、イベントなどの利用者に感染発

生状況をメールで通知するシステムでありまし

て、感染拡大を防ぐのに有効であると伺ってお

ります。
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一方、国の有識者検討会におきまして、ス

マートフォンの近接通信機構を利用し、人と人

とが接触したことを検知・記録でき、また、陽

性者であることが判明した場合に、その本人の

同意の下で、陽性者と一定期間内に接触が確認

された者に対して通知が行われるという、接触

確認アプリの導入に向けた検討が行われている

ところであります。

本県としましては、感染拡大防止に有効な

ツールとして、国の動向を注視してまいりたい

と考えております。

これに関しても、やっぱり国○図師博規議員

の動向を注視するという答弁ですが、大阪の動

向を注視していただきたいと思うところです。

続きまして、先日、県立都農高校の閉校式の

開催案内が届きました。卒業式ではなく、閉校

式の案内です。

昭和27年に開校し、70年近く地域とともに活

動し、地域の拠点であり、平成20年代に入って

からは、生徒数も回復傾向にあった学び舎が閉

校となることは、都農町民、都農高校ＯＢのみ

ならず、大変惜しまれる出来事であります。

県内には、人口減少に伴い生徒数が減少傾向

にある小・中・高校が複数あります。

しかし、小規模校でありながら、独自の取組

により学力を向上させ、また、今回のコロナ禍

においても成果を上げている学校があります。

それは、西米良村立西米良小中学校です。

ここは、生徒全員にタブレット端末を配付

し、学校が臨時休校となったときでも、オンラ

イン学習により遠隔教育を続け、成果を上げて

いるようです。その内容について、教育長にお

伺いします。

西米良村におきまし○教育長（日隈俊郎君）

ては、村独自にインターネット用の光回線を全

世帯に整備するとともに、平成28年度からは、

全ての児童生徒に１人１台のタブレット端末が

整備されております。そのため、これまでも授

業における活用が積極的に図られてきておりま

して、教員、児童生徒双方が、ＩＣＴを活用す

るためのスキルを身につけている状況でありま

す。

こうした環境の下、村内の２つの小中学校

で、今回の臨時休業の期間において、学校と家

庭をつないだ同時双方向型のオンライン学習に

取り組んだところであります。

休業中は、登校日による授業に加え、このオ

ンライン学習の取組により、学習が保障される

とともに、夏季休業を短縮することなく、当初

の計画どおりに子供の学習活動を進めることが

可能となっております。

大変すばらしいと思います。○図師博規議員

夏休みを短縮することなく過ごせるということ

は、まさにこのＩＣＴ教育の成果であります。

同様に佐賀県では、山口知事の強いリーダー

シップにより、県立中高、そして特別支援学校

の全生徒にタブレットを持たせ、インターネッ

トを使った遠隔教育に取り組まれています。

具体的には、県教育員会等の職員らでつくる

「オンライン教育推進チーム」を立ち上げ、学

校を技術的に支援し、遠隔授業用の教材作りを

サポートするとともに、インターネットの環境

が整っていない家庭について、大胆な補助金で

全ての生徒たちに対応できる体制を整えていま

す。

では、本県の高等学校のオンライン教育の展

開はどうなっていますか、教育長。

県立学校での先進的○教育長（日隈俊郎君）

な取組事例でありますが、飯野高校の例でござ

いますけれども、４年前から島根県の隠岐島前
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高校と連携しまして、テレビ会議システムを利

用した、合同での探求学習や交流活動を行って

おり、現在は、交流先を都市部を含め全国各地

の高校や民間企業等に広げ、取組の充実を図っ

ているところであります。

また、高鍋高校を拠点とした、日南高校と小

林高校の３校におきましては、昨年度から国の

指定を受けまして、遠隔教育システムを用い

て、外国指導助手いわゆるＡＬＴとのディス

カッション等を合同で行ったり、３校の探求学

習の研究発表で、外部の専門家から指導・助言

を受けたりするなど、他校のモデルとなる先進

的な遠隔教育の取組を進めているところであり

ます。

充実した取組が、ぜひこれか○図師博規議員

らも継続的に続くことを期待しております。

このオンライン教育は、コロナ対策としても

有効でありますが、導入の最大のメリットは、

小規模校でも、中山間地の学校であっても、都

市部の学校と接続することにより、同様な授業

を受けることができるところにあります。

このことにより、進学のために中山間地から

遠方の都市部の学校に行くことなく、住み慣れ

た地域で家族とともに郷土愛を育むことの一助

にもなります。

では、今後どのように遠隔教育を強力に進め

ていくのか、その内容について、再度教育長に

伺います。

先ほどお答えしまし○教育長（日隈俊郎君）

たように、一部の県立学校では先駆的に、テレ

ビ会議等を利用した遠隔教育を実施していると

ころであります。この取組は、特に中山間地域

の小規模校におきましては、生徒や教員の数が

少なく、多様な学び合いの機会に限りがあるこ

とや、都市部に集中する教育施設等と離れてお

りまして、利用に困難があるなどの課題を克服

するために有効な学びとなっております。

具体的には、複数の学校や外部の大学・専門

家・企業等と結びまして授業や講義を行うこと

により、生徒が多様な意見に触れ、高度な学び

や様々な体験を積むことができるなどの成果も

見られております。

県教育委員会といたしましては、今後も学校

ＩＣＴ環境の整備をさらに進め、遠隔教育の効

果的な活用法の研究や実践が、より充実してい

くよう努めてまいりたいと考えております。

やはり、今の教育長の答弁が○図師博規議員

実現するには、さらなる予算の拡充が必要であ

ります。

次に、今後のコロナ対策の指標となる「宮崎

モデル」について伺います。

各都道府県において、新しい生活様式の確立

と地域経済再始動に向けた方針が打ち出されて

います。

本県も、今後の方針として「宮崎モデル」が

示されてはいますが、その内容は、口蹄疫から

の再生・復興を果たした中で培った、県民全体

で共有している防疫意識を生かしながら、感染

防止対策を常態化・標準装備化し、全国に先駆

けた経済の再始動につなげるといったもので

す。ただ、この宮崎モデルからは、何をもって

県民全体が防疫意識を持っていると判断してい

るのか、感染防止対策の標準装備とは何なの

か、全国に先駆けてというのはどこで判断する

のかなど、具体的なものが見えてきません。そ

の具体的な内容を、総合政策部長に伺います。

まず、県民の○総合政策部長（渡邊浩司君）

防疫意識についてであります。

これは、議員も申されましたとおり、本県が

口蹄疫からの再生・復興を果たしていく中で
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培った、県民全体で共有している防疫の意識を

指しておりまして、例えば、口蹄疫発生当時に

おける車両消毒とか、現在も続いております、

空港等での消毒マットの配置など、県を挙げた

協力体制が構築できた経験を、今回のコロナ対

策で、県民や事業者が新しい生活様式に対応す

る際にも生かしていこうというものでありま

す。

また、いち早い経済の再始動につきまして

は、本県が、全国的に見ても長期にわたり感染

が抑えられているということを基盤といたしま

して、他県と比べて、経済の再始動にいち早く

取り組める環境にあることを指したものでござ

います。

やはり、今の御答弁が、県民○図師博規議員

に伝わりやすい、具体的に浸透するともなかな

か思いづらい。

長野県の阿部知事や三重県の鈴木知事は、国

の新型コロナ特措法に基づかない、県独自の対

策の根拠とするための感染症対策条例制定を目

指されており、県と県民の責務を明示し、差別

や偏見の根絶、医療供給や検査体制の整備、情

報提供の在り方などを盛り込まれています。

特に三重県は、県民提案型予算枠を計上さ

れ、県民の声を直接捉える「みえモデル」を示

しています。

さらに、和歌山県の仁坂知事は、国のＰＣＲ

検査ガイドラインを超え、県独自の検査を実施

し、クラスターの封じ込めに成功しました。

この「和歌山モデル」が、アメリカのワシン

トン・ポスト紙など、世界各国のマスメディア

から称賛されたことは、よく知られています。

であれば、宮崎モデルにも、第２波、第３波

襲来時のアラート発動基準などの数値化された

対策や、県民誰もが住む地域に関係なく抗原・

抗体検査を受けられる検査体制の整備などを盛

り込み、これぞ宮崎モデルといった内容にして

いただきたい。

そこで伺いますが、知事、県民に分かりやす

い、伝わりやすい、県独自の検査体制整備など

を含むモデルにバージョンアップするお考えは

ないでしょうか。

今、部長が答弁しまし○知事（河野俊嗣君）

たように、宮崎モデルは、口蹄疫という大変厳

しい経験をしてきた宮崎において、見えないウ

イルスとの闘いという意味で、その防疫意識を

この感染症対策にもしっかり生かしていこうと

いうことで、提案をしているところでありま

す。

今、新型コロナウイルス感染症の検査体制に

ついて御質問をいただいたところでございま

す。

諸外国との比較などでも、ＰＣＲ検査等いろ

いろ御指摘があるところでございますが、我が

国においては、クラスター（集団感染）の対策

を重視していくということで、医師を介在する

ことにより、陽性を確定させ、感染者に必要な

医療を提供させるためということでの検査体制

が構築されてきたところであります。

これまでも答弁申し上げておりますように、

ＰＣＲ検査体制についても、県内で今、体制の

拡充を図っているところでございます。

今後、第２波、第３波というような感染拡大

の局面があり得ることも十分想定しながら、身

近な地域で検査が必要な方に、より迅速でス

ムーズに行うことができるよう、さらなる検査

体制の拡充に努めてまいります。

ぜひ、今の知事の答弁が具現○図師博規議員

化していくような予算措置も、併せて行ってい

ただきたいと思います。
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この宮崎モデルでありますが、今後、変化に

対応できる持続可能な宮崎づくりにつなげると

いうことも、うたわれています。

これは、国から今後配分される２次、３次の

補正予算を待って、その枠内、そのスキームで

事業展開しているのでは、先ほども申したとお

り、全国画一的になりますし、スピード感も、

きめ細やかさも不十分だと思います。

ここで、最初の質問に関連しますが、宮城県

・村井知事、福島県・内堀知事らのように、予

算の組み替えを積極的に行って、全国に例のな

い、全国に先駆けた宮崎モデル、新型コロナウ

イルス対策に取り組む気概が知事にあるのか、

ないのか、お伺いします。

まず、感染症対策、感○知事（河野俊嗣君）

染拡大防止対策、さらには経済対策、３月の補

正予算以降、第一の矢、第二の矢、第三の矢と

いうことで、毎月のように対策を講じてまいり

ました。

今後とも、事態の推移に応じて機動的に、県

民生活を守るための対策を打ってまいりたいと

考えております。

その上で、財源の確保についての御質問でご

ざいますが、執行できない事業費を財源として

活用することは、一般論として非常に重要なこ

とであろうかと考えております。

議会にお認めいただいた予算であっても、執

行段階で事情変化等により不要になった予算

は、しっかり不用として次のものに充てていく

ことを基本として、今後とも徹底してまいりた

いと考えております。

その上で、この新型コロナウイルス対策は、

大変膨大な予算を必要としているところでござ

います。特に、これまでも議論になっておりま

す、休業要請に伴う休業の補償というのが、国

で制度化されていない、財源で用意されていな

いことにより、各県が独自で協力金等によって

対応してきたわけであります。

それに対して、国に力強く財政的なバック

アップをしてほしいという要望を、全国知事会

を通じて、また、議会も含めた本県の６団体と

しても要望してまいりましたが、その結果、地

方創生臨時交付金の大幅な積み増しが実現した

ところであります。１兆円に加えて、さらに２

兆円が配分されるということでございます。

この大きな額を有効活用していくことは、非

常に重要でありますし、今後とも、様々な対策

を進める上で、地方の果たしている役割という

ものをしっかりと国に評価をしていただきなが

ら、その財源を有効に活用していくという努力

もしていきたいと考えております。

予算の不用が出ないような取○図師博規議員

組をしていきたいという前向きな御答弁をいた

だいたと思います。

来年の２月議会のときに、コロナの影響を受

けたがゆえに、不用額が多額に出ましたとか、

繰越しが大きくなりましたとか言うのではな

く、今必要な予算をしっかりと補塡する、組み

替えをするような取組も含めて、今後努力をし

ていただければという願いを込めまして、私の

質問を終わります。（拍手）

次は、髙橋 透議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） この４月か○髙橋 透議員

ら、特別職の方を除けば、執行部席の部局長の

中に私の先輩はいらっしゃいません。だからと

いって上から目線ではなく、県民目線でしっか

り議論してまいりますので、引き続き御指導よ

ろしくお願い申し上げます。

それでは、コロナ感染防止対策と経済復興対

策についてお尋ねしてまいります。
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昨日から議論されておりますが、感染防止と

経済の両立が今後極めて大事になってきます。

その視点に立って質問します。

本県におきましては、４月11日の17例目の新

型コロナウイルス感染症患者の発生を最後に、

その後は発生を抑えることができています。こ

れもひとえに、県民の理解と協力、そして、県

民の命と健康を守るために、行政・医療機関関

係者が一丸となった取組の結果だと思います。

しかしながら、本感染症につきましては、ま

だ不明な点が多く、また治療薬やワクチンがな

い状況においては、第２波が起きたときの備え

が大変重要になります。

そこで、去る８日、県医師会が知事と議長

へ、十分なＰＣＲ検査体制と医療提供体制の整

備を求める要望書を提出されました。この要望

に対し、知事はどう受け止められたのか、見解

を求めます。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

県医師会の会員であります医師の皆様には、

新型コロナウイルス感染症について、現場での

感染等の大きな不安もある中で、地域医療を支

えるために大変御尽力をいただいていること

に、深く感謝をしているところであります。

この医師会からの要望にありました、ＰＣＲ

検査体制や医療提供体制の整備につきまして

は、第２波等に備え、緊張感を持って進めてい

く必要があると考えております。

今回の医師会の要望の内容のみならず、例え

ば、新型コロナウイルス感染症対策協議会での

御意見等も踏まえながら、様々な形で御意見を

伺って、対応しているところであります。

医師会の皆様には、県民の命を守る、健康を

守る最後のとりでとして、非常に重要な役割を

果たしていただいているところでございまし

て、今後も、現場の声に耳を傾けながら、要望

の具体化に向けて取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

ＰＣＲ検査につきましては、○髙橋 透議員

その件数と検査体制に多くの指摘があるところ

でございますが、厚労省の方針は、濃厚接触者

に検査の重点を置きました。その後、感染経路

不明の患者が増えたことで、疑似症患者も検査

対象に加えましたが、保健所ルートだけでは対

応し切れないとの危機感を募らせた自治体が、

地元の医療機関などと連携してＰＣＲセンター

を設置した経緯があります。

2009年に遡りますけれども、新型インフルエ

ンザの流行時は、ＰＣＲ検査を感染地域からの

帰国・入国者に集中させました。

その後、渡航歴のない感染者が見つかって、

翌10年にまとめられた反省点として、保健所の

体制強化、ＰＣＲ検査体制強化を記されており

ますが、その教訓が今回生かされていなかった

と言えると思います。

そこで、医師会の要望の一つであります、二

次医療圏ごとにＰＣＲ検査ができる体制整備に

ついて、検査機器の導入とか、保健所などの機

能強化が求められますが、どのような課題があ

るのかお尋ねいたします。

ＰＣＲ検査体○福祉保健部長（渡辺善敬君）

制につきましては、６月１日から都城市におい

て検査が始まりまして、新たに宮崎市や延岡市

においても、市郡医師会が運営する医療機関等

で検査を実施する準備が進められており、抗原

検査の実施も含めて、県内での検査体制の整備

がさらに進むことになります。
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二次医療圏ごとにＰＣＲ検査を実施するため

には、検査を実施する施設に加え、検査機器の

整備、さらに検査を行う検査技師の確保が必要

であると考えております。

ＰＣＲ検査は当然、有資格者○髙橋 透議員

が行うんでしょうけど、熟練した検査技師が求

められるとお聞きしています。その体制づくり

は進んでいるんでしょうか。検査技師の絶対数

も増やす必要があるんじゃないでしょうか。福

祉保健部長に答弁を求めます。

実際にＰＣＲ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

検査を行うためには、熟練した検査技師も必要

でありますので、地元の医師会等と連携すると

ともに、検査技師に対する研修につきまして

も、ＰＣＲ検査を始める医療機関の職員に対し

て、県の衛生環境研究所において実施しており

ます。

県としましては、より迅速にスムーズに検査

が実施できるよう、医師会や市町村とも協議し

ながら、検査体制の整備に努めてまいりたいと

考えております。

二次医療圏ごとのＰＣＲ検査○髙橋 透議員

の体制は、非常に人もお金も要るわけで、言い

方を変えれば、その検査に集中できる機関とい

うのは限られるわけだから、効率性からいっ

て、いろいろ疑問を言われる方もいらっしゃい

ますが、まずは今３か所ですよね。それを４か

所、５か所にというふうな議論をぜひ進めてい

ただきたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。

今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で浮き彫りになりました課題の一つに、部品の

調達・供給網、いわゆるサプライチェーンの偏

りがあります。これまで、あまりにも中国など

海外へ依存していたと思います。

海外や国内の一部に集中する工場について、

地方への誘致を促せば、新たな歴史的Ｕターン

の始まり、ふるさと回帰となって、過疎化に一

定の歯止めも見えてきます。むしろ、積極的な

見直しがなされるべきで、一極集中の是正が進

まなかった地方創生の練り直しへつなげること

ができると思われます。

そこで、経済産業省の１次補正予算案にサプ

ライチェーン対策のための国内投資促進事業費

補助金2,200億円が盛り込まれ、本県の今補正予

算にも、サプライチェーン対策等県内投資促進

補助事業が盛り込まれています。しかし、全国

各地で誘致合戦になると思います。しかも、新

型コロナウイルス感染拡大の影響で、企業の投

資意欲は非常に低下していると思います。ハー

ドルは高いです。

本県としてどのように取り組んでいかれるの

か、商工観光労働部長にお尋ねします。

議員御指○商工観光労働部長（松浦直康君）

摘のように、新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴いまして、世界的な景気後退が予想されて

おりまして、企業の設備投資につきましては、

今後停滞することが懸念されているところでご

ざいます。

そのような中、製造業におきましては、部品

調達に支障を来し、生産に影響が見られたこと

等によりまして、リスク回避あるいはＢＣＰ等

の観点から、生産・事業体制の見直しが進むこ

とが考えられております。

県といたしましては、このようなサプライ

チェーンの見直しで、国内回帰のある製造業

や、幅広い領域で事業の拡大が見込まれる情報

サービス産業など、投資意欲のある企業に対し

まして、積極的にアプローチを行ってまいりた

いと考えております。
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あわせて、既存の立地企業や地場企業に対し

ましても、新たな事業の拡大など、きめ細かな

フォローアップを行ってまいりたいと考えてお

ります。

ハードルは高いですけれど○髙橋 透議員

も、あらゆる手法で頑張っていただきたいと思

います。

次に、このコロナ禍で地域経済が相当冷え込

んでいるさなかに飛び込んできたニュースであ

ります。

株式会社ダーバン宮崎ソーイングの倒産、全

従業員136名の解雇であります。昭和49年、旧北

郷町時代に誘致した紳士服製造業であります。

誘致から40数年が経過して、地元にも非常に密

着した、従業員100名を超える企業なんですが、

地域に与える影響は相当大きいです。

去る10日には、日南市が生活・再就職相談窓

口を設置し、さらに、国・県・地元日南市の行

政関係者と地元商工会議所で連絡会議が設置さ

れました。早速、昨日には第１回の会議が開か

れましたが、その内容及び今後の対応について

お伺いいたします。

現在、○商工観光労働部長（松浦直康君）

ダーバン宮崎ソーイングでは、親会社のレナウ

ンとともに、民事再生手続に従いまして、新た

なスポンサーを探しておりますけれども、仮に

スポンサーが見つかった場合であっても、事業

再開までには時間を要することが見込まれ、ま

た、従業員全員が再雇用される見通しについて

も不透明でございます。

このため日南市では、総合支援相談窓口を設

置するとともに、国や私ども県も交えました、

ダーバン関連総合対策連絡会議を設置されたと

ころでございます。

昨日開催されました第１回目の連絡会議で

は、現時点での情報を整理・共有するととも

に、関係機関が連携して取り組むことを、その

際改めて確認したところでございまして、県と

しても、従業員の皆さんの再就職が早期に実現

できるよう、対応してまいりたいと考えており

ます。

新たなスポンサーが出てこら○髙橋 透議員

れたときに、北郷工場が生き残れるかは分から

ないわけで、話を聞いた方によると、非常に

ハードルが高いというふうに言われておりまし

た。社員には、３月末頃からもう休業要請が来

ているんです。だから、社員の中では分かって

いたと思うんです。

よくよく聞きますと、新卒者も複数いて、18

歳の子は２人いるんですか、半月ぐらいしか働

いていないらしいんですよね。本当にこの子た

ちが路頭に迷うことになっちゃいかんなという

ふうに、非常に心配します。

そして、ダーバンの傘下に縫製事業を請け負

う下請会社が３社あります。従業員は合わせ

て120名ほどと伺っています。この３社について

は情報はまだ得ていませんので、注視いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

次のテーマに移ります。

緊急事態宣言解除後、営業自粛に応じていた

飲食店等が、３密を避ける感染症対策を行って

営業を再開しております。一部補助はあるもの

の、コロナ前と違って、感染症対策にかかる費

用等でコスト高、そして、３密を避ける様式で

すから、利益は落ちます。加えて、各種行事や

イベント等の自粛で、客足は鈍くなっておりま

す。

本県が緊急事態宣言の対象外となった５月14

日以降、様々な行事が予定されていたはずで

す。県の広報戦略室の行事予定表が毎月送られ
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てきますけれども、５月、６月、空白が多かっ

たですよね。

私の地元でも、高速道路の総会とか、県道・

河川改修促進協議会の総会とか、油津港振興対

策会議の総会は、全て書面決議であります。懇

親会が当然あったわけなんですよ。

それと、ＪＡも地元でいろんな活動をしても

らっていますが、畜産、耕種部門、それ以外に

も品目ごとにいっぱい部会があるんですよ。全

て総会をして、懇親会をしますが、それも総会

のみで終わっているらしいです。

私は地元の村おこし団体にも加盟しています

が、まだ総会は延期したままなんですね。消防

団活動も、今まだ停止しているというふうに聞

いております。取り上げれば切りがないんです

が、県内の各地域がこんな状態なんです。さら

に、先日、新聞にも載りました８月までの主要

なイベントは、ほとんど中止ですよ。

こういったことで、営業を再開した飲食店は

この状況に耐えられるのか、非常に心配しま

す。

そこで、県及び市町村が自粛しているイベン

ト等を開催できる機運づくり、もちろん、これ

は完全防止対策を取った上での機運づくりです

が、懇親会等を自粛する、自重する意識を払拭

する機運醸成が求められていると思います。知

事に見解を求めます。

今、本県では、県民の○知事（河野俊嗣君）

皆様の御協力をいただきながら、２か月以上新

規感染を抑えている状況にあります。感染症対

策を徹底しながらも、社会経済活動を段階的に

回復していく、そういうプロセスにあるわけで

ありますが、御指摘にありましたように、まだ

まだ自粛の動き、ムードというものが残ってい

る状況があろうかと考えております。

現在、県におきましては、警戒を続けながら

も、新しい生活様式を取り入れて、飲食店の利

用を含めた日常生活を取り戻すよう促す取組を

進めているところであります。

例えば、１つには、情報発信の工夫などもし

ておりまして、地産地消の応援消費も呼びかけ

てまいりましたし、新しい生活様式の具体例を

テレビＣＭや新聞広告、ホームページやチラシ

などで周知してまいりましたし、感染対策ガイ

ドラインの実施や、その目印となるポスター掲

示なども、飲食店に要請してきたところであり

ます。

また、２つ目として、自ら実践という意味に

おきまして、私と両副知事が県内各地に出向き

まして、市町村長との地域経済懇談会を、地域

の飲食店で実施しておるところでありますが、

組織のトップが動くことにより、それぞれの職

員も動きやすくなる、また、自治体職員が率先

することによって、利用の空気感を出していく

ということを狙って、取り組んでいるところで

あります。

３つ目は、５月補正予算を活用して、プレミ

アム付テイクアウト・食事券を発行するなど、

県民の背中を後押しして、全県的な消費喚起を

図ってまいりたいと考えております。

飲食店の利用、さらにはイベント等につきま

しても、こうした流れ、機運を醸成すること

に、さらに感染拡大の防止の徹底を図りながら

取り組んでまいります。

繰り返しますけど、３密を避○髙橋 透議員

ける営業なんですよ。

緊急事態宣言が解除になって、そろそろ１か

月。そしてまた、この１～２か月で客足がどう

なるか。今後、この１～２か月を乗り切ること

ができるのか、非常に心配するんです。むしろ
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厳しくなる。だから私は、さらなる支援が必要

じゃないんですかと申し上げたいんです。

総合政策部長に、その対策をお聞きします。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症の拡大によりまして、県内経済は

大きな打撃を受けておりますことから、これま

で、事業継続給付金や資金繰り支援など、事業

者に対する支援を行ってきたところでありま

す。

とりわけ飲食業界への影響は深刻であります

ことから、飲食店が取り組む感染防止対策への

支援や、本日から販売となりましたけれども、

プレミアム付食事券の発行などの対策を講じた

ところであります。

今後とも、経済活動の段階的な拡大を図りな

がら、今議会でお願いをしておりますプレミア

ム付商品券の発行や、「ジモ・ミヤ・ラブ」を

合い言葉とした地産地消・応援消費の取組等を

通じまして、県民の消費意欲を喚起するなど、

地域経済を支える飲食店の支援に努めてまいり

たいと考えております。

プレミアム付食事券、そして○髙橋 透議員

商品券、全てに行き渡らないわけですよね。

それと、申し上げておきますけれども、いわ

ゆる新しい生活様式、ソーシャルディスタンス

は、距離を置くわけでしょう、客席は半分です

よ。半分だから料金は２倍くださいねというこ

とにはならないでしょう。だから、そこをしっ

かり考えないと、飲食店の営業が耐えられるか

と。私が言いたいのはそこなんですよ。

国の２次補正がいよいよ通過すると思うんで

すが、その中に家賃の補助がありますよね。個

人事業者の場合は家賃の３分の２で、上限25万

円を６か月ということなんですが、これもス

ピードが求められていますけど、またいつ手元

に来るか不透明なんですよ。だから、きめ細か

な対応を、県、市町村が先にする。そのことが

非常に大事になりますから、ぜひいろいろと検

討していただきたいと思います。

次に移りますが、コロナ終息後の財政再建に

ついてお尋ねいたします。

先ほど図師議員の一般質問でも、県のこの間

の補正予算への持ち出しで、基金からの取崩し

が約１億8,000万円あったわけですが、県債で

も4,400万円ほどあるみたいですけれども、この

ことによって、ある程度残った基金で、第２波

・第３波が来ても、何とか乗り切れる余力があ

るんじゃないだろうかと言われています。しか

し、その後の予算編成、基金の枯渇が懸念され

ます。そして、県税収入も落ち込みますよ。

そしてまた、国があれだけ借金をして、交付

税の総額が、今後しっかり担保されるのかとい

うところも、私たちは心配します。

そこで、私は、公共施設等総合管理計画を見

てみました。中長期的な経費の見込みが算出し

てあります。建物系施設が今後40年間で必要と

なるのが、総額約6,725億円、１年当たり約168

億円、インフラ施設の維持管理費用で、今後40

年間で必要となるのが総額5,950億円、１年当た

り149億円という、本当に気の遠くなるような試

算が出ています。

新型コロナウイルスの影響が今後も続くと見

込まれる中、予定されている大型事業等につい

て、選択と集中の観点から見直すことがあるの

か、知事にお伺いいたします。

確かに、新型コロナウ○知事（河野俊嗣君）

イルス感染症への必要な財源は、これからも非

常に大きなものがあろうかと考えております。

御指摘がありました、現在実施している事業

や、将来計画をしている事業につきましては、
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県民にとって将来を見据えて必要な事業とし

て、予算措置などをしたものであります。

さらには、この議会で御議論いただいており

ます防災・減災、国土強靱化を含めて、コロナ

ウイルス対策を進めながらも、必要な事業は将

来を見据えてしっかりと打っていく、その姿勢

も必要であろうかと考えております。

御指摘にありましたように、現在、国会で審

議されております地方創生臨時交付金の大幅な

増額を含む国の２次補正予算が、今認められよ

うとしているところでありまして、これを有効

活用していくこと、さらには、地方の実情を踏

まえて、さらなる必要な財源を国に求めてい

く、そして、全体として、コロナの影響が長期

化することを見据えながら、必要な財源の確保

及び健全な財政運営に努めていく、そのバラン

ス、しっかりとかじ取りに努めてまいりたいと

考えております。

防災・減災対策の事業、いわ○髙橋 透議員

ゆる命に関わる事業は、削っちゃいけないと思

うんですね。そのことは申し上げておきたい。

令和８年に本県で開催予定の国民スポーツ大

会については、施設整備で約400億円、競技力向

上と大会運営費などで約200億円、合計600億円

を超える費用を準備することになっておりま

す。

本県も、天皇杯を目指し、取組を進めてい

らっしゃいます。大変な御苦労もおありだと思

いますが、その一つが、未普及競技の育成であ

ります。中学校に部活動がない競技が16あるわ

けで、そのために中学校に新たに部活動を設置

するということ、その指導者も呼び込む必要が

あるということ。

本県は、しっかり天皇杯を目指して頑張って

いかれるんだろうと思いますが、コロナ禍での

大変な財政出動があって、繰り返しますが、今

後もさらなる財政措置が必要となる場面が出て

くると予想されます。

そこで、莫大な財政負担を伴う国民スポーツ

大会のありようを、日本全体で見直していくと

きが来ているんじゃないかと私は思うわけであ

ります。

総合得点を競う天皇杯が、それぞれ各県で得

意とする種目、あるいは伝統的な種目、こう

いったところで１位を目指す。そのような国民

スポーツ大会に変わっていってもいいんじゃな

かろうかということを、私は申し上げたい。

これまで当たり前に、国民スポーツ大会に来

てくださいという誘致もやってきた。当たり前

にやってきたこの大会を、このコロナ禍で見直

すとき。ここは立ち止まって、冷静沈着に判断

されるときだと思います。将来的な在り方・あ

りようを私は聞きますんで、知事の見解を求め

ます。

この何十年来かの議論○知事（河野俊嗣君）

として、国体があまりにも過大・華美になり過

ぎたのではないかということでのいろんな見直

しが進められている、そういうプロセスにある

という状況ではあります。

そして、本県にとりまして、この国体ない

し、今後の国民スポーツ大会は、「スポーツラ

ンドみやざき」を掲げて、スポーツというもの

を地域振興に生かしていくという取組が、全国

の中でも進んでいる地域であると考えておりま

す。

国民スポーツ大会に向けて施設を整備してい

くこと、そして競技力を高めていく、スポーツ

を振興していくことは、必ず本県の将来につな

がっていくと考えておるところであります。

今、総合得点、天皇杯獲得を目指すことにつ
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いては見直しの御指摘もありましたが、高い目

標を掲げて取り組むことによるスポーツ振興、

さらには県民に夢や希望、そして元気を与えて

いくこと、その効果は大変大きいものがあろう

かと考えております。

もちろん、財源についてはしっかりと見直し

といいますか、運営についてはしっかりとした

考慮が必要だというふうに考えておりますが、

高い目標を見据えて、この国民スポーツ大会に

おける天皇杯の獲得、さらにはスポーツの振興

等に努めてまいりたいと考えております。

くどくは申し上げませんが、○髙橋 透議員

ほかの、宮崎の後に開催するところまで含めて

私は申し上げているわけで、今盛んではない競

技を育成しなくてはならない、そこまでして１

位を目指さなきゃいけないという総合得点方式

は、見直すべきじゃないかということを申し上

げておきたいと思います。

次に移ります。移動手段の確保についてであ

ります。

地域間幹線系統を運行する事業者に対する支

援につきましては、令和２年度当初予算におい

て、通常の幹線系統確保維持補助に上乗せ補助

がありましたが、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響を受けて、利用者が著しく減少してい

ると思われます。その現状について、総合政策

部長にお尋ねします。

路線バスの状○総合政策部長（渡邊浩司君）

況につきましては、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う外出自粛の影響によりまして、４月

と５月の利用者数は、前年と比べ、約５割にま

で減少しております。

宮崎交通では、現在、大変厳しい状況にあり

ますが、路線バスは、通勤・通学や買物、通院

など、地域住民の生活を支える重要な役割を

担っておりますことから、減便につきまして

は、主に土日・祝日を対象に一部の路線にとど

め、運行を継続しているところであります。

今回の補正予算で、持続可能○髙橋 透議員

な地域交通ネットワーク構築のための総合対策

事業で１億3,223万2,000円を計上していただい

ております。

そもそも、補助金で地域間バス路線の収支は

ペイできていないと伺っています。

その上で今回の補正ですが、この地域間路線

バスが将来にわたって維持が可能なのか、伺い

ます。

路線バス事業○総合政策部長（渡邊浩司君）

に対しましては、これまで、当初予算における

補助金の早期執行、４月補正予算における利子

補給事業による資金繰り支援を行いますととも

に、市町村に対しましても、補助金の早期執行

等を依頼するなど、運行維持のための経営支援

を行ってきているところでございます。

また、今議会におきましては、利用者の減少

により収支が悪化している路線を維持するため

の緊急支援として、補助金の増額をお願いして

おりますほか、今後の回復期に向けまして、路

線バスの一日乗り放題乗車券の割引に対する支

援もお願いしているところであります。

このような段階に応じた経営支援や利用促進

策を講じることで、県民の重要な移動手段であ

る路線バスの維持を図ってまいりたいと考えて

おります。

昨日、宮交ホールディングス○髙橋 透議員

の決算が発表されましたが、営業利益は17.8％

の減収、経営破綻から自主再建されて、９年連

続の黒字だったんですよね。でも、このコロナ

禍によって状況が一変した。

社長がコメントされていました「雇用を守り
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抜く」。この言葉に、私は希望の光を感じたん

ですが、3,000人を抱える企業ですので、何とか

持ち直してほしい。

こういう状況下で、事業者が利益を生まない

ところをずっと引き受け、補助金があったとし

ても、路線を維持できるように運行してくださ

るのか、非常に懸念するところなんです。

したがいまして、県民の移動手段を確保する

ために、しっかりと状況を見極めて、今後対応

をお願いしたいと思います。

次に、農林水産業の振興について伺ってまい

ります。まず、みやざき農水産就業緊急対策事

業についてであります。

この事業は、新型コロナウイルスの感染拡大

に伴う雇用悪化によって、農業大学校生や農業

高校生が労働力不足に陥っている農家へ援農、

または就農するための技術習得のための研修用

機械・設備の導入、整備とあります。

そもそも農業大学校にしても、農業高校にし

ても、今申し上げた研修というのは、通常のカ

リキュラムの中で行っているんじゃないでしょ

うか。その点について、農政水産部長と教育長

にそれぞれ答弁を求めます。

農業大学校○農政水産部長（大久津 浩君）

におきましては、農業機械や作業の安全確保に

関する基礎的な知識に加えまして、実習等を通

じた農業機械の操作方法など、体系的な学習を

実施するとともに、農業機械限定の大型特殊免

許や牽引免許を取得できる体制を整えておりま

す。

また、今年度からは、新たに農薬散布用のド

ローンの操縦資格につきましても取得できる体

制整備を、現在進めているところでございま

す。

しかしながら、現在の農業大学校におきまし

ては、古い年式で小型の農業機械もあり、大規

模経営やスマート農業に対応した研修環境が十

分に整っていない状況にあると認識しておりま

す。

県立学校の関係でご○教育長（日隈俊郎君）

ざいますけれども、農業の学びのある学校は計

８校ありまして、その中の生産系学科におい

て、農業機械に関する学習を行っております。

具体的には、いわゆる座学で機械の仕組みや

役割等について学習し、実際の機械操作につい

ては、田植機やコンバイン、草刈り機などを

使った農場実習で学んでおります。

また、先進的な農業技術につきましては、農

家や法人等の協力を得ながら、インターンシッ

プ等の校外研修で体験する機会を設けていると

ころであります。

さらに、今議会において、学習環境の充実を

目的として、新たな機械を導入するための補正

予算をお願いしているところでありますが、今

後も引き続き、農政水産部とも連携しながら、

地域農業を支える人材育成の充実に取り組んで

まいりたいと考えております。

今回の事業の目的 機械を○髙橋 透議員 ―

購入するのは手段であって、目的は、このコロ

ナ禍で労働者不足に陥っている農家への援農で

すよね。農業大学校での取組、この援農の開始

時期と規模、その作業内容についてお尋ねしま

す。

みやざき農○農政水産部長（大久津 浩君）

水産就業緊急対策事業におきましては、国の補

正予算を活用いたしまして、農業大学校への、

スマート農業に対応できる大型トラクターや

ロールベーラー等の導入によりまして、学内の

学習環境を整え、農家への援農と就農の促進を

図ることとしております。
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特に、御質問のありました援農に関しまして

は、昨年度、農業大学校では、５日間または４

週間のインターンシップを３回行い、延べ163名

の農大生が、82軒の農家や農業法人等で野菜の

収穫や家畜の飼養管理等に従事しており、本年

度は、今回導入いたします農業機械の操作技術

を習得した上で、10月以降に実施する予定であ

ります。

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せな

い中、今回整備いたします機械等を有効に活用

いたしまして、より実践的な学びの場としての

援農を通じまして、地域農業をリードする人材

の育成に努めていきたいと考えております。

部長、いま一度確認しますけ○髙橋 透議員

ど、作業内容の確認。今回の事業で援農に行く

農業大学校生は機械に乗るんですよね。

説明が足り○農政水産部長（大久津 浩君）

ませんでしたけれども、今回の大型トラクター

等、これはスマート農業等の対応もございます

が、現在でも農家さんでは使われております。

圃場内での研修の中では、農業大学校生につい

ては、今回導入しました機械等を農大校で操作

実習した上で、10月以降それを生かしてまいり

たいと考えております。

この事業のベースになってい○髙橋 透議員

るのは、農業労働力確保緊急支援事業という農

水省の補正予算で組み込まれた総額46億4,600万

円なんですね。

今おっしゃったように、スマート農業に対応

する機械の操作を研修して援農に行く。

私は、現場の農家が求めているのは機械じゃ

ないと思うんですよ。人手、いわゆる収穫だっ

たり、選別だったり、そういった細々とした手

が要る援農を求めていると私は思うんですよ

ね。これは農水省からのベースで、本県の場合

には農政水産部は補正予算を組まれたので、こ

れはもうこれで。

私は、農業大学校についても、農業高校にし

ても、機械の必要性は認めます。ただ、これが

火急かどうかということですよね。ほかの使い

道はなかったものか。そんなこともいろいろ考

えたものであります。しかし、現場のニーズな

り意向に、しっかりと応えてもらえる取組にし

ていただきたいと思います。

次に移ります。昨日の質問でも取り上げられ

ましたけれども、原木価格が、昨年頃から下

がっておりまして、最近では9,000円を割ったよ

うであります。

この間、皆さん方の努力によって、山林業へ

の新規参入、あるいは林業大学校の開設など

で、雇用確保に一定の成果、手応えを得ていた

と思います。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響によって、住宅需要の減少があり、価格の下

落・低迷が懸念されるところです。

そこで、原木価格下支えや雇用を維持・確保

する必要があると思われます。今回提案されて

います山の暮らしを守る森林整備支援事業の取

組内容と事業効果について、環境森林部長にお

尋ねします。

御質問の事業○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、県内７地区におきまして、森林組合、素材

生産事業者、国、県、市町村等から成る調整協

議会を設置し、主伐を抑制し、森林整備への切

替えを図るなど、自主的な生産調整に向けた事

業者間の連携強化などに取り組むものでありま

す。

また、その森林整備への切替え支援としまし

て、国庫補助の対象とならない除伐や搬出間伐

への補助や、保育間伐における補助率の68％か
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ら90％へのかさ上げなども行うことといたして

おります。

事業効果といたしましては、過剰な原木供給

が抑制され、原木価格の下支えが図られますと

ともに、約1,000ヘクタールの森林整備によ

る8,500人日の雇用が創出されるものと考えてお

ります。

いわゆる原木価格の採算ライ○髙橋 透議員

ンが8,000円ですか。ここを割り込ませないとい

う対策の事業だから、私はすばらしい事業だと

思っているんですよ。

今回の自主的な伐採抑制に伴う雇用の場及び

収入の確保ができる事業ですから、今後この事

業はずっと続くものじゃないですよね。

したがって、今後、原木価格が採算割れをし

ない要素の状況判断に至るときが来れば、事業

が発令できる制度にできないものか、その財源

については、森林環境譲与税を充てることがで

きないものか、ぜひ検討していくべき課題では

ないでしょうか。環境森林部長にお尋ねしま

す。

今回の取組○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、原木価格が過去最低を記録した平成24年以

来、２度目の緊急特別な対策として、本県独自

に実施するものでありますが、仮にこれを制度

化するということになりますと、常時多額の財

源が必要となり、また、広域での取組が効果的

でありますことから、財源等について国への要

望を検討しているところであります。

御提案のありました森林環境譲与税の活用に

つきましては、その使途が、市町村では、手入

れの行き届かない森林の整備や木材利用の促進

などに、また県では、市町村への支援などに限

定されておりますことから、今回のような適正

に管理されている森林を対象とする事業につい

ては、活用できないものと考えております。

なお、市町村に対しましては、雇用の創出な

ど、本事業と同様の効果が発揮される森林の整

備について、譲与税の活用を含めて積極的に御

検討いただくよう、要請しているところであり

ます。

課題はあるんでしょうけど、○髙橋 透議員

市町村に理解を求めるいろんな協議をやって

いって、制度としてもし取り入れられればです

けれども、本当にすばらしい事業だと思うの

で、ぜひ検討していただきたいと思っていま

す。

水産業についてお尋ねします。今期のカツオ

一本釣り漁業の状況について、まず伺います。

本県カツオ○農政水産部長（大久津 浩君）

一本釣り漁業の今期の状況につきましては、春

先のカツオ漁の漁獲が伸び悩み、心配しており

ましたけれども、４月からのビンナガマグロの

好漁にも支えられ、５月末までに生産量で7,700

トン、生産額で30億5,000万円となっておりま

す。

また、カツオ一本釣り漁船１隻当たりで見て

みますと、生産量・生産額とも、不漁だった昨

年の1.7倍、そして平年の1.3倍となっておりま

す。

その後、６月初めにビンナガマグロの単価が

急落するなどの不安材料もありますが、今期

は、燃油価格も昨年の６割程度に下がっており

まして、操業コストも低減されていることか

ら、現時点におきましては、経営収支も改善状

況にあるものと考えております。

今の答弁では、昨年よりもい○髙橋 透議員

いし、平年よりも1.3倍ということで……。

ただ気になるのは、ビンナガマグロ。去年全

く取れなくて、今年は大漁らしいですが、通常
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だったら、キロ350～360円で始まって、下がっ

ても100円程度、240～250円らしいです。今回、

一時100円まで下がったんです。

これは加工用、シーチキン用ですよね、ほと

んどが。缶詰めの値段は変わらないですよ。と

いうことは、問屋さん、仲買人さんは笑いが止

まらなかった。

中には、来年の分まで仕入れたというような

ことをおっしゃって、漁師の方々はもうかんか

んですよ。市場にまだ魚が残っていれば、まだ

矛も収めますよ。全部買い取ってからそういう

ことをおっしゃっているものですから。第１次

産業を担う方々の宿命なんでしょうけれども、

しかし、このことは看過できないなと思って、

私も憤っております。

今でこそ燃油価格は低くなっていますけど、

ここ10数年高止まりで、魚価の低迷などに非常

に苦しんでこられました。この間、廃船もされ

た。その中で頑張っていらっしゃる方々が、あ

したに生きる元気、あした頑張ろうという元気

をそがれる値段ですよ、100円というのは。この

極端な競り値価格や買いたたきをどう捉えてい

らっしゃいますか、答弁を求めます。

議員の御質○農政水産部長（大久津 浩君）

問にもありましたように、今期のビンナガマグ

ロ漁につきましては、４月下旬から始まり、５

月末までに、生産量で6,000トン、生産額で20億

円と、例年にない大漁となっております。

また、ビンナガマグロの単価につきまして

は、５月までは、１キログラム当たり300円台で

順調に推移しておりましたけれども、６月に入

り、質問にありましたように、一時的に100円ま

で急落しております。

ビンナガマグロは、加工原料としての需要が

あり、通常は安定している価格でありますが、

今回急落したことから、漁業者の皆様方は不安

を感じたと伺っております。しかしながら、現

在は200円程度まで回復しているという状況でご

ざいます。

例年７月以降については、カツオ一本釣り漁

は、ビンナガマグロからカツオの漁へと切り替

わっていくことになっております。

県といたしましては、近年、やはり不漁が続

いておりますカツオの漁模様にもしっかり注視

しながら、今後とも、その状況に応じてしっか

り対応してまいりたいと考えております。

今、巣籠もり消費で缶詰めの○髙橋 透議員

需要は伸びているんですよね。ぜひ今の状況を

打開できるように、あらゆる施策を動員してい

ただきたいと思います。

次に、種苗法の改正案の問題点についてお尋

ねしてまいります。

通常国会、今停止されていますが、恐らくこ

のまま採決はできないと思いますが、ブドウの

シャインマスカットの苗木が持ち出されまし

て、中国や韓国で栽培されているそうです。そ

してまた、イチゴも章姫、レッドパールを基に

した新品種が韓国で開発されて、類似品が輸出

されている。

2018年に平昌オリンピックで、カーリングの

女子選手が、もぐもぐタイムでイチゴを食べて

いましたけど、あれがそうだろうと言われてお

ります。

法改正の内容につきましては、海外への持ち

出しの厳罰化と自家増殖の制限が法律の狙いと

なっています。しかし、運用次第では、種・苗

が、外資を含む民間企業に独占されてしまうお

それがあると言われます。種苗法の改正がなさ

れ、自家増殖が許諾制となった場合の農家への

影響についてお尋ねします。
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国内の優良○農政水産部長（大久津 浩君）

な登録品種の海外流出防止措置の一つといたし

まして、改正法案に盛り込まれました自家増殖

の許諾制につきましては、農家の自家増殖の制

限や、許諾料、許諾手続の発生など、生産現場

から懸念の声があることも承知しております。

今回の改正法案におきましては、許諾制とな

る対象は登録品種のみでございまして、品種全

体の９割程度を占めます一般品種は、これまで

同様に自家増殖が可能でございます。

また、育成者が国や都道府県の場合は、許諾

料が高額になることは想定できず、さらに、Ｊ

Ａ等の団体が一括して行う許諾手続の簡素化に

つきましても、現在、国で検討が進められてい

ると伺っております。

今国会での審議は見送られておりますけれど

も、法案改正の動向等を注視しつつ、必要に応

じ、効果的な情報提供の在り方等をしっかり検

討してまいりたいと考えております。

公的機関が保有する種苗が多○髙橋 透議員

いから農家への負担は増えないということも、

農水省は説明しているんですが、この間の一連

の流れ、例えば、種子法が廃止されました。こ

のことによって、公共の種子はやめる。種の開

発権利者が国・県ではなく企業に移行していく

ことを強く促す「農業競争力強化支援法」がで

きました。

そして、今回の種苗法改正で、民間事業者の

権利の保護が強化される、種子のビジネス化推

進の枠組みが出来上がるという中での懸念なん

ですよ。登録品種の自家採取禁止は、買わざる

を得ない種を企業が開発するインセンティブを

与える、いわゆる誘因することにつながって、

企業が開発した種子の権利がさらに強化される

ことになると思われます。

結果的には、高額な許諾料が発生して、農家

へのしわ寄せになると思われますが、いま一

度、答弁を求めたいと思います。

議員の御指○農政水産部長（大久津 浩君）

摘のとおり、民間企業により登録された品種が

品目の大部分を占有した場合には、自家増殖に

係る許諾料が高額になるとの懸念の声が一部あ

ることは、承知しております。

しかしながら、先ほどの繰り返しになります

が、登録品種の育成者は、民間企業以外にも国

や都道府県、個人と多様であり、また、品種に

つきましても、登録品種以外にも、全体の９割

程度を占める許諾制の対象とならない一般品種

があるなど、数多くの選択肢がありますことか

ら、現状においては、国をはじめ、影響は限定

的との意見があるところでもございます。

先ほど申し上げましたとおり、今国会での改

正法案の審議は見送られるという動きでござい

ますので、引き続き、法案改正の動向をしっか

り注視してまいりたいと考えております。

Ｆ１は、一代限りの種子で○髙橋 透議員

す。これは物理的に自家増殖はできませんよ

ね。これは常識です。しかし、ゲノム編集種子

は、自家増殖が可能だそうです。その研究開発

に耐えられるのは、巨大なグローバル企業だと

言われているんです。

自家増殖の運用次第では、グローバル企業の

種苗が普及して、その高額な許諾料が発生す

る。そんな構図を心配しているわけです。

幸いにも本県では、種子法廃止に代わる条例

をつくっていただきました。公共品種の権利・

維持の重要性をしっかり御理解いただいている

ものと思っております。

今回の種苗法改正案は、コロナ禍対策で先送

りになりましたから、様々な疑問点を議論して
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いただきたいと思います。

最後の質問に移ります。みやざき被害者支援

センターの役割と課題について、まず質問して

まいります。

みやざき被害者○警察本部長（阿部文彦君）

支援センターは、地域社会における犯罪被害者

支援の中核として、犯罪被害者等に寄り添い、

被害等の相談や公判への付添いなど、犯罪被害

者等が抱える不安や悩みの解決、ふだんの生活

を取り戻すための支援を行う役割を担い、昨年

度は約670件の支援を行っていると承知しており

ます。

一方、本年１月及び２月、県警におきまし

て、犯罪被害者支援に関するアンケートを実施

した結果、約半数の方が支援の窓口を知らない

と回答され、みやざき被害者支援センターの存

在を含めた犯罪被害者支援制度の認知度の低さ

が課題となっております。

県警といたしましては、これまで同様、同セ

ンターと連携しながら支援活動を推進するとと

もに、犯罪被害者支援について広く県民に知っ

ていただけるよう、広報啓発に取り組んでまい

ります。

性犯罪被害者の支援に非常に○髙橋 透議員

御苦労されていると聞きます。

私もこの支援センターのニュースを見て啞然

としたこともあるんですが、学生さんがその被

害に遭ったときに、制服を着ています。その制

服を証拠品として出さないかんわけですよね。

それでまたショックを受けちゃう。その制服は

また着なきゃいかんでしょう、通学のために。

着られないんですよ。だから、支援センターは

それを支援する。新しい制服を買ってあげる。

あるいは、そこに住めない。だから転居の支援

をする、そんな苦労があると聞いています。

その支援センターの収入の３分の１が会費収

入なんですけれども、ほとんどが 私17～18―

年議員をしていますから、ＯＢの方の名前も分

かるんで 一般の会員を含めて警察ＯＢの方―

が占めていらっしゃるわけですよ。会費収入の

参加者は、ほとんどが警察ＯＢ。これをもっと

広げる努力、手だてはないものか、警察本部長

にお尋ねします。

みやざき被害者○警察本部長（阿部文彦君）

支援センターは、市町村の負担金、県警からの

業務委託費、そして正会員、賛助会員の方々の

会費等によって運営されております。

また、会員の募集につきましては、同セン

ターにおいて、毎年開催される「犯罪被害者支

援フォーラム」での呼びかけ、定期的に発行さ

れる「みやざき被害者支援センターニュース」

への記事掲載などを行っていると承知しており

ます。

県警といたしましては、会員の募集を含め、

犯罪被害者支援活動を広く県民に知っていただ

けるよう、県とも連携しながら、みやざき被害

者支援センターに対し、これまで以上に広報啓

発の場を提供してまいります。

まずは認知度を高めていただ○髙橋 透議員

き、そして、したたかに会員の募集を行ってい

ただきたいと思っております。

そして次に、条例制定がまだなんですよね。

全国で37都道府県がもう制定しまして、残り10

県、九州では熊本と鹿児島と本県、３県のみな

んですよ。

この被害者等を支援していくためには、県に

おいて早期の条例制定が必要だと思っていま

す。市町村においても、条例を制定する必要が

あると思いますが、知事の考えを伺います。

私も毎年この犯罪被害○知事（河野俊嗣君）
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者支援フォーラムに参加しておりまして、犯罪

被害者、その御家族等が、直接の犯罪、そして

その後の生活でどれだけ大変な思いをされる

か、毎年の体験談等で実際に触れておるところ

でありますが、早期に被害から回復し、日常生

活を取り戻されることは、大変重要な課題であ

りますので、「宮崎県人権教育・啓発推進方

針」に基づいて、関係機関等と連携しながら、

支援に取り組んでおるところであります。

また、この支援に当たりましては、特に市町

村の役割が重要となりますので、全ての市町村

に総合的な対応窓口を設置していただいている

ところであります。

こうした犯罪被害者等に寄り添い、途切れる

ことのない支援が行える社会づくりを進めるこ

とは、大変重要であると考えておりますので、

今御指摘があった条例につきましては、他県の

取組状況なども参考にしながら、その制定も含

めて検討を行ってまいりますとともに、市町村

に対して情報の提供や助言を行うなど、さらに

連携を深めてまいりたいと考えております。

ぜひ早急な条例制定をお願い○髙橋 透議員

したいと思います。隣の大分は、もう市町村ま

で全てが条例制定が済んでおりますので、よろ

しくお願いいたします。

一連の用意した質問は、最後は早口でしたが

終わりましたが、今回のコロナ禍対策で、国が

感染防止対策とか経済対策に莫大な予算を投じ

ました。しかし、その事業のスピードが度々問

われました。

ある識者が、「役所というところは、号令を

かけるのは得意だが、号令をかけた事業が、い

つ、どのように国民に行き渡るのかを想像する

力に欠けている」との指摘をされていたのを覚

えております。

イラストレーターのタナカサダユキさんの短

歌を紹介します。「しばらくは 離れて暮らす

コとロとナ つぎ逢ふ時は 君といふ字

に」。お分かりでしょうか、「君」という漢字

は、片仮名のコとロとナで構成されています。

すごい想像力だなと感心しました。

執行部の皆さんも、その卓越した想像力で、

的確にスピード感を持って諸課題に取り組んで

いただきたいと思います。終わります。（拍

手）

ここで休憩いたします。○丸山裕次郎議長

午後２時52分休憩

午後３時５分開議

休憩前に引き続き会議を開○徳重忠夫副議長

きます。

次は、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） 私のために○河野哲也議員

この時間まで残っていただいて、ありがとうご

ざいます。公明党の河野哲也でございます。

通告に従い、順次質問してまいります。よろ

しくお願いします。

国は、５月14日、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態宣言について、本

県を含む39県を対象地域から除外することを決

定いたしました。

本県においては、これまでに確認された新型

コロナウイルス感染者は17名であり、全ての方

が退院されています。

県内では、４月11日に最後の感染者が確認さ

れて以降、本日まで２か月連続で、新たな感染

が確認されていません。これはひとえに、感染

拡大防止に向けた県民の御理解と御協力をはじ

め、医療・感染症対策従事者の皆様方の御尽力

によるものと、心より敬意を表します。しか
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し、これで安心というわけではありません。公

明党県議団は、５月22日に緊急提言を行いまし

た。

県民の皆様一人として取り残さないために、

様々な提言があるのですが、６項目に絞り、知

事に申入れいたしました。その中から、実現に

向けての知事のお考えを幾つかお聞きします。

まずは、提言１、生活困窮者への支援につい

て、「②貸付制度（緊急小口資金、総合支援金

等）の周知を図り、貸付けが速やかに行われる

ように、窓口となる市町村社会福祉協議会との

連携強化を図ること」ですが、４月６日に市の

福祉事務所に相談者とともに行きました。事務

所のロビーに空いた席はありませんでした。も

ちろん相談室も空いていません。相談者は、離

職から日がたち、生活に厳しさが出始めたとの

ことで、詳しいことは述べられませんが、相談

をすることになりました。

そこで出会えたのが、自立相談支援員の方で

あります。物腰の柔らかい態度で、相談者側の

思いに立って話を聞いてもらいました。何日も

しないうちに、緊急小口資金を貸し付けていた

だけるようになりました。

そのとき感じたことですが、まずは、生活困

窮者の支援に関する膨大な情報を、支援を必要

とする方々に迅速に届けるため、情報発信に工

夫が必要だと考えます。県の対応について、知

事にお伺いします。

各福祉事務所にある自立相談支援機関が相談

窓口になっています。自立相談支援機関とは、

生活保護に至る前の段階から、困窮者を救援す

るため、家計や仕事など生活の困り事に幅広く

対応する相談窓口です。公明党の推進で、2015

年から始まった生活困窮者自立支援制度で行う

事業であります。

収入が減って家計が苦しい、求職活動がうま

くいかないなどの相談に支援員が無料で対応、

必要な支援を一緒に考え、支援計画を作成し

て、寄り添いながら課題解決を手伝います。

計画に基づく支援として、就労に関する助言

や就労体験、家計改善のほか、住宅確保給付金

などがあり、相談者の状況に応じたサービスが

提供されます。今回ほど、この機関が必要であ

るということを、その場に相談者とともにいた

私は実感いたしました。

生活困窮者の支援のため、県の自立相談支援

機関の体制強化が必要だと考えますが、知事の

お考えをお聞きします。

続いて、提言２、観光・レジャー産業への支

援強化として、「②県外客やインバウンド事業

に代わる、県内ツーリズムの普及定着を早急に

図ること」「③宿泊・レジャー施設に使える

「旅行クーポン券」の発行など、県民への利用

促進の対策を講じること」としています。

例えば、星野リゾートは、ウィズコロナ期に

おける旅の在り方として、マイクロツーリズム

を提唱しています。

遠方や海外をイメージすることが多い旅を、

地元に目を向けて楽しむマイクロツーリズムを

推進することで、コロナ期の旅行ニーズに合わ

せたサービスや、地元を深く知るきっかけづく

り、そして、感染拡大を防止しながら地域経済

を両立する観光等、新たな旅をつくっていく。

地元・県内にしっかり光を当てていくことがで

きる。

県民の県内旅行の普及促進を図る必要がある

と考えますが、知事の考えをお聞かせくださ

い。

福祉保健部長にお伺いします。子宮頸がんワ

クチンの定期接種についてでございます。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、乳幼児

の予防接種が激減しています。新型コロナ対応

を優先させるため、がん検診の中止も相次ぎま

した。ましてや、子宮頸がんワクチン接種の件

など、マスコミにも取り上げられない。

２月に質問したときの答弁は、「県として

も、情報を総合的に伝えることの重要性は十分

認識している。国作成のリーフレットを、市町

村を通じて対象者へ周知を図っている。なお、

国においては、情報をより確実に対象者へ届け

る方法等のさらなる工夫について、検討を進め

ている。その結果を生かして適宜適切に情報提

供を行う」というものでした。

結局、例年どおりの動きしかしていないと思

いましたので、再度、今回質問します。

今年の接種の区切りが９月30日になっていま

す。国は今年１月31日開催の第45回厚生科学審

議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会

の「ＨＰⅤワクチンの情報提供の目的及び今後

の方向性について」において、「接種対象者及

びその保護者に対して情報が十分行き届き、接

種をするかどうかについて検討・判断ができる

よう、自治体からリーフレットの個別送付を行

うこととしてはどうか」と、確実な周知のため

に個別送付が必要であると方向性を示されまし

た。

そのことを受け止めた先進的な県、岡山県や

茨城県等々は、市町村への個別送付の協力を促

す通知を早速行っています。本県も具体的な取

組をお願いいたします。

子宮頸がんワクチン接種対象者へ個別に通知

するよう、県から市町村へ依頼する考えはある

か、お伺いします。

壇上からの質問は以上でございます。あと

は、質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、生活困窮者の支援に関する情報発信に

ついてであります。

新型コロナの影響によりまして生活に困窮す

る方々に対して、早期に支援を行き届かせるた

めには、迅速かつ正確な情報発信が重要である

と考えております。

このため県では、生活福祉資金をはじめとす

る支援制度につきまして、市町村、社会福祉協

議会等と連携して、リーフレットや広報紙、Ｓ

ＮＳなど様々な媒体を活用しながら、周知に努

めてまいりました。

現在、県のホームページでは、「新型コロナ

対策特設サイト」を開設しておりますが、この

中で、生活福祉資金や住居確保給付金など、各

種支援制度に関する情報を、さらに分かりやす

く体系的に整理しているところであります。

今後とも、こうした様々な広報媒体を有効活

用するとともに、窓口の対応の充実などを図り

ながら、生活に困窮する方々に必要な情報が

しっかりと届けられるよう、迅速かつ正確な情

報発信に取り組んでまいります。

次に、自立相談支援機関の体制強化について

であります。

県の福祉事務所に設置した自立相談支援機関

では、支援員を配置して、様々な課題を抱える

生活困窮者に対して、関係機関と連携を図りな

がら、居住、就労、家計等の相談対応や、一人

一人の課題に即した制度の活用により、包括的

・継続的に自立に向けた支援を行っているとこ

ろであります。

リーマンショックを上回ると言われる経済の

停滞により、暮らしや経済に対する不安が広が

る中、生活に困窮する方々への寄り添った支援
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というのは急務でありますので、今後、さらな

る支援について、しっかりと検討してまいりま

す。

最後に、県民の県内旅行の普及定着について

であります。

県外及び国外からの大規模な観光誘客が当面

見込まれない中で、「観光みやざき」の再始動

を図るためには、まずは、県民の県内旅行によ

る応援消費に取り組み、県内での経済循環を促

進していくことが重要であると考えておりま

す。

私は、知事就任以来、観光や宿泊などを通し

て、県内の地域の魅力や、ふるさとのすばらし

さを、改めて県民の皆様に再発見していただく

とともに、「ディスカバー宮崎」というような

表現も使っておりますが、県内経済の活性化に

も結びつけていきたいという思いから、「100万

泊県民運動」を提唱しているところでありま

す。

このところ市町村との地域経済懇談会を行っ

ているところであり、可能な限り、その地域に

も泊まるようにしておりますが、先日参りまし

たえびの市のホテルでは、今、やはり県外の旅

行ができないということで、県内を旅行して

回っているという人が徐々に増えてきていると

いう話も伺ったところであります。

こうした県民の旅行したいという気持ちを後

押しする取組を展開する、「100万泊県民運動」

の思いを県民の皆様に共有していただきなが

ら、県外や国外への移動がままならない今こ

そ、そういった後押しをして、県内旅行の普及

定着へとつなげていくことが、県内観光の基盤

に厚みを増すものと考えているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（渡辺善敬君）

えいたします。子宮頸がんワクチンについてで

あります。

ワクチンにつきましては、子宮頸がん予防の

効果が期待されることから、平成25年４月か

ら、予防接種法に基づく定期接種となりました

が、一方で、接種後に起こり得る症状への懸念

もあることから、同年６月、国は積極的な接種

勧奨を控えるよう勧告しているところです。

他方で、今年１月に開催された国の検討会に

おいては、「接種対象者及びその保護者に対し

て情報が十分に行き届き、接種をするかどうか

について検討・判断ができるよう、自治体から

リーフレットの個別送付を行うこととしてはど

うか」との意見が示されました。

こうしたことを踏まえ、県としては、情報提

供の工夫は必要であるという認識に立ちまし

て、市町村に対し、対象者に、ワクチン接種の

意義や効果、接種後に起こり得る症状等を記載

したリーフレットの個別送付による情報提供を

要請してまいります。以上であります。〔降壇〕

知事のおっしゃった県民の県○河野哲也議員

内旅行普及定着について、商工観光労働部長に

具体的な取組をお伺いします。

県民の県○商工観光労働部長（松浦直康君）

内旅行の普及定着を図りますため、「100万泊県

民運動」の取組も踏まえ、４月の補正予算で措

置いたしました「宿泊事業者誘客準備支援事

業」によりまして、県民が県内宿泊施設にお得

に宿泊することができる「県民旅行応援キャン

ペーン」を今月19日から開始することとしてお

ります。

また、本議会で提案しております「旅して応

援！旅行商品造成等支援事業」では、県民が食

や神話、アクティビティーといった本県の魅力

を併せて楽しむことができるような、日帰りバ
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スツアーなどの旅行商品開発の取組を支援した

いと考えております。

今後とも、これらの取組を市町村や観光事業

者と連携しながら行うことで、県民の県内旅行

の普及定着につなげてまいりたいと考えており

ます。

知事の提唱する100万泊プロ○河野哲也議員

ジェクトの具現化ということで、県民の皆様に

安心を返せるかなと思います。

福祉保健部長には感謝いたします。子宮頸が

んワクチン接種対象者へ個別に通知するよう、

県から市町村へ要請していただけるということ

です。ありがとうございます。

防災・減災対策について、危機管理統括監に

お伺いします。

本県も、これから本格的な梅雨、そして台風

シーズンを迎えます。全国的に新型コロナウイ

ルスが収束しない中、感染を広げないよう、自

然災害にどのように備え、行動していくべきで

しょうか。

ＮＰＯ法人環境防災総合政策研究機構の環境

・防災研究所が４月、避難経験のある15都道府

県の住民5,261人に聞いた調査結果によると、新

型コロナの感染拡大が避難行動に「影響する」

と答えた人は73％、影響を受ける行動として、

「車中泊避難をする」が42％で最も多く、「避

難所に行くが、様子を見て避難先を変える」

「感染防止対策をして避難所に行く」などと続

きます。

避難所における新型コロナウイルス感染症対

策について、県の方針はどうなっているか、お

伺いします。

避難所にお○危機管理統括監（藪田 亨君）

ける新型コロナウイルスの感染を防止するため

には、避難所に入所する前に避難者の健康

チェック等を行うことや、３密防止対策など、

通常時の避難所運営に加えた対応が必要となり

ます。

このため県では、避難所運営を担う市町村に

対しまして、対応すべき項目や対応方法などに

ついて取りまとめました「新型コロナウイルス

感染症対策に係る避難所運営ガイドライン」を

作成し、配付したところでございます。

現在、市町村におきましては、このガイドラ

インや国の通知等を参考にしながら、出水期に

備えた対策が行われているところであり、県と

いたしましては、引き続き、市町村の避難所運

営をしっかりとサポートしてまいりたいと考え

ております。

内閣府は、災害時に避難場所○河野哲也議員

での感染を恐れて避難をためらわないように、

危険な場所にいる人は避難をすることが原則と

強く訴えています。

一方で、安全な場所にいる人まで避難所に行

く必要はないとしており、小中学校や公民館だ

けでなく、安全な親戚や知人宅も避難先として

考えることを提案しています。

さらに、避難所ではマスクや消毒液、体温計

が不足することが考えられるため、避難時には

これらをなるべく携帯することを推奨。

また、新型コロナ対策で、市町村が指定する

避難所が変更、増設されている可能性があるた

め、災害時に確認を呼びかけています。

そこで、新型コロナ対策で分散避難やマスク

等の備えについて、本県では県民への周知はど

うしているのか、お伺いいたします。

自宅での垂○危機管理統括監（藪田 亨君）

直避難、安全な場所に住む親戚や知人宅などへ

の避難や車中避難など、避難所以外に避難先を

分散させることは、避難所の過密化を防ぎ、新
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型コロナウイルス感染症対策として有効である

と考えております。

また、県民の皆様には、避難所へ避難する場

合、マスクや体温計等を持参し、新しい生活様

式に基づいて行動していただくことが重要とな

ります。

このため県では、ホームページやメディアを

活用し、多様な避難の在り方とその注意点、避

難時に持参する物や避難所での過ごし方などに

ついて広報を行うとともに、市町村へも、ガイ

ドラインを通して住民への啓発を促していると

ころでございます。

今後とも、市町村と連携しながら、県民への

啓発に努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、自治体にいらっしゃる○河野哲也議員

防災士の方々にもしっかりと協力していただい

て、行動力はございますので、啓発活動につい

ては、防災士の力というのをぜひ利用していた

だきたいなと思います。

林業政策について、環境森林部長にお伺いい

たします。

新型コロナウイルス感染症による林業への影

響を調査するため、林業全般を業務とする会社

の社長とお話をいたしました。

材木価格の下落に伴う林業・素材生産業の状

況を分かるために、山買いの流れについて聞か

されました。

山を買うには、山主との交渉もしくは入札、

どちらにしても買値を決めます。買値を決める

には、伐採する山師、運送等の木材を切り出す

労力、作業道を抜く等々、コスト計算をしま

す。その上で、木材を切り出すときに幾らで売

るのか、山に行き、立ち木を見て判断し、市場

の動向を踏まえた上で決めます。

山を買うときには、立ち木を切り出す期限が

ついているのが慣例です。３年以内の期限が多

いと言われています。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響で国

外輸出の木材が減り、また、景気も悪くなる影

響で木材が売れずに、値が下がっています。平

成２年３月以降の杉の平均単価は9,788円で、１

万円を割っています。

新型コロナウイルス感染症による林業・木材

産業への影響を踏まえた、県のこれまでの取組

をお伺いいたします。

林業・木材産○環境森林部長（佐野詔藏君）

業におきましては、新型コロナウイルス感染症

拡大が、米中貿易摩擦や消費増税等に追い打ち

をかけ、原木価格は下落傾向となりまして、本

県では、森林組合連合会の原木市場の平均価格

が、４月には１立方当たり9,000円まで落ち込ん

だところであります。

このため県では、昨年度末から事業者へのヒ

アリングやアンケート調査等を行いまして、そ

の不安や要望などを把握した上で、４月の補正

予算により、業界と一体となった緊急連絡会議

を立ち上げ、連携体制の強化を図ったところで

あります。

また、ワンストップ窓口を設置し、持続化給

付金や雇用調整助成金をはじめ、様々な支援メ

ニューの周知徹底や相談対応を行いますととも

に、ニーズに応じた専門家を派遣するなど、

セーフティーネット機能を強化し、円滑な事業

者支援を実施しているところであります。

売値を計算して山を買ってい○河野哲也議員

るため、木材の値が下がると、山を買ったはい

いが、切り出すだけ損をするという状況が続い

ているということですね。切り出さずにおく

と、先ほども言いましたが、期限が決まってい

るので、そのままにはできない。ようやく若手
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林業従事者が増加傾向にある中、日当月給制で

働くため、仕事がないことは若手の離職につな

がり、損を承知で伐採を続けているという事業

体も多い。

原木価格の安定及び林業従事者の雇用の安定

に向けた取組をお伺いしたいと思います。

本県の原木価○環境森林部長（佐野詔藏君）

格がこのまま下落を続けますと、伐採を行う事

業者の経営悪化や雇用縮小をはじめ、森林所有

者におきましても、伐採収入の減少が懸念され

るところであります。

このため、原木価格の下支えと雇用の維持・

確保を図ることを目的に、県内７地区におい

て、民有林や国有林の関係者が参加する自主的

な生産調整などを話し合う協議会を設置し、国

庫補助の対象とならない除伐や搬出間伐への補

助、保育間伐における補助率かさ上げなどの支

援事業を行うことといたしております。

県といたしましては、関係団体等とも連携

し、この事業に迅速に取り組むことにより、伐

採事業者等の経営継続や、林業従事者の雇用の

安定につなげてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○河野哲也議員

私が話を聞いた会社の社長は、本当に若手を

大事にするというか、よくこの社長の言動で若

手がついてくるなという社長さんなんですね。

だけど、本当に必死についていこうという中

で、自分がやりたい仕事というのがだんだんで

きなくなっているのを実感していました。そう

いうところで人材育成を支援できたらなと思っ

ています。よろしくお願いします。

農業・水産業政策における全国の失業者の状

況と今後の見通しについて、商工観光労働部長

にお伺いします。

総務省が○商工観光労働部長（松浦直康君）

公表いたしました本年４月の労働力調査により

ますと、全国の完全失業者は、前年同月比で13

万人増加し、189万人となっており、完全失業率

は、前年同月比で0.2ポイント上昇し、2.6％と

なっております。

一方で、厚生労働省によりますと、新型コロ

ナウイルス感染症に関連する解雇や雇い止め、

またはその予定があるとされた労働者は、４月

末の時点では、全国で約3,700人でありました

が、５月21日には１万人、５月29日には１

万6,000人、さらに、６月４日には２万人を超え

たとされており、影響の長期化に伴いまして、

失業者の増加を懸念しているところでありま

す。

本県でのということで、調査○河野哲也議員

をしていただこうと思ったんですけど、全国の

数が確実だということで答弁いただきました。

宮崎はゼロじゃないということで、しっかりと

それを捉らまえて、求職とか、自宅待機を余儀

なくされている他業種の従業員さんを、農業・

水産業の分野で救済しようと、人材の確保に各

地で支援策が打たれています。

報道で、青森県の弘前市では、４月から「休

業者等農業マッチング緊急支援事業」をスター

トさせたとありました。市内で観光業や飲食業

に従事する方などに、市が一時的な就労先とし

て農業経営体を紹介するもので、飲食店などで

アルバイトが制限された大学生も対象としてい

ました。

ＪＡなどと連携しながら、生産現場から求人

情報を集めて求職者とマッチングしていく。こ

れらの方々を受け入れた経営体には、市が２分

の１を助成する。市は、「コロナの影響で困難

な状況にある人たちを、日本一のリンゴ産地と

して支えたいという思いが出発点だった」と説
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明していました。

マッチング緊急支援事業は、コロナの影響で

困っている人々への就労機会の提供と、農家の

人手不足解消の２つの目的が見えます。今後、

地域活性化や地域内の経済循環を進めるきっか

けになると考えますが、新型コロナウイルス感

染症の拡大により雇用情勢が悪化する中で、人

材を農業・水産業分野に呼び込むための本県の

支援策について、お伺いいたします。

雇用環境が○農政水産部長（大久津 浩君）

厳しくなると見込まれる中、農水産業に人材を

呼び込むことは、働く場の提供と、人材不足に

ある農水産業での人材確保の両面におきまし

て、大変有効であると考えております。

このため、本議会に「みやざき農水産就業緊

急対策事業」をお願いしておりまして、具体的

には、農業分野では、法人等への派遣による

「お試し就農」について、受入れ枠を40人か

ら80人に倍増することとしております。

また、水産分野につきましては、１週間程度

の就業体験枠を増やしますとともに、１か月程

度の実践的な研修を創設することにより、受入

れ枠を５名から15名に拡大することとしており

ます。

今回の新型コロナウイルス感染症を契機とい

たしまして、今後、地方への移住の関心も高ま

るものと考えておりますことから、引き続き、

本県の農水産業を担う人材の受入れ体制の充実

と育成強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

最後の項目です。教育行政で○河野哲也議員

教育長にお伺いいたします。

新型コロナウイルスの影響による公立小中学

校、県立学校の休業状況をお伺いします。

新型コロナウイルス○教育長（日隈俊郎君）

の影響による公立学校の臨時休業につきまして

は、昨年度は３月２日、または３日から始まり

まして、学校の終業日までには終了しており、

土日祝日を除いた休業日数は18日程度となって

おります。

また、本年度につきましては、県立学校では

４月21日から５月24日の間の20日間となってお

ります。

新型コロナウイルスの感染者が発生した自治

体の中には、早期に臨時休業に入った自治体も

あり、早い小中学校では４月７日から、遅くと

も終了は５月24日までとなっておりまして、公

立小中学校の全体の休業日数は、17日から30日

となっております。

私がよく紹介します教育研究○河野哲也議員

団体のＴＯＳＳ代表代行の大学教授、谷和樹氏

と、敬愛大学教授で全国連合小学校長会顧問の

向山行雄氏の対談を読みました。

「今回の新型コロナウイルス感染症の拡大

は、深刻な自然災害かそれ以上の影響を与えて

いる。非常時に学校の管理職や学年主任クラス

以上の人たちが持っていなければならない知識

や対応能力は」との問いに向山氏は、「東日本

大震災の津波で、児童・職員が犠牲になった石

巻市立大川小学校の訴訟で、学校の防災体制に

不備があったとする判決が確定。学校にとって

非常に厳しい判決で、学校関係者には、自然災

害に対する危機管理体制の見直しが求められ

る。

感染症では、約100年前に起きたスペイン風邪

の例があり、その時は、日本国内で約45万人が

亡くなったといわれている。医療体制が違うと

はいえ、比率を現在の人口にあてはめると、日

本だけで100万人が亡くなる計算だ。東日本大震

災の死者・行方不明者は関連死を含めて約２
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万2,000人。重大な自然災害と比べても、感染症

の犠牲者は桁違いに多い。学校関係者は、災害

と同じように感染症の拡大にも備える必要があ

る」と語られていました。

「全国一斉休校により、教科書が終わってい

ない事例は相当あるのではないかと思うが、カ

リキュラムを補塡するため、学校にはどのよう

な対応が求められるか」との問いに、向山氏

は、「自治体によっては、ｅラーニングを使っ

て授業を行った学校や、ホームページで課題を

示している学校もあった。一定層の子どもは対

応できるが、ＰＩＳＡ（国際学習到達度調査）

で、習熟度が低い子どもや貧困家庭の子どもが

重大なダメージを受けるのではと危惧してい

る。

学校は未履修単元がどのくらいあるのか、実

態を掌握し、改めて教育課程を再編成してほし

い。学校再開後、学年に応じて、今回の感染症

のメカニズムや予防策などを学ぶ機会を設ける

ことも必要だ」と答えています。

対談相手の谷氏は、「オンラインシステムを

使えば、ビデオで顔を見ながら先生が出席を

取ったり、課題を送信したり、答えを提出させ

たりすることができる」と言っています。「こ

ういった仕組みは、地域社会に格差が激しく、

遅れていると言われるところも相当ある」と分

析しました。今後、ＩＣＴ活用の重要性が改め

て議論されると思います。

向山氏は、「未履修の補塡といった、教育課

程管理も大切だ」とおっしゃっていました。

また、「卒業に関わる一連の行事は、ある意

味「通過儀礼」で、その行事を経験することが

重要 卒業式は重要だという論の展開なんで―

すね 卒業式、謝恩会、送る会などを通し―

て、卒業生は保護者や先生方に感謝し、進学を

意識するようになる。卒業生を見送る在校生に

は、上級生になる自覚が生まれる。これは、日

本の教育の優れた仕組み。一連の行事を行わな

いことによるの負の影響は、目には見えないが

後でボディーブローのように効いてくる可能性

がある。

かつて、東京大空襲で卒業式をできなかった

人たちは、60歳や70歳になってから卒業式をし

た。50年経ってもやりたいという、それぐらい

強い思いがあるということを、私たちは考えて

おく必要があるのではないか。

卒業式は、保護者や教師にとっても重要な行

事だ。保護者は子どもを12歳まで育てた実感が

わき、多くが涙する。

「おめでとう」と言われて、保護者も一段、

飛躍する。教師にとっては、命を削って担任し

てきた子どもたちを送り出す場である。40年間

教師をしても、担当学年を卒業させる機会は、

何十回もあるわけではない。なのに、子ども、

保護者、教師が努力してきたことを、みんなで

喜ぶ場がなくなってしまいました。ですから新

年度以降、「どのように子どもをフォローし、

進級・進学の自覚を持たせるか」という発想が

必要だ」という内容でした。

すみません、ちょっと祝詞が長過ぎて……。

学校における休業期間中の学習支援の取組

と、学習の遅れに対する対応についてお伺いし

ます。

各学校における臨時○教育長（日隈俊郎君）

休業期間中の学習支援の取組としましては、教

科書に即した課題を子供たちに配付し、電話や

家庭訪問等で学習状況を把握するとともに、登

校日などにおいて直接指導を行っております。

また、一部の学校ではオンライン学習も行われ

たところであります。
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各学校におきましては、現在、休業中の学習

の遅れに対応するため、遠足や球技大会などの

学校行事の見直しを図ったり、夏季休業期間等

を短縮し、授業日に充てたりするなど、可能な

限り授業時数を確保できるよう、工夫している

ところであります。

文科省は、新型コロナウイル○河野哲也議員

ス感染症対策に伴う児童生徒の「「学びの保

障」総合対策パッケージ」を６月６日に発表い

たしました。「あらゆる手段で、子供たち誰一

人取り残すことなく、最大限に学びを保障」と

うたい、「感染症対策を徹底しながら、まずは

しっかりと学校での学習を充実、最終学年（小

６・中３・高３）は優先的な分散登校等も活用

し、学習を取り戻す、他の学年は、２～３年間

を見通した教育課程編成も検討し、着実に学習

保障」と通知。

国からの学びの保障に関する通知を受けて、

本県はどのように対応していくのか、お伺いし

ます。

今回の文部科学省の○教育長（日隈俊郎君）

通知につきましては、感染症対策と児童生徒の

学びの保障の両立を図る上での基本的な考え方

と、国としての支援策がまとめられたものであ

ります。

本県としましては、「学校における新しい生

活様式」を示して、感染症対策を徹底するとと

もに、学校での学習が充実するよう、学習指導

員やスクール・サポート・スタッフの役割の比

重を増やすなどの取組を進めてまいります。

また、児童生徒の学びを最大限に保障するた

めに、学校のカリキュラム編成の参考となるよ

う、来年３月までの教育活動の流れをイメージ

できる資料を作成し、周知するとともに、日常

の授業や家庭学習で活用できるデジタルコンテ

ンツの充実を図るなどの支援を行ってまいりた

いと考えております。

今、教育長がおっしゃってい○河野哲也議員

ただきました、「学校ならではの感染症対策を

徹底しながら」というのがついていますけど、

まずは、しっかり学校での学習を充実させると

いうのは外さずに、新しい生活の中でしっかり

学習保障をしていくということでお願いしたい

と思います。

職業系高校の生徒が取得する資格試験の日程

変更があるのか伺います。

職業系高校の生徒が○教育長（日隈俊郎君）

取得を目指す資格検定には様々なものがありま

すが、４月及び５月に実施予定であった試験に

ついては、中止や延期となっているものがあり

ます。

例えば、情報処理推進機構が主催します情報

処理技術者試験のように、年に数回実施される

資格検定の中には、既に１回目が中止となって

いるものがあります。また、年に１回だけ実施

されます国土交通省が主催する測量士・測量士

補試験では、試験日程の延期が発表されており

ます。

なお、６月以降に実施予定の試験につきまし

ては、現在のところ、ほとんどが予定どおり実

施されることとなっております。

我々の時代は、学校全体でこ○河野哲也議員

の資格を取りにいこうというイメージがあった

んですけど、今は個々人が頑張ってしっかり

取っていく。それを担任が支えたり、教科担任

が支えたりしているという状況を聞きまして、

個々人のやる気というか、目指すもの、そうい

う機会を失わせるというのは、子供にとっては

不幸なことだと思うので、しっかりとその支援

をお願いしたいなと思います。
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国民文化祭・全国障害者文化祭の開催も、国

や関係機関と協議中だとお聞きしました。今ま

で様々な危機を乗り越えてきた宮崎です。でき

ることを一つ一つ積み上げ、ぜひ大会を実行し

ていただきたいなと思いつつ、全ての質問を終

わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○徳重忠夫副議長

ました。

次の本会議は、15日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時52分散会

令和２年６月12日(金)
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令 和 ２ 年 ６ 月 1 5 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同
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教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

監 査 事 務 局 長 横 山 幸 子

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

- 125 -



一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、武

田浩一議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○武田浩一議員

ざいます。

まずは、今般の新型コロナウイルス感染症に

より亡くなられた全ての皆様の御冥福をお祈り

いたします。そして、現在も療養・入院中の皆

様の一日も早い回復を願っております。また、

医療従事者をはじめ、全ての関係者の皆様に敬

意を表するとともに感謝申し上げます。頑張ろ

う宮崎、頑張ろう人類。

それでは、通告に従いまして質問をしてまい

ります。

私は毎日串間を出発し、地元大束の山々の

木々やカンショ畑を通り、さんさんと輝く太陽

と青い空、青い海の日南海岸を通り 本日は―

―あいにく日南・串間は大雨でございました

県庁前の美しい楠並木通りを抜け、昭和７年に

建設された県民の誇りであり、趣のある宮崎県

庁正面から入ってまいります。宮崎県民でよ

かったと感じる瞬間でありますし、最近、なぜ

か宮崎の美しさを再確認いたしております。

河野知事は先日、私の地元串間市にオープン

しました「都井岬観光交流館パカラパカ」を視

察されたようですが、感想を伺います。

次に、現在、人類は最大のピンチとも言える

状況でありますが、今後、これをどのように

チャンスに変えるかが問われております。今般

の新型コロナ発生により、東京・都市部への人

口集中がリスクの一つであると認識されており

ます。また近年、地方で暮らすことや、人や自

然との出会いのすばらしさが注目されておりま

す。これまで以上に本県の豊かな自然や伝統文

化をアピールして、宮崎に人々を呼び込むべき

であると考えます。

そこで、新型コロナウイルス感染症の発生を

踏まえた、地方創生に対する知事の思いを伺い

ます。

以上で壇上からの質問を終わり、あとは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、「都井岬観光交流館パカラパカ」につ

いてであります。

都井岬は、自然の魅力にあふれた、本県を代

表する観光地の一つであります。

ただ、このところトイレや飲食ができるよう

な休憩施設がなかったということで、待望の施

設のオープンでありました。このオープニング

セレモニーに私も御招待をいただいておったと

ころでありますけれども、新型コロナウイルス

感染症の影響で出席がかなわず、ぜひ行ってみ

たいという思いがございましたが、施設の営業

が再開されるということで、早速行ってまいり

ました。

この建物のネーミングでありますが、地元の

高校生が命名した「パカラパカ」、御崎馬を連

想させる、大変コミカルな響き、のんびりした

イメージで覚えやすい、すばらしい名前だなと

思いました。また、現地へ行きますと、実際に

駐車場に２頭の馬がいて、野生馬を目の前で見

ることができる、その感動というものはすばら

しいものがありますし、この施設が、雄大な日

向灘を見渡すことができる、しかも都井岬灯台

も見通すことができる、すばらしい立地環境に

令和２年６月15日(月)
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あるということで、日常を忘れ、のんびりと

ゆっくりくつろぐことができる、すばらしい空

間ができたなという印象を受けました。

また、館内には、ＶＲ体験 バーチャルリ―

アリティーと言われる仮想現実でありますが

双眼鏡のような端末を装着すると、360度で―

様々な映像、幸島ですとか、定置網の様子と

か、岬の様子が展開されるものがありました

し、串間市の様々な情報を端末で検索すること

ができるような大型ディスプレーなども置いて

ありました。串間の魅力が凝縮されたすばらし

い施設ができたなと考えておりまして、本県を

代表する観光地にさらなる誘客が図られるよ

う、地元串間市と連携をしながら、しっかりと

情報発信に努めてまいります。

次に、地方創生の取組についてであります。

今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大

によりまして、グローバル経済の脆弱性や、密

になりやすい都市部のリスクが顕在化し、企業

の経済活動はもとより、人々の価値観や社会の

在り方に大きな変化が生まれるものと考えてお

ります。

このような中、これまで進めてまいりました

地方創生の取組に対しまして、改めて違う角度

から光が当てられ、経済的な豊かさとお金には

代えられない価値が調和した、本県が目指す

「新しいゆたかさ」が、さらにその輝きを増し

ていくものと考えております。

大変厳しい状況ではありますが、本県にとっ

てはチャンスも生まれると、前向きに捉えてい

きたいと考えております。このような考え方の

もと、本県の豊かな自然や個性ある伝統文化な

どを生かしながら、良質な雇用の場の確保や子

育て環境の整備、地域における医療の充実を図

り、都市部からの移住やＵＩＪターン、産業の

地方回帰の動きをしっかりと捉えた取組などを

展開することで、地方創生をさらに前に進めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございます。今、○武田浩一議員

串間市は九州最大23基、６万4,000キロワットの

風力発電所、都井岬パカラパカ、串間温泉いこ

いの里の再オープン、そして2021年春オープン

予定の道の駅等々、観光・再生エネルギーのま

ちとして動き出しております。

知事のインフルエンサー力で、美しい日南海

岸から続く県最南端にオープンしましたパカラ

パカの情報発信をお願いいたします。

また、地方創生は日本の未来の形であると私

は思いますし、絶対に達成することが、宮崎の

未来への希望であると考えます。知事の言われ

る、経済的な豊かさと、お金には代えられない

価値が調和した本県の目指す「新しいゆたか

さ」を、県民に実感させていただきたいと思い

ますし、中央部だけでなく、県域全体で体現で

きるよう、各地において良質な雇用の場の確

保、子育て環境の整備、医療・福祉の充実を

図っていただきたいと思います。

知事より、地方創生のさらなる加速化に全力

で取り組むというお言葉をいただきましたの

で、私も微力でありますが、共に全力で取り組

んでまいります。

次に、ＳＤＧｓは持続可能な開発目標と訳さ

れ、2015年に全ての国連加盟国が合意して採択

されました。地球上の「誰一人取り残さない」

と誓い、2019年国連で開かれた「ＳＤＧｓサ

ミット」で、これからを「行動の10年」とする

政治宣言が採択されました。

日本の自治体でも、地域が主体となって取り

組む「ＳＤＧｓ日本モデル宣言」の賛同自治体
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は200を超えています。自治体間の連携だけでは

なく、企業やＮＰＯ、学校など、持続可能な未

来に向けたパートナーシップが広がっているよ

うであります。

そこで、本県では、ＳＤＧｓの目標達成にど

のように取り組もうとしているのか、総合政策

部長にお伺いいたします。

ＳＤＧｓ○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、2030年に向けて国連が目指す、持続可能な

社会づくりの普遍的な目標であり、国の「ＳＤ

Ｇｓ実施方針」に定められておりますとおり、

地方自治体もその実現にしっかりと役割を果た

すことが求められております。

このため、県総合計画におきましては、ＳＤ

Ｇｓを「時代の潮流」の中に位置づけ、施策展

開に当たり踏まえるべき理念とするとともに、

アクションプランにおける５つの重点施策との

関係についても整理をしたところであります。

県といたしましては、この総合計画を推進

し、経済、環境、社会が調和した持続可能な宮

崎づくりを進めることがＳＤＧｓの実現につな

がるという考え方のもと、アクションプランの

目標値の達成に向けた取組を、積極的に推進し

てまいりたいと考えております。

ＳＤＧｓを推進するに当た○武田浩一議員

り、「課題や障壁としてＳＤＧｓは既にやって

います」という企業や自治体は少なくないよう

であります。環境や社会問題に関する取組を挙

げ、17の目標の何番に該当すると当てはめて

やっていると満足しているとの指摘もありま

す。

以前から取り組んできた姿勢や実績はすばら

しいのですが、世界的に見て取組が足りないか

ら、「行動の10年」なのであります。事業や研

究開発の目標を見直したり、社会に問題提起し

たり、次のステップとしてやるべき行動は幾ら

でもあると考えます。

本県の現状を再確認し、足らざるものは何

か、世界の中で何かできることはないかなど考

えていくことが重要であると思います。持続可

能な宮崎づくりをよろしくお願いいたします。

次に、一昨年から症状が見受けられ、昨年、

県南地域を中心に蔓延したサツマイモ基腐病に

ついてでありますが、鹿児島県病害虫防除所の

ホームページによると、「鹿児島県内の育苗ほ

場及び本ぽにおいて，サツマイモ基腐病の発生

が認められる。今後は本ぽでの被害の拡大が懸

念されるため，早期発見に努め，適切な防除対

策を講ずる。」とあります。

カンショ、サツマイモ基腐病の本県内の発生

状況と対策について、農政水産部長に伺いま

す。

本年のサツ○農政水産部長（大久津 浩君）

マイモ基腐病につきましては、１、２月に植え

付けました青果用カンショを中心に、一部の圃

場におきまして、４月下旬以降、数株程度の発

生を確認しております。

本年度は、生産者を含めました関係機関等が

一体となって巡回体制を構築し、圃場の観察を

強化していることから、発生株の早期発見と迅

速な持ち出しにつながっているものと考えてお

ります。

県といたしましては、さらに蔓延防止対策を

徹底するため、種苗供給施設の消毒設備の導入

や、防除効果の高い農薬の早期登録に向けた取

組などを進めております。

本年は、５月30日から出荷が始まりまして、

作柄も良好と伺っておりますが、昨年は９月以

降、集中的な豪雨等により、急速に発生が拡大

したという経緯もありますので、引き続き、危
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機感を持って関係機関・団体と連携を図りなが

ら、生産者の皆さんが希望を持って経営に専念

できるよう、しっかりと支援してまいりたいと

考えております。

ありがとうございます。まず○武田浩一議員

は、昨年度の基腐病に対して、知事をはじめ農

政の県職員の皆様に献身的なきめ細かい対応を

していただき、本当にありがとうございまし

た。カンショ農家、関係者の皆様から多くの感

謝の言葉をいただいておりますので、御紹介さ

せていただきます。

本年度も早掘りの時点で一部の圃場で発生が

確認されたようですが、生産者を中心に関係機

関等の皆様の意識が高く、蔓延防止対策に徹底

されているとお聞きし、安堵いたしました。

少しＪＡ串間市大束管内の実績を紹介いたし

ますと、昨年と比べ、作付面積で76.7％、生産

者数で86.7％、青果出荷数量で78.5％、青果販

売金額で78.4％と計画されております。出荷数

量と販売金額につきましては、一昨年から昨年

度も大きく下がっておりますことも考慮してい

ただきたいと思います。

答弁にもありましたとおり、５月30日から始

まった早堀りカンショは、作柄も良好のようで

ありますが、基腐病の発生は、今後、梅雨明け

後が心配されております。昨年からＪＡ大束管

内では、種芋の全量を他地域から買い入れ、圃

場の残渣処理を徹底してまいりました。基腐病

対策として、近未来技術地域実装協議会を設立

し、ドローンを追加導入し、一斉防除に取り組

んでおられます。

鹿児島県や、本県でも他の地域での発生状況

が心配されております。引き続き、鹿児島県や

関係機関・団体との連携をお願いいたします。

また、早急な殺菌剤の新規登録・拡大を要望

いたします。

次に、土木行政に移ります。

初日に坂口議員から、鎌原副知事の３年３か

月の実績につきましては詳しくありましたの

で、多くを語りませんが、2017年当時の宮日新

聞によりますと、鎌原副知事は、「３月末に人

生で初めて降り立った本県は、雲一つない快

晴。「ものすごく気持ちが軽くなった」だが、

就任後に聞こえるのは人口減少や高齢化、災害

など暗雲のように立ちこめる県民の不安。「宮

崎を古里のように愛し、尽くす」」と誓ってお

られます。

「特にインフラ整備は「まだ途上。東九州自

動車道の県南区間や九州中央道など早期整備へ

の期待が非常に大きい」」と話されておりま

す。

そこで、東九州自動車道県南区間の整備に対

する鎌原副知事の思いを伺います。

私は平成29年４月に○副知事（鎌原宜文君）

副知事に就任しましてから、努めて県内各地を

訪問してまいりました。

その中で、県南地域につきましては、都井岬

など豊かな観光資源に恵まれており、また、農

林水産資源を活用した企業・団体の取組が活発

であることなどから、高速道路による産業・観

光振興などのストック効果の発現が大いに期待

される地域であると認識をしております。

御質問にございました、東九州自動車道の県

南区間につきましては、昨年度は油津－南郷

間、奈留－夏井間が新規事業化されまして、串

間市においては初の高速道路の事業着手とな

り、全線開通に向けた大きな一歩となりまし

た。

また、昨年12月には、清武南－日南北郷間が

令和４年度に開通する見通しであると発表さ
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れ、日南市から北九州市までの約340キロが結ば

れる日がいよいよ間近に迫ってきたことを、大

変うれしく思っております。

私としましては、本県の高速道路が一日も早

く全線開通するよう、県議会の皆様をはじめ、

沿線自治体、関係団体、地域の皆様の御協力も

いただきながら、最後までしっかりと、自らの

責務を果たしてまいる所存であります。

ありがとうございます。御承○武田浩一議員

知のとおり、東九州自動車道県南区間は、地質

学的問題により計画変更を伴う難工事であり、

予算も時間も大きくかかってきましたが、多く

の関係者の皆様の御協力で、全線開通に向け、

何とかめどが立ったような気がしております。

鎌原副知事におかれましては、どのような立

場になられましても、全線開通まで最大の御支

援をいただきますよう、お願いいたします。

また、先ほどの記事の中で、「まずは地域の

声をよく聞いて認識を共有し、必要性や効果を

国に伝えたい」とありました。坂口議員からも

ありましたように、本当に県内全域を回られ、

膝を突き合わせて地域の声を聞いてこられたこ

とに、敬意を表します。

私の地元串間市でも、串間のみちを考える女

性の会、都井御崎牧組合等、副知事のファンが

多くいらっしゃいますので、美しい宮崎県を第

二のふるさととして愛していただき、これまで

以上の御支援をよろしくお願いいたします。

次に、串間市市木、藤、舳地区の方々が心待

ちにしておられます、国道448号のトンネル工事

の進捗状況について、県土整備部長にお伺いい

たします。

串間市藤地区○県土整備部長（明利浩久君）

で施工中のトンネル工事につきましては、トン

ネルの両側から掘削を実施しているところでご

ざいまして、地質が当初想定よりも非常にもろ

いため、掘削面の安定を図ることを目的に、鋼

管を打ち込む工事を追加するなど、現場の安全

を確保しながら、掘削工事を進めてきたところ

でございます。

現在の進捗状況につきましては、５月末時点

で、延長886メートルのうち、約９割となる789

メートルの掘削が完了しているところでござい

まして、引き続き、残る工事を計画的に進め、

一日も早い完成に努めてまいります。

もう少しでありますので、よ○武田浩一議員

ろしくお願いいたします。

次に、同じく国道448号、蔵元橋の歩道整備に

ついてであります。

長年にわたって串間市から要望が上がってい

た案件であります。現状と今後の予定につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

国道448号の蔵○県土整備部長（明利浩久君）

元橋につきましては、路肩が狭く、歩道が整備

されていないことから、歩行者や自転車の安全

な通行に支障があるため、これまで、学校関係

者や串間市、警察署などと通学路の合同点検を

実施し、減速マーキングなど暫定的な安全対策

に取り組んできたところでございます。

しかしながら、東九州自動車道の整備等によ

り、交通量の増加が見込まれる中、抜本的な対

策が必要なことから、側道橋の整備に向け、今

年度、調査・設計に着手することとしておりま

す。

今後とも、関係機関と十分連携を図りなが

ら、早期の整備に向け取り組んでまいりたいと

考えております。

今年度、調査・設計に着手す○武田浩一議員

るということでしたので、安心いたしました。

こちらも一日も早い整備に取り組んでいただき
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ますよう、重ねて要望いたします。

次に、県道都城串間線についてであります。

平成30年９月末の台風24号の影響により、大

矢取地区から市境の５か所において斜面の崩壊

が発生し、全面通行止めの状況が続いておりま

したが、本年６月下旬には復旧工事が完成する

と聞いております。

しかし、まだまだ未改良区間があります。こ

の未改良区間の整備について、今後どのように

取り組んでいかれるのか、県土整備部長に伺い

ます。

県道都城串間○県土整備部長（明利浩久君）

線につきましては、沿線住民の生活を支える重

要な路線であり、延長約23キロメートルのう

ち、約12キロメートルで２車線の整備が完了し

ております。

残る未改良区間約11キロメートルにつきまし

ては、急峻な山間部を通過することから、抜本

的な道路整備には多額の費用と時間が必要とな

ります。

このため、この区間においては、地元の御意

見も伺いながら、特に交通に支障のある箇所か

ら部分的な拡幅等を進めることとしており、現

在、串間市の大矢取工区の整備に取り組んでい

るところであります。

今後とも、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、必要な整備を行ってまいります。

今後とも、必要な整備をしっ○武田浩一議員

かりとお願いいたします。

次に、地域住民の方から特に要望が多い、河

川の掘削であります。

本年度までは、「防災・減災、国土強靱化の

ための３か年緊急対策」がありましたので、今

までより精力的に取り組んでいただいたと思い

ます。しかし、まだまだ住民の皆様の要望に応

えられていないと考えます。河川掘削工事の状

況と今後の取組について、県土整備部長に伺い

ます。

近年、頻発化○県土整備部長（明利浩久君）

・激甚化する浸水被害を受けまして、「防災・

減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」と

しまして、県では、交付金事業により、平成30

年度から今年度までに県管理の158河川におい

て、約200万立方メートルの掘削工事等を実施

し、治水安全度の向上が図られてきているもの

と考えております。

また、昨年の台風19号による大規模な浸水被

害を契機に、地方が単独事業として緊急的に河

川等のしゅんせつ、堆積土砂の除去を実施しま

す「緊急浚渫推進事業」が、令和６年度までの

事業として、今年度新たに創設されたところで

あります。

今後とも、本事業も活用し、安全・安心な暮

らしの確保に向け、浸水被害の軽減に取り組ん

でまいりたいと考えております。

今年度から新たに「緊急浚渫○武田浩一議員

推進事業」が創設され、令和６年度までありま

すので、住宅地及び田畑等の浸水被害の軽減を

よろしくお願いいたします。

次に、近年、想定外の大雨等により、ダム下

流の氾濫リスクが増大しております。

先日、「大雨「３日前放流でダム容量２倍」

に」という記事が出ておりましたが、ダムの事

前放流に向けた取組状況について、県土整備部

長にお伺いいたします。

ダムの事前放○県土整備部長（明利浩久君）

流につきましては、大規模な出水時におきまし

て、既存ダムの貯水機能を最大限活用するもの

であり、治水上有効な手段と考えております。

昨年12月に国が定めました基本方針では、全
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てのダムを対象に検討を行うこととされており

まして、大淀川など国管理の１級水系におい

て、河川管理者、ダム管理者及び利水者との間

で、事前放流の実施方針などを定めた治水協定

が、先月合意されたところでございます。

今後、ダム管理者が関係機関と協議を行い、

具体的な目標水位や緊急時の連絡体制等を定め

た実施要領等を策定し、運用することとなりま

す。

また、一ツ瀬川など県管理の２級水系におき

ましても、１級水系の状況を踏まえながら、ダ

ムの事前放流に向けて取り組んでまいります。

具体的な目標水位や緊急時の○武田浩一議員

連絡体制の実施要領等々、ダムの水位を下げる

ほか、緊急放流を避ける目的もありますが、ダ

ムの水を頼りにしている農家の方々もいらっ

しゃいますので、丁寧な協議を重ねながら、

しっかりと対応していただきますよう要望いた

します。

次に、新型コロナウイルス感染症関連につい

て質問してまいります。

ダムの事前放流の問いで申し上げたとおり、

本県でも近年、想定を超えた大雨等の災害や南

海トラフ・日向灘地震も心配されております。

全国的にまだまだ新型コロナの終息の見えな

い、また、感染症の第２、第３の波も心配され

ております。

このような中、住民の皆様から、コロナ禍に

おける避難所の運営は大丈夫かとの声をお聞き

いたします。実際の運営は各市町村が担うわけ

ですが、県はどのような指導を行っているの

か、危機管理統括監に伺います。

災害時に利○危機管理統括監（藪田 亨君）

用する避難所は３密の状態になりやすいため、

新型コロナウイルス感染症が終息していない現

状におきましては、通常時以上の感染症対策が

必要であると認識しております。

このため県では、市町村向けに、「新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る避難所運営ガイド

ライン」を作成したところでございます。

その主な内容でございますけれども、１つ目

には、避難所における感染防止対策、２つ目

に、発熱等の症状がある者への対応、３つ目

に、多様な避難のあり方の啓発、こういった項

目などにつきまして、目安や事例を示したもの

となっております。

現在、市町村におきましては、このガイドラ

インや国からの通知等を参考にしながら対策が

行われているところであり、県といたしまして

は、引き続きしっかりと市町村をサポートして

まいりたいと考えております。

「新型コロナウイルス感染症○武田浩一議員

対策に係る避難所運営ガイドライン」を作成さ

れたことは、理解いたしました。災害はいつ起

こるか分かりません。早急に各市町村と連携

し、情報の共有をお願いいたします。

次に、市町村においては、このガイドライン

や国からの通知等を参考にしながら対策が行わ

れているとのことですが、実際には、現場の声

を拾い上げ、常にマニュアル等を見直す必要が

あると考えます。

先月、串間市役所で全職員を対象に、新型コ

ロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営訓練

が実施されましたが、どのような感想を持たれ

たか、危機管理統括監に伺います。

串間市で○危機管理統括監（藪田 亨君）

は、「新型コロナウイルス感染症を踏まえた避

難所運営マニュアル」の見直しを行うととも

に、先般、全職員を対象に避難所運営訓練が実

施され、避難所開設に当たっての手順をはじ
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め、健康チェックや３密防止対策などについて

の確認が行われたと伺っております。

このような実働型の訓練は、災害時の円滑な

避難所運営にとって大変重要であり、訓練に参

加した職員一人一人のノウハウの習得はもちろ

んのこと、職員の意思の統一やマニュアルの検

証にもつながったものと考えております。

県といたしましては、今後とも、避難所にお

ける新型コロナウイルス感染症対策の検討・実

施につきまして、訓練の実施も含め、市町村に

働きかけてまいりたいと考えております。

各地域での訓練実施をお願い○武田浩一議員

いたします。これこそ、全国に先駆けてコロナ

禍における避難所運営の宮崎モデルをつくり、

全国に発信していただきますよう、要望いたし

ます。

次に、４月30日から５月22日まで、一人の感

染者も出なかった北九州市で、５月23日から６

月５日までの14日連続で、合わせて135人の感染

者が出ました。本県でも、いつ第２、第３の波

が起こるか分かりません。

そこで、医療機関や高齢者施設に対するマス

ク、消毒液の供給状況について、福祉保健部長

に伺います。

医療機関に対○福祉保健部長（渡辺善敬君）

しましては、国から県に、定期的にサージカル

マスクが供給されており、これまで約110万枚を

感染症指定医療機関や協力医療機関へ優先的に

配布するとともに、その他の医療機関にも、医

師会等を通じ配布をしております。

また、高齢者施設に対しましては、これま

で、合わせて86万枚の使い捨てマスクを県が一

括購入し、市町村を通じて高齢者施設に配布し

たほか、国からは直接、各施設への布製マスク

の配布も行われております。

手指消毒用エタノールにつきましては、医療

機関や施設等からの供給要請を踏まえ、国が各

施設に優先的に供給する仕組みが構築されてお

りまして、この仕組みを活用することにより、

必要量を調達できる状況にあるものと考えてお

ります。

必要量を調達できる状況だと○武田浩一議員

お聞きしました。常在危機であります。常に最

悪を想定して備えていただきますよう、お願い

いたします。

次に、今議会での多くの答弁でも分かりまし

たように、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる受診抑制などで、医療機関の患者数が減っ

ているようです。現状について、福祉保健部長

に伺います。

県内の医療機○福祉保健部長（渡辺善敬君）

関の状況につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響による受診抑制などで患者が減っ

ている医療機関があると、県医師会等から直接

伺っております。

国におきましては、医療機関の経営悪化に係

る資金繰りの支援として、無利子・無担保等の

優遇融資制度の拡充や、診療報酬等の概算前払

いが実施されておりまして、県においては、こ

うした対策について、医療機関等に対し周知を

図ってきております。

また、感染拡大防止の観点から、特例的に電

話やオンラインでの診療が可能となっておりま

して、引き続きこうした取扱いについても周知

を図ってまいりたいと考えております。

優遇融資制度やオンライン診○武田浩一議員

療が挙げられましたが、地域によって、また機

関によってはあまり有効ではない場合もありま

す。医療機関の崩壊は地域の崩壊につながりま

すので、しっかりと現状把握に努め、対応をお
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願いいたします。

次に、新型コロナウイルス感染症患者入院病

床数を見ますと、地域によって大きな差があり

ます。特に、県南圏域での受入れ病床数が少な

過ぎます。圏域を超えての入院体制について、

福祉保健部長に伺います。

日南串間医療○福祉保健部長（渡辺善敬君）

圏域における受入れ病床につきましては、地元

医療機関等と協議を行い、10床を確保したとこ

ろであり、現在、県全体では医療機関の協力を

得て、204床を確保しております。

これまで、感染者が発生した際の対応につい

ては、専門家から成る県の調整本部会議及び対

策協議会で議論を重ね、県の対策本部で決定し

た、新型コロナウイルス感染症に関する第１次

基本的対処方針（保健分野）において、受入れ

可能病床数を超えた場合、調整本部が各保健所

長と連携し、感染者の重症度や各医療圏の病床

数の稼動状況等を勘案しながら、他の圏域の医

療機関へ入院調整するという仕組みになってお

ります。

県南医療圏で感染症指定医療○武田浩一議員

機関４床、協力医療機関６床の計10床でありま

す。住民から見ると、やはり少ないと感じてお

ります。圏域内での設備や人員、感染リスク等

の課題があることは重々承知しておりますが、

県内どこに住んでいても安心して暮らせる医療

体制の構築を要望いたします。

次に、唾液を使ったＰＣＲ検査が保険適用で

可能となり、ＰＣＲ検査の実施拡大が期待され

ておりますが、今後の検査体制について、福祉

保健部長に伺います。

新型コロナへ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の感染を確認するＰＣＲ検査につきましては、

検査を受けられる基準は、風邪等の症状があ

り、医師が総合的に判断し、検査が必要とされ

る方で、従来と変更はございません。

一方で、検査に用いる検体については、これ

まで患者の鼻咽頭拭い液と喀たんを用いており

ましたが、今回、症状発症から９日以内の患者

につきましては、唾液を検体とするＰＣＲ検査

が可能になったことで、検体を採る際の飛沫感

染のリスクが低減することから、医療機関にお

ける検体採取が容易になることが考えられま

す。

そのため、ＰＣＲ検査の実施体制につきまし

ては、現在、１日に最大182件の検査が可能であ

りますが、保険診療での検査や抗原検査の実施

などを含めまして、検査体制の強化に取り組ん

でまいります。

ＰＣＲ検査の実施体制は、現○武田浩一議員

在、１日最大で182件が可能ということでありま

すが、今議会での答弁によると、現在１日平均

６件程度ということであります。

感染リスクやいろいろと基準もありますが、

住民の皆様には、今後検査がどんどん拡大して

いくのではないかという意識がありますが、住

民の皆様との意識の乖離もあるように思いま

す。検査数を増やす方向性も含め、体制強化を

望みます。

次に、先日、福祉保健部長は串間市民病院を

訪問され、江藤院長と感染防止対策等について

意見交換を行ったと聞いておりますが、その感

想についてお伺いいたします。

先日視察した○福祉保健部長（渡辺善敬君）

串間市民病院では、当院の江藤院長が、本県の

感染症対策の第一人者でいらっしゃることもあ

り、新型コロナの感染防止対策等について意見

交換を行ったところです。

当院では、一般患者向けとして、入り口での
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検温器の設置や、診察室のエアコンの目張り等

を行うほか、発熱などの症状がある方向けに

は、専用受付テントの設置や、別動線での専用

外来への案内、専用外来のみで使う移動式レン

トゲンの導入を行うなど、院内での感染防止対

策が徹底されており、大変参考になったところ

です。

一方で、新型コロナの影響で、受診抑制の動

きから来院患者が減っているといった意見も

伺ったところであり、県としましては、今後も

できる限り、現場の意見等を踏まえた上で、必

要な支援について検討をしてまいりたいと考え

ております。

院内での感染防止対策が徹底○武田浩一議員

されており、大変参考になったとお聞きし、串

間市民としてうれしく思います。

江藤院長は、地元大束小・中を卒業された先

輩であり、今春から串間市民病院の院長になら

れました。串間市民に人気のある先生でありま

す。御承知のとおり、市町村の公立病院は、医

師不足をはじめ多くの課題を抱えております。

今後とも、さらなる御支援をお願いいたしま

す。

医療関連の次は、産業分野に移ります。

昨年度、宮崎カーフェリー支援について、議

会でもかんかんがくがく議論を重ね、オール宮

崎での支援が決定されました。

そこで、長距離輸送を支える宮崎カーフェ

リーについて、新型コロナウイルス感染症の影

響を郡司副知事にお伺いいたします。

宮崎カーフェリーに○副知事（郡司行敏君）

つきましては、まず、旅客数でございますけれ

ども、４月は前年の約７％にまで減少し、特に

５月のゴールデンウイーク期間中は約２％にま

で落ち込むなど、大きく減少している状況にご

ざいます。

また、貨物につきましては、外食需要や生産

活動の低下から、加工野菜、牛乳、自動車関連

部品等の減少が見られる一方で、外出自粛によ

る家庭消費の増加等を背景に、ブロイラーや

ピーマンなど一部品目の増加もあり、４月の利

用は、前年の約９割程度となっているところで

あります。

県といたしましては、収束に伴う観光需要の

回復を見据え、旅客の利用促進に対する支援を

今議会にお願いしておりますほか、引き続き、

モーダルシフトの推進により、貨物の確保を

図ってまいります。

これからの本県の農畜産物や○武田浩一議員

観光を支える大きな柱でありますので、利用促

進対策を重ねてお願いいたします。

次に、同じく観光宮崎の空の玄関口である宮

崎空港ビルについて、新型コロナウイルス感染

症の影響を、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

宮崎空港を発○総合政策部長（渡邊浩司君）

着する航空便は、通常、１日50往復が運航され

ておりますが、新型コロナウイルス感染症の影

響によりまして、最大で１日12往復まで減便さ

れ、今年４月から５月までの宮崎空港の利用者

数は、前年比約８％にまで激減しております。

そのため、宮崎空港ビル株式会社では、主要

な事業であるレストラン及び売店の売上高が前

年の１割程度にまで落ち込み、大変厳しい経営

状況であると伺っておりまして、店舗の一部閉

鎖や営業時間短縮、従業員の一時帰休等の対応

を取られております。

県といたしましては、現在、同社の資金調達

に対する支援を行っているところであり、収束

後は、一刻も早い航空便の復便と空港の利用促
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進に、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

売上高が前年の１割程度と○武田浩一議員

は、本当に大変な経営状況であります。また、

従業員の皆さんも大変心配されていることと思

います。本県全体のコロナ後の経済の行方にも

大きな影響がありますので、こちらのほうもよ

ろしくお願いを申し上げておきます。

次に、今議会でも多くの質問がありました

が、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県内

の商工観光分野への影響とその対応について、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

感染症拡○商工観光労働部長（松浦直康君）

大に伴います外出自粛、あるいはイベントの中

止、サプライチェーンの停滞等によりまして、

飲食・サービス、小売、観光をはじめとした幅

広い分野におきまして、経営に甚大な影響が生

じております。

このため、県ではこれまで、資金繰り対策や

小規模事業者への給付金など、事業者の事業継

続等に対する支援を行ってまいりました。

今後は、段階的な自粛緩和等の状況に合わせ

まして、いかに早く経済活動を回復させるかが

課題となってまいります。

このような中、本議会に提案しております、

市町村と連携しましたプレミアム付商品券によ

る消費喚起、あるいは中小企業の販路回復・拡

大への支援など、商工観光分野における経済活

動の再始動に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

売上げ50％減とか、75％減の○武田浩一議員

企業・商店の方々は本当に大変な状況でありま

す。が、県内の中小零細企業、また仕入れをし

て物販している小売業等は少ない利益でありま

すので、売上げが５％から10％下がっただけで

も死活問題のところもあります。

資金繰り対策として、無利子・無担保等の優

遇融資制度の拡充などがありますが、今後、業

績が150％アップのようにＶ字回復でもしない限

り、新たな借入れにも二の足を踏んでいる状況

でもあります。

市町村と連携したプレミアム付商品券には大

変期待しております。しかし、その多くが、大

型店やドラッグストア、ディスカウントスー

パーで消費されることが心配されます。

地域の経済を循環させるためには、多くの県

産品を地元資本の地域の商店等で使用していた

だく必要があると考えます。

本県の本当の意味での経済活動の再始動のた

めにも、そのあたりを酌んでいただき、きめ細

かく市町村と連携していただきますよう、要望

いたします。

次に、宿泊事業者誘客準備支援事業の現状と

今後の取組について、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

宿泊事業○商工観光労働部長（松浦直康君）

者誘客準備支援事業につきましては、観光需要

の回復を図りますため、受入れ環境の整備や、

県民向け宿泊プランの造成に取り組む宿泊事業

者に対し、支援を行うものであります。

まず、受入れ環境の整備につきましては、消

毒液や空気清浄機の購入など、安心安全の確保

をはじめ、Ｗｉ－Ｆｉ整備、音声翻訳機の導入

などの支援を行っておりまして、現在約250か所

と、多くのホテル・旅館に活用いただいており

ます。

また、県民向け宿泊プランの造成につきまし

ては、感染症の状況等を見極めながら、これま

で準備を進めてまいりましたが、今月19日から

販売を開始する運びとなったところでございま
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す。

今後、県民による県内旅行を促進し、応援消

費を拡大することにより、「観光みやざき」の

再始動へとつなげてまいります。

まず、受入れ環境整備の１億○武田浩一議員

円については、現在、予算額の70～80％活用し

ていただいていると聞いておりますので、安心

しております。

また、県民向け宿泊プランについても、今

月19日から販売を開始するとのことで、大変期

待をしております。

受入れ環境整備については、約250か所で活用

されているようです。宿泊プランでは、聞いた

ところによりますと、現在70社程度ということ

でありますので、各市町村の多くのホテル・旅

館に参加していただくよう、今後とも支援・指

導をお願いいたします。

また、今議会で県教委に対して、県内の小中

学校の修学旅行を県内へと検討していただくよ

う要望しようと準備しておりましたが、県教委

から、市町村教委と各校長に県内修学旅行を検

討するようにと通知がありましたので、割愛い

たしました。

宿泊事業者と学校、旅行代理店と協議してい

ただき、場合によっては、修学旅行用の特別割

引プランも考えていただきますよう、部長、よ

ろしくお願いいたします。

実績につきましては、今後期待いたしており

ます。

次に、新型コロナウイルス感染症に伴い、本

県の農畜水産物にも影響が出ています。

特に、県外向けの高級食材で大きいようです

が、本県の肉用牛や養殖魚への影響と対策につ

いて、農政水産部長に伺います。

外食需要の○農政水産部長（大久津 浩君）

落ち込み等により、肉用牛につきましては、枝

肉や子牛価格が低下し、またブリ等の養殖魚に

つきましても、価格の低下や出荷量が減少する

など、売上げに大きな影響が出ております。

このため、関係団体との意見交換や要望を踏

まえまして、まずは、生産者を守る観点から、

融資制度の充実をはじめ、肉用牛肥育経営安定

交付金や漁業収入安定対策等のセーフティー

ネット制度を活用しますとともに、養殖魚の延

長飼育支援などの経営安定対策に取り組んでお

ります。

さらには、消費・販売の活性化を図る観点か

ら、学校給食への食材提供、そして、ネット販

売や直売所等での販売促進活動等によります応

援消費など、各種取組につきましても、市町村

や関係団体一体となって取り組んでいるところ

でございます。

次に、消費拡大策に国庫事業○武田浩一議員

を活用した県産農畜水産物応援消費推進事業

で、学校給食への支援が行われますが、県産食

材の学校給食への提供事業の取組について、農

政水産部長に伺います。

本事業は、○農政水産部長（大久津 浩君）

国庫事業を活用いたしまして、コロナ禍による

販売面で大きな影響を受けている農畜水産物を

学校給食に提供することで、消費拡大を図りま

すとともに、児童生徒への食育の実践を通しま

して、農畜水産業への理解を深めることとして

おります。

既に本県では、４月補正予算により、教育委

員会などの協力を得まして、全国で一番最初

に、和牛肉につきまして提供を開始したところ

であり、さらに６月補正により、地鶏肉や水産

物の品目拡大を進めることとしております。

また、国の事業では品目が限定されますこと
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から、県独自に地域特産物を対象とすること

で、児童生徒が、より身近に地域の農畜水産物

を実感し、将来にわたって、地産地消のよき理

解者・応援団となってもらえるものと考えてお

りまして、引き続き、教育委員会や関係団体と

の連携を図りながら、効果的な学校給食への食

材提供を進めてまいりたいと考えております。

知事の言われる、県内での経○武田浩一議員

済の循環、地産地消の面からも、一番効果的な

事業であると考えます。食育や本県の魅力を小

中学生に伝える大変よい機会であります。

図師議員も言われたとおり、予算をもっと増

やすべきであると私も考えます。県議会に来て

最初に、給食食材の県内利用率の向上を要望い

たしました。今後は、高級食材だけではなく、

県内の農畜産物の食材を、設備の都合等の課題

を克服し、恒久的に予算化し、県内産の利用率

をアップしていただきますよう、要望いたしま

す。

次に、学校における感染症対策はどのように

行っているのか、教育長に伺います。

県教育委員会では、○教育長（日隈俊郎君）

学校再開に当たりまして、国のガイドラインに

基づき、「宮崎県立学校における新しい生活様

式」を策定しまして、市町村にも周知している

ところであります。

各学校では、新しい生活様式に基づきまし

て、登校前の検温や健康観察の徹底、手洗いの

励行、学校内の消毒などの感染症対策に取り組

んでおります。

児童生徒のマスクの着用につきましては、基

本的には着用するよう指導しておりますが、熱

中症等の心配もありますので、場面に応じた着

用を指導しているところであります。

なお、県立学校がマスクや消毒液、非接触型

体温計等の保健衛生用品を購入するための費用

につきましては、先般の補正の措置によりまし

て、学校の感染症対策を支援しているところで

あります。

ありがとうございます。毎○武田浩一議員

朝、駅前で児童生徒の見守りをしていますと、

小学生のほとんどはマスクをしておりますが、

中・高生の自転車通学生はしていないので心配

をしておりましたが、安心いたしました。

今後とも、児童生徒の学校における新たな予

算措置と感染症対策の徹底をお願いいたしま

す。

いろいろな教育関係の方々とお話をすると、

学校休業中のこま数が明らかに不足していると

の意見がありました。小学校６年生、中学校３

年生、高校３年生と、受験を迎える学年は、特

に不安があると思います。

そこで、学校再開後の学習の遅れへの対応

や、急激な環境変化に不安を抱える児童生徒へ

の対応について、教育長に伺います。

各学校では、休業中○教育長（日隈俊郎君）

の学習の遅れに対応するため、遠足や球技大会

等の学校行事を見直したり、夏季休業期間等を

短縮し、授業日に充てたりするなど、可能な限

り授業時数を確保できるよう工夫しているとこ

ろであります。

また、学校再開後の環境の変化に不安を抱え

る児童生徒への対応につきましては、各学校

で、スクールカウンセラー等を活用した教育相

談や、学級担任による丁寧な面談や声かけな

ど、児童生徒が安心して学校生活を送ることが

できるよう、例年以上に、きめ細かな指導に努

めているところであります。

ありがとうございます。学校○武田浩一議員

の行事を削減したり、夏休みを短縮するなど
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で、授業時間数を確保するとのことであります

が、やはり、こま数の不足による児童生徒への

負担はあると思います。

私には中学生の末娘がおりまして、子供たち

の声や保護者の声を聞くことがあります。県教

委の職員の方との質疑の中で、休業後の不登校

の数字は上がっていないとのことでしたが、子

供たちは、大人から見ると、ささいなことでつ

まずいたり、悩んだりします。今回、「スクー

ル・サポート・スタッフ配置事業」が、教員の

事務負担の軽減を図るために出されております

が、スクールカウンセラー等の増員はありませ

ん。どうか、学校に行くのが楽しくなるよう

な、そんな学校をつくっていただきたいと思い

ます。

また、県内修学旅行も重ねてお願いをいたし

ます。

次に、みやざき文庫、北郷泰道氏著の「海に

ひらく古代日向」の中に、串間市から出土した

とされる、日本列島唯一の謎の宝器がありま

す。玉璧、完璧の語源となった宝器でありま

す。

古代中国においては、玉、金、銀、銅の位置

づけであり、福岡県志賀島で出土したとされる

国宝「漢委奴国王金印」がありますが、玉璧は

これに相当、いやその上位に位置するそうであ

ります。中国前漢時代の歴史家である司馬遷に

よって編さんされた「史記」の古事によると、

一国の城と交換するに値するほどであります。

この玉璧は直径33.3センチもあり、世界でも

特別な大きさに分類されております。さらに、

双身の龍文、粟粒状の穀粒文、双身を絡めた鳥

文が描かれ、玉璧の中でも特に手の込んだ部類

であり、穀璧とも呼ばれます。

現在は、旧加賀藩の前田家、公益法人前田育

徳会の所蔵となっておりますが、串間市の国指

定重要文化財「旧吉松家住宅」と西都原考古博

物館にレプリカがあります。

そこで、串間市で出土したと言われる玉璧、

穀璧をはじめ、本県の貴重な文化財を後世に伝

える責任が私たちにあると思いますが、県教育

委員会としてどのように取り組んでいかれるの

か、教育長に伺います。

県では、各地に残さ○教育長（日隈俊郎君）

れた有形・無形の文化財の価値を後世に伝える

ため、博物館等で様々な展示会や講座等を実施

しているほか、県内ゆかりの文化財について、

インターネット上で検索、閲覧できるよう、デ

ジタルミュージアムを開設しております。

さらに、県内各地の学校や施設に出向いて、

子供から大人まで文化財に親しんでいただける

よう、地域の文化財を題材にした移動展示や体

験講座も行っているところであります。

串間市で出土したと伝わる穀璧は、お話にあ

りましたように、直径33.3センチ、重さ1.8キロ

と、かなり大きいものでございますが、日本で

は唯一の欠損のない玉璧と聞いております。県

としましても、大変貴重な文化財であると認識

しております。

これまで県では、穀璧に焦点を当てた展示会

を開催するなど、情報発信を行ってきておりま

すが、地元が進める調査等に対しましても、引

き続き協力してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。今回○武田浩一議員

新しく、くしま郷土史研究会（仮称）を発会

し、まず、６月18日に「古玉璧とその用途」と

題して発表を行います。

今後、年度内に１か月半ごとに１回、会を開

く予定であるそうであります。私なりに串間出

土の玉璧を調べるに当たり、歴史、有形・無形
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文化財が、一部の地域だけではなく県内各地に

数多く存在することを知りました。本県の文化

財を後世に伝えることは、本県観光の新しい切

り口になると予感しております。現在も、西都

原古墳群であったり、神楽であったり、観光や

交流人口の増加、地方創生に役立っていると思

いますが、もっとすばらしい宮崎の未来のた

め、県民の誇りを醸成するためにも、引き続き

調査・研究・情報発信に努めていただきますよ

う、要望いたします。

最後に、今回、新型コロナウイルス感染症関

連で多くの質問がありました。また、知事に対

しても、多くの叱咤激励がありました。期待の

裏返しだと思います。そして、「薄氷の上を重

き荷物を背負って進まなければならない」とも

ありました。宮崎県知事として、しっかり県民

の期待に応えていただきたいと思います。

釈迦に説法ではありますが、御承知のとお

り、経済とは、「世の中を治め人民を救うこ

と」を意味する、経世済民の略語であります。

新型コロナウイルス感染症と共生しながら経済

を立て直すことは、すなわち、「世の中を治め

人民を救うこと」であります。河野知事を先頭

に、県民一丸となって力を合わせ、今日、今か

ら「頑張ろう宮崎、頑張ろう人類」、終わりま

す。（拍手）

次は、脇谷のりこ議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○脇谷のりこ議員

は。自由民主党の脇田のりこです。本日は足元

のお悪い中、また、このような時期にたくさん

の傍聴の皆様方、ありがとうございます。

今回の新型コロナウイルス感染拡大、パンデ

ミックという前代未聞の出来事に、県民みんな

が恐怖心を抱き、不安に駆られ、悩み、暗いト

ンネルに入ったようでした。特に宮崎市の中心

市街地は、コロナの前は新しい飲食店の出店が

目立ち、夜がにぎやかになっていただけに、３

月の閑散とした街、そして、４月、５月とだん

だんと人がいなくなってまいりました。

現在、橘通り３丁目を中心とした中心市街地

に住んでおられる人は、令和元年度時点の住民

基本台帳から拾い上げて9,154人です。３年前か

らすると218人増えています。住んでおられるの

で、町なか周辺での買い物や飲食をされること

になります。さらに、外から町なかに入ってこ

られる人も数えれば、約１万人弱は毎日の往来

人口だと考えられます。その約１万人が、コロ

ナの影響で買い物や飲食店に出ていかなくなっ

たのです。

閑散とした飲食店街は、４月16日に全国に緊

急事態宣言が発令される前から、県に対して休

業要請をしてくれるよう要望されていました。

ある飲食店は、周りのお店が閉めても営業して

いましたが、緊急事態宣言後は全く来店者がい

なくなったので、開店休業状態であり、「早く

休業要請してくれ」とおっしゃっておりまし

た。もちろん、休業要請されたら補償もセット

ですから、飲食店も対象になるだろうと思って

おられたはずです。既に隣の３県も休業要請を

していたことで、ようやく緊急事態宣言から１

週間後の４月24日に、県が休業要請を出しまし

た。そのとき知事が記者会見でおっしゃったこ

とは、「飲食店さんがテイクアウトなどをされ

ていて頑張っておられるから、休業要請するの

は忍びない、緊急事態宣言が解除されたときの

リスクを考えて、休業要請をしないで経済を回

していくと思っていたが、自分の真意が県民に

伝わらなかった。県民とのずれがあった」とい

うことでした。

休業要請が遅かった点については、知事も反
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省の言葉を述べておられます。ところが、休業

要請されて、自分たちは当然その対象に入って

いるだろうと思っておられた飲食店や居酒屋

は、休業要請の対象施設が、スナックやバーな

どの遊興施設と、パチンコやゲームセンターな

どの遊技施設となっており、自分たちは対象外

であることを聞いて、とても憤慨されていまし

た。「スナックやバーは対象になって、なぜ居

酒屋は駄目なのか。その線引きはどこにあるの

か」との質問が多く、特措法にのっとっている

ことをお伝えしましたが、私も納得がいかな

かったのも事実です。

27日月曜日の夕方に、休業要請の協力金が10

万円という金額が出て、さらに、小規模事業者

事業継続給付金という、売上高前年同月比75％

減少した事業者に20万円という金額が出たとき

には、もう飲食店や居酒屋の怒りはさらに大き

くなっていました。75％減少というのは倒産寸

前の数字だと。

そして、翌28日が臨時会初日で、この２つの

議案が出てきました。飲食店や居酒屋などから

は、「知事は我々の苦労を知らないのか。休業

要請の対象にならないばかりか、75％減少とい

うのはひど過ぎる」と、もっともな御意見に、

私も身につまされました。

県議よりもっと身近な市議会議員には、問合

せや苦情が多く、県議会への不満も大きかった

と思います。それほど多くの県民が不安と怒り

の声を上げていたのです。

28日の議案提出から29日の休日を挟み、30日

に可決となったのですが、29日の休みの日も気

が休まることはなく、何もできない自分に腹を

立てつつ、どうにかならないかと焦っていまし

た。県庁職員も連日連夜、仕事で県庁に詰めて

おられたはずです。

そんな休みの日に知事といえば、トレーニン

グと状況視察を兼ねて、クロスバイクで綾町の

ほんものセンターまで行かれているのを、フェ

イスブックに上げておられました。休みですか

ら何をされてもよいのですが、県民の意識とず

れがあったとおっしゃったのに、この状況がわ

かっておられるのだろうかと、啞然としまし

た。飲食店さんの怒りにまた油を注ぐことにな

りました。フェイスブックなどＳＮＳをされて

いる方は一部でしょうから、知事のコメントや

写真を見ていらっしゃらない方も多いとは思い

ますが、知事は私たちと違って県のリーダーで

すから、大型連休に入る前の県民の不安な気持

ちや、売上げの落ちた事業者がこの先どう生き

ていけばよいかという失望感など、県民の痛み

を感じて、それを言葉にしていただきたかった

という思いです。口幅ったいことを申し上げて

すみません。

緊急事態宣言解除後は、事業者の皆様も前向

きに頑張っておられますが、まだまだ期待する

ほどの成果は見られません。

そこで、知事にお伺いします。休業要請をさ

れた日の知事の記者会見でおっしゃった、「緊

急事態宣言解除後のリスクを考えて、休業要請

をしないで経済を回していく」ということです

が、このリスクとは何だったのでしょうか。

そして、宣言解除した後の現在のリスクの状

況をどう見ておられるのか、お伺いします。

あとは質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、休業要請についての御質問であります

が、休業要請は、新型コロナウイルス感染症の

蔓延防止のための措置ということでありまし
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て、４月11日、東京都を皮切りに、感染が大い

に拡大している都市部を中心に、まずは導入さ

れたものであります。

本県としては、都市部と比べて感染が蔓延し

ている状況にないということで、休業要請はし

ないという判断をしておったところでありま

す。

―ただ、特に経済界などを中心としまして

この休業要請には法律上、補償がセットで制度

化されているものではありませんが、事実上、

協力金という形での経済支援が行われてきたと

ころでありまして 休業要請について、経済―

的な支援であるというような意味合いで受け止

められておったと考えております。

本県におきましては、小規模事業者の継続

の20万円の給付金によりまして経済対策を行っ

ておるところでございますが、休業要請を出す

タイミングとこれが同じになったということ

で、様々な混乱も生じたということで、指摘に

ついては受け止めておるところでございます。

御質問の反動リスクについてでございます。

本県では、感染が蔓延している状況にはない

ということで、仮に一たび休業要請という強い

措置を行うとしますと、解除後の反動リスク、

すなわち自粛疲れから開放された反動で、人と

の接触が急増するリスクが懸念されますことか

ら、早期の経済復興を目指す観点からも、休業

要請を行わないこととしておったところであり

ます。

例えば、他の自治体の例で恐縮であります

が、北海道におきましては、全国の中でも早い

タイミングで感染が拡大している状況の中で、

大変御苦労されましたが、道独自の緊急事態宣

言を２月28日から３月19日まで出されたところ

でありますが、これによりまして、一定の抑制

効果は見られました。ただ、解除後には、４月

のはじめ、より大きな第２波として感染者数が

急増した例というものがあったところでありま

す。

こうした反動リスクには十分注意をする必要

があるということで、その考え方は、本県独自

の言わば出口戦略であります「強い警戒態勢」

においても、この考え方に基づいて取り組んだ

ところであります。

本県におきましては、大型連休を前に、休業

要請がなされた近隣県からの県をまたいだ移動

を抑制するために、休業要請を導入いたしまし

た。５月11日より、全国の中でも早いタイミン

グでこれを解除したところでありますが、単に

解除をすると反動のリスクがあるということ

で、ガイドラインの作成や即時休業要請の導入

という強い警戒態勢で、徐々に解除をしていこ

うということで行ったところであります。

「コロナとともに生きる社会」にある中で、

様々な県民に対する行動要請、強い行動要請も

行わざるを得ない状況はありますが、それに対

する反動リスクもしっかり見極めていく必要が

あるということであります。

幸いにも本県では、休業要請や緊急事態宣言

が解除された後も、新たな感染を生じておりま

せんが、感染が再拡大するリスクは、今後も同

様に続くものと考えておりますので、引き続き

十分に注意をしてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

今、知事が首都圏とは違う○脇谷のりこ議員

というふうにおっしゃいましたけれども、やは

り北海道と宮崎では、気候も風土も、そして人

口も違います。ましてや宮崎市は、よく皆さん

方は東京の歌舞伎町と同じような感じで思って

いらっしゃる方も多いので、やはりそういう首
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都圏とは違うということで、宮崎県ならではの

風土や文化、県民性を十分考慮して、これから

も、経済と感染拡大のバランスを取っていただ

くよう、お願いいたします。

それでは、休業要請についてお伺いします。

スナックやバーなどは対象になって、居酒屋

は対象外だという根拠はどこにあるのかなど、

線引きに対する質問は多かったと思います。

九州のほかの県を調べてみたところ、例えば

鹿児島県は、飲食店等に対して休業、または夜

８時までの営業時間短縮の要請をして、協力金

として、個人事業主に10万円、中小企業20万円

を出しています。長崎県も同じく、飲食店等に

時間短縮の営業を要請して、協力金を１事業者

当たり30万円、佐賀県も、飲食店に時間短縮営

業を要請して、その協力金が１店舗当たり15万

円、熊本県は、飲食店を休業要請の対象にせ

ず、営業時間短縮の要請もしなかったので、宮

崎県と同じですが、国の持続化給付金の対象に

ならなかった売上高の減少率30％から50％未満

の事業者に対して、個人事業主10万円、法人

は20万円の事業継続支援金というのを出してい

ます。福岡県も同じく、30％から50％減少した

事業者に最大50万円の支援金を給付していま

す。

このように、休業要請、あるいは時間短縮営

業の要請として協力金を出すという考え方、そ

して、国の持続化給付金がもらえない、30％か

ら50％の売上げ減少の事業者を支援するという

考え方、どちらも、スナックやバーなどの遊興

施設はもちろんのこと、テークアウトなどを頑

張っておられる飲食店にも支援が行き渡るとい

う仕組みをつくっておられます。

宮崎県はどうでしょうか。休業要請したとこ

ろにだけ協力金を出されましたが、なぜ飲食店

等に時間短縮営業を要請されなかったのか、福

祉保健部長にお伺いします。

本県では、大○福祉保健部長（渡辺善敬君）

型連休を前に、九州各県で休業要請がなされた

ことにより、県外からの来県を誘発しかねない

リスクが高まった状況や、県内様々な団体から

の提案・要望も踏まえて休業要請を実施したと

ころです。

そのため、今回の休業要請は、県外からの人

の移動の誘因になる施設として特に留意すべき

施設や、避けるべき密閉、密集、密接、いわゆ

る３密がより濃厚な形で重なる施設として、遊

技施設と遊興施設を対象とし、居酒屋は休業及

び時間短縮営業の要請対象とはしないという取

扱いとしたところであります。

これらは、新型インフルエンザ等特措法の感

染拡大防止の観点を軸にしつつ、当時の感染状

況や経済社会、県民生活へ与える影響等を考慮

し、総合的に判断させていただきました。

ちょっと意味が分からない○脇谷のりこ議員

んですけれども。

では宮崎県は、国の持続化給付金の対象にな

らなかった30％から50％減少の範囲を支援せ

ず、75％というあまりにもハードルの高い減少

率に設定されました。なぜ75％だったのでしょ

うか。他県を参考にされたのであれば、30％か

ら50％を設定することもできたと思いますが、

それをしなかったのはなぜでしょうか。

また、75％売上げが減少して給付金を支給さ

れた業種はどの業種が一番多かったか、商工観

光労働部長にお伺いします。

小規模事○商工観光労働部長（松浦直康君）

業者事業継続給付金は、感染症拡大による売上

げの大幅な減少によりまして、休廃業も懸念さ

れるような厳しい状況に置かれた事業者が多数
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おられたということで、この方々に緊急に資金

を手当てしなければならないということがござ

いまして、国の持続化給付金の対象となる事業

者の中でも、特に売上げの落込みが大きい小規

模事業者の方々を対象としたものでございま

す。

５月末日現在での申請件数が4,946件となって

おり、内訳といたしましては、飲食業が最も多

く、全体の約47％、次いでサービス業が約17

％、小売業が10％となっており、この３業種で

全体の約74％を占めております。

75％減少に対する理由は聞○脇谷のりこ議員

きましたけど、30％から50％をなぜ対象としな

かったのかという理由は言われなかったような

気がいたします。

また、75％減少というのは飲食業と言われま

したけれども、先日、スナックが一番多いと担

当者からお聞きしております。

例えば、スナックを一人でやっておられ、休

業要請されて10万円、75％売上げが減少したと

して20万円、国の持続化給付金が上限の100万円

もらえたとして、合計で130万円は給付されるこ

とになります。あるカウンター席だけの飲食店

に行きましたら、休業要請ではないので、もち

ろん10万円はもらえず、テークアウトなどの努

力をされていて、前年同月比47％の売上げ減

少、持続化給付金ももらえず、給付金は全くの

ゼロ、融資を受けなければならなかったとのこ

と。この不公平感は何なのでしょうか。テーク

アウトをしたり、顧客のためにお店を閉めな

かった飲食店や居酒屋が、50％減にならずに給

付金がゼロという、頑張ったお店が報われない

理不尽さをどう感じられるでしょうか。それで

も、「これからまたこつこつと頑張っていきま

す」とおっしゃる飲食店や居酒屋さんの前向き

な言葉に救われました。

宮崎市では、ニシタチの店舗を応援するた

め、プレミアム付飲食券というのを既に出して

おり、１日で完売したそうです。ほかの市町村

も独自でプレミアム付商品券を出しています。

県が出すことになっているプレミアム付食事券

は先日、予約販売が開始されました。そして、

今回の補正予算で、県と市町村が案分して30％

上乗せするプレミアム付商品券があります。プ

レミアム券ばかりになって、訳が分からない県

民の方から質問をいただくので、このプレミア

ム券について整理していただきたいと思いま

す。

県としてどのような考えで取り組んでいるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

現在、宮○商工観光労働部長（松浦直康君）

崎市のほか、日向市、西都市、国富町、新富町

におきまして、飲食店向けのプレミアム付商品

券が販売されております。県におきましては、

まずは、特に売上げが大きく落ち込んだ飲食業

の消費喚起を行う目的としまして、「宮崎県プ

レミアム付食事券」の販売を開始したところで

ございます。

その次の段階として、飲食業に限らず、幅広

い業種を対象に、県全体の消費を回復させるこ

とを目的といたしましたプレミアム付商品券の

発行事業を、今議会に提案しているところでご

ざいます。これは、発行総額を約50億円とし、

県と市町村が一体となって取り組むことに主眼

を置いたものであります。

今後とも、落ち込んだ本県経済の活性化に向

け、市町村や関係団体と連携を図りながら、必

要な施策にスピード感を持って取り組んでまい

ります。

個人事業主でも持続化給付○脇谷のりこ議員
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金だけではこの後の事業が成り立たないと、

早々に融資をされていたようですが、県の中小

企業融資制度における融資状況について、商工

観光労働部長にお伺いします。

県では、○商工観光労働部長（松浦直康君）

３月に新型コロナウイルス感染症に対応した県

独自の貸付けを創設いたしますとともに、５月

には、全国統一要件の貸付けを設け、これらを

合わせて中小企業の資金繰り支援を行っている

ところであり、５月末現在での信用保証協会に

よります保証承諾の実績は、2,982件の約442億

円となっております。

また、その推移を見ますと、４月が約110億

円、５月が約321億円と、この２か月で急激に伸

びておりまして、平成20年にリーマンショック

がありました際の６か月間のセーフティーネッ

ト関連保証実績と比べましても、約２倍となっ

ております。

企業活動は徐々に再開されておりますけれど

も、景気の先行きはまだ不透明でありますこと

から、今後も、資金の需要は一定程度続くもの

と見込んでおります。

ぜひ御支援のほどよろしく○脇谷のりこ議員

お願いします。

県のホームページに、「県民の声」という

コーナーがあります。電話やメールなどで御意

見をお寄せいただき、年度ごとに主な意見とそ

の回答が載せてあります。今年度はまだ途中な

のでホームページに掲載されていませんが、こ

のコロナ禍では、たくさんの意見が寄せられた

のではないかと思います。どのような意見が来

たのでしょうか。一番多かった意見と件数につ

いて、総合政策部長にお伺いします。

「県民の声」○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、はがきや電話、メールなどで県民の皆様か

ら直接、御意見をいただく重要な仕組みであ

り、受付件数や主な意見、それに対する回答な

どにつきましては、県のホームページで公表を

しております。

受付件数につきましては、昨年度１年間で233

件でありましたが、今年度は５月までの２か月

間で597件となっており、昨年度の件数を既に上

回っております。

また、意見のほとんどが新型コロナウイルス

感染症に関するものでありまして、最も多かっ

たのは、学校の臨時休業に関する意見で、163件

となっております。

学校の臨時休業についての○脇谷のりこ議員

意見が多かったとのことですが、それについて

どのような対応をされたのか、教育長にお伺い

します。

今、総合政策部長か○教育長（日隈俊郎君）

らありましたとおり、３月の全国一斉臨時休業

以降、学校の臨時休業に関し、県民の方々から

様々な声が寄せられました。

内容としましては、学校の長期休業による学

習の遅れや、学校再開時の感染への不安等が多

くを占めておりまして、いただいた御意見につ

きましては、関係所属間でしっかりと情報共有

を行ったところであります。

また、提言者への回答が必要であると判断し

た場合には、新型コロナウイルス感染症対策本

部会議で決定した内容とともに、国のガイドラ

インや県内の感染状況を踏まえた、私ども県教

育委員会の判断について丁寧に説明させていた

だき、県民の不安解消にできる限り努めてきた

ところであります。

このホームページの「県民○脇谷のりこ議員

の声」というのは、大変良い取組だなと思って

おります。また、その回答についても丁寧に答
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えられたということですので、今後とも、どう

ぞよろしくお願いいたします。

感染者が確認されたときに、宮崎県知事と宮

崎市長が同日会見されていたことがありまし

た。別々に記者会見されたりしていたんです

が、どのような役割分担となっているのでしょ

うか。

また、感染者について、様々な憶測が流れま

した。今はメールの時代ですから、すぐに拡散

され、感染者本人だけでなく、家族の方にまで

被害が及んだのではないかと思います。

デマ防止のために、感染者の必要最小限の情

報はもっと出すべきではないかという意見もあ

りましたが、それについての見解を福祉保健部

長にお願いします。

感染症法第16○福祉保健部長（渡辺善敬君）

条では、患者の発生状況や予防策などの情報の

公表は、都道府県または保健所設置市の責務と

されております。このため、役割分担として

は、患者が宮崎市保健所管内にお住まいの場合

には宮崎市が、それ以外の場合は県が公表する

こととしております。

ただし、県内１例目につきましては、県全体

の予防策について全体像をお示しする必要があ

るということで、知事がまず会見を行い、次に

宮崎市長が行ったところであります。

公表に当たっての基本的な考えにつきまして

は、感染症法の規定に基づき、感染症による健

康リスクが個人や社会に与える影響を最小限に

するという観点を持ちつつ、感染症の蔓延防止

に必要な範囲で公表するというものです。

今後とも、患者とその御家族の人権の尊重を

しつつ、必要な情報についてはしっかりと公表

を行っていきたいと考えております。

それでは、今回のコロナ関○脇谷のりこ議員

連の情報発信についてお伺いします。

県民は、テレビ、ネット、新聞などで情報を

得ていると思いますが、高齢者などネットを使

わない人は、テレビや新聞などから情報を得て

いる人が多く、その情報が東京や大阪などの首

都圏の状況が多かったために、「それが宮崎県

でも起こっているのでは」との恐怖心がとても

大きかったと感じました。

宮崎県は17人の感染者でありましたが、首都

圏のニュースやワイドショーなどで恐怖が増

し、県民の方が自粛警察のように、お店や県外

の人たちの行動に対する非難を声高に言われた

のも、情報に対して疑心暗鬼になっておられた

からではないかと思います。

まずは、県民の不安を取る発信をしていただ

き、同時に、県民の欲しい情報を逐一発信して

いただくことが必要かと思います。今回、情報

発信の在り方について課題はなかったのでしょ

うか。今後県として、県民に正しい情報を分か

りやすく丁寧に詳しく伝えるために、どのよう

に情報発信をしようとしているか、総合政策部

長にお伺いします。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症対策におきましては、県民の安全

・安心な生活を確保する観点から、迅速かつ正

確な情報発信が何より重要であると考えており

ます。

このため県では、新型コロナウイルス感染症

対策を最も重要な広報テーマとして位置づけ、

県ホームページや県政テレビ・ラジオ番組、新

聞広告などを活用した分かりやすい発信や、報

道機関への速やかな情報提供に取り組んでまい

りました。

また、県ホームページにおきましては、新た

に新型コロナ関連の情報を集約した特設サイト
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を開設し、感染防止対策や各種支援策など、県

民が必要とする情報を、より分かりやすく提供

する取組を進めてきているところであります。

今後とも、必要な情報がしっかりと届きます

よう、県民目線に立った情報発信に取り組んで

まいりたいと考えております。

最近、コロナ関連の特設サ○脇谷のりこ議員

イトが出来上がりましたけれども、遅いです。

ほかの自治体はもっと早くに立ち上げておりま

した。県民の方が給付金などの詳細を検索する

のに大変手間取っていたというのが分かってお

りますので、有事の際には、分かりやすく丁寧

にできるように、ホームページにも特設サイト

などをつくるようにお願いいたします。

続いて、医療従事者の現場を見てこられた渡

辺福祉保健部長にお伺いします。

私たちが入ることのできなかった医療現場は

どうだったのでしょうか。様々な風評被害への

不安もあったのではないかと思います。医療従

事者の声を聞いてこられ、どのように思われた

か。そして、今後どのような対応策を考えてお

られるのかお伺いします。

実際に新型コ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ロナの患者を受け入れていただいた病院などに

つきましては、知事、副知事の訪問と軌を一に

しまして、私も訪問をし、医師や看護師の皆様

から、治療の状況や患者に対する思いをお聞き

してまいりました。

新型コロナの感染患者に対応する看護師など

医療従事者につきましては、感染を拡大させな

いよう、自らの感染への不安や家族への感染拡

大の不安の中で、強い使命感を持って必死に業

務を行っていただいており、心から感謝を申し

上げたいと思っております。

このようなことから、国の第２次補正予算に

よって、慰労金の予算が確保されたところであ

りますので、こうした制度の活用を検討すると

ともに、必要な医療資機材の整備等についても

しっかりとサポートしてまいります。

一方で、医療従事者に対する風評被害や偏

見、誤解などが全国的な問題となっており、私

も大変心を痛めております。多くの県民の皆様

も、医療従事者に対する感謝の気持ちを表して

いるところであり、今後とも、現場の声をお聞

きしながら、医療従事者の皆様が安心して医療

に従事できるような環境をつくってまいりたい

と考えております。

ありがとうございます。そ○脇谷のりこ議員

ういう言葉を待っておりました。医療従事者の

皆様方も喜んでおられると思います。

それでは最後に、知事にお伺いします。

今後、コロナと共生しながら経済を発展させ

ていくために、宮崎県ではどのような経済対策

を展開しようとしているのでしょうか、お伺い

いたします。

「コロナとともに生き○知事（河野俊嗣君）

ていく社会」におきまして、経済を維持・発展

させていくためには、感染リスクをゼロにする

ことは困難との前提に立ちまして、新しい生活

様式の確立と、段階的な地域経済の再始動を図

りながら、社会の変化に的確に対応していくこ

とが重要であると考えております。

その際に、しっかりと県民の皆様に情報をお

届けすること、そして、現場の実態を踏まえる

こと。先ほど来、一連の御質問の中で御指摘を

いただいておりますが、まさにそのとおりとい

う思いで伺っておりました。特にテレビ等のメ

ディアで、圧倒的に、都市部の感染状況なり対

策というものの情報が入ってくる県民の皆様

に、県の状況、そして県の施策を的確にお伝え
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することに、今後とも意を用いてまいりたいと

考えております。また、現場の厳しい実態、そ

して、県の施策に対する様々な御指摘の声を

しっかり受け止めてまいりたいと考えておりま

すし、私自身も可能な限り、現場の状況を把握

したいという思いで、先ほど、綾のほんものセ

ンターを自転車で訪れたという御指摘がありま

したが、あの現場における集客の状況、それか

ら感染防止の状況等も確認しましたし、空いて

いる時間で、先ほど御指摘がありました、串間

のパカラパカですとか、川南のＰＬＡＴＺ、ま

た、様々な施設の訪問をし、現場の実態、そし

て、首長との意見交換による町なかの飲食店の

状況などの把握にも努めているところでありま

す。

本県におきましては、先月末、「新型コロナ

ウイルス感染症経済対応方針」を策定したとこ

ろでありまして、まずは経済活動の基盤とし

て、感染拡大防止策の充実・強化を図り、その

上で、地域経済の再始動の取組と、持続可能な

経済・社会づくりを加速する取組を進めること

としております。

また、さらに目を先に転じまして、収束に向

けて希望の光を取り戻すため、産業構造の変化

に対応した取組の強化や、観光需要の回復に合

わせた施策などにも取り組み、本県経済のさら

なる発展を図ってまいりたいと考えておりま

す。

ハンス・ロスリング著の○脇谷のりこ議員

「ＦＡＣＴ ＦＵＬＮＥＳＳ」の本には、10の思

い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく

見る習慣として、様々な本能が取り上げられて

います。

例えば、ネガティブ本能を刺激する要因は３

つあって、１つが、あやふやな過去の記憶、２

つ、ジャーナリストや活動家による偏った報

道、３つ、状況がまだ悪いときに「以前に比べ

たらよくなっている」と言いづらい空気だそう

です。そのネガティブ本能を抑える方法は、

「悪い」と「よくなっている」という２つの考

え方を同時に持つことと言っています。

これから、コロナと共生しながら経済を活性

化していくのですが、知事におかれましては、

「悪い」と「よくなっている」を同時に持って

もらって、これからの宮崎をリードしてくださ

ることを期待いたします。

続いて、教育行政についてお伺いします。

県議になった最初の一般質問でもトイレの洋

式化について質問しましたが、今回の補正で県

立高校の女子トイレを洋式化する予算を上げて

いただきました。ありがとうございます。

それでは、現在の県立高校の男女別の洋式化

率と、その改修時期はいつごろになるのか、ス

ケジュールを教えてください。

県立高等学校等38校○教育長（日隈俊郎君）

における生徒用のトイレの洋式化率でございま

すが、今年４月時点で25.2％となっておりま

す。その男女別の内訳でございますが、男子に

比べ、女子の場合は大便器の総数が多いため、

男子トイレが30.4％、女子トイレが22.5％と

なっております。

また、今回の補正予算を御承認いただいた場

合の改修工事の時期についてでございますが、

学校によって、トイレブースの改修が必要とな

るなど、手間のかかる場合もありますので、最

短では９月頃、最長でも12月頃の完了を目標に

取り組んでまいりたいと考えております。

なお、このことにより、全体の洋式化率を

約36％まで引き上げることができるものと考え

ているところであります。
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今後とも、生徒がより衛生的な環境で過ごせ

るよう、県立学校の教育環境整備に努めてまい

りたいと考えております。

さらに洋式化率を上げてい○脇谷のりこ議員

ただきますように、よろしくお願いたします。

続いて、「ＧＩＧＡスクール構想」について

お伺いします。

ほかの議員さんも多く質問されていたＩＣＴ

教育やオンライン教育と同じ意味ですが、文科

省がコロナ禍での学校休業において、「ＧＩＧ

Ａスクール構想」を積極的に推し進めておりま

すので、改めて、本来目指しているものはどの

ようなものなのか、教育長にお伺いします。

国が進める「ＧＩＧ○教育長（日隈俊郎君）

Ａスクール構想」とは、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0と

言われます新しい時代を担う人材の育成や、多

様な児童生徒に対し、一人一人に応じた学びを

実現することを狙いとしまして、通信環境や端

末といった学校ＩＣＴ環境の整備を行うもので

あります。

今後、校内での学習でＩＣＴの活用が一層進

むことにより、個別に最適化された学習や遠隔

での授業等、これまで以上に多様な学びが効率

的に行われることが期待されております。

この構想の実現に向け、学校内の通信ネット

ワークの整備を進めるとともに、端末について

は、義務教育段階では１人に１台、高等学校段

階では３人に１台を目標に、当初の予定を前倒

しして整備を進めているところであります。

小中学校に１人１台、義務○脇谷のりこ議員

教育ということで国が一生懸命推し進めている

んでしょうけれども、その端末を整備すること

が目的ではなくて、ネットを使ってどういう教

育をしていくのかが問題だと思います。義務教

育ですから、各市町村の采配になっており、西

米良村のように既に導入しているところもあれ

ば、どうすればよいか分からない市町村もある

と思います。

１人１台の端末を整備するということは、コ

ロナのように学校休業が続いたときにでも、家

庭でオンライン学習ができなければ意味がない

わけで、最初は学校にタブレット端末を置い

て、学校でのみ学習ということになったとして

も、行く行くは家庭に持ち帰って、先生と児童

が双方向でやりとりができるオンライン学習を

目指してほしいと思います。

この学校と家庭をつなぐオンライン学習を進

めるために、県としてどのような取組を考えて

いるのか、教育長にお伺いします。

今後の非常事態への○教育長（日隈俊郎君）

対応も視野に、学校と家庭をつなぐオンライン

学習を可能とするため、本県独自の「学びを支

える学習システム構築事業」に係ります補正予

算案を本議会にお願いしたところであります。

このシステムでは、ネット上に学級ごとの部

屋をつくりまして、その中で、担任教師が作成

した動画教材を視聴することや、メッセージを

やり取りすること、子供が自分に合った課題を

選んで取り組むこと等が、家庭においても可能

となる予定であります。

なお、本システムにつきましては、まず県立

中学校等において導入いたしまして、その後、

高等学校をはじめ、市町村立の小中学校にも広

げていきたいと考えております。

このシステムは結構大きな○脇谷のりこ議員

ものになると思うんですけど、学習システムを

まずつくって、それを県立中学校の五ヶ瀬中等

と宮崎西高附属と都城泉が丘附属の３校にまず

導入して、その後、小中学校に広げていくとい

うことですね。
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それでは、県立高校についてお伺いします。

３人に１台ということは、学校ではタブレッ

ト端末を使って、家庭では自分のスマホなどで

学校とのやりとりもできますが、スマホなどを

持っていない生徒については、家庭でのオンラ

イン学習ができないわけです。

今後の臨時休業等に備えてオンライン学習に

対応するため、県としてはどのような取組を考

えているのか、教育長にお伺いします。

今回の臨時休業に際○教育長（日隈俊郎君）

しまして、各高校では様々な学習保障の取組を

したところでありますが、お話にありましたと

おり、オンライン学習に対応する上で、学校の

ＩＣＴ環境や端末を持っていない生徒への対応

などの課題も見られました。

このため、早急にＩＣＴ環境の充実を図るこ

ととしたところであります。具体的には、動画

配信やオンライン生徒面談等に対応するため、

学校のインターネット回線の強化、カメラ等の

通信機器や生徒貸出用タブレット端末の整備、

さらにはＧＩＧＡスクールサポーターを配置し

まして、ＩＣＴ活用を支援することとしており

ます。

今後は、これらの整備に加え、オンライン学

習の実施方法等の研究を深め、生徒の学びの保

障に向け、取組の一層の充実に努めてまいりた

いと考えております。

オンライン教育について○脇谷のりこ議員

は、何といっても、教職員のＩＣＴ活用力を高

めることやネットリテラシーを身につけること

が必要となります。そもそも、タブレット端末

を購入した後の運用がしっかりできるのだろう

かという心配もあります。

先生への負担も大きくなるかとは思います

が、教育委員会としてしっかり教職員の資質向

上及び学校支援に取り組んでいただくよう、要

望いたします。

続いて、花卉生産への影響と今後の振興策に

ついてお伺いします。

私の友人がバラの生産者ということもあり、

コロナ禍で結婚式やイベント等がなくなったこ

とで、関東や関西への流通に乗せられず、「出

荷ができないから、もうハウスのバラは全て廃

棄処分にしてしまう」という話に驚きました。

ほかの花生産の方はどうなのだろうと、コチョ

ウラン、菊、デルフィニウム、トルコキキョ

ウ、センニチコウ、ダリア、ユリなどの生産者

のところに伺って、いろいろお話をお伺いしま

したら、ガーデニング用の苗や鉢物の花はよ

かったものの、高級花のコチョウランをはじ

め、切り花はほとんど売上げがダウンしている

とのことでした。

葬儀も簡素化していますし、結婚式や宴会、

パーティーもなくなって、切り花の行き場がな

くなり、ハウスいっぱいに咲いた花を見て、胸

が締めつけられました。

コロナ禍による花卉生産への影響と対策につ

いて、農政水産部長にお伺いします。

新型コロナ○農政水産部長（大久津 浩君）

ウイルス感染症による卒業式や結婚式などの縮

小・中止で、スイートピーやコチョウランなど

の価格が低下しております。

このため県では、切り花を中心に「みやざき

花いっぱいプロジェクト2020」を立ち上げ、関

係団体と一体となりまして、応援消費をはじ

め、児童クラブでの花育活動や、母の日のフラ

ワーアレンジ販売などを行ってまいりました。

また、影響が継続しておりますコチョウラン

や菊等につきましては、国の直接採択事業を活

用しまして、買上げによる公共施設等への花飾
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りなど需要喚起の取組の準備を、ただいま進め

ております。

さらに今後は、花卉生産農家の経営継続に向

け、国の２次補正によりまして、交付単価が引

き上げられる来作に向けた作付支援交付金につ

きまして、関係機関・団体と連携しながら、対

策の周知とともに、事業申請に当たりまして

も、きめ細やかな指導・助言を行い、積極的な

活用を進めてまいりたいと考えております。

お花は生きていくために必○脇谷のりこ議員

ずしも必要ではありませんが、「花は心のサプ

リです」と、チラシを作って販売ＰＲをしてい

る花農家の女性グループもおられるので、ぜひ

需要喚起をお願いいたします。

さらに、今答弁されましたが、先日可決され

た国の第２次補正予算で、花卉の次期策に向け

ての交付金が大幅に引き上げられましたけど、

生産者の方がしっかり使えるように、御支援を

よろしくお願いいたします。

宮崎市では、関東や関西の市場へ出荷する際

の運賃の一部を10月まで補助する事業を立ち上

げています。

県では、今後、流通を含めた花卉振興にどの

ように取り組んでいくのか、農政水産部長にお

伺いします。

本県の花卉○農政水産部長（大久津 浩君）

振興を図るためには、長距離輸送に耐え得る鮮

度保持対策や、地球温暖化等による品質の低下

など、流通・生産に係ります課題への対応が大

変重要であると考えております。

このため県では、切り花の鮮度を保つための

輸送試験や、トラックの積載効率向上のための

出荷箱の変更などの流通対策に取り組んでおる

ところでございます。

また、生産対策につきましては、ハウス内で

の高温を軽減するため、ミスト装置の導入支援

や高温に強い新品種の育成などに取り組んでい

るところでございます。

県といたしましては、アフターコロナを見据

えながら、関係機関・団体と一体となりまし

て、海外市場も含めた新たな販路拡大等を行い

ながら、生産者の経営安定と花卉産業の発展に

向け、攻めの花卉振興に努めてまいりたいと考

えております。

近年は輸入花が多く、カー○脇谷のりこ議員

ネーションは約７割ほどコロンビアから、スプ

レー菊はほぼマレーシアから、バラもケニアや

インドから、ユリは韓国からと、安価な輸入に

押されていることで、だんだん花卉生産者も少

なくなっています。

そんな輸入花との違いを際立たせるために、

県内の花生産者が、日持ちする花を作るために

努力されていることや、別の品種の洋花や草花

に挑戦されていることも、今回のお話で分かり

ました。

そこに県の農業試験場が大きな役割を果たし

ておられることに感謝し、その功績をこれから

も農業生産に生かしていただくよう、要望いた

します。

それでは、ＤＶ・児童虐待防止策についてお

伺いします。

国民１人当たり10万円の特別定額給付金で

す。家庭内暴力（ＤＶ）などで県内に避難して

こられた方や、児童養護施設にいる子供たちな

ど、行き渡るべき人にしっかりと措置できてい

るのか、本人に支給される仕組みになっている

のか、総務部長にお伺いします。

特別定額給付金○

は、住民票のある市町村から世帯主に給付する

こととされておりますが、ＤＶを理由に避難さ
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れている方は、避難先の市町村に申し出ること

で、世帯主への支給を停止し、本人が支給を受

けることができます。

また、児童福祉施設等に入所している児童等

につきましても、同様に、措置を行った自治体

からの情報提供により、施設のサポートを受け

ながら、児童本人が支給を受けることができま

す。

なお、住民票のある市町村への情報提供につ

きましては、都道府県を経由することとなって

おりますが、その際、避難者等の情報の適正な

管理について、十分に配慮しているところでご

ざいます。

しっかりと本人に行き渡っ○脇谷のりこ議員

ているということで、安心しました。

それでは、離婚調停中で、住所は別々になっ

たけれども、住民票はそのまま移していない場

合や、夫がギャンブル依存症で全部使ってしま

うので、妻の分の給付金は自分のところに振り

込んでほしいという相談もあるとお聞きしたの

ですが、そういう人についてはどうなるので

しょうか、総務部長にお伺いします。

特別定額給付金の○

申請・受給権者につきましては、その者の属す

る世帯の世帯主とされておりますことから、先

ほどのＤＶ避難者や児童福祉施設への入所児童

等の場合を除きましては、離婚協議中やギャン

ブル依存などの様々な状況がある場合でも、４

月27日の基準日において同一世帯であれば、世

帯主に支給することとなっております。

マイナンバーカードが、令○脇谷のりこ議員

和４年までに健康保険証として利用できるよう

になりますが、先日、６月９日の高市総務大臣

の記者会見で、緊急時の給付金の事務につい

て、個人の申出に基づき、振込口座情報をマイ

ナンバー付きで登録しておき、緊急時の給付金

の迅速かつ確実な給付を実現しようとする法案

を国会に提出されたことを発表されました。

また大臣は、「世帯単位ではなく個人単位で

も、景気対策や福祉目的など多様な給付を行う

ため、全ての国民に、行政からの様々な給付を

受けるために利用する一生ものの口座情報を、

１口座のみ、マイナンバーを付番して登録して

いただくための制度に発展することができれ

ば、プッシュ型の迅速な給付や行政コストの削

減に資すると考えており、政府提出法案として

の準備を進めたい」とおっしゃっております。

さすが女性ならではの御自分の体験を交えたお

考えだと、敬服いたしました。個人単位でした

ら、離婚調停中でもしっかりと妻にも渡ること

になります。ぜひ、国にも頑張ってもらいたい

と思います。

続いて、児童虐待防止策についてお伺いしま

す。

自民党女性局では、毎年11月の児童虐待防止

月間に合わせて、街頭キャンペーンを行ってい

ます。虐待かもと思ったら、お近くの児童相談

所にかかる全国共通ダイヤル189（いちはやく）

の普及キャンペーンです。

昨年末にも児童虐待件数をお伺いしました

が、宮崎県でも虐待件数は毎年増え続けていま

す。平成30年度は、10年前より約1,000件増加し

て1,379件でした。年齢別では、０歳から３歳未

満までが毎年全体の21％前後で推移していま

す。

私は、児童虐待がニュースで流れるたび、母

親の育児放棄が責められ、父親が虐待で逮捕さ

れても、そのとき母親としてなぜ我が子を守れ

なかったのかと、同時に母親も逮捕されたり、

糾弾されたりするのを見て、強い憤りを感じま

- 152 -



令和２年６月15日(月)

す。なぜ母親ばかりが責任を負わせられるので

しょうか。

数年前、若い独身女性が妊娠に気づいたとき

には、付き合っていた男性は現状から逃げて、

その後、女性は誰にも相談できず、自分で産ん

で、乳児をあやめてしまったという事件が宮崎

県でも起こりましたが、なぜ父親である男性は

何もとがめられないのでしょうか。妊娠したと

きに、一人の命が自分の体の中に宿っているこ

とを信じられず、おなかがだんだん大きくなっ

ていくこと、子供ができたということがうそで

あってほしいという不安な気持ちを、女性一人

が抱え込まなければならない現実を、社会が

もっと真剣に酌み取ってあげるべきだと思いま

す。

思いがけない妊娠をした女性が一人で悩まな

くてよいように、いち早く相談や支援機関の窓

口につなげることが重要だと考えますが、福祉

保健部長に見解をお願いいたします。

予期しない妊○福祉保健部長（渡辺善敬君）

娠をした女性が、不安や悩みを抱えたまま孤立

しないようにするためには、本人や関係者が、

必要なときに、相談窓口などの必要な情報にす

ぐたどり着けるような情報発信が重要だと考え

ております。

このため県では、保健所や女性相談センター

「スマイル」など、妊娠に関する相談窓口の情

報を掲載したパンフレットや、県ホームページ

上で相談窓口案内ページへ誘導するＱＲコード

を掲載したポスターやカードといった啓発物

を、産科医療機関のほか、高校・大学など、相

談が想定される関係先へ重点的に配布を行った

ほか、イベントでの啓発活動に活用したところ

であります。

今後、特に情報を届ける必要のある10代、20

代に向けての情報発信に当たりましては、若年

層への効果が期待できるＳＮＳの活用など、さ

らに工夫を凝らしてまいりたいと考えておりま

す。

これからは、若年層への周○脇谷のりこ議員

知として、ほぼネットしかないと思っていま

す。ですから、どのようにＳＮＳを活用すれば

よいかと私も考えているんですが、１つに、ス

ナックやバーなど接待を伴う飲食店や居酒屋な

どの男女のトイレに、相談窓口のＱＲコードが

掲載されたポスターなどを貼ってもらうという

のはいかがでしょうか。ぜひ検討をよろしくお

願いします。

それでは、既に支援を必要としてる子供たち

への虐待防止策についてお伺いします。

日頃から民生委員や民生児童委員、地域の保

健師や民間団体などが、保育所や学校などと連

携して子供の見守りをし、情報などを共有され

ていると思いますが、年々増え続けている児童

虐待数を見ると、その連携はしっかりと取れて

いるのか、不安でもあります。

支援を必要とする子供やその家庭を、地域の

支援機関が連携して支える仕組みづくりが、さ

らに強化されるべきだと考えますが、最後に、

県の考えを福祉保健部長にお伺いします。

虐待リスクの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

高い子供の早期発見や適切な保護を図るため、

地域の福祉関係者や学校、警察、児童相談所な

どの関係機関で構成する、要保護児童対策地域

協議会、いわゆる「要対協」を全市町村が設置

し、保護や支援を必要とする子供や妊婦の情報

を共有しながら、連携した支援に取り組んでい

るところであります。

さらに国は、その要対協の構成機関との連絡

調整を密にしながら、より専門的な相談対応や
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必要な調査、訪問までを行う子ども家庭総合支

援拠点を令和４年度までに全市町村に設置する

よう、方針を示しております。本県では、都城

市、串間市、高鍋町、新富町が設置済みであり

まして、他の自治体も設置に向けた検討を進め

ているところです。

県としましては、この拠点の全市町村への設

置促進を図るとともに、児童相談所との適切な

連携の下、子供の命を守る両輪として機能させ

ることで、保護が必要な子供やその保護者に切

れ目ない支援が提供できるよう、取り組んでま

いりたいと考えております。

まだ宮崎市も、大きなとこ○脇谷のりこ議員

ろも、この子ども家庭総合支援拠点を設置され

ていないということですので、ぜひ支援・指導

をよろしくお願いします。

アフターコロナでは、ネットの社会ばかりに

重点が置かれ、生の人間としての付き合いがな

くなるような気がしてなりません。

福祉においては、今まで戸別訪問して、家の

中まで入って相談に乗ることができました。こ

れからそんなことができるでしょうか。ちゃん

と面会してコミュニケーションが取れないこと

で、孤独になっている人が増えていくのではと

心配しています。

だからこそ、要保護児童対策地域協議会（要

対協）や子ども家庭総合支援拠点を各市町村に

早期に設置していただくことを後押ししていた

だき、形だけでなくしっかりと連携して、児童

虐待の予防と今後の対策に努めていただくよう

強く要望して、私の一般質問の全てを終了いた

します。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○徳重忠夫副議長

きます。

次は、内田理佐議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様、こん○内田理佐議員

にちは。延岡市選出、自由民主党、内田理佐で

す。

延岡には、宮崎県伝統工芸士、故松本節子さ

んが作られていた郷土玩具「のぼりざる」があ

ります。こののぼりざるは、江戸時代、内藤藩

が延岡を治めていた頃、武士の妻たちが手内職

として作っていた張り子の猿です。のぼりにぶ

ら下がり、風を受けるとさおを登り下りし、５

月の節句には子供たちの立身出世を願い、昔か

ら、のぼりざるが玄関先に飾られるのが延岡の

風物詩となっています。

のぼりざるの由来の一説では、「田畑を荒ら

す猿を退治したところ、子供たちの疫病がはや

り、猿のたたりと考えた人々がのぼりざるを庭

先に立てて供養したところ、疫病が収まり、

人々は豊作と健康を喜び合った」という説で

す。

私は今年の５月の節句前から、新型コロナウ

イルス退散のために、のぼりざるを毎日事務所

前に立てていますが、不思議と感染がぴたっと

止まりました。熊本県では「アマビエ」という

疫病の予言をした妖怪伝説がありますが、宮崎

県ではのぼりざるを立て、疫病退散を願うのも

よいかもしれません。

さて、そののぼりざるは、ニニギノミコトが

天孫降臨した際、道案内をした猿田彦がモチー

フとなっております。日本書紀に記された天孫

降臨の山は二上山といって、五ヶ瀬と高千穂に
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またがる山です。二上山を御神体として二上神

社がありますが、その神社にはイザナギとイザ

ナミが祭られています。日本の国土や多くの

神々を生んだ２人の神様は、姿を隠してしまう

神々に、「この漂える国をつくりかためなせ」

と下されました。「つくりかためる」が「修理

固成」という言葉です。これは、国を形成して

いく過程で、神々の導く世界をつくり上げ、皆

がその世界で幸せに暮らせるということを唱え

ています。神話の一番最初の言葉で、この言葉

から全てが始まりました。この宮崎から今の日

本が形成されたと言っても過言ではありませ

ん。修理固成、太古の昔に発せられた言葉です

が、今こそ県民の総力を結集して、新型コロナ

ウイルスの難局を打破し、この宮崎の地から修

理固成、つくり固めていきたいです。

そこで、記紀編さん1300年記念事業について

質問します。

神話の源流みやざきにとって、とても大切な

記念事業ですが、平成24年からスタートし、今

年がいよいよ最終年となりました。知事も、あ

らゆる機会に神話の紹介をしていただき、宮崎

が「神話のゆかりの地」であることが定着して

きたと感じます。この流れを今年度で止めず、

継続していただきたいと願っています。

日本書紀編さん1300年記念事業への取組と今

後の展開について、知事にお伺いします。

以下、質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本年は、日本書紀編さん1300年の節目の年、

記紀編さん1300年記念事業の集大成の年であり

まして、記紀に描かれた本県の魅力を発信す

る、またとない好機であると考えております。

今、新型コロナウイルス感染症の厳しい状況

にありますが、あの天岩戸開き神話も、こうし

た疫病、様々な天災に見舞われてきた、この民

族の歴史、その中で光を取り戻してきた、そこ

が神話の中に刻み込まれているものでありま

す。その神話に思いを致すことも非常に意義あ

るものであろうと考えております。

今年、日本書紀をテーマに、本県の特集記事

を旅行雑誌に掲載しますとともに、年度後半に

首都圏、関西、本県で記念シンポジウムを開催

するなど、積極的に情報発信を行い、観光需要

の回復にもつなげていきたいと考えておりま

す。

また、今議会に予算をお願いしております事

業では、子供たちが日向神話に親しめるような

漫画本を制作するほか、地域はもとより、行

政、企業、団体等、多様な主体が神楽を支え、

次代を担う人材の育成や、持続可能な地域づく

りにつなげる取組も進めることとしておりま

す。

平成24年から取り組んできた記紀編さん記念

事業は、今年、最終年を迎えておりますが、こ

れを将来につなげていくことが大変重要であろ

うかと思います。100年後、記紀編さん1400年記

念事業が行われているときに、スタートはあ

の1300年のときだったと言われるような成果を

しっかりと残していくことが重要でありまし

て、神話・伝承ゆかりの地や神楽など本県の宝

を磨き上げ、観光誘客や地域の活性化につなげ

てきたこれまでの成果が将来に継承されていく

よう、今後ともしっかりと取り組んでまいりま

す。以上でございます。〔降壇〕

知事の御答弁の中にありまし○内田理佐議員

た、今年度後半に開催されるシンポジウム、こ

れが効果的な内容であることを願っておりま
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す。

神話の質問をしているときに畑違いなことを

申しますが、実は、私は先日、江戸時代から続

いている延岡市北浦町宮野浦の八十八ヶ所巡礼

に、先輩からのお声がけで、新型コロナ終息を

念じながら参加させていただきました。12キ

ロ、ひたすら山の中を登ったり下ったり、お大

師さん一体一体に「南無大師遍照金剛」と３回

唱えます。もうそれは修行の域を超え、最後88

体目のお大師さんの前に立つと、達成感で涙が

出るほどになりました。新型コロナが終息した

際には、先輩方とまた一緒に参加したいと思い

ました。

そこで、神話に戻らせていただきますが、今

後の神話の源流みやざきの展開として、観光誘

客につなげるために、宮野浦の八十八ヶ所巡り

や四国八十八ヶ所巡礼をヒントに、宮崎県の

「神々の聖跡巡礼の旅」を提案します。

四国の巡礼は全国から毎年人々が訪れ、１年

を通じてお遍路さんでにぎわい、四国観光の基

礎基盤となっています。宮崎県内に多く点在す

る神話・伝承ゆかりの地、例えば「県北部の高

千穂を中心とした巡礼の神旅」「県西の高千穂

の峰を中心とした巡礼の神旅」などコースをつ

くり、御朱印帳を各神社に設けるなど、県内各

地に多く点在する神話・伝承ゆかりの地をさら

に生かし、観光誘客につなげていくべきではな

いかと思いますが、総合政策部長に御所見をお

伺いします。

県内に数多く○総合政策部長（渡邊浩司君）

点在する神話・伝承ゆかりの地は、まさに本県

の宝であり、それらを生かして観光誘客につな

げることは、大変重要であると認識しておりま

す。

このため県では、ホームページで、神話の物

語をたどる15の観光コースを提案しております

ほか、地域ごとに神話・伝承を取り上げたパン

フレットを、市町村や観光協会等に提供してお

りまして、昨年度は延岡編を作成したところで

あります。

また、観光誘客につながった実績といたしま

しては、県内外の大学との連携講座で講師と

なっていただいた専門家の先生と一緒に県内ゆ

かりの地を巡るツアー商品が造成されたものも

ございます。

御提案のありました、聖跡として巡回する観

光の在り方も参考にさせていただきながら、今

後とも、様々な形で神話・伝承ゆかりの地の魅

力を発信し、観光誘客につなげてまいりたいと

考えております。

四国の八十八ヶ所巡礼のよう○内田理佐議員

に分かりやすいシンプルなコースで神々の聖跡

めぐりができるように、よろしくお願いしま

す。

次に、修学旅行についてです。

新型コロナウイルスの影響で、小・中・高校

における県外への修学旅行が非常に難しくなっ

ています。それならば、今年度は、郷土愛を育

む人材育成の機会として、「宮崎県内を学ぶ修

学旅行」にしてはどうでしょうか。

例えば、県北には産業観光の取組があり、旭

化成の展示センターや世界に誇れる技術を持つ

鉄工団地などにも協力をいただけます。まずは

地元の産業を知ることで、県内企業への就職を

促す効果も生まれると思います。

また、宮崎はアウトドア天国なので、サー

フィン、カヌー、スキー、ダイビングなど、ア

ウトドア体験を行うツアー、そのほか農山漁村

民泊での体験型ツアーや、先ほどの質問で申し

ました神々の聖跡巡礼の旅を、ぜひ修学旅行で
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も取り組んでいただけたらと思います。

そこで今回は、県内の宿泊業、観光業、旅客

運送業が大打撃を受けていること、郷土愛を育

み、県内企業に１人でも多く就職をしていただ

きたいこと、現在約３割の小学校が、県内も含

めた旅行先を検討中で、約７割は、現時点では

当初の予定のまま様子を見ている状況で、必ず

しも県内にまとまっていないこと、これらを勘

案しながら、「県内を学ぶ修学旅行」を推進で

きないか、教育長にお伺いします。

今年度の修学旅行に○教育長（日隈俊郎君）

つきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響も心配されますし、また、そういった不安の

声が保護者からも上がっているところでござい

ますので、今回、市町村の首長や教育長、校長

会等に、県内での実施を選択肢の一つとして検

討いただくよう、依頼したところであり、今後

も働きかけてまいりたいと考えております。

県内で修学旅行を実施した際には、歴史及び

神話などの文化の面や、産業観光を通したキャ

リア教育など、様々な学びが展開できると思い

ます。

また、豊かな自然や食を育む農業に触れる体

験活動、さらには、スキーや、サーフィンなど

マリンスポーツ等、多様なアクティビティーが

提供できるものと考えております。

このような経験が、児童生徒にとって、宮崎

のよさに改めて気づくよい機会になるものと期

待しているところであります。

ぜひ、現在の７割の様子を見○内田理佐議員

ている学校に対して、なぜ今県内なのかという

ことについて強調していただいて、足並みそろ

えて県内の修学旅行が実現できるように、よろ

しくお願いいたします。

次に、企業誘致についてです。

新型コロナウイルスの感染予防のために、首

都圏や人口が多い都市部では、通勤時の公共交

通機関での混雑による感染リスクを避けるた

め、また、職場内で感染リスクを減らすため

に、時差出勤、リモートワーク、シフト体制の

変更、長期間の休業などが行われました。これ

により、産業活動が低下し、大手企業でも大幅

な収益減となり、経営を圧迫しています。特に

製造業への影響は大きく、日本の主要な輸出産

業である工業製品の生産も大きな打撃を受けて

います。

一方、地方都市の工場では、満員電車に揺ら

れる都会とは違い、通勤時の感染リスクは非常

に低く、また人口も少ないので、密になる環境

が生まれにくいのです。事実、全国的にも地方

での感染者は非常に少なく、産業への影響は少

なかったようです。都市部工場での生産が低下

する中、地方の工場での生産によって補うこと

ができ、大変助かったとの話も伺っています。

そこで、今回の新型コロナウイルス感染拡大

による地方分散の流れをチャンスと捉え、どの

ように企業誘致に取り組んでいくのか、知事に

お伺いします。

新型コロナウイルス感○知事（河野俊嗣君）

染症の拡大によります、都市部における人の密

集リスク、サプライチェーンの脆弱化の顕在

化、さらにはテレワークによる働き方の見直し

などは、社会・経済の様々な場面で、人々の意

識や価値観、企業活動にも変化をもたらすもの

と考えております。

こうした変化は、本県の企業誘致を進める上

でも追い風となることが期待されますので、今

議会において、サプライチェーン対策で国内回

帰を強める製造業等の誘致を図るための予算を

お願いしているところであります。
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県としましては、市町村と連携し、このよう

な優遇策と併せまして、ゆとりある生活環境や

事業環境といった本県の強みもしっかりとア

ピールをしながら、変化に対応した企業誘致に

取り組んでまいりたいと考えております。

変化に対応した企業誘致と○内田理佐議員

は、どのような取組を行っていくのか、できる

ことからやっていく姿勢は大事だと思います。

今現在、ネットを検索しても、都道府県でコロ

ナ禍を受けた企業誘致を積極的にやっていると

ころはありません。

静岡県浜松市では、この機を捉え、アフター

コロナを見据えて市長が陣頭に立ち、積極的に

首都圏からの企業移転誘致に動いています。宮

崎県も、陰性が国内で２番目に長く続いている

ことをアピールし、攻めの発信をするべきだと

思います。

そこで、コロナ禍による変化を踏まえ、企業

誘致の情報発信についてどのように取り組んで

いくのか、知事にお伺いします。

本県のような密集リス○知事（河野俊嗣君）

クの少ない地方におきましては、生活の場だけ

でなく企業活動の場としても、企業の関心が高

まってきているところであります。企業誘致を

めぐる地域間競争の激化も予想されますので、

情報発信がますます重要になってくるというふ

うに考えております。

今のこの現状で、企業誘致でよくありますよ

うな、企業訪問をして様々なアピールをすると

いうのは、なかなかやりにくいわけであります

が、一定の収束後の様々なそういう働きかけ、

そしてネット等による情報発信、様々な工夫を

凝らしていきたいと考えております。

コロナ禍を契機に広がりつつある、テレワー

クなどの働き方や新しい生活様式への変化は、

本県であれば、例えばサーフィンとかクライミ

ングなど、アウトドアスポーツなどを楽しみな

がら、ワーク・ライフ・バランスの充実を図る

ことができるといった、ゆとりある環境を有す

る本県にとっては、チャンスであると考えてお

ります。

また、東京などで外出自粛がある状況の中

で、本県に立地をしたＩＴ関連企業がいち早く

テレワークに取り組み、東京のオフィスのバッ

クアップ機能を果たしたというリスク分散、ま

たは、ＢＣＰ機能での役割を果たすというとこ

ろもアピールできようかと考えております。

恵まれた環境につきまして、企業立地ホーム

ページ等のＰＲツールにもしっかりと盛り込ん

で、私自らも、トップセールスなどあらゆる機

会を通じて、強力に発信してまいりたいと考え

ております。

知事は、サプライチェーン対○内田理佐議員

策で、国内回帰を強めるために、製造業誘致を

図るための予算を国にお願いしているというこ

とでしたが、製造業の国内回帰の必要性がある

のであれば、お願いではなく、国に対して、国

としての在り方に変化を求めるべきだと思いま

す。

日本は、マスク一つとっても自給率が低く、

海外に頼り過ぎていました。全国や九州知事会

へ、国の法人税の削減をいち早く提案する、ま

た、もし国が難しくても、宮崎県として法人税

を引き下げ、企業誘致を図るなど、大胆に取り

組んでいただくと、政治家としての知事のリー

ダーシップがさらに光ってくるんじゃないかと

私は思います。

私は今だと思います。製造業において、アフ

ターコロナを見据えて、工場を地方に移してリ

スク分散を図ろうとするニーズがあるので、こ
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れにいち早く対応し、新たな優遇策を追加して

策定する必要があると思います。

知事は、国に対して法人税を減免するなど、

ほかでもいいですが、働きかけをされているで

しょうか。知事の思いをお願いします。

御指摘のように今、○知事（河野俊嗣君）

様々な環境変化がある状況の中で、企業として

も、今後の企業経営、将来を見据えてどのよう

な選択肢を考えていくべきか、いろんな検討が

進められているというふうに考えております。

その中で、今御指摘がありましたような県の

独自策も含めて、しっかりとアピールをしてい

くこと、これは大変重要であろうかと考えてお

ります。

これまでも、企業誘致をめぐりまして本県独

自の様々な独自策ということを、アピールする

中で訴えてきたところでありますが、従来の企

業立地促進補助金に加えまして、今議会に提案

しております「サプライチェーン対策等県内投

資促進補助事業」によりまして、県独自の支援

措置の充実をさらに図ってまいりたいと考えて

おります。

また、今御指摘がありましたような、国全体

としての環境整備に向けての提言というのも、

今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考え

ております。

くどいようですが、他県と同○内田理佐議員

じことをしていては駄目だと私は思っていま

す。国が難しくても、県として法人県民税、法

人事業税などを減免するなど、強気の姿勢をお

願いしたいと思います。

宮崎県にはマスクや消毒液を作る企業が当初

ありませんでした。宮崎県から国内自給率を上

げる、宮崎モデルをつくる、それこそが修理固

成、神話の源流みやざきの地からつくり固める

ということとなるのではないでしょうか。

災い転じて福となす。生活の拠点を宮崎に、

衣食住も含めて宮崎が一番、価値観を変える時

代が今来ました。満員電車に乗る時代も終わり

ました。やれる対策は何でもやる気持ちで、今

までとは違った優遇策を考えていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

次に、水産業支援についてです。

先日、延岡市北浦町の養殖業を、実際に船に

乗り調査させていただきました。新型コロナウ

イルスの影響で、大都市部での飲食業が休業を

余儀なくされたことにより、県内 主に延岡―

市と串間市ですが 養殖業において、出荷待―

ちの魚の合計が11億円分あるとお聞きしまし

た。

そこで、今回の新型コロナ感染症に伴う、県

内養殖業への影響について、午前中、武田議員

からの質問もありましたが、いま一度、農政水

産部長にお伺いします。

議員御指摘○農政水産部長（大久津 浩君）

のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に

よりまして、飲食店等での外食需要が大きく減

少していることで、特にブリ類やマダイ等の養

殖魚の価格が、前年に比べまして３割程度低下

いたしますとともに、出荷量も同じく３割程度

減少し、売上げに大きな影響が出ておるところ

でございます。

さらに、出荷時期に達しているにもかかわら

ず、出荷できずに飼育期間の延長を余儀なくさ

れ、餌代等の掛かり増し経費が発生するなど、

養殖業の経営が非常に逼迫している状況にある

と認識しております。

経営難であることは把握して○内田理佐議員

いただいているようですが、養殖業の経営体に

ついて、延岡市内だけでも27軒あります。知事
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も先日調査に行っていただいているので御存じ

と思いますが、１つの生けすに１回３万円の餌

代がかかります。１週間で９万円、１か月で36

万円、餌代の一部を支援する養殖経営緊急支援

事業の対象期間は５か月ですので、５か月で１

つの生けすに180万円の餌代がかかっています。

北浦町だけで約400台の生けすがあるので 稚―

魚の生けすも含まれておりますが 目安とし―

て７億2,000万円かかる計算になります。出荷停

滞により、人件費や資材代を含んだ資金繰りの

悪化が起こっております。養殖経営緊急支援事

業は、県が４分の１以内となっておりますが、

この事業では８月までのデータを基にするた

め、執行は９月以降となるようです。そこまで

のつなぎ的な支援がないので、養殖業者は、養

殖業を諦める仲間が出てくるのではないかと心

配するぐらい、苦しい状況が続いております。

そこで、養殖業への支援状況と今後の対策に

ついて、農政水産部長にお伺いします。

水産関係団○農政水産部長（大久津 浩君）

体との意見交換等の結果を踏まえまして、まず

は、生産者を守る視点から、養殖魚の滞留を解

消するために、国の水産物買取り・保管に係る

支援等に加えまして、県の独自の対策といたし

まして、新たな融資制度を創設したところでご

ざいます。

さらに、九州では、本県の独自の取組といた

しまして、養殖魚の飼育期間延長に伴う掛かり

増し経費の補助につきましても、関係市町村と

一体となって取り組むことで進めているところ

でございます。

また、販売拡大等の支援にも随時取り組んで

おるところでございますけれども、緊急事態宣

言が解除された以降につきましても、需要が回

復していないことから、今議会におきまして、

養殖魚を学校給食に提供するための予算をお願

いしているところでございます。

県といたしましては、引き続き、養殖業者の

不安にしっかり向き合いながら、アフターコロ

ナも見据え、関係機関・団体等と連携しなが

ら、スピード感を持って、総合的な対策を今後

も講じてまいりたいと考えております。

今回の水産における融資制度○内田理佐議員

は、これまでの制度と何ら変わらない制度だと

私は思います。今までどおりでなく、水産県宮

崎として他県にない宮崎ならではの制度を、も

う一歩踏み込んだ支援を、よろしくお願いしま

す。

また、水産加工業者が少ないのも課題ですの

で、先ほどの企業誘致のターゲットとして加工

業者も誘致いただけるよう、また、県内加工業

者のさらなる支援もよろしくお願いします。

次に、鹿児島県は、「学校におけるおさかな

消費緊急対策事業」に８億9,621万4,000円の予

算を計上しています。これは、724校に14

万7,000食を、今年度12回行うこととなっていま

す。

農林水産省からは、販売促進緊急対策事業の

実施要綱として、学校給食にマグロや養殖ブ

リ、カンパチ等を提供する場合、掛かり増し経

費といって、通常のカットされた給食用のお魚

の経費に、地元産を使った場合のオーバー分を

全額補助するということで、各学校で年12回、

各回１人当たり100グラムを上限とするとなって

います。

今回の県の予算措置は４回分となっておりま

すが、鹿児島県と比較して、水産県宮崎として

は少な過ぎると感じています。宮崎県も12回行

うべきです。

そこで、学校給食において、養殖魚を積極的
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に活用できないか、教育長にお伺いします。

先ほど農政水産部長○教育長（日隈俊郎君）

の答弁にありましたように、本事業が採択され

ましたら、価格等の面からも通常、学校給食に

使用する機会が少ない、県内産の養殖魚を提供

いただけることとなりますので、私どものほう

は大変ありがたいものと考えております。

県内の食材を学校給食で活用することは、児

童生徒にとって、地域の産物への理解や、ま

た、食料の生産等に関わる方々へ感謝する心の

醸成など、食育の観点からも大変有効であると

考えております。

県教育委員会としましては、県立学校及び市

町村教育委員会に対しまして、養殖魚を含む県

内産の農畜水産物の活用について、積極的に協

力を呼びかけてまいりたいと考えております。

積極的に協力を呼びかけると○内田理佐議員

いった答弁に、安心しました。ぜひ12回分の協

力を呼びかけていただきたいと思います。

今回の農林水産省の事業は、年12回分の全額

補助を行う内容となっています。宮崎県は、４

回分、１回約10万食と聞いていますので、40万

食の活用です。しかし、進み具合では、残り８

回分の補正予算を組むことも可能だと伺ってい

ます。県漁連も、仮に120万食の切り身の加工が

必要になった場合の加工場の確保も調整が進ん

でいると聞いています。また、県漁連会長も、

自ら学校給食栄養士会へ要望に行くとお話をさ

れています。学校給食に県内産がたったの３割

しか使われていない現状ですが、現場のやる気

次第だと感じています。

これまで使っていた、県外、国外の魚を県内

産に変えていただき、ぜひ、郷土愛を育む食育

に取り組まれてください。よろしくお願いしま

す。

次に、医療行政についてです。

県の独自に緊急事態宣言を発令する方針につ

いてですが、県内の７つの医療圏ごとに、３段

階の警戒レベルをＡ、Ｂ、Ｃで表し、この３段

階に応じて外出自粛の範囲、イベント、公の施

設の対応を示しています。しかし、Ａ、Ｂ、Ｃ

では県民に分かりにくいのではと思います。

市町村は県のアラートを尊重せず、独自の対

応をするところもあり、司令塔不在な感じがし

ました。大阪や東京で行われているように、警

戒レベルの度合いに合わせた緑、黄色、赤で表

現できるようにしてはいかがでしょうか。

災害現場や事故現場で使うトリアージも、ど

の区分の傷病者なのか識別し、一目で分かるよ

うにしています。この３色による表現を、宮崎

アラートとしてビジュアルに訴える方法が、最

も効果的に県民に周知徹底できるのではと考え

ます。

また、業種別に事細かいガイドラインが必要

とされていますが、宮崎と都市部では、人口、

気候、環境も異なるので、全国一律のガイドラ

インではなく、宮崎県の実情に合わせた、独自

の宮崎県版ガイドラインの作成が必要だと思い

ます。

そこで、広く県民に理解されるためにも、業

種別の感染防止ガイドラインについて、もっと

分かりやすく周知できないか、福祉保健部長に

お伺いします。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

感染リスクはゼロにならないことを前提に、感

染拡大の防止と社会経済活動の維持・再生の両

立を図るため、全ての事業者に対し、県が先行

的に独自に示したガイドラインや、業界の全国

組織が示した業種別のガイドラインを参考に、

感染対策ガイドラインを作成し、実践していた
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だくことをお願いしております。

現在、ガイドラインの周知に当たっては、全

庁を挙げて、各業界団体を通じて周知している

ところであり、それ以外の個別事業者等に対し

ては、県庁ホームページを通じ、周知に努めて

おります。

緊急事態宣言が解除された後の持続的な警戒

態勢の下においても、ガイドラインの実践を徹

底していただくため、引き続き、各事業者に対

する周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、宮崎アラートについて○内田理佐議員

も今後検討していただくことを要望します。

次に、今回、業種別の宮崎県版ガイドライン

がなかったため、建設業や製造業において、現

場への県外業者の受入れについて、分かりにく

かったという御意見を幾つか伺いました。それ

ぞれの市町村の首長で警戒レベルに違いがあ

り、同じ企業の工場でも、市が違えば、工事が

できた市とできなかった市があり、業界のガイ

ドラインでは理由がつかなかったように感じま

す。

大型施設工事では、県外業者がどんどん入っ

てくる中、市町村で対応が違うことに矛盾を感

じました。

そこで、県内で大規模事業を受け入れる際、

県外からの多くの往来が考えられますが、新型

コロナ対策としてのお考えを、福祉保健部長に

お伺いします。

県をまたぐ移○福祉保健部長（渡辺善敬君）

動につきましては、段階的に緩和しているとこ

ろですが、県外から多くの人が一度に来られる

場合は、感染のリスクを考えて、事業者と協力

して対策を行っていただくことが重要です。

そのため、事業所におきましては、業種別の

ガイドラインを参考に、健康管理や感染対策な

どを確実に実践していただくように助言をして

まいります。

その上で、万が一感染が発生した場合に備え

て、必要な入院病床204床、宿泊療養施設200床

を確保しているところであり、広域的な入院調

整も行いながら、県民の健康と命を守る取組を

進めてまいります。

宮崎県のような地方都市な○内田理佐議員

ら、入り口での封じ込めが肝心だと思いますの

で、部長の御答弁は、対策として正しいと思い

ます。感染が判明したときの対策が大事です。

事業所への助言と併せて、市町村への的確な助

言もお願いします。この感染が小康状態の今の

うちに、第２波の発生のおそれが高いと言われ

ている冬に向け、ネックとなる医療体制の整備

をお願いします。

そこで、感染が拡大した場合、県北地域にお

ける重症患者の受入れ体制について、福祉保健

部長にお伺いします。

入院受入れ体○福祉保健部長（渡辺善敬君）

制としましては、二次医療圏ごとに指定してい

る感染症指定医療機関を中心に、入院協力医療

機関と合わせて、現在、県全体では204床を確保

しており、そのうち、人工呼吸器を使用するな

ど重症の患者を受け入れる病床については、21

床確保しているところです。

重症患者の受入れにつきましては、県内を県

央及び県南エリア、県西エリア、県北エリアの

３つのエリアに分けまして、感染症指定医療機

関で対応することとしており、県北エリアは県

立延岡病院となっております。

また、超重症の患者の受入れについては、県

全域を対象に、宮崎大学医学部附属病院と県立

宮崎病院において対応することとしております
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が、体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）による治療

等が必要なケースは、機能分担の観点から、宮

崎大学病院を中心に実施することになろうかと

考えております。

次に、超重症患者の受入れ○内田理佐議員

が、宮崎大学医学部や県立宮崎病院のみとなっ

ていますが、県央部に比べて医療資源が十分で

はない県北部において、地理的に、県北部から

宮崎市まで感染症の患者を搬送する困難さがあ

り、医療における安定感がないので、先ほどの

大規模事業受入れが延期される要因ともなった

のだと思います。

今後、地域の中核的な医療機関である県立延

岡病院の体制の充実を図っていく必要があると

思いますが、お考えを病院局長にお伺いしま

す。

今回の新型コロナ○病院局長（桑山秀彦君）

ウイルス感染症への対応では、県立延岡病院

は、感染管理が専門の医師や認定看護師などが

中心となりまして、実際に患者を受け入れるな

ど、感染症指定医療機関としての役割を果たし

ているところであります。

現場では、未知のウイルスにどう対処すべき

か手探りの状況の中で、専門性を生かしなが

ら、院内感染を起こすことなく対応してまいっ

ております。

また、４月末には、入院中の患者が重篤化し

て宮崎大学医学部附属病院などに搬送できない

場合に備えまして、専用のＥＣＭＯを１台配備

したところでございます。

今回の感染症対応で、改めて、高い専門性を

有する医療スタッフの確保・育成を図りなが

ら、地域の皆さんが、いざというときに安心し

て医療を受けられる体制の整備が必要であると

認識したところであります。

今後とも、県北地域における高度医療や救急

医療を担う中核病院として、さらなる体制充実

に向け、しっかり取り組んでまいります。

今回質問するまで分かりませ○内田理佐議員

んでしたが、宮崎大学病院と県立宮崎病院に人

材とともにＥＣＭＯの整備がされているという

ことで、超重症者の受入れがそこの２つだけな

んだというような理解をしておりましたが、県

立延岡病院にも超重症患者を受け入れる環境整

備が進んでいるということで、安心いたしまし

た。

ＥＣＭＯを扱う技師やドクターとの連係プ

レーを、ぜひ経験をどんどんつけさせていただ

いて、県北でも延岡病院で超重症患者を受け入

れられるような、さらなる御支援、御協力をお

願いいたします。

また、新型コロナウイルス患者に対応してい

る医療従事者、医師、看護師のみならず、ＰＣ

Ｒ検査をする際の検体を扱う臨床検査技師やレ

ントゲン技師などへの手当の支給に対し、県は

支援する考えはないのか、福祉保健部長にお伺

いします。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

感染患者に対応する医師や看護職員など医療従

事者の方々は、感染リスクに加え、厳しい勤務

環境と極めて緊迫した環境の中で、平時には想

定できない過酷な業務に当たっていただいてい

ると認識しております。

また、今後の感染拡大に備え、医療機関が患

者を受け入れるためには、医療従事者を十分に

確保できることが不可欠となっております。

このような中、国は第２次補正予算におい

て、患者対応をする医師や看護師ら医療機関の

職員に、最大20万円の慰労金を支給するとした

ところであります。
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県としましては、この慰労金の趣旨を踏ま

え、医療従事者の方々の苦労に対する何らかの

支援ができないか、現在検討を進めているとこ

ろです。

ありがとうございます。ＰＣ○内田理佐議員

Ｒ検査については、看護師が防護服を着て、鼻

腔から綿棒にて採取する際 これは私も現役―

のときに経験をしているんですが 患者さん―

がくしゃみをすることが多いです。周囲に飛沫

がたくさん飛び散ります。検体採取も検体検査

も、ワクチンのない中、医療従事者はとても危

険を感じております。ぜひ、何らかの支援に期

待をしますので、お願いします。

また、できましたら、厚労省が認めた、鼻腔

じゃなくて唾液での検体採取が急がれますの

で、よろしくお願いします。

次に、子ども政策についてです。

今回、医療従事者の皆様への感謝の気持ちが

伝えられる中ですが、５月、門川町にある放課

後デイサービスを調査させていただいた際、

「その医療関係者の子供たちを預かっているの

は私たちなんです」という意見を伺ったとき

に、はっと気づかされました。そこは、３密を

避けるために施設を増設し、児童の送迎を増や

していました。御両親が新型コロナウイルス対

策で忙しい中、また、学校の休業要請も実行さ

れる中、その子供さんを預かる各種施設等への

様々な支援がなかなか届きづらいのも事実で

す。

しかし、こうした災害時に現場を調査に来て

いただける方、声を拾って行政へ早急に届けて

くださる方もなかなかいないのが現実です。

そこで、沖縄県が行っている貧困対策支援員

を市町村に配置する事業を参考にし、各市町村

に、子育て施設と学校、行政をつなぐソーシャ

ルワーカー、またはコーディネーターの配置を

提案いたします。

子供の預かり等現場の困り事を行政につなぐ

仕組みについて、県内の現状を福祉保健部長に

お伺いします。

地域には、子○福祉保健部長（渡辺善敬君）

供たちが安心して暮らせるように、児童委員や

主任児童委員がおりまして、子育ての不安など

の相談・支援等を行い、必要に応じて市町村等

の関係機関につなぐ役割を担っております。

加えて、県では、日頃から市町村や子育てに

関わる各種団体等と様々な形で意見交換等を行

い、現場が抱える課題の把握に努めておりま

す。

また、今回の新型コロナの対応に当たって

は、現場も行政も経験のない事態でありました

ことから、児童福祉や障がい福祉など、それぞ

れの所管課から、関係機関・団体等に現場の状

況などの聞き取りを行いました。

例えば、学校臨時休業中の子供たちの預け先

となった放課後児童クラブについては、担当課

から複数のクラブ運営者に直接連絡を取り、マ

スクや消毒液の確保、３密を避け難い状況の中

での預かりなど、御苦労を伺い、市町村を通じ

て、可能な限り必要な物資の供給等に努めたと

ころであります。

その聞き取りの後、例えば門○内田理佐議員

―川町の施設においては、増設した際の家賃

金額を出して申し訳ないのですが 30万円の―

補助や、送迎にかかるガソリン代の補助など、

対策に反映されているかが大切だと思います。

そのためにも、現場での困り事を行政につなげ

る、「行政とのつながり役」を育てていくべき

だと思いますが、県の考え方について、福祉保

健部長にお伺いします。
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現場の声を迅○福祉保健部長（渡辺善敬君）

速に行政が把握し、支援策を講じるため、議員

御提案の「つながり役」のような存在を確保す

るという視点も重要であると認識をしていま

す。

県内には、民生委員・児童委員のほか、子育

て支援センターなどの相談窓口が各地域に設置

されているところですが、その相談内容は、子

供の育ちや経済的なものまで様々な分野にわた

ることも多く、いかに関係機関との連携が図れ

るかも課題となっております。

このため県としましては、いずれも市町村が

設置する機関で、ワンストップで相談に対応す

る職員を配置し、医療、保健、福祉、教育等の

各分野の機関との調整も行う「子育て世代包括

支援センター」を今年度中に、そして、「子ど

も家庭総合支援拠点」を令和４年度までに全市

町村へ設置することを目指しております。

センターと拠点の設置促進と機能向上を図る

ために、今年度から、子育て相談窓口ステップ

アップ事業に取り組んでいるところですが、こ

の事業の中で、市町村職員の資質向上等を図る

ための支援なども行うこととしております。

災害はいつ起こるか分かりま○内田理佐議員

せん。コロナ感染も同様だと思います。子ども

家庭総合支援拠点ができるだけ早く市町村へ設

置されることに期待しますし、その中で、ソー

シャルワーカー、またはコーディネーターの配

置にも期待いたしますので、よろしくお願いし

ます。

次に、人工妊娠中絶についてです。

今回、新型コロナウイルスの影響で、自殺者

が増えるのではと懸念されていますが、人工妊

娠中絶についても同様です。

県は、平成30年度人工妊娠中絶が1,000人

に9.2人で、全国でワーストワン、平成30年人工

死産が出産1,000人に15.0人でワースト２となっ

ています。

しかし、この事実はあまり知られておらず、

また、社会的、経済的、地域的、教育的要因な

どが複雑に絡み、難しい問題ではありますが、

宮崎県は中絶が多いのが事実です。

そこで、本県における非常に重要な社会問題

であります、人工妊娠中絶率の現状と改善に向

けた取組について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

衛生行政報告○福祉保健部長（渡辺善敬君）

例によりますと、本県における人工妊娠中絶率

について、平成30年度は全国ワーストの9.2と

なったほか、それ以前についても低位が続くな

ど、本県において大きな課題と考えておりま

す。

このため県では、中学生や高校生の若年層に

対しては、正しい知識普及のために、助産師に

よる講話や年齢の近い大学生によるピアカウン

セリングを実施しているほか、産婦人科医会の

協力により、人工妊娠中絶を受けた方に家族計

画の指導等を行っていただくことにしておりま

すが、その際、使用するパンフレットの提供を

行っております。

また、思いがけない妊娠などに悩む女性の相

談窓口として設けている女性専用相談センター

「スマイル」につきまして、案内カードを高

校、大学や関係機関などに配布し、その周知を

図っているところであります。

県としましては、各部局や市町村、関係機関

とも連携しながら、人工妊娠中絶率の改善をい

かに図っていくか、しっかりと検討を進めてま

いります。

ぜひ粘り強い取組で、人工妊○内田理佐議員
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娠中絶の改善に期待をいたします。

次に、学生スポーツ大会についてです。

今回、高校野球では選抜、夏の甲子園までも

が中止になり、高校野球始まって以来の事態と

聞いています。夏がメインの野球だけでなく、

ウインタースポーツと言われるサッカー、バ

レー、ラグビー、バスケットボールなどの今後

の大会についても、中止や延期となる可能性も

あります。

現在、全国大会の開催が難しい状況の中、九

州管内、または県内での大会として、スポーツ

種目別にしっかりとしたガイドラインを策定

し、万全な態勢の中、有終の美を飾るステージ

を用意してあげるのは大人の責任でもあると思

います。

大会等の実施の際、観客動員を行う場合はど

こまで可能なのか、ユーチューブなどによる動

画配信や、ネットやテレビ中継を通じて、学校

でのリモート応援ができないか、推薦や特待、

プロスポーツ選手を目指す選手に影響しないの

か、ウインタースポーツの大会開催が予定どお

り可能なのかなど、様々なことが懸念されます

が、先ほど発表されたということで、高校総体

及び甲子園予選の代替大会の内容について御説

明いただき、部員やその保護者の観戦や様々な

課題等についてのお考えを、教育長にお伺いし

ます。

高校総体等の代替大○教育長（日隈俊郎君）

会につきましては、先ほど休憩時間のお昼の時

間でございますけれども、高体連や高野連とと

もに、知事より開催について発表したところで

あります。

大会名は、「宮崎県高等学校特別スポーツ大

会2020」としまして、不足する授業時数の確保

を図る観点から、土日や祝日を中心に、６月下

旬から９月にかけて、少し期間が長くなります

が、この期間で高校野球を含めて24競技で実施

することとしております。

なお、ラグビーフットボール及び駅伝につい

ては、この大会の秋季大会として別の日程で実

施することといたします。

県としましては、多くの３年生にとって最後

となる大会でありますので、共に活動してきた

部員や保護者の皆様には、応援できる方向で考

えてまいりたいと考えております。

そのためには、新しい生活様式に基づいた十

分な防疫対策等が必要となりますことから、今

後、観戦の在り方等を含めて、関係団体と早急

に協議の上、整理してまいりたいと考えており

ます。

できれば、種目全てに大会を○内田理佐議員

用意していただきたかったなというのが本音な

んですが、例えば、ハンドボールができて、バ

レーボール、バスケットボールができないと。

どこに違いがあるのか。また、相撲ができてボ

クシングができない、この違いは何なのかなと

いうことも考えます。サッカー、ウエイトリフ

ティング、少林寺拳法を含め、練習の成果を発

揮できる場がないということなのでしょうか。

バレーボールにおいては、春高、ウインター

カップなどが残っているから、今回種目として

入らなかったのかというようなところについて

お伺いします。

お話にありました、○教育長（日隈俊郎君）

バスケットボール、バレーボール、サッカー競

技等、ウインタースポーツと言われる、いわゆ

る３年生も参加できるスポーツについては、競

技団体のほうが、この期間ではなくて秋の大会

に集中したいということで、今回の2020大会の

参加は見送ったところです。
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また、ボクシングについて申し上げますと、

練習時間が十分確保できない、あるいは対戦相

手の関係もありますので、今回の大会は見送っ

たというような状況、また、少林寺拳法につい

ては、最後の披露を行う場を確保して、演舞を

行いたいというような意向を聞いております。

それぞれスポーツ競技団体ごとにいろんな検

討を行った上で、今回の参加を決定したという

ような検討結果がありまして、先ほど申し上げ

ましたとおり、24競技、そして秋季大会が２競

技ということでまとまったところでございま

す。以上です。

競技団体が協議を重ね、納得○内田理佐議員

をされて24競技ということになったということ

で、冬季、秋季の大会も用意されている部分は

今回入っていないとか、そういうことになった

という経緯は分かりました。

ただ、最後を飾れない種目もあるということ

で、納得がいかないというような声もあるん

じゃないかなと思いますけど、もう一度念を押

させてもらいますが、全競技とも納得をした上

で、今回こういう内容になっているということ

でよろしいでしょうか。

参加競技の中でも、○教育長（日隈俊郎君）

必ずしも３年生が出場できない学校もあると聞

いております。いわゆる受験であったり、就職

であったり、それぞれの状況で、必ずしも３年

生として出場ができないという競技もあります

が、先ほど申し上げたとおり、各競技団体ごと

に、それぞれの学校から意見を集約して、こう

いう形で開催ということになったところでござ

います。

学校においては、最後の試合ということで、

学校内で、あるいは他校との練習試合を最後の

試合として終えられるという学校もあると聞い

ているところです。

特に県立の普通科高校など○内田理佐議員

は、秋冬の大会に３年生が臨めないというよう

なこともあると思いますので、例えば甲子園み

たいに、甲子園の土をキーホルダーにして渡す

とか、何か思い出づくり、例えば宮崎県の番組

の中の特集で、大会ができなかった生徒たちを

出してあげるとか、何か用意していただけない

かなという気持ちもありますので、よろしくお

願いしたいと思います。

次に、学校環境衛生基準についてです。

現在、県内の小中学校でエアコン設置が進ん

でいますが、新型コロナウイルスによるクラス

ター発生リスクを下げるために、換気を励行し

ないといけません。窓の開閉やエアコンは、先

生たちの判断ということです。

そこで、学校における換気の現状について、

教育長にお伺いします。

各学校においては、○教育長（日隈俊郎君）

国のガイドラインや、県教育委員会が策定しま

した「宮崎県立学校における新しい生活様式」

に基づき、感染症対策を行っております。

中でも、学校における教室等の換気につきま

しては、可能な限り、常時２方向の窓を同時に

開けて行うことを基本としているところであり

ます。また、気象条件や学習内容により、窓を

開けることができない場合にも、換気扇等の機

器を使用するなど、十分に配慮することとして

おります。

さらに、今後、エアコンを使用する機会が多

くなりますことから、その際にも、教室等では

小まめな換気に留意するよう指導しているとこ

ろであります。

県教育委員会は、教室の対角○内田理佐議員

の窓や扉を常に開放し、夏は全開、冬はやや開
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けるという話をされていました。

小林市では、市の教育委員会が作成した空調

マニュアルに沿い、室温30度で28度にエアコン

を設定し、常に窓を開放し、換気を促していま

す。

また、延岡市では、エアコンの故障リスクを

考え、１時間に２回の換気を行っています。

日向市にある小学校では、学校全体でエアコ

ンの集中管理をしているため、教室で調整でき

ず、昨年、体調不良を訴える子が続出したとい

うことです。先生方がおっしゃっていました

が、一律に28度と決めず、ある程度幅を持た

せ、科学的根拠に基づく県のガイドラインがあ

ると心強いということですので、御検討をよろ

しくお願いします。

最後に、九州中央自動車道整備についてで

す。

本日の午前中、武田議員が東九州自動車道の

整備について質問されましたが、私は、九州中

央自動車道の整備について、鎌原副知事に質問

したいと思います。

ようやく九州中央自動車道について、九州の

横断道の一つとしての道筋が見えてきました。

しかし、新型コロナウイルスの対策のため

に、今年度、国による240兆円もの財政出動が行

われ、国土強靱化予算も今年度３か年の最終年

度を迎え、来年度以降の建設予算の獲得が非常

に難しくなるのではと、不安に感じています

が、今後の進捗を停滞させるわけにはいきませ

ん。

九州中央自動車道は、西臼杵の方々にとって

救急搬送路となり、また、南海トラフ巨大地震

が発生した場合、緊急輸送道路、または自衛隊

の災害派遣ルートとなり、まさに命の道です。

先日お亡くなりになられた延岡商工会議所の

清本英男前会頭は、８期務められた中でも、最

も高速道路の建設に御尽力されました。道づく

りを考える女性の会初代会長であった故梶井恵

子さんとともに、「命の道を」と、命がけで活

動された姿を思い出されます。御冥福をお祈り

いたします。

鎌原副知事も、清本前会頭とはたくさんの思

い出もあることと思われますが、何とぞ、前会

頭の悲願であった九州中央自動車道の早期建設

に、国土交通省へ戻られた際も御尽力いただけ

ますようにお願いします。

鎌原副知事就任時、宮日新聞のインタビュー

の中で、「宮崎を古里のように愛し、尽くす」

とお話しされています。その言葉どおり、就任

後、九州中央自動車道は全線開通に向け、大き

く前進しました。

そこで、鎌原副知事の退任に当たり、九州中

央自動車道の事業進捗に対する熱い思いを、最

後に述べていただきたいと思います。

まず初めに、議員か○副知事（鎌原宜文君）

らも御発言がありました、延岡商工会議所前会

頭の清本英男様におかれましては、本県の高速

道路整備に多大な御尽力を長年にわたり賜りま

した。心から感謝を申し上げますとともに、御

冥福をお祈り申し上げます。

御質問のありました九州中央自動車道につき

ましては、平成30年４月に、五ヶ瀬東－高千穂

間が、県北地域としては実に10年ぶりに新規事

業化され、続きまして、11月には西臼杵郡で初

めての高速道路となる、雲海橋－日之影深角間

が開通をいたしました。さらに今年度は、県境

区間の蘇陽－五ヶ瀬東間が新規事業化されるな

ど、着実に整備が進んできております。

これらは、長年にわたりまして、全ての関係

者が一丸となって取り組んできた成果であり、

- 168 -



令和２年６月15日(月)

私もその一端に携わらせていただけたことを、

大変うれしく、そして感慨深く思っておりま

す。改めて、関係の皆様に感謝を申し上げたい

と思っております。

九州中央自動車道が開通しますれば、沿線の

産業や観光振興、救急搬送等への寄与はもちろ

ん、九州の人流・物流が大きく変わることにな

ります。私としましては、本県の高速道路が一

日も早く全線開通し、それぞれの地域や本県全

体の発展が図られますよう、県議会の皆様をは

じめ、沿線自治体や関係団体の皆様とともに、

最後までしっかりと自らの責務を果たしてまい

りたいと考えております。

鎌原副知事は、宮崎に来られ○内田理佐議員

て10キロ近く大きくなられたということです

が、私も県議になって10キロ大きくなりまし

た。副知事は「宮崎を愛し、尽くす」と言いま

すが、私は宮崎を食べ尽くしたいと思います。

あと、その体形を維持されて、国のほうに戻ら

れましても活躍を祈念いたしておりますので、

今後も末永く宮崎のためにどうぞよろしくお願

いします。ありがとうございました。終わりま

す。（拍手）

次は、坂本康郎議員。○徳重忠夫副議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○坂本康郎議員

県議団の坂本康郎です。通告に従いまして質問

をいたします。

５月１日付の宮崎日日新聞に、「どうやって

生きていこうか」という見出しのついた記事が

掲載されました。スナックで働く女性40歳、

「４月から店が休業し、収入が途絶えた。母子

家庭なので追い詰められている」。同居する長

女19歳は精神障がいを抱えているが、感染を恐

れて通院していない。次女15歳は高校進学を諦

めて職を探そうとしたが、緊急事態宣言下では

身動きが取れない。長男には発達障がいがあ

る。一家４人、ただでさえ不安定な家庭に追い

打ちをかける新型コロナウイルス。ひとり親世

帯に隔月約５万円が支給される児童扶養手当を

取り崩して生活をつなぐ。「特売の１袋14円の

もやしを大量に買い込んだり、野菜を知人にも

らったりしている」と切り詰めても不安は尽き

ない。「感染防止と生活支援のための国と県の

動きが遅過ぎた。報道を通して私たちの声を伝

えてほしい」と願う女性。記事になったこの女

性は、宮崎市花山手の市の総合福祉保健セン

ターへ失業者向けの緊急貸付けを申請に行かれ

たと書かれていることから、宮崎市にお住まい

の方と思われます。

去る５月22日に、私ども公明党県議団より河

野知事へ、「新型コロナウイルス感染症に係る

緊急提言」を提出し、その冒頭で、生活困窮者

等への支援を提言いたしました。生活困窮者へ

の県独自の支援、そのための財源・予算の優先

的な確保や貸付制度の周知と併せて10万円の特

別定額給付金が全ての県民へ速やかに行き届く

よう、市町村に対して的確なサポートをするこ

とを求めましたが、今月４日現在で、給付が進

んでいる都城市で対象世帯の92.8％、申請世帯

の98.3％と大半の世帯に給付が行き届いた一方

で、延岡市では19％、宮崎市で４％と、県内の

自治体間で取組に大きな差が出る結果となりま

した。

私は、宮崎市に住んでいますが、特別定額給

付金の給付の遅れをめぐっては、市民の方か

ら、不満や手厳しい批判が私にも寄せられまし

た。自粛や休業による収入減、今日、明日の生

活への心配から、１日でも早くという切実な心

情を伺うと、「それは市の仕事です」では決し

て済ますことはできません。私どもは、そうし
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た点を踏まえて提言をさせていただいた次第で

す。

先行きが不透明な状況が続き、不安を抱えな

がら、多くの県民が知事のリーダーシップに期

待をされていたと感じています。

新型コロナウイルス対策において、知事御自

身のリーダーシップと、県と市町村の果たす役

割をどのようにお考えだったか、知事の御見解

をお伺いします。

次に、経済対策について。10万円の給付金を

地元の応援消費につなげようと、「＃10万つか

エール百貨」の取組が５月に日南市から発表さ

れ、その後４町が賛同し、連絡協議会が設立さ

れるなど、にわかに広がりを見せています。

私は、本来このような取組は、いち早く県が

主導して行うべきではなかったかと思います。

市町村間の対策のばらつきや競争化にならない

よう、県から統一した方向性が示されること

を、町村議会の議長会からも要望されていまし

たが、県はこの要望に応えられているのか。ま

た、市町村との間で、経済対策について協議は

どのようになされているのか、知事にお伺いし

ます。

壇上での質問は以上とし、以降は質問者席に

て行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

初めに、県と市町村の役割についてでありま

す。

新型コロナウイルス感染症につきまして、ま

ず、感染防止対策につきましては、関係法令に

基づき、主として県が担うこととなっておりま

す。外出自粛の要請などの蔓延防止に向けた措

置や、必要な医療検査体制の整備を行うととも

に、保健所を中心とした感染拡大防止のための

対応を行っているところであります。

一方、経済対策につきましては、法令上の特

段の定めはないことから、それぞれが自主的に

判断をして必要な施策を進めることとなるわけ

でありますが、今御指摘がありましたように、

国の経済対策が、それぞれ県民の皆様の手元に

届くまでになかなか時間がかかるということ

で、県と市町村、小回りが利く機動的な対応を

それぞれ進めているところでありまして、県全

体や広域にわたる対応を県が担い、地域の実情

に応じたきめ細かい対応を市町村が担っている

ものであります。この感染防止対策、また経済

対策につきましては、県の対策本部会議で様々

な方針決定を行い、それぞれ迅速に市町村に対

して情報提供し、情報共有をしながら取組を進

めているところであります。

県民の命と健康を守り、暮らしや経済の維

持、活性化に向けた対策を適時的確に進めてい

くことができますよう、県と市町村がしっかり

と連携を図っていくことが大変重要であると考

えております。

次に、県による市町村間の調整についてであ

ります。

新型コロナウイルス感染症の経済対策では、

年度当初におきまして、県からの情報提供が十

分に行き届かなかったという反省も踏まえまし

て、４月下旬には、市町村や経済団体等と情報

を共有し、一層の連携を図ることを目的に、経

済雇用対策会議を設置するとともに、市町村長

との意見交換などを行ってきたところでありま

す。

こうした意見交換を経て、先月末に、当面の

県の施策展開の方向性をまとめた「新型コロナ

ウイルス感染症経済対応方針」を策定し、今

後、市町村等と連携して、取組を進めることと
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したところであります。

今回の補正予算案の編成に当たりましては、

事前に必要な調整等を行い、プレミアム付商品

券など、市町村と共同して実施する事業の構築

も行ったところであります。

今後とも、感染の状況に留意しながら、さら

なる経済対策を進めてまいりますが、引き続き

市町村と協議・調整を行いながら、この危機を

乗り越えてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

これは単純計算ではあります○坂本康郎議員

が、１人10万円の特別定額給付金の総額は、県

内で1,000億円を超え、その一部でも地元への応

援消費に使われれば、経済効果は大変大きいも

のと考えております。

引き続き、各市町村と連携の上で対策を進め

ていただきますよう、お願いいたします。

次に移ります。

新型コロナウイルスによる県政への影響は、

今後も当分の間は予断を許さない状態が続くも

のと予想されます。

ここで一旦、新型コロナウイルス第１波への

対応を検証し総括することは、第２波への危機

対応の備えという意味でも、また、これからの

自然災害など、対策に緊急を要する危機対応に

おいても有益なものと考えますので、その観点

から質問をいたします。

今回の一連の県の対応を福祉保健部で時系列

にまとめていただいた、「新型コロナウイルス

感染症に関する本県の対応状況等について」の

資料を基に振り返りますと、クルーズ船が横浜

港に入港した２月３日には、第１回の対策本部

会議が開催され、以降17例目の県内感染者が発

生するまでの間に取られた本県の感染症対策

は、迅速で適切なものであり、もっと評価され

てよいと思います。

しかし、国の緊急事態宣言が全国に拡大され

た４月16日を境にして、県内の世論が一変した

ように私には感じられました。休業要請をはじ

め、県の経済対策が何も示されないとして、Ｓ

ＮＳ上では、県民からの不満、批判が数多く見

受けられるようになり、新聞やテレビでも、日

増しに県と知事に対して大変厳しい論調の報道

が続きました。

一方、県は、17日に県外との往来や外出の自

粛、県立学校の臨時休業などを趣旨とする知事

のメッセージが出されたのを最後に、その後６

日間にわたって目立った対応や情報発信がなさ

れなかったことが、先ほどの資料からもうかが

えます。

リーダーへの不満や批判が蔓延する事態は、

とりわけ感染症対策のような人の生命や生活に

関わる危機対応の局面において、危機回避の安

全行動の統率性にも影響する大変重要な問題と

考えております。

知事に一定の権限が委ねられた緊急事態宣言

下にあり、東京都知事、大阪府知事らがメディ

アに頻出し、全国的に知事の言動に注目が集

まったこの期間においては、河野知事にも、定

例会見の回数を増やすなど積極的な情報発信が

必要ではなかったか。判断に時間を要するので

あれば、そのことを県民に見える形で説明を

し、知事のお考えと県内の世論の差を埋める手

だてをすべきではなかったかと私は思います。

緊急対応における知事の情報発信の在り方に

ついて、お伺いいたします。

一連のこれまでの取組○知事（河野俊嗣君）

に対する御指摘、しっかり受け止めてまいりた

いと考えております。

午前中も答弁を申し上げたところであります
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が、特に、都市部における感染が拡大し、毎日

のように何十人と感染が確認をされる、しか

も、感染経路が不明な事例もたくさん出ている

という状況の中で、本県においては、県民の皆

様の御理解と御協力をいただき、比較的抑制を

図っている状況がある。その中で必要な手を

打ってきたところでありますが、メディアで接

する都市部等の感染状況の中で、本県において

は、例えば休業要請も含めて、もっと手を打つ

べきではないかという県民の皆様の意識が高

まったのであろうと考えております。あくまで

県内の状況を踏まえた様々な手を講じてまいり

ましたが、その辺の説明、また情報発信の在り

方について、しっかりと反省をしながら、的確

に今後説明をしていく必要があると考えており

ます。

もう一点は、経済対策につきましては、先ほ

ども答弁申し上げましたとおり、国の持続化給

付金が手元に届く前に、大変厳しい状況にある

方に、本県としての経済対策というものをゴー

ルデンウイーク明けにはすぐに届けられること

ができるようにということで、準備を進めてま

いったところでありますが、休業要請をかける

タイミングと、たまたまその発表が重なったと

いうようなところで、なかなか県民の皆様の理

解を得ることが難しかった状況もあったと考え

ておるところであります。その辺の反省を踏ま

えて、しっかりと県の取り組む姿勢というもの

を、適時適切に県民の皆様にお伝えしていく、

そして、市町村等とも情報を共有し、方向性を

共有し、連携しながら取組を進めていく、ここ

は重要であろうかと考えております。

今後とも、この新型コロナウイルス、コロナ

と共に生きていく社会を築く上で、新しい生活

様式を徹底しながら、社会経済活動を段階的に

戻していく、さらには鹿児島で事例が発生した

ように、今後とも感染の発生というおそれもあ

るわけでありますので、それもしっかりと対応

していく、それに当たりましては、御指摘があ

りましたような、適時適切な情報発信の在り

方、今後ともさらに注意をしながら取り組んで

まいりたいと考えております。

今、知事がおっしゃいました○坂本康郎議員

が、先週、鹿児島市で新たな感染者が確認され

ました。幸い、今のところは最少で収まってい

るようでありますが、６月補正予算案の「「観

光みやざき」の再始動を図るための支援」に

は、対象地域に隣県も含まれており、今後の動

向次第では本県の経済対策に影響が及ぶため、

質問をさせていただきます。

６月１日以降の県外との往来に関する県の方

針は、「解除」を基本に「感染流行地域への往

来は慎重に」としていますが、今回のような隣

県での発生に対して、今後の往来への注意喚起

など、県民へのアナウンスはどのように判断さ

れるのか、知事にお伺いします。

今回、鹿児島では53日○知事（河野俊嗣君）

ぶりの感染確認ということで、大変私も衝撃を

持って受け止めたところでありますし、鹿児島

市の記者会見も、ネットのライブ中継で私も

ずっと注目をして見ておったところでありま

す。今のところ、濃厚接触者を含めて感染の拡

大にまでは至っていない状況でありますが、今

後の分析を待つとともに、御指摘がありました

ように、隣県での発生ということに対して、強

い警戒感を持って今後の動向を見据えていく必

要があろうかと考えております。

その上で、県外との往来等につきまして、

今、県民の皆様には、国の緊急事態宣言におき

まして、最後まで特定警戒都道府県とされた５
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つの都道県、それから、感染流行地域への往来

について、慎重な対応をお願いしているところ

であります。

この感染が流行している地域に関しまして

は、実態を把握する中で、今現在では北九州市

が該当するということを指摘しているところで

ありますが、当該自治体における外出自粛要請

などの対応が取られているかどうかというよう

なところを、流行の実態を見据えながら、本県

として判断をし、県民の皆様に情報提供してお

ります。

鹿児島市においては、今申し上げましたよう

な感染流行地域とまでは、今の時点で取り扱う

ものではありませんが、今後の動向にさらに注

視をするとともに、こうした感染が、今後、国

内におけるどの地域でもあり得るということを

十分に注意しながら、その動向に、県としても

警戒のアンテナを張っておく必要があろうかと

思いますし、その際、必要な情報というもの

を、先ほど御指摘もいただきましたように、適

時適切に県民の皆様にお伝えしてまいりたいと

考えております。

ありがとうございました。○坂本康郎議員

次に、今回の新型コロナウイルス関連の情

報、つまり、感染防止のために県民に注意を呼

びかける情報や、各種の支援策に関する情報が

どのように県民に伝えられたのか、メディアご

との発信状況を総合政策部長にお伺いします。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症対策に関する情報発信につきまし

ては、県民の皆さんが必要とする情報を分かり

やすく、かつ迅速に届けることが大変重要であ

りますので、インターネットやテレビ、ラジ

オ、新聞など、県の様々な広報媒体を活用しな

がら、効果的な情報発信ができますよう努めて

いるところであります。

次に、各メディアを活用した発信状況であり

ますけれども、６月10日現在、県ホームページ

での情報提供のほか、県広報ツイッターなどの

ソーシャルメディアで55回、県政テレビ・ラジ

オ番組で26回、新聞で13回、さらに４月及び６

月の県の広報紙で関連記事を掲載するなど、各

種メディアを活用した広報に取り組んでいると

ころであります。

最近新設されました、県の新○坂本康郎議員

型コロナウイルス感染症対策特設サイトを拝見

しますと、関連情報が整理され、以前よりずっ

と分かりやすくなって、インターネットを使っ

て関連情報を閲覧するには大変便利な印象を持

ちました。

そこで、県から県民へ情報を提供する方法に

ついて、基本的な考え方をお伺いします。

情報提供の手段として、特設サイトを含む県

のホームページをどの程度重視されているの

か、言わば情報ツールとしてのホームページへ

の依存度について、アクセス数など利用状況と

併せて、総合政策部長にお伺いします。

県のホーム○総合政策部長（渡邊浩司君）

ページは、県が発信したい情報をイラストや動

画などを活用しながら、分かりやすくかつ迅速

に県民に伝えることができますため、広報媒体

として非常に重要なツールであると考えており

ます。

このため県では、新たに「新型コロナウイル

ス感染症対策特設サイト」を開設しまして、感

染予防対策や地域経済対策などの多岐にわたる

情報を分野ごとに整理しまして、県民の皆様

が、知りたい情報に速やかにアクセスできます

よう、取り組んでいるところであります。

この特設サイトのアクセス数でございますけ
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れども、５月29日の開設から６月９日までの12

日間で約24万件、１日当たりにしますと約２万

件となっております。

初めに申し上げました、私の○坂本康郎議員

ところへ特別定額給付金に関するお問合せをい

ただいた方たちにお話を伺うと、10万円の給付

金については、皆さんよく御存じでしたが、そ

れ以外の、例えば緊急小口資金や総合支援資金

の貸付制度など、その他の支援策については、

余り情報が行き渡っていなかったように感じま

した。

また、特に高齢者の間には、ふだんインター

ネットを使うことがない方たちの割合が少なく

ないように見受けられ、ウェブ主体の情報発信

だけでは、まだ情報伝達に偏りを生んでしまう

可能性が高いと感じています。

都城市では、５月に市の広報の号外を発行し

て、市民に緊急対策の周知を図りました。全国

的にも、広報紙の配布の前倒しやチラシの全世

帯配布など、紙媒体を使った情報周知を見直す

動きが見られました。

今後の緊急対応に関する情報提供の手段とし

て、喫緊の対策を講じる上では、紙媒体の活用

の割合をもっと増やすことが必要ではないかと

考えますが、総合政策部長に御見解をお伺いし

ます。

県では、紙媒○総合政策部長（渡邊浩司君）

体による県民への情報提供といたしまして、県

からのお知らせや暮らしに役立つ情報を新聞に

掲載します「県政けいじばん」をはじめとし

て、各種啓発、注意喚起に関する情報を随時新

聞に掲載する「県政広告」、また、県政の重要

施策などについて詳しく説明・紹介を行います

「県広報みやざき」の発行などに取り組んでお

ります。

これらの紙媒体による情報提供は、インター

ネットを活用していらっしゃらない県民が県政

情報を得る上で、非常に重要な役割を果たして

おりますことから、今後とも、テレビやラジオ

による情報提供と併せまして、必要な情報が

しっかり届きますよう、丁寧できめ細かな広報

に努めてまいりたいと考えております。

これは提案になりますけれど○坂本康郎議員

も、５月に埼玉県教育委員会では、地元のテレ

ビ埼玉と提携し、また福岡市の教育委員会で

も、地元のテレビ西日本、福岡放送の２局と提

携をして、テレビのサブチャンネルを使って学

習動画を放送し、生徒、児童の学習支援を行う

取組を始めました。

２人以上の世帯ではほぼ10割と言われるテレ

ビの所有率を考えますと、広範囲に情報が伝え

られる可能性が高く、利便性にも優れているよ

うに思います。非常時の情報提供のプラット

フォームとしての使い方を想定して、地元放送

局のサブチャンネルの活用を一度早々に検討し

ていただきたいと思いますが、総合政策部長の

御見解をお伺いします。

災害時や緊急○総合政策部長（渡邊浩司君）

時におきましては、県民の皆様に必要な情報を

速やかに届けることが極めて重要であると考え

ております。

このため、県といたしましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策の情報発信におきまして、

インターネットやソーシャルメディアだけでな

く、テレビ・ラジオ等の様々な媒体を併せて活

用することにより、幅広い県民の方々に情報が

届きますよう、努めてまいったところでありま

す。

御提案のありましたサブチャンネルの活用に

つきましては、他の自治体による事例なども参

- 174 -



令和２年６月15日(月)

考にしながら、今後研究をしてまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。○坂本康郎議員

次に、学校教育について質問をいたします。

新型コロナウイルス対策による学校の休業措

置は、およそ80日間に及ぶ長期にわたりまし

た。仕事にお勤めの保護者の休業補償の問題

や、給食用に予定されていた食材の廃棄の問題

など、社会的にも大きな影響が生じたわけです

が、この間、県内では感染が落ち着きを見せた

こともあり、子供の学習の遅れを心配する保護

者などから、学校の早期再開や、感染状況に応

じた地域ごとの判断を求める声が多く聞かれま

した。

今後、第２波の発生の際の対応方針につい

て、教育長にお伺いします。

今後の臨時休業措置○教育長（日隈俊郎君）

の判断基準につきましては、感染症対策と子供

たちの学びを両立していくという方針の下、県

立学校に対し２つの基準を示しております。

１点目は、当該校において児童生徒等や教職

員に感染が確認された場合の対応であります。

その場合、濃厚接触者が保健所より特定される

までの間、まずは当該校の全部または一部の臨

時休業を実施します。その上で、感染者の学校

内での活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏

まえ、学校内で感染が拡大している可能性が高

いと判断した場合には、当該校の全部または一

部の臨時休業を当分の間継続します。

２点目は、県内の感染者の急激な増加や、感

染経路が不明な感染者が増加した場合の対応で

あります。

その場合は、感染地域の周辺の学校について

は、臨時休業の必要性について検討することと

しております。

次に、学校の休業が長期化す○坂本康郎議員

る中、インターネットを使ったオンライン授業

に注目が集まりましたが、県内の公立学校にお

ける休業期間中のオンライン授業の実施状況と

その評価を、教育長にお伺いします。

今回の臨時休業中○教育長（日隈俊郎君）

に、県内の公立学校におきましては、これまで

も話がありましたが、西米良村の小中学校や

五ヶ瀬中等教育学校で、同時双方向のオンライ

ン学習が実施されました。

また、県教育委員会や各学校が学習動画を作

成しまして、配信を行いました。この取組によ

り、家庭学習の支援に一定の成果があったと考

えておりますが、通信環境の整備が十分でない

ため、県全体を見ますと、限定的な利活用と

なったところであります。

このため、児童生徒の端末等の環境整備を進

めるとともに、まずは県立中学校等を対象に、

県独自のオンライン学習システムを構築した上

で、高等学校をはじめ、市町村の小中学校の利

活用にもつなげていきたいと考えております。

この休業期間中に学ぶ機会を○坂本康郎議員

どう確保するか、学習指導の在り方が論じられ

たことで、学校教育のＩＣＴ化がより具体的に

イメージされ、教育現場の先生方や保護者に

も、オンライン授業の必要性が認識される機会

になったのではないかと思います。

２月の一般質問で触れましたが、国のＧＩＧ

Ａスクール構想が立ち上がり、さあ、これから

学校の端末やネット環境の整備に乗り出そうと

した矢先の臨時休業であったため、自治体ごと

のこれまでの取組具合によっては、格差がその

まま露呈する結果になってしまいましたが、こ

れは想定内のやむを得ないものと私は考えてい

ます。
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むしろ今回の休業期間中に、全国各地で多種

多様なオンライン授業の取組がなされており、

その実施事例、成功した事例、そうでない事例

など、よく検証をしていただき、今後の整備計

画に反映させていただきますよう、お願いいた

します。

次に、県立高校の入学試験について。

例年、本県では、７月に次の年度の県立高校

の入学者選抜実施要項が示されていますが、来

春、令和３年度の入学試験一般入試については

実施しないとしてはいかがでしょうか。

先日、文科省より、中学校の臨時休業を踏ま

えて、次の年度の高校入試について、入学志願

者一人一人が安心して受験に臨めるよう配慮を

促す旨の通知が出されていることは、私も承知

していますが、本県では、今年度の一般入試の

志願状況において、全日制の県立高校で、平均

倍率0.90倍、全34校中20校で定員割れ、昨年度

も平均0.97倍、34校中21校で定員割れと、志願

者数の減少傾向が続いているという問題が側面

にあります。

加えて、今回の長期の休業措置による学習へ

の影響と、年度内に第２波、第３波の不測の事

態を想定しなければならない状況下では、入学

志願者が安心して受験に臨むことは難しいと、

県独自の判断をしてもよいのではないかと考え

ます。

過去に例を見ない新型コロナウイルスの影響

下で、様々な制約を受けながら学校生活を送ら

ざるを得ない最終学年の３年生に配慮をして、

高校入試については、事前に志願状況の調査を

行うなどして、選抜が必要な学校、学科につい

てのみ推薦選抜を実施する等の特例措置が必要

ではないかと考えますが、教育長の御見解をお

伺いします。

来春の県立高校入試○教育長（日隈俊郎君）

に関する御質問でございますが、来春の受検生

においては、休業が長期化したため、高校入試

に対する不安を抱えているものと推察しており

ます。また、そういったものを含めての御質問

だと思います。

このような不安を考慮し、また、公平性が担

保できるよう、来春の県立高校入試では、各中

学校での授業の進み具合を把握した上で、出題

範囲等を検討したり、きめ細かな入試情報の提

供をしたりするなど、適切な配慮を行ってまい

りたいと考えているところでございます。

次に、奨学給付金についてお○坂本康郎議員

伺いします。

県では、全ての高校生が安心して教育を受け

られるよう、授業料以外の教育費の負担を軽減

するために、低所得世帯に対して奨学給付金の

制度を設けていますが、制度の対象となる非課

税世帯について、通常は前年度の収入に対する

所得課税を根拠に取り扱われます。

一連の新型コロナウイルス経済対策のその他

の支援策と同様に、影響を受けた世帯の直近の

収入減も考慮すべきと考えますが、高校の奨学

給付金においてはどのような措置が取られてい

るのか、教育長にお伺いします。

高校生等奨学給付金○教育長（日隈俊郎君）

につきましては、従来は前年の所得のみが給付

決定の判断基準となっておりましたが、今般の

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、今

回、家計急変世帯への支援を行うよう、国の制

度改正が行われたところであります。

これを受け、本県といたしましても、収入が

非課税相当まで減少した世帯を高校生等奨学給

付金の対象に加えるよう、要綱を改正しまし

て、対応することとしたところであります。
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今後、県のホームページや在学する学校を通

じて保護者に周知を行い、学ぶ意志のある全て

の生徒が安心して教育を受けられるよう、支援

を行ってまいりたいと考えております。

同様に、県内の市町村が実施○坂本康郎議員

している小中学校の就学援助について、新型コ

ロナウイルスの影響で保護者の収入が減少した

世帯に対してどのような支援措置がなされてい

るのか、また、県から市町村への対応、対策も

含めて教育長にお伺いします。

市町村が実施してい○教育長（日隈俊郎君）

る就学援助制度につきましては、従来から、災

害等により年度の中途において認定が必要と

なった場合は対応できる制度となっており、今

回の新型コロナウイルス感染症の影響で収入が

減少した世帯についても、各市町村で相談を受

け入れる体制を整えていると伺っております。

県教育委員会といたしましても、国からの通

知を受けて、改めて柔軟な対応について、市町

村教育委員会へ周知したところであります。今

後とも、市町村への速やかな情報提供や助言等

に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○坂本康郎議員

次に、雇用の問題について質問をいたしま

す。

新型コロナウイルスの経済への影響につい

て、2008年のリーマンショック並み、または、

それ以上とする見方もあり、リーマンショック

のときのような就職氷河期の再来を心配する声

が聞かれますが、県内の来春卒業予定の新規学

卒者の就職活動への影響と県の対策について、

商工観光労働部長にお伺いします。

民間の調○商工観光労働部長（松浦直康君）

査によりますと、これは全国ベースでございま

すけれども、本年６月１日現在で、大学生の就

職内定率というのが56.9％で、前年同月比

で13.4ポイント減となっております。

また、一部企業の中には、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けまして、採用活動を中断

する動きも出てきており、学生や保護者から、

今後の就職活動に対する不安の声も届いており

ます。

このため県では、ヤングＪＯＢサポートみや

ざきでの相談対応に加え、新たにインターネッ

トを活用した就職説明会を開催するなど、大学

生等の就職活動を支援いたしますとともに、県

内企業に対しましては、採用予定枠の確保や、

これから就職活動が始まる高校生採用求人の早

期提出等について、経済団体を通じて働きかけ

てまいりたいと考えております。

来年度の新卒採用を行う企業○坂本康郎議員

を対象に民間調査会社が行った、「新型コロナ

ウイルスによる新卒採用への影響調査」 こ―

れは256社から回答を得ているものですが に―

よりますと、「ウェブ説明会やウェブ面接など

オンラインの対応を行ったか」との問いに対し

て、64％が「対応を行った」、８％が「行う予

定」としており、さらに、オンライン対応を

行った企業のうちの９割近くが、「双方向のラ

イブ配信型のウェブ説明会を実施した」と回答

しています。また、全体の７割近くが、「次年

度の令和４年度も説明会をウェブ化する予定」

と回答しており、若干サンプル数は少ないもの

の、新型コロナウイルスをきっかけにして採用

の形が変わり始めていることがうかがえます。

このような採用形態の変化に対して、県内企

業は対応できているのか、県としてはどのよう

に対策をされるのか、商工観光労働部長にお伺

いします。

インター○商工観光労働部長（松浦直康君）
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ネットを活用いたしました就職説明会は、時間

やコストの面から学生、企業双方にとってメ

リットがあり、採用手法の一つとして、今後導

入が進んでいくものと考えております。

一方で、知名度が低い企業にとりましては、

単独での開催は参加者の確保が難しく、また、

初めて導入する企業にとりましては、効果的な

説明のノウハウがないなどの課題もあると考え

ております。

県では、来月25日と26日の両日、県内企業50

社が参加するウェブ企業説明会を開催いたしま

すけれども、より効果を高めますために、参加

企業を対象に、自社の魅力を最大限にＰＲする

方法を学ぶ事前セミナーを実施することとして

おります。

今後とも、県内企業が多様な採用手法で人材

確保が図られるよう、支援してまいりたいと考

えております。

新型コロナウイルスの感染拡○坂本康郎議員

大をきっかけにして普及した、在宅勤務やリ

モートワークなどテレワークの働き方が、緊急

事態宣言が解除された後も継続、定着する動き

を見せています。

一部大手企業の話ではありますが、日立製作

所が、来年４月から在宅勤務を標準的な働き方

にするということを表明しました。また、

「ジョブ型」と呼ばれる、成果を重視した雇用

制度を導入して出勤日数を減らす動きは、ほか

の企業にも見られます。

この動きは、いずれ中小企業や地方へも波及

してくるものと予想していますが、県内企業の

テレワークの導入状況について、商工観光労働

部長にお伺いします。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナウイルス感染症の影響に関しまして、民間の

調査会社が定期的にアンケートを行っており、

４月下旬から５月中旬の調査結果によります

と、本県企業において、「在宅勤務やリモート

ワークを実施した」との回答は22.5％でありま

した。

これは、その前の３月下旬から４月上旬に行

われました同じアンケート結果の10.6％と比較

いたしまして、約12ポイント高くなっており、

テレワーク等への意識が高くなっているものと

認識しております。

続きまして、今後のテレワー○坂本康郎議員

クの導入、普及について、県の考え方を商工観

光労働部長にお伺いします。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナウイルス感染症の拡大によりまして、いわゆ

る３密の回避など慎重な行動が求められます中

で、企業におきましても、テレワークなどの対

策が進められてきております。

また、テレワークの導入は、県内に在住しな

がら県外の仕事に従事したり、取引先とのオン

ライン商談が可能となるなど、新たな事業展開

にも有効であると考えております。

このようなことから、本議会におきまして、

テレワーク導入に関して専門家を派遣し、導入

手法に関する助言等を行う事業を提案しており

まして、こうした取組を通じ、県内企業のテレ

ワーク導入を進めてまいりたいと考えておりま

す。

これも調査結果になりますけ○坂本康郎議員

れども、民間調査会社が５月に行った転職支援

サービスを利用する4,636人を対象にした調査で

は、新型コロナウイルスの影響で自身のキャリ

アや転職に関する意識が変わったという人が７

割以上に上り、その半数がテレワーク中心の働

き方を望んでいるという回答結果が出ていま
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す。新型コロナウイルスの感染拡大前と後で

は、企業で働く人たちの意識も変化しているこ

とがうかがえます。

県の取組にもこの働き方の変化への対応が必

要と考えますが、戦略の見直しなど今後の対応

について、商工観光労働部長に御見解をお伺い

します。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナウイルス感染症の拡大を契機といたしまして

導入が進んでいるテレワークにつきましては、

場所と時間にとらわれない働き方が可能なこと

から、ゆとりある住環境やアウトドアスポーツ

などを楽しみながら働くことができる、新しい

ライフスタイルにもつながるものと考えており

ます。

県といたしましては、このような新たな流れ

をしっかりつかむことができますよう、市町村

とも連携し、テレワークの拠点となるサテライ

トオフィス等を県内に呼び込むなど、働き方の

変化に対応した企業誘致等の取組について、今

後検討してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○坂本康郎議員

テレワークという新しい働き方は、住んでい

る場所に縛られずに就業を可能にします。先日

の知事の御答弁にもありましたように、都市部

から地方への人の流れが創生され、人口減少が

課題の地方にとっては、大きなチャンスと考え

ることができます。

昨年の６月議会の一般質問で、私は、宮崎の

県民所得の向上を訴えました。今回の新型コロ

ナウイルスの影響による雇用環境の変化や新し

い働き方が定着していくと、例えば、宮崎に住

みながら東京の会社と雇用契約を結んで仕事を

するという働き方も現実的になります。

働く人にとっては、自分の希望に見合う条件

の仕事や企業の選択肢が広がることになり、長

期的に見ると、図らずも、新型コロナウイルス

の影響が県民の所得の改善につながるのではな

いかと期待をしております。

一方で、私が危惧しますのは、採用活動にお

いては、地元企業がこれまで以上に県外企業と

の競争にさらされることが予想される点です。

慢性的な人手不足の中で、ますます人材の確保

が厳しくなるのではないかと、不安視をしてい

る企業の採用担当者の方もいらっしゃいます

が、第二の就職氷河期を生まないための施策と

同時に、今から本当に対策が必要なのは、地元

企業の「採用氷河期」ではないかと考えていま

す。

新型コロナウイルスの雇用環境に与える影響

をよく検証していただき、長期戦略の見直しも

含めて地元企業に対して積極的なサポートをし

ていただきますよう、お願いいたします。

次に、福祉施設への影響と支援について質問

いたします。

全国介護事業者連盟の調査では、通所介護を

行う事業所の９割以上が、「新型コロナウイル

スの感染拡大によって、経営面で打撃を受けて

いる」と回答していることが分かりました。

県内でも、介護人材の確保のための人件費の

上昇や、介護報酬の改定により発生したマイナ

ス分が経営を圧迫していることを訴える事業者

の方は多く、加えて今回の感染拡大の影響が、

追い打ちをかけるような状態になっているので

はないかと思います。

県内の介護事業所への新型コロナウイルスの

影響と、県からの支援の内容について、福祉保

健部長にお伺いします。

まず、介護事○福祉保健部長（渡辺善敬君）

業所への影響についてですが、本県で新型コロ
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ナが発生した３月以降、感染予防等のため、一

部の事業所で休業したほか、デイサービス利用

者の中には利用を控える方がおられ、介護報酬

請求件数からも、利用者の若干の減少傾向が見

てとれます。

こうした中、介護事業所においては、必要な

サービスの確保に向け、代替サービスの提供に

努めているほか、休業中の事業所も現在、順次

再開している状況です。

次に、県の支援内容ですが、これまでに合わ

せて86万枚の使い捨てマスクを県が一括購入

し、市町村を通じて介護事業所等に配布してお

ります。

また、消毒液についても、県が緊急的に購入

し、配布したほか、国が構築した優先供給の仕

組みの活用を呼びかけるなど、各事業所が衛生

用品を確保できるよう、支援しているところで

あります。

障がい者の就労継続支援事業○坂本康郎議員

所も、新型コロナウイルスの影響を受けていま

す。

一般企業などの営業自粛や営業活動の縮小に

より、請け負っていた作業自体が少なくなって

いる中で、利用者である障がい者の方たちに支

払う工賃を何とか維持しようと毎日大変な御苦

労をされていることを、宮崎市内の事業運営者

の方から伺いました。

県内の障害者就労継続支援事業所が新型コロ

ナウイルスによって受けている影響と、県から

の支援、対策について、福祉保健部長にお伺い

します。

５月に行った○福祉保健部長（渡辺善敬君）

就労継続支援事業所へのアンケート調査では、

回答のあった163事業所のうち、昨年の同時期と

比べて91の事業所で生産活動収入が減少してお

りまして、商品の袋詰め等の軽作業、清掃、レ

ストラン・カフェなどの分野が大きな影響を受

けておりました。

事業所への支援としては、マスクの配布や消

毒液の優先供給に加え、事業所の運営や利用者

への影響を抑えるため、事業所への給付費を利

用者の工賃等の支払いに充てる運用を認めると

ともに、雇用調整助成金制度の活用について周

知をしたところであります。

県としましては、事業所への影響を注視しな

がら、生産活動の維持・回復が図れるよう、今

後も、経営コンサルタント等の派遣や物品の共

同販売等の支援事業に取り組んでまいりたいと

考えております。

国の第２次補正予算が成立○坂本康郎議員

し、緊急包括支援交付金の中で、高齢者施設や

障がい者施設に勤務する職員の方に対しても、

慰労金が支給される見通しになりました。地域

によっては、福祉の現場で働かれる方たちの負

担が、体力的にも心理的にも限界に達している

という御指摘があります。引き続き、現場で必

要とされている支援についてよく聞き取ってい

ただき、適切な対応をお願いいたします。

最後に、防災・減災対策に関しての質問をい

たします。

一昨年９月の台風24号の接近・通過に伴う大

雨の影響で、宮崎市の高岡町や瓜生野をはじ

め、多数の浸水被害が発生しました。

昨年の６月議会の一般質問で、浸水被害の状

況と対応について取り上げましたが、御答弁い

ただきました、国土強靱化のための３か年緊急

対策による、清武川をはじめ宮崎市内を流れる

河川工事の進捗状況をお伺いします。

あわせまして、これから台風シーズンを控

え、河川流域の住民の安心につながる情報提供
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などソフト対策の取組について、県土整備部長

にお伺いします。

国土強靱化の○県土整備部長（明利浩久君）

ための３か年緊急対策としまして、宮崎市内で

は、清武川など40の河川におきまして、河道掘

削や樹木伐採を行っており、これまでに24河川

の工事が完了したところです。

また、ソフト対策としましては、住民自ら

が、迅速かつ確実な避難行動が開始できるよ

う、新たに水位計12基と河川監視カメラ６基を

増設し、インターネットを通じて、よりきめ細

やかな防災情報の提供に努めているところであ

ります。

今後とも、安全・安心な暮らしの確保に向

け、ハード・ソフトが一体となった浸水被害対

策に取り組んでまいりたいと考えております。

以上で、用意しました全ての○坂本康郎議員

質問を終わります。御答弁いただき、ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○徳重忠夫副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会

令和２年６月15日(月)
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令 和 ２ 年 ６ 月 1 6 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、有

岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様おはよ○有岡浩一議員

うございます。

郷中の会の有岡です。通告に従い質問をさせ

ていただきます。

まず、知事の政治姿勢について質問をしてま

いります。明快なる答弁を求めます。

現在の最大の課題である新型コロナウイルス

感染症について、今議会でも様々な角度から多

くの質問が出されている中、特に懸念されてい

たアフリカでも感染が広がっています。このこ

とで、コロナ対策の長期化と共存社会への対応

が必要となります。

そこで、新型コロナウイルス感染症の第２波

対策をどのように考えておられるのか、知事に

お伺いいたします。

次に、今後の財政見通しについてお伺いいた

します。

現在、財政課において令和10年度までの財政

見通しを試算されています。歳入においては、

令和２年度と同水準とし、歳出の社会保障関係

費はおおむね1.6％増で試算されています。

しかし、現在の新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえると、県税の減収や社会保障費の

増大等、環境が大きく変化しています。

そこで、本県における今後の財政見通しにつ

いての知事の見解をお伺いいたします。

次に、エコクリーンプラザみやざき問題につ

いてお伺いいたします。

まず、平成20年４月に副理事長に就任してい

た元宮崎市長の新聞記事を紹介します。「エコ

クリーンプラザ理事会の告訴に反対」とあり、

平成21年「きちんとした公社による内部調査も

せずに、告訴される５人の職員に理事会での弁

明の機会すら与えず、理事会として犯罪につい

ての確証もないのに、刑法247条の背任罪で告訴

が決議された」とあり、「平成17年度の職員た

ちは、14市町村からのごみ受入れを目前にし

て、施設を稼働させなければ街中にごみがあふ

れかえる大変な事態になると危惧し、公社職員

としての強い責任感から、緊急的な対応に必死

に取り組んだ」とあります。

「調整池の破損は、複合的な要因による地盤

沈下が根本的な原因である。県公社は県の管理

監督下にある。「なぜ、こんなことになったの

か」を総合的に検証し、県民に説明すべき立場

に県はあるのではないか」と書かれています。

そこで、エコクリーンプラザみやざき問題に

ついて、再発防止のためにも総括を行うべきと

考えますが、知事の御所見をお伺いいたしま

す。

壇上からの質問は終わり、以下の質問は質問

者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、新型コロナウイルス感染症の第２波対

策についてであります。

新型コロナウイルス感染症につきましては、

５月25日に全都道府県の緊急事態宣言が解除さ

れておりますし、今週中にもさらなる、県をま

たぐ移動というものの緩和も見込まれていると

ころでありまして、今後、来県者が増加するこ

とが予想されます。

令和２年６月16日(火)
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このため、感染の第２波に備え、ＰＣＲ検査

をはじめとした検査体制や入院病床の確保な

ど、医療提供体制の充実に取り組んでいるとこ

ろであります。

また、ウイルスを持ち込ませないという水際

対策につきましては、現在、宮崎空港におきま

して、セルフ検温計での検温や、チラシの配布

などを行っておるところでありますが、来県者

への啓発を行うとともに、全ての事業者に対し

て、県が先行的に独自に示したガイドライン

や、業界の全国組織が示した業種別のガイドラ

インを参考に、適切な感染予防対策などを実践

していただくよう要請を進めているところであ

ります。

今後とも、何らかの形で感染が県内に持ち込

まれないとも限りませんが、これまで同様、県

内で感染の連鎖を起こさせない、感染集団（ク

ラスター）を発生させない、そこは大変重要で

あると考えております。

引き続き、しっかりとした対応で感染への備

えに万全を期してまいります。

次に、今後の財政見通しについてでありま

す。

一連のコロナ対策につきましては、国の補正

予算で措置された地方創生臨時交付金や国庫補

助金などを財源として、最大限活用することと

しております。

４月補正におきまして、財政調整積立金を取

り崩しましたが、今回の補正予算案におきまし

て、地方創生臨時交付金などを歳入として受け

入れ、ほぼ、当初予算編成後の水準まで積み戻

すこととしております。

一方、コロナの影響が長期化する中、県税収

入の減少などが懸念されますことから、国に対

しまして、引き続き十分な地方財源の確保を強

く要望していきますとともに、引き続き、財政

関係２基金の残高確保など、健全な財政運営に

努めてまいります。

最後にエコクリーンプラザみやざきについて

であります。

県は、産業廃棄物処理計画に基づき、県内の

産業廃棄物の処理能力の確保と、適正処理のモ

デルとなることを目的に、平成７年、宮崎県環

境整備公社を設立し、公共の信用力の下、公共

関与事業を推進してまいりました。

そうした中で起こったエコクリーンプラザみ

やざき問題は、地域、また県民の皆様の信頼を

損なう大変残念な出来事でありました。

この問題につきましては、県が設置した外部

調査委員会において、様々な問題点が複合的に

絡んだことによるものとされ、組織体制がうま

く機能せず、意思疎通が十分に行われていな

かったことも、その一つとして挙げられたとこ

ろであります。

県としましては、産業廃棄物処理計画に位置

づけられてきた公共関与事業が今年度で終了す

ること、来年度からの新たな廃棄物処理計画を

策定しなければならないことから、これまでの

公共関与事業について評価し、取りまとめるこ

ととしておりますので、その中で整理をしたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。

再度、関連して各部長に質問してまいりま

す。

まず、新型コロナウイルス感染症の第２波対

策について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

先月、日機装株式会社が、宮崎大学医学部と

の共同研究において、深紫外線ＬＥＤについ
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て、新型コロナウイルスの不活化試験で有効性

を確認したと報告されております。

今後、コロナ対策の長期化と共存社会への対

応として、新型コロナ対策として、医療機関や

福祉施設などに広くＰＲし、宮崎モデルとして

推進される考えはないか、お伺いいたします。

立地企業の親○福祉保健部長（渡辺善敬君）

会社が開発したＬＥＤの特殊な紫外線が、新型

コロナの感染抑止効果があることが確認できた

という記事が、新聞に掲載されておりました。

開発企業のプレスリリースなどによれば、プ

ラスチックのシャーレに新型コロナウイルスを

滴下し、同社が開発した深紫外線ＬＥＤを30秒

照射したところ、ウイルスの99.9％以上の感染

力がなくなったとの結果が得られたということ

です。

県としましては、この企業が持つこの技術は

有望なものと感じておりまして、どのような形

で対策に実用化できるか、注目をしているとこ

ろです。

ぜひともよろしくお願いいた○有岡浩一議員

します。

宮崎に関連するこのような取組は、県民に

とっても心強いことだと思っております。

次に、財政的なお話になりますけども、平

成28年９月の「宮崎県公共施設等総合管理計

画」において、建物系施設の中長期的な経費の

見込みとして、40年間で6,725億円、１年間で

約168億円となり、インフラ施設の維持管理費と

して、40年間で5,950億円、１年当たり約149億

円となり、今後、個別施設計画の策定を通し

て、将来経費の見込額をより正確に算出する必

要があるとし、現在の試算においても、毎年、

収支不足が200億円を超えています。

また、令和元年６月の「みやざき行財政改革

プラン（第三期）」においては、厳しい財政状

況とあり、国民スポーツ大会・全国障害者ス

ポーツ大会開催に伴う経費等に多額の財政負担

が見込まれるとあります。

そこで、国民スポーツ大会の開催に向けた、

施設の整備に要する経費について、総合政策部

長にお伺いいたします。

国民スポーツ○総合政策部長（渡邊浩司君）

大会の競技施設の整備に要する経費につきまし

ては、県有施設のうち、現在整備を進めており

ます主要３施設で約385億円、それ以外の施設の

改修等に必要な経費として約15億円を見込んで

おります。

また、市町村施設につきましては、大会運営

上必要となる施設改修等に対し、県が一定の支

援を行う経費として、先催県の実績を踏まえ

約20億円を見込んでおり、これらの競技施設の

整備に要する経費は約420億円と試算しておりま

す。

今後、競技施設の整備費用につきましては、

実施設計の状況や関係市町村の動きを踏まえな

がら、競技団体との十分な連携の下、より具体

的に把握することとしております。

ただいま、施設の整備等の全○有岡浩一議員

体的な予算が示されましたが、施設を造れば維

持管理ということが今後の課題となってまいり

ます。

そこで、新たに整備する主要３施設を含め、

県有スポーツ施設の維持管理にかかる費用につ

いての見解を、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

県有スポーツ○総合政策部長（渡邊浩司君）

施設の維持管理費につきましては、県総合運動

公園内の施設や体育館等について、平成30年度

の実績で、年間約４億3,000万円となっておりま
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す。

また、新たに整備する主要３施設につきまし

ては、今後、実施設計や地元市との調整等にお

いて精査してまいりますが、施設の機能も高度

化しておりますため、相応の負担が見込まれる

ところであります。

このため、主要３施設につきましては、施設

のライフサイクルコストの削減を図るための手

法であります、いわゆるコンストラクション・

マネジメントを活用するなど、設計段階から十

分に配慮するとともに、既存の施設につきまし

ても、将来的な施設の在り方を検討するなど、

維持管理費の抑制に努めてまいりたいと考えて

おります。

30年度の実績で４億3,000万円○有岡浩一議員

という維持管理費に、新しい施設の維持管理費

がすごくかかってくるということは理解できま

すが、いずれにしても、各市町村との協力も含

めて、今後の維持管理費というものが大きな負

担になってくることは確かですので、計画的な

取組をお願いしたいと思います。

次に、環境森林部長にエコクリーンプラザみ

やざき問題についてお伺いいたします。

５問ほどお願いしたいと思っておりますが、

「『エコクリーン問題に関する県の総括』につ

いて」という文書は、令和２年５月28日付で公

社・県関係者や議会・報道各社に送付されてお

りますので、簡潔にお伺いしてまいります。

まず最初に、平成13年度、公社が、浸出水調

整池工事の基礎の設計に当たり、くいを打たな

い工法を採用した、また、平成15年度、施工業

者から公社に対し、「くいを打つべきである」

と進言したということは事実かどうか、お伺い

いたします。

エコクリーン○環境森林部長（佐野詔藏君）

プラザみやざきの整備に当たり、公社は、業務

委託したコンサルタントの意見を聞きながら進

めてまいりました。

御質問のうち、まず浸出水調整池の基礎につ

きましては、平成20年５月に県が設置した「エ

コクリーンプラザみやざき問題外部調査委員

会」の調査報告書に、平成13年５月、公社が発

注した「管理型最終処分場実施設計業務委託」

の設計報告書の中に、くいを打たない工法「直

接基礎補強案」を選定した旨の記載があるとさ

れており、事実と考えております。

次に、浸出水調整池施工業者からの進言につ

きましては、同じく外部調査委員会調査報告書

に、「沈下が予想されたので支持杭又は地盤改

良等の検討をお願いした」と記載されておりま

すので、そのような検討依頼はあったものと考

えております。

さらに質問を進めてまいりま○有岡浩一議員

す。

浸出水調整池工事完了時、一部に漏水がある

ことを公社に確認したため、平成17年２月、県

に公社が報告したというのは事実でしょうか、

お伺いいたします。

御質問の件に○環境森林部長（佐野詔藏君）

つきましては、外部調査委員会の調査報告書の

中に、平成17年２月に公社から、浸出水調整池

の水張試験において漏水が確認されたこと、ま

た、その対策として、防食材を防水・防食材に

変更し止水することについての報告が県にあっ

たことが記載されておりますので、事実である

と考えております。

続きまして３問目ですが、平○有岡浩一議員

成17年２月の県に報告した際、県が公社に対

し、「あまり沈下、沈下とは言わないほうがよ

い」と言動を注意したということを聞いており
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ますが、そういった事実があったのか、お伺い

いたします。

御質問の件に○環境森林部長（佐野詔藏君）

つきましては、外部調査委員会の調査報告書に

は記載されておりませんが、調査委員会の調査

の中で、「完成後の漏水ではなく、工事中の漏

水であるから、補修して止水するとのことでよ

いのではないか。沈下とか漏水とかの言葉は使

わないほうがよい。」と記載された書類があり

ます。

ただ、その発言者や意図については、詳細な

記述がないため、県が公社に言動を注意したか

どうかは不明であります。

さらに質問を続けます。○有岡浩一議員

平成17年５月末に公社の副理事長から県の課

長に、浸出水調整池緊急工事として補強工事の

報告をしたということが書かれておりますが、

これは事実かどうかお伺いいたします。

御質問の件に○環境森林部長（佐野詔藏君）

つきましては、外部調査委員会の調査報告書、

また、調査委員会における調査の際、公社の役

職員や施工業者など関係者から、当時の状況を

申し立てていただいた文書を確認いたしました

が、そのような記載はなく、事実かどうかにつ

いては不明であります。

平成21年、公社が、平成17年○有岡浩一議員

当時の公社役職員５人について刑事告訴を行っ

たが、その結果はどうだったのかお伺いいたし

ます。

公社が行った○環境森林部長（佐野詔藏君）

刑事告訴につきましては、平成22年１月、宮崎

地方検察庁が嫌疑不十分で不起訴処分としてお

ります。

また、同年９月、公社は検察審査会へ審査を

申し立てましたが、同年10月に、不起訴処分は

相当である旨の議決がなされております。

今、幾つかの答弁の中で、○有岡浩一議員

「不明」という表現がありました。また、現場

にいる、出先や派遣される職員の皆さんに不安

が残ることがあってはなりません。

まず、職員の派遣に関する協定書について

も、検証が必要です。

また、平成21年４月６日の、公社に対する弁

護士３名の意見書では、「公社の勝訴の見込み

は著しく低いものと言わざるを得ません。弁護

士費用を除いたとしても、印紙代だけでも数百

万円の支出が必要であり、その他の費用を含め

ると相当な支出になることが容易に予想されま

す。その費用が、公金から支出されることを考

えますと、安易に訴訟を提起しその費用を支出

すること自体、公金を無駄に支出したのではな

いかと後に非難される可能性さえあると言わざ

るを得ません」とあります。

いずれにせよ、宮崎県として、再発防止のた

めに、エコクリーンプラザみやざき問題の総括

が必要だということを申し上げまして、次にま

いります。

「みやざき地域見守り応援隊」についてお伺

いいたします。

住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを支

える「みやざき地域見守り応援隊」は、県民の

皆さんの日常生活に密着した事業を行っている

民間事業者の御協力を得て、見守りの形で異変

のサインを発見し、緊急性がある場合は、警察

署や消防署、または市町村窓口に通報し、多く

の目で地域を見守っていただいています。平

成26年２月以降の報告された事例を拝見する

と、様々な事例とともに、命に関わる事案も多

く、事業者お一人お一人に感謝の気持ちをお伝

えすべきです。見守っていただきありがとうご
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ざいます。感謝あるのみです。

そこで、「みやざき地域見守り応援隊」の今

後の取組について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

県では、「住○福祉保健部長（渡辺善敬君）

み慣れた地域で安心して暮らせるまち」を目指

しまして、22の民間事業者が、訪問先の様子が

ふだんと違うなど、日頃の業務の中で地域住民

の異変を察知した場合に、市町村や消防等に通

報する「みやざき地域見守り応援隊」の取組を

推進しております。

この取組の充実に向けて、事業者が、関係す

る支援機関に必要な情報を適切につなげられる

よう、特殊詐欺やひきこもり等、時事に沿った

テーマについて勉強の場を設けております。

今後とも、協力いただける事業者を増やしな

がら、地域におけるセーフティーネット機能の

さらなる強化を図ってまいりたいと考えており

ます。

住み慣れた地域で安心して過○有岡浩一議員

ごせるためにも、多くの皆さん方の見守りをこ

れからも続けていただき、宮崎らしい取組とし

て推進していただければありがたいと思ってお

ります。

次に、農福連携の推進について、再度、福祉

保健部長にお伺いいたします。

宮崎県の環境において「農業」と「福祉」が

つながって、宮崎を元気にする一つとして、農

福連携が挙げられます。

県内でも、農福ＪＡＳを取得するなど可能性

が広がる中、今後どのように取り組んでいかれ

るのか、期待を込めてお伺いいたします。

農福連携につ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きましては、障がい者の就労機会の拡大と工賃

等の向上、さらには農業の担い手不足の解消に

もつながる大変重要なものであると考えており

ます。

このため県では、これまでの取組に加え、昨

年11月に農福連携推進センターを設置しまし

て、２名のコーディネーターが福祉事業所を訪

問して、ニーズの把握や掘り起こしを行うとと

もに、農作業の体験会等を提案することで、福

祉事業所と農業者とのマッチングを進めており

まして、これまで３件の請負契約に結びついて

おります。

今後も、農政水産部等と連携し、福祉事業所

や農業者等を対象とした研修会や、先進的な取

組を紹介するセミナーの開催等により、農福連

携をさらに推進してまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、障がいを持った子供さ○有岡浩一議員

んたち、成人の方もそうですが、その方たちに

合った仕事のパターンと言うんでしょうか、そ

ういったものをしっかりと継続していただく。

そのためにはアドバイザーも必要でしょうし、

特別支援学校を経験された先生方のようなスキ

ルも必要だと思っております。そういった意味

では、いろいろな方たちの力を借りて、農福連

携というものが宮崎県の中で根づいていくこと

を期待しております。

次に、鳥獣被害についてお尋ねしてまいりま

す。宮崎県中山間地域振興計画における農作物

の鳥獣被害額の達成状況と、令和３年度の目標

値２億4,781万3,000円の見通しについて、農政

水産部長にお伺いいたします。

報告のあっ○農政水産部長（大久津 浩君）

た直近の農作物の被害額は、平成30年度が２

億8,300万円で、平成29年度より約3,900万

円、12％の減少となっております。

また、中山間地域振興計画で定めておりま
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す、人工林及び特用林産物を加えました、農林

作物等の被害額は３億4,500万円で、前年度より

約5,300万円、13％の減少となっております。

御質問のありました当計画の令和３年度の目

標を達成するためには、毎年度、農林作物等の

被害額を前年度から約10％以上減少させること

が必要であり、平成30年度実績といたしまして

は、おおむね達成しているものと考えておりま

して、引き続き、被害額の低減に努めてまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。毎○有岡浩一議員

年、被害額は減少しているということを報告い

ただきましたが、被害を抑えるために、現場で

は電柵を張ったり、いろいろ努力しています。

そういった意味では、現場も、そして皆様方の

御指導もいただきながら、全員で鳥獣被害を抑

えていくことの大切さを強く感じております。

またその中で、政府は、今後10年間のカロ

リーベース食料自給率45％を目指すと言われて

おりますが、平地での規模拡大やスマート農業

とともに、私は中山間地の農業を守ることが大

切だと考えております。

平成30年の鳥獣被害額のうち、中山間地域

が92％を占めております。中山間地域の農業を

守るためにも、鳥獣被害を防ぐことは急務で

す。

そこで、中山間地域における鳥獣被害対策の

今後の取組について、再度、農政水産部長にお

伺いいたします。

県におきま○農政水産部長（大久津 浩君）

しては、鳥獣被害対策特命チームや、総合農業

試験場に設置しております鳥獣被害対策支援セ

ンターを中心に、地域が一体となった総合的な

被害防止対策に取り組んでいるところでござい

ます。

具体的には、地域住民同士で被害の実態や侵

入経路などを把握しまして、被害防止対策を検

討する、いわゆる「集落点検」をサポートいた

しますとともに、侵入防止柵の設置や、その維

持・管理を行う人材の育成、さらには、わな等

の見回り作業の省力化等を目的としたＩｏＴ技

術の実証など、地域ぐるみの被害防止活動を支

援しているところでございます。

県といたしましては、今後とも、関係機関・

団体と連携いたしまして、「地域住民の話し合

い活動等による総合的な対策」を推進すること

によりまして、鳥獣被害の低減に努めてまいり

たいと考えております。

地域ぐるみで取り組むという○有岡浩一議員

ことが大きな課題だと思いますし、中山間地域

の被害を抑えることによって、平地、または宮

崎県全体での農作物の取組が進められると思っ

ておりますので、まずは宮崎の農業を守ってい

くという大きな使命の中の一つとして、今後と

も努力いただければありがたいと思っておりま

す。

次に、全国障害者スポーツ大会につきまし

て、競技力向上というテーマで質問をしてまい

ります。

2026年開催予定の全国障害者スポーツ大会に

おいて、14競技の正式競技があります。しか

し、本県では選手が確保できず、チームの編成

ができない団体競技があるようです。今後、選

手の発掘や指導者の育成について、どのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

現在、本県で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

は、全国障害者スポーツ大会の実施競技の中

で、４競技について選手が確保できず、チーム

編成ができていない状況にあります。
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このため今年度から、これら４競技について

も体験会を開催し、県内の小中学校及び特別支

援学校に広く参加を呼びかけながら、選手の発

掘に取り組んでいるところです。

また、併せて県外講師を招いた実技講習会を

開催するなど、指導者の発掘・育成にも取り組

むこととしております。

さらに、宮崎県障がい者スポーツ協会に専任

の職員を配置し、チーム編成や競技力向上に向

けた体制を強化したところであります。

今後も、関係機関や各競技団体の意見をしっ

かりと伺いながら、開催に向けた準備を着実に

進めてまいります。

４つの競技がまだチームが編○有岡浩一議員

成されていないということですが、強制してや

るものではありません。しかし、興味を持って

いただくような仕掛けをしながら参加してもら

う、そういう土壌をしっかりつくっていくこと

が大切だと思っております。そういった意味

で、土壌をつくって、全国障害者スポーツ大会

が終わった後、その後をどうするかというのが

大きな課題だということで、毎回この質問をし

ておりますが、全国大会後のレガシーとして、

競技を継続できる環境づくりが重要でありま

す。県の取組について再度お伺いいたします。

全国障害者ス○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ポーツ大会に出場した選手の皆さんが、大会後

も競技を継続できる環境づくりに向けて、一部

の競技について、学校関係者、一般の競技団体

に加え、医療機関・福祉施設等の職員をチーム

スタッフに迎え、地域社会全体でチームを支え

る体制づくりを進めているところであります。

障がい者スポーツは、障がいのある方の社会

参加促進に重要な役割を果たしております。

今後も、障がいのあるなしにかかわらず、多

くの人が関わることで、障がい者スポーツが地

域社会に定着し、障がいのある方々がスポーツ

に親しみ、競技活動を継続していける環境づく

りに取り組んでまいります。

子供たちのニーズというもの○有岡浩一議員

が、スポーツだけに限るわけではありませんの

で、文化活動もそうでしょうし、地域活動も含

めていろいろなニーズがあると思っておりま

す。

そういう中で、平成28年度のスポーツ・観光

対策特別委員会の委員でありましたが、今後、

知事の提唱されている「文化・スポーツ振興

局」の設置の具体的な取組が必要ではないかと

いう要望をした経緯があります。

これは、文化とスポーツ、幅広い分野であり

ますけれども、似たニーズが大変高いというこ

とで、これは一つの例でありますが、ｅスポー

ツという競技があります。国体で昨年から導入

されたわけですが、これはアメリカを起点に

今、全国的に広がっているスポーツでありま

す。

このスポーツは、障がい者が参加できる部分

もあれば、一般の方、そしてスポーツという名

がつく以上、国体でもそういった競技として取

り入れられています。ただ、このことを以前か

ら質問しているわけですが、県庁の中で、総合

政策なのか、福祉なのか、教育委員会なのか、

全く部署が決まっていません。そういった意味

では、こういったニーズに応えていくために

も、組織替えというものを考えていかないと、

自分たちの範囲だけで全てやろうとすると、な

かなかこういう交われない部分が出てくるとい

うことが考えられます。そういった意味では、

時代のニーズに合った組織編成も必要だという

ことを、一言付け加えさせていただきます。
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それでは次に、警察署の整備計画について、

警察本部長にお伺いいたします。

前回も日髙利夫議員が、高岡警察署の整備計

画について詳しく質問されました。毎年のよう

に水害への対応に追われる警察署の状態を拝見

し、周辺で最も低い位置にある警察署の在り方

について、早急に整備計画をつくることが必要

と考えます。警察本部長に、現在の取組につい

てお伺いいたします。

警察署の整備に○警察本部長（阿部文彦君）

つきましては、厳しい財政状況ではあります

が、治安基盤及び防災活動の拠点としての機能

を十分に発揮できる施設を整備するという観点

から、著しく老朽化が進んでいる警察署や、機

能に支障がある警察署を最優先に整備していく

方針であります。

ただいまお話のございました高岡警察署を含

め、警察施設の整備計画につきましては、宮崎

県公共施設等総合管理計画に基づき、今年度中

に個別施設計画を策定することとしております

ので、その中で、施設整備の方向性を示してま

いります。

今、高岡警察署という定義で○有岡浩一議員

お話ししましたが、県内には都城警察署、日南

警察署もございます。そういった意味では、こ

の個別計画というものをつくっていただきなが

ら、財政との調整をしながら計画的に実行して

いただきたいと思っております。

その中で、実は、平成25年５月30日、約７年

前になりますが、宮崎県における警察署の在り

方検討委員会の提言の中に、「宮崎西警察署構

想」があります。高岡警察署の移転新築が検討

されたとき、宮崎北警察署、宮崎南警察署の管

轄区域の一部を加えて、宮崎西警察署を新設す

るという構想についても検討されたようです。

大規模災害を想定した後方支援施設としても、

必要な施設となります。ぜひ、警察本部におか

れましても、前向きな検討をされ、大規模災害

時の体制づくりというものを検討いただければ

ありがたいと思っております。

次に、ＮＰＯ法人の活動について、総合政策

部長にお伺いいたします。

現在、県内では400を超えるＮＰＯ法人が活動

されているそうです。その中で、高千穂町の

「一滴の会」の活動を御紹介いたします。

特別委員会で視察をさせていただきました

「高千穂町移住情報バンク」において、移住・

定住対策を行っており、移住者の不安を解消

し、移住後の丁寧なフォローに取り組むメン

バーです。ふるさと高千穂を大切に豊かにした

いという地元の有志で構成され、移住者に伴走

できる体制ができています。地域の宝でありま

す。

そこで、県内のＮＰＯ法人に対して、県はど

のような支援を行っているのか、お伺いいたし

ます。

ＮＰＯ法人○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、地域における社会貢献活動や、多様な住民

ニーズに応える公益活動の担い手としての重要

な役割が期待されております。

こうしたＮＰＯの活動を支援するため、県で

は、みやざきＮＰＯ・協働支援センターを設置

し、法人運営に関する相談や、専門知識を有す

るアドバイザーの派遣等を行うとともに、人材

の育成を図るため、企画力向上などスキルアッ

プのための研修等を実施しております。

また、市町村と協働しまして、出前相談を実

施しておりますほか、専用のホームページを開

設し、ＮＰＯに関する各種情報を積極的に発信

しているところであります。

- 194 -



令和２年６月16日(火)

今後とも、こうした取組を通じまして、ＮＰ

Ｏ法人の活動支援に取り組んでまいりたいと考

えております。

本県の大きな課題であります○有岡浩一議員

人口減少というものがこれから毎年進むわけで

すが、そういう中で、今後の地域活動におい

て、地域の課題解決のために、地域住民がＮＰ

Ｏや企業などと活動する「地域運営組織」の設

立、こういったものも今後必要になってくると

考えております。そういった意味でも、ＮＰＯ

等の育成は、今後の地域活動に必要な取組とな

りますので、ぜひともしっかり目を向けていた

だきながら、出張での指導も含めて、今後とも

よろしくお願いしたいと思っております。

次に、関連しまして、中山間地域の生活環境

の状況についてアンケートを行った結果、日常

生活における問題として、「買物が深刻」とい

う集落が、前回の63集落から81集落へと増加し

ています。

そこで、中山間地域における買物弱者の現状

と対策について、再度、総合政策部長にお伺い

いたします。

議員御指摘の○総合政策部長（渡邊浩司君）

とおり、中山間地域におきましては、買物で深

刻な問題が生じている集落がございます。その

数も増加しているところであります。

現在、県内の取組といたしましては、市町村

社会福祉協議会等による買物支援や、商工会等

による宅配サービスなどの事例がありますほ

か、県外からの移住者が移動スーパーを起業す

るといった取組も出てきております。

県といたしましても、中山間地域の買物や交

通等、暮らしの機能を維持することが大変重要

であると考えておりまして、重点施策として、

拠点集落と周辺集落とのネットワークにより日

常生活を支える「宮崎ひなた生活圏づくり」に

取り組んでいるところであります。

今後とも関係部局や市町村等とも連携しなが

ら、地域の方が安全・安心に暮らすことのでき

る中山間地域の実現を図ってまいりたいと考え

ております。

一つの参考ですが、国のほう○有岡浩一議員

の新型コロナウイルス対策として、住民生活支

援の一つとして、移動スーパー等による地域の

生活支援事業があります。今後の参考になれば

と、期待しております。

次に県土整備部長に、空き家対策についてお

伺いいたします。

空き家の総数は、平成30年度住宅・土地統計

調査によると、県内で８万4,200戸、住宅総数

の15.4％となっています。その中でも、危険な

空き家が各地に撤去されずに残っております。

このような空き家に対する対策について、県と

市町村の具体的な取組をお伺いいたします。

空き家対策に○県土整備部長（明利浩久君）

つきましては、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」に基づき、住民に最も身近な行政主

体であります市町村が実施し、県は、市町村に

対する助言やその他必要な支援を行うこととさ

れております。

このうち、危険な空き家の除却につきまして

は、所有者の負担軽減のために、費用の補助を

行っている市町村もございます。なお、その財

源として国の補助金を活用する場合には、法に

基づく空家等対策計画を策定することが必要と

なるため、県では、計画策定に関する助言等を

行っているところでありまして、現在、宮崎市

をはじめ、13の市町村が策定を終えておりま

す。

今後とも、除却を含む市町村の空き家対策が
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円滑に進むよう、必要な支援を行ってまいりま

す。

御紹介いたしますが、空き家○有岡浩一議員

等の対策計画というものを宮崎市でも策定して

おりまして、解体補助額は除却、廃材処分、運

搬経費の２分の１の上限額50万円、または、解

体作業困難などの場合は、補助対象経費の５分

の４以内、上限額80万円があり、広く周知し、

毎年継続的に取り組むことが必要であります。

昨年度は３件の実績があるようですが、やは

り、毎年毎年こういう取組をし、危険な空き家

を除去しながら環境美化に取り組むという、こ

れは県の指導の中で、県内全ての市町村に空き

家等の対策計画が出来上がることを期待してお

ります。

最後の質問に入っていきますが、人材育成と

いうことで、総務部長にお伺いいたします。

人材育成につきましては、毎回いろいろな角

度で質問をしております。特に現在の新型コロ

ナウイルス関係で精神的にも大変きつい状態が

続く中で、職員の皆様方にどのようなアドバイ

スができればいいのかなと考えてみました。

その中で、「レジリエンス」という言葉が

あったので御紹介させていただきます。心理学

におけるレジリエンスについて、意味は、「逆

境から早く立ち直り、成長する能力」とあり、

定義として、ストレスの多い社会生活、日常生

活の中で前向きに、しなやかに立ち回る能力を

言います。

職場において、現在の職員のレジリエンスを

高めるなど、心理的にサポートすることが重要

と考えます。

そこで、職員が持っている能力を最大限に発

揮できる職場環境づくりにどのように取り組ん

でおられるのか、お伺いいたします。

県では、人材育成○

基本方針の中で、「職員の成長を支える魅力あ

る職場づくり」を人材育成の柱の一つに掲げま

して、職員間のコミュニケーションの活性化

や、不正や不祥事から職員を守るためのコンプ

ライアンスの推進、心と体の健康増進などに取

り組んでいるところでございます。

御指摘のレジリエンスを高める取組につきま

しては、ＯＪＴや人事評価における上司と部下

職員との面談等を通じて、自由闊達な雰囲気を

醸成するとともに、職員を対象としたメンタル

ヘルス研修の中で、ストレスマネジメントの具

体的方法などを習得する機会を設けておりま

す。

現在、県庁では、働き方改革に重点的に取り

組んでいるところでありまして、今後とも、職

員一人一人が持てる力を十分に発揮できる、魅

力ある職場づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

ぜひ、大切な職員、人材の○有岡浩一議員

「材」を財産の「財」という表現も使ってい

らっしゃるように、宮崎県にとって職員の皆さ

ん方は大切な力であり、宮崎をよくするための

貴重な財産であるというふうに考えておりま

す。そういった意味では、職員の皆さんの不祥

事だけがクローズアップされて、ふだん地道に

頑張っていらっしゃる姿が見えないということ

がないように、職員の皆さん方を大切にするこ

とが、宮崎県がこれから難局に向かってしっか

りと闘っていける環境だということを強くお願

い申し上げて、今後とも、職員の皆さん方の人

材育成にしっかり取り組んでいただくことをお

願いしたいと思っております。

最後になりますが、教育長にお尋ねいたしま

す。高校生の挨拶の習慣化についてお尋ねした
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いと思います。

私自身は学生時代、スポーツ系の取組をして

いましたので、大きな声で挨拶することは当た

り前で、みんなが大きな声で挨拶する、そうい

う環境におりました。

しかし、最近の若者は挨拶をしないとよく言

われますが、社会人の基本は挨拶からだと思っ

ております。そこで、社会人の手前にいる高校

生を見てみると、自転車に乗りながらスマホに

集中していたり、こちらから挨拶しても返事が

返ってこないことが多くあります。

いつの間にか、挨拶はしなくてもいい、煩わ

しいという勘違いをしているのではないかと心

配する次第です。

そこで、高校生の基本的生活習慣の確立とし

て、まず、挨拶する習慣や挨拶の大切さについ

てどのように進めるべきか、教育長のお考えを

お伺いいたします。

基本的生活習慣は、○教育長（日隈俊郎君）

望ましい社会生活を送る上で大変重要な意味を

持っておりまして、子供たちの心身の発達に欠

くことのできないものであります。

その中でも、お話にありましたように、特に

挨拶につきましては、社会性を育むための重要

な基盤であると認識しております。

挨拶の習慣化につきましては、幼少期から発

達段階に応じて一貫して身につけさせるべきも

のと考えておりまして、特に高等学校におきま

しては、授業や礼法指導、面接指導等を通し

て、挨拶が社会で生きていくために重要である

という観点からも指導しているところでありま

す。

県教育委員会といたしましては、自分で考え

て判断できる自立した人材の育成を目指しまし

て、学校における日々の教育活動や様々な体験

を通しまして、挨拶などの基本的生活習慣の確

立が図られるよう、学校への指導を行ってまい

ります。

今、答弁をいただきました、○有岡浩一議員

学校で指導したときにはできると、しかし一

方、学校から出て社会に出るとできなくなると

いう、こういったことがあってはもったいない

と思っています。習慣化して、いつでも声がか

けられる、声がかけられれば返事ができる、そ

ういう宮崎県の素直な子供たちをしっかりこれ

からも育てていただきながら、小・中・高生の

これからの成長を期待しております。よろしく

お願いいたします。

質問の項目は23問全て終わりましたが、今日

ここに、第54代松形知事の書かれました「たゆ

たえども沈まず」という本の中から、知事の就

任のときの決意と期待という話を少しさせてい

ただきながら、皆さん方に伝えたいと思いま

す。

第54代知事に就任した瞬間、（中略）「充

電と放電は知事のみならず、県政全体にとっ

ても必要不可欠であり、充電だけして放電が

なければ、質の良い能力も宝の持ち腐れにな

る。また、放電だけで充電がなければ、行政

の前進も発展もない」。「充電しながら放電

し、放電しながら充電する、言うなれば自動

車のバッテリーのような作用がいる。県政は

一瞬の安逸も許されない。厳しい坂道はそれ

がいかに峻険といえども、乗り越えなければ

ならない」。「そこで提案がある。県政のた

めに何をなすべきか、原点に返って激しい議

論をしようではないか。三人寄れば文殊の知

恵という。遠慮せず、知事室に来て議論して

頂きたい」。「奉仕者としての責任を果たす

ためには、全職員が燃えねばならぬ。議論に
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燃え、仕事に燃えることを県民の皆さんは期

待している」。「私の基本姿勢は、豊かで活

力に満ちた明日の宮崎をつくることにある。

具体的には、県民重視の県政、県民のための

県政、地方の時代を先取りする創造性に富む

県政、心を大切にする県政、21世紀を目指す

先見性のある県政である」。

という文章がございます。

これは、松形知事が就任のときに、職員の皆

さん方にメッセージとして伝えられた言葉だと

聞いておりますが、この号令によって、職員の

皆さん方にも思いが通じたということも書かれ

ております。

ぜひ、河野知事におかれましても、初心に

返って、職員の皆さん方に思いを伝え、知事の

思いが県政の発展につながるという、そういう

県民総力戦で取り組めるような宮崎県を今後と

も期待し、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○横田照夫議員

の横田照夫です。これまで、13名の議員が新型

コロナウイルス感染症関係の質問をされました

ので、重なったり、似通ったりしている質問も

ありますが、お許しをいただきまして、一般質

問に入らせていただきます。

安倍首相が小・中・高校・特別支援学校にお

ける全国一斉の臨時休校の要請を出されまし

た。この要請に対し、事前の根回しがなかった

とか、あまりにも唐突過ぎる、過剰な反応など

の批判がありましたが、安倍首相は、「先手先

手でやるべきだと判断した。最後は政治が全責

任を持って判断すべきものと考えた」と、政治

判断を強調されました。

４月７日政府は、７都府県に対し、５月６日

までの間で「緊急事態宣言」を発令しました。

さらに、４月16日にはそれが全都道府県に拡大

され、５月４日には５月31日までの延長が決定

され、そして、５月14日、８都道府県を除き、

緊急事態宣言は解除されました。

これらの一連の動きに対して、海外で先行す

る強権的で強制的な「国家緊急事態」や「都市

封鎖」と比較して、日本の対応は生ぬるい、危

機意識が足りないなどの声が多数上がりまし

た。「国民の権利の制限を含む緊急事態宣言は

危ない」と言っていた人が、１か月後には「早

く宣言を出すべきだ」と、手のひらを返すよう

に言っておりました。

これまで、緊急事態における危機管理につい

ては、長年議論がなされてきました。2003年に

は、当時の民主党が「緊急事態基本法案」を公

開いたしましたし、2012年には、自民党が出し

た改憲草案に組み込まれた「緊急事態条項」を

めぐり、「国家権力が国民の権利を制限する危

険性がある」との批判が数多く出されました。

このような緊急事態が発生した場合の考え方

は、本当に難しいと思います。

本県では、緊急事態宣言の対象地域となった

後も、県内の感染状況や社会経済に与える影響

等を考慮して休業要請は行わないとしていまし

たが、県外からの来県を誘発しかねない状況に

直面していることや、県内の様々な団体から休

業要請について提案・要望が寄せられたこと等

を踏まえ、大型連休を前に、県をまたいだ大移

動を抑制し、県外からの感染を阻止する観点か

ら、遊興施設や遊技施設など対象となる施設に

対して、４月24日に休業要請を行うこととしま

した。

河野知事は、この休業要請があまりにも遅い

との批判を受け、「私の考えと県民が求めるこ
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とにずれがあったことを大いに反省する。具体

的な方向を示せなかった反省もある」と、陳謝

されました。そこで知事に、備えや対策を出す

タイミング等も含め、今回のコロナウイルスで

どのようなことを感じられたかをお伺いしま

す。

以上を壇上からの質問とし、あとは質問者席

での質問とさせていただきます。よろしくお願

いします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

新型コロナウイルス感染症は、その影響が県

民生活の様々な分野に及ぶだけではなく、何よ

り県民の命と健康を脅かす未曾有の事態であり

ます。状況が刻々と変化する中での対応は、感

染拡大防止と社会経済活動の維持の兼ね合いと

いう問題もあります。この議会でも、アクセル

とブレーキというような表現で議論もなされた

ところでありますし、全国的な状況、また統一

的な対応が求められるものもありますし、感染

拡大の状況を踏まえながら、地域の実情に応じ

て取り組むべき内容もあります。そのような意

味におきまして、大変かじ取りの難しい事案だ

と感じております。

備えや対策につきましては、県の対応方針に

つきまして、本県で初めての感染者が確認され

る前に策定・公表したほか、人の移動が多い４

月を「感染拡大防止強化月間」と位置づけての

対策の徹底を図ってまいりました。さらには、

県民への外出自粛や、遊興施設・遊技施設への

休業の要請など、市町村や医療機関、その他の

関係機関と連携して取り組んできたところであ

ります。

御指摘の休業要請の問題など、判断が難しい

課題も多々あったわけでありますが、県民の皆

様や関係機関の協力の下、感染拡大を何とか抑

えることができており、現時点では、これまで

の県としての対応に一定の手応えを感じている

ところであります。

引き続き、第２波、第３波への対応につきま

しても、これまでの経験等を生かし、適切に対

応してまいります。以上であります。〔降壇〕

今の答弁に対してのコメント○横田照夫議員

は、一番最後のほうで述べさせていただきま

す。

10年前に本県で口蹄疫が発生した際、その防

疫体制が十分に機能しなかったとの反省から、

家畜伝染病予防法が改正されました。

具体的には、畜産農家に対する飼養衛生管理

の強化や国の財政支援の拡充などです。

従来の家畜伝染病予防法では、補償金の額

は、患畜については家畜評価額の３分の１、疑

似患畜については、同じく５分の４が支払われ

ることとされていました。しかし、防疫措置の

円滑な実施を図るという観点から、特別手当が

付加されて、通常の手当と合わせて、当該家畜

の評価額の全額の交付を行うこととされまし

た。あわせて、予防的に殺処分される家畜に対

しても、評価額の全額を補償することとなりま

した。これは、家畜の殺処分を行った畜産農家

の経営継続を支援するための支援金としての性

格を有しています。

この法改正により、もし口蹄疫等の法定伝染

病が発生した場合、農家も地方自治体も国も、

迷わずに殺処分等の防疫措置を行うことがで

き、早期の終息を図ることにつながるのではな

いでしょうか。

今回のコロナウイルスでは、不要不急の外出

などは自粛するよう要請されました。途中、特

定の遊興施設とか遊技施設等には休業要請が行
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われましたが、その他の商店や飲食店には行わ

れず、人足が途切れたために、やむなく自主休

業する店もたくさんありました。まさに、真綿

で首を絞められるような気持ちだったのではな

いでしょうか。

その後、給付金とか助成金等が次々と出され

ましたが、給付に時間がかかったりと、不備も

次々と指摘をされました。外出自粛等で人の足

が止められたら、飲食・サービス業、小売業、

観光業など、多くの産業に影響が出るのは当然

のことなので、それらの業界を担う人たちの生

活の糧を補償する必要があるのではないでしょ

うか。

家畜伝染病予防法で畜産農家の経営継続を支

援するための補償制度を決めたように、コロナ

ウイルスのような感染症に対しても、補償等の

法整備をするべきではないかと思いますが、知

事のお考えをお聞かせください。

今回の新型コロナウイ○知事（河野俊嗣君）

ルス感染症につきましては、緊急事態宣言の対

象地域におきまして、知事の権限で休業要請を

行うことができるわけでありますが、御指摘の

とおり、休業した事業者に対する補償が法的に

整備されておりません。このことが、東京都を

はじめ、感染が急拡大した都市部において、当

初、大変苦慮する課題でありましたし、その

後、対応のばらつき、公平・不公平の問題も生

じさせたのではないかと考えております。

このような中、本県では、休業要請の対象事

業者に対し、協力金を支給したところでありま

すが、補償ないしは財政的な手当てにつきまし

ては、本来、国の責任において行うことが必要

であると考えております。

そのため、現在、休業要請に係る補償、また

支援の在り方につきまして、特措法への位置づ

け、さらには国の財源措置などを、全国知事会

を通じて、国に働きかけをしているところであ

ります。

アメリカやイタリアでは、患○横田照夫議員

者が待合室や廊下にあふれ、遺体を安置する場

所もないという悲惨な状況になりました。日本

ではそこまでには至りませんでしたが、現場か

らは、病床や医療機器、医療従事者が足りなく

なって医療が崩壊しそうだという悲鳴が上がり

ました。

医療従事者への感染を防止するために、手術

機能を一旦停止したり、コロナウイルス以外の

普通の外来患者や入院患者をストップしている

ところもあります。本来回っていた医療が回っ

ていないというふうに捉えれば、既に医療崩壊

が始まっていると言えるかもしれません。

私の家の近くに小児科の診療所があります。

土曜日等も含めて毎日多くの患者を診察してい

ましたが、コロナウイルスがはやりだしてから

は、患者が激減し、収益悪化を加速していま

す。少々の発熱くらいは我慢したということな

のかもしれませんが、院長は自嘲気味に、「小

児科は不要不急の診療科だとよく分かった」と

言っていました。

医療崩壊は、コロナウイルスに対応した病院

でのことのように理解をしていましたけど、診

療所も含めた医療界全体でのことではないで

しょうか。近所の診療所がしっかりと機能して

こその２次医療、３次医療だと思います。

医療崩壊を防止する観点から手術や外来患者

の診療を止めている病院や、コロナウイルス流

行で患者数が激減した診療所にも、何らかの支

援策が必要ではないかと考えますが、いかがで

しょうか。前屋敷議員も同じような質問をされ

ましたが、改めて福祉保健部長に伺います。
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医療機関の経○福祉保健部長（渡辺善敬君）

営悪化に係る資金繰りの支援につきましては、

国において、無利子・無担保等の優遇融資制度

の拡充や、診療報酬等の概算前払いが実施され

ておりまして、県では、医療機関等に対し、こ

うした対策の周知を図ってきております。

また、感染拡大防止の観点から、特例的に電

話やオンラインでの診療が可能となっておりま

すので、引き続き周知を図ってまいりたいと考

えております。

さらに、国の第２次補正予算では、全ての医

療機関・薬局等を対象に、患者が混在しない動

線確保などの感染拡大防止対策等への支援が盛

り込まれておりますので、こうした国の制度の

活用を視野に、医療機関への支援も検討すると

ともに、県内の医療機関の厳しい状況について

は、国に対してもしっかりと訴えてまいりたい

と考えております。

次に、感染者の公表の在り方○横田照夫議員

に関してお尋ねします。

県の公表は、宮崎市在住の何歳代の男性と

いったもので、特定個人の公表ではありませ

ん。でも、そのために、真偽不明のデマ情報が

飛び交い、いわゆる「犯人捜し」が始まりまし

た。佐土原でも、あるスナックが標的となり、

幾ら否定しても、なくなるどころか形を変えて

増殖していき、スタッフは精神的に追い詰めら

れたと聞いています。

感染症法第３条には、「国及び地方公共団体

は、感染症の患者等の人権の保護に配慮しなけ

ればならない」とうたってあり、それに基づ

き、厚労省から「感染症が発生した場合におけ

る情報の公表における基本方針」が出されてい

ます。この中で、「公表に当たっては、感染者

等に対する不当な差別及び偏見が生じないよう

に、個人情報に留意しなければならない」とう

たってあります。でも、全く感染していない人

が、デマ情報で不当な差別や偏見を浴びている

ことを考えると、この基本方針には大きな不備

があるんじゃないかと思います。

感染症患者等の人権の保護に配慮しなければ

ならないのと同様に、感染していないのに、デ

マ情報によって、精神的にも経営的にも追い詰

められる人の人権にも、同じように配慮する必

要があるのではないでしょうか。

先述のスナックは、新聞に取り上げられて、

デマだったことが周知されましたけど、それと

同じように、デマ情報によって大変な状況に追

い詰められている人からの連絡を受けて、その

情報が真実とは違う旨の周知を何らかの方法で

する必要があるのではないかと考えますが、福

祉保健部長、いかがでしょうか。

情報の公表に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、御指摘のありました国の基本方

針に基づきまして、患者とその御家族などの人

権を尊重しつつ、感染症の蔓延防止に必要な範

囲で行っているものであります。

例えば、感染者が利用した施設名に関して

は、濃厚接触者等が不特定多数の場合は、蔓延

防止の観点から公表を検討しますが、特定でき

る場合は、個人情報保護の観点から公表しない

というようなことを基本としております。

こうした公表情報の取扱い以外にも、誤った

憶測やデマによる風評被害を防ぐことが重要で

ありますので、新型コロナの特性や対策などに

ついて、県民の皆様の正しい理解と冷静な行動

が重要だと考えております。

このため県といたしましては、今後とも、会

見や広報紙、県ホームページ、テレビＣＭや新

聞広告など様々な媒体による情報発信を通じま
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して、県民の皆様の新型コロナに対する理解を

深めるとともに、人権意識の醸成に努めてまい

りたいと考えております。

ぜひ、今後も工夫を重ねて○横田照夫議員

いってほしいと思います。

次に、国文祭・芸文祭に関連して質問しま

す。

私は、議員になったばかりの頃から、神社の

神主が神事の際、一番最初に奏上する「掛けま

くも畏き 伊邪那岐大神 筑紫の日向の橘の小

戸の阿波岐原に」と続く祓詞を壇上で何回も紹

介し、全国で宮崎県だけにしかないもの、それ

は「日向神話」なので、それを内外に発信する

べきではないかと訴えました。その後に「記紀

編さん1300年記念事業」が始まり、大変うれし

く思いました。そして、その記紀編さん事業の

集大成として、今年開催予定の国文祭を位置づ

けるということでしたので、非常に楽しみにし

てきました。しかし今、その開催が危ぶまれて

います。

国文祭・芸文祭について、知事は、国と開催

方針を協議している最中だと伺いました。今

後、どのような判断が出されるか分かりません

が、コロナ禍で社会全体が沈んでいく中で、ス

ポーツや文化がいかに私たちの心に勇気や安ら

ぎを与えてくれるものなのか、改めて今感じて

います。こういうときだからこそ、私たちは文

化を守らなければならないと考えております。

これまでの知事の答弁にもあったとおり、ぜ

ひ、国文祭・芸文祭は可能な限り実施してほし

いと思います。

コロナウイルスの影響で、県内で活動してい

る文化芸術団体の活躍の場も失われています

が、本県の文化芸術の灯を消さないためにも、

県内の文化芸術団体が活動できる場を設けるな

どして支援すべきではないかと考えますが、総

合政策部長いかがでしょうか。

御質問にござ○総合政策部長（渡邊浩司君）

いましたように、文化芸術は、人の心に潤いを

与えるとともに、地域の連帯感や魅力の向上に

つながるなど、社会に大きな活力を与えるもの

であります。

今回の新型コロナウイルス感染症の影響によ

りまして、県内の文化芸術活動は、中止や延期

など自粛を余儀なくされてきておりましたけれ

ども、ここに来まして、ようやく再開の兆しが

見えてきたところであります。

このため県といたしましては、活動時のコロ

ナウイルス感染防止対策や、中止された事業の

実施、ネット配信などの新たな取組を支援する

べく、現在、募集を行っているところでありま

す。

さらには、国が新たに打ち出されました、文

化芸術活動に対する各種支援事業などの動きも

視野に入れながら、今後とも、県内の文化芸術

団体の活動支援に取り組んでまいりたいと考え

ております。

今、車のドライバーは、運転○横田照夫議員

席に座ると無意識的にシートベルトに手がいく

ようになりました。口蹄疫後、畜産農家は、畜

舎に入るときに無意識的に消毒槽に足を踏み入

れるようになりました。このように、今までし

ていなかったことを当たり前のように行動する

ことが、「新しい生活様式」の確立ということ

かなと思います。そして、新しい生活様式を常

態化していくことと併せて、いち早く経済の再

始動に向けての取組もしていかなければいけま

せん。

そこで知事は、経済再始動をいち早く進めて

いくためにどのように対応をしていこうと考え

- 202 -



令和２年６月16日(火)

ておられるのかを、お伺いします。

経済の再始動に当たり○知事（河野俊嗣君）

ましては、感染拡大防止の徹底と社会経済活動

との両立が何よりも重要であると考えておりま

す。

本県では、県民の皆様の御協力により、昨日

までで65日、新規感染が確認されていないとい

うことで、全く感染が発生していない岩手県を

除けば、全国でも最も長い期間、感染の発症が

抑えられている状況であります。これを基盤と

して、再始動に向けていち早く取り組める環境

にあるものと考えております。

このため、早くから地産地消による応援消費

を呼びかけてまいったところでありますが、議

員御指摘のように、県民や事業者の皆様に新し

い生活様式への対応を促す、これを言わば日常

の標準装備としていきながら、例えば、町なか

の飲食店の利用を促すプレミアム付食事券であ

りますとか、今議会にお願いをしております、

プレミアム付商品券の発行支援、さらには県内

旅行の後押し、県民のスポーツ合宿促進などに

よりまして、まずは、地産地消・応援消費のさ

らなる推進に取り組むことで、県内での人やお

金の動きを活発化させ、地域経済をしっかりと

底支えをしてまいりたいと考えております。

その上で、感染の収束状況に応じまして、大

都市圏での県産品販路開拓の推進などにより、

段階的に経済交流を広げていきまして、「コロ

ナとともに生きていく社会」における、持続可

能な経済社会づくりを積極的に進めてまいりた

いと考えております。

感染拡大を防止するために、○横田照夫議員

自粛の要請は大事だと考えます。でも、それを

いつまでも持続させては、社会や経済を窒息さ

せてしまいます。県が示しているように、どこ

かの段階で、冷え切った県民の消費マインドを

温める必要があります。口蹄疫のときに、佐土

原町では、飲食業組合の皆さんがＪＲ佐土原駅

前の広場を利用して、「さどわら えきんまえ

まつり」を始められ、今でも商工会が中心と

なって続けられています。これは、みんなで口

蹄疫からのダメージを乗り越えようという、町

民に対するメッセージです。一緒に頑張ろうと

いう連帯感づくりでもあると思います。

県は、感染収束の先を見据えた施策の展開と

いうことを言っておられますが、ウイルスの完

全撲滅は考えられません。先日は一番街で、

「街市」が３か月ぶりに開催されました。どの

時点を収束と考えるかは難しいので、もうそろ

そろ、コロナウイルスで落ち込んだ消費マイン

ドを喚起する取組を進めていくべきと考えます

が、知事の考えをお聞かせください。

本県経済の再始動を図○知事（河野俊嗣君）

る上で、落ち込んだ消費マインドを盛り上げて

いくことは、大変重要であると考えておりま

す。

現在の状況を踏まえながら、街市の状況、さ

らには楠並木朝市なども再開をされたところで

あります。県内での経済循環につながる、広い

意味での地産地消の取組が重要ということで、

「ジモ・ミヤ・ラブ」のキャッチフレーズによ

ります応援消費というものを促して、例えばＣ

Ｍやポスターの作成などを通じて積極的に展開

しておるところでありますし、県民の皆様によ

る県産品の購入、県内宿泊施設の利用、地域に

おける様々なイベントの実施、このような動き

をどんどん広げていくことが大事であろうかと

思います。

また、その動きを自ら、隗より始めよという

ことで率先して展開するということで、例え
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ば、私と両副知事が県内に出向いて実施をして

おります「地域経済懇談会」では、各市町村長

との意見交換を地域の飲食店で行うことにより

まして、県民の皆様が過度に自粛することな

く、新しい生活様式を実践する飲食店を利用し

ていただく機運づくりについても目指している

ところであります。

今後とも、様々なそういう動きを展開しなが

ら、県民一人一人に、今回の危機を乗り越える

ための地産地消の意義、そして、それが必ず将

来につながっていくということを理解いただ

き、行動していただけますよう、一層の啓発に

取り組んでまいります。

知事や副知事が、市町村長と○横田照夫議員

一緒に食事を取りながら経済対策等の意見交換

をされたことは、県民に対するアピールという

観点からも、時宜を得た取組だったなと思いま

す。

先ほど「街市」のことを言いましたけど、こ

れと同じような考え方で、例えば宮崎市だった

ら、ニシタチや一番街、若草通りを使ったイベ

ントは、もう既にノウハウは持っておられます

ので、すぐにでも開催できるのではないかと思

います。

また、宮崎県軟式野球連盟とかサッカー協

会、ゴルフ協会など、県内を網羅したスポーツ

団体がいろいろありますが、そういった団体の

協力ももらって、「コロナに負けるな地産地消

・応援消費大会」を冠に掲げた一般県民向けの

スポーツ大会を開催することも、コロナ対策の

啓蒙につながるんじゃないでしょうか。

県民100万泊運動のさらなる充実も大事だと思

います。当然、参加者が自費を使って参加す

る。ホテル・旅館、ゴルフ場、酒蔵、飲食業、

ＪＲやバス、行政有施設など、いろんな業界団

体や行政がコラボして行う催しを、費用の一部

助成などで県がリードする。背中を押す。こう

いった対策もあっていいのではないかと思いま

す。

給付金や商品券などの取組も大事ですが、県

民の連帯感を刺激して、みんなで宮崎県を盛り

上げていこうという機運の醸成にも力を入れて

いただきたいと思います。

次に、浄化槽政策について、環境森林部長に

お伺いします。

第２次宮崎県生活排水対策総合基本計画は、

今年度が最終年度になっています。第２次計画

での今年度末までの生活排水処理率の目標と現

状はどうなっているのか。また、第３次計画の

策定予定についてお伺いします。

平成27年３月○環境森林部長（佐野詔藏君）

に改定しました、第２次宮崎県生活排水対策総

合基本計画では、令和２年度における生活排水

処理率の目標を83％と定めておりますが、直近

の平成30年度末の生活排水処理率は、80.6％と

なっております。

また、第３次計画につきましては、令和３年

度からの10年間の計画として、今年度策定する

ことといたしております。

昨年６月に「改正浄化槽法」○横田照夫議員

が公布され、今年の４月１日から施行されまし

た。今回の法改正の趣旨についてお伺いしま

す。

改正浄化槽法○環境森林部長（佐野詔藏君）

の趣旨につきましては、大きく２つありまし

て、１つは、現在、全国に約381万基あります環

境負荷の高い単独処理浄化槽から、合併処理浄

化槽への転換の促進であります。

もう１つは、浄化槽管理者に義務づけられて

おります、水質に関する定期検査、いわゆる11
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条検査の受検率が、全国平均で43.1％と低い水

準にありますことから、受検率の水準を引き上

げるなどの維持管理の強化を図ることでありま

す。

今回の改正法で改正された内○横田照夫議員

容について、幾つか質問をします。

浄化槽は、し尿のみを処理し、台所や洗濯、

風呂などの生活雑排水は処理しない「単独処理

浄化槽」と、し尿・生活雑排水の両方を処理

し、下水道と同等の処理性能を有する「合併処

理浄化槽」に分けられます。このうち、単独処

理浄化槽の汚濁負荷は、合併処理浄化槽と比べ

て約８倍あり、河川汚濁の原因になることか

ら、現在はその新設は禁止されていますが、既

存の単独処理浄化槽が数多く残存している状況

にあります。

そのうち、特に今回、既存の単独処理浄化槽

で、水質に関わる検査の結果やその他の情報か

ら判断して、そのまま放置すれば、生活環境の

保全及び公衆衛生上重大な支障が生じるおそれ

があると認められるものを「特定既存単独処理

浄化槽」と定義づけられ、都道府県知事が、除

却その他必要な措置を取るよう助言または指導

することができるようになりました。

まず、特定既存単独処理浄化槽は、現在県内

にどれくらい存在するのか。また、都道府県知

事が、除却その他必要な措置を取るよう助言ま

たは指導することができるようになったし、相

当の期限を定めて勧告・命令等を行うことも可

能になりましたが、県としてどのように取り組

んでいくのかをお伺いします。

特定既存単独○環境森林部長（佐野詔藏君）

処理浄化槽につきましては、その措置に関する

指針が、この３月に国から示されたところであ

ります。

現時点では、この指針に示された基準に該当

するものはございませんが、今後、市町村や関

係団体からの情報収集などに努めてまいりたい

と考えております。

また、特定既存単独処理浄化槽に対する指

導、勧告等につきましては、措置に関する指針

を踏まえまして、まずは、浄化槽管理者自らの

意思による改善を促すことから始め、助言・指

導を繰り返し行い、それでもなお改善されない

場合には、勧告・命令の措置を取ることになり

ます。

次に、浄化槽台帳について伺○横田照夫議員

います。

今回の改正法では、浄化槽設置に関する情報

や維持管理の実施状況について正確に把握を行

うことで、単独処理浄化槽の転換も含めた浄化

槽整備、定期検査の受検の指導等を行うことが

できるようになるなどの理由で、都道府県知事

・保健所設置市長に対し、浄化槽に関する台帳

の作成及び保管を義務化しました。本県の浄化

槽台帳の整備状況並びに利用状況について教え

てください。

県では、全国○環境森林部長（佐野詔藏君）

に先駆けまして、平成28年度に、インターネッ

ト上で関係機関が情報を共有できる台帳を整備

しておりますが、今回の法改正において、保守

点検の実施日や、11条検査の不適正事項などの

記載事項が追加されましたので、できるだけ早

く改修を行ってまいりたいと考えております。

整備した台帳につきましては、県では、11条

検査未受検者への受検啓発や、清掃の実施など

の維持管理状況の確認等に、そしてまた、イン

ターネット上で台帳の共有をしていただいてお

ります９つの市町村では、設置経費を補助した

浄化槽に関する11条検査の受検指導などに利用
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しております。

今回の法改正で、地方公共団○横田照夫議員

体が、浄化槽の設置及び管理に関し必要な協議

を行うための「協議会」を組織することができ

るようになりました。浄化槽設置から保守、清

掃、法定検査、全ての関係者で構成する「協議

会」で、浄化槽における汚水の適正な処理促進

が図られると思いますが、協議会設置の必要性

を県はどのように考えているのか、また設置す

る場合、その規模は保健所単位か市町村単位か

をお聞きします。

御質問の協議○環境森林部長（佐野詔藏君）

会につきましては、県として、必要なものであ

ると考えておりますが、既に本県には、浄化槽

の普及促進や、浄化槽の維持管理等の適正化を

図ることなどを目的として、県、市町村、関係

団体で構成された「宮崎県浄化槽普及促進協議

会」が組織されております。

この普及促進協議会は、御質問の協議会の目

的や構成に沿ったものでありますことから、ま

ずは、普及促進協議会の事務局である宮崎市

と、その規模も含めまして協議してまいりたい

と考えております。

県は毎年、9,000万円余の予算○横田照夫議員

を確保しているにもかかわらず、市町村の補助

の執行残という理由で、令和元年度２月補正

で2,900万円余、平成30年度で1,800万円余のマ

イナス補正をしています。県としては、より一

層の生活排水対策の推進を図るためにも、市町

村が浄化槽の設置転換等にもっと積極的に取り

組めるよう、補助の在り方を見直すべきではな

いかと考えますが、いかがでしょうか。

県ではこれま○環境森林部長（佐野詔藏君）

でも、環境負荷の低い環境配慮型の浄化槽設置

に関する補助や、設置転換に伴い単独処理浄化

槽の撤去を行う場合の補助を行うなど、制度の

充実を図ってきておりますが、今年度からは、

市町村などからの要望を受けまして、宅内配管

工事費に係る補助を追加したことで、昨年度よ

りも補助金の要望額が増えたところでありま

す。

今後とも、市町村等の意見も十分に伺いなが

ら、より取り組みやすい補助制度となるよう努

めてまいりたいと考えております。

７条検査の結果、不適正と○横田照夫議員

なった事案が毎年一定数報告されており、この

中には、浄化槽設備士による実地での適正な監

督や工事の技術上の基準を遵守していないと思

われる事例などもあったとして、平成30年３月

に、国交省、環境省から各都道府県宛てに、

「浄化槽設置工事に関する指導等の強化につい

て」という通知がなされました。

そこで、浄化槽法７条に定める検査の結果、

浄化槽工事の技術上の基準により不適正と判断

された浄化槽の基数と改善結果について教えて

ください。

また、隣県等では「浄化槽設置工事マニュア

ル」が作成され、工事業者はそのマニュアルに

沿って工事を行っているそうです。そこで、本

県における浄化槽設置工事マニュアルの必要性

についてお伺いします。

令和元年度に○環境森林部長（佐野詔藏君）

おきまして、浄化槽設置後の最初の検査であり

ます７条検査を受けました県監督の2,371基の浄

化槽のうち、工事の技術上の基準により不適正

と判定された基数は28基となっており、そのう

ち７基については改善が図られております。

また、御質問の浄化槽設置工事マニュアルに

つきましては、浄化槽工事を適正に行う上で有

効であると考えておりますので、マニュアル作
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成に向けて、今後、関係部局、市町村、関係団

体と協議してまいりたいと考えております。

浄化槽政策についての一連の○横田照夫議員

質問をさせていただきました。昔、「かぐや

姫」というフォークグループが歌った「神田

川」という歌が流行しましたが、その当時の神

田川は、どぶ川の代名詞のような川でした。で

も、その後、排水の浄化が進み、今ではアユな

ども生息する川によみがえりました。生活排水

をしっかりと処理することが周辺の水環境を守

ることにつながりますので、今後の取組に期待

をさせていただきます。

次に、根井三郎氏の顕彰について知事にお伺

いします。

昨年６月議会で、宮崎市出身で第２次世界大

戦中にウラジオストクの総領事代理をしていた

外交官、根井三郎氏の顕彰について質問をしま

した。

根井三郎氏は、大戦中にナチス・ドイツの迫

害を受けた多くのユダヤ人を、映画にもなった

杉原千畝氏とともに「命のバトンリレー」をし

て救済した人です。

宮崎県民の誇りでもある根井三郎氏を何らか

の形で顕彰できないかという私の質問に対しま

して、知事は、「今後、県民の間で広く語り継

いでいくためにも、資料や情報の収集・調査が

さらに進み、根井三郎氏の功績や生涯など、そ

の人物像が史実に基づいて明らかになっていく

ことを期待したい。今後、それらを踏まえて、

根井三郎氏に関する講演会の開催など、顕彰に

ついて検討していきたい」と答弁をされまし

た。

実は、先日、根井三郎氏が発給したビザがア

メリカで発見されました。そのビザには、手書

きで「敦賀 横浜経由 アメリカ行」と書いて

あり、根井氏の直筆署名と、当時彼が就いてい

たウラジオストク総領事代理の公印も押されて

います。フリーライターの北出さんという方

が、難民名簿を調査している中で存在を発見

し、アメリカ在住の家族からその画像データを

送ってもらい、確認したということです。

このビザには「21号」と書いてあるので、ほ

かにも残っているかもしれません。それを探す

とともに、発見されたビザを何とか入手して、

大事に保管・展示できないものかと考えます。

教育委員会文化財課が、道路や施設を造る際

に発掘調査をして、重要なものが発見されたら

復元、保管、展示等をしますが、これは地元の

歴史を県民に知らしめて誇りとしてもらうこと

にあると思います。今回のビザの発見も、根井

氏の功績と史実を証明するもので、郷土史上非

常に大事なもので、県民の誇りとなるものであ

り、まさに本県の文化財と言えるのではないで

しょうか。私としては、発見されたビザを入手

して、県の重要文化財として指定し、大事に保

管・展示することが、根井三郎氏の顕彰になる

と思っています。そこで、根井氏の顕彰につい

て、知事の考えをお聞かせください。

根井三郎氏につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、私も４年前、佐土原総合文化センターで

の講演会で初めてその業績を伺い、本県におい

て、すばらしい仕事をされた先人がいらっしゃ

ると、改めて感動したところであります。近

年、その功績が徐々に明らかになっております

が、業績を顕彰するに当たって、なかなか資料

が残っていない。そこが大きな課題でありまし

た。今回の発見は、ビザのないユダヤ系避難民

に単独でビザを発給し、救済したという記録を

裏づける非常に貴重なものでありまして、知事

として大変誇らしく、また、うれしく思ってい
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るところであります。

この発見は、広く県民の皆様が根井氏につい

て知っていただく機会となったわけであります

が、これがきっかけとなって調査研究が多方面

に広がり、新たな資料の発見につながるなど、

その業績に一層光が当たっていくことを期待し

ているところであります。

現在、宮崎市や地元顕彰会、大学等におきま

して、根井氏の功績や人物像の調査研究などの

取組が進められているところでありまして、県

といたしましても、根井氏の顕彰、また御提言

のありましたビザの入手などにつきまして、宮

崎市等と十分に連携を図りながら、検討してま

いりたいと考えております。

ビザを大事に持っておられた○横田照夫議員

アメリカの御家族にとって、今の自分たちがあ

るのはこのビザのおかげという思いを持ってお

られ、手放したくないという気持ちでおられる

かもしれません。でも、「歴史を証明する貴重

な資料として「公としての宮崎県」が未来永劫

大事に守っていくので、何とか譲っていただけ

ないでしょうか」と、強い思いでお願いをして

みてはどうでしょうか。

地元顕彰会は、現在外務省におられる野口元

警察本部長にお願いをされて、外務省の資料を

見せてもらい、「命のバトンリレー」の存在が

分かり、それを東京新聞が取り上げてくれて、

中央に発信できたそうです。動かないと、前に

は進みません。

宮崎市と地元顕彰会は、宮崎市民プラザ・オ

ルブライトホールで、来年２月にアメリカの御

家族に来県していただいて講演をお願いし、併

せて、ビザをお借りして展示をしたいとの考え

で、今その交渉に入る準備をされているそうで

す。

実はうれしいことに、今日の宮日新聞の窓の

欄に、福井県の人の根井三郎氏に関する投稿が

載っていて、（前略）「確固とした信念を貫

き、全ての人を尊重する彼の姿勢に感動してい

ます。根井三郎の資料展が、ぜひとも福井県で

も開かれたらうれしい限りです」とありまし

た。県には、そういうことも含めて、宮崎市や

地元顕彰会と一緒になって、根井三郎氏の功績

や人物像の調査研究を積極的に進めていただき

ますよう、お願い申し上げます。

交通安全施設についての質問もお願いしてお

りましたが、時間の都合で、次の機会に回させ

ていただきます。お許しください。

先日、「復活の日」という小説を読みまし

た。「日本沈没」で有名な小松左京さん

が、1964年、東京オリンピックが開催された年

に発表されたものです。

東西冷戦下、イギリス陸軍細菌戦研究所で開

発された猛毒の新型ウイルスがスパイによって

持ち出され、小型飛行機で輸送中にアルプスで

墜落し、そのウイルスが世界中に広まり、35億

人の人類が全滅するというストーリーです。半

世紀も前に書かれたものですけど、パンデミッ

クに陥っていく様子が実にリアルに描かれてお

り、今回の新型コロナウイルス感染症を予言し

ていたかのように思ってしまいます。

この小説の中に、総理大臣が緊急事態宣言を

出すかどうか判断するときに、「政治家とし

て、時には手続を無視してでも緊急措置を取ら

なければならん時もある。それが妥当であった

かどうか、そんなことは結果を見てからしか判

断できない。その時の最良と思われる行為を選

ぶより仕方がないんだ」という一文がありま

す。

今回のコロナウイルスで、安倍首相が、全国
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一斉の臨時休校を要請したことに対する批判に

対して、「先手先手でやるべきだと判断した。

最後は、政治が全責任を持って判断すべきもの

と考えた」と言われましたが、まさにそういう

ものだろうなと思います。

河野知事も、どうすべきか判断を迷われるこ

ともあるだろうと思いますし、判断したことに

対して批判されることもあるだろうと思います

が、知事の考えで最良と思われる方向を選んで

いただき、決断されることを期待して、全ての

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時38分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○徳重忠夫副議長

きます。

次は、満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） 財務省が６○満行潤一議員

月１日に発表した、今年１月から３月期の法人

企業統計（速報値）は、金融・保険業を除く全

産業の経常利益が、前年同期比32％減の15

兆1,360億円で、４四半期連続のマイナス。今期

の下落率は、リーマンショック以来10年半ぶり

の大きさと言われています。

４月から６月期の数字は、こんなものでは済

まないと思います。ＧＤＰの落ち込みも、戦後

最悪を更新することは確実でしょう。日本だけ

でなく世界中で同様のことが起きていますが、

日本は、先進国の中でも唯一、デフレ状態から

脱却できていない。その上、昨年秋の消費税増

税とのダブルパンチ。第１波は収束の兆しが見

えてきたものの、この先、第２波、第３波の懸

念もある。これまでのような、外資やインバウ

ンドビジネスに頼り切った観光戦略では、じり

貧は確実です。

いま一度、日本は内需国であるという原点に

立ち返り、国内需要を活性化する政策に切り替

えるしかないと思います。大規模な減税、大規

模な公共インフラ投資等で個人消費を活発化さ

せ、内需を掘り起こす。これまでの政策と真反

対な政策を実行する以外に解決策があるとは思

えません。

今回のコロナ対策では、県の経済対策や休業

要請の遅れなど、河野知事のリーダーシップが

見えないとの声を耳にします。東京や大阪な

ど、自主財源にある程度余裕のある知事から

は、勇ましい発言、自治体独自の充実した支援

事業の展開が発表されています。しかし、本県

は支援策を実行しようにも、国の財源に頼ると

ころが大なわけです。第２波、第３波が来るか

もしれない。国の支援策を見極めなくてはなら

ない。本県の財政を預かる知事としては、この

危機をどう乗り越えるか、慎重にならざるを得

ない。河野知事の判断は当然だろう、間違って

いないと思います。

国の進めるこれまでの感染症対策が間違って

いたことが、今回の混乱で露呈しています。

「伝染病予防法」から「感染症予防法」に改

正された理由は、個人の人権に配慮し、原則隔

離しないという理由だったと認識していま

す。2012年（平成24年）５月に制定された「新

型インフルエンザ等対策特別措置法」では、

国、都道府県に対し、新型感染症の発生時の対

応を事細かに定めておくよう規定しています

が、ＰＣＲ検査体制や、資機材備蓄の不足な

ど、後手後手の状況です。特措法では、感染者
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は一般病床での医療提供を前提としており、感

染者の隔離は想定されていないと私は理解して

います。しかし、今回、想定外の感染者全員の

隔離です。

私は、感染症予防法、新型インフルエンザ等

対策特措法の見直しが必要だと思います。

さらに、特措法に基づく緊急事態宣言は、強

制力を伴わない自粛の「要請」という形で、不

要不急の外出や施設の使用、店舗の営業を規制

しましたが、あくまでも「要請」であり、国は

補償の責務を負わず、国民は自己責任での対応

を余儀なくされています。

特措法をめぐっては、休業要請に従わない事

業所に対し罰則規定を設けるなどの規制強化も

検討されているが、まずは自粛要請の実効性を

上げるための補償措置の基準の明確化が急がれ

ていると思います。

もう一つ、国と自治体の役割分担も整理する

必要があると考えます。緊急事態宣言の下で、

実際の運用・措置は知事が担っていますが、休

業要請の対象などをめぐって、国と自治体との

混乱も見られます。休業要請権限は、特措法に

基づき知事に与えられているが、東京都が行お

うとした休業要請の一部業種に国が待ったをか

け、小池知事が、「社長だと思っていたら、天

の声がいろいろ聞こえてきて、中間管理職に

なったようだった」と、名言を残しています。

今回の国の対応の遅さから、全国知事会では

権限の強化と財源の手当てを求める声が上がっ

ていると報道されています。知事の所見を伺い

ます。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

今回の新型コロナウイルス対策については、

新型インフルエンザ特措法が、平成25年の制定

以来、初めて実際に運用されるということもあ

りますし、同じ感染症と言っても、想定してお

りました新型インフルエンザと、今回の新型コ

ロナウイルス、また様々であろうかと考えてお

ります。こうしたことから、幾つかの課題があ

ると考えております。

例えば、「必要な協力の要請」に関する知事

の裁量権を拡大することのほか、休業要請に係

る補償・支援について、その充実や特措法への

位置づけ、さらには、国の財源措置に関するこ

となどであります。

今後、第２波、第３波に備えて、早急に権限

・財源を措置することが重要でありますので、

引き続き、全国知事会等を通じて、国に対して

要望してまいります。以上であります。〔降壇〕

新聞報道や、西村議員への答○満行潤一議員

弁によれば、本県独自の緊急事態基準、宣言を

発令する基準を設定するとなっています。感染

症の流行は、地域で大きく実情が違います。本

来、その対策は、全国一律ではなく、地域の実

情に応じてきめ細かく、また臨機応変に対応す

べきで、都道府県知事が実行すべき事案です。

本県独自の緊急事態基準・宣言とはどういうも

のか、お伺いします。

新型コロナへ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の対応につきましては、感染拡大防止と社会経

済活動の維持・再生の両立を図りつつも、さら

なる感染拡大時には、社会経済活動を最大限抑

制し、県民の命と健康を守る取組を徹底するこ

とが重要だと考えております。

このため、先日開催した新型コロナウイルス

感染症対策協議会において、県独自の緊急事態

宣言の仕組みを設ける方向性が示されました。

宣言を行うに当たっては、対策協議会の専門
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家等の意見などをお伺いした上で、「直近１週

間の新規感染者、または感染経路不明の例の急

増」「入院病床稼働率の逼迫」「クラスターの

続発」などを踏まえ、知事が本部長である県対

策本部において、総合的に判断することを想定

しております。

知事給与削減が相次いでいま○満行潤一議員

す。しかし、静岡県の川勝知事は、「消費マイ

ンドを冷やすことをしてはならない」と、削減

するよりも消費に回すべきだと発言されていま

す。私は同感ですが、知事はどうお考えでしょ

うか。

各県知事における給与○知事（河野俊嗣君）

削減につきましては、財源の確保ですとか、傷

みを分かち合うという様々な理由によって行わ

れておりまして、一定のお考えということで敬

意を持って受け止めているところであり、一

切、否定や批判をするところではありません

が、私としましては、一定のルールで定められ

た報酬を頂く中で、精いっぱい自らの職責を果

たしていくことが本筋であろうと考えていると

ころであります。

その上で、消費について御指摘いただいたと

ころでありますが、現在の疲弊した本県経済を

直視したときに、給与削減といった消費マイン

ドを引き下げかねない選択をするよりは、地産

地消を盛り上げていく応援消費を進めていくこ

と、これが大変重要であるというふうに考えて

おります。

現在、「ジモ・ミヤ・ラブ」をキャッチフ

レーズとしまして、県民の皆様に応援消費を呼

びかけ、私自らも、様々な県産品を買って、親

戚一同に送るなどしておりますし、市町村長と

地元飲食店で会食を行いながら意見交換を行

う、地域経済懇談会などを実施してきたところ

であります。

また今議会には、プレミアム付商品券の発行

や県民等を対象とした旅行商品の開発などの支

援もお願いしているところでありまして、引き

続き、県議会をはじめ、県民の皆様にも御協力

いただきながら、積極的にこの応援消費という

ものを広く展開してまいりたいと考えておりま

す。

次に、医療の疲弊対策につい○満行潤一議員

て伺います。

新型コロナウイルスが世界的に猛威を振る

い、日本でも盛んに「医療崩壊」という言葉が

使われています。今回の医療崩壊は、長年続い

てきた国の医療費抑制策にも大きな要因があり

ます。この政策のため、欧米と比べ一般病床が

多過ぎることが医療費の増大の原因であるとさ

れ、国は、自治体病院の統廃合や医療機関一般

病床を減らすよう強く求めています。

しかし、不幸中の幸い、一般病床の削減は、

どの地域でも国の思惑どおりには進んでいませ

ん。新型コロナの患者の多くは、一般病床に入

院して治療を受けていますが、国の求めるよう

な削減が進んでいたら、欧米のような感染者

数、死亡者数になっていた可能性大です。今回

の医療崩壊はさらにひどいものになっていたは

ずです。

日本の病床数は1,000人当たり13床。世界最大

の感染者を出しているアメリカは３床。病床数

を、ただ医療費がかさむからといって削減する

のではなく、こうした非常事態が起こった場合

の安全策として、余裕を持って保有しておかな

いといけないということが明白になりました。

経済効率だけをうたい、危機管理をおろそかに

した国策の誤りです。

伝染病予防法が感染症予防法に改正される前
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までは、伝染病隔離病舎は全国で9,700床余り

だったものが、法改正により、感染症患者も一

般病床で対応するように改正がなされ、直近の

統計では、感染症病床数が1,758床、18％にまで

激減しています。結核病床も11％まで激減。全

国の一般病床数は、この25年間で30万床も削減

されています。地域の中核病院であり、公衆衛

生の拠点である自治体病院も、国の強い指導に

よって統廃合が進んでおり、施設数も病床数も

年々減少しています。

1998年の法改正当時の本県の伝染病隔離病舎

の二次医療圏、病床数などはどうだったのか、

福祉保健部長お願いします。

1998年10月１○福祉保健部長（渡辺善敬君）

日現在の伝染病病床数につきましては、延岡西

臼杵が40床、日向入郷が０床、宮崎東諸県が20

床、西都児湯が16床、日南串間が40床、都城北

諸県が20床、西諸が23床であり、合計159床と

なっております。

各地域にそれぞれあって、合○満行潤一議員

計159床あったわけで、これに廃止された結核病

床も入れたら、相当な数になるはずです。

現在、指定医療機関の感染症病室は、宮崎病

院以外は４床、４室ですね。一般病棟の一角に

あります。当時の伝染病隔離病舎・病棟は、別

棟に設置してありました。人権に配慮し、隔離

しない政策に変更したはずなのに、今回の新型

コロナは突然、指定感染症に指定され、原則隔

離されることになりました。

県内の感染症指定医療機関の合計31床に協力

医療機関を加えて、５月末時点で204床を確保、

目標は231床。軽症者用宿泊施設200室を確保さ

れていますが、病床確保には相当な苦労と時間

がかかります。

県医師会が知事、議長に要請に来られ、感染

症専門病院の設置を要望されたようです。「ポ

ストコロナ」感染症専門病棟の確保は、重要な

視点だと思います。次の流行に備え、今、医療

機関への患者受入れ態勢を再構築するときで

す。しっかりとしたトリアージを国、自治体で

実施しなければ、医療現場の混乱は収まりませ

ん。

県内でも各地の119番、救急車要請があるもの

の、発熱がある急患を受け入れる医療機関がな

く、救急車が立ち往生している状況にありま

す。受入れ側の医療機関には、院内感染、風評

被害、防護服等の資材不足、一般診療の停止リ

スクなど、病院経営圧迫の心配があります。

感染症流行時、行政の強いリーダーシップに

よる患者振り分け、医療機関受入れ後の財政支

援など的確な支援がなければ、救急医療、地域

医療は崩壊することが、今回実証されました。

特に、流行時の重症患者受入れ態勢をどう維持

していくのかが大きな課題となっています。部

長の見解をお聞きします。

人工呼吸器を○福祉保健部長（渡辺善敬君）

使用する重症の患者を受け入れる体制につきま

しては、県内を県央及び県南エリア、県西エリ

ア、県北エリアの３つのエリアに分けまして、

感染症指定医療機関で21床確保しております。

県央及び県南エリアは、県立宮崎病院と宮崎

大学医学部附属病院、県立日南病院、県西エリ

アは、都城市郡医師会病院、県北エリアは、県

立延岡病院で受け入れることとしております。

また、超重症者の患者の受入れについては、

県全域を対象に、宮崎大学医学部附属病院を中

心として対応することとしております。

「新しい生活様式」という言○満行潤一議員

葉が出てきていますが、私には違和感がありま

す。本来、感染症予防にはどれも配慮しなきゃ
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ならない必要な対応です。今期の季節性インフ

ルエンザの流行も、あまり聞きませんでした。

そういう意味では、「新しい生活様式」ではな

く「正しい生活様式」が順当な呼称だと私は思

います。

「手を洗おう」県民運動を提案したい。これ

を県として頑張ってほしいという思いで質問さ

せてください。

私が小学生の頃は、昼休み時間は「手を洗お

う」の啓発音楽が校内に流れていました。公衆

衛生の基本の基である手洗いの啓発が、ふだん

から学校、事業所を巻き込んでの展開が望まれ

ます。

本県の感染症予防啓発でも、手洗い、マスク

着用の啓発パンフなど、作成いただいています

が、マスク着用だけが目立っています。隣の熊

本県では、「くまモン」が啓発に一役買ってい

るようです。県が主導して、県民に広く「手を

洗おう」運動を提唱してほしいと考えますが、

部長いかがでしょうか。

議員御指摘の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

とおり、手洗いは感染症対策の基本でありま

す。

手洗いの大切さや正しい方法につきまして

は、県庁ホームページに掲載するとともに、新

聞やテレビＣＭの放映などで普及啓発を行って

いるところであります。

今後とも、県民一人一人が正しい手洗いにつ

いての理解を深め、感染症予防策に取り組んで

いただけるよう、市町村や関係団体と連携し、

様々な機会を通じて周知に努めてまいりたいと

考えております。

確かに「手を洗おう」とか啓○満行潤一議員

発はありましたが、立ち上がりでも相当時間が

かかって、大分流行してからの啓発だったと思

います。年中というか、ふだんから手を洗お

う、正しい生活様式の普及を、ぜひふだんから

行っていただきたい。それが公衆衛生の原点だ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

さて、５月補正予算で措置した、飲食店等

「新しい生活様式」対応支援事業について伺い

ます。

補助額上限５万円、総額２億円の事業です

が、消毒液やキャッシュレス機器、換気設備な

どの導入支援の事業です。しかし、社交飲食業

生活衛生同業組合の役員をしている経営者が、

この制度を知らなかったわけで、驚きました。

周知方法と申請状況等についてお伺いいたしま

す。

この事業で○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、県民が安心して県内の飲食店を利用できま

すよう、飲食事業者がガイドラインを実践する

ために必要な換気設備の導入や消毒液の購入な

ど、感染対策への取組を支援することとしてお

ります。

事業の実施に当たりましては、商工会議所や

商工会に対する説明会を開催いたしましたほ

か、市町村や飲食業生活衛生同業組合等に対し

情報を提供するなど、周知に努めたところであ

りまして、６月15日現在の申請件数は約400件と

なっております。

地域経済を活性化していくためには、飲食店

の感染防止対策を促進し、消費の喚起を図って

いくことが重要となりますことから、引き続

き、事業者の意識向上や実践を促す取組と一体

となって、さらなる事業の周知を図ってまいり

たいと考えております。

総合政策部が担当というのも○満行潤一議員

違和感があるんですけど、400件という数字にも
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非常に残念な……。予算でいくと4,000件ぐらい

のはずですから、１割ぐらいの申請実績という

ことですので、もっと啓発が必要じゃないかと

思いますので、引き続き頑張っていただきたい

と思います。

次に行きます。国は５月29日に、防災基本計

画の修正を行っています。避難所の過密を抑え

るなどの「感染症の観点」を追加しています。

本来、感染症拡大のリスクの高い避難所の対応

は、運営する上で重要な視点です。避難所の備

蓄物資にマスク、消毒液などを追加していま

す。本県の地域防災計画修正など、対応状況に

ついてお伺いいたします。

国の防災基○危機管理統括監（藪田 亨君）

本計画の修正を受けまして、まず、県の地域防

災計画への反映が必要になると考えておりま

す。

しかしながら、出水期を迎え、風水害の発生

が懸念される中、避難所における新型コロナウ

イルス感染症対策は喫緊の課題でありますこと

から、県では、地域防災計画の修正に先行しま

して、先般、避難所運営のためのガイドライン

を作成したところでございます。

現在、市町村に対して、このガイドライン等

を参考に、新型コロナウイルス感染症対策を踏

まえた避難所運営を促すとともに、県民の皆様

には、避難所における感染症対策や多様な避難

の在り方などの周知に努めているところでござ

います。なお、県地域防災計画につきまして

は、本年度末までに県防災会議を開催し、修正

を行いたいと考えております。

次に、テレワークについて伺○満行潤一議員

います。

新型コロナウイルスで急速に広まったテレ

ワークですが、今後、多くの企業で定着してい

くものと思われます。ネットワーク環境が整備

された日本では、技術的には特段難しいわけで

はありません。民間企業で広がるテレワークで

すが、役所はちょっと状況が違うと思います。

個人情報保護の観点も重要です。テレビ会議シ

ステムを活用した遠隔地との会議、本庁と出先

機関、県庁と市町村などの利用が考えられま

す。県庁の現状はどうなのか、現状と今後につ

いて、部長にお尋ねいたします。

県では、業務○総合政策部長（渡邊浩司君）

の効率化を図りますため、平成23年度に、本庁

と県内７か所の総合庁舎等を結ぶテレビ会議シ

ステムを導入しております。その後、平成30年

度に、各所属のパソコンでテレビ会議ができる

よう、システムの改善を図ったところでありま

す。

このような中、今回の新型コロナウイルス感

染症の感染拡大リスクに対応しながら、各市町

村とのより緊密な連携を図りますため、県と市

町村との間でもこのシステムが利用できますよ

う、７月からの稼働に向けて準備を進めている

ところであります。

県といたしましては、今後、このシステムを

積極的に活用することによって、危機管理体制

の強化や働き方改革の一層の推進を図ってまい

りたいと考えております。

公共交通機関についてお尋ね○満行潤一議員

します。

入国制限や航空路線の休止などから外国人旅

行者が激減しているほか、外出の自粛等によ

り、国内観光客についても、キャンセルや新規

予約が入らない状況にあります。売上げのめど

が立たない状況で、資金繰りも急激に悪化して

いる企業も多いと思います。

６月補正に「公共交通利用促進事業」1,665万
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円が計上されています。事業の目的はよく分か

りますが、事業予算が少な過ぎるのではないか

と感じます。路線バスや高速バス、鉄道、航空

機などにおいて、県内外における人の移動が抑

制されたことで、大幅な利用者の減や減便・運

休が発生しています。乗客の回復の見通しが不

透明な中で、経営に大きな影響が出ています。

この事業予算で、コロナで減少した利用者の回

復につながるのか疑問です。

ＪＲ九州の赤字路線も公表され、厳しい現実

を見詰めつつ、沿線自治体は「利用促進を図

る」。そう思わざるを得ません。路線バスも

カーフェリーも、通常でも厳しい経営を迫られ

ているのに、このコロナ騒動で、惨たんたる実

績です。交通機関の利用者が大きく減少する

中、利用客回復に向け、予算額も大幅に増額し

た抜本的な事業展開を希望しております。部

長、いかがでしょうか。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症の拡大によって減少した交通需要

を回復させるためには、安心して利用していた

だける措置を適切に講じた上で、感染状況の変

化に応じた移動自粛の緩和に合わせ、需要回復

対策に取り組んでいく必要があると考えており

ます。

このため、まずは今議会におきまして、県内

での移動を中心とした路線バスや、通常運航を

継続している長距離フェリーの利用促進に資す

る事業をお願いしておりますほか、各交通事業

者が取り組む感染症拡大防止対策に対する支援

につきましても、取組を進めてまいりたいと考

えております。

今後、県をまたぐ移動の本格化や航空路線の

回復といった状況を踏まえ、交通需要の拡大を

図ってまいりたいと考えております。

飛行機をお尋ねします。○満行潤一議員

宮崎空港の航空機利用者数は、前年同期

の91.7％減と伺っています。壊滅的状況にある

と思います。現在、宮崎空港に開設されている

国内外の航空路線が守れるのか、非常に心配で

す。どのような対策を行うのか、再度、部長に

お伺いします。

航空業界で○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、新型コロナウイルス感染症の影響による航

空会社の経営悪化が問題となっておりまして、

国において、資金調達等の支援が行われると

伺っております。

本県の航空路線も、甚大な影響を受けており

ますが、大都市から遠距離にある本県にとっ

て、航空路線は欠くことのできない交通基盤で

あり、しっかりと守っていく必要があります。

このため県では、空港にセルフ体温計を設置

することにより水際対策を強化するとともに、

先月末から、航空各社に収束の段階に応じた復

便を求める要望活動を開始したところでありま

す。

また今後は、関係機関との連携の下、Ｇｏ Ｔｏ

キャンペーン等と連動した利用促進にも積極的

に取り組むことで、早期の航空路線の回復に努

めてまいりたいと考えております。

次に、感染症の影響、対策に○満行潤一議員

ついて、それぞれお尋ねします。

今回のコロナ禍でも流行がなかった本県、や

はり陸の孤島だということが実証されたような

ものです。

「観光立県宮崎」、九州最下位からの脱却を

訴えてきましたが、昨年実績に回復するまで

は、長い道のりを覚悟しなければいけません。

宮崎を売り出すための戦略は、宮崎の強みでも

あり弱みでもある、よくも悪くも、年中気候の
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よい陸の孤島を生かす差別化の視点が肝要では

ないでしょうか。

宮崎国際音楽祭中止、全日本ホルスタイン共

進会開催中止決定、各種大会や地域の夏祭りな

どの中止が続きます。補正予算の事業説明にあ

る、「ひなたのチカラ」プロモーションや神楽

を活用した部分が目に留まりました。宮崎オリ

ジナルの魅力発信は重要です。

宮崎の神楽は、９系統200を超える地域で1000

年の歴史を持ちます。地域の大切な宝物と考え

ます。この時期だからこそ、県庁の強いメッ

セージを発することが、疲弊した観光業界に希

望を与えます。

秘境（高千穂）神楽、神社仏閣、武道具、大

弓、木刀、温泉、武道ツーリズムなど、県内各

地に存在する多くの宝を活用した観光振興策を

どのように展開していくのか、お伺いします。

国内外か○商工観光労働部長（松浦直康君）

ら選ばれる「観光みやざき」の核となりますの

は、宮崎らしい、宮崎でしか味わうことができ

ない感動や体験であると考えております。そし

て、議員からただいま例示もありましたよう

に、神楽や神話、そして大弓、木刀など、まさ

にこういったものは地域の宝であると考えてお

ります。

現在、県観光振興計画におきましては、「み

やざきの強みを生かした誘客の促進」を掲げ、

おいしく新鮮な食や豊かな自然などとともに、

こうした地域の宝を生かしながら、市町村等と

連携し、本県ならではの魅力ある観光地づくり

を進めているところでございます。

新型コロナウイルスによりまして、当面、国

内外からの大規模な誘客が見込めない状況であ

りますけれども、県民が地域の魅力を再発見で

きる県内旅行の商品開発、応援消費を積極的に

促進し、観光みやざきの再始動につなげてまい

ります。

県産材を使った「新しい生活○満行潤一議員

様式」推進事業、事業費7,500万円が計上されて

います。林業の分野でも、４月の原木価格が

9,000円まで下落するなどの影響が出ています。

木材需要の落ち込みが、価格下落の一因と推測

されます。新型コロナウイルス感染症の影響を

克服するためには、木材利用を促進する需要対

策が必要と考えます。県の取組について、部長

にお尋ねします。

議員御指摘の○環境森林部長（佐野詔藏君）

とおり、木材につきましては、住宅着工戸数の

減少などによりまして、需要の落ち込み、そし

てまた、その長期化が大変懸念されておりま

す。

このため県では、今議会におきまして、県民

の消費マインドを喚起するためのテレビ番組の

放映や、県民参加の木づかいコンテストなどの

キャンペーンを集中的に実施する事業と、飲食

店などの民間施設を対象に、３密の回避に配慮

した店舗の木質化や、飛沫を防止する木製パー

ティションの設置など、木材を活用した新しい

生活様式への移行を支援する事業につきまし

て、関連予算をお願いしているところでありま

す。

県としましては、既存事業等に加えまして、

このような取組を実施することにより、県産材

需要の早期回復を図りますとともに、感染拡大

の防止にもつなげてまいりたいと考えておりま

す。

次に、特別定額給付金の給付○満行潤一議員

状況について伺います。

都城市は申請世帯の97％ぐらいに給付したと

報道されています。都城市は別格なのでしょう
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が、特別定額給付金の県内給付の進捗状況はど

ういう状況か、お伺いいたします。

特別定額給付金の○

給付は、県内の早いところでは５月１日から、

５月下旬には全ての市町村において開始されて

おります。

国の調査によりますと、全国の給付状況は、

大都市を中心に給付の遅れが見られる傾向にあ

り、６月12日時点の給付済世帯の割合は43.7％

となっております。

本県におきましては、約８割の市町村で90％

を超えているところであり、県全体で、全国状

況を上回る55.4％となっております。おおむね

順調に給付が進んでいるものと考えておりま

す。

国の重要統計の中止や調査方○満行潤一議員

法の変更が続いています。国民生活基礎調査が

中止されました。統計調査は、国や自治体の政

策上の大事な基礎データになります。2020年

は、10年に一度の国勢調査、大規模調査の年で

す。例年、厳しい調査員確保が、今回はコロナ

感染で特に厳しい状況とも聞きます。現時点で

の取組状況について、御答弁お願いします。

国勢調査は、○総合政策部長（渡邊浩司君）

国の最も基本的で重要な統計調査として、地方

交付税の算定や様々な行政施策の基礎資料に活

用されるなど、社会の発展を支える情報基盤と

しての役割を担っております。

このため国では、令和２年国勢調査につきま

して、延期等を行わず、地域の実情に応じて、

国勢調査員と世帯の方ができる限り直接対面し

ない形での調査票の配布や、インターネット回

答と郵送での調査票回収を一層推進するなど、

新型コロナウイルスの感染防止に配慮しながら

実施することとしております。

県といたしましては、今後とも国や市町村と

連携し、安全・安心を確保しながら、国勢調査

の確実な実施に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、職員の特殊勤務手当の○満行潤一議員

支給について伺います。

感染症患者に対応される医療従事者やウイル

ス検査に当たる技術職等、大変な御苦労だと思

います。新型コロナウイルス感染症に係る特殊

勤務手当の支給状況について、お伺いします。

感染症に係る本県○

の特殊勤務手当としましては、「感染症予防等

手当」がありますが、その対象となる感染症

は、国と同様、結核やＳＡＲＳ、鳥インフルエ

ンザなどとなっておりまして、現時点では、新

型コロナウイルスは対象外となっております。

国におきましては、先般、新型コロナウイル

スの感染が発生した船舶等における業務につい

て、新たに特殊勤務手当の特例措置が設けられ

たところであります。なお、国の第２次補正予

算において、新型コロナウイルスの感染患者に

対応する医療従事者等に、慰労金の支給がなさ

れることが決定したところであります。

県としましては、このような状況を踏まえ、

新型コロナウイルスに係る業務の特殊性に応じ

た職員の処遇について、現在検討しているとこ

ろであります。

支給されていないというのを○満行潤一議員

聞いてびっくりしましたが、慰労金の支給等も

あるので、そこでまたお考えになると思います

が、ぜひ、頑張っている職員の皆さんに、それ

なりの配慮をいただきたいと思います。

子供の虐待についてお伺いします。

外出自粛で子供と自宅にいる時間が長くな

り、いらいらが募り子供に手を上げるとの報道
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もあります。自粛要請により児童虐待が増えて

いるのか、児童相談所の実態はどのような状況

か、お伺いいたします。

学校休業が開○福祉保健部長（渡辺善敬君）

始された、今年３月から４月までの児童相談所

における児童虐待相談対応件数につきまして

は、速報値でありますが、285件となっており、

前年同期間の258件と比べ、27件、10.5％増加し

ております。近年の対応件数の高い伸び率を勘

案すると、新型コロナの直接の影響によるもの

かは、現時点では判断がつきかねますが、休校

が続き子供と長時間過ごすことで、子育てに不

安やストレスを抱える保護者からの相談が寄せ

られたところでもあります。

県としましては、引き続き市町村や学校、警

察などの関係機関と連携を図り、地域における

子供の見守りや子育て家庭への相談・支援体制

の強化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、学校現場の対応につい○満行潤一議員

て、教育長に何問かお伺いします。

まず、大学受験についてです。大学入学共通

テストの試験方法でも、国語、数学の記述式導

入や英語の民間試験活用など、今年の受験生は

大変混乱しています。コロナ禍によって、自宅

での課題学習やオンライン学習を実施している

地域があったりと、学習格差が生じていると懸

念の声が上がっています。全国の高等学校校長

で組織する団体からも、１か月繰り下げるよう

要望もあるようです。入試日程の繰下げもある

のか、国の動きについて教育長にお尋ねしま

す。

全国的な臨時休業の○教育長（日隈俊郎君）

影響で、地域や高校によって学習の進捗状況に

差が生じておりまして、大学入試における公平

性の確保が懸念されております。

このため文部科学省は、大学入試の日程や出

題範囲等について、高校・大学関係者と協議を

進めておられまして、６月中に公表される予定

とお聞きしておりますが、入試日程の大枠につ

いては、早ければ明日にでも公表されるのでは

ないかと報道されているところであります。

また、部活動の大会や資格検定試験等が中止

や延期となっていることを踏まえまして、秋か

ら出願が始まります大学の推薦入試等におい

て、受験する生徒のこれまでの取組や志望大学

への意欲等について、多面的・総合的に評価す

ることを各大学に求めているところでありま

す。

次に、教員の働き方改革、給○満行潤一議員

特法の改正について伺います。

給特法によって教員の超過勤務手当は支給し

なくてよいことになっています。臨時、または

緊急にやむを得ない必要があるとき、「超勤４

項目」だけが、正規の勤務時間を超える命令が

可能となっていますが、実際はあらゆる理由で

の時間外勤務が常態化し、過剰労働となってい

る実態があります。

学校における業務の役割分担については、

「学校以外が担うべき業務」「必ずしも教師が

担う必要がない業務」「教師の業務だが、負担

軽減が可能な業務」の３つの仕分が文科省から

示されていますが、この仕分がなおざりになっ

てはいないのか。真に必要な時間外勤務とそれ

以外の仕分をしっかりやらないと、時間外勤務

の削減にはつながらないと考えます。教員が

担っている業務の役割分担について、現状と今

後の取組についてお伺いいたします。

本県の現状につきま○教育長（日隈俊郎君）

しては、平成30年度に実施しました教職員勤務
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実態調査から、本来、家庭や地域で行うべき教

育内容が学校に求められており、それぞれの役

割が曖昧になっているという課題が明らかにな

りました。

県教育委員会としましては、このような状況

を踏まえまして、学校、保護者及び地域に向け

て、家庭・地域との連携と役割分担の明確化等

に重点的に取り組むよう具体例を示しながら、

昨年度、メッセージとして周知したところであ

ります。

今後、学校の業務の役割分担について、市町

村やＰＴＡなどの関係機関と意見交換を行いな

がら、今年度、中間見直しを行う予定でありま

す、「学校における働き方改革推進プラン」に

反映させてまいりたいと考えております。

しっかりとした対応をお願い○満行潤一議員

します。

慢性的な業務過重改善には、専科教員の増員

など、教職員増が欠かせないと思います。引き

続き、県教委には増員を図っていただくよう要

望しておきます。

また、小学校専科の授業を地域で行う遠隔学

習（ネット授業）の導入が教員の負担軽減に有

効だと思います。教育長の見解をお伺いしま

す。

小学校教員の負担軽○教育長（日隈俊郎君）

減を図るためには、お話にありました、専科教

員の配置をすることは大変有効でありまして、

本年度から国の加配を活用しまして、県内小学

校の高学年を対象に、一部教科担任制をモデル

的に実施し、効果検証を行っているところであ

ります。

また、専科教員による遠隔学習につきまして

は、専門的で質の高い授業を受けることができ

るといったメリットもございます。一方、小学

校低学年児童の学習の進め方や、その理解度の

確認など、課題もありますので、今後研究を進

めていきたいと考えております。

県教育委員会といたしましては、専科教員を

含む教員定数の改善について、引き続き国に強

く要望を行っていくとともに、教員の負担軽減

のための指導体制の工夫、改善に努めてまいり

たいと考えております。

次に、学校教育のＩＣＴ環境○満行潤一議員

整備についてであります。

デジタルディバイド（情報格差）が、地域

間、集団間、個人間、都市部との格差がどんど

ん広がっています。せめて学校教育では格差を

生んでほしくありません。ＩｏＴ（モノのイン

ターネット）、もうじきＩＰＶ６に全面移行す

る。それに対応するための「ＧＩＧＡスクール

構想」でもあると思います。県立高校では、イ

ンターネット環境整備により、情報端末を当面

３人に１台整備との目標です。

国は、義務教育の児童生徒には１人１台の学

習用情報端末と高速ネットワーク環境の整備

を、５年間という計画でしたが、前倒しして進

めようとしています。

しかしながら、機器を整備しても、３年から

４年後には更新の時期が来ます。財政力の豊か

な都市部の学校では、既に整備済みのところも

あると聞きます。本県も他県に遅れることな

く、整備を急いでいただきたいと思います。

今後の公立小中学校のＩＣＴ環境整備につい

て、教育長に伺います。

議員のお話にありま○教育長（日隈俊郎君）

したとおり、新型コロナウイルス感染症対策の

一環として、国は、義務教育段階で１人１台の

端末整備に向けた補助について、当初は令和５

年度で完了する予定であったものを、前倒しし
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て実施するなど、学校のＩＣＴ環境整備を加速

化しております。

その結果、本県の公立小中学校におきまして

は、本年度中に全児童生徒数の約85％の端末が

整備予定となっておりまして、残りの端末につ

きましても、令和４年度までに整備される見込

みであります。

また、校内通信ネットワークの整備につきま

しては、本年度中に県内23の自治体が整備を完

了し、残りの３自治体につきましても、校舎新

築などの実情に応じて整備を進めていく予定と

なっております。

「宮崎情報ハイウェイ21」と○満行潤一議員

いうのがあります。行政の情報化により県民

サービスの向上を図るとともに、都市と地方の

情報格差の是正や学術・教育等の公共社会サー

ビスの推進を図ることを目的にされた高速ネッ

トワークですが、直営で光回線を県内に引いた

り、公共事業の様相もありました。平成14年度

（2002年度）にスタートし、平成24年度にリニ

ューアルし、今回、行政基盤に特化するという

計画変更で、今年９月でこのＭＪＨ21が運用終

了とのことです。

しかし、いまだ山間部の小中学校には高速通

信回線（光ファイバー）が確保できていないと

ころもあります。地域格差のない教育環境の整

備は重要です。学校からインターネット環境に

接続する外部回線の整備について、市町村へ働

きかけてほしいと思いますが、いかがでしょ

う。

学校における校内○教育長（日隈俊郎君）

ネットワークや端末の整備が進んだ場合、ＩＣ

Ｔを快適に活用するためには、インターネット

に接続する外部回線の容量が、使用するデータ

量や、通信速度に対応していることが必要とな

ります。

そのため、県教育委員会といたしましては、

県内市町村教育委員会に対し、各市町村の状況

に応じた通信環境の整備・改善を情報部局と連

携して行うよう、積極的に働きかけているとこ

ろであります。

さらに、外部回線を含めたＩＣＴ環境の整備

を円滑に推進できるよう、専門家の派遣や情報

提供等を行うこととしております。

土木や工業、商業など、職業○満行潤一議員

系高校の生徒が受験する国家資格試験などが、

新型コロナ感染症の影響によって中止や延期に

なっていると聞きます。現状はどうなのでしょ

うか。また、今後の対応についてお伺いいたし

ます。

職業系高校の生徒が○教育長（日隈俊郎君）

受験します国家資格試験には様々なものがあり

ますが、例えば情報処理技術者試験のように、

年に複数回実施される試験の中には、既に１回

目が中止となっているものもあります。また、

年に１回だけ実施されます測量士・測量士補試

験のように、試験が延期となっているものもあ

ります。

資格は、生徒の将来にとって重要であります

ので、今後の国家資格試験に向けましては、各

学校で生徒の状況を見極めながら、放課後等を

活用した補習を行ったり、生徒それぞれに応じ

た適切な課題を与えたりするなどして、これま

で以上に丁寧な指導を行いまして、生徒が資格

を確実に取得できるよう支援してまいりたいと

考えております。

学校の先生は一生懸命御指導○満行潤一議員

いただいているわけですけれども、補習時間

も、夏休みが短くなったりいろいろと制約があ

るんでしょうが、一生の資格だと。就職にも進
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学にも非常に有効な資格がたくさんあると思い

ますから、今後とも御支援よろしくお願いした

いと思います。

さて、来春新卒者の求人状況はどうなんで

しょうか。企業の新規採用意欲は減退している

と思わなければなりません。県内の有効求人倍

率が４月は1.20倍と、前月比0.08ポイント減。

過去２番目の下げ幅と発表されています。

また、６月１日から求人票受付が始まりまし

たが、十分な就職準備期間が確保できないこと

などから、企業による採用選考の開始も延期さ

れています。例年、県内企業の求人票提出が遅

いとの指摘もあります。特に県内企業とのマッ

チングなどの対策を強化すべきだと思います。

今期の就職説明会の開催状況について、お伺

いいたします。

本年３月○商工観光労働部長（松浦直康君）

に東京と福岡で開催を予定しておりました県主

催のふるさと就職説明会や、宮崎労働局との共

催により３月と６月に宮崎市内で開催を予定し

ておりました説明会につきましては、いずれも

中止としたところであります。このほか、県内

大学等が主催いたします企業説明会も、中止が

相次いでおりまして、県内企業の採用活動に大

きな影響が出ております。

このため県では、ふるさと就職説明会に参加

予定でありました企業の情報を、ホームページ

で紹介いたしますとともに、７月下旬には、主

に県内外の大学生等を対象に、インターネット

を活用した就職説明会を行うこととしておりま

す。また、８月から９月にかけましては、県内

４地区におきまして、感染防止対策を講じた上

で、対面式の就職説明会を開催することとして

おります。

このコロナ禍で、今年の就職○満行潤一議員

をする人、進学する人というのはいろんな影響

が出ておりますので、精いっぱい行政の支援を

お願い申し上げたいと思います。

最後の質問になります。

感染症、予防接種、いろいろと気になってい

るんですけれども、コロナ禍で見過ごされてい

るのではないかと心配です。小さな子供を医療

機関に連れていくことをちゅうちょしている保

護者もいるのではないかと。風疹、麻疹、流行

性耳下腺炎、ロタウイルス、季節性インフルエ

ンザ、定期予防接種の接種率も低下してはいけ

ないわけで、ぜひそのことに対応いただきたい

と思います。

今日はマダニの対策について伺います。

春から秋にかけて活動が活発になるマダニで

す。マダニが媒介する感染症、ＳＦＴＳの被

害、本県の被害は全国で最多です。本県の発生

状況と対策の現状をお伺いします。

本県における○福祉保健部長（渡辺善敬君）

重症熱性血小板減少症候群、いわゆるＳＦＴＳ

の発生状況につきましては、平成25年３月の届

出開始からの累積報告数が72件で、全国で最も

多くなっております。

ＳＦＴＳ対策は、マダニにかまれないことが

重要でありますので、県としましては、マダニ

の活動が活発になる春から秋の時期に合わせ

て、保健所や市町村、県医師会、県獣医師会な

どの関係機関と連携し、周知・啓発を行ってい

るところです。

今後も関係機関と連携しながら、あらゆる機

会を捉えて、県民への情報発信、注意喚起を

行ってまいりたいと考えております。

国の２次補正予算にある、新○満行潤一議員

型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付

事業の事業概要が明らかになりました。医療や
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介護、障害福祉サービスに従事する職員等に対

して、最大20万円の慰労金を支給する内容で

す。ここでは県立病院にお願いしたいと思いま

すが、県立病院の清掃、リネン、給食、事務、

クラークなど、業務委託の労働者にも確実に支

給されることが必要です。強く要望しておきた

いと思います。

以上をもちまして、全ての質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、井上紀代子議員。○徳重忠夫副議長

〔登壇〕（拍手） 県民の○井上紀代子議員

声、井上紀代子です。通告に従い一般質問を行

います。

人類は、これまでも、これからも、感染症と

の闘いであると言われています。国は５月14

日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく緊急事態宣言について、本県を含む39県を

対象地域から除外し、５月25日には全都道府県

での宣言解除を決定しました。本県では、県民

の皆様とともに徹底した感染症拡大防止に取り

組み、県内感染拡大が抑えられ、緊急事態宣言

解除という大きな節目を迎えることができまし

た。ひとえに、感染拡大防止に向けた県民、事

業者の御努力、医療最前線で日夜献身的に業務

に当たられた医療従事者や感染症対策従事者の

お力と、心から感謝と敬意をささげたいと思い

ます。

我が家は、要介護度４の夫を在宅介護してい

ますが、デイサービスの停止をいつ告げられて

も容認せざるを得ない状況下にあり、ぴりぴり

とした毎日を過ごしていました。介護される本

人はもちろんのことですが、家族が感染者に

なって介護事業者が閉鎖になれば、介護されて

いる多くの家族の方々へ想像できないほどの負

担を強いることになり、１日１日が緊張の日々

でした。ショートステイについてはすぐに停止

となりましたが、デイサービスはおかげさまで

ずっと実施され、緊急事態解除を迎えることが

できました。介護事業所で働く方々の献身的な

介護に本当に救われた毎日で、感謝でいっぱい

です。

県民の方々も、お一人お一人が事情に合わ

せ、解除まで、長期の学校休業、テレワーク、

感染防止のための行動の自粛、卒業式・入学式

のように人生の大きな節目のイベントの中止

等々、これまで経験したことのない時間の過ご

し方であったと推察します。

治療法が確立されておらず、７割の抗体がな

いと社会が落ち着かないと言われるコロナウイ

ルス。ワクチンの開発等にはまだまだ時間がか

かり、世界で毎日の感染者が13万人との現状の

中で、私たちは社会を営んでいかざるを得ませ

ん。新型コロナウイルスとともに生きていく社

会を心に刻みつけ、認識し、行動しなくてはな

りません。

世の中が大きく変わる節目とは、新型コロナ

ウイルスとともに生きていく社会、今、このと

きなのかもしれません。これから築き上げる社

会は、過去の概念にとらわれることなく、地域

社会のありようを、デジタルシフトの中でつく

り上げることが大切だと考えます。

本県のコロナ対策に取り組む中で、知事はど

のような所感を持たれたのか、お伺いいたしま

す。

壇上の質問は以上とし、以下の質問は質問者

席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を受

けて、私はこれまで、県民の命と健康を守るた
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め、必要な対策を順次進めてまいったところで

あります。この間、本県で感染の拡大が抑えら

れてきたことは、県民の皆様の御理解と御協力

をはじめ、医療従事者、感染症対策従事者等の

皆様の御尽力によるものと、改めて心から感謝

申し上げます。

これからは、第２波、第３波に備えて、引き

続き感染防止対策を徹底しながら、同時に社会

経済活動を回復させる取組も着実に進めていく

ことが、私の使命であると考えております。

そうした中、10年前の口蹄疫の経験が、今な

お県民全体に共有されていること、すなわち、

目に見えないウイルスとの闘い、防疫の徹底の

必要性というものが、県民の間で強く意識され

ているということ、さらには、大きな影響を受

けた社会経済の復旧・復興を図ってきたその経

験値があるということは、大変心強く思ってい

るところであります。

一方で、20年前の口蹄疫の経験と10年前の口

蹄疫の経験を鑑みますと、第２波、第３波に対

する備えというものを、一層気を引き締めて取

り組んでいくことが必要であるということも感

じているところでございます。

今後は、新しい生活様式による感染防止対策

を、日常生活における言わば標準装備としまし

て、いち早く経済の再始動につなげることで、

新たな変化や不測の事態にも対応できる持続可

能な経済・社会づくりに向けて、県民の皆様と

ともに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

コロナウイルス感染が表面○井上紀代子議員

化し、当初、コロナに関する情報はテレビ、新

聞、ネット等々でどれが正確な情報か分からぬ

まま、大量に私たちの周りにありました。県民

は、情報に埋もれながら、「自分は感染者にな

りたくない」との思いを強くし、どれが正しい

情報なのか、もし感染しているとしたらどうし

たらいいのか、不安を抱えていました。その期

間は長く感じられ、私は「ワンストップで相談

に応じるところがほしい」という声を多く頂き

ました。

これからの季節、豪雨災害、台風被害に遭っ

たら、３密となる避難所に行くべきなのか、避

難訓練はどうなるのか、分散避難・縁故避難・

車中泊、自分はどう考えたらいいのか、県民の

皆さんが、はっきりと自分の行動を決めていく

ことができる正確な情報が必要だと思っていま

す。

そこで、相談窓口や新しい生活様式と併せ

て、避難所の情報を盛り込んだ「新型コロナ感

染症ハンドブック」を作成できないものか、福

祉保健部長にお尋ねいたします。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

基本的感染対策である、手洗いやせきエチケッ

ト、３密を避けるなどを含めた「新しい生活様

式」、あるいは相談窓口が一目で分かりやすく

県民の皆様に伝わることは、感染拡大を防止す

る上で大切なことだと考えております。

そのため、発生時から県ホームページ特設サ

イトを設けておりましたが、５月には、より分

かりやすくリニューアルいたしまして、さらに

テレビＣＭ、新聞広告、県広報紙６月号などで

周知を図っているところであります。

御提案のありました感染症ハンドブックにつ

きましては、内容や配布方法など、どのような

工夫ができるか検討してまいりたいと考えてお

ります。

78－5670（コロナゼロ）、○井上紀代子議員

この番号をお聞きして、本当にこの番号が一つ

大きな力になると思います。正確な情報が、県
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民の皆さんの手元で、正確に使われること、そ

の認識が一致できること、行動できること、そ

のことを願って、このハンドブックの作成を、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次に、コロナ禍において、国内外で人や物の

動きが停滞し、本県のみならず、全国において

社会や経済に影響が見られ、経済については、

飲食や小売り、観光関連産業等の幅広い業種に

わたって深刻な状況にあります。

まず、小規模事業者事業継続給付金と、県内

における国の持続化給付金の支給状況につい

て、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

小規模事○商工観光労働部長（松浦直康君）

業者事業継続給付金は、５月末日時点で4,489

件、金額で８億9,780万円を既にお支払いしてお

ります。

国の持続化給付金の支給状況につきまして

は、本県の状況を九州経済産業局に問い合わせ

ておりますけれども、現時点ではまだ確認でき

ていないということでございます。

国は、地方経済への見通し○井上紀代子議員

が非常に甘いと、私は思っています。実態をつ

かみ、苦しんでいる事業者に近い地方へ、最初

から２～３兆円財源を落としていれば、県も75

％で線引きをせずとも、多くの事業者へ即、ス

ピード感を持って現金を渡すことができたので

はないかと、とても残念に思っています。地方

経済あっての国であるとともに、遺憾に感じる

ところです。

次に、様々な産業において、雇用情勢にも影

響が及んでいる状況にあります。国の雇用調整

助成金の本県における支給決定状況について、

商工観光労働部長にお尋ねいたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（松浦直康君）

局によりますと、５月29日現在、本県における

雇用調整助成金の支給申請件数は371件、うち支

給決定件数は242件であり、申請件数に占める決

定件数の割合は、全国平均と比較して高い状況

にございます。

さらに、労働局では、申請書の作成から提出

までを行うことができるワンストップ型の説明

会を開催するなど、当助成金のさらなる利用促

進を図っていただいているところでございま

す。

国は、この申請書の書き方○井上紀代子議員

が大変だということもあって、そこを変えたい

ということも言っておられるようですので、こ

の利用が進むことを期待しています。

次に、コロナウイルスの感染が深刻な都市部

では、世界で２万人の従業員を削減し、国内の

生産拠点の再編成を行う日産自動車のように、

様々な産業において大規模なリストラが検討さ

れており、既に県内の農業法人等への転職の打

診が増加し始めているとも聞いています。

このような都市部のＵターンの動きは、本来

歓迎すべきものではありますが、その一方で、

来春、高校や大学を卒業する学生に影響が出る

のではとの懸念もあります。

そこで、県内職業系高校、産業技術専門校、

農業大学校等への企業からの求人状況と、それ

ぞれの学校での今後の就職活動の見通しを、教

育長、商工観光労働部長、農政水産部長にお伺

いいたします。

県立産業○商工観光労働部長（松浦直康君）

技術専門校におきます来年修了予定の訓練生

は64人でございますが、それに対する求人は、

５月末現在でその７倍強の467人となっておりま

して、前年の同時期に比べて約18％増加してお

ります。

同校では、本県産業を担う中核的技能者を育
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成するため、専門的な知識・技能の習得や数多

くの資格取得に取り組んでおりまして、このよ

うな即戦力を備えた人材に対する期待の高さ

が、新型コロナウイルスの影響下においても、

数多くの求人につながっているものと考えてお

ります。

農業大学校○農政水産部長（大久津 浩君）

におきましては、近年、求人のニーズも高く、

毎年90社程度の農業法人や食品関連企業から求

人がありますが、今年度は、２年生53名に対し

まして、６月12日時点で56社と少なく、また、

６月下旬予定の就職相談会におきましても、

約60社が参加予定でございます。

現時点では、就職活動が始まって間もないこ

とから不透明な部分はあるものの、コロナ禍の

影響等も懸念されますことから、学生の内定の

動向を見守りながら、学生による企業訪問のみ

ならず、過去に求人をいただいた企業や卒業生

の就職先等にも声をかけるなど、学生の就職を

しっかり支援してまいりたいと考えておりま

す。

昨年度の就職状況を○教育長（日隈俊郎君）

少し申し上げますと、令和２年３月卒業の県立

高校生の就職内定率は99.7％でありました。内

定に至らなかった生徒については、それぞれの

状況を把握して、関係機関等と連携を図りなが

ら就職支援に努めているところであります。

そして、今回の新型コロナウイルス感染症の

関係で、本県の経済や雇用に与える影響の長期

化が懸念される中、求人票が解禁される７月１

日以降に本格化します、高校３年生の就職活動

にも影響が及ぶことを心配しているところであ

ります。

県教育委員会といたしましては、まず私自

身、先般、県内経済関係団体を訪問いたしまし

て、加えて先週、知事、教育長、労働局長の３

者の通知文を発出しまして、当該団体に就職や

採用への特段の配慮を依頼したところでありま

す。

今後も、関係する団体や機関等と連携しまし

て、高校生の積極的な採用などについて、県内

企業等を中心に要請を行ってまいりたいと考え

ております。

ぜひ、丁寧な対応をよろし○井上紀代子議員

くお願いしたいと思います。

今般のコロナウイルスの世界的な感染拡大

は、ほとんど全ての産業の採用活動に深刻な影

響を及ぼしており、しかも、その影響は長期化

すると言われています。この「コロナ不況」の

影響は、若者の雇用にも深刻な影を落としてお

り、就職氷河期が再来するという有識者もい

らっしゃいます。

今年の企業の採用活動は、本番を迎える直前

の２月下旬から、対面での説明会などがほぼ全

て延期されており、ウェブ面接で採用を進めた

企業が多く、学生側も、対面での企業側へのア

プローチができないまま内定に至ったケースも

多いと聞いております。

新型コロナウイルス感染症が本県の雇用情勢

に与える影響について、どう認識されており、

雇用を守るためにどのように取り組まれるの

か、知事にお伺いいたします。

４月の県内の有効求人○知事（河野俊嗣君）

倍率は、1.20倍と１倍を超えてはおりますが、

新規求人数は減少してきております。今後、長

い影響というものを考えますと、本県の雇用情

勢は厳しさを増しているものと認識しておりま

す。

このため、今月３日には国、県、市町村や経

済労働団体が共同で宣言を行いまして、連携し
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て雇用の維持や新規採用枠の確保に取り組むこ

ととしたところであります。

県としましては、地域経済活動を回復させて

いくことが、雇用の維持にとりましても重要で

あると考えておりますことから、今議会に提案

しております、プレミアム付商品券の発行や県

民、隣県の方を対象とした旅行商品の開発等に

よりまして、消費を喚起し、地域経済の循環を

図ってまいりたいと考えております。

また、先日、国の第２次補正予算により増額

が決定されました地方創生臨時交付金等も活用

し、今後の経済や雇用情勢の変化にも的確に対

応してまいります。

それでは、次にお伺いいた○井上紀代子議員

します。

これまで、「定年帰農」や「田園回帰」な

ど、様々な言葉で都市から地方への流れが提唱

されてきました移住の問題なんですけれども、

今回のコロナウイルスによる、都市生活のリス

クとかテレワークの本格的な浸透は、今後、地

方への人の流れの大きなムーブメントを起こす

可能性があると、私は思っています。

テレビ等で報道されていましたが、昨年の台

風で大きな被害が発生した千葉県館山市は、人

口流出に歯止めがかからない状況が続いている

ようですが、いち早く、コロナウイルスの感染

を避けることができる町として移住説明会を開

始しているとのことです。

この流れを、都市部から遠い本県まで呼び込

むためには、移住を希望する家族が暮らしてい

くことができる仕事があることを、強くＰＲす

る必要があります。本県の強みである１次産業

を生かした移住促進を、今後どのように進めて

いかれるのか、県の決意を郡司副知事にお伺い

いたします。

今年１月に内閣府が○副知事（郡司行敏君）

実施いたしましたアンケート調査によります

と、東京圏在住者の49.8％、約半数が地方暮ら

しに関心があると答えております。また、４月

に実施されました民間のアンケート調査では、

地方への転職を希望すると答えた若者が36％

と、２月時点に比べ14ポイント上昇するなど、

この新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、

感染リスクが少ない地方への関心は確実に高

まっているものと感じております。

このような中、密集リスクが少ない生活環境

や、自然の中でゆったりと子育てができる環

境、さらには、お話にありました農林水産業な

どの本県の魅力や価値を、今こそ地方志向の

方々に積極的にアピールしていくことが重要と

言えます。

このため、本年度から農林漁業従事者向けに

制度を拡充いたしました移住支援金を活用する

とともに、引き続き、新規就農者向けの支援策

等にしっかり取り組みながら、農林水産業を生

かした移住施策にも力を入れてまいりたいと考

えております。

今後の都市から地方への流れをしっかり捉え

るとともに、選ばれる地域となるよう、本県な

らではの「新しいゆたかさ」の磨き上げ、そし

てその魅力のＰＲを積極的に展開し、本県への

さらなる移住促進に努めてまいります。

私は東京に行くたびに移住○井上紀代子議員

センターを訪れて、いつもお話を聞かせていた

だいているんですけど、先ほど言われたとお

り、今までは、定年過ぎの方とか高齢者の方の

移住というのが多かったんですけれども、今は

本当に若者が地方に行きたいと。そして、子供

たちはそこで育てたいという人が増えていま

す。
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いつの時代もピンチの中にこそチャンスがあ

ります。この未曾有の危機を、疲弊し、身を削

りながら乗り越えていくのではなくて、県民に

しっかりとしたビジョンを示して的確な施策を

講じていくことで、若者が住みたくなる「みや

ざきづくり」に取り組んでいただきますよう、

お願い申し上げたいと思います。

北九州市や首都圏での第２波の感染拡大は、

予想されたとはいえ、コロナウイルス対策の難

しさを物語っています。このような中で、国や

県は「新しい生活様式」の定着を推進していま

す。

本県の感染者は、幸いなことに17名にとど

まっていますが、この大きな要因として、本県

の生活空間が、おおむね新しい生活様式を満た

していることがあるのではないかと考えていま

す。つまり、本県の暮らしでは、意識せず２

メートル以上の間隔を取れる生活様式であるこ

と、屋内より、常に屋外での活動が中心の生活

様式であること、公共交通機関への依存度が小

さく、移動手段は基本的に自家用車であるこ

と、流行している地域に行かなくても自立した

生活を営んでいるなど、都市部では難しい生活

様式が、既にスタンダードな生活となっている

と推察できます。これは、とてもすごい本県の

アドバンテージではないでしょうか。

もちろん、私たちは感染予防対策をきちんと

頭に置いておく必要はありますが、ふだんと変

わらない生活が、かなりのコロナウイルス対策

になっているとも言えます。この視点を国内外

に上手にＰＲすることで、本県１次産業の担い

手不足、雇用労働力不足を補っていくことがで

きるのではないでしょうか。

コロナ禍の中で、本県の農業をはじめ、第１

次産業の魅力が注目されているあかしであり、

農水産業に人を呼び込む好機ではないかとも考

えております。

まず、本県の農水産業においては、構造的な

課題の一つとして、労働力の確保に取り組んで

いるところですが、外国人技能実習生は重要な

人材と考えます。しかしながら、新型コロナ感

染症の世界的な拡大により出入国が制限される

中、実習生の入国が困難な状況にあり、今後の

人材確保に大きな影響が出るのではと危惧して

います。

本県の農水産業における外国人技能実習生の

受入れ状況と、新型コロナウイルスの影響下に

おける県の対応について、農政水産部長にお伺

いいたします。

本県の外国○農政水産部長（大久津 浩君）

人技能実習生につきましては、農林漁業の３分

野を合わせまして、昨年10月末時点で975人と報

告されております。

今般のコロナ禍での出入国制限によりまして

入国困難となった実習生がいる一方で、帰国困

難となった実習生は、在留資格変更による就業

継続が可能となりまして、受入れ先の多くで、

そのまま実習を続けていると伺っております。

しかしながら、カツオ一本釣り漁業などで外

国人材が不足している経営体もあることから、

県といたしましては、まずは国の事業等を活用

いたしまして、国内での代替人材の確保に努め

るとともに、今後の情勢等を注視しながら、技

能実習生の確保支援につきましても、しっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

県の今年度の新規事業で○井上紀代子議員

は、県立農業大学校を「みやざきアグリビジネ

ス創生塾」と位置づけ、農業の先進技術を学ぶ

場を整備するとされています。本格的な人口減

少社会の中で、深刻化する労働力不足を補うロ
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ボットや各種センサーと連動した自動装置、ド

ローン等の本県農業への実装は、まさに待った

なしの状況となっています。

この創生塾で学ぶことができる先進技術とは

どのようなものか、農政水産部長にお伺いいた

します。

みやざきア○農政水産部長（大久津 浩君）

グリビジネス創生塾は、農業大学校におきまし

て、スマート農業に関する知識や技術、そして

経営に活用できる能力を体系的に学ぶ場とし

て、今年度から開始しております。

具体的には、キュウリやピーマンの光合成を

促進しまして、収量・品質を向上するためのハ

ウスの温度や湿度を最適に制御する理論、さら

には、家畜のストレス等を低減いたしまして、

発育等を促進するために畜舎環境を制御する理

論などにつきまして、全国トップクラスの外部

講師等をお招きして講義をスタートしていると

ころでございます。

また、複合環境制御を備えた施設園芸ハウス

や畜舎におきましては、これらの学んだ先進技

術を実践するとともに、農業用ドローンにつき

ましても、九州の農業大学校においては初めて

となりますが、学内で操作資格を取得できる体

制の構築に向け、現在準備を進めているところ

でございます。

スマート農業は「賢い農○井上紀代子議員

業」という意味だそうです。であれば、それぞ

れの地域で異なる農業の環境、課題に応じたス

マート農業が求められることになります。みや

ざきアグリビジネス創生塾が、そういう地域か

らのアイデアを広く拾い上げることができる場

となるよう、また、創生塾の授業に参加できな

くとも、例えば、遠隔授業やオンデマンドでの

情報発信などを講じることで、幅広い県民の方

の参加を得ることができるのではないかと考え

ています。

みやざきアグリビジネス創生塾の授業の展開

方向について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

この創生塾○農政水産部長（大久津 浩君）

では、スマート農業の普及を加速するため、学

生に加えまして、一般の農業者等に対しまして

も、広く学習の機会を提供することとしており

ます。

具体的には、農業法人や農機メーカー等と連

携いたしまして、高度な栽培技術やスマート農

業に関する講義・実習等を行うとともに、直接

参加できない農業者等に対しましては、農業改

良普及センターやＪＡ等の就農トレーニング施

設等における研修等によりまして、講義等を動

画配信するなどといった仕組みも導入する予定

でございます。

県といたしましては、意欲ある学生や農業者

等が、新しい農業経営を目指すための知識と技

術を学ぶ場の充実を図りますとともに、自らの

経営に最も適した機械や技術等を選択いたしま

して、時代の変化に対応したスマート農業を展

開できる人材育成に努めていきたいと思ってお

ります。

とかくスマート農業は、大○井上紀代子議員

規模農業を対象としたロボットトラクターが走

るというイメージがあります。しかしながら、

現実には、農作業の条件が悪く、雇用人材がい

ない山間地域でこそ、いち早くスマート農業の

導入を求める声が強いはずだと考えています。

例えば、山間地域での耕作放棄地対策として

普及した繁殖和牛の放牧とスマート農業とは、

とても相性がよいのではないかと考えていま

す。
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そこで、山間地域など労働力が不足している

地域のために、県はどのようなスマート農業に

着目し、その技術開発・普及に取り組んでいこ

うとしているのか、農政水産部長にお尋ねいた

します。

議員御指摘○農政水産部長（大久津 浩君）

のとおり、条件不利な山間地域農業の振興を図

るためには、スマート農業技術の活用が必要不

可欠であると認識しております。

現在、県の事業を活用した取組といたしまし

ては、小規模な水田の病害虫防除用ドローン

や、傾斜地におきます果樹園でのリモコン草刈

り機の導入等がなされておりまして、関係者等

からも高い評価を受けており、新たな地域での

取組要望も増えているところでございます。

さらに今年度は、高千穂町におきまして、国

の事業を活用し、水田の水管理の自動化や、有

害鳥獣のくくりわなにおける捕獲通報システム

等の技術実証を行うこととしております。

今後とも、これらの取組事例を広く周知しな

がら、条件不利な中山間地域におけるスマート

農業技術の普及拡大に努めてまいりたいと考え

ております。

人口減少によって集落の存○井上紀代子議員

続が危険水準にある山間地域や漁村地域などへ

の移住を希望する家族が直面する課題は、大き

く３つあると考えています。

１つ目は、家族を食べさせていける仕事があ

るか、２つ目は、家族が安心して暮らせるライ

フラインがあるか、３つ目、子供が夢をかなえ

ることができる教育が受けられるか。ライフラ

インは、改正水道法による水道事業の民営化

等、今後の動きを注視しなければなりません

が、東九州自動車道や九州中央自動車道などが

開通していくことで、大きく改善していくと考

えます。

１つ目の、仕事はあるのか。山々の傾斜地に

小さく不整形な農地が広がる山間地域では、農

作業の機械化にも限界があり、雇用人材にも事

欠く集落環境では、新規に農業に参入するにし

ても、安定した経営を立ち上げるには、平地と

比較して、かなりハードルが高いと言わざるを

得ません。

このような状況を打開していくために、県で

は、農政企画課に中山間農業振興室を設置し、

各種施策を展開されてきました。中山間農業振

興室がこれまで取り組んだ事業の成果と、今年

度の新規事業「山間地域で稼げる集落モデル構

築支援事業」の今年度の目標について、農政水

産部長にお伺いいたします。

中山間農業○農政水産部長（大久津 浩君）

振興室は、県内の販売農家数の約７割を占めま

す中山間地域の振興や、地域農業を支える営農

体制の構築等に取り組んでおります。

これまで、中山間地域におきます農作業受託

組織の立上げや育成・充実等を図りまして、農

業者の所得確保や農村地域の活性化につながっ

ているものと考えております。

また、質問のありました、「山間地域で稼げ

る集落モデル構築支援事業」を現在実施してお

りまして、これらは、集落等が多様な人材と連

携しながら、例えばジビエ、６次産業化、農泊

などの地域の魅力ある資源を生かして、新たな

ビジネスを始める取組を支援することとしてお

ります。

今後とも、地域を支え守っていただいている

方々を支援いたしまして、次の世代にしっかり

引き継げるよう、中山間地域の農業振興を図っ

てまいりたいと考えております。

今まで、農政水産関係のこ○井上紀代子議員

- 229 -



令和２年６月16日(火)

とをお尋ねいたしましたが、私たちは人口減少

対策を忘れてはいけないと思っています。その

意味からいっても、今、質問の中でも実感させ

ていただきましたが、農林水産業は本当によく

やっていると思います。ですから、これをもっ

ともっと広く、新人で宮崎に算入してきてくだ

さっても、うまくこの地域の中に溶け込み、仕

事として活躍することができるんだということ

を、ぜひ大きく大きくアピールしていただくこ

とをお願いしておきたいと思います。

次に移らせていただきます。

新型コロナウイルス対策として、国民１人10

万円を配る特別定額給付金で一躍注目されたマ

イナンバーカードですが、制度への理解が低

く、本県でも、普及には市町村ごとにばらつき

があるのが現状です。また、政府は、災害時な

どの迅速な現金給付につなげようと、マイナン

バーと１人１口座の預貯金口座のひもづけを義

務化する検討を始めました。

今のところ国民は、マイナンバー制度のメ

リットを実感するに至っていませんが、本県の

認識と今後の取組について、総合政策部長にお

尋ねいたします。

マイナンバー○総合政策部長（渡邊浩司君）

カードは、現在、行政手続を行う際の本人確認

や税の電子申告等に利用されており、今後は健

康保険証としても利用可能となるなど、行政の

効率化と、国民の利便性を高める重要な社会基

盤であると認識しております。

しかしながら、現行法上、マイナンバーの利

用範囲が限定的であり、カードを利用する機会

が少ないことや、個人情報の漏えい等に対する

不安などから、十分に普及が進んでいない状況

にございます。

このため県では、全国知事会等を通じて、マ

イナンバーの利用範囲の拡大や個人情報保護対

策の強化について国に要請するとともに、市町

村と連携し、行政手続のオンライン化や県民へ

の啓発を行うなど、マイナンバーカードの普及

に取り組んでまいりたいと考えております。

マイナンバーカードのメ○井上紀代子議員

リットについて、もっと県民に理解していただ

けることが大切なのではないかと思います。マ

イナンバーカードの普及というのは、地方自治

体とか国への信頼のバロメーターだとも思いま

すので、ぜひしっかりとした普及というか認識

を県民の方と一致してくださるよう、よろしく

お願いしておきたいと思います。

今回の新型コロナウイルス対策の中、長期の

学校休業で、子供たちを取り巻く生活は激変し

ました。教育の問題を一連お伺いいたします

が、学校の臨時休業期間が長かったことに伴っ

て明らかになった課題について、教育長にお尋

ねいたします。

社会全体が長期間に○教育長（日隈俊郎君）

わたって、新型コロナウイルス感染症とともに

生きていかなければならない状況にあります

が、そのような中にありましても、学校教育に

おいては、児童生徒の安全・安心を確保しつ

つ、学びの保障を確実に実践していくことが必

要であります。

今回、学校が臨時休業となる事態となりまし

たが、その中で、家庭学習に対する学校の支援

や学習の遅れへの対応などが大きな課題になっ

たと認識しております。

子供たちにとって学校とは○井上紀代子議員

どういうものなのだろうかと思いますと、学校

でしかできない学びは集団で学ぶこと、生徒み

んなで協力して一つのものを作ること。学校の

在り方をより本質的に変えるチャンス、休校で
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学校へ行かずに学ぶ方法を考える、知識の詰め

込み教育から本来の学びを追求する教育、そこ

に向かっていけばいいと私は思っています。子

供たちの心身の安定と学習機会の確保に、一段

と知恵を絞る必要があるのではないかと思って

おります。

次に、学校の臨時休業による学習の遅れをど

う取り戻していくのか、教育長にお尋ねいたし

ます。

各学校では、休業中○教育長（日隈俊郎君）

の学習の遅れに対応するため、遠足や講演会等

様々な学校行事の見直しや、夏季休業期間等の

短縮により授業日を設けるなど、可能な限り授

業時数を確保できるよう工夫を行っているとこ

ろであります。

その際、県教育委員会といたしましては、学

校再開後、これまでの学習の遅れを取り戻すた

めに、児童生徒や教職員の負担が過剰とならな

いよう、非常勤講師やスクール・サポート・ス

タッフの役割の比重を増やすとともに、授業と

家庭学習の効果的、効率的な組合せによる学び

の確保に向けた取組を進めてまいりたいと考え

ております。

スクール・サポート・ス○井上紀代子議員

タッフ配置事業、この事業は本当に重要な事業

だと思っています。ただ残念なことに、この人

数で本当に学校全体の状況を考えたときに足り

るのだろうかと、あまりにも事業規模が小さ過

ぎるのではないかと思っています。ぜひ、この

問題については、もう一度、人的な配置につい

て考えていただくと、先生方も随分助かるし、

何よりも子供たちが助かっていくと思います。

長期に学校が休業だったことは事実ですし、そ

れを埋め合わせするのには、やっぱり人の手が

必要なのではないかと思いますので、ぜひス

クール・サポート・スタッフの配置事業をもう

一段階上に上げていただくことをお願いしたい

と思いますけど、教育長、何かあれば。

私も、このスクール○教育長（日隈俊郎君）

・サポート・スタッフの配置については、大変

重要であると考えているところでございます。

今年度も、配置については約２倍近く増やし

たところでございます。ただ、配置についての

財政負担が、国より３分の１補助を頂けるんで

すけれども、残り３分の２は全て県の負担とい

うことで行っておりますので、この分について

の対応というのが今後、課題ということになり

ます。しかしながら、これからの学校運営を考

えますと必要なものでありますので、さらに検

討を進めてまいりたいと考えております。

教育長に期待しております○井上紀代子議員

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次に、学校の臨時休業期間中におけるオンラ

イン学習が話題となっておりますが、学校のＩ

ＣＴ環境を充実させるために今後どのように取

り組んでいかれるのか、教育長にお尋ねいたし

ます。

特別支援学校を含○教育長（日隈俊郎君）

む、公立学校におけるコンピューター端末につ

きましては、義務教育段階の児童生徒分は１人

に１台、高等教育段階の生徒分は３人に１台を

目標に、当初の予定を前倒しして令和４年度末

までに整備することとしております。

また、学校のネットワーク環境につきまして

は、全ての県立学校と23の自治体において、本

年度中に整備が完了する予定となっておりま

す。残りの３つの自治体につきましても、新し

い校舎の建設時期に合わせるなど、自治体の実

情に応じて整備を進める予定となっているとこ

ろであります。
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全国でもオンラインで授業○井上紀代子議員

をしている学校というのは限られています。つ

まり、地域差があるということです。休校が長

引けば、学習格差はさらに広がりますし、子供

の学ぶ権利を守るためにも、オンライン教育学

習の整備は早急に必要だと思いますので、ぜひ

続けていただきたいと思います。

次に、ＩＣＴ機器を使うには、教員のＩＣＴ

活用力の向上が必要であると考えますが、今後

の取組について、教育長にお尋ねいたします。

学校のＩＣＴ整備に○教育長（日隈俊郎君）

伴いまして、県教育委員会では、児童生徒の習

熟度に応じた学習や、児童生徒同士で進める協

働的な学びが、これまで以上に効率的で多様な

ものとなりますよう、全ての小中学校を対象

に、ＩＣＴに関する基礎知識及び授業活用の在

り方等に関する研修を行いまして、教職員の指

導力向上に努めてまいります。

また、県立学校や市町村に対しましては、授

業支援や機器の操作支援を行うＩＣＴの専門家

を派遣しまして、教職員が授業に専念できる環

境の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

先生方が全てを習熟すると○井上紀代子議員

いうことは、非常にストレスもたまり大変だと

思うんです。子供たちは小さいときからスマホ

もいじっていますし、そういう意味でいうと、

子供たちのほうが優れていて、そこについては

詳しい可能性はあると私は思います。ですか

ら、児童生徒同士で進めるという、この協働的

にやっていくことが、非常に効果があるのでは

ないかと思います。先生も、ある意味では生徒

から学ぶということも必要なのではないかと、

逆に思ったりもいたします。ですから、考えて

いくこと、つくり上げていくこと、学校で互い

が学び合っていくということには、オンライン

学習というのは、ある意味、非常に大きな力を

発揮するのではないかと思っています。

それと同時に、プロと言われる方がいらっ

しゃると思うんです。学校以外の人材をいかに

活用してオンライン化していくか。ＩＣＴの機

器を使いこなせるようにする。自分たちが使わ

れるんじゃなくて、使いこなせるようにすると

いうことを、ぜひやっていただきたいと思いま

す。多額の事業費を使うわけですから、その事

業効果が出るように、民間企業も、学校側に渡

すということをやっていただかないと困ると思

いますので、そこをしっかりと見届けていただ

きたいと思っています。

そしてもう一つ、小学校の子供たちの発達段

階に応じたオンライン学習をどう進めていくの

か。ここは非常にポイントだと思いますので、

教育長にお尋ねいたします。

家庭と学校をつなぐ○教育長（日隈俊郎君）

同時双方向による小学校でのオンライン学習に

つきましては、西米良村で行われたところであ

りますが、多くの成果が見られたものと認識し

ております。そのような中、小学校低学年にお

いては、画面を通して行われている授業に集中

できないことや、端末操作にうまく対応できな

いなどの課題もあったと聞いております。

このような課題を踏まえ、小学校では、まず

は端末の操作に慣れること、次に、集中力を保

つために、画像や映像等の視聴時間に配慮する

こと、さらに、学年に応じて、動画視聴と同時

双方向による学習の割合を変えていくことな

ど、発達の段階に応じて、学習を工夫していく

ことが必要ではないかと考えております。

今後、先進的な取組を参考にするなどして、

オンライン学習の在り方について研究を進めて
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まいりたいと考えております。

私は、日本は教育改革が非○井上紀代子議員

常に遅れていると考えています。今の日本の教

育制度が抱えている問題の本質は、日本人が答

えのない時代に生きているのに対応できていな

いということにあると思っています。

これまでの教師は、正解を力として教えるこ

とを求められてきました。ところが、子供たち

は、正解が１つでないことを漠然と感じていま

す。

私は、高校までを義務教育とし、義務教育の

目的は、社会的責任を果たせる成人を育てるこ

とであり、したがって、義務教育の期間に成人

を育てるための教育が必要だと思います。

それは、英語教育、科学テクノロジー、リー

ダーシップ教育、考える教育等々が課題です。

義務教育を終えて18歳の選挙権は、まさに成人

の証明書です。

子供のいる家庭では、親が子供の教育にお金

ではなく時間をかけられる、社会的支援が必要

だと思っています。

我が国は、世の中が変わる節目と言われる今

こそ、21世紀に活躍する人材を育成するため

に、教育システムの改革にすぐ取り組むべきだ

と考えています。

まず、詰め込み教育をやめる、偏差値教育を

やめる改革をすぐすべきでしょう。

今回のコロナ対策で、学校の在り方が問われ

ています。先生は学習、感染対策、安全対策と

忙しさに拍車をかけ、子供に向き合うことは不

可能です。まず少人数学級から始めたらと、私

は考えています。

そこで、知事にお尋ねいたしますが、教員数

を増やしていくことは、本当に必要なことだと

考えますが、知事のお考えをお伺いいたしま

す。

現在、県内の各学校に○知事（河野俊嗣君）

おきましては、新型コロナウイルス感染症の対

応としまして、県の教育委員会が示した、「県

立学校における新しい生活様式」に沿って、マ

スクの着用や教室の換気などの徹底に努めてい

ただいているところであります。

今後、いわゆるコロナ後、ポストコロナにお

きましても、子供たちが安心・安全な教育環境

の中で教育の充実を図っていくためには、教員

数を増やし、少人数学級を拡充するなど、きめ

細かな対応が必要であると考えております。

したがいまして、今後、私自ら文部科学省を

訪問して、感染症拡大防止と児童生徒の学びを

保障するとともに、教育の指導体制の改善を図

るための教員の増につきましても、強く要望し

てまいりたいと考えております。

今年の２月の定例県議会の○井上紀代子議員

中で教育長は、教職員の確保をするということ

に非常に力を注いでいるということを力説して

おられました。私はそれをお聞きしたときに、

いかに優秀というか、我が地域に合った先生方

を確保するかということについて、教育長は熱

心に向かっていらっしゃるということについて

は、敬意を表したいと思います。ぜひ、今、宮

崎の中で先生になろうとして頑張っている人た

ちをしっかりと受け止めて、その先生たちを非

常にいい意味で鍛えていただけたらと思ってい

ます。

あのときの議論内容をもう一度読ませていた

だきましたが、大変力強い内容でしたので、こ

れからもその方向で進めていただけたらと思っ

ております。よろしくお願いしておきたいと思

います。

そこともう一つ、私が教育長にお願いしてお
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きたいのは、休校を減らす、教育の機会を守る

ということが一つと、親の仕事を守るというこ

とが一つ。感染拡大を減らす、これは全員検査

しなければいけないと思うんですけれども、こ

れから地方にもっと権限が持ってこられるよう

に努力をお願いしたいと思います。よろしくお

願いしておきたいと思います。

次に、今議会初日、知事から議案提案説明を

受けました。そこで、感染収束後の社会、いわ

ゆるポストコロナについて言及をされていま

す。読みますと、「脱グローバリゼーションの

胎動や、社会に必要なゆとりが肯定される時代

の到来、大都市集中型から分散型の社会構造へ

の転換、デジタル化やリモート化のさらなる加

速などに加え、人々の意識や価値観・生き方ま

でもが大きく変容する」と示されています。私

も壇上から申し上げましたように、今、世の中

が大きく変わる節目であると指摘させていただ

き、知事の考え方に大いに共感をしています。

ポストコロナが明確に構想されていれば、お

のずと本県の今後の政策のありようも決まりま

す。ポストコロナにおける本県の姿について、

知事の考え方をお伺いいたします。

感染収束後の、いわゆ○知事（河野俊嗣君）

るポストコロナの社会におきましては、効率性

を追い求めてきたこれまでの反省に立ちまし

て、今、御紹介がありましたが、大都市集中型

から分散型への社会構造の転換や、生産拠点を

国内に戻す動き、また、社会に必要なゆとりが

肯定される時代の到来など、大きな社会の変化

が想定されているところでありまして、人々の

意識や価値観、生き方にも様々な影響が生じる

ものと考えております。

こうした潮流は、経済指標だけでは表せない

「新しいゆたかさ」を有する本県にとりまし

て、その魅力を生かす絶好の機会につながるも

のと考えております。

感染症リスクへの対応という光で照らすこと

によりまして、本県の魅力が一層輝きを増す、

そのような状況にあるのではないかと考えてお

りまして、私たちは今、新しい社会経済をつく

り上げていく歴史的な転換点に立っていると考

えております。産業の地方回帰による企業誘致

の推進、移住ＵＩＪターンや二地域居住の促

進、さらに、スポーツや健康などを生かした本

県の魅力のさらなる磨き上げなど、しっかりと

将来を見据えて、新たな時代における本県のさ

らなる発展に向けて、オール宮崎で取り組んで

まいります。

宮崎県がアピールされてい○井上紀代子議員

る「新しいゆたかさ」とはというところで、私

の考え方なんですけれども、まず、「空気がき

れい」「時間がスローに流れる」「空、風、

水、土、太陽の５エレメント」プラス「木が

いっぱいある」「緑がいっぱいある」、まさに

人間を豊かにするエレメントがそろっていま

す。今までにない自然のクリニックです。

食べた物で体はつくられる。これはいつも多

くの人から言われていることです。農林水産業

は県の基幹産業で、まさに我が県は日本の台所

です。食事が整っていないと、心が整わず病ん

でいくと言われています。つまり、キッチン・

イズ・ファーマシー。また精神面でいえば、ス

ピリチュアルの元祖である神社が多数ございま

す。記紀編さん1300年記念事業は、まさにその

元祖と言ってもいいと思います。

大御神社はお医者さんよりもさきで、まさに

始まりの始まりです。私は友人とともに、日南

市の波切神社から、北は熊本県で県境のところ

の草部吉見神社と、県内各地をお参りさせてい
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ただいています。どこもが由緒があり、体に染

み込むほどのパワーがあります。

人口密集地域との差はデジタルシフトで解消

できます。これほど日本の中で整っているとこ

ろは、ほかにありません。私のキャッチフレー

ズである、まさに「みやざきが一番」です。地

方経済の活性化は、地元を知り、地元を歩き、

地元を食べ尽くし、地元をしゃべる、県民の支

えが原動力だと言えます。地方が疲弊すれば、

国は成り立ちません。地方にもっと権限と財源

を。大都市集中型から分散型への社会の構造へ

変えていかないといけないと思います。この実

現を願いつつ、私の質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○徳重忠夫副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会

令和２年６月16日(火)
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令 和 ２ 年 ６ 月 1 7 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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◎ 議案第12号及び第13号追加上程

○丸山裕次郎議長 これより本日の会議を開き

ます。

本日の日程は、一般質問及び人事案件の採

決、議案の委員会付託でありますが、お手元に

配付のとおり、知事から議案第12号及び第13号

の送付を受けましたので、両案を日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

議案第12号及び第13号を一括上程いたしま

す。

◎ 知事提案理由説明

○丸山裕次郎議長 ここで、知事に提案理由の

説明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

まず、補正予算案についてであります。

今回、追加提案いたしました補正予算案は、

緊急に必要とする新型コロナウイルス感染症対

策に伴う経費について措置するものでありま

す。

補正額は、一般会計193億9,338万7,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、国庫支出

金133億9,338万7,000円、諸収入60億円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は、6,530億9,478万6,000円となります。

今回の追加補正予算案は、６月12日に成立し

ました国の補正予算（第２号）や、県内におけ

る現下の状況を踏まえ、特に緊急的に実施すべ

き必要な事業を計上したものであり、財源とし

て緊急包括支援交付金をはじめ、国の補正予算

で措置された国庫支出金等を活用しておりま

す。

今回の追加補正予算案により、一連の県のコ

ロナ対策として、総額341億円規模の事業を構築

することになります。

以下、主な事業の概要について御説明いたし

ます。

今回の追加補正予算案につきましては、さき

に提案いたしました補正予算案の基本的な考え

方の枠組みに基づき、１、感染拡大防止策と医

療体制のさらなる強化、２、暮らしのセーフ

ティーネットと事業継続のための支援、３、子

供たちの学びを支える取組の３つの観点から、

必要な事業を構築しております。

これらに沿って御説明申し上げます。

１点目が、感染拡大防止策と医療体制のさら

なる強化であります。

今回、国の補正予算において、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止に取り組む医療や介護

・障害福祉サービス等に従事している方々に対

し、最大20万円の慰労金を支給する事業が措置

されましたので、県といたしましても、医療機

関や介護施設等の最前線で御尽力いただいてお

ります県内の医療従事者や感染症対策従事者の

皆様に感謝と敬意を表し、その労に報いるた

め、速やかに慰労金を支給することといたしま

す。

また、感染疑い患者の診察を行う救急・周産

期・小児医療を担う医療機関をはじめ、一般の

医療機関や薬局などにおける動線確保など、院

内感染予防対策を支援するとともに、県内にお

けるＰＣＲ検査体制を強化するため、行政検査

等を担う「地域外来・検査センター」を県内７

か所に設置いたします。

令和２年６月17日(水)
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さらに、県民生活と経済活動を支える交通事

業のうち、国庫補助事業の対象とならない高速

バスやタクシー、長距離フェリーなどの事業者

における感染拡大防止対策の取組を支援いたし

ます。

２点目は、暮らしのセーフティーネットと事

業継続のための支援であります。

第１に、低所得の独り親世帯の方々へ給付金

を支給するとともに、生活困窮に陥っている

方々の自立支援に係る相談体制を拡充すること

により、コロナの影響が長期化する中、一層厳

しい状況に置かれている方々に緊急的な支援を

実施いたします。

第２に、厳しい経営環境に置かれている中小

企業・小規模事業者の方々の資金繰りや事業継

続を強力に支援するため、340億円を確保してお

りますコロナ対策の制度融資枠を1,000億円まで

大幅に拡充するとともに、既に措置しておりま

す「小規模事業者事業継続給付金」の事業費を

増額いたします。

３点目が、子供たちの学びを支える取組であ

ります。

新型コロナウイルス感染症の影響で、例年ど

おりの開催が困難となった高校総体や高校野

球、中体連の代替大会の開催を支援し、最終学

年である３年生をはじめとする運動部活動に取

り組む生徒が、これまでの成果を発揮する集大

成となる機会を確保いたします。

主な事業の説明は以上でありますが、今後と

も、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両

立を図るため、県内の実情を見極めながら、迅

速かつ的確に、必要な対策を講じてまいりま

す。

次に、議案第13号について御説明申し上げま

す。

このたび、副知事、鎌原宜文氏より、令和２

年７月11日付で辞職したい旨の申し出がありま

したので、その後任として永山寛理氏を令和２

年７月12日付で副知事に選任いたしたく、地方

自治法第162条の規定により、県議会の同意を求

めるものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○丸山裕次郎議長 知事の説明は終わりまし

た。

◎ 一般質問

○丸山裕次郎議長 ただいまから一般質問に入

ります。まず、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎の田口雄二です。一般

質問最終日となりました。

この議会では、当然、新型コロナウイルス感

染症に関する質問を予定しておりました。しか

し、既にこれまで16人の議員がコロナ関連の質

問を多数しており、重複はできるだけ避けます

が、地元の要望として出ているものもあります

ので、重複することはお許しください。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

さて、20世紀の後半頃、「21世紀はウイルス

との戦いである」と言われていました。私は漠

然とそうなのかと思いつつも、当時はそれを深

く考えることはありませんでした。

しかし、21世紀に入ると、ＳＡＲＳ、ＭＡＲ

Ｓ、エボラ出血熱等々、数多くのウイルスが人

類を襲い、そして本県を襲った口蹄疫、鳥イン

フルエンザ等々の家畜関連のウイルス、まさに

「21世紀はウイルスとの戦いである」を実感さ
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せられます。

もちろん、21世紀以前にも多くのウイルスに

襲われているのですが、現在は、高速交通網の

発展で地球のサイズがだんだん小さくなったよ

うに思えるほど、経済が最優先され、短時間で

多くの人や物資が国境を越え、簡単に地球の裏

側まで行けるようになり、その感染のスピード

は驚くほどです。

昨年の暮れ、中国の武漢市で始まった新型コ

ロナウイルス感染症は、実に短期間に先進国に

広がり、多くの死者を出しました。

現在は、医療体制が脆弱な中南米やアフリカ

諸国に爆発的に拡大しています。

先進国の感染症は少しずつ落ち着きを見せて

きましたが、スペイン風邪のときは第２波のほ

うが被害が大きかったと報告されており、これ

からも気を緩めることはできません。

ただ、今回の感染症で、これまで進めてきた

日本の政策を大きく見直すときが来たのではな

いかと思います。これまで一極集中の是正を地

方は一貫して訴えてきました。人や企業の地方

への分散がまさに喫緊の課題です。都会に流出

した人材を地方に取り戻す大きな機会を頂いた

とも言えます。高校生の都市部への就職の抑

制、また、都市部に進学した本県出身の大学生

や就職しているものを地元にいざなう、まさに

チャンスです。

在宅勤務で場所を選ばずに仕事ができること

も分かりました。都市部に不安を募らせ、地方

へ、ふるさとに転職したいとの意識が広がりつ

つあると思います。

今回のコロナウイルス感染症の発生により、

中央一極集中の弊害が大きく浮き彫りになる中

で、再認識された地方のメリットをどう生かし

ていくのか、知事に思いを伺います。

次に、今回のコロナウイルス感染症の発症者

を受け入れ、治療に当たり、自分自身の感染リ

スクがあったにもかかわらず、粉骨砕身の献身

的な治療をしてくれたのは、その多くは公立病

院でした。

しかし、昨年９月、唐突に厚生労働省が、再

編・統合の議論が必要として、全国の424の公立

病院リストが公表され、大きな波紋、地方の大

きな反発を呼びました。本県では、７つの病院

が再編・統合の対象になっています。中山間地

を多く抱える本県においては、まさに死活問題

です。

今回の事態を受けまして、新型コロナウイル

ス感染症対策に関して、厚生労働省が進めてき

た公立・公的病院再編について、国にどのよう

な対応を求めていくのか、知事に伺います。

次に、2025年までの子育て支援政策などの指

針となる政府の新たな少子化社会対策大綱が、

閣議決定されました。

昨年、国内の出生数は前年比で5.8％減、初め

て90万人を割る約86万5,000人と、予測を大きく

上回るペースで少子化が進んでいます。

最多の団塊の世代当時で約270万人の出生数で

したので、３分の１以下になっております。39

年連続で子供が減少しており、若い世代や子育

て世代の予算が非常に手薄な現実が招いた結果

ではないかと思われます。

新たな大綱は、希望出生率1.8の実現に向け、

若い世代が将来に展望を描ける環境を目指すと

していますが、ここ数年の合計特殊出生率が1.4

ほどですので、かなり高いハードルになりま

す。過去最少となった令和元年の出生数を公表

しましたが、その結果をどう捉えているのか、

知事に伺います。

次に、ＪＲ九州が、先日、在来線の利用の少
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ない12路線の17区間の2018年度の収支を初めて

公表しました。そして、人口減少が顕著な地域

のローカル線が、構造的な赤字になっているこ

とが明らかになりました。

青柳社長は、収支を公表した目的を、あくま

でも「路線維持のため」と繰り返したようです

が、私の地元の延岡と佐伯間がワーストの６

億7,400万円の赤字と公表されると、面白くあり

ません。

高速化の声には全く耳を貸さず、年々ダイヤ

改正ごとに減便されたり、利便性を悪くしてお

いて、しかも日豊本線全体で言うなら分かりま

すが、一部分だけを取り出して赤字を突きつけ

られても、納得いきません。

不採算路線が多いＪＲ九州は、民営化したと

きに、経営安定化基金3,877億円を国民の税金か

ら頂いておきながら、株式が上場されたときに

心配したとおり、利用者よりも株主に顔が向い

てしまいました。経営安定化基金は一体何に使

われているのか、幾ら残っているのか、ベール

に包まれたままです。

それに、本業の旅客部門に投資をせず、本業

以外の不動産業や、ホテル・飲食店等々の売上

げが過半数を超えています。地元自治体も、Ｊ

Ｒの利用者の自転車置き場の設置やバリアフ

リー化への協力は惜しんでおりません。もちろ

ん、利用促進に我々も力を注がなければなりま

せんが、ＪＲ九州が先日公表した線区収支状況

について、知事の所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、一極集中に対する地方のメリットにつ

いてであります。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大によ

り、グローバル経済の脆弱性や、効率性を高め

た都市部の抱えるリスクなどが顕在化したこと

で、産業の地方回帰の動きが強まるとともに、

ゆとりある暮らしや豊かな自然など、地方の有

するメリットに光が当たり、人々の関心が高ま

るものと考えております。

また、デジタル化・リモート化が進み、働く

場所や時間を選ばないテレワークの浸透などに

より、都市部から地方に人や産業を呼び込む大

きなチャンスが訪れるものと捉えております。

今後、本県でもこの流れを生かし、感染拡大

防止にしっかりと取り組みながら、恵まれた食

や自然、子供の産み育てやすさやスポーツ環境

といった、経済指標だけでは表せない「新しい

ゆたかさ」など、本県ならではの価値や魅力を

ＰＲすることで、都市部からの移住や企業誘致

の促進などにつなげてまいりたいと考えており

ます。

次に、公立病院に関する国への対応について

であります。

国は、昨年、将来方針の再検証が必要である

とする公立・公的病院名を公表し、本年９月末

までに再検証を行うよう求めておりました。

この再検証の期限や進め方について、厚生労

働大臣は、今月の記者会見で、新型コロナウイ

ルス感染症の状況を見据えながら、改めて整理

する意向を示すとともに、これからの地域医療

構想について、感染症への対応も取り込みなが

ら議論する必要性があると言及しております。

本県といたしましても、地域全体の医療の将

来像については、新型コロナウイルス感染症対

策で明らかになったリスクへの対応も含め、関

係者間で丁寧に議論を行うことが重要であると

考えております。
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県としましては、国に対して、今回の新型コ

ロナウイルス感染症のような事象が発生した場

合にも、県民が安心して暮らせる医療体制が維

持されるよう、全国知事会とも連携をしなが

ら、引き続き働きかけてまいります。

次に、出生数についてであります。

我が国の令和元年の出生数は、推計より２年

早く90万人を切り、合計特殊出生率も1.42か

ら1.36に低下するといった厳しい結果となって

おります。これまで国を挙げて少子化対策に取

り組んでまいりましたが、まだまだ厳しい状況

にある。我が国の将来に暗い影が投げかけられ

ていると、大変憂慮しているところでありま

す。

本県につきましては、合計特殊出生率は1.73

と、平成30年より僅かながら増加し、全国でも

数少ない増加県の一つとなりましたが、出生数

は8,043人と、前年より391人少なくなっており

ます。

これまでの取組に一定の手応えを感じつつ

も、将来を見通し、持続可能な宮崎県の土台づ

くりを進めることが私の使命でありますので、

今回の結果にさらなる危機感を持って、人口減

少対策に取り組まなければならないと、決意を

新たにしているところであります。

最後に、ＪＲ九州における線区別収支につい

てであります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、鉄

道需要が大きく落ち込んでいる中、ＪＲ九州

は、輸送密度の低い線区のみ収支を公表してお

り、これを契機に、今後、路線の在り方にまで

議論が及ぶのではないかと危惧しているところ

であります。

今回の公表について、ＪＲ九州は、地方ロー

カル線の厳しい状況を地域と共有し、路線維持

の取組を一緒に考えていきたいとしております

が、県としましては、ＪＲ九州に対して、輸送

密度の低い線区のみではなく、新幹線を含む全

路線の収支を公表し、鉄道ネットワーク全体の

維持・活性化を図る考えの下で、地域の公共交

通機関としての責務を着実に果たしていくよ

う、これまで以上に強く求めてまいります。

また、国に対しましても、国鉄改革の際に設

けられた経営安定基金の趣旨や、取り崩された

経緯を踏まえ、路線の維持・存続が図られるよ

う、引き続き要望してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 中山間地を抱える本県におい

ては、公立病院はまさに命のとりでです。地域

のために守っていかなければなりません。

また、ＪＲの佐伯と延岡間は東九州自動車道

が無料区間で、利用増はかなり厳しいんです

が、知恵を絞っていかなければならないと思っ

ております。

引き続き、新型コロナ感染症について質問い

たします。

まず、「ひなた創生のための奨学金返還支援

事業」について伺います。

今後の地域や産業の担い手を確保し、本県の

経済の活性化による真の地方創生の実現を図る

ため、県内企業に就職した大学生等の奨学金の

返還を産業界とともに支援する事業です。

大学等の在学中に貸与を受けた奨学金の返還

額の２分の１を上限に、県が４分の３を、就職

した企業からは４分の１を負担していただきま

す。

奨学金に関しては、学費の高騰や長引く不況

で、学生の２人に１人が借りておりますが、卒

業後も非正規雇用の増加等により、返済ができ

なくなる事例が多く発生し、社会問題化してお
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り、学生にとって非常にありがたい制度です。

また、県内企業においても、深刻な人材・人

手不足の状況を打開するために、また、本県の

人口減少対策にも大きく貢献してくれていると

思います。

支援３年目になる「ひなた創生のための奨学

金返還支援事業」について、認定企業や支援対

象者の状況を、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 本事業により

奨学金の返還支援を行うものとして認定した企

業は、平成29年度は35社でありましたが、今年

度は92社と大きく増加している状況にありま

す。

また、これらの企業に就職された奨学金の返

還支援対象者につきましても、平成30年度の12

社19名から、今年度は25社の50名にまで増加し

ております。

なお、就職された方の約８割は県内出身者で

あるとともに、就職後１年経過時点の離職率も

１割を下回るなど、Ｕターン者の確保や定着率

の向上にも寄与しているものと考えておりま

す。

今後も、本事業の周知はもとより、宮崎の暮

らしやすさや県内企業で働く魅力も効果的に伝

え、若者の県内定着につなげてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 40名程度をめどにスタートし

た事業ですが、今年度は50名となり、認定企業

も92社まで増加しており、返還支援対象者にも

認定企業にも大きな期待が寄せられているのが

よく分かります。離職率も非常に低く抑えられ

ています。来年度はコロナウイルス感染症のこ

ともあり、さらに希望者が増えるのではないか

と思います。貴重な人材が本県にたくさん帰っ

てこられるように、よろしくお願いいたしま

す。

次に、本年の10月に鹿児島県で開催が予定さ

れている国民体育大会について、三反園鹿児島

県知事が県議会で、コロナウイルス感染症の影

響で、「本年秋の開催は困難」と述べ、予定さ

れた日程での開催を事実上断念し、報道による

と、１年程度の延期を関係機関に要望している

ようです。

国体はこれまで延期や中止されたことがない

そうで、仮に延期になれば初めての事態です。

「各地の予選会が実施できず、選手や観客ら

約80万人と見込まれる大人数が参加することを

想定して、第２波、第３波の発生も懸念される

中、選手や県民の安全を一番に考えなければな

らない」として、秋の開催が難しいと判断した

ようです。

国体は、鹿児島県の開催後、三重県、栃木県

等々を経て、2026年（令和８年）に、国民ス

ポーツ大会と名称も変更後、本県で開催される

予定です。鹿児島県の今後の開催の時期によっ

ては、次年度以降の開催県に大きな影響を及ぼ

します。

スポーツ施設に関しては、時期がいつになろ

うと、施設の国体基準がありますので、変わり

はないと思いますが、仮に本県の国民スポーツ

大会の開催が１年延期された場合、県有主要３

施設の整備計画に影響は出ないのか、総合政策

部長にお伺いします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 県有の主要３

施設につきましては、国民スポーツ大会に向け

た基幹となる施設であり、スポーツランドみや

ざきの全県展開に向けた新たな拠点としても、

整備を行うものであります。

仮に国民スポーツ大会の開催が１年延期され

ましても、本県選手の競技力向上に向けた練習
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拠点として、これらの施設を活用することを考

慮しますと、計画どおりに施設整備を進める必

要があるものと考えております。

特に、陸上競技場と体育館につきましては、

施設を使用できない期間を可能な限り短縮する

ことが肝要と考えておりますので、予定どおり

令和７年度の供用開始に向けて、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 本県の国民スポーツ大会の開

催時期がいつになっても、令和７年度の供用開

始と聞いて安心いたしました。

先日の６月14日の毎日新聞の地域総合のペー

ジに、人口10万人当たりの体育館数のデータが

公表されており、本県は18あり、全国で５位、

九州ではトップでした。

体育館は床面積が132平方メートル以上ある施

設で、屋内のスポーツやイベントや避難所とし

て使われております。これらが、これまでのス

ポーツ合宿やイベントの誘致に大きな力を発揮

してきました。国民スポーツ大会の施設整備

も、さらにその推進に期待がかかります。県有

主要３施設の完成を楽しみにしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

今回のコロナウイルス感染症において、ＰＣ

Ｒ検査が県北部では実施できるところがなく、

また、地域住民からの問合せ等が多く寄せられ

て、地域や住民のために健康を支える保健所の

職員は、大きな負担がかかったことと思いま

す。

ＰＣＲ検査のために、検体を宮崎市木花の衛

生環境研究所まで持参しなければならず、自分

自身への感染の不安と闘いながら、オーバー

ワークになった職員もいるのではないかと想像

されます。

今回のコロナウイルス感染症に係る対応につ

いて、保健所職員の負担が大きいと思います

が、今後の保健所の機能強化について、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 保健所におき

ましては、新型コロナに関して、県民からの相

談への対応や、医療機関の医師がＰＣＲ検査が

必要と診断した場合の行政検査の判断、さらに

は、衛生環境研究所までの検体搬送や、患者の

行動履歴や濃厚接触者の調査など、多大な業務

を担っております。

これらの増加した業務につきましては、これ

まで全庁的に対応してきたところであり、具体

的には、検体搬送を農林振興局等他の出先機関

の職員で実施するとともに、情報連絡員として

本庁各課から職員を派遣しております。

そのほか、相談対応の外部委託による業務負

担の軽減や、業務支援のための会計年度任用職

員の任用も行っております。

今後の保健所の在り方、体制につきまして

は、その機能が十分果たされるよう、適宜、見

直しを検討してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 保健所の本来の機能が十分果

たせるよう、また地域や住民のために健康を支

える面からも、体制機能強化の御検討をよろし

くお願いいたします。

次に、小規模事業者事業継続給付金について

質問します。

今回のコロナウイルス感染症の影響で、売上

げが75％以上ダウンした小規模事業者に20万円

が給付されるものです。

予想される県内の対象者は3,500を想定して、

７億円の事業でスタートしましたが、すぐ

に3,500をクリアし、追加補正され、また今回の

追加補正を合わせると、合計で約15億6,000万円

の事業となりました。
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大変困っている皆さんに救いの手が差し伸べ

られたと喜んでいました。私は地元で食堂や知

人の自営業者に会ったとき、この給付金の申請

をしたかと聞いております。その結果、居酒屋

の店主からの「すぐに20万円が出て助かった」

という声は１件のみで、あとは申請どころか、

給付金のことさえ知らない人ばかりでした。

御夫婦だけや少数のパートを入れて経営して

いる、本当に零細で小規模の事業者は、この制

度のあることさえも知らない方ばかりです。

私はすぐに、延岡商工会議所のホームページ

から制度の概要や申請書を印刷し、持参しなが

ら昼食等に行っている状態です。

この申請の期限は６月30日ですので、既に２

週間を切ってしまいました。給付金以外にも多

くの制度が用意されておりますが、ＰＲがうま

くなされているのかが心配になります。

小規模事業者事業継続給付金について、事業

者に対してどのような周知を行ったのか、商工

観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 小規模事

業者事業継続給付金につきましては、対象とな

る事業者が給付金を受け取り、事業を継続して

いただくことが何より重要であります。

このため、事業者の皆様に情報がしっかりと

伝わるよう、新聞広告のほか、県ホームページ

や「県政けいじばん」、テレビやラジオの広報

番組を活用するなど、様々な機会を捉えて、積

極的に情報発信を行っているところでございま

す。

また、各市町村や商工団体におきましても、

それぞれのホームページや広報紙への掲載、事

業者への直接的な呼びかけなどにより、周知を

図っていただいているところであります。

申請の締切りは６月30日までとなっておりま

すので、必要とされる方に情報が確実に届きま

すよう、引き続き事業者への周知に努めてまい

ります。

○田口雄二議員 小規模事業者はネットを使っ

ての情報収集が苦手な方が多く、また、各新聞

等に「県政けいじばん」が出ていますが、多く

の情報が小さな文字でびっしりと書き込まれて

おり、なかなか目を通さないのではないか。も

う少し必要な情報が届くような工夫をよろしく

お願いいたします。

さて、この給付金は６月いっぱいが締切りで

す。制度を知らないまま締切りを迎える方が大

勢出るのではないかと危惧しますが、締切りを

延長できないか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 小規模事

業者事業継続給付金は、国の持続化給付金が給

付される前に、休廃業が懸念されますような厳

しい状況にある事業者に対しまして、緊急に資

金を手当てするために措置したものでございま

す。

現在は、国の申請サポート会場なども設置が

進んでおりまして、県の給付金の締切りにつき

ましては、当初予定どおり６月30日としたいと

考えております。

なお、今後は、感染症対策を行いながら、い

かに経済活動を回復させるかが大きな課題であ

りますので、プレミアム付商品券や県民向け宿

泊プラン等による応援消費の促進、商店街や企

業活動の再始動に当たっての支援等の取組を、

市町村や経済団体と連携して進めていくことと

しております。

○田口雄二議員 延長できないのは残念です

が、残された期間、小規模な経営者にも分かり

やすい周知を、どうぞよろしくお願いいたしま

- 247 -



令和２年６月17日(水)

す。

次に、これまで何度も質問してまいりまし

た、企業の休廃業・解散について伺います。

本県は、倒産に至らなくても、事業継続を断

念して休廃業や解散をする企業が実に多く、毎

年300件を超えております。

帝国データバンクによりますと、2019年で315

件、25件の倒産の12倍を超えています。後継者

問題や代表の高齢化が深刻化しており、315件の

うち、建設業が91件、次に小売業の64件、そし

てサービス業が61件と続きます。特に、ネット

通販に代表される個人消費の多様化や節約志向

などを背景に、事業継続を断念する動きが続い

ているようです。

今回のコロナ感染症は、人と人が接触をしな

いことを求められるようになり、ネット通販等

が拡大していき、地方の小売業はさらに窮地に

追い込まれることとなります。地元の商店街で

プレミアム付商品券等も活用し、地元消費を広

げていかなければなりません。

事業承継を支援する県事業引継ぎ支援セン

ターの昨年度の取引実績について、商工観光労

働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 事業引継

ぎ支援センターでは、後継者のいない県内の中

小企業につきまして、第三者承継を中心に、

個々の企業の状況に即したマッチング支援を

行っているところでございますが、昨年度の実

績は、新規相談件数が299件、成約件数が35件で

あり、平成27年８月に同センターが開設されて

以降、相談、成約ともに過去最多となっており

ます。

これは、金融機関や商工団体等の関係機関で

構成する事業承継のためのネットワークを生か

した相談体制の強化によりまして、支援対象者

の把握が進んだこと、また、弁護士、公認会計

士などの専門家の協力をいただきながら、丁寧

な引継ぎ支援を行っていることなどが、成果に

つながっているものと考えております。

○田口雄二議員 ネット通販がかなり拡大して

きており、地元の商店街等がかなり疲弊してき

ております。

フランスではネット販売世界最大手のアマゾ

ンの書籍の販売に規制を加えておりますが、日

本にはまだそのようなものはありません。意欲

を失い、後継者不在の経営者が休廃業・解散を

考えることが懸念されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事

業引継ぎ支援センターに相談が増えているので

はないかと思いますが、現状について、再度、

商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 事業引継

ぎ支援センターでは、感染症拡大の影響により

まして、企業訪問等の活動が十分にできない状

況に現在ありますけれども、そうした中にあり

ましても、４月は13件、５月は11件の新規の相

談がなされております。

同センターによりますと、現在のところ、感

染症を直接の理由として廃業を検討しているよ

うな相談はないものの、今後増えるのではない

かとのことでございました。

県では、融資制度や給付金の支給など、事業

継続のための支援策を講じているところであり

ますが、後継者のいない事業者に、第三者等へ

の事業承継を事業継続の有効な選択肢としてい

ただくためには、同センターの認知度を高める

必要があると考えておりますので、関係機関と

も連携しながら、同センターあるいは制度の周

知に取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 雇用や納税など、企業は地域
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の大事な宝です。事業承継の取組、よろしくお

願いいたします。

次に、県立３病院の新型コロナウイルス感染

症による経営の影響を伺います。

質問に入る前に、今年度予算で県立延岡病院

に、動く診察室とも言えるドクターカーの導入

が予定されています。県北地区の救命救急体制

が大きく前進いたします。英断いただいたこと

に、心からお礼を申し上げます。

さて、私は近くのクリニックに、定期的に薬

を頂きに行っておりますが、先日、診察に行っ

たときには、まさに驚きでした。いつもは待合

室は満室のことが多いのですが、当日はがらが

らで、名前を呼ばれ、すぐに診察となりまし

た。いつもはわずかな時間しか会話できないの

ですが、このときは先生としばらく話をするこ

とができました。ちなみにこの先生の息子さん

は、この３月まで、県立延岡病院の研修医をし

ていただいておりました。

その後、隣の調剤薬局でも、あっという間に

薬を頂くことができました。感染を恐れ、病院

を敬遠する人が多いと聞いていましたが、ここ

までさま変わりしている様子に、まさに実感さ

せられる１日でした。

そんな中、感染症指定医療機関として、今回

実際に患者を受け入れられた県立３病院の状況

が心配になります。かなりの影響が出ているの

ではないかと思いますが、感染症指定医療機関

として新型コロナウイルス感染症患者を受け入

れた県立３病院の経営の影響について、病院局

長に伺います。

○病院局長（桑山秀彦君） 各県立病院では、

今年の２月以降、県内での患者発生に備えて、

必要な病床と看護スタッフを確保するため、入

院患者の受入れを制限してまいりました。

また、実際に患者を受け入れた３月以降は、

宮崎、日南では１つの病棟を専用の病棟とし

て、延岡では病棟の一部を専用の病床として対

応してきたほか、院内感染防止の観点から、外

来患者の受入れについても制限を行うなど、本

来の診療機能の一部を抑制してきたところでご

ざいます。

その結果、患者が発生した３月から５月まで

の患者数は、前年の同時期と比較しまして、入

院が約16％、外来は約14％減少しております。

また、現在取りまとめを行っております令和

元年度の決算見込みでも、２月と３月の患者数

を基にした試算によりますと、約２億5,000万円

の収入減となっておりまして、今回の感染症に

より、相当な影響を受けているものと思ってお

ります。

○田口雄二議員 ４月と５月の収入は相当な落

ち込みが予想されます。国に手厚い支援をお願

いしていかなければなりません。

さて、本県においては、17例の感染症患者が

出ましたが、死亡に至らなかったことは幸いで

した。今回の感染症は、ワクチンや治療薬がま

だない中、疲弊している肺の負担を軽減する医

療機器が注目されました。

県立３病院において新型コロナウイルス感染

症対策に使用される人工呼吸器とＥＣＭＯの配

備状況について、病院局長に伺います。

○病院局長（桑山秀彦君） まず、人工呼吸器

につきましては、宮崎病院に26台、日南病院に

８台、延岡病院に23台を配備しております。台

数の少ない日南病院では、今後、新たに２台を

追加配備する予定にしております。

次に、今回の感染症対応のためのＥＣＭＯに

つきましては、延岡病院におきまして、入院患

者が重篤化し、宮崎大学医学部附属病院などに
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搬送できない場合に備えまして、呼吸補助に用

いる専用のＥＣＭＯを１台、４月末に配備した

ところであります。また、広い意味でのＥＣＭ

Ｏと言われます心臓と肺の循環補助に用いる装

置を、宮崎病院にも２台配備しておりまして、

超重症患者の治療に用いることにしておりま

す。

○田口雄二議員 延岡・日南の両県立病院の医

療機器の充実を図っていただいておりますこと

に、感謝いたします。

次に、臨床工学技士について伺います。

2007年に、延岡の九州保健福祉大学の生命医

科学部に臨床工学技士コースが開設されまし

た。どんな技士を育成するのかと思っていまし

たが、最初の卒業生が出たときに、20名の卒業

予定者に対し240名近い求人があったことが、地

元でも話題になりました。

指導する竹澤教授は、臨床工学の日本の第一

人者で、東九州メディカルバレー構想において

も大きな存在となっています。

臨床工学技士とは、1987年に制度が制定され

た日本独自の国家資格です。現在の医療に不可

欠な医療機器の専門医療職で、医師や看護師、

各種の医療技術者とチームを組んで、生命維持

装置の操作などを担当します。

また、医療機器がいつでも安心して使用でき

るように保守点検も行っており、安全性の確保

と有効性の維持に貢献しています。

今回話題のＥＣＭＯや人工呼吸器、また人工

透析装置の医療機器を操作する臨床工学技士の

県立３病院における配置状況について、病院局

長にお伺いします。

○病院局長（桑山秀彦君） 現在、県立病院で

は、宮崎病院に９名、日南病院に４名、延岡病

院に９名、合計で22名を配置しております。

臨床工学技士につきましては、医療機器の高

度化等に伴い、御質問にもありましたように、

その役割が大変大きくなってきておりますこと

から、この10年間で10名の増員を行っていると

ころでございます。

○田口雄二議員 現在、医療は、医師をはじめ

としてチーム医療で専門分野を分担しながら、

患者に当たります。この10年間で10名増員され

ており、技師としての必要性と、いかに医療機

器が増加しているかということだと思います。

ただ、ＥＣＭＯはかなりの熟練の技量を求め

られるようです。研修等で技術の向上、よろし

くお願いいたします。

次に、文部科学省が打ち出した、「学びの保

障」総合対策パッケージについて伺います。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生

徒の「学びの保障」について、基本的な考え方

をまとめるとともに、子供たちの学びを支える

ために、文科省としての支援策をまとめたもの

です。

「あらゆる手段で、子供たち誰一人取り残す

ことなく、最大限に学びを保障する。感染症対

策を徹底しながら、まずはしっかりと学校での

学習を充実させる。最終学年（小６・中３・高

３）は優先的な分散登校等も活用し、学習を取

り戻す。他の学年は、２～３年間を見通した教

育課程編成も検討し、着実に学習を保障する」

としています。

いかに総合対策を出しても、実施するには、

マンパワーが現状のままでは厳しい状況です。

人的・物的体制の緊急整備として、教員加配、

学習指導員、スクール・サポート・スタッフの

追加配置が求められています。

そこで、文科省が示した「学びの保障」総合

対策パッケージの人的体制整備に向けて、県教
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育委員会の準備状況を、教育長に伺います。

○教育長（日隈俊郎君） 先日、文部科学省が

示しました「学びの保障」総合対策パッケージ

では、学習指導員や、お話にありましたスクー

ル・サポート・スタッフなどを、さらに追加し

て配置できることとなっております。

スクール・サポート・スタッフの増員に係る

予算につきましては、今回の補正予算案でお願

いしているところでありますが、「学びの保

障」総合対策パッケージにおける追加の増員に

つきましても、学校及び市町村教育委員会の

ニーズや、人材の確保について調査を行うな

ど、検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 文科省案には、退職教員や大

学生等に協力をいただくための学校・子供応援

サポーター人材バンク開設等が挙げられており

ます。どちらにしても、最終学年は残りの期間

が少なくなっております。人的体制の整備、迅

速によろしくお願いいたします。

次に、高校生の県内就職率が全国ワーストと

なって、人口減少・人材人手不足の対策とし

て、県内定着のアップに取り組んできました。

県内企業との接触の機会を増やすため、イン

ターンシップや、親も一緒に企業見学のバスツ

アー、県内３か所での企業ガイダンス等々を実

施し、県内就職率が向上してまいりました。

ただ、本年は長期間にわたり休校となり、こ

れからの予定や授業が通常どおりに行われるの

かが心配です。

県立高校生の県内就職に向けたインターン

シップや企業見学の実施の状況について、教育

長に伺います。

○教育長（日隈俊郎君） 県立高校生のイン

ターンシップや企業見学につきましては、例

年、それぞれの学校が適切な実施時期を決めま

して、実施しているところであります。

しかしながら、本年度、各学校では、新型コ

ロナウイルス感染症による臨時休業の影響もあ

りまして、授業時数の確保や学校行事等の見直

しを迫られているところであります。

このため、それぞれの学校におきましては、

実施時期、あるいは内容などについて、現在、

検討や調整を行っている状況でございます。

○田口雄二議員 うまいことこのままコロナウ

イルスが収まれば、支障なく実施できそうでは

ないかということを伺いました。体育祭や文化

祭等の行事も無事に行われることを祈ります。

次に、医療福祉行政について伺います。

私が延岡市議会議員になったころは、県立延

岡病院の麻酔科医の大量退職で、医療崩壊が心

配された大変な時期でした。その頃から、研修

医の確保、宮崎大学の本県出身者の比率を上げ

ることが大きな課題でした。

そこで、今年度、本県で臨床研修及び専門研

修を開始した医師数について、福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 令和２年度に

県内で臨床研修を開始した臨床研修医は、昨年

度と比較しまして、１名減の56名となってお

り、県内で専門研修を開始した専攻医は、同じ

く７名減の45名となっております。

引き続き、宮崎大学医学部や県医師会、各研

修病院など、関係機関と緊密に連携を図りなが

ら、臨床研修医及び専攻医の養成・確保に取り

組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 臨床研修医は１名減の56名で

すが、ここ４年ほどは50名台の後半です。少し

安定してきたのかなと思っているところであり

ます。
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本年は１名とはいえ、３年連続で県立延岡病

院に研修医が来てくれています。ありがとうご

ざいます。

次に、鹿児島大学や琉球大学と比較すると、

地元の大学の医学部に進学する率が、宮崎県は

特に低い時期がありました。16％しかいなかっ

た時期もあり、地域枠、地域特別枠を設けて、

本県出身者の増加を図ってまいりました。

そこで、宮崎大学医学部の今年度入学者にお

ける本県出身者数及び地域枠等の入学者数につ

いて、福祉保健部長に再度伺います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 令和２年度に

宮崎大学医学部に入学した111名のうち、本県出

身者は44名で、昨年度と比較し３名増となって

おりまして、そのうち地域枠が９名、本年度よ

り定員が５名増となった地域特別枠が15名と

なっております。

なお、長崎大学医学部宮崎県枠の入学者は２

名となっております。

○田口雄二議員 昨年より３名増加しました

が、まだ40％には届かないところです。

先ほどもありました鹿児島大学や琉球大学は

はるかに50を超えておりますので、引き続き御

尽力、よろしくお願いいたします。

次に、自殺に関する相談体制について伺いま

す。

警察庁の統計によりますと、2019年の自殺者

は、全国の確定値で２万196人と、もう少しで２

万人を切りそうでした。2003年の最多のときは

３万4,427人でしたので、大幅に減ってきており

ます。10年連続の減少となりました。

本県においても、最多のときは40名近くおり

ましたが、昨年は201名まで減少しております。

自殺は健康問題、経済的な問題、家庭的な問

題が三大要因になります。

今回のコロナウイルス感染症の件で、経済的

に厳しくなった方がかなり増えてきています。

パートやアルバイトを切られて困惑している人

もいます。これから追い詰められていく人が増

加すると思います。

そこで、自殺に関する電話相談体制につい

て、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県において

は、様々な心の悩みや自殺予防のための電話相

談窓口がございます。

県精神保健福祉センターの「こころの電話」

に加えまして、精神保健福祉士を中心とした専

門職の団体とＮＰＯ法人２団体の計３団体によ

る電話相談で、役割分担をしながら対応してお

ります。

基本的には平日午前９時から午前４時まで、

休日は午後７時から午前４時まで、相談を受け

付けております。

○田口雄二議員 計３団体でフォローしている

ようですが、まだ24時間体制にはなっていない

ようです。

そこで、自殺予防のための電話相談員の確保

状況と県の支援について、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 本県におきま

しては、日中の電話相談に加え、団体による夜

間の電話相談が平成19年に開始されて以降、段

階的に相談日や時間帯の充実を図ってきており

ます。昨年９月には、ＮＰＯ法人により、新た

に毎日深夜帯の午後11時から午前４時までの相

談ができるようになったところです。

現在、３団体で約130人の相談員が活動してお

りますが、さらなる相談員の確保に関しては、

深夜の活動であることや、長期の研修及び研修

料の負担があることなどが課題となっておりま
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す。

このため県では、相談員養成のための研修経

費や、相談に従事する際の旅費等の補助を行っ

ていることに加え、募集についても、新聞各紙

や情報誌への掲載、ポスターの配布などを通じ

て広報するなど、様々な支援を行っているとこ

ろです。

今後とも、各団体と協力しながら、相談員の

確保に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 伺いましたら、相談員はボラ

ンティアで、研修もかなり受けなければならな

いようです。相談の中身も深刻な内容ですの

で、頭の下がる思いがいたします。貴重な命を

守るための相談員への県の様々な支援、さらな

る充実をよろしくお願いいたします。

次に、県土整備行政について伺います。

コロナの陰に隠れて、余り話題になっていま

せんが、道路に関してニュースがありました。

３月30日、長年の課題でした延岡南道路が値

下がりしました。特に特大車や大型車のＥＴＣ

通行料金が大きく下がりました。まだ、国道10

号の渋滞緩和や特大車の住宅街への流入が減少

したかは、今後の調査を待たなければなりませ

ん。

もう一点は、これまで東九州自動車道の休憩

施設の充実と増設を要望してきましたが、今

回、川南町が、川南パーキングエリアに連結施

設として「かわみなみＰＬＡＴＺ」を、４月19

日にオープンしてくれました。

地元の食材を使った加工品や野菜など地場産

品が並んでいます。また、レストランと軽食

コーナーも併設されており、快適な時間が過ご

せる空間になっております。ちょっと高いので

すが、家族に大好評のケーキがあり、ここに寄

るたびに購入しております。

延岡南道路、そして、かわみなみＰＬＡＴＺ

ともに、実現に御尽力いただいた皆様に感謝い

たします。

さて、質問に戻りますが、延岡南駅前の県

道16号は、朝夕の渋滞が蔓延しており、渋滞解

消が強く望まれていましたが、県は４車線化を

計画しました。

ここ最近、対象となる事業所や住宅の立ち退

きが進み、市民の期待が高まっております。安

賀多通線構口工区の進捗状況と、その南側の国

道10号までの区間の見通しについて、県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（明利浩久君） 安賀多通線構

口工区につきましては、渋滞対策や通学路の安

全確保のため、延岡警察署交差点から南延岡駅

前交差点までの区間を、都市計画事業により整

備を行っているところであります。

進捗状況につきましては、取得が必要な用地

のうち、約６割の契約をいただいており、今年

度は、引き続き用地買収を進めるとともに、一

部、工事に着手する予定としてしております。

また、国道10号までの区間につきましては、

構口工区の進捗状況を踏まえながら、事業化に

向けて、関係機関との協議を行ってまいりま

す。

県としましては、安賀多通線全体の進捗を図

るためには、現在整備中の区間の早期完成が極

めて重要と考えておりますので、今後とも、必

要な予算確保に努めるとともに、地元の皆様の

御協力をいただきながら、事業を進めてまいり

ます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。完成

までにはもう少し時間が必要ですが、一部の工

事に着手する上に、電線の地中化も予定されて
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いると伺っております。用地買収、大変でしょ

うが、よろしくお願いいたします。

最後の質問になりますが、３年前に私は、Ｎ

ＨＫの「歴史秘話ヒストリア」という番組を見

て、群馬県の榛名山で1,500年前に発生した火砕

流の下から古代人の骨が発見され、ＤＮＡの分

析から、現在の長野県南部の出身と分かったと

放映されたのを見ました。今ではそんなことま

で分かるのかと驚いたことを紹介し、同様の研

究を警察本部が行うと、2017年度予算に上げて

いたことには、さらに驚きました。全国に先駆

けての研究で、ちょっとしたニュースになった

ものです。それから３年経過いたしましたが、

出身地推定のためのＤＮＡ研究の進捗状況と今

後の予定について、警察本部長に伺います。

○警察本部長（阿部文彦君） お尋ねの研究

は、県警刑事部に置かれた科学捜査研究所にお

きまして、平成29年度から実施している本県独

自の研究であります。

その概要につきましては、県警職員と県内居

住1,705名から任意で提供を受けたＤＮＡ検体を

解析したところ、有意な地域差が確認されまし

たことから、これを基に出身地推定システムを

構築し、ＤＮＡ情報からある程度の出身地を推

定することが可能となったものであります。

この成果につきましては、昨年の日本法科学

技術学会で発表しましたところ、奨励賞を受賞

するなど、全国的にも高い評価を受けており、

また、本研究を論文にまとめた科学捜査研究所

の職員は、博士号を取得しております。

現時点ではサンプル数が十分でないことから

直ちに実用化はできないものの、将来的には、

同システムの精度を向上させることで、現場に

残された資料からの犯人の絞り込みや、身元不

明の御遺体の身元確認などの警察活動に活用で

きるものと期待しております。

○田口雄二議員 学会で発表し、受賞した奨励

賞は、大変名誉のある賞だと伺っております。

ただ、この今分かっているデータは男性だけ

だそうでございまして、今後はまた女性のデー

タの蓄積も考えているようです。

一応質問準備したものは全て終了いたしまし

た。ちょっと時間が残っております。

いよいよプロ野球が、あさって19日から始ま

ります。いろんなスポーツやイベントが少しず

つ開催され始めます。もう二度と緊急事態に陥

ることのないよう、気を許すことなく予防に

しっかり努めてまいらなければならないと思っ

ております。

ただ心配なのが、先月、埼玉県の熊谷市で

は10分間で50ミリというとんでもない雨が降っ

ております。最近は、本当に雨の降り方が尋常

じゃなくなってきておりますので、防災対策も

しっかりやっていかなければならないと思って

おりますし、自分の命は自分で守る、これはや

はり県民として基本じゃなければならないと

思っております。今年は大きな災害がないこと

を心から祈りまして、以上で質問を終了いたし

ます。どうもありがとうございました。（拍手）

○丸山裕次郎議長 次は、安田厚生議員。

○安田厚生議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。自由民主党、安田厚生でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

私の質問で18番目であります。新型コロナウ

イルス感染症関連の質問もしづらいところであ

りますが、質問させていただきます。

まず、様々な感染症の恐怖、プレッシャーと

隣り合わせになりながら、新型コロナウイルス

と最前線で戦っている医療関係者をはじめ、関

係各位の皆様に、心から感謝を申し上げます。
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目に見えないコロナという驚異との戦い、終

わりの見えない不安な日々が続きますが、ソー

シャルディスタンスが世界全体に浸透し、新た

な価値観が生まれつつあります。

新しい生活様式に応じて新しい生活、新型コ

ロナウイルス感染第２波拡大を防ぎながら経営

をどう正常化させていくか、そのバランスを探

るステージに入ったと思います。コロナ危機の

長期化を前提に、経済の耐性を高めていく

「ウィズコロナ」の戦略が問われています。コ

ロナと共存していくという覚悟が、今後は求め

られているのではないでしょうか。

私も延岡市北浦町宮野浦の八十八ヶ所大師

を、新型コロナウイルス感染症収束を願いなが

ら巡拝してきました。大変苦しい88か所に、一

体ずつコロナ収束をお願いしたところでありま

す。おかげで、翌日から全身が筋肉痛に苦しめ

られました。特に足は、筋肉痛なのか痛風なの

か、よく分からない状態でありました。これで

県内の感染は収束すると思いますが、質問させ

ていただきます。

感染症の情報を住民が納得する情報発信が求

められています。住民間のうわさやＳＮＳでの

情報交換、様々な情報が飛び交う中で、信頼で

きる情報はどれか判断できないケースもありま

す。住民が知りたい情報は、感染症の特徴、感

染情報など正しい情報であります。

また本来、住民が最も知りたい情報は、全国

の情報よりも地域の情報であります。

そこで、新型コロナウイルス感染症対策に関

する情報発信の在り方について、見解をお伺い

いたします。

また、国内利用者数の多いＬＩＮＥを新たな

広報の媒体として活用していく考えはないか、

知事にお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

新型コロナウイルス感染症対策におきまして

は、子供から大人まで誰もが分かりやすい情報

の発信によりまして、県民一体となった感染防

止の取組につなげていくことが、大変重要であ

ると考えております。

このため、私自身が、県政テレビ番組やテレ

ビのＣＭ、県ホームページでメッセージを発信

するとともに―これは動画も併せてでありま

すが―記者会見やテレビの報道番組への出演

を通じて県の取組を丁寧に説明するなど、様々

な媒体を活用して、県民の皆様にしっかりと伝

わる情報発信を心がけ、取り組んできたところ

であります。

議員から御提案のありましたＬＩＮＥにつき

ましては、現在、国内利用者数が8,400万人を超

え、幅広い年代に利用されているソーシャルメ

ディアであり、非常に効果的な広報媒体である

と考えております。

このようなことから、今後、導入に向けて準

備を進めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○安田厚生議員 ありがとうございます。

ＬＩＮＥは、新型コロナウイルス感染症の情

報を的確に発信することができ、信頼度の高い

情報を得ることだけでなく、使い勝手のよいも

のであります。

また、第２波に備え、ＱＲコードを活用し

て、イベントや店舗の利用者が感染した場合、

その場所にいた人たちにＬＩＮＥで速やかに知

らせる、ＱＲコード追跡システムを導入する県

もあります。今後、情報発信に役立てていただ
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きたいと思います。

新型コロナウイルス感染症拡大で心配される

のは、通学・通勤にＪＲを利用される方であり

ます。不特定多数の人が触れたつり革や手すり

にウイルスが付着し、それを握った手で口や鼻

を触ると、口や鼻からウイルスが入って感染す

る可能性も高まります。その上、ソーシャル

ディスタンスが取れない超濃厚接触というべき

空間でもあります。

列車での接触感染に対する予防策は確実に進

めるべきだと思いますが、通学・通勤時におけ

るＪＲ九州の新型コロナウイルス感染症対策に

ついて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 列車での通学

・通勤時におきましては、多くの乗客が利用さ

れ、密閉、密集、密接の「３密」が発生しやす

い状況となりますことから、列車内における感

染予防対策の取組は、大変重要であると考えて

おります。

このため、県といたしましては、ＪＲ九州に

対して、先日公表されました感染症対策に関す

るガイドラインに沿った感染拡大防止対策の徹

底について、要請を行ったところであります。

ＪＲ九州はこのガイドラインに従い、列車内

の換気や手すり、肘かけの消毒等を行ってお

り、また、利用者に対しましても、マスクの着

用や列車内での会話についての配慮、時差出勤

等の取組への協力などを呼びかけているところ

であります。

○安田厚生議員 ガイドラインに従い、消毒の

徹底はもちろんでありますが、感染を防ぐ対策

もお願いいたします。

また、朝夕の通勤・通学時には各路線とも乗

車率が高く、利用される方々から、列車の車両

を増やしてほしいという要望も多く上げられて

いるところであります。

先日、ＪＲ九州は、路線別の収支状況を公表

され、本県の５区間で赤字ということが分かり

ました。通勤・通学時の普通列車の車両を増や

してほしいという利用者からの要望も出されて

おりますので、前向きに検討をしていただきた

いと思います。

国の持続化給付金の支給対象は、売上げが50

％以上減少の方であり、その支給を待つのが厳

しい方への給付金として、県の小規模事業者事

業継続給付金があります。その対象は、売上げ

が75％減少の方とあり、小規模事業者にとって

は、とてもハードルが高いように思われまし

た。売上げが減少しているのに給付金が受けら

れない事業者もたくさんいるようです。

緊急事態宣言の解除をされても、いまだなお

先が見えず、苦しい日々が続いている方も多

く、そのような中、給付金を待ち望んでいる方

もいるようです。

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する

中、国、県の給付金を受けられない方々への今

後の支援について、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 感染症の

拡大防止に優先的に取り組む必要がありました

これまでの段階では、事業者の事業継続を中心

に給付事業等を実施してまいりましたけれど

も、今後は、感染症対策を行いながら、いかに

経済活動を回復させるかが大きな課題であると

考えております。

また、そのような取組の中で、厳しい環境に

置かれております事業者を支援していく必要が

あると考えております。

このため、まず、幅広い業種を対象にした

約50億円のプレミアム付商品券の発行や、県民
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向け宿泊プラン等による応援消費の促進、ま

た、商店街や企業活動の再始動に当たっての支

援等の取組を、市町村や経済団体とも連携して

進めながら、県内経済の回復に努めてまいりた

いと考えております。

○安田厚生議員 各市町村では、売上げ30％減

からなど、手厚い支援を行う自治体も出てきて

おります。県におかれましても、今回補正で給

付金の増額をしておりますが、心温かい政策を

求められておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

また、アンケート調査によりますと、「既に

影響が出ている」、また、「今後、影響が出る

可能性がある」と回答した企業が97％となって

おり、県内経済に甚大な影響が出ています。

地域の消費喚起に向けた循環型経済は、いか

に地域でお金を回すかが地域再生の鍵でありま

す。県民の消費行動を促し、地域経済の活性化

を図るため、市町村と連携したプレミアム付商

品券、総額50億円を発行しますが、プレミアム

付商品券の販売方法は、発行主体である各市町

村で異なっており、密を防ぐ対策が必要と思わ

れますが、販売方法について、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（松浦直康君） プレミア

ム付商品券の販売は、事業の実施主体となりま

す市町村や、その委託先である商工会等が行う

ことになりますけれども、これまでの例を見ま

しても、購入に訪れた方の行列ができるなど、

３密につながるおそれがあると考えておりま

す。

このようなことから、販売枚数が多い自治体

では、混雑を避けるため、郵送やウェブ申込み

による抽せん販売などの方法を検討していると

ころもございます。

県といたしましても、３密や熱中症対策に配

慮した販売方法について検討していただくよ

う、市町村にお願いしてまいります。

○安田厚生議員 プレミアム付商品券の発売に

当たっては、商工会議所、商工会等が販売する

こととなっているようであります。３密で感染

症の心配や熱中症などで気分が悪くなった人が

発生した場合、誰が責任を取るのかと心配して

いるところであります。

また、プレミアム付商品券、小規模事業者事

業継続給付金、プレミアム付食事券、国の持続

化給付金などの対応や一般業務に加え、中小企

業の相談など、職員の負担も増えてきている状

況であります。

職員には、商工事業者のために頑張るんだぞ

と伝えておりますが、その反面で、職員の負担

などを心配しているところであります。

販売する際に行列ができることで、苦情等が

大変多く、販売担当の商工会・商工会議所の職

員も苦労しているところであります。一連の事

業に対して、現場の声をしっかり聞いていただ

きたいと思います。

コロナ禍で、外出自粛や学校休業が続き、児

童を取り巻く環境が複雑・多様化しています。

児童虐待相談の対応件数は年々増加傾向にあ

り、平成30年度の本県の児童相談所における対

応件数は、1,379件と過去最多となり、令和元年

度も増えている状況であります。

また、生活不安や様々なストレスから、ＤＶ

被害の増加や児童虐待等が深刻化することが懸

念されています。

本県の学校休業等における児童虐待やＤＶの

相談件数の状況と対応について、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 本県の児童相
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談所における、学校休業が開始された今年３月

から４月までの児童虐待相談対応件数の速報値

につきましては285件で、前年同期間の258件と

比べ、27件、10.5％増加しております。

また、女性相談所におけるＤＶの相談受付件

数は、同じく３月から４月の期間で81件となっ

ており、前年同期間の79件に比べ、２件、2.5％

増加しております。

いずれも、新型コロナの直接の影響によるも

のかは、現時点では判断がつきかねますが、県

としましても、引き続き、新型コロナによる社

会環境の変化に留意しながら、家庭に身近な市

町村や学校、警察などの関係機関と連携を図

り、地域における子供の見守りや、ＤＶに関す

る相談・支援体制の強化に取り組んでまいりた

いと考えております。

○安田厚生議員 離婚した方々から話を聞きま

すと、「実は夫からのＤＶがあり、悩んでい

た」と話してくれた方もいらっしゃいました。

表に出てこない児童虐待やＤＶもあるようであ

ります。地域の見守りが大切でありますので、

支援の強化をお願いいたします。

日本の経済は、新型コロナウイルス感染症の

影響や昨年の消費税増税の影響もあり、相当厳

しい状況となっております。

その結果、廃業や失業が増え、自殺者の急増

も懸念されているところであります。

昨年度の全国自殺者数は１万9,415人とな

り、10年連続で減少しているようです。本県の

人口10万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率

は、全国平均を上回る状況にあり、全国でも自

殺死亡率の高い県となっております。

新型コロナウイルス感染症の影響による経営

破綻や解雇、収入減少により自殺者が増えるこ

とが懸念されますが、県の自殺対策の取組につ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、相談

対応をはじめ、普及啓発や人材育成などの総合

的な自殺対策に取り組んでおりますが、５月に

は、精神保健福祉センターの心のケア支援員を

増員したところであります。

また、従来から、自殺予防ポータルサイト

「ひなたのおせっかい」を開設して、「死にた

い」などの検索ワードに反応するように設定

し、相談機関へつながりやすい環境を整備する

とともに、うつ病などリスクが高い方をかかり

つけ医から精神科医へつなげるための、連携の

強化などに取り組んでおります。

今後とも、関係機関・団体とより一層連携

し、相談体制の強化などを図ってまいります。

○安田厚生議員 今後、新型コロナの影響で、

経済的・精神的に追い込まれる自殺者も増加す

るのではないかと思っているところでありま

す。私の周りでも、去年、今年と、50代の方々

が亡くなりました。なぜ気づいてやれなかった

のかとの思いであります。周りの方々の気づき

が大切になると思いますので、相談しやすい環

境も整えるようにお願いいたします。

また、子供の貧困にも大きな影響があると心

配しているところであります。子供の貧困対策

を進めるには、生活困窮者の支援が重要だと考

えますが、各地域における生活困窮者の支援の

取組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県及び各市に

おきましては、生活困窮者自立支援法に基づ

き、各福祉事務所等に相談窓口である自立相談

支援機関を設置し、支援員が、生活に困窮する

方々に対して、自立に向けた包括的・継続的な

支援を行っております。
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具体的には、就労の問題や住居の問題、経済

的な問題など、一人一人の実情に即した自立支

援計画を作成しまして、就労支援や住居確保給

付金の支給などを行うとともに、地域の実情に

応じて、家計管理に関する相談・指導や生活困

窮世帯の子供の学習支援などを行っておりま

す。

県としましては、市町村や関係機関と緊密に

連携を図り、地域において生活に困窮する方々

の早期把握と、寄り添った支援に取り組んでい

るところであります。

○安田厚生議員 コロナ危機で追い詰められた

人の事情に寄り添った支援をお願いいたしま

す。

感染拡大の影響による失業や収入減によっ

て、生活保護に頼ってくる県民も多いのではな

いかと思います。本県の生活保護受給者は、平

成20年９月のリーマンショックからの経済悪化

により、急増してきたと言われております。先

行きが見えず、不安を募らせています。景気回

復を図り、生活困窮者の下支えをすることが、

何よりも重要であると考えます。

コロナ禍において、生活保護申請も増えると

懸念されておりますが、生活困窮者の対策につ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） コロナ禍にお

きまして、休業や失業等により収入が減少する

など、生活に困窮する方々からの相談が増加し

ております。

県としては、コロナ対策として拡充された、

生活福祉資金や住居確保給付金の活用、県営住

宅の家賃等の減免、県税に係る徴収猶予の特例

措置などの支援を行うとともに、県の「新型コ

ロナ対策特設サイト」やＳＮＳなど様々な媒体

を活用して、これらの取組の周知に努めており

ます。

さらに、新たに今議会の追加補正でお願いし

ました「生活困窮者自立相談支援体制強化事

業」によりまして、県の福祉事務所において支

援員を５名増員し、支援の充実を図ってまいり

たいと考えております。

○安田厚生議員 コロナによる影響が長引け

ば、生活保護の申請も今後ますます増えてくる

可能性もあります。生活困窮者への支援などの

周知にも努めていただきたいと思います。

次に、県立学校の休業についてお伺いいたし

ます。

長期の休業による子供の学習の遅れと格差の

拡大、不安とストレスは大変深刻です。感染か

ら子供と教育者の健康をいかに守っていくか

は、重要な課題であります。

学年の締めくくりと新たな学年のスタート時

期の３か月の休業は、子供に計り知れない影響

を与えています。何よりも、長期に授業がな

かったことで、子供の学習に相当な遅れと格差

が生じると思います。

学校は、課題プリント等を配布し、家庭学習

などを行いました。しかし、小学１年生の保護

者からは、「まだ習っていない基本的な知識

を、いろんなやり取りのある授業なしで理解さ

せるのは無理がある」といった相談もありまし

た。

臨時休業に伴う児童生徒の学習の遅れに対し

て、どのように対応していくのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 各学校では、休業中

の学習の遅れに対応するため、遠足や講演会

等、いろいろな学校行事の見直しや、夏季休業

期間等の短縮を行い授業日を設けるなど、可能

な限り授業時数を確保できるよう工夫を行って
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いるところであります。

その際、県教育委員会といたしましては、学

校再開後、これまでの学習の遅れを取り戻すた

めに、児童生徒や教職員の負担が過重とならな

いよう、非常勤講師やスクール・サポート・ス

タッフの役割の比重を増やすとともに、授業と

家庭学習の効果的、効率的な組み合わせによる

学びの確保といった取組を進めてまいります。

○安田厚生議員 学習の遅れを取り戻そうと、

児童生徒の負担にならないよう、柔軟な教育が

必要だと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。

休業中の学習の遅れを補うことで、教職員の

負担が増えると思いますが、政府も第２次補正

予算で、教職員や学習指導員などを増員する方

針であります。

教職員の負担軽減と教職員の働き方改革は、

教員の問題だけでなく、教員が向き合っている

子供たちにとっても重要な課題であります。

教員の業務の一部を補うスクール・サポート

・スタッフ事業は、教職員の負担軽減を図る上

で意義のあるものと考えております。

スクール・サポート・スタッフ配置事業の取

組状況と今後の事業拡大について、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） スクール・サポート

・スタッフにつきましては、現在、県内全ての

市町村の小中学校64校に、52人を配置しており

ます。

また、学校の再開に伴いまして、補充学習等

による教員の事務負担の増加が見込まれますこ

とから、既に配置されているスクール・サポー

ト・スタッフの勤務時間増と、暫定的な人員増

相当の補正予算を、本議会にお願いしていると

ころであります。

○安田厚生議員 財政負担が大変厳しい状況で

はありますけれども、県内全ての小中学校にス

クール・サポート・スタッフを配置し、教員が

子供たちと向き合う時間を確保してほしいと思

います。

次に、部活動指導員についてお伺いいたしま

す。

部活動指導員を配置し、部活動を担当する教

職員を支援することで、業務負担の軽減が図ら

れます。部活動指導体制が充実することや、部

活動の質の向上につながると思います。土日の

大会の引率や練習、部活動の管理や運営につい

ても、教職員の負担軽減につながるため、部活

動指導員の配置の拡充について、教育長のお考

えをお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 現在、県内公立中学

校の教職員の負担軽減を目的に、専門的な知識

や技能を有する地域の人材を部活動指導員とし

て配置しております。

昨年度は、10市町に34人の配置でありました

が、今年度は、学校における働き方改革をさら

に推進するため、当初予算に計上しております

が、大幅に増員を図りまして、12市町に60名を

配置することにしております。

今後は、教職員の負担軽減に加えて、競技力

向上の視点からも、課題や効果を検証しなが

ら、市町村教育委員会と連携し、部活動指導員

の配置の在り方を検討してまいりたいと考えて

おります。

○安田厚生議員 今年度は60名の配置というこ

とで、大変ありがとうございます。国民スポー

ツ大会に向け、部活動指導員の配置で、技術力

の向上に努めていただきたいと思います。

次に、各小中学校、県立学校のネットワーク

環境の整備についてでありますが、休業中の小
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中学校の学習支援のためのＩＣＴ環境の整備が

より重要となり、子供たちの学びの機会の保障

に効果的であると思われます。

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生

徒に１人１台のコンピューター整備を推進され

ているようですが、県内市町村の小中学校及び

県立学校において必要な高速通信ネットワーク

整備について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 国が進めるＧＩＧＡ

スクール構想の実現に向けた、校内通信ネット

ワークの整備についてでありますが、まず、小

中学校におきましては、23の自治体が今年度中

に整備を完成する予定となっております。残り

の３つの自治体につきましては、校舎新設等の

時期に合わせるなど、自治体の実情に応じて整

備を進めていく予定となっております。

また、県立学校につきましては、本年度、全

ての校舎で高速・大容量化の整備を終えること

としております。

○安田厚生議員 いよいよＩＣＴ教育のスター

トという思いであります。教育の分野で、ＩＣ

Ｔへの取組は遅れていると感じておりました

が、子供たちが好奇心を持って学力を伸ばして

いける時代への第一歩だと思っております。

学校休業中の児童は、家庭で過ごす時間が長

く、学習面でどのようなことに取り組むといい

のか困ることもあると聞いております。今回の

学校休業で、オンライン学習が重要であると再

確認されました。県立学校におけるオンデマン

ドによる学習や、プロジェクター等のＩＣＴ機

器を使った授業の取組状況について、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 生徒個人のペースに

合わせて、何度も視聴できるオンデマンド型の

学習につきましては、今回の臨時休業に際し

て、一部の県立学校で独自に作成した学習動画

の配信や、民間のオンライン学習教材の活用な

どの取組を行っております。

また、プロジェクター等のＩＣＴ機器の活用

につきましては、多くの学校で様々な実践が行

われておりまして、授業の効率化や生徒の多様

な学びにつながっております。

具体的には、数学のグラフや理科の実験動画

を映しての授業や、生徒が作成したプレゼン資

料を発表させて、協働学習を行う授業などの事

例がございます。

○安田厚生議員 新しい教育のスタイルへの対

応や、教育環境へ向けた取組が求められており

ます。教職員の負担を軽減し、教育の質の向上

に専念できる環境の構築が欠かせないと思いま

す。

学校でも働き方改革が進められています。教

職員は忙しく、残業の多さは特に問題とされて

います。学習指導以外でも、さきに質問いたし

ました部活動や学校行事など、多忙化している

ところであります。

また、教育のＩＣＴ化により、機器の活用や

指導方法の改善等で労働時間が増えるなど、教

職員の負担が予想されますが、負担軽減に向け

た県としての取組について、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（日隈俊郎君） 教育のＩＣＴ化は、

授業や業務が効率化され、教職員の負担軽減に

つながるものと考えておりますが、議員の御指

摘のとおり、当初は、機器の操作方法に戸惑い

や不安等を持つ教職員が出てくることも予想し

ているところであります。

そのため、県立学校や市町村に対しまして、

ＩＣＴの専門家を派遣し、ＩＣＴを活用した授

業の在り方や機器の操作方法等に関する校内で
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の研修などの業務支援を行うこととしておりま

す。

また、ＩＣＴに関する基礎知識の習得及び教

職員の疑問や悩みの解決に向けた研修会を開催

するとともに、問題の解決方法に関するマニュ

アルの作成・配付を行うことによりまして、教

職員のＩＣＴに対する不安を解消し、負担感を

軽減することに努めてまいります。

○安田厚生議員 ＩＣＴ化の専門家を派遣する

ということでありますので、ありがとうござい

ます。よろしくお願いいたします。

佐賀県武雄市は、数年前からＩＣＴ教育を取

り入れております。導入の際は、教職員が自ら

学び、授業に取り入れるなど、大変だったと聞

いております。ＩＣＴ化で新たな負担が増えな

いようにお願いいたします。

休業中、子供たちが自宅にいる時間が長く、

ゲーム利用時間が大幅に伸び、依存状態がかな

り危険な状態となっております。ＩＣＴ機器を

導入する児童におけるゲーム等の対応はどうす

るのか、まず家庭での教育が必要であります。

児童生徒のゲーム障害を予防するための学校

における指導はどのように行っているのか、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 議員のお話にありま

したように、ゲーム等の過剰な使用について

は、心身の健康や学習及び日常生活に悪影響を

及ぼし、ゲーム障害に陥ることが懸念されてお

ります。

そのため学校では、特別活動や保健などの時

間に、規則正しい生活の重要性や、ゲーム等に

対する依存の影響及びその予防などについて、

発達段階に応じて指導しているところでありま

す。

また、外部講師による保護者を交えた講話

や、生徒会が中心となりましてルールづくり等

を行う取組事例もあります。

今後、情報化の進展とともに、ますます子供

たちがゲーム等に集中していくことが危惧され

ますことから、このような指導の充実・強化を

図りまして、ゲーム障害の予防に努めてまいり

たいと考えております。

○安田厚生議員 休業中にゲームに熱中する子

供が増えているようであります。ゲームに対す

る歯止めが利かず、日常生活よりもゲームを優

先し、夜中までプレーするといったこともある

ようです。

予防につきましては、学校での指導と家庭で

のルールづくりが必要だと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

また、ＳＮＳやネットでの言葉の暴力・誹謗

中傷が問題となっております。ネット上での誹

謗中傷によってストレスを抱えたり、心のバラ

ンスを崩している人は多いようです。

ＩＣＴ教育を進める上で、学校・家庭での

ネット教育が必要だと思いますが、ＳＮＳ上で

の誹謗中傷に対する教育長の見解と、学校にお

ける指導についてお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） ＳＮＳ上の誹謗中傷

は、重大な人権侵害でありまして、決して許さ

れる行為ではありません。

子供たちには、規範意識や自他を大切にする

心と、インターネットなどを利用する上での

ルールやマナーを合わせた、情報モラルを身に

つけさせることが重要であると考えます。

現在、各学校では、道徳教育や「技術・家

庭」及び「情報」の授業を中心に、全教育活動

を通して、情報モラルの指導に取り組んでいる

ところであります。

県教育委員会といたしましても、情報モラル
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に関するリーフレットを作成し、公立学校の全

生徒に配付したり、ネットトラブル等に関する

専門家を講師として学校に派遣し、保護者を含

めた講演会を実施したりするなど、学校におけ

る情報モラル教育の推進を支援しているところ

であります。

○安田厚生議員 県では、2018年度のいじめ件

数を発表しました。ネット上でのいじめについ

ては、県内公立高校の33.4％が、「インター

ネットで嫌な思いをしたことがある」と回答し

ております。このうち、「悪口や嫌なことを書

かれた」が16.7％、「無断で写真を載せられ

た」が15.5％となっております。学校や家庭で

の教育が大事でありますので、情報モラル教育

の強化をお願いいたしたいと思います。

次に、水産業について質問いたします。ま

ず、学校給食について質問いたします。

学校給食は、安全でおいしく、必要な栄養の

バランスが取れ、また、食の教育になり得る給

食の提供が求められています。食育の観点か

ら、旬の食材や地産地消を意識し、多少価格が

高くても、地元の魚や旬の水産物を使うよう支

援していくことが大事だと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し

て、学校給食において、積極的に地元の水産物

を活用することはできないか、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（日隈俊郎君） 学校給食に地場産物

を活用することは、地域の産物への理解や、食

料の生産等に関わる人々へ感謝する心の醸成な

ど、食育の観点からも大変重要であると考えて

おります。

本県では、毎月16日を「ひむか地産地消の

日」と設定するなど、学校給食においても、地

場産物を積極的に取り入れる取組を行っている

ところであります。

現在、農政水産部において、関連予算を今議

会に上程され、今般の新型コロナウイルスによ

り影響を受けている地元の水産物を、学校給食

に活用する事業が予定されていると伺っている

ところであります。

県教育委員会といたしましては、農政水産部

や市町村教育委員会と連携しながら、学校給食

における、水産物を含む地場産物のさらなる活

用に努めてまいりたいと考えております。

○安田厚生議員 地元の食材を使用すること

は、鮮度がよいことや産地がはっきりしている

点など、地場の水産物に対する保護者のニーズ

は高まっていると思います。

また、県内ブランド品に推奨されているにも

かかわらず、食したことがない方々もたくさん

いるようです。地場の水産物の消費を推進する

上で、学校給食は重要な役割を果たしていると

思います。学校給食における地産地消率は30％

前後と聞いておりますが、本県においては少な

い状況に思えます。県のほうでも、給食にさら

に活用するようお願いいたします。

新型コロナの影響で、延岡市北浦町の養殖業

では、国内外に出荷できず、餌代もかさむな

ど、悪循環に陥っています。養殖カンパチやタ

イの照り焼きなどを学校給食に提供できれば、

水産物の消費も推進できるなど、学校給食は重

要な役割を果たしていると思います。養殖カン

パチ、タイなどを県内の公立学校の給食に提供

できないか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大久津 浩君） 養殖業は、

消費減退による出荷の滞留などで、特に大きな

影響を受けていると認識しており、今議会にお

きまして、県北地区で多く養殖されております
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カンパチやマダイなども学校給食へ提供いたし

まして、地産地消による消費を喚起する補正予

算をお願いしているところでございます。

これまで、県産水産物は、価格面等の制約

で、学校給食での利用が少なかったことから、

本事業の活用によりまして、学校給食向けの消

費ニーズに対応できるよう、県漁連、水産加工

業者、生産者等が一体となりまして、加工供給

体制の強化に取り組んでいただいているところ

でございます。

県におきましては、多くの児童生徒の皆さん

に、地元のおいしい魚をたくさん食べていただ

きますよう、今後、国庫補助金の追加要望も視

野に入れ、県教育委員会等とも連携をしなが

ら、学校給食における県産水産物の利用拡大を

図ってまいります。

○安田厚生議員 学校給食での提供は、新たな

需要先の確保に加え、水産物のおいしさを給食

で実感してもらえれば、地産地消の食育や家庭

での消費喚起につながると、期待しているとこ

ろであります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、魚価の低迷が問題視されているところであ

ります。観光や飲食業など、需要が大幅に低下

したことにより、魚の消費も低下し、魚価が値

崩れをしています。そのため、収入が大幅に減

少し、赤字になることから、漁に出られない漁

業者もいます。

高級魚とされるイシダイやアラ、イサキなど

が安値で、例年の相場の半値で取引されていま

す。また、ハモの値段は、この時期、京都の祇

園祭を前に、キロ700円前後で取引されるのです

が、今年はキロ200円という状況で、収入が激減

している漁業者もいます。

魚価の低迷で経営に不安を抱える沿岸漁業者

に対し、どのように支援するのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大久津 浩君） 沿岸漁業に

おきましても、需要減退によりまして、高級魚

を中心に、魚価が前年同期に比べ約３割から５

割下落し、厳しい状況が続いております。

このため、県におきましては、運転資金の緊

急融資を支援しますとともに、消費喚起のため

の水産物お届けキャンペーンとして、産地直送

の送料助成を行っているところでございます。

また、持続化給付金の周知や手続のサポート

に加えまして、休業中の漁業者による環境保全

活動への参加等に対して日当等が助成される国

の直接採択事業―今回、第２次補正予算で措

置されますが―資源・漁場保全緊急支援事業

の活用も推進してまいりたいと考えておりま

す。

県といたしましては、今後とも、関係団体と

連携いたしまして、沿岸漁業の皆様が安心して

経営が持続できますよう、しっかり支援してま

いりたいと考えております。

○安田厚生議員 消費喚起に向けて、水産物の

お届けキャンペーンや国の資源・漁場保全緊急

支援事業などの周知も、しっかりとしていただ

きたいと思います。

ブリ大尽で有名な延岡市赤水沖の大型定置網

漁が７年ぶりに再開したというニュースがあり

ました。県漁連など地元漁協の協力で、今年か

ら試験的に操業が開始しています。

県内の大型定置網漁の数が減っているようで

ありますが、最近再開した県内の大型定置網漁

の現状と取組について、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（大久津 浩君） 御質問のあ

りました大型定置網漁につきましては、県漁連

- 264 -



令和２年６月17日(水)

が設立した宮崎県漁業販売株式会社が、宮崎市

内海地区に続きまして、本年１月末に、２か所

目となる延岡市赤水地区で操業を開始したとこ

ろでございます。

現在、この２つの定置網では、４人の新規就

業者を含む19名を雇用いたしまして、本年１月

から５月までに約１億円の水揚げがあり、地域

の活性化に大きく貢献していただいておりま

す。

県といたしましては、新規就業者が経験を積

み将来独立することによって、沿岸漁業の持続

的な発展につながるといった大きな期待を寄せ

ており、引き続き、新規就業者の確保などの取

組を通じまして、大型定置網漁への支援を行っ

てまいりたいと考えております。

○安田厚生議員 県内における持続可能な水産

業の振興に期待しておりますので、今後とも支

援をお願いいたします。

今、漁業者の高齢化や若者の担い手不足が懸

念されています。漁業全体として十分な生産量

を確保していけるよう、漁業の新規就業者の確

保を図りながら、同時に生産性を向上させてい

くことが重要であります。

漁業の新規就業者に対する県の支援策につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大久津 浩君） 本県におけ

る新規就業者の確保・育成につきましては、県

立高等水産研修所での育成や、宮崎県漁村活性

化推進機構における研修及び就職先とのマッチ

ングなどの取組支援を行っており、さらに、漁

業者による直接雇用などを含めますと、毎年50

人程度が新規就業しております。

そして、最近は新型コロナの影響による雇い

止め者等からの就業相談もあることから、今議

会におきまして、１週間程度の就業体験枠を拡

大するとともに、１か月程度の実践的な研修を

創設するための受入れ体制強化に向けた補正予

算をお願いしているところでございます。

県といたしましては、今後とも、関係機関等

と連携を図りながら、地域漁業をリードする将

来の担い手の確保・育成に努めてまいります。

○安田厚生議員 本県の漁業就業者の年齢構成

につきましては、10代、20代が非常に少な

く、60代以上が約60％を占めており、年々高齢

化が進むと心配しているところであります。若

い新規就業者の確保と育成に努めていただきた

いと思います。

先ほども申し上げましたが、魚価の低迷な

ど、漁業への影響が出ております。県内の漁業

にＩＣＴを導入し効率的な操業ができれば、燃

料費の節約にもなり、漁業の収益にもつながる

と思います。

今後の漁業におけるＩＣＴ活用の可能性につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大久津 浩君） 県では、漁

業者の操業効率化のために、水温や風向等の情

報を提供する従来の「海の天気図」に加えまし

て、国内で初めて漁業への活用を目的とした海

洋レーダーの整備によりまして、昨年度から、

日向灘における広域的な潮の流れや波の高さな

どの情報を、スマートフォン上で提供している

ところでございます。

これによりまして、漁業者は、的確な出漁判

断ができるとともに、燃油等のコストや労働時

間の削減が可能であり、また、漁場予測の精度

が上がり、水揚げや収益性の向上に役立ってい

るとの評価を頂いているところでございます。

県といたしましては、ＩＣＴを活用した漁場

の見える化をさらに推進いたしまして、もうか

る漁業の振興を図ってまいりたいと考えており
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ます。

○安田厚生議員 ＩＣＴを導入することによ

り、効果的な漁業ができるようになることが期

待されておりますので、本県の漁業の振興を

図っていただきますようお願いいたします。

次に、道路交通についてお伺いいたします。

昨年１年間に運転免許証を自主返納したドラ

イバーは、全国で前年比42.7％増の60万人に上

りました。制度が始まって以降、最多であった

ことが分かりました。

高齢者による事故などにより、運転免許証の

自主返納が増えてきています。しかし、車を

使って生活している人は、免許返納後の生活に

不安を覚える方も少なくありません。

各自治体により格差があるものの、多くの自

治体で、免許返納後に、タクシーやバスなど公

共交通機関の利用が割り引かれる制度が導入さ

れております。

免許返納者を増やして事故減少につなげると

いう取組もなされておりますが、本県の運転免

許返納者数の推移と返納者に対する支援につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（阿部文彦君） 昨年の運転免許

返納者数は、過去最高の5,110人となっており、

５年前の平成26年と比べますと、３倍近くに増

加しております。

警察では、運転免許を返納された方の支援に

関しまして、自治体と連携した取組として、平

成30年２月から「情報連絡同意書制度」を運用

しております。

この制度は、返納者やその御家族の同意を得

た上で、そのお名前、住所等の情報を市町村に

提供し、返納者への支援に役立てていただくも

のであり、昨年は、全返納者の約53％に当た

る2,707人について情報提供をしております。

今後とも、免許を返納された方々に対する支

援の充実に向けて、自治体等と連携を進めてま

いります。

○安田厚生議員 様々な理由で免許を返納され

る方がいます。80代で免許返納する方が50％を

占めているようであります。

返納後も生活に支障を生じないよう、各自治

体と連携を深めながら、支援をお願いしたいと

思います。

車の運転ができなくなると不便なことも多

く、返納するか迷っているという人も多くいる

ようです。各地域では、コミュニティバスが巡

回し、住民の足となっています。市町村を往来

する際、移動の手段はバスでありますが、特に

中山間地域におきましては、１日に数本ほど運

行されているだけで、生活を送るには運転免許

が必要不可欠であります。

免許証返納後の移動手段の確保については、

バスやタクシー等がありますが、中山間地域に

おいては移動手段が少なく、大きな課題となっ

ております。免許返納者の移動手段確保のた

め、公共交通機関へどのような支援を行ってい

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 免許返納者の

増加に伴い、その移動手段の確保は、ますます

重要になってくるものと考えております。

このため県では、地域内移動の効率化や利便

性の向上を図るため、市町村に対しまして、コ

ミュニティバス等におけるオンデマンド交通の

導入支援等を実施しております。さらに今年度

からは、広域的な移動手段を確保するため、宮

崎交通に対しまして、高齢者用定期券の購入費

用の割引に対する補助を行うこととしておりま

す。

今後とも市町村と連携しながら、免許返納者
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等が、地域内外におきまして円滑な移動手段が

確保できますよう、必要な交通対策について総

合的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○安田厚生議員 中山間地域におきましては、

移動手段が限られてきます。宮崎交通に対し、

購入費用の割引も大切でありますが、路線の存

続もお願いしたいと思います。

次に、県道西都南郷線の整備状況についてお

伺いいたします。

５月の連休中に、入郷地区、国道５路線をは

じめ、県道現場を視察させていただきました。

この県道西都南郷線は道幅も狭く、峠辺りは

路面もよくない状況であります。実際に通行す

ることで、道路改良は喫緊の課題だと感じたと

ころであります。

県道西都南郷線の改良率と整備状況につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（明利浩久君） 県道西都南郷

線につきましては、西都市八重から銀鏡を経由

し美郷町南郷に至る、沿線住民の生活を支える

重要な路線であります。

このため、これまでに、西都市の銀鏡工区や

美郷町の渡川工区などにおいて整備を進めてき

たところですが、地形条件が厳しいことから、

未改良区間が多く残っている状況であり、本路

線の改良率は、平成31年４月時点で約16％と

なっております。

現在、未改良区間のうち、美郷町南郷の延長

約１キロメートルを、上渡川工区として整備を

進めており、昨年度までに約760メートルを供用

したところであります。

引き続き、事業区間の早期完成に努めるとと

もに、残る未改良区間につきましても、事業の

進捗を踏まえながら、必要な整備に取り組んで

まいります。

○安田厚生議員 本路線の改良率は16％と、ほ

かの地方道に比べて低い状況であり、余り進ん

でいない状況であると考えております。期成同

盟会等の設立をしようという動きもありますの

で、早期整備に向けて取り組んでいただきたい

と思います。

次に、国道327号の整備状況についてお伺いい

たします。

国道327号は、日向市から美郷町、諸塚村、椎

葉村を経由して熊本に至る一般国道でありま

す。住友財閥が建設費として100万円を寄附した

ことから、「百万円道路」ということでも有名

であります。開通と同時にバスも開通し、生活

に欠かせない基幹道路になっていますが、急

カーブの連続に加え、道幅も狭く離合もできな

い道路であります。

安全・安心な道路環境を求める地域住民もた

くさんいます。耳川流域の豊富な森林資源をつ

なぐ重要な路線でありますが、この国道327号の

整備状況について、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（明利浩久君） 国道327号につ

きましては、地域住民の生活や産業を支え、緊

急輸送道路にも指定されている重要な幹線道路

であり、県内区間約67キロメートルのうち約60

キロメートルで、２車線の整備が完了しており

ます。

残る未改良区間につきましては、その全区間

において既に事業に着手しており、これまで

に、諸塚と椎葉の村境に設定しております佐土

の谷工区におきまして、４か所のトンネルのう

ち２か所が完成し、さらに椎葉村の尾平工区に

おいては、1.8キロメートルのトンネルを含む全

区間が、今年度、開通する予定であります。
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また、日向市内におきましては、入郷地域か

ら東九州自動車道や細島港へのアクセス強化を

図るため、永田バイパス等の整備を進めており

ます。

県としましては、今後とも、必要な予算の確

保に努め、全線の早期完成に向け、しっかりと

取り組んでまいります。

○安田厚生議員 ありがとうございます。

本路線は、日向市、美郷町、諸塚村、椎葉村

を結ぶ、真に必要な道路であります。安心・安

全な交通の確保が求められております。東臼杵

郡内の国道５路線は、いまだに整備がされてい

ない区間がたくさんあります。

鎌原副知事におかれましては、国土交通省に

戻られると聞いておりますが、本県の特にこの

５路線の早期整備について、国からも温かい後

押しをお願いしたいと思います。

先週、県内の経済界をリードしてきた清本会

頭が亡くなりました。商工会議所、商工会、ま

た、ひむか経済懇談会やいろんなところでお付

き合いをさせていただきました。よき先輩であ

り、東九州自動車道、九州中央道の開通にかけ

る思いが強く、また、幅広い分野で県北の地域

振興に御尽力をされた方でありました。心より

御冥福をお祈りいたします。

地域の発展には高速道路や道路整備が必要だ

という遺志を少しでもつなぐことができるよう

お誓いし、本日の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○丸山裕次郎議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分開議

○丸山裕次郎議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、立憲民主党の渡辺創です。

新型コロナウイルスは、私たちに正体の見え

ない恐怖を与え、恐怖におののいた私たちは、

混乱の中で、自らの乗る船を急激に止めようと

エンジンを逆回転させて、社会活動にブレーキ

をかけました。

しかし、急激なブレーキは大きな波紋を生

み、いつの間にかその波紋は大きな波やうねり

に変わり、国民生活を飲み込もうとしていま

す。感染症としての脅威や経済的なダメージの

みならず、人々の価値観、社会の在り方にも大

きな影響を与える事態です。

私たちは、今、命や健康の危機、生活維持の

危機に向き合いながら、同時に価値観の揺らぎ

にも直面しているわけです。

坂口議員が一般質問で、現状について、「全

てに経済を優先させることを求めた結果、たど

り着いた世界であって、この道こそ、私どもが

進むべき唯一の道と信じ、追い求めてきた、よ

り広く、より速くの世界は終点とならなかっ

た」と指摘されました。炯眼に感服したところ

です。これまでの歩みを懐疑的に捉え、新しい

社会の在り方を模索する必要があるとの姿勢

は、思いを同じくするところです。

さて、知事も同じ思いをお持ちなのだと思い

ます。提案理由説明の最後で、コロナとともに

生きていく社会への所信を述べられました。ポ

ストコロナを構想し、脱グローバル、必要なゆ

とりの肯定、分散型への社会構造転換、デジタ

ル化・リモート化に触れた上で、価値観や生き

方の変容に言及されました。大変共感しまし
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た。

社会変化が自然に起きることを期待する状況

ではありません。知事が所信で述べられたよう

に、政治や行政が責任を持って方向性を指し示

していくことが求められています。つまり、

今、政治には、新しい社会や価値観を創り出し

ていくエネルギーと意欲が必要です。

最近、私は、明治16年の宮崎県再置県に興味

を持っています。いろいろな資料に当たると、

再置県・分県の運動の中で、私たちの先達は請

願書の中などで繰り返し、「日向人は進取の気

性に乏しいので、分県で趣を変えたい」と訴

え、再置県の決め手となった明治15年の国の地

方巡察使、渡辺昇参事院議官が復命書をしたた

めるに当たっても、「原野を開墾するような進

取の気性に乏しい」ことが挙げられ、「鼓舞奨

励すれば、事業勃興して国家経済に益すること

大」と、好意的な態度が示されました。

今こそ、進取の気性乏しいと言われる気風を

変えるときです。最後を走っているのではな

い、トップランナーなのだという気概で、ポス

トコロナの社会を創造したい。

知事に、宮崎県という枠にとどまらず、一人

の政治家として広い視野で、これからの政治は

何を重視し、どんな社会を築くべきなのか、お

考えをお伺いします。

残余の質問は自席から行いますので、御答弁

よろしくお願いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

新型コロナを経験した後には、これまでにな

いスピードで、新たな経済社会の変化が生じる

可能性があると考えております。

そして、世界的には、これまでの過度のグ

ローバル化や経済効率を優先した資本主義の拡

大成長路線は転換や見直しを迫られ、国内的に

は、東京一極集中の社会構造や価値観から抜け

出し、大都市集中型から分散型へと地方回帰の

動きも生まれてくるものと考えております。

これらのことは、コロナ危機を契機として、

我が国が必要な社会の改革・変化を進めていく

上で、大きなチャンスであると捉えておりま

す。

そのような中で、本県が取り組む、経済的な

豊かさとお金には代えられない価値が調和した

「新しいゆたかさ」を実現していくことは、今

後の持続可能な社会を目指す上で、政治に求め

られる最も大事なことではないかと考えており

ます。

今を生きる私たちは、この新しい経済社会を

切り開いていく歴史的使命を担っていくものと

考えております。私はその使命を、知事として

全力を挙げて果たしてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 新型コロナという極めて大き

な局面転換に向き合う知事は、その決意を所信

で述べられたわけですけれども、そのために

は、知事の視座は、県内だけを見詰めればいい

というわけではないと思います。世の中を動か

さなければなりません。積極的に幅広い議論を

県内外に求め、時には国と向かい合う物言いも

必要だろうと思います。

新しい社会の在り方を打ち出すというのは、

それだけ迫力が必要なことではないかと思いま

す。

県議会で河野県政と向き合って、10年目に入

りました。私の同期当選はこの議場に５人いま

すけれども、私たちは、河野知事が誕生して数

か月後に県議となりました。ですので、知事の

ルーキーイヤーは僕らのルーキーイヤーでもあ
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りましたし、10年目は我々の10年目でもありま

す。

知事は、分別があって、抑制的で行儀もいい

ので、国への物言いや議論を呼ぶような提起に

は慎重な印象も今まで持ってきました。それは

賢いことかもしれません。

ただ、これからは価値観が揺らぎ、次のモデ

ルをみんなが模索しようとする時代になるわけ

です。新しい社会構造や価値を創造しようとい

う時代です。いわば、レッドオーシャンではな

く、ブルーオーシャンに漕ぎ出すときだろうと

思います。

宮崎県の「新しいゆたかさ」は間違っていな

いという、その自信に裏打ちされた姿を、ぜひ

示していただきたいと思います。

さて、今回、知事は、特措法の制定で新しい

権限と責任を背負い、休業要請という難しい判

断も迫られました。リーダーとしての苦悩も

あったことだろうと推察します。

コロナと向かい合う中で、知事は何を大事に

してきたのか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 新型コロナウイルス感

染症対策に当たりましては、まずは、県民の皆

様の命と健康を守ることを第一にということ

で、感染拡大防止の徹底と医療提供体制の強化

・充実に努めてきたところであります。

そして、暮らしや雇用への不安が広がってい

く中、経済活動の維持・活性化への対応も非常

に重要と考えまして、感染拡大防止、それから

社会経済活動の維持・活性化、そのバランスに

苦心してきたところであります。

ただ、未知のウイルスとの闘いであります。

県民の皆様には、それぞれの課題について様々

な立場があり、そして不安・不満が広がる中

で、大変厳しい御指摘もいただきました。

午前中議論がありましたが、ＳＮＳでの誹謗

中傷、そのようなものもたくさんあったところ

であります。

恐らく、全国の知事も市町村長も、そのよう

な厳しい状況にあったというふうに思います

が、その中でやはり大事なことは―今回のコ

ロナ禍で、改めて注目を集めた小説に、カミュ

の「ペスト」があります。あの中で、主人公の

医師リウーが言います、「ペストと闘う唯一の

方法は誠実である」という言葉がありました。

その言葉がずっと頭をよぎっておったところで

あります。

大変厳しい御指摘にさらされる中で、分かり

やすさだとか目立つこととか、そういう誘惑に

駆られるわけでありますが、本当に宮崎のため

になることを、誠実に、また地道に取り組んで

いく、そのような姿勢で進めてきたところであ

ります。

○渡辺 創議員 この間、議会から見ていて

も、知事は、なかなか難しい判断を迫られてい

るなと感じる場面はたくさんあったわけです。

今議会でもいろんな声が上がりましたし、な

ぜ積極的に支援策を取らなかったのかという指

摘もあります。

昨日、井上議員が指摘されていたように、も

し早い段階から国の財政措置が今の時点と同じ

ぐらいはっきりしていれば、もっといろんなこ

とはやれたという本音も、きっとあることだろ

うと想像はします。

特に、知事の思いが―知事がよく言われる

言い方ですが―適時的確にうまく伝わらな

かったという場面がいろいろありました。先ほ

どもお言葉がありましたけれども、批判を受け

たり、ジレンマに陥ったりして、知事も悩まれ

たこともあったと思います。
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そういう中で、一連のコロナ禍において、知

事が政治家として新たな気づきを得たことがあ

れば、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の新型コロナウイ

ルス感染症への対応としまして、改めて、こう

いう危機管理対応におけるリスクコミュニケー

ションの重要性、そして、その難しさというこ

とを感じたところであります。

感染症の対策、それから社会経済活動の維持

・活性化、その両方のバランスを取る中で、私

どもが伝えるべき情報というものが、今回、大

変難しいものがございました。

１つには、時々刻々と状況が変化していると

いうこと。それから、未知のウイルスであり、

誰も対応のシナリオを描くことができないとい

うことである。そのことにより、県民の皆様に

不安が広がっていく。

そして、幸い、県民の皆様の御協力により感

染を抑制している状況の中で、県民の皆さんが

日々触れ合える情報というのは、圧倒的に国内

・国外における感染拡大の実態であり、そこで

取られる、例えば休業要請であったり、様々な

措置というものに、情報が、また意識が向かわ

れるわけであります。そのことにより、さらに

不安が高まるということもあります。

例えば、休業要請などが典型でありますが、

東京・大阪のように、感染が拡大した蔓延防止

のための措置として行われたものであります。

本県ではそこまで蔓延していない状況の中で、

「なぜ本県でしないのか、遅い」という御意見

もございましたし、休業要請に伴う協力金を経

済対策というふうに捉える考え方からすると、

これは本県として最大の反省点の一つでありま

すが、具体的な経済対策について、県民の皆様

にお示しするのが遅かったことに絡めて、休業

要請が遅かったというような御指摘に結びつい

ていると考えております。

私どもは、これまでの災害対策のような形

で、ある程度順を追ってこの経済対策も進めて

まいったところであります。

振り返ってみますと、方針を示して、それに

基づいて様々な団体との意見交換を行い、具体

的な制度をつくり、臨時議会に提出し、そし

て、私どもが狙っておりました、国の給付金が

届く前に―ゴールデンウイーク後、実際に５

月８日以降には支給をされているわけですが

―実質そのような形で支給はできたわけであ

りますが、情報提供というものが遅かったとい

うことと、休業要請を東京・大阪とは別の意味

で、隣県からの感染拡大を防ぐという意味でせ

ざるを得なかった、そのタイミングが重なった

というのが非常に難しく、この実情なり経緯を

お示しする、説明するというのが難しい課題で

あったと考えております。

ただ、今申し上げましたような経済対策も、

情報提供にしましても、適時適切に、また早め

早めにお伝えしていくということが安心につな

がるということもございます。また、県民の皆

様がどういう情報に今接しているのかというこ

ともよく把握をした上で、どういう形で伝わっ

ているのか、どう伝えるべきなのか、どうした

ら正しく伝わるのかということを、これからも

しっかりと対応してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 今、知事からお話があったこ

とをベースにして、今日の議論に進みたいと思

います。ありがとうございました。

まず、今回は、新型コロナを受けてという内

容が多いので、ベースを少し確認しておきたい

と思います。
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県民、特に事業者を守る経済的支援について

です。

県の小規模事業者事業継続給付金は、売上げ

減75％と大変厳しい設定になりました。この件

については、今議会でも複数回指摘をされてい

ますが、改めて、厳しい設定となった理由と利

用状況を、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 新型コロ

ナウイルス感染症の拡大の影響を受けた事業者

に対しましては、国の持続化給付金が設けられ

たところでありますが、その一方で、小規模事

業者の中には、大幅な収入減により休廃業が懸

念されるような厳しい状況もありましたことか

ら、県では、こうした事業者に緊急に資金を手

当てするため、売上げが75％以上減少した小規

模事業者を対象として、事業継続のための給付

金を創設したところでございます。

支給状況につきましては、５月末日時点

で4,489件、金額では、８億9,780万円を既にお

支払いしております。

○渡辺 創議員 苦しいところに目を向けるの

か、それとも国の持続化給付金が届かないとこ

ろに目を向けるか、これは判断が難しいところ

だろうと思います。

財政力の違いが、いろんな自治体の施策に色

濃く出てきているような気がしていて、大変そ

こが気になるところであります。

次に、国の事業者向け支援策の柱である持続

化給付金と雇用調整助成金ですが、県内での利

用状況を、商工観光労働部長に伺います。

把握できていなければ、把握の必要性をどう

考えているか、御答弁ください。

○商工観光労働部長（松浦直康君） 国の持続

化給付金の支給状況につきましては、本県の状

況を九州経済産業局に問い合わせておりますけ

れども、まだ確認できていないとのことでござ

います。

また、雇用調整助成金につきましては、宮崎

労働局によりますと、５月29日現在の支給決定

件数は、242件とのことであります。

今後の経済対策を進めます上で、国の給付金

等の支給状況の把握は重要であると考えており

ますので、引き続き、国に対し情報提供を求め

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 両制度とも特徴は、幅広い業

種での活用が可能ということだろうと思いま

す。

適用される水準までの影響が出ているか否か

というのは、それぞれの産業によって異なって

くるわけですが、１次産業、特に農林水産業に

おける利用状況と状況把握の必要性、さらに

は、どのようにして対象者へ情報提供を行って

きたのか、代表するような意味で、農政水産部

長にお伺いします。

○農政水産部長（大久津 浩君） 国の給付金

支給等の状況の把握につきましては、先ほど商

工観光労働部長が答弁で申し上げたとおりでご

ざいますが、今後、農業分野におきましても、

しっかりと情報の収集等に努めてまいりたいと

考えております。

また、コロナ禍で影響を受けている農業者や

農業法人につきましては、この給付金等は、農

業は対象外というような理解をされる方もあら

れたということで、これをしっかり周知するた

めに、県庁ホームページでの掲載や、農業・畜

産業・水産業ごとに詳しいチラシを作成・配

布、そしてＳＮＳ・メール・市町村、農協等の

広報誌など、様々な媒体を活用した情報提供を

行うとともに、県、市町村、農協等で組織いた

しました各地域における対策連絡会議、こう
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いったものを活用して、しっかり連携しなが

ら、農業者への迅速かつ確実な周知に今取り組

んでいるところでございます。

さらに、普及センターに既に設置しておりま

す相談窓口と、各ＪＡとが連携いたしまして、

今後の申請手続に係るしっかり連携した支援体

制を構築しようということで、今準備を進めて

おりますので、こうした形をしっかり踏まえな

がら、スムーズな給付金の支給を進めてまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 スポーツ関連団体からも窮状

を訴える声が上がっています。

例えば、県内の総合型地域スポーツクラブの

実情をどのように把握しているでしょうか。教

育長にお伺いします。

○教育長（日隈俊郎君） 総合型地域スポーツ

クラブの実情についてでありますが、市町村や

クラブへの訪問における聞き取りによりまし

て、活動自粛等に伴い、会員数や収入が減少

し、厳しい運営状況にあることについては把握

しているところであります。

支援策につきましては、各種の支援策につい

てお知らせしているところであり、需要が高い

と思われる持続化給付金について、幾つかのク

ラブが申請していることを把握はしております

が、改めて、支援施策について丁寧に御紹介し

ているところであります。

現在、関係機関と連携し、調査を行っている

ところでありまして、活動の再開状況や運営面

での問題点等について具体的な状況を把握した

上で、各クラブの状況に応じて個別に相談に応

じるなど、対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。こ

れから先、まだまだ新型コロナに関連する産業

支援が必要になってくるはずです。

その際には、視点として、制度の谷間にはま

り込んでいる方々がいないかということを考え

なければならないと思います。そのためにも、

ベーシックな産業支援策が県内にどの程度行き

渡ったのかということを、きちんと把握するこ

とは不可欠だと思いますので、ぜひその点、お

願いいたします。

加えて、制度の谷間といえば、今日提案され

た追加補正予算案では、国の補正予算を受け

て、医療・介護・障がい福祉の従事者への慰労

金の支給をされることが措置されています。対

象となられる方々の貢献には、ただただ頭の下

がる思いでございますけれども、この取組は、

同じように社会を支えてきた、例えば保育で

あったり、社会的養護・児童福祉施設の従事者

への視点が、残念なことに抜け落ちているとい

うふうに思っています。

今後、県としても、国に向けてこのような実

情をきちんと伝える努力を、ぜひ重ねていただ

きたいと思いますので、お願いいたします。

次に、テーマは変わりますが、久しぶりに広

報戦略についてお伺いします。

ここでの広報とは、報道対応も含めた県の情

報発信全般を指すというふうに理解してくださ

い。発信に関する厳しい指摘は、既にこの議会

でも相次いでいますので、不要な具体的言及は

避けながら、私の問題提起も織り込んで進めた

いと思います。

さて、新型コロナ禍は、誰もが当事者であ

り、情報の真偽を見定めることが難しく、国や

県がどのような判断をするかということに大変

大きな注目が集まりました。それは、先ほど知

事が御答弁でおっしゃったとおりだと思いま

す。
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そのような初めての状況において、県の広報

部門は何を重要視してきたのか、総合政策部長

に伺います。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 新型コロナウ

イルス感染症は、全ての県民に影響を及ぼす、

これまでに経験のない危機事象でありますこと

から、分かりやすく正確な情報を発信すること

により、県民の皆様に冷静かつ正しい行動を

取っていただき、感染拡大防止の徹底を図ると

ともに、状況の変化に応じた的確な対策を講じ

た上で、これをしっかりと県民の皆様にお伝え

していくことを重点に置きながら、広報活動を

行ってきたところであります。

このため、県といたしましては、ホームペー

ジや県政テレビ・ラジオ番組、新聞、そして広

報紙などの様々な媒体を活用するとともに、報

道機関への速やかな情報提供などに努めてきた

ところでありますが、一方で、全ての県民に正

しく情報を伝えることの難しさも実感したとこ

ろであります。

今回の経験を生かしながら、今後とも適時適

切な情報発信に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 特に休業要請をめぐっては混

乱があったというのが、正直なところかと思い

ます。ここは私の想像ですが、知事は、特措法

によって新たに背負うことになった権限の行使

に抑制的であられたんだというふうに思いま

す。

これは、権力者の姿勢として、私権制限を伴

うことを実施するに当たっては、慎重に検討

し、自己の権限に常に抑制的であろうという姿

は、実に健全だと思います。その基本姿勢は高

く評価したいと思います。

その上で当時私が感じていたことは、当時の

ブログにも書きましたので、いつかお目通しい

ただければ幸いですが、この場では控えます。

いずれにせよ、知事なりの思いと工程表が

あった新型コロナウイルスの対応が、休業要請

の是非をめぐって修正を求められた形になった

かと思います。

その最大の原因は、知事の考えが県民にうま

く伝わらなかったからだと思います。このこと

は、知事も既に議会等でもお認めのところです

が、この一連の過程・経過を、広報をつかさど

る総合政策部長はどのように振り返られますで

しょうか。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 新型コロナウ

イルス感染症につきましては、県民の皆様が必

要とする情報を分かりやすく、迅速に発信する

とともに、その時々の状況に応じて、知事会見

などによる報道機関への情報提供に努めてきた

ところであります。

議員から御指摘のありました休業要請につき

ましては、どのようなタイミングで、どのよう

な情報を発信するのか大変苦慮したところであ

りましたが、県民の関心が極めて高い事柄につ

きまして、適時的確な情報発信を行うことの重

要さを改めて強く認識したところであります。

今後とも、県民目線に立った、タイムリーで

丁寧な情報発信に最善を尽くしてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 私はこの間、感染者の確認や

県の方針決定の機会に、県や宮崎市の会見を

ネットで視聴しました。

衝撃的だったのは、午後10時とか、そういう

時間帯の同時配信であっても、3,000を超えるよ

うな同時配信へのアクセスがあっていたり、ま

た、ＵＭＫやＭＲＴという地上波のローカル局

が、ユーチューブを使って同時配信をしている
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ということです。

何が衝撃的だったかというと、その１次情報

に接しようとする県民の皆さんの意識がかなり

定着しつつあること、そして、メディアミック

スというか、媒体の垣根はもうほとんど意味が

ないことに、私自身の意識がたどり着いていな

かったということを実感したからであります。

さて、県は、通常は知事の定例会見だけを

ネット上では配信しています。ただ、３月17日

の県内２例目、３例目の感染者確認会見以降

は、緊急事態宣言解除時の会見など、12本の動

画をホームページに上げています。５月29日以

降は、それが特設サイトでも見ることができる

ようになっています。

その意味では、今、何が必要なのかという問

題意識はあったのだろうと思います。ただ、残

念だったのは、それが県の動画ポータルサイト

である「楠並木ちゃんねる」に上がっていない

ということです。

ポータルサイトというのは玄関口ということ

なので、ここに来れば、県の動画全部にアクセ

スできるという場所でなければならないはずで

す。

提供する側の県と、情報を得たい県民、動画

という１次情報を求めている県民が集まるプ

ラットホームのようなものじゃないといけない

わけですから、やはりそこで、その動画は上げ

られるべきだったと思いますが、その点につい

て、総合政策部長のお考えを伺います。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 県のホーム

ページに掲載しております動画ポータルサイト

「楠並木ちゃんねる」におきましては、知事の

定例記者会見のほか、県政テレビ番組やＰＲ動

画など、様々な動画に視聴者がアクセスしやす

いよう、項目別に５つのチャンネルに分け配信

しております。

現在、新型コロナウイルス感染症に関する知

事会見やメッセージ動画などにつきましては、

県のホームページの新型コロナウイルス感染症

の対策特設サイトに掲載しているところであり

ますけれども、「楠並木ちゃんねる」にも掲載

することが県民の皆様の利便性向上につながる

ことから、今後は、知事の定例記者会見以外の

会見動画などにつきましても、「楠並木ちゃん

ねる」への掲載を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 提案を取り入れていただきま

して、ありがとうございました。

情報発信に関して、もう一つ提案がありま

す。

県政記者クラブ所属の従来型のメディアへの

取材対応と、県の動画配信を中心とした１次情

報の発信を、この機会に思い切って連結させる

べきだと思います。

今、県が動画として上げているのは、基本的

に定例会見のみです。今述べてきたように、新

型コロナ関係では一部例外がありましたけれど

も、これが収束すれば、恐らく元と同じ状態に

戻ってしまうことになるだろうと思います。

知事は、通常、定例記者会見以外にも、例え

ば「ぶら下がり」や「囲み」と言われる、オン

マイクでテレビカメラも入る取材を受けていま

す。こういう情報発信も当然オンマイクですの

で、新聞やテレビではニュースの素材として取

り扱われているわけです。

であれば、宮崎県庁では、もうそういう情報

発信は全て県民にも公開するんだという姿勢を

取るべきだと思います。

効用はあります。１つは、まず誤解を生みま

せん。
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例えば、新型コロナをめぐっても、知事が九

州内の人の移動を早く解禁しようと提案された

と受け止められそうなニュースや、全国知事会

で、海外との人の移動を早く促すべきだという

ようなニュアンスで伝えられたというニュース

がありました。恐らく、きっと知事のニュアン

スとは少し違った形での情報・報道になったの

ではないかと想像します。

しかし、その報道を見た県民は、間違いなく

戸惑いを覚えていて、やっぱり私のところにも

幾つか連絡がありました。

そういうときに、県の動画ポータルサイトを

見ていただいて、知事はどんな流れでその発言

をしたのか、そして、どんな質問にどんな表情

で答えられたのか、そういうことも含めて、県

民が直接１次情報に接することができる。そう

すれば、もちろん報道機関のニュースの解説は

解説としてそしゃくをしながらも、県民が自ら

その価値を判断できるようになっていくはずで

す。

今は、それができていません。だからこそ、

先日の国文祭をめぐる混乱においても、私たち

議会側は知事の発言を確認できていないまま、

この間のような出来事も起きているというのが

実情だと思います。

これは、県にとっても、「ニュアンスが違

う」というような反論をする必要もなくなりま

すし、動画で確認してください、見ていただい

て、御自分で受け取って考えてくださいという

ことを、県民に直接言うことができるようにな

るわけです。

これは、メディアリテラシーがきちんと機能

する環境を県が積極的につくるということにも

なりますので、いかがでしょうか、ぜひやるべ

きだと思いますが、総合政策部長の見解を伺い

ます。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 県政に対する

理解や関心を高めるためには、県が発信する情

報に速やかにアクセスできることが重要である

と考えております。

これまで、知事の定例記者会見や新型コロナ

関連の会見については、県のホームページに情

報を掲載し、動画の視聴も可能でありました

が、今後は、県民の関心が高い事柄に関する、

御質問にもございましたけれども、いわゆる囲

み取材などの情報についても、幅広く発信する

ことといたしまして、県民の皆様に必要な情報

がしっかりと伝わる広報に努めてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。これこそ宮崎モデルと言われるよう

な取組になるはずだと思います。

次は、地域経済懇談会についてお伺いしま

す。

この議場での説明は不要でしょうが、知事や

副知事が分担して、県内各市町村長と飲食を共

にしながら意見交換を行うというものでした。

５月20日の宮崎市が最初だったと思いますが、

どのような経緯で実施に至ったのか、総合政策

部長に伺います。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 地域経済懇談

会につきましては、本県において繁華街の接待

を伴う飲食店等の休業要請が終了いたしました

５月11日に、知事が発案されたものであり、14

日の本県の緊急事態宣言の解除決定を受け、19

日の定例記者会見で発表を行ったところであり

ます。

最初の懇談会となりました宮崎市とは、５

月18日に調整を行い、開催に至ったところであ

りまして、他の市町村との間でも、必要な調整
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を進めながら順次実施したところであります。

○渡辺 創議員 私は、大分の県職員さんたち

が５月15日の夜にフェイスシールドをつけて飲

食をやっているという様子が配信されたので、

そのあたりの時期の発案なのかと思っていた

ら、もっと早いということでしたので、宮崎県

も負けず劣らずの着眼だったということには敬

意を表したいと思いますが、この懇談会をめ

ぐっては、初回を宮崎市からの要請で公開でき

なかったことや、費用負担をめぐって公費・私

費というような話が転々としたことなどを受け

て、ちょっと混乱含みのスタートとなりまし

た。

また先日は、都城市長が、「市民感情を考え

ると時期尚早だ」というようなことを記者会見

で述べたりと、さざ波が立っているという感じ

かと思います。

やはり、これも背景には、目的がうまく県民

に伝わらなかった、もしくは、目的を伝わりづ

らくしてしまったということがあったのではな

いかと思いますが、知事は振り返って、どう思

われますでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） この取組であります

が、私は政治姿勢として、現場主義、それから

対話と協働ということで、市町村の連携を大変

重視している、それを具体化したものとして、

大きくは３つの目的を掲げておったところであ

りますが、少し経緯を踏まえてお話をさせてい

ただきますと、休業要請を解除して、５月11日

から強い警戒態勢に移行したわけであります

が、そのときに、ガイドラインの遵守などをお

願いしている、実際にそれが守られているんだ

ろうか、そして、感染防止対策はどのようにと

られているのか。そして、５月７日に、既に外

出の自粛要請は解除されていますが、なかなか

町なかに人の足が戻ってきていないという状況

がありましたので、現場を見てみたい、現場の

実態把握というのがまず１点でありました。

そして、26市町村、そういった繁華街に行く

のであれば、せっかくであれば、市町村長と意

見交換をしたい、恐らく市町村長も町なかの飲

食店の利用が下がっている、それを何とか盛り

返したいという思いで応じていただけるのでは

ないかという思いがございました。

26市町村、全部自分が行くことができません

ので、副知事と手分けをしてということであり

ますが、これには前段がありまして、３月の中

旬に、両副知事に手分けして全市町村長に電話

していただいております。

というのは、本県としては、「新型コロナウ

イルスの状況の中で、徹底的に地産地消の応援

消費をやりたい。県としても取り組むので、ぜ

ひ市町村としても事業に取り組んでほしい」と

いう思いと、それから、「学校休業への影響と

いうものがどのように現場に出ているのか」、

そのようなコミュニケーションを図ったという

ことであります。この地域経済懇談会に関して

は、地域経済、それから町なかの飲食店の実態

というのを知事・副知事が現場で、しかも市町

村長と意見交換をしていきたいということであ

ります。

私は、結果的に、８つの市町、感染者が発生

したところ、それから近年災害が発生したとい

うところで、竜巻被害の延岡市、さらには硫黄

山噴火のえびの市に行って、その状況等も意見

交換をすることができたわけであります。

そして、３つ目としまして、トップが動くこ

とによりまして、県職員、市町村職員も町なか

に出やすくなるいうことで、まずは公務員が動

く、そして、そのことによって地域の皆さんに
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も広げていくということ、その３つを念頭に、

この事業を発案したところであります。

それを事務方が整理して、まずは市町村長と

の意見交換は公務として整理し、そのあと何件

か個人的に回るとして、「それは政務として整

理をしましょう。これは意義ある取組でしょう

から」ということで、１枚のペーパーにまとめ

て、記者会見で発表することになったというこ

とであります。

その記者会見の中で特に議論となったのが、

「知事と市町村長がどのような形で懇談をする

のか、絵が浮かばない」というような御指摘で

ありまして、たまたましょっぱな、その翌日で

ありましたが、宮崎市はその現場については御

遠慮させていただきたいというような御意向で

ありましたので、その場を映すことができな

い、そのことで様々な御指摘もいただいたとこ

ろであります。私自身は、知事と市町村長が会

食をするところの映像を通してアピールをした

かったというよりも、実際に我々が動くこと

で、それぞれの職員が動いていく、そのことに

よって流れをつくっていきたいというところに

―３つ目のさっきの点でありますが―力点

があったというところであります。

ただ、一連の議員の御指摘にありますよう

に、様々な取組を行うに当たって、それを適時

適切に県民の皆様に広報するというところで

は、動きながらつくっていった事業ではありま

すが、反省すべき点もあったと考えておりま

す。今の３つの目的に関して言いますと、それ

ぞれ効果があったものと受け止めているところ

であります。

○渡辺 創議員 それでは、今、知事の答弁の

中でもいろんな理由が出てきましたが、その中

で、新しい生活様式を県民に伝えたいという意

味においては、知事が最初想定されていた効果

と比べて、最終的に、現実にどのぐらいの割合

の効果を生んだのか、当初知事が考えていた効

果が100だとすれば、そのうちの何割の目的を達

することができたとお考えですか。その前段の

３つの目的の整理ではなくて、新しい生活様式

を知事が姿としてさらすことによって、県民に

理解をいただくという面の効果というだけで結

構です。

○知事（河野俊嗣君） もともと自分が発案し

たときは、さっきの３点に力点がありましたの

で、新しい生活様式を実演してみせるところに

それほど大きなところがあったわけではありま

せんが、日南市の御理解をいただいて、そこに

ついては公開をすることができた、それを報道

等を通じて御覧いただくことができたと考えて

おります。

そういう現場の実態であれば、大分のよう

に、担当職員だけが開催をするというのも十分

考えられたというふうには考えています。

○渡辺 創議員 知事のお考えはよく分かりま

したが、やはり私は、あの時点で、あの行動で

一番大切なことは、知事が先頭に立って、新し

い生活様式を目に見える形で示していること

だったんだと思います。

かつ、十分に注意を払えば、積極的に飲食店

に出てもいいというメッセージを、その絵柄も

通して示すことが知事の役割ではなかったかと

思っています。

そういう思いも一部持っていらっしゃったこ

とは高く評価したいんですが、結局、地域経済

懇談会というのは、そのもっともらしいタイト

ルに表れていますが、ちょっと目的がごちゃ混

ぜになり過ぎていて、何をアピールしたいのか

というピントがぼやけてしまったという印象を
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僕は持っています。

今、答弁で聞いたように、知事はたくさんあ

ることが目的だったというふうにおっしゃって

いますが、広報戦略という観点に立って、あの

状態の中で、県民に対して新しい生活様式を知

名度のある知事が先頭に立って示して、そし

て、こうやって出ていって大丈夫なんです、注

意をすれば大丈夫なんですよということを示す

というところに主眼を絞って、あの行動があっ

たらよかったのになと。意見交換は別個で考え

ていただいても結構で、それは十分にやってい

ただけばいいんですが、それが、知事という存

在を生かす広報手段としては重要だったんじゃ

ないかなと私は感じています。

加えて、あの段階で、知事が示してほしい姿

勢は、市町村長との意見交換ではなくて、実際

に繁華街で苦労をしている、例えば居酒屋の大

将であったり、おかみさんであったり、従業員

であったり、そういう方と言葉を交わしている

という姿が大事だったんじゃないかなと感じて

いますので、それは外には発信されていません

から、お話を交わしたかもしれませんが、その

姿勢をきちんと示すことのほうが、広報的には

十分効果があって、県民にも、県の思いも知事

の思いも伝わったというふうに思っているとこ

ろです。

ここは私の考えですので、そう理解していた

だければいいですが、この指摘も含めて、知事

は広報戦略の必要性をどう認識しているのかと

いうのを、改めてお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、新型コロナウイル

ス感染症対策の文脈での様々な御指摘でありま

すが、県政を進めるに当たりまして、やはり県

政に関する情報を、しっかりと県民の皆様にお

示しする、関心を持っていただく、そして様々

な御指摘・御意見をいただく、そのことによっ

て施策を立案していく、そのプロセス、相互、

まさに広報広聴の取組というのは大変重要であ

ろうかと思います。

御指摘ありましたように、今、様々な情報伝

達手段が広がっている状況でありますので、そ

れを有効に活用していく、そして効果的に使っ

ていく、さらには、こういう新型コロナウイル

スのような危機管理対応が求められているとき

は、先ほど申しましたような情報の混乱が生じ

る状況の中で、我々行政の情報提供の果たす役

割はますます重要になってくる。

先ほど、カミュの「ペスト」の話を申し上げ

ましたが、ペストにしても天然痘にしてもスペ

イン風邪にしても、感染症の歴史はあるわけで

すが、今回最も大きく違うのは、インフォデ

ミックと言われるような情報が大量に急速に拡

散する状況の中での対応が迫られているという

ところであろうかと思います。

るる御指摘がありました広報戦略、これから

もしっかりと対応してまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

もう最後にしますが、その広報戦略を描くと

いう意味では、やっぱり「攻め」と「守り」を

きちんと意識して分けることが大事かなと思い

ます。

「守り」は、誤解を生まないというメッセー

ジをどうやって紡ぐかということだと思います

し、あとは、積極的に１次情報にアクセスした

いという県民の思いに応えることだと思いま

す。

あわせて、「攻め」というのは、県が実現し

たい目的を明確にして、その実現のためには何

を残して何を捨てるのかという取捨選択の判
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断。かなえたいものを絞って実現するために

は、ぼやけないというための工夫をどうするか

ということも大事じゃないかなと思います。十

分に広報戦略が生きて、県民に県政情報が届く

というのは、県民の県政に対する満足に必ず直

結することだと思います。おまけのような話で

はなくて、ここがないと成り立たないというこ

とだと思いますので、ぜひそういう意識で考え

ていただきたいと思っております。

続けて、外部人材の登用についてお伺いいた

します。

県は、中央省庁との人事交流を行っています

が、その目的と現状を、総務部長にお伺いしま

す。

○ 行政ニーズの多様

化・複雑化が進む中、多岐にわたる県政の重要

課題に的確に対応し、県民本位の県政を推進し

ていくため、行財政運営について、豊富な知識

と経験を有する人材を県庁内外から幅広く求め

るとの考え方から、中央省庁との人事交流を

行っているところであります。

本年４月１日現在で、11名の職員について国

から派遣を受けているところであります。

○渡辺 創議員 間もなく本省に戻られる鎌原

副知事にもお伺いしたいと思います。

まず、これまでの貢献に心から敬意を表しま

す。

副知事を筆頭に、この議場にも、渡辺福祉保

健部長や財政課長もいらっしゃいますが、国家

公務員にとって、自治体での勤務経験がどのよ

うに生かされるのか、御自身の感想も含めてお

伺いできればと思います。

○副知事（鎌原宜文君） 私自身、今回の宮崎

県庁が初めての地方自治体での勤務となりまし

たが、この３年余りの間、高速道路網の整備や

国土強靱化対策はもとより、少子高齢・人口減

少問題への対応や、観光・スポーツを通じた魅

力発信など、本県が抱える行政課題に真正面か

ら向き合い、また、地方自治体の立場から国と

の交渉や連携に携わるという大変貴重な経験を

積むことができました。

国家公務員におきましては、省庁別に所管が

分かれており、また、全国や業界団体といった

単位で課題を捉えることになります。つまり、

本県で行っているような総合行政というものは

なかなか経験する機会がございませんし、どう

しても現場から離れたところで仕事をしている

という実態がございます。そうした中で、地方

自治体での勤務経験があることで、所管分野の

みにとらわれない、より幅広い視野からの、ま

た、地域住民の目線に立った細やかな施策の立

案が可能になるものと考えております。

さらに今回、私自身も地方自治体の立場に身

を置いたことで、国の仕事の進め方、特に国が

地方自治体との連携を進める中では、事前の情

報提供ですとか、自治体の執行体制への配慮な

ど、より地方自治体の立場に立った対応がもっ

ともっと必要であるということも痛感いたしま

したので、今後、国に復帰してからの職務にお

いて、しっかりと生かしていきたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 どうもありがとうございまし

た。どうぞこれからも御活躍を期待しておりま

す。

さて、外部からの人材登用という意味では、

中央省庁以外にも、民間という発想もあると思

いますが、知事部局における考え方と実績を、

総務部長にお願いします。

○ 知事部局におきま

しては、外部からの人材登用の手法の一つとい
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たしまして、平成15年度に任期付採用制度を導

入したところであります。

この制度につきましては、公務の効率的運営

を確保することを目的として、専門的な知識・

経験を必要とする業務について、当該知識・経

験を有する人材を、任期を定めて外部から登用

するものであり、これまで、情報システムの最

適化業務に４名、工業技術センターにおける技

術指導業務に５名の任期付職員を採用しており

ます。

このほか、木材利用技術センターの研究部門

や危機管理対策など、特定の行政分野におい

て、高度な専門性や優れた識見を有する人材を

外部から登用しているところであります。

○渡辺 創議員 県の守備範囲というのも、時

代の変化に伴って大きく拡大していっていると

思います。公務員の皆さんによる組織の得手不

得手というのもあって当然だろうと思います。

例えば、先ほど扱った広報戦略というテーマ

も、不得手なほうの一つなのかなという印象が

あります。

そうであれば、思い切って、例えば広報分野

に外部人材を登用して大きな環境変化を与える

というのも、現実的な手段・手法だと思いま

す。もちろん丸投げするのではなくて、期間を

区切って中に入ってもらって、そのノウハウを

周りは学びつつ、マインドを県庁の中にしっか

り定着させていく。これが大事なんだというふ

うに思いますが、その意味では、広報分野に、

先ほど答弁のあった任期付採用制度を活用し

て、外の知恵とノウハウと発想を有効活用して

はどうかと思いますが、知事、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 広報についての一連の

お尋ねで、問題意識は全く同じでありまして、

広報という部門に戦略という名前で広報戦略室

を立ち上げたのは平成24年でありますが、そこ

の室長にぜひ外部人材をというようなことを検

討した経緯がありますけれども、報酬の面、そ

れからその人のキャリア形成も考えて、なかな

か具体化は難しいなというところであり、県庁

の中でしっかりと研修等を積み重ねる中で対応

していこうということで、これまで取り組んで

きたところであります。

今回のコロナウイルスの対応を振り返ってみ

ましても、私が一番職員に指摘をしたのは広報

分野であり、資料の作り方、発出するタイミン

グ、ホームページへの掲載の仕方、ここはかな

り厳しく指摘したところでありまして、対応が

手いっぱいになる状況の中で、実は途中で、人

事異動で人員を１人増やす対応も図ってきたと

ころであります。今御指摘のように、やはり高

度な知識・経験・ノウハウの活用というのは大

変重要になってこようかと考えておりますの

で、御提案のありました件も含めて、様々な手

法につきまして、早急に検討してまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 前向きな答弁だったとお思い

ます。ありがとうございます。

県庁の発信が変わるというのを、ぜひ楽しみ

にしていきたいと思います。

民間人の登用というのは、知事がおっしゃる

ように手法はいろいろあられるだろうと思いま

すので、そこは柔軟でいいと思うんですが、や

はり一定の権限がないと、変化を起こすという

ことはできないと思いますので、ぜひその点は

意識をいただければと思います。

次に、教育の諸問題について伺います。たく

さんありますので、教育長、よろしくお願いい

たします。
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まず、新型コロナを受けた学校休校から、県

内の学校が完全再開となり、20日余りが過ぎま

した。気になるのは不登校のことです。

学校再開後、出欠状況などに変化があります

でしょうか。

○教育長（日隈俊郎君） 学校再開後の不登校

などの欠席状況について、５月末から６月初め

に、県立学校及び市町村教育委員会への聞き取

りを行いましたが、不登校などの欠席者が増加

しているという情報は入っておりません。

○渡辺 創議員 大きな変化はないということ

ですが、注意が必要なことは間違いありませ

ん。今後どのように見守りを続けていくつもり

でしょうか。

○教育長（日隈俊郎君） 臨時休業に伴い自宅

での生活が長期化するなど、児童生徒にとりま

しては例年と異なる状況が発生したことによる

影響で、今後、不登校などの欠席者が増加する

ことも想定しておく必要があると思います。

各学校においては、アンケートや教育相談を

充実させたり、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーと協力したりすること

で、気になる児童生徒への早めの対応を行うよ

うにしております。

県教育委員会といたしましては、各学校で子

供たちの変化を適切に把握して、組織的な対応

を行うよう通知文を出すとともに、市町村教育

委員会とも連携して、各学校への支援に努めて

いるところであります。

○渡辺 創議員 次は、県立高校の受検に関し

てお伺いします。

文部科学省は、休校による影響を考慮し、高

校入試の出題範囲について、一定の配慮をして

もいいという趣旨の通達を出しています。先

日、坂本議員も、「この際、入試を見合わせて

はどうか」という提案もしていらっしゃったと

ころでありますけれども、出題範囲がどうなる

のかというのが、中学３年生や保護者にとって

大変気になるところとなっています。

不安を取り除くためにも、一日も早くその答

えを出すべきだと思います。

例えば長崎県は、既に範囲を狭めるというよ

うな決定をしているという報道等もありますけ

れども、教育委員会は、できるだけ早く方針を

示すべきだろうと思いますが、具体的に御説明

いただければと思います。

○教育長（日隈俊郎君） 来春の受検生におい

ては、休業が長期化したため、高校入試に対す

る不安を抱えているものと推察しております。

このような不安を考慮し、入試に関するきめ細

かな情報提供が必要であると認識しておりま

す。

なお、出題範囲につきましては、各中学校で

の授業の進み具合を、まずは７月までに把握し

た上で、公平性が担保できるよう検討を行いま

して、秋までには示してまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 秋までには答えをということ

でしたので、お待ちしておきたいと思います。

次は、教職員確保についてお伺いします。

新型コロナを受けて、学校の密状態を解消す

るためにも、そして子供たちに十分なフォロー

をするためにも、一日も早く学級の定員を少な

くすることが重要だと思います。

そのことを真剣に考えていかなければ、国も

地方も新型コロナから何を学び取ろうとしてい

るのかということになると思います。

そのことは、先日の答弁でも、知事も積極的

に国への働きかけを進めていくという姿勢を示

されたところです。それでは、いざ、例えば35
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人学級などを実現しようという流れが出てきた

場合、現実的な障壁となるのは、教員の確保が

できるかという問題だと思います。

こういうトレンドの中で、教員の定数が増え

るとなった場合に、宮崎県では必要な教職員数

を確保できるのか、そこがポイントかと思いま

すが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（日隈俊郎君） 現在、本県では、国

の加配を活用しまして、小学校１・２年生で30

人学級、中学校１年生で35人学級を導入してお

りますが、さらに本年度は小学校中学年―３

年生、４年生になりますけれども―におい

て、35人学級のモデル校の検証を行っていると

ころであります。

仮に、小学校３年生以上の学年を35人学級と

した場合、約200人の教員を増やす必要がありま

すが、臨時的任用講師の任用状況を踏まえます

と、一度に全ての教員を採用することは難しい

のではないかと考えております。

したがいまして、全ての学年に少人数学級を

導入する場合には、小学校３年生から順次、段

階的に進めていく方向で検討していくことにな

るものと考えております。

○渡辺 創議員 この数年間、いろんな議論を

してきましたが、まさに先生方の確保というの

が今、非常に難しい状況になっているというこ

とを象徴しているかと思います。

その上で、今度は入り口のほうを確認したい

と思います。昨年度、小学校では採用の競争率

が1.6倍、実質は1.5倍というところまで低迷し

た教員採用試験ですけれども、教育委員会でも

様々な努力を積み重ねてきたのかと思います

が、今年度はどのようになっているか、御答弁

いただけますでしょうか。

○教育長（日隈俊郎君） 教員採用選考試験の

志願者数についてでありますが、お話のよう

に、ここ数年、減少傾向にありましたけれど

も、本年度実施の試験におきましては、昨年度

に比べ67人の増加となりまして、採用倍率は昨

年度の3.6倍から3.9倍に上がっております。

中でも、志望者数の減少が顕著でありました

小学校の受験区分につきましては、昨年度に比

べ47人の増加となりまして、採用倍率も昨年度

の1.6倍から1.8倍に上がっております。

○渡辺 創議員 小学校は1.8倍ということで、

底を打ったというか、下げ止まったというか、

安心はできませんけれども、少しずつ持ち直し

の傾向に向かいつつあるのかなというふうに、

希望的な思いも含めて理解したいと思います。

ただ、根本が変わっているという状況ではな

いと思いますので、２月議会の一般質問でも、

かなりの時間を割いて議論をしましたが、やは

り養成課程でいかに枠を広げるか、または先生

になりたいという学生さんの率を高めるか、も

しくは、もっと早い段階でのアプローチが必要

なのか、いずれにしても養成をどう考えていく

のかというのが鍵かと思います。

教育委員会でも様々な取組をしているかと思

いますが、その点を確認させてください。

○教育長（日隈俊郎君） 県教育委員会におき

ましては、大学生を対象とした、教員の業務を

体験する活動や、教員としての実践力を身につ

ける研修会を実施してまいりました。

また、高校生につきましては、これまでの宮

崎大学や商工会議所等との協働による人財育成

セミナーの実施に加え、今年度からは、教員の

魅力などを伝える出前講座を新たに開設いたし

ました。

さらに、宮崎大学との連携の下、令和３年度

実施の宮崎大学の入学試験に、宮崎県教員希望
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枠を設ける制度を創設したところであります。

今後も、県内の各大学や高校と連携しまし

て、教員確保に向けた取組の充実・強化を図っ

てまいります。

○渡辺 創議員 次に、学校の校則について伺

います。

ＮＨＫ等で、高校生のコート着用を認めない

など「ブラック校則」ではないかというような

報道が、県内でもありました。

校則の問題は、全国的にも様々な話題になっ

ていますが、合理性のない、過度に厳しい校則

というのは、時代に合わないという気がすると

ころです。教育長がどのような印象を持たれて

いるか、また、見直しに向けた動きがありまし

たら、現状を教えていただきたいと思います。

○教育長（日隈俊郎君） 県立学校では、生徒

の実態や社会の変化などを踏まえて校則を定め

いますが、学校の中には、過去に定めた内容が

現状にそぐわないものとなっていたり、誤解を

招く表現があったりするものなど、一部改善す

べき部分があったというふうには感じておりま

す。

しかしながら、校則は、状況に合わせ適宜見

直しが必要でありますことから、これまでも、

生徒が話し合う機会を設けたり、保護者の意見

を参考にするなどして、学校の実情に即した校

則になるよう検討を行ってきた学校もありま

す。

県教育委員会では、各学校の校則が、教育的

により意義のあるものとなるよう、県立学校長

協会に働きかけを行いまして、検討を進めてい

るという回答を得ているところであります。

○渡辺 創議員 次に、学校のＩＣＴ化、オン

ライン授業等の関係についてお伺いします。

新型コロナにより、ＧＩＧＡスクール構想が

さらに加速したことによって、義務教育段階で

の端末整備はさらに加速されて、端末の１人１

台の実現は、もう目の前に来ているというふう

に思います。

それでは、県立高校の端末整備の状況を確認

したいと思います。

○教育長（日隈俊郎君） 高校生のコンピュー

ター端末につきましては、国が示した３人に１

台の水準を本県の当面の目標として、令和４年

度末までに整備することとしております。

この目標に対しまして、昨年度末の段階の整

備率は81％でありました。

今回の新型コロナウイルス対策のため、緊急

に546台のタブレット端末を整備することによ

り、目標の88％まで整備が進むことになるもの

と考えております。

○渡辺 創議員 整備状況については、よく理

解できました。

高校生に関しては、今も答弁にあったよう

に、この間ずっと、３人に１台の端末整備とい

う基準を国も示していますし、県もそれに準拠

するというか、その考え方だけを示していると

ころですが、私はやはり高校においても、全員

に１台ずつという目標を明確に掲げるべきでは

ないかというふうに思います。

少なくとも、ＧＩＧＡスクール構想の進展に

よって、義務教育段階で１人に１台の端末を持

つ教育課程で過ごしてきた子たちが高校生にな

る段階までには、やはり１人に１台という環境

をつくるべきではないかなと思っています。そ

うしなければ、高校がＩＣＴ化の谷間みたいに

なってしまう可能性があると思うからです。

ただ、高校は義務教育ではありませんので、

端末の整備の在り方については、全てを公費整

備ということではなくて、高校生が辞書を買っ
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たり教科書を買ったりするのと同じように、個

人で端末を購入するということも含めて考えて

いってもいいのかなと思うところですが、その

点について、教育長のお考えをお伺いします。

○教育長（日隈俊郎君） 国は、昨年度発表し

たＧＩＧＡスクール構想におきまして、高校生

用端末の整備目標は３人に１台としております

が、小中学生用の端末については１人１台を整

備するとしておりますので、将来的には、高校

生用端末につきましても１人１台の環境となる

ことが望ましいと思います。

端末整備の方法につきましては、高校生の端

末所有率が高い状況を背景に、国のほうでは、

ＢＹＯＤと申しますが、個人端末の活用も選択

肢の一つとして示しているところであります。

本県でも、高校生の端末所有率は同様に高

まってきておりますので、個人端末の活用につ

きましても、種々課題はありますが、検討して

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 教育長の御答弁にあったよう

に、まさに種々課題はあると思います。

ノートや鉛筆とかという世界とは違いますの

で、高額なものですから、高校の進学率を考え

れば、それを家庭で持つことができないという

環境のお子さんたちもいると思いますので、そ

こは合わせ技で、いろんなことが考えられる環

境をつくっていただきたいと思います。

次に、県立平和台公園についてお伺いしま

す。

県立平和台公園には、３か所に展望台があり

ます。宮崎市を見渡せる大変眺望のいい展望台

でありますが、今、３か所のうち２か所が老朽

化で使用禁止となっていて、もう１か所も大分

古くなって心配な状況にありますけれども、観

光資源でもあるわけですから、一日も早く安全

性を担保して再開させるべきではないかと考え

ますが、県土整備部長の見解をお伺いします。

○県土整備部長（明利浩久君） 平和台公園の

３か所の展望台のうち２か所につきましては、

設置後19年が経過し、床や階段などが老朽化し

ておりますことから、利用者の安全確保が困難

となり、現在、使用を禁止しております。

展望台につきましては、大変眺望のよい場所

であり、県民の憩いの場として広く活用されて

きましたことから、その改修について、整備箇

所等も含め、検討を進めているところでありま

す。

県としましては、展望台の早期の使用再開に

向け、国への要望など予算確保に努めるととも

に、引き続き魅力ある公園づくりに取り組んで

まいります。

○渡辺 創議員 ３か所を維持できるのか、い

ろんな考え方があると思いますが、環境を担保

するというのは大事だと思いますので、一日も

早く、ぜひ前向きな検討を進めていただきたい

と思います。

次に、最後のテーマとなりますが、県立図書

館についてお伺いします。

県立図書館は、新型コロナの影響で２度の休

館を経験したわけでありますが、再開直後に図

書の貸出しとか返却が相次いで、混乱があった

というような話も聞いているところであります

けれども、実際にそういう混乱があったのか否

か、返却冊数等を見ればうかがえるかと思うん

ですが、その辺りの変化はいかがだったでしょ

うか、教育長にお伺いします。

○教育長（日隈俊郎君） 県立図書館では、新

型コロナウイルスの感染拡大防止のため、３月

５日から26日までと、４月21日から５月11日ま

での２つの期間において、休館措置を取りまし
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た。

休館明けの貸出し、返却の状況につきまして

は、３月の休館明けからの１週間の状況を見ま

すと、前年と比べ、ほぼ同数でありました。

同様に、５月の休館明けでは、前年と比較し

ますと、貸出し・返却ともに約1.6倍となってお

ります。

○渡辺 創議員 ３月の再開後は、警戒感が強

かったというのがまだあるのかなと思います

が、５月はやはり業務が集中したことがうかが

えます。

そこで、新型コロナへの対応という意味だけ

ではなくて、日常的な業務負担の軽減や蔵書管

理の効率化という観点からも、ＩＣタグを活用

した図書の管理方法に切り替えていく必要があ

るのではないかと思いますが、教育長の見解を

伺います。

○教育長（日隈俊郎君） 県立図書館では、現

在、約80万冊の蔵書等について、バーコードを

使ったシステムで管理をしております。

ＩＣタグを使ったシステムでは、複数の本の

データを同時に読み込む機能があることから、

貸出しや返却などの窓口業務や蔵書管理の面で

効率化が図られるというメリットがあります

が、導入費用が高額であることや、耐用年数な

どに課題もあると考えております。

図書館では、利用者へのサービス向上を図る

ことは重要でありますので、今後、他の図書館

からの情報収集を行うなど、ＩＣタグの導入も

含め、業務の効率化と費用対効果の面から、図

書館サービスの在り方について研究してまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

日、広報戦略についてるる申しましたが、繰り

返しになりますが、知事の思っていること、県

の思っていることが的確に県民に届く、極めて

大事なことだと思いますので、ぜひ改めてお願

いをしたいと思います。

私の質問も終わりますし、19人の質問予定者

全員の質問はこれで最後かと思いますが、あり

がとうございました。（拍手）

○丸山裕次郎議長 以上で一般質問は終わりま

した。

◎ 議案に対する質疑

○丸山裕次郎議長 次に、今回提案されまし

た、議案第１号から第12号まで及び報告第１

号、第２号の各号議案を一括議題といたしま

す。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 日本共産党の前屋敷でござ

います。

本日、追加提案されました補正予算につい

て、若干の質疑をさせていただきたいと思いま

す。

１つに、新型コロナウイルス感染症対応従事

者等慰労金交付事業62億4,314万6,000円につい

てです。

同事業は、医療従事者等へ１人当たり５万円

から20万円の慰労金を支給するとしております

が、条件が幾つかに分かれております。

まず、県が役割を指定した医療機関の従事者

には20万円、もしくは10万円の支給です。県が

役割を指定した医療機関はどれほどあって、そ

こに従事する支給対象者をそれぞれどの程度見

込んでおられるのか。

また、その他の一般病院・診療所などの従事
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- 286 -



者には５万円の支給です。事業者数と対象者は

どの程度見込んでいるのか伺いたいと思いま

す。

またさらに、高齢者施設や障害児施設などの

従事者には20万円もしくは５万円の支給となっ

ています。それぞれ施設数と支給対象者数をど

の程度見込んでいるのか伺います。

あわせて、慰労金の申請手続はどのようにな

るのか、一括してお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 慰労金につき

ましては、医療や介護・障害福祉サービス等に

従事する職員等を対象としまして、５万円か

ら20万円の範囲で支給することとしております

が、対象となる施設や職員等の詳細が、まだ国

から明確には示されておりません。

このような中、事業費に不足が生じないよ

う、十分な職員数により予算を計上したところ

でありまして、具体的に申し上げますと、全体

として医療関係で約2,300施設、約４万人を、介

護関係で約3,100事業所、約４万人を、障害福祉

関係で約1,500施設、約２万人などを見込んでい

るところであります。

あわせて、申請方法についてでございます

が、先ほどお答えしましたとおり、国から慰労

金に関する詳細な情報が届いておりませんの

で、具体的な申請方法はまだ決まっておりませ

んが、詳細が判明しましたら、速やかに支給し

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 次に、新型コロナウイルス

感染症対策体制確保事業、56億465万円について

です。

院内感染防止のための設備整備や診療体制確

保を支援するとあります。どのような施設や事

業所を対象に、どのような施設の整備や取組を

支援するのか、また、どの程度の施設・事業所

数を見込んでいるのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 現時点の国か

らの情報によりますと、大きく２つの事業があ

りまして、１つ目は、救急・周産期・小児医療

機関の院内感染防止につきまして、各救急医療

施設等における簡易陰圧装置や簡易ベッド、

パーティションの整備など最大で66施設に対す

る支援を見込んでおります。

２つ目は、地域医療を担う一般の医療機関や

薬局等における感染拡大防止につきまして、病

院、医科・歯科の診療所、薬局、訪問看護ス

テーション、助産所における予約診療の拡大、

レイアウト変更、情報通信機器を用いたオンラ

イン診療の取組など、最大で約2,200施設に対す

る支援を見込んでおります。

○前屋敷恵美議員 最後になりますけれども、

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の３

億1,031万円についてです。

１世帯当たり５万円の給付金の支給となって

いるようですが、子供の多い世帯やどの時点で

の世帯が対象になるかなど、その支給内容につ

いて、もう少し詳しく御説明いただきたいと思

います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 支給につきま

しては、令和２年６月分の児童扶養手当の受給

者や、公的年金の給付等により同手当を受給し

ていない方、あるいは、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けて家計が急変し、収入が同手

当の対象となる水準に下がった方が対象となり

ます。

こうした方々への基本的な支給額につきまし

ては、１世帯当たり５万円であり、第２子以降

につきましては、１人につき３万円が加算され

ることになっております。

さらに、６月分の同手当の受給者や、公的年
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金の給付等により同手当を受給していない方の

中で、家計が急変し、収入が大きく減少してい

るとの申し出があった方に対しましては、１世

帯当たり５万円を上乗せして支給いたします。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

以上で終わります。

○丸山裕次郎議長 ほかに質疑の通告はありま

せん。

以上で質疑は終わりました。

◎ 議案第９号から第11号まで採決

○丸山裕次郎議長 ここで、公安委員会委員及

び収用委員会委員の任命の同意についての議案

第９号から第11号までの各号議案について、お

諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第９号から第11号の各号議案について、

一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議なしと認めます。

よって、各号議案は同意することに決定いたし

ました。

◎ 議案第１号から第８号まで及び第12号、

報告第１号、第２号委員会付託

○丸山裕次郎議長 次に、議案第１号から第８

号まで及び第12号、報告第１号、第２号の各号

議案は、お手元に配付の付託表のとおり、それ

ぞれ関係の委員会に付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日18日から23日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、24日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時13分散会
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第８号まで及び第12

号、報告第１号、第２号の各号議案を一括議題

といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、野﨑幸士委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、令和２年度宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

このうち、議案第１号に係る補正は、新型コ

ロナウイルス感染症対策に伴うもの、国庫補助

決定に伴うもの及びその他必要とする経費につ

いて措置するもので、107億4,400万円余の増額

となっており、歳入財源の主なものは、国庫支

出金100億8,000万円余、繰入金３億2,300万円余

であります。

次に、議案第12号に係る補正は、国の令和２

年度補正予算（第２号）に係るもの等、緊急に

必要とする新型コロナウイルス感染症対策に伴

う経費について措置するもので、193億9,300万

円余の増額となっており、歳入財源は、国庫支

出金133億9,300万円余、諸収入60億円でありま

す。

両議案を合わせた補正後の一般会計の予算規

模は6,530億9,400万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、議案第

１号が１億8,100万円余の増額、議案第12号が１

億1,700万円余の増額であり、特別会計と合わせ

た補正後の予算額は191億5,200万円余となりま

す。

また、総務部の補正予算は47億2,400万円余の

増額であり、特別会計と合わせた補正後の予算

額は2,569億700万円余となります。

次に、飲食店等「新しい生活様式」対応支援

事業についてであります。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、特に大きな打撃を受けた地域の飲食

店等に対し、消毒液等の購入や店舗レイアウト

の変更に係る費用などを補助するとともに、感

染防止に取り組む飲食店で使用できるプレミア

ム付テイクアウト・食事券を発行することで、

新しい生活様式に対応する経営形態への移行を

支援するものであります。

このことについて委員より、プレミアム付テ

イクアウト・食事券が利用できる店舗の登録状

況について質疑があり、当局より、「昨日まで

に1,882店舗が登録しており、現在も日々登録の

申請がなされている」との答弁がありました。

これに対して委員より、「登録店舗数が少な

いと感じるが、この厳しい状況の中で、今後も

飲食店等に事業を継続してもらうためには、当

事業による支援をより広く浸透させていく必要

があるのではないか」との意見があり、当局よ

り、「登録に当たっては、各団体が作成したガ

イドラインに沿って、新しい生活様式に対応し

た感染防止対策に取り組むことを表明していた

令和２年６月24日(水)
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だくこととしている。登録の促進と併せて、移

行を支援する補助事業の周知についても１社１

社丁寧に対応しているところであり、今後とも

各団体としっかり意見交換しながら、さらなる

周知に努めてまいりたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、支援を必要とし

ている全ての事業者に支援の手が届くよう、福

祉保健部や関係団体との連携を密にし、新しい

生活様式の重要性や、本事業の内容について、

徹底した周知・啓発に努めていただくよう要望

します。

次に、宮崎カーフェリー株式会社の経営状況

等についてであります。

このことについて当局より、「令和元年度の

輸送量は、貨物に係るトラック台数が、昨年の

ゴールデンウイーク10連休による輸送量減や大

手荷主の輸送ルートの変更等により、前年度

比4,618台の減、また、旅客が新型コロナウイル

ス感染症の影響により、前年度比4,942人の減と

なっている」との説明がありました。

このことについて委員より、「新船では、ト

ラック積載台数を現状より約30台増やす計画で

あるにもかかわらず、令和元年度は貨物が減少

しているが、今後貨物の確保についてどのよう

に取り組んでいくのか」との質疑があり、当局

より、「平成30年度に発生した西日本豪雨災害

により、代替輸送として増えていた下り荷が、

北九州経由にシフトした影響が大きいため、今

後は、県の事業を活用した、貨物の基礎となる

変動の少ないベースカーゴの確保など、宮崎

カーフェリーの安定的な貨物の確保に向けた取

組を支援してまいりたい」との答弁がありまし

た。

これに対して複数の委員より、「今後とも、

県として営業活動の強化を働きかけるなど、宮

崎カーフェリーの経営安定化に向け、オール宮

崎の体制でしっかり取り組んでいただきたい」

との要望がありました。

次に、みやざき行財政改革プラン（第三期）

に基づく行財政改革の取組についてでありま

す。

このうち、財政健全化指針に係る財政見通し

について委員より、「新型コロナウイルス感染

症の影響により、税収の減少が予想されること

から、今後の財政運営を見通すことが難しい状

況である。令和３年度以降の地方財政計画の中

では、地方の実情を踏まえて、真に必要とされ

る財政需要額をしっかり積み上げ、必要な財源

が交付されるよう国に働きかける必要があるの

ではないか」との意見があり、当局より、「地

方公共団体の責務である住民の生命・身体・財

産を守るために県が行うべき事業を整理し、そ

れに見合う財政需要額をしっかりと精査した上

で、地方の実情にあった財政措置がなされるよ

う、財政力が同程度の他県とも情報を共有しな

がら国に働きかけてまいりたい」との答弁があ

りました。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取扱いをよろしくお

願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、図○丸山裕次郎議長

師博規委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○図師博規議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、
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議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、議案第１号が国庫補助決定に

伴うもので、一般会計で900万円余の増額、議案

第12号が新型コロナウイルス感染症対策に伴う

もので、一般会計で123億300万円余の増額であ

ります。

この結果、特別会計を合わせた補正後の予算

額は2,467億8,100万円余となります。

このうち、新規事業「新型コロナウイルス感

染症対応従事者等慰労金交付事業」及び改善事

業「保護施設衛生管理支援事業」についてであ

ります。

これらの事業は、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止、収束に向けてウイルスに立ち向か

い、医療や介護・障がい福祉サービス等に従事

する職員に対し、１人当たり５万円から20万円

の慰労金を支給するものであります。

このことについて複数の委員より、慰労金の

交付対象となる施設及び職員の範囲について質

疑があり、当局より、「例えば医療機関につい

ては、１、感染すると重症化するリスクが高い

患者との接触を伴うこと、２、継続して診療を

行っていること、３、集団感染（クラスター）

の発生状況の３つの条件を勘案して決定すると

いう国からの説明を受けているところである

が、詳細については、現在のところ明確になっ

ていない」との答弁がありました。

また、委員より、慰労金の給付時期の見通し

及び周知の在り方について質疑があり、当局よ

り、「８月下旬頃から支給を開始できるよう準

備を進めたい。また、事業要綱等の内容を国に

しっかり確認した上で、広報等のＰＲに努めて

いきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症への対応において、感染リスクなど

心身に負担がかかる厳しい環境の下、強い使命

感を持って長期間にわたり業務に従事していた

だいている医療従事者や介護・障がい福祉サー

ビス施設等の職員に対し、慰労金が確実に行き

渡るよう対応していただくことを要望いたしま

す。

次に、新型コロナウイルス緊急対策事業につ

いてであります。

このことに関して委員より、「ＰＣＲ検査に

ついて、大規模検査やドライブスルー方式によ

る検査がなかなか進まないのはなぜか」との質

疑があり、当局より、「ＰＣＲ検査の検体採取

においては、検体を採取する行為が感染リスク

を伴うため、それを行える人員の確保が難し

い。今後、医師会等に委託し、検体を集中的に

採取できる検査センターを二次医療圏ごとに整

備していきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症の第２波、第３波の発生に備え、Ｐ

ＣＲ検査が必要と判断された方に、迅速かつス

ムーズに検査を実施できる体制を、早急に構築

していただくことを要望します。

次に、移転後の旧宮崎市郡医師会病院の活用

検討についてであります。

このことについて委員より、「県医師会から

県への新型コロナ対策に関する要望の一つに、

移転後の旧宮崎市郡医師会病院を新型コロナウ

イルス感染症専門病院とすることが上がってい
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るが、現段階でどのように考えているのか」と

の質疑があり、当局より、「病床の確保が難し

い現状において、貴重な御提案であると認識し

ている。一方で、どういった形であれば利活用

が可能なのか、移転後の医療スタッフの確保と

いった課題を含め協議が必要と考えており、移

転のスケジュールも考慮の上、宮崎市や医師会

などと意見交換してまいりたい」との説明があ

りました。

このことについて委員より、「例えば、ワク

チンが実用化されるまでの期間とするなど、あ

くまで一定の期間という条件での活用も含めて

検討してもらうとよいのではないか」との意見

がありました。

次に、新型コロナに伴う県立病院の経営改善

に向けた取組についてであります。

このことについて委員より、「２月、３月の

段階で、県立３病院の収益が約２億5,000万円減

少すると試算されており、今後も感染症指定医

療機関として対応していかなければならない

中、特に新型コロナウイルス感染症患者の受入

れのため空き病床を確保すること、いわゆる空

床確保による経営への影響は大きくなっていく

ものと危惧している。今後の経営対策について

見通しはあるのか」との質疑があり、当局よ

り、「空床確保対策に関する国の交付金が活用

できないか、所管している福祉保健部と現在協

議を行っているところである」との答弁があり

ました。

また、別の委員より、「国の支援が途切れて

しまうと、本来県立病院が果たすべき業務がで

きなくなってしまう。新型コロナウイルス感染

症対策は、まさに政策医療であることから、病

院局としても、ぜひ、国に対し予算獲得に向け

て臨んでいただきたい」との要望があり、当局

より、「国への要望等については、全国知事会

や全国自治体病院開設者協議会を通じてしっか

りと要望し、本来の病院運営に支障を来すこと

のないよう取り組んでまいりたい」との答弁が

ありました。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○丸山裕次郎議長

会、武田浩一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○武田浩一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の令和２年度補正予算

についてであります。

今回の補正は、主に新型コロナウイルス感染

症対策に関する経費について措置するものであ

り、このうち、議案第１号は、一般会計で22

億2,300万円余の増額、また、議案第12号は、一

般会計で69億5,100万円余の増額となっており、

両議案の一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は543億7,800万円余となります。

このうち、小規模事業者事業継続給付金につ

いてであります。

これは、新型コロナの影響で売上げが大きく
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減少した小規模事業者を対象に、１事業者当た

り20万円の給付金を支給するものであります。

今回、申請者数の増加に対応するため増額補

正するもので、これに伴い給付対象者の枠

が7,700者となります。

このことについて委員より、「県内の経済活

動の自粛による影響が予想よりも大きいことか

ら、給付金の申請期間を延長できないのか」と

の要望があり、当局より、「支給事務を行う商

工団体の業務負担を考慮すると、延長は難しい

が、駆け込みでの申請も見込まれることから、

個々の状況を踏まえて柔軟に対応したい」との

答弁がありました。

また、別の委員より、「市町村も独自の支援

を行っているが、県もより一層の支援を行うべ

きではないか」との意見があり、当局より、

「県内経済が厳しい状況にあることを認識した

上で、今後は県内経済を元の状態に戻すための

消費喚起の取組に、県としては力を入れていき

たい」との答弁がありました。

次に、企業の事業承継についてであります。

このことについて委員より、「企業からの相

談件数も多く、順調に進んでいたところだが、

新型コロナによる影響は出ていないのか」との

質疑があり、当局より、「昨年度に事業引継ぎ

支援センターが対応した新規の相談企業数は299

件で、過去最高となった。これまで新型コロナ

を理由とした相談はないが、今後は増えるので

はないかと見込んでいる」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「Ｍ＆Ａなど、都市

部企業とのマッチングにも影響が出ていると聞

いているので、しっかりと体制を取ってほし

い」との要望がありました。

新型コロナウイルス感染症が県内経済に大き

な影響を与えていると、多くの県民から声が寄

せられており、感染が拡大していない本県で

も、経済状況が全く元に戻っていません。

当委員会といたしましては、今後も、支援を

必要とするところに対して、実情を踏まえた施

策を、スピード感を持って実行していただきま

すよう要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の議案第１号に係る補正は、一般会計で

９億9,400万円余の増額であり、この結果、一般

会計と特別会計を合わせた補正後の予算額は921

億7,400万円余となります。

このうち、新規事業「建設関連産業雇用受入

支援事業」についてであります。

この事業は、県が建設業団体と協働し、新型

コロナの影響で雇い止め等にあった方々を建設

産業に受け入れる体制を整えるとともに、そう

した方々を常勤雇用した企業の採用等に関する

経費を支援することで、地域雇用の維持につな

げるものであります。

このことについて委員より、「この事業が、

新型コロナの影響で経営状況が悪化している会

社からの人材流出につながらないよう、コー

ディネーターを中心に調整をお願いしたい」と

の要望がありました。

次に、損害賠償額を定めたことについてであ

ります。

このことについて当局より、ワシントニア

パームの枝落下事故に伴う損害賠償額を定めた

ことについて報告があり、委員より、「ワシン

トニアパームの枝落下による事故の報告が後を

絶たないが、生活道路の安全性と景観とのバラ

ンスについてどのように考えているのか」との

質疑があり、当局より、「沿道のワシントニア

- 296 -



令和２年６月24日(水)

パームは、本県を象徴する景観だが、維持管理

の面で課題が多いことから、国土交通省が進め

ている植え替え作業の取組を参考に、県でも対

応を検討したい」との答弁がありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」については、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、日髙陽一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案委員会審査結果

表のとおり、全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で７億1,200万円余の

増額であり、この結果、特別会計を合わせた補

正後の予算額は228億4,200万円余となります。

このうち、新規事業「みやざき材で創る新し

い生活様式空間づくり支援事業」についてであ

ります。

この事業は、人口減少や新型コロナウイルス

感染症等により、住宅分野での木材需要が減少

し、林業・木材産業への深刻な影響が危惧され

ることから、木材の利用が進んでいない商業施

設等の非住宅分野での木材需要を創出するた

め、県産材を活用した新しい生活様式に対応し

た民間施設の整備等を支援することにより、新

型コロナウイルス感染防止を図るとともに、木

材の利用拡大を図るものであります。

このことについて委員より、「店舗の内装と

して木材を利用する場合でも、床材、壁材、天

井材など多様な利用方法があるため、事業者が

利用しやすいように、価格や店舗の状況に応じ

た利用方法などを、設計士等とも連携を図りな

がら、周知する必要があるのではないか」との

質疑があり、当局より、「非住宅分野について

は、設計士の役割が非常に大きいので、設計士

とも連携を図りながら、利用しやすいデザイン

や設計について検討を行い、民間におけるニー

ズを踏まえた、商業施設等での木材の利用促進

を図っていきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「木造化や内装の木

質化により店舗のイメージを変えることで利用

者が増加すれば、周辺の店舗での利用拡大など

の波及効果や地域の活性化にもつながっていく

ので、木材の利活用の幅が広がるように、継続

して事業に取り組んでいただきたい」との要望

があり、当局より、「状況に応じた対策ができ

るよう、事業の効果を検証しながら、来年度以

降の展開を検討したい」との答弁がありまし

た。

次に、新規事業「森林空間を活用したワー

ケーション支援事業」についてであります。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の発

生・拡大を契機に、企業でのテレワークの取組

や、学校でのオンライン授業が進展するととも

に、長期の自粛等によるストレスフルな生活に

より、心身の癒やしや休養を与える森林空間へ

のニーズが高まっていることから、森林空間で

の体験を楽しみつつ仕事や勉強を行うワーケー

ションのプログラムの実施や、県産材を使用し
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たワーキングスペース等を整備することによ

り、森林空間での新しい働き方・学び方のスタ

イルへの移行を推進するものであります。

このことについて委員より、「現段階でワー

ケーションに関するニーズはどの程度あるの

か」との質疑があり、当局より、「ＳＤＧｓや

働き方改革の観点から、近年、ワーケーション

への関心は高まっていたが、今回の新型コロナ

ウイルスの影響により、感染症防止の観点から

も、地方でのテレワークへの意識が高まってい

る。旅行代理店や関係団体等と意見交換を行い

ながら、的確にニーズを把握し、県内外の企業

や学校を県内に呼び込んでいきたい」との答弁

がありました。

また、別の委員より、「森林空間が見直され

ているので、森林セラピー等の本県のこれまで

の取組も生かしながら、ニーズをしっかりと把

握した事業を展開していただきたい」との要望

がありました。

当委員会といたしましては、今後、他の都道

府県においても同様の取組が進んでいくことか

ら、本県への移住にもつながるよう、本県の森

林空間の魅力を積極的に発信していただくよう

要望いたします。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で15億4,800万円余の

増額であり、この結果、特別会計を合わせた補

正後の予算額は465億700万円余となります。

このうち、新規事業「輸出ニーズ対応型産地

づくり強化事業」についてであります。

この事業は、新型コロナウイルス感染症収束

後の本県農畜水産物の輸出の回復・拡大を図る

ため、香港など主要な輸出国・地域に配置して

いる輸出促進コーディネーターを活用したマー

ケット調査や、収束後の消費マインドの変化等

の輸出ニーズに対応できる商品や産地づくりを

支援するものであります。

このことについて委員より、今回の事業にお

けるコーディネーターの役割について質疑があ

り、当局より、「海外においても新型コロナの

影響で生活様式の変化が予想されることから、

現地のコーディネーターを活用し、各国の情報

を適切に収集しながら、今後の輸出に向けた戦

略を再構築していきたい」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「このような状況下

においても、農家の所得向上や生産意欲を上げ

ることができるよう、情報収集や販路開拓を

しっかり行っていただきたい」との要望があり

ました。

次に、県産農畜水産物応援消費推進事業につ

いてであります。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の拡

大により影響を受けた、農畜水産物の消費や販

売を回復し、拡大を図るため、学校給食への食

材提供や応援消費活動を支援するものでありま

す。

このことについて委員より、「水産物の学校

給食への支援は、マグロやブリ等の影響が大き

かった魚種が対象になるのか。沿岸漁業の魚種

は対象にならないのか」との質疑があり、当局

より、「国の事業での対象は、影響を受けてい

る魚種とされ、ブリ類の養殖魚やマグロなどの

高価格帯の魚種が指定されているが、国の事業

の対象とならない魚種の学校給食への提供につ

いては、地域特産物という枠組みの中で対応で

きると考えている」との答弁がありました。

また、別の委員より、「ただ食材として提供

するだけではなく、子供たちに対して、給食時
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間の中で説明を行うなど、教育委員会とも連携

して、提供した地元食材の良さなどを伝える取

組も重要であるかと思うが、そのような取組は

行っていないのか」との質疑があり、当局よ

り、「提供した食材を通して、児童生徒の地元

産品や本県の農畜水産業への理解が深まるよ

う、食育活動を併せて実施している」との答弁

がありました。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委○丸山裕次郎議長

員会、岩切達哉委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩切達哉議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、企業局の令和２年度公営企業会計補正

予算についてであります。

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症感

染拡大の影響及びその対策に伴うものでありま

す。

このうち、議案第２号は、電気事業会計につ

いて、事業費及び資本的支出で4,809万円余の増

額補正を行うものであります。

この結果、電気事業会計の補正後の事業費及

び資本的支出の合計は83億8,932万円余となりま

す。

また、議案第３号は、工業用水道事業会計に

ついて、事業費及び資本的支出で13万円余の増

額補正を行うものであります。

この結果、工業用水道事業会計の補正後の事

業費及び資本的支出の合計は６億7,913万円余と

なります。

このうち、綾第二発電所大規模改良事業につ

いてであります。

このことについて当局より、「新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により入札を中止した

発電所更新工事について、目標とする令和３年

度中の「再生可能エネルギー固定価格買取制度

（ＦＩＴ）」の認定に向けて再度入札公告を行

うに当たり、所要の見直しを行った結果、増額

補正が必要となったものである」との説明があ

りました。

当委員会といたしましては、発電所更新工事

に当たり、「再生可能エネルギー固定価格買取

制度（ＦＩＴ）」の認定を受けることは、収益

の増加を図る上で非常に重要な事項であること

から、認定に向けて万全の取組を行っていただ

くよう強く要望します。

次に、教育委員会の令和２年度補正予算につ

いてであります。

今回の補正は、主に新型コロナウイルス感染

症対策に伴うものであります。

このうち、議案第１号は、一般会計で３

億5,030万円余の増額、また、議案第12号は、一

般会計で2,147万円余の増額となっており、両議

案の一般会計と特別会計を合わせた補正後の予

算額は1,114億7,372万円余となります。

このうち、新規事業「県立学校等衛生環境改

善事業」についてであります。
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この事業は、県立学校等における新型コロナ

ウイルス感染症予防を含む衛生環境改善のた

め、女子トイレを中心とした児童生徒用トイレ

の洋式化を進めるものであります。

当委員会としましては、感染予防に関するこ

とから、早期の事業実施に加え、今後は、各学

校の男女の比率も考慮に入れて、男子トイレも

含めた洋式化について、さらに促進していただ

きますよう要望します。

次に、新規事業「学びを支える学習システム

構築事業」についてであります。

この事業は、「ＧＩＧＡスクール構想」に合

わせて、学校における教育の情報化の実現を図

り、どのような環境にあっても、いつでも学び

の入り口を提供する、未来を見据えた本県独自

の学習システムを構築するものであるとの説明

がありました。

このことについて委員より、「新型コロナ等

の災害時だけではなく、平時においても利用で

きるシステムとなるのか」との質疑があり、別

の委員から、「県立中学校に限らず、全県下で

利用できるシステムとするべきではないか」と

の質疑がありました。

当局より、「このシステムは、災害時だけで

はなく日常的に学校の授業で活用することを目

的としており、クラウド型のシステムとして、

市町村も今後使用することを想定して構築して

まいりたい」との答弁がありました。

当委員会としましては、今回のような緊急事

態に対する教育の保障や、子供たちの新しい学

びの場として、市町村と連携し全県下で利用で

きるシステムとしていただくよう強く要望いた

します。

次に、宮崎県学校教育計画懇話会「中間まと

め」についてであります。

教育長の私的諮問機関である宮崎県学校教育

計画懇話会における「新しい時代の県立高等学

校の在り方」や「今後の特別支援教育の在り

方」に関する協議内容について、「中間まと

め」の報告がありました。

このうち、小規模高等学校の在り方につい

て、複数の委員から「地域住民が特に強い関心

を持っている課題である」との意見がありまし

た。

当委員会としては、今後の協議結果につい

て、適宜報告していただくよう要望いたしま

す。

次に、警察本部の所管業務についてでありま

す。

このうち、新型コロナウイルス感染症感染防

止対策として、当局より、「本人からの申請に

より、運転免許の有効期限を３か月延長する措

置を行い、県内の各運転免許センター及び更新

業務を行う９つの警察署において、令和２年４

月20日から同年５月17日までの28日間、運転免

許更新業務を休止した」との報告がありまし

た。

当委員会としましては、本人からの申請がな

くても運転免許の有効期限が自動的に延長され

るとの誤解から、運転免許が失効となることが

ないよう、広報活動による制度の周知と啓発に

努めていただくよう要望いたします。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査○丸山裕次郎議長
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結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑及び討論

の通告はありません。

議案第１号から第８号まで及び第12号、◎

報告第１号、第２号採決

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議案第１号から第８号まで及び第12号、報告

第１号、第２号の各号議案について、一括お諮

りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決または承認であります。委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は委員長の報告のとおり可決

または承認されました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申出がありますので、

これを議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申出のとおり決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各委員長の申出のとおり、閉会中の継

続審査及び調査とすることに決定いたしまし

た。

次に、さきに提案のありま○丸山裕次郎議長

した、副知事の選任の同意についての議案第13

号を議題といたします。

質疑の通告はありません。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討 論◎

これより討論に入ります○丸山裕次郎議長

が、討論についての発言時間は１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。私は、日本共産党を代表して、ただ

いま議題となっております議案第13号につい

て、反対の立場から簡素に討論をいたします。

本議案は、鎌原宜文副知事の辞職に伴い、そ

の後任として現国土交通省大臣官房付の永山寛

理氏を、本年７月12日付で副知事に選任するた

め、議会の同意を求めるものであります。

永山寛理氏については、生年月日、出身地、

現住所、略歴以上の情報を得ることはできず、

したがって、永山氏個人が副知事に不適と判断

するものではありません。我が党が同意できな

い主たる理由は２つあります。

第１に、２人の副知事を配置しなければ、県

行政が甚だ遅滞し、ひいては県民生活に影響を

及ぼすとは判断できないからであります。副知

事が２人制になったのは、平成25年４月からで

ありました。県民の要求は広がり、これに対応

する事業等も複雑で多岐となっていると思いま

す。それでも一般会計予算額で見るなら、２人

制となった平成25年度は5,661億円であり、５年
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前の平成20年度は5,590億8,600万円、10年前の

平成15年度は6,436億7,600万円でありました。

単純に予算額だけで判断できないと思います。

しかし、それでも２人制にしなければならない

客観的・合理的意義を見いだすことはできませ

ん。

この問題と関連して職員数を見てみますと、

今申し上げた予算の年度としっかり符合をいた

しませんが、一般の常勤職員は、平成17年が１

万8,652名、平成20年が１万7,862名、平成25年

が１万7,278人であります。２人制になる８年前

に比べると、実に1,374人も削減をいたしており

ます。常勤職員は7.4％も削減しながら、一方で

副知事を複数制にすることが行われているもの

であります。ちなみに、副知事が１人増すこと

による予算は、年額約1,570万円であります。

第２に、仮に２人制が必要だとしても、なぜ

中央官庁の人物でなければならないのか。むし

ろ、県内の事情に精通されている方は多数おら

れます。この点からも同意できないものであり

ます。

中央省庁のキャリアを副知事に充てたほう

が、国の予算獲得など県行政に何かと有利に働

く、作用するという声を聞くことがあります。

県・自治体の事業に対する相違性や熱意等に

よって、中央官庁の対応の度合いに違いがある

ことは考えられます。しかし、それと関係なく

人脈によって行政が動くとなると、それははっ

きり言って誤りであります。それが事実とした

ら、憲法や地方自治法、国家公務員法などから

逸脱した、まさに行政の私物化であり、立身出

世に行政を利用している姿にほかならないと思

います。

繰り返しますけど、県内には県政等に精通さ

れた優れた方々がおられるのに、なぜ中央省庁

に人材を求めるのか。県民の利益を守る立場か

ら、その大義を求めることはできないと思いま

す。

こうした問題点を抱えた議案であり、同意で

きないものであります。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議案第13号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議案第13号についてお諮りいたします。

本案に同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は○丸山裕次郎議長

同意することに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和２年６月24日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

提出者 議会運営委員長 山下 博三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

社会資本の着実な整備を求める意見書

議員発議案第２号
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ＪＲ九州の鉄道路線の維持存続及び利便性

の確保を求める意見書

議員発議案第３号

新型コロナウイルス感染症対策の更なる充

実強化を求める意見書

議員発議案第４号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

の拡充を求める意見書

議員発議案第５号

地方財政の充実・強化を求める意見書

議員発議案第６号

公共交通への支援の強化を求める意見書

議員発議案第１号から第６号まで追加上程◎

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

議員発議案第１号から第６号までの各号議案を

日程に追加し、議題とすることに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

議員発議案第１号から第６号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○丸山裕次郎議長

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。

日本共産党を代表いたしまして、本議会に提

出されました議員発議案第１号「社会資本の着

実な整備促進を求める意見書」について、反対

の立場から討論をいたします。

近年の気候変動による、風水害をはじめとす

る大規模な災害は、日本はもとより世界的な大

問題に発展しています。日本列島各地で起きて

いる地震も、その活動の活発化が顕著です。

こうした国民生活に甚大な被害・影響を及ぼ

すことに対する迅速な復旧対策等は当然のこ

と、防災・減災対策に抜本的な強化が求められ

ていることは言うまでもありません。

また、道路や橋、トンネルなどの老朽化に伴

う対策も喫緊の課題です。

こうした災害復旧対策や国土の保全、防災・

減災対策、インフラ整備などに対して、国が責

任を持って財源の確保をすることは当然のこと

です。

しかし、こうした事業を国の「国土強靱化」

施策の名の下に進めることには問題があること

を、これまでにも幾度となく申し上げてまいり

ました。

国が進める「国土強靱化法」や「交通対策基

本法」には、「国際競争力に資する」事業や、

「国家及び社会の重要な機能の代替性機能」事

業などとする、高速道路や新幹線、港湾、空港

など大規模開発事業が盛り込まれ、新たなダム

建設事業なども、水害・防災対策として建設促

進が図られていることです。

結局、防災・老朽化対策の重視、大規模災害

を口実に新規の大型開発事業を継続・拡大させ

る根拠にしていることの問題を指摘しなければ
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なりません。

また、本意見書案で「新たな財源の創設」を

求めている点も問題です。

「国土強靱化法」創設以来、新規の大型開発

事業は、国際コンテナ戦略港湾、ダムの建設や

整備新幹線、リニア新幹線建設費など約50兆円

もの規模で進められています。人口減少や危機

的な財政状況、大規模災害、社会資本老朽化が

進行する現在、こうした大型開発事業に公共事

業予算を増額すべきではありません。新規・新

設の大型開発事業を中止・抑制し、防災・老朽

化対策など維持管理・更新事業へ予算の使い道

を切り替えれば、大幅に予算を増やす必要はあ

りません。

大型開発には、巨額の予算が注ぎ込まれる一

方で、防災・減災の公共事業は大きく立ち遅れ

ています。国の防災・安全交付金は、地方の要

望額約２兆円の半分程度の予算化でしかありま

せん。国民の安全・安心を担保する、より生活

に身近な公共事業への税金の使い方に改める

「意見書」こそ、必要なのではないでしょう

か。

とりわけ今、新型コロナウイルス感染症に膨

大な予算を投入しているときです。このコロナ

対策はいつまで必要とするのか、先の見えない

状況でもあります。

しかし、本意見書案では、このコロナ禍の中

であっても、「新たな財源の創設」を図って、

「国土強靱化」のさらなる取組の強化を求めて

いますが、国民への新たな負担増に道を開くこ

とになりかねないのではないでしょうか。今以

上の国民負担を強いることはできません。

以上、公共事業政策の抜本的転換の必要性や

「国土強靱化基本法」の持つ問題点等を指摘

し、本意見書案に賛同することができないこと

を申し上げ、討論といたします。以上です。

（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第１号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

まず、議員発議案第１号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は○丸山裕次郎議長

原案のとおり可決されました。

議員発議案第２号から第６号まで採決◎

次に、議員発議案第２号か○丸山裕次郎議長

ら第６号までの各号議案について、一括お諮り

いたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は原案のとおり可決されまし

た。

知事発言◎

ここで、知事から発言の申○丸山裕次郎議長

出がありますので、これを許します。

〔登壇〕 発言の機会を○知事（河野俊嗣君）

いただき、ありがとうございます。

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭につい

て御報告申し上げます。

昨日、文部科学省からも発表されたところで
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ありますが、今年10月から12月にかけて開催を

予定しておりました国文祭・芸文祭につきまし

ては、新型コロナウイルスによる感染リスクに

加え、開催準備及び実施体制が十分整わないこ

となどを踏まえ、国と協議の上、期間を令和３

年７月上旬から10月中旬頃へ延期することと決

定をいたしました。

詳細な会期につきましては、後日改めて発表

いたしますが、この会期につきましては、会場

の確保の状況や、後催県である和歌山県の開催

時期への影響、また、できるだけ期間を長くす

ることで、会期変更後のスケジュールを立てや

すくすることなどを考慮して、決定に至ったと

ころであります。

今後、市町村、文化団体等とも協議を進めて

いくこととなりますが、当初予定しておりまし

た事業の中には、様々な理由から、新たな会期

中での実施が困難なものも出てくるものと考え

ております。

これらの場合でも、県としましては、主催市

町村、文化団体等に対し、しっかりと支援を行

うとともに、「国文祭・芸文祭みやざき2020」

の冠をつけた新たなプログラムの通称を検討

し、一体となってアピールをしてまいります。

来年開催をする国文祭・芸文祭の会期中に

は、延期となりました東京オリンピック・パラ

リンピックも予定されており、また、国文祭・

芸文祭の歴史の中で、初めての２つの県での同

年開催となります。本県としましては、これを

好機と前向きに捉え、大会の開催を通じ、本県

の伝統文化や芸術文化を国内外にアピールする

とともに、和歌山県と連携したプログラムも、

新たに実施してまいりたいと考えております。

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大によ

りまして、国民の間に閉塞感が漂っている状況

にございます。あの天岩戸神話に描かれたよう

に、私たちはこうした度重なる疫病や自然災害

から力を合わせて立ち上がり、闇夜の中から光

を取り戻してまいりました。コロナ禍の中にあ

る今こそ、芸術文化の力で多くの国民に潤いや

安らぎを与え、未来への活力を生み出すような

大会にしてまいりたいと考えております。

県議会の皆様の引き続きの御支援、御協力を

よろしくお願い申し上げます。以上でありま

す。〔降壇〕

以上で、今期定例会の議事○丸山裕次郎議長

は全て終了いたしました。

副知事退任挨拶◎

ここで、７月11日をもって○丸山裕次郎議長

退任されます鎌原副知事より、御挨拶をいただ

きます。

鎌原副知事、御登壇願います。

〔登壇〕 退任に当た○副知事（鎌原宜文君）

り、一言御挨拶を申し上げさせていただきま

す。

まずは、このような機会を与えてくださいま

した県議会の皆様に、厚く御礼を申し上げま

す。また、私の在職中、公私にわたり御指導賜

りましたことに、心から感謝を申し上げます。

振り返りますれば、この３年３か月の間、

あっという間の、しかしとても充実をした期間

でございました。この間、本県のインフラ整

備、産業・観光の振興、そして福祉の向上など

幅広い分野に携わらせていただきましたこと

は、大変光栄なことでありますし、また知事や

議会の皆様をはじめ、多くの関係者の方々とと

もに、日々仕事をさせていただきましたこと

は、私にとって忘れることのできない、すばら

しい思い出であります。
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特に、高速道路の新規事業化や開通に際しま

して、地元の方々、多くの関係者の方々ととも

に喜びを分かち合ったことは、本当に忘れられ

ない思い出となっております。

また、県内各地を回る中で、宮崎の美しい自

然、豊かな食、歴史・文化、そして何より人の

温かさに触れ、宮崎は、文字どおり私の第二の

ふるさととなりました。宮崎の魅力、そしてポ

テンシャルは、本当にすばらしいものがたくさ

んあると感じております。今後の宮崎のますま

すの発展を確信しておりますし、心から期待を

しております。

私も、今後は立場は変わりますが、微力では

ありますけれども、宮崎の発展のために、でき

る限りのお手伝いをさせていただきたいと考え

ております。

最後になりますが、宮崎の皆様がこれまでに

下さった御厚情に、改めて心からの感謝を申し

上げますとともに、宮崎のますますの御発展と

皆様の御健勝と御多幸をお祈り申し上げまし

て、私の御挨拶とさせていただきます。本当に

どうもありがとうございました。（拍手）〔降壇〕

丁重な御挨拶をいただき、○丸山裕次郎議長

誠にありがとうございました。

鎌原副知事におかれましては、平成29年４月

に就任以来、県勢の発展と諸課題の解決に大変

な御尽力をいただきました。

その御功績に対し、心から敬意と感謝を申し

上げます。

今後とも、本県のさらなる発展に御協力並び

に御指導を賜りますようお願い申し上げて、お

礼の言葉といたします。

誠にありがとうございました。

閉 会◎

これをもちまして、令和２○丸山裕次郎議長

年６月定例県議会を閉会いたします

午前11時２分閉会

令和２年６月24日(水)
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令和２年６月定例県議会日程

１７日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

６． ８ 月 本会議
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

一般質問通告締切 12:00９ 火
休 会 （ 議 案 調 査 ）

１０ 水

１１ 木 議会運営委員会 9:30
一 般 質 問本会議

１２ 金

１３ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１４ 日

請願締切 16:00１５ 月

一 般 質 問
議員発議案締切 17:00

１６ 火
（会派提出）

本会議

議会運営委員会 9:30一 般 質 問
質疑、討論・採決（人事案件）､１７ 水
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託

１８ 木

常 任 委 員 会
議員発議案締切 17:00

１９ 金
（会派提出を除く）

２０ 土 休 会
（ 閉 庁 日 ）

２１ 日

２２ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２３ 火 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決２４ 水 本会議
閉会
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２１５－１０８６

令和２年６月８日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和２年６月定例県議会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第 1号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）

議案第 2号 令和２年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第１号）

議案第 3号 令和２年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）補正予算（第１号）

議案第 4号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例

議案第 5号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 6号 教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 7号 工事請負契約の変更について

議案第 8号 工事請負契約の変更について

議案第 9号 公安委員会委員の任命の同意について

議案第10号 収用委員会委員の任命の同意について

議案第11号 収用委員会委員の任命の同意について

報告第 1号 専決処分の承認を求めることについて

報告第 2号 専決処分の承認を求めることについて

（文書取扱 財政課）
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２１５－１１０５

令和２年６月１７日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和２年６月定例県議会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第12号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第５号）

議案第13号 副知事の選任の同意について

（文書取扱 財政課）
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令和２年６月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

６月１１日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 野﨑 幸士 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 西村 賢 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 山下 寿 １４：００～１５：００

６月１２日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １０：００～１１：００

６ 無所属の会 チームひむか 図師 博規 １１：００～１２：００ 休憩

７ 県 民 連 合 宮 崎 髙橋 透 １３：００～１４：００

８ 公 明 党 河野 哲也 １４：００～１５：００

６月１５日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 武田 浩一 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 脇谷のりこ １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 内田 理佐 １３：００～１４：００

１２ 公 明 党 坂本 康郎 １４：００～１５：００
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６月１６日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 郷 中 の 会 有岡 浩一 １０：００～１１：００

１４ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 県 民 連 合 宮 崎 満行 潤一 １３：００～１４：００

１６ 県 民 の 声 井上紀代子 １４：００～１５：００

６月１７日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 県 民 連 合 宮 崎 田口 雄二 １０：００～１１：００

１８ 自 由 民 主 党 安田 厚生 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 県 民 連 合 宮 崎 渡辺 創 １３：００～１４：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）
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令和２年６月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
令和２年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予
算（第１号）

可決

第３号
令和２年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）
補正予算（第１号）

可決

第４号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改
正する条例

可決

第５号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第６号
教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正
する条例

可決

第７号 工事請負契約の変更について 可決

第８号 工事請負契約の変更について 可決

第12号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 可決 可決 可決 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
　＊　令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）

承認 承認 承認 承認

報告第２号
専決処分の承認を求めることについて
　＊　宮崎県税条例の一部を改正する条例

承認

　※　議案第９号～第11号、第13号は人事案件

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

令和２年６月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す

るため
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

調査を要す

るため
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す文 教 警 察 企 業

関する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会
次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運営に

運営を図る議 会 運 営 委 員 会
関する調査

ため
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） ６月24日・ 可 決

〃 第２号 令和２年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第１号）

〃 第３号 令和２年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

補正予算（第１号）

〃 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃第４号

する条例

〃 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃第５号

〃 教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃第６号

る条例

〃 工事請負契約の変更について 〃第７号

〃 工事請負契約の変更について 〃第８号

〃 公安委員会委員の任命の同意について ６月17日・ 同 意第９号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第10号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第11号

〃 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） ６月24日・ 可 決第12号

〃 副知事の選任の同意について ６月24日・ 同 意第13号

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月24日・ 承 認

〃 第２号 専決処分の承認を求めることについて 〃

議員発議案 第１号 社会資本の着実な整備促進を求める意見書 ６月24日・ 可 決

〃 第２号 ＪＲ九州の鉄道路線の維持存続及び利便性の確保を 〃

求める意見書

〃 第３号 新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実強化を 〃

求める意見書

〃 第４号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を 〃

求める意見書

〃 第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書 〃

〃 第６号 公共交通への支援の強化を求める意見書 〃

- 319 -



- 320 -



議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号
社会資本の着実な整備促進を求める意見書

南海トラフ地震等の大規模地震や頻発化・激甚化する自然災害から国民の生命・

財産を守ることのできる安全安心な社会を実現するためには、新型コロナウイルス

感染症対策に多額の財源が必要となる中においても、防災・減災及び国土強靱化の
取組をスピード感を持って着実に進めていくことが不可欠である。

また、人口減少が加速する中、生産性の向上等に資するストック効果の高い社会
資本の計画的な整備、施設の老朽化対策等に必要な予算の確保が大きな課題となっ

ている。とりわけ、中山間地域など条件不利地域が多い本県においては、高速道路

をはじめとする幹線道路や農業生産基盤、下水道、河川、砂防施設等の整備の遅れ
を早急に取り戻すことが、地方創生の実現を図る上で不可欠となっている。

よって、国においては、これらの状況を踏まえ、自然災害の未然防止と発生後の

迅速な対応に向け、地方創生の取組とも連携した国土強靱化対策のより一層の推進
が図られるよう、下記事項に特段の措置を講じることを強く要望する。

記

１ ３か年緊急対策の後も防災・減災、国土強靱化をはじめとする社会資本の整備

を着実かつ計画的に推進するため、必要な予算の確保を図ること。

２ 老朽化対策に必要な予算の確保及び補助化による重点整備を図ること。

３ 長期安定的に必要な社会資本整備、管理を進められるよう、新たな財源を創設

すること。また、地方負担分については、地方財政措置の拡充を行うこと。

４ 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、国の地方支分部局、とりわけ地方

整備局及び河川国道事務所・出張所の人員体制の維持・充実を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓 殿

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿
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議員発議案第２号

ＪＲ九州の鉄道路線の維持存続及び利便性の確保を求める意見書

ＪＲ九州は、平成２８年１０月に株式を上場し、完全民営化を果たしたが、ここ

に至るには、国鉄の長期債務を継承しないこととされた上で、鉄道路線の維持と経

営の安定化を図ることを目的として設けられた経営安定基金の機能を実質的に維持

することとされた経緯がある。

しかしながら、平成３０年春のダイヤ改正では、利用者が少ない路線を対象に、

鉄道ネットワークの維持に向けた収支改善のための取組の一環として、関係地方公

共団体との十分な協議もないまま、九州全域で初めて大幅な減便などを行い、本県

においても、通学や通勤等への影響が少なからず生じた。

令和２年５月、ＪＲ九州は、利用者が少ない地方ローカル線の維持存続に向け、

沿線自治体や住民と現状を共有するための基本資料として、輸送密度２千人未満の

１２路線１７区間の線区別収支を初めて公表した。これにより、本県関係では、５

路線７区間の全てが赤字であること、及び赤字額が最も多い区間を抱えていること

が明らかとなったところである。

新型コロナウイルス感染症の影響により、地域交通全体の需要も大幅に落ち込む

中での今回の線区別収支の公表は、鉄道網の維持存続に向けた基本資料としては不

十分であるとともに、２年前のダイヤ改正を想起させ、利用者の減少と鉄道ネット

ワークの維持を理由とした減便又は廃線につながることが懸念されている。

よって、国においては、これまでの経緯と現状を踏まえ、ＪＲ九州が配慮すべき

事項として、関係地方公共団体等に十分な説明を尽くすとともに、公共交通機関と

しての責任を果たすよう指導することを要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第３号
新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実強化を求める意見書

新型コロナウイルスの感染拡大は、国民の理解と協力の下、感染防止対策が講じ
られた結果、感染者の減少の兆しが見られ、５月２５日に全ての都道府県で緊急事
態宣言が解除となった。
緊急事態宣言の解除に合わせ、国内では以前の日常生活や経済活動を取り戻そう

とする動きがある中、一部の地域では新たな感染が発生していることから、第２波、
第３波に備えて、感染拡大防止対策等を強化していく必要がある。
また、数か月にわたる経済活動の停滞による影響はリーマンショックを超え、そ

の復興には数年を要するとの予測もあり、本県においても、県民生活や地域経済へ
の影響が甚大であり、その回復に向けたきめ細かな経済対策や、新しい生活様式に
即した支援策などに継続して取り組む必要がある。
よって、国においては、国民の生命及び健康並びに生活を守るため、第３次補正

予算の編成を含む下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。

記

１ 新型コロナウイルスのＰＣＲ検査体制の充実など感染拡大防止を徹底するとと
もに、医療提供体制の充実強化及びその財源確保を図ること。

２ 農林水産業、商工業、サービス業など地域経済を支える事業者に対し、事業が
継続できるよう十分な支援を図るとともに雇用対策等に努めること。

３ 地方公共団体が講じる雇用の維持、地域経済の再始動・活性化等を図る施策を
支援するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等については、
地方の実情に応じた柔軟な制度とすること。

４ 今後の経済・雇用情勢等に即して、追加の経済対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月２４日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
厚 生 労 働 大 臣 加 藤 勝 信 殿
農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓 殿
経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志 殿
国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
経 済 再 生 担 当 大 臣 西 村 康 稔 殿
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議員発議案第４号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書

新型コロナウイルス感染症に対応する以前より、学校現場における課題が複雑化

・困難化する中で、子ども達の豊かな学びを実現するために、教材研究や授業準備

の時間を十分確保することが不可欠であるにもかかわらず、日本は、ＯＥＣＤ諸国

に比べて、１学級当たりの児童生徒数も、教員１人当たりの児童生徒数も多い状況

にある。

また、障がいのある子ども達に対する合理的配慮への対応、日本語指導などを必

要とする子ども達への支援、いじめ・不登校の課題、小学校においては新学習指導

要領に移行するため外国語教育実施に必要な授業時間数の調整など、授業時数や指

導内容も増加している。

加えて、今般の新型コロナウイルス感染症対策において、他の先進国に比べて、

ＩＣＴや教室に係る環境整備が遅れていることが明らかとなり、こうした課題や問

題の解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数の改善が必要であ

る。

いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が

行われているが、子ども達が全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられ

ることが当然でなければならない。

自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置し、一人ひとりの子ども達へのき

め細かな対応や、学びの質を高める教育環境を実現するため、また、教育の機会均

等と水準の維持向上を図るため、下記事項のとおり対応されるよう強く要望する。

記

１ 計画的な教職員定数改善が推進できるよう国全体として取り組まれること。

２ 義務教育費国庫負担制度は、義務教育には必要不可欠なものであることから、

この制度の堅持はもとより、義務教育費国庫負担の拡充を実現すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

文 部 科 学 大 臣 殿萩 生 田 光 一

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第５号

地方財政の充実・強化を求める意見書

いま地方自治体には、子育て支援策の充実、医療・介護などの社会保障への対応、

地域交通の維持など、より多く、またより複雑化した行政需要への対応が求められ

ているうえ、近年多発している大規模災害、そのための防災・減災事業の実施など、

新たな対応を要する政策課題が山積している。

これらの課題に対応する人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確

立は急務であり、とりわけ、人口減少・超高齢化に伴う社会保障費関連をはじめと

する地方の財政需要に対応するため、さらなる地方財政の充実・強化が求められる。

よって、２０２１年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を

的確に見積もり、社会保障予算の充実、地方財政の確立をめざすよう、以下の事項

の実現を求める。

記

１ 社会保障、感染症対策、防災・災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少

対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う職員の

配置を可能とする地方一般財源総額の確保をはかること。また、会計年度任用職

員制度における当該職員の処遇改善に向けた財源確保をはかること。

２ 地域間の財源偏在性の是正のため、抜本的な改善を行い、地方交付税の財源保

障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応、小

規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じるとともに、臨時財政対策

債に過度に依存しないものとし、対象国税４税（所得税・法人税・酒税・消費税）

に対する法定率の引き上げを行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第６号

公共交通への支援の強化を求める意見書

バスをはじめとする公共交通は、社会機能・都市機能の維持に必要な要員の移動

を支えると同時に、最低限の日常生活を送るための移動の保障に欠かせない重要な

産業であるため、緊急事態宣言の発令下でも、大規模な減便・運休をせずに応えて

きた。

一方、新型コロナウイルス感染症に伴う外出・移動自粛、各種イベントの中止な

どにより、輸送人員が大幅に減少し、事業の存続にも関わる大きな打撃を受けてお

り、全国の鉄道やバス、タクシー、旅客船などの事業者に対する調査では、８月ま

でに倒産するおそれがあると答える事業者が半数に及ぶとの報道もあった。

公共交通が置かれた状況は、新型コロナ禍で一変し、交通産業や旅行関連産業へ

の影響は今後数年続くことが予想される。

よって、国会及び政府に対し、住民の生活にとって不可欠な地域公共交通の崩壊

を防ぐため、補正予算あるいは新型コロナウイルス感染症対策予備費を活用し、以

下のとおり、公共交通への支援の強化を図るよう、強く求める。

記

１ 利用促進に資するための、交通事業者への更なる支援等を講じること。

（ ） 、２ 地域に不可欠なサービスの従事者 エッセンシャル・ワーカー の移動を支え

自らもまた「エッセンシャル・ワーカー」である交通従事者に慰労金を支給する

とともに、交通従事者への生活支援を強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月２４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（日髙陽一議員、前屋敷恵美議員）

６月８日 月 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第11号、報告第１号、第２号上程

知事提案理由説明

６月９日 火
休 会 （議案調査）

６月10日 水

６月11日 木
一般質問（坂口博美議員、野﨑幸士議員、西村 賢議員、

山下 寿議員）

本 会 議 知事発言

６月12日 金 一般質問（前屋敷恵美議員、図師博規議員、髙橋 透議員、

河野哲也議員）

６月13日 土
休 会 （閉庁日）

６月14日 日

６月15日 月
一般質問（武田浩一議員、脇谷のりこ議員、内田理佐議員、

坂本康郎議員）

６月16日 火
一般質問（有岡浩一議員、横田照夫議員、満行潤一議員、

井上紀代子議員）

本 会 議
議案第12号、第13号追加上程

知事提案理由説明

６月17日 水
一般質問（田口雄二議員、安田厚生議員、渡辺 創議員）

議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

採決（議案第９号～第11号）（同意）

議案委員会付託

６月18日 木
常任委員会

６月19日 金

６月20日 土
休 会 （閉庁日）

６月21日 日

６月22日 月 特別委員会

６月23日 火 （議事整理）

６月24日 水 本 会 議 常任委員長審査結果報告
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（議案第１号～第８号、第12号、報告第１号、第２号）

（可決または承認）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

討論（議案第13号に反対)（来住一人議員）

採決（議案第13号）（同意）

議員発議案送付の通知

６月24日 水 本 会 議 議員発議案第１号～第６号追加上程

討論（議員発議案第１号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第１号）（可決）

採決（議員発議案第２号～第６号）（可決）

知事発言

副知事退任挨拶

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 丸 山 裕次郎

宮 崎 県 議 会 副 議 長 徳 重 忠 夫

宮 崎 県 議 会 議 員 日 髙 陽 一

宮 崎 県 議 会 議 員 前 屋 敷 恵 美





署 名

宮 崎 県 議 会 議 長

宮 崎 県 議 会 副 議 長

宮 崎 県 議 会 議 員

宮 崎 県 議 会 議 員
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